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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月12日（金曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後６時16分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和３年度沖縄県一般会計予

算（出納事務局、監査委員事務局、人事委員

会事務局及び議会事務局所管分）

２ 甲第１号議案 令和３年度沖縄県一般会計予

算（企画部所管分）

３ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 又 吉 清 義君

副委員長 島 尻 忠 明君

委 員 仲 村 家 治君 花 城 大 輔君

仲 田 弘 毅君 当 山 勝 利君

仲宗根 悟君 西 銘 純 恵さん

渡久地 修君 國 仲 昌 二君

山 里 将 雄君 平 良 昭 一君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

企 画 部 長 宮 城 力君

企 画 部 参 事 宮 平 尚君

企 画 調 整 課 長 喜舎場 健 太君

企 画 調 整 課 副 参 事 武 村 幹 夫君

企 画 調 整 課 副 参 事 花 城 安 博君

企 画 調 整 課 副 参 事 宮 城 直 人君

交 通 政 策 課 長 金 城 康 司君

交 通 政 策 課 寺 本 美 幸さん
公 共 交 通 推 進 室 長

交 通 政 策 課 副 参 事 大 嶺 寛君

県土・跡地利用対策課長 名 城 政 広君

科 学 技 術 振 興 課 長 金 城 克 也君

総 合 情 報 政 策 課 長 加賀谷 陽 平君

地 域 ・ 離 島 課 長 森 田 賢君

会 計 管 理 者 伊 川 秀 樹君

会 計 課 長 比 嘉 千 乃さん

物 品 管 理 課 長 上 原 直 美さん

監 査 委 員 事 務 局 長 渡嘉敷 道 夫君

監 査 課 長 仲 村 留美子さん

人 事 委 員 会 事 務 局 長 大 城 直 人君

総 務 課 長 宮 城 和一郎君

職 員 課 長 安 里 克 也君

議 会 事 務 局 長 勝 連 盛 博君

総 務 課 長 前 田 敦君
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○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案の調査及び予算調査報告

書記載内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、企画部長、会計管理者、監

査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務

局長の出席を求めております。

これより、会計管理者、監査委員事務局長、人事

委員会事務局長及び議会事務局長から関係予算議案

の概要説明を一括して聴取した後、関係部局予算議

案を調査いたします。

まず初めに、会計管理者から出納事務局関係予算

議案の概要の説明を求めます。

伊川秀樹会計管理者。

○伊川秀樹会計管理者 おはようございます。よろ

しくお願いいたします。

出納事務局所管の令和３年度一般会計歳入歳出予

算の概要について、サイドブックスに掲載されてお

ります令和３年度当初予算説明資料出納事務局に基

づきまして御説明いたします。

資料の１ページ目の部局別歳出予算総括表をお開

きください。

表の下から６番目、出納事務局の欄を御覧くださ

い。

出納事務局における令和３年度歳出予算額は、７億

1672万8000円となっております。

続きまして、一般会計の歳入予算の概要について、

御説明申し上げます。

資料の２ページをお開きください。

表の一番上、合計欄を御覧ください。

出納事務局が所管する歳入予算の総額は101万

総務企画委員会記録（第４号）
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6000円で、前年度と比較して1086万円の減額、率に

して91.4％の減となっております。主な要因といた

しましては、不用品売払代及び県預金利子の減となっ

ております。

続きまして、一般会計の歳出予算の概要について、

御説明申し上げます。

資料の３ページをお開きください。

表の一番上、合計欄を御覧ください。

出納事務局が所管する歳出予算の総額は７億

1672万8000円で、前年度と比較して8657万8000円の

増額、率にして13.7％の増となっております。

次に、歳出予算の主な内容について目ごとに御説

明申し上げます。

（目）一般管理費は４億1874万3000円で、これは

職員費となっており、前年度と比較して1470万2000円

の増額、率にして3.6％の増となっております。

（目）会計管理費は２億7661万7000円で、これは

主に財務会計システム運用管理事業及び証紙収納事

業の経費であり、前年度と比較して7884万6000円の

増額、率にして39.9％の増となっております。主な

要因といたしましては、財務会計システムのリース

機器の入替えに伴う増となっております。

（目）財産管理費は2136万8000円で、これは物品

管理及び調達事務費と車両管理事務費となっており、

前年度と比較して697万円の減額、率にして24.6％の

減となっております。主な要因といたしましては、

物品調達に係る電子入札事務事業の減となっており

ます。

以上で、出納事務局所管の令和３年度一般会計歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、監査委員事務局長から監査委員事務局関係

予算議案の概要の説明を求めます。

渡嘉敷道夫監査委員事務局長。

○渡嘉敷道夫監査委員事務局長 よろしくお願いい

たします。

令和３年度監査委員事務局の当初予算概要につき

まして、サイドブックスに掲載されております令和

３年度当初予算説明資料監査委員事務局により御説

明させていただきます。

ただいま青いメッセージで通知をいたしました令

和３年度当初予算説明資料をタップしてください。

それでは、画面をスクロールしていただき、１ペー

ジの令和３年度一般会計部局別歳出予算を御覧くだ

さい。

表の下から２番目、監査委員事務局所管の令和３年

度歳出予算額は１億8811万8000円となっております。

２ページをお願いいたします。

監査委員事務局の歳入予算について御説明をいた

します。

歳入予算額は（款）諸収入の１万3000円で、これ

は会計年度任用職員等の雇用保険料本人負担分の受

入れであります。

続きまして、歳出予算の概要について、御説明い

たします。

スクロールしていただきまして、３ページを御覧

ください。

監査委員事務局の歳出予算額は（款）総務費（項）

監査委員費の１億8811万8000円で、前年度と比較し

て49万8000円、0.3％の増となっております。

主な経費について目ごとに御説明をいたします。

（目）委員費1945万6000円は、監査委員４名の報

酬と旅費等の運営費で、前年度に比べ18万2000円、

0.9％の減となっております。

（目）事務局費１億6866万2000円は、事務局の職

員費と運営費で、前年度に比べ68万円、0.4％の増と

なっております。

以上で、監査委員事務局所管の令和３年度一般会

計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 監査委員事務局長の説明は終わ

りました。

次に、人事委員会事務局長から人事委員会事務局

関係予算の議案の概要の説明を求めます。

大城直人人事委員会事務局長。

○大城直人人事委員会事務局長 よろしくお願いし

ます。

それでは、人事委員会事務局所管の令和３年度一

般会計歳入歳出予算の概要につきまして、抜粋版令

和３年度当初予算説明資料人事委員会事務局に基づ

き御説明いたします。

ただいま通知しましたメッセージをタップしてく

ださい。

それでは画面をスクロールしていただき、説明資

料１ページ、部局別予算を御覧ください。

人事委員会事務局における令和３年度歳出予算額

は１億7910万 5000円で、前年度と比較して99万

5000円、0.6％の増となっております。

２ページをお願いします。

一般会計歳入予算について御説明いたします。
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人事委員会事務局が所管する歳入予算の総額は、

（款）15の諸収入のうち、（項）雑入（目）雑入の177万

円で、前年度当初予算と比べ29万1000円、率にして

19.7％の増となっております。

歳入予算の内訳は、市町村、一部事務組合等から

の公平審査、苦情相談業務の受託経費と雇用保険料

受入分であります。増の要因としましては、公平委

員会事務受託料について、市町村等関係の審査案件

数が増加したことに伴う速記反訳料や郵送代などの

実費弁償等の臨時的経費の増となっております。

３ページをお願いします。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明いたします。

人事委員会事務局が所管する歳出予算は、（款）総

務費（項）人事委員会費の１億7910万5000円で、前

年度当初予算額１億7811万と比較しますと99万

5000円、率にして0.6％の増となっております。

４ページをお願いします。

歳出予算額を目別に説明しますと、（目）委員会費

742万7000円でございますが、その内訳は人事委員会

委員３名の報酬や旅費等で、前年度当初予算額より

６万3000円、率にして0.8％減となっております。

次に、（目）事務局費の１億7167万8000円でござい

ますが、その内訳は職員費、職員採用試験等に要す

る経費で、前年度当初予算額１億7062万と比較しま

すと105万8000円、率にして0.6％の増となっており

ます。増の主な要因としましては、人事異動に伴う

職員費の増であります。

以上で、人事委員会事務局所管の令和３年度一般

会計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 人事委員会事務局長の説明は終

わりました。

次に、議会事務局長から議会事務局関係予算の概

要の説明を求めます。

勝連盛博議会事務局長。

○勝連盛博議会事務局長 おはようございます。

それでは、県議会事務局所管の令和３年度一般会

計予算の概要につきまして、ただいま通知しました

令和３年度当初予算説明資料県議会事務局抜粋版に

基づきまして御説明申し上げます。

通知をタップしていただきたいと思います。

資料１ページをお願いいたします。

県議会事務局の歳入予算の概要について御説明申

し上げます。

県議会事務局の令和３年度一般会計歳入予算額は、

（款）使用料及び手数料が38万3000円、（款）諸収入

177万3000円で、合計額は215万6000円となっており

ます。前年度当初予算総額233万円と比較しますと

17万4000円の減となっておりますが、その主な理由

は、（款）諸収入（節）雑入において、議会棟入居団

体の光熱水費の利用見込減によるものでございます。

次に資料２ページをお願いいたします。

県議会事務局の歳出予算の概要について御説明申

し上げます。

県議会事務局の令和３年度一般会計歳出予算額は、

（款）議会費の14億6670万6000円で、前年度当初予

算額14億7451万6000円と比較しますと781万円、0.5％

の減となっております。減となった主な理由は、(目）

事務局費（事項）事務局運営費のうち議会庁舎及び

設備の保守管理等を行う事業において、議会棟の外

壁等修繕工事設計業務が終了したこと等に伴うもの

であります。

以上が、県議会事務局所管の令和３年度一般会計

予算の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 議会事務局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意を願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ、番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 おはようございます。よろしくお

願いします。

今通知しました、議会事務局の中の事務局運営費

の中で、工事請負費で県議会連絡通路改修工事の費
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用が入っておりますが、これは大体何年ごとに改修

するものかお伺いします。

○勝連盛博議会事務局長 15年周期で改修を行って

おります。この通路に関しまして、そういう形でやっ

ております。

○当山勝利委員 15年前も改修工事があったんで

しょうか。

○勝連盛博議会事務局長 特に15年前はしてござい

ません。

○当山勝利委員 初めての改修工事ですか。

○勝連盛博議会事務局長 そのとおりでございます。

○当山勝利委員 じゃあ今回改修した今後は15年後

に改修されるという、15年ごとの周期で改修されて

くでしょうか。

○勝連盛博議会事務局長 おおむねそのとおりと

なっております。

○当山勝利委員 この予算が4000万余りついている

わけですが、そもそもこの連絡通路っていうのは県

議会の財産になっているんですか。

○勝連盛博議会事務局長 そのとおりでございます。

○当山勝利委員 じゃあ、ここに見える通路なんで

すけれども、15年ごとで多分4000万、15年後だともっ

と高いかもしれないんですけど、それの費用をかけ

るというのは結構大きいと思うんですよね。であれ

ば、県議会の２階と、それから県庁の１階をつなぐ

連絡通路みたいな、屋根つきの連絡通路を造るほう

が補修もしやすいし安価だと思うんですけど、いか

がでしょうか。

○勝連盛博議会事務局長 県議会棟と行政棟の間の

連絡通路は令和３年度におきまして、築30年という

ことになっております。そのため、個別施設計画に

基づきまして、計画的に修繕を行っている状況でご

ざいます。本年度におきましては、本来の連絡通路

の外壁塗装及び防水改修工事、それに併せましてで

すね、本来ですと、築40年後に実施予定の外枠鉄骨

塗装及び支柱タイル補修工事を含めた工事を併せて

予定している、というところでございます。

○当山勝利委員 そもそもこの連絡通路にしなきゃ

いけない理由ですよね。そこをお伺いします。

○勝連盛博議会事務局長 必要性というところでご

ざいますが、議員をはじめ、県三役を含む説明員や、

政府要人の方々が議会棟と行政棟を移動する際のセ

キュリティーや利便性等を確保するため、連絡通路

が必要であるというふうに考えております。

○当山勝利委員 じゃあ、セキュリティーの問題で

そのようにしているということですね。

分かりました。ありがとうございます。

○又吉清義委員長 渡久地修委員。

○渡久地修委員 ４名の事務局長にお尋ねします。

令和３年度当初予算説明資料によりますと、今度

の重点項目に誰一人取り残さないＳＤＧｓの推進と

いうのがありますけれども、皆さん方の部署でこの

方針に基づいてＳＤＧｓをどのように推進していこ

うとしているのかをまずお聞かせください。

○上原直美物品管理課長 出納事務局におけるＳＤ

Ｇｓの取組について説明いたします。

出納事務局では、物品調達に関する事務を円滑か

つ効率的に行うため、本庁各部局で必要とする消耗

品等の集中調達を行っており、沖縄県グリーン購入

調達方針に基づき、環境配慮型製品を優先的に購入

することで、温室効果ガス排出削減に向けた全庁的

な取組に沿った物品の調達を行っております。この

取組は、県のＳＤＧｓ推進方針に掲げられた基本方

策一覧の１の（３）、低炭素島しょ社会の実現に沿う

ものと考えております。さらに、県の複合機による

複写サービスの一括契約におきましても、うちのほ

うで一括契約を行っておりますが、契約期間につい

て、これまでの３年から段階的に５段階とする取組

を今年度から行っており、事業者への負担軽減を図

るだけじゃなく、機器の有効活用により環境負荷の

低減につながるものと考えております。この取組も

同じく基本方策一覧の１の（２）、持続可能な循環型

社会の構築に合致するものと考えております。

○仲村留美子監査課長 監査委員事務局について御

説明いたします。

監査委員事務局におけるＳＤＧｓの取組について、

予算の需用費の積算、予算執行につきまして、沖縄

県グリーン購入調達方針に基づきまして、環境配慮

型の事務用品、消耗品の調達を勘案して取り組んで

おります。また、従来から裏紙の使用や昼休みの消

灯、廃棄物の分別などエコオフィス活動にも取り組

んでおります。これらの取組は、沖縄県ＳＤＧｓ推

進方針に掲げられた基本方針施策中の低炭素島しょ

社会の実現に合致するものと考えております。

○大城直人人事委員会事務局長 人事委員会は、人

事行政に関する専門的中立的機関として任命権者の

人事権の行使を牽制し、チェックなどを行うことに

より、適正な人事行政を確保することを使命として

おります。

人事委員会の事務を補助執行する事務局の予算編

成に当たっては、ＳＤＧｓ推進の取組を明確に位置

づけてはおりませんが、女性職員の登用拡大、長時
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間労働の是正、適正な給与水準の確保等について勧

告及び報告を行うことや、職員の権利保護としての

公平審査業務、労働安全衛生法等に基づく労働環境

のチェックなどを実施することにより、ＳＤＧｓの

17の目標のうち、沖縄県の任命権者における目標５の

「ジェンダー平等を実現しよう」や、目標８の「働

きがいも経済成長も」の取組に寄与できるものと考

えております。

○勝連盛博議会事務局長 それでは、議会事務局に

おけるＳＤＧｓの推進の取組について御説明いたし

ます。

議会事務局におきましては、タブレットを活用し

たペーパーレス推進事業による議会関連文書などの

紙の削減や、作成管理コストの削減を図っており、

そのほかにも従来から環境保全率先実行計画や、グ

リーン購入調達方針に基づき、再生紙やリサイクル

トナーカートリッジをはじめとした、環境配慮型の

製品購入や業務に関連し発生した不要紙や古紙をリ

サイクルに回す取組などを続けております。これら

の取組は沖縄21世紀ビジョンの将来像１の基本施策

２、持続可能な循環型社会の構築の３Ｒ、リデュー

ス―発生抑制、リユース―再使用、リサイクル―再

資源化を推進するとともに、ＳＤＧｓが掲げる17の

目標のうち、目標12の「つくる責任、つかう責任」

における持続可能な公共調達の促進や、廃棄物の発

生を減らすといった取組、また目標15の「陸の豊か

さも守ろう」における森林の減少の阻止、回復の取

組などに寄与するものと考えております。

今後とも、議会事務局といたしましてもＳＤＧｓ

に貢献できる取組を継続してまいりたいと考えてお

ります。

○渡久地修委員 どうもありがとうございました。

今、事務局内での取組について答弁ありましたけ

れども、監査に聞きますけどね、監査は沖縄県の全

ての業務を監査するわけですよね。それで、この監

査の視点として県の仕事全てにおいてＳＤＧｓが発

揮されてるかどうかというのを監査の視点としてや

らないといけないと思うんですよね。その辺はどの

ようにして取り組んでいるのか、今後どのように強

化しようとしてるのかという考え方教えてください。

○渡嘉敷道夫監査委員事務局長 今、委員からござ

いました沖縄県ＳＤＧｓの推進につきましては、県

におきましては推進方針を定めておりまして、知事

を本部長として各部局長で構成する沖縄県ＳＤＧｓ

推進本部を設置してその中で全庁的に取り組んでい

るところと承知をしております。その推進方針の中

では、その推進本部を中心にいたしまして、アクショ

ンプランの策定ですとか取組状況のモニタリング、

それから見直し等について行われることが想定され

るというふうに考えております。またその各施策の

フォローアップにつきましても、基本的に沖縄21世

紀ビジョン基本計画に関するＰＤＣＡと一体的に行

うとされているところでありまして、推進方針で示

されたこのような全体の枠組みの中で、全庁的に取

組が推進されていくものと考えております。

一方で、渡久地委員からありましたように監査委

員の視点でございますが、監査委員による監査につ

きましては、沖縄県監査基準に基づきまして県の事

務の執行等が法令に適合しているか、また最小の経

費で最大の効果を上げているかなど、適法性や能率

性の確保を図る観点から行っているところでござい

ます。そのため、そのＳＤＧｓ推進のための各部局

の個々の取組につきましても県が行います事務の一

つとしてその適法性や能率性の観点から監査を行っ

ていくことになると考えております。

このＳＤＧｓの取組というのは21世紀ビジョン基

本計画の将来像の実現のための施策と重なる部分が

ございますので、こういった一つ一つの事業を従来

の監査の中でしっかりと見ていくことで監査委員と

しての役割を果たしていきたいと考えております。

○渡久地修委員 議会事務局長にお伺いしますけど、

今の同じ視点でね、議会は要するに行政をチェック

する―政策立案、提案をするという機能もあるわけ

だけど、議会事務局あるいは議会として、県のＳＤ

Ｇｓの推進のチェックするための議会事務局の機能

強化、視点というのはどのように今後やろうとして

るか教えてください。

○勝連盛博議会事務局長 まず県議会の役割という

ところから御説明申し上げたいと思いますが、まず

県民の負託を受けまして県民福祉の向上及び県政の

発展に寄与するべく、地方公共団体における議事機

関として、また、団体意思決定機関としての役割を

担っておりまして、地域における多様な住民のニー

ズを酌み上げ、それを地方公共団体の意思決定につ

なげる政策形成機能と、執行機関に対する監視機能

の充実強化が求められているところでございます。

ＳＤＧｓに係る議会としての取組としては代表質

問、一般質問、委員会審査、調査等の議会活動を通

じ執行機関のＳＤＧｓの取組計画に対する政策提言

や監視機能が発揮されているものと考えております。

一方、議会事務局においては議員からの依頼調査、

条例策定等の政策立案支援、先進事例の調査等を行
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うなど、議員の議会活動の支援に努めているところ

でございます。そういった意味からも、特に政策立

案に関しては、組織内、特に政務調査課における法

制広報班でありますとか、そういった機能を活用し

て議員の議会活動の支援に取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。

○渡久地修委員 人事委員会と監査、それから議会

事務局長３名お尋ねしますけれども、今答弁ありま

したＳＤＧｓって、これからの重要な世界的な課題

なので、それぞれ答弁あったけれども、ぜひこれは

沖縄だけじゃなくて日本だけじゃなくて世界的なあ

る意味では県庁超えた―先に行くぐらいの知識と情

報収集しないとその仕事は果たせないと思うので、

その辺ぜひしっかりやってもらいたいと思いますけ

れども、御三方の今後のこの決意をお聞きします。

○大城直人人事委員会事務局長 先ほどもお答えし

ましたが、目標８、「働きがいも経済成長も」という

ことで人事委員会としましては、長時間勤務、メン

タルヘルス、この辺は従来から人勧等において、是

正を任命権者に取組を促しております。やはり働き

がい、この辺の目標はしっかり取り組んでいきたい

と思います。

○渡嘉敷道夫監査委員事務局長 先ほども申し上げ

たところでございますが、監査委員事務局としては、

政策的な事業等を持っているところではございませ

んけれども、先ほど言いました、その監査委員が持っ

ている役割をきちっと果たせるように監査委員事務

局としてしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○勝連盛博議会事務局長 先ほどの答弁と若干重複

いたしますけれども、まず議会事務局におけるＳＤ

Ｇｓの推進の取組につきましては、現在実施してお

りますタブレットを活用したペーパーレス推進事業

と、あるいは従来から実施している事業と地道な事

業でございますけれどもそういった事業を通して、

ＳＤＧｓに貢献していきたいというふうに考えてお

ります。

また、それから議員の権能を生かすためにも、議

員の政策能力等の支援に力を尽くしてまいりたいと

いうふうに考えております。

○渡久地修委員 皆さんの仕事はチェックするって

いうのが大きいわけだから、チェックするところが

そのＳＤＧｓについて県よりもさらに深いものを学

ばないといけないのでね、そこはしっかりやってく

ださい。

○又吉清義委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 私、１点だけ質問したいと思いま

す。

出納事務局の歳入ですけども、かなり前年度と比

較して９割以上減になっているということでこの理

由を教えていただけますか。

○比嘉千乃会計課長 令和３年度当初予算の県預金

利子95万8000円は、歳計現金の運用に伴う預金利子

で、前年度に比べ、724万1000円の減となっておりま

す。その主な要因は、マイナス金利政策の影響によ

り金融機関の預金金利が引き下げられたことにより

県預金利子の減となったものでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございました。

○又吉清義委員長 山里将雄委員。

○山里将雄委員 じゃ、私も少しだけ。

今と同じ部分についてなんですけど、國仲委員と

ですね。今の説明はあったんですけれども、これ県

の財政規模からするとですね。県の現金扱ってるわ

けですよね、皆さんね。全てが現金ということでは

ないわけなんですけれども。それにしても大きな規

模の県財政の中ではこの利子というのはやっぱり相

当少ないような気がするんですけれども。この低金

利ということもさっきあったんですけれども。例え

ばリスク回避のためにね、今銀行がどうなるか分か

らないということで数年前からそんな風潮になって

いますけど、リスク回避のために例えば、何ていい

ましたかね、もうちょっと忘れてしまったんですけ

ど、決済用預金といったんですかね。利子がつかな

いけれども補償されるとかでね。そういう預金もあっ

たんですけれでも。そういうことも行っているんで

しょうか。

○比嘉千乃会計課長 公金であります歳計現金は、

安全確実に保管する必要があることから、平成17年

のペイオフ全面解禁への対応として公金預金口座を

全額保護となる決済用預金に切替えを行っておりま

す。支払準備金に余裕がある場合に外貨預金等によっ

て運用を行っているところでございます。

以上でございます。

○山里将雄委員 そうなんですね。やっぱり決済用

預金でほとんどつけてらっしゃると。

それはそれで分かるんですけれども、リスク回避

は必要なことだと思うんですけれども。やはり県の

財源を確保するという意味ではね、ある程度の予算

といいますかね、現金も持っていると思いますので、

それをうまく運用しながら財源を確保していくとい

うことも必要かと思うんですけれども、そういうお

考えはどうなんでしょうか。
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○伊川秀樹会計管理者 おっしゃるとおりでござい

まして、たしか0.02から0.002っていうことでかなり

10分の１以下に、預金利子等下がっておりますけれ

ども。実は令和２年度―今年度、非常に資金繰りが

厳しくて、その辺り、さっき課長が話したように支

払準備金等に余裕があった場合に１週間とか２週間

ということで外貨建てで運用しておりますけれども、

今年度はもう既に１月末ないし２月時点から一借を

しておりまして、非常に資金繰りも厳しいっていう

中においてなかなかこれまで同様な資金運用ができ

なかったということと、預金利子を10分の１以下っ

ていうことでかなり厳しい状況に追い込まれてます

ね。

以上です。

○山里将雄委員 分かりました。大変かと思います

けれども、頑張っていただきたいと思います。

次の３ページのほうなんですけれども、ちょっと

だけ、この車両管理事務費というのがあるんですけ

ど、これは、この車両っていうのは出納事務局の車

両のことなんですかね。ちょっと１部署にしては管

理費がちょっと大きいのかなとちょっと思ったもの

ですから。

○上原直美物品管理課長 お答えします。

車両管理事務費につきましては、本庁各課の依頼

に基づきまして配車する公用車なんですけども、う

ちのほうで16台管理してまして、運転手が13名つい

ておりますが、令和２年度に、公用車にドライブレ

コーダーを購入して取り付けました。なので、次年

度はその分が減っているということになります。

○山里将雄委員 ごめんなさい、今ちょっと聞き取

れなかったんですけど。皆さん、出納事務局だけじゃ

なくて別の部署の分も皆さんが管理していらっしゃ

るの。

○上原直美物品管理課長 それぞれの課で―それぞ

れといっても予算があるところ、必要なところはそ

の課で公用車を持っていまして、それはその所属で

管理をすることになってます。うちの公用車は共用

公用車ということで各部局の長とか、監査委員事務

局の監査のときとか、委員の方を搬送する業務です

ね。そういったものを行っております。

○山里将雄委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

じゃ次ですね。議会事務局の件でちょっとだけ聞

きたいんですけど。１ページ目にある歳入の中のラ

ウンジ使用料、これ下のほうにはラウンジ光熱水費

というものもあるんですけど、これはどういうもの

なんですか。ラウンジっていうのは。

○前田敦総務課長 議会棟１階にカレー屋さんがあ

るんですが、そのことを指しております。

○山里将雄委員 私、１階のロビーのほうでなんか

催し物をするとかそんなことかと思ったら、そうじゃ

ないわけですね。カレー屋さん、とすると20万8000円

は、これ年間ですか。

○前田敦総務課長 年間所要額となっております。

○山里将雄委員 月２万円足らずとなるんですけれ

ども、この金額はどうなんでしょうか。

○前田敦総務課長 光熱水費とかですので。

○山里将雄委員 いや、上のほうでラウンジ使用料

になってる。

○前田敦総務課長 ラウンジ使用料については、年

間の額というふうになっておりますけれども、これ

積算した金額から減免をしております。

減免率が10分の7.5を減免して年間所要額として、

収入として計上しております。

○山里将雄委員 減免してるからこれだけの金額に

なってるんでしょうね。これは減免の目的としては、

理由っていいますかね、なぜ減免するのか。

○前田敦総務課長 議会棟ラウンジについては議会

事務局職員や、議員が使う福利厚生施設としての性

格が強いものですから、その分使用料―家賃として

は減免措置をしてるということでございます。

○山里将雄委員 終わります。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 議会事務局にちょっとお伺いしま

すけど、これ事務局運営費になるのか、庁舎の管理

という形の中ですけど。我々の議会棟、分煙室があ

りますよね、スペースが。その辺に対して、健康増

進法の基準等のいろいろあるかもしれませんけど、

来客が多い県議会棟の中で、分煙室がないというの

はいかがなものかなという感じをずっと思ってるん

ですよ。

その辺、どういう感触ですか。

○前田敦総務課長 議会庁舎も健康増進法改正後、

建物内は原則禁煙というふうになっておりますので、

そういう扱い―分煙室というものは設置はしてござ

いません。

○平良昭一委員 以前はスペースがありましたよね、

屋外に。そういうことはなかったですか。

○前田敦総務課長 議員と事務局職員が使用できる

ような喫煙場所というのは、屋外のほうに現在も設

置はしてございます。ラウンジ―カレー屋さんがあ

るんですけども、カレー屋さんの横のほうに、喫煙
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場所というふうに設置はしてございます。屋外です

が。

○平良昭一委員 設置されてる。設置されていない

というふうに私聞いたんだけど。じゃあ、それが分

かりづらいということだね。

○前田敦総務課長 すみません。アナウンスのほう

が足りなかったかもしれませんが、基本、設置はし

てございまして、また今後、アナウンスしていきた

いと思います。

○平良昭一委員 一度、たばこ生産組合の方々がい

らっしゃって、いろいろ要請、陳情を受けたことが

あるんですよ。その中で県議会棟は分煙スペースな

いんですか、分煙室ないんですかって聞かれて、私

も分からなかったもんですから、たばこ吸わないも

んだから。そういう対応してしまったんですが、県

庁もないというし、今県庁の職員は向かいのデパー

トまで行ってたばこ吸ってるような状況があります

ので、例えば県議会の中でもそういう状況になると

大変困るなということでお聞きしただけです。

以上です。

○又吉清義委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まず、出納事務局のほうからお聞

きしたいんですが、先ほどもマイナス金利で今度の

この県預金の利子の720万マイナスというのがあるん

ですけど。これは他府県も同様ですか。他府県も同

じ状況か。

○比嘉千乃会計課長 お答えいたします。

九州各県に調査をいたしましたら、佐賀県と長崎

県を除くと、沖縄県と同様ぐらいに利子の率が低い

状況であります。

○當間盛夫委員 ちなみにこの原資って大体どれぐ

らいなんですか。

○伊川秀樹会計管理者 先ほどお話したように、最

低支払準備金に余裕がある際の歳計現金等の外貨建

ての運用ですので、その時々によって運用が何百億

の場合もありますし、何十億の場合もありますし。

あとは１週間とか二、三日とか２週間ということで

銀行との調整によって運用期間も違いますので、一

概に幾らということでは、ちょっとお答えできかね

ます。

○當間盛夫委員 年間でも分かるんじゃないか、大

体トータルで。そうじゃないと皆さんこれ預金利子っ

て出せないんじゃないの。大体年間で状況的に推移

しているのがあるわけでしょう。

○伊川秀樹会計管理者 令和元年度で運用額として

は１兆2594億円で、平均の利率が0.021ですね。令和

２年度が、運用額としてやっぱり資金繰りが非常に

厳しい中でしたので約半分以下の5300億円で、平均

利率で0.002っていうことで運用しておりますので。

ただ令和３年度は、先ほどお話したように１月時点

で、今の時点でもう既に一借の状態、普通は４月な

いし５月の出納整理期間でのみしか一借はこれまで

発生しなかったんですけれども既に１月時点でもう

一借が発生しておりまして、かなり資金繰り厳しい

のでそこら辺の運用額、あとは平均利率等見込んで、

今回の収入見込額をはじき出しております。

○當間盛夫委員 資金繰りが厳しくなると、どう影

響出てくるんですか。

○伊川秀樹会計管理者 資金繰りが厳しいと、まず

当初は今お話ししたように、当座貸越契約っていう

ことで指定金融機関ないし指定代理金融機関と契約

しておりますので、その範囲内で一借をしていきま

すけれども、一借ができないような状況になります

と、今県の中におきましては約1400億ほどのそれぞ

れの特定目的基金がございますので、その基金の繰

替運用をやっていく形になります。

○當間盛夫委員 厳しくなると金融機関なり金融公

庫なりから借入れをしないといけない、その利子の

発生が出てくるというような認識でもいいんですか。

○伊川秀樹会計管理者 おっしゃるとおりです。

○當間盛夫委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

次に支出、歳出のほうでの、この物品の調達含め

た物品管理があるんですが、この皆さん大体コピー

機全庁のやられていると。県内企業優先、私以前に

もお話したことがあるんですけど、こういったコピー

機の県内の事業者に対する優先発注というのは状況

的にどうなっているんでしょうか。

○上原直美物品管理課長 公共工事であれば県内企

業は県内に本店がある事業者っていうことで定めて

おりますが、公共工事以外のものにつきましては、

県内に営業所があるということで定めてますので、

そういった業者を対象として優先発注―基本方針に

基づいて県内の業者だけで競争性が確保できる場合

につきましては、県内に本店がある事業者っていう

ことで定めることはできるんですけども、競争性が

確保できない場合はどうしても県内に営業所のある

業者も含めた形での入札になってしまうということ

になります。

○當間盛夫委員 皆さん、県内の事業者が受注でき

るようにどのような努力をされてますか。

○上原直美物品管理課長 県内業者が受注しやすい、



－289－

取れるような形で―土木でいえば取り抜け制度、こ

ちらでは一抜け制度ということで金額の高い地区を

先に取ったところは次の入札に参加できないってい

う形で広く県内業者が受注できるような機会を与え

ている状況でございます。

○當間盛夫委員 メーカーと県内の事業者で競争す

るっていうのはなかなか厳しいのがあるはずなんで

すよね。で、皆さんもこの３年の分をこれ５年にす

るというようなことを先ほどあった、この辺はどう

変えていこうとしてるんですか。

○上原直美物品管理課長 業者への負担を軽減する

ような形で、業者からも要望もありますので、契約

期間の３年を徐々に４年ないし５年に延ばしていく

という形で調整をしているところでございます。

○當間盛夫委員 沖縄の中小企業の稼ぐ力というこ

とで県はそのことを言うわけですよね。稼ぐ力をつ

けるためには、その入札をしっかりとやって儲かる

―県内企業がしっかりと利益を上げられるような皆

さんも出し方をしないと駄目だというふうに思って

ますので、これはもう提言で終わりたいと思います。

次、人事委員会のほうにお尋ねしたいんですが、

この職員採用、今回250万減になってるんですが、そ

の理由は何ですか。

○宮城和一郎総務課長 委員のおっしゃるとおり、

職員採用試験費の令和３年度歳出当初予算は1679万

8000円で前年度当初の予算額に比べますと258万

5000円の減、率にしますと13.3％となっております。

○當間盛夫委員 もうちょっと内容的なもの、委託

料、何をどう削ったから、削るからということなの

か。

○宮城和一郎総務課長 大変失礼しました。システ

ムの改修がございましたけども、それが終了しまし

たので、主にそれが減に影響してございます。

○當間盛夫委員 分かりました。それじゃあ、前年

度でもよろしいですので、この県職員採用のその受

験で採用状況を教えてください。受験者数だとかね。

○宮城和一郎総務課長 御案内のとおり、おおむね

国、地方を問わず受験者の減というのが今課題になっ

てますけど、委員御質問の令和２年度ですけども、

当委員会では上級試験、中級試験、初級試験、そし

て警察官試験、障害者を対象とした選考試験を行っ

ておりますけども、上級、中級、初級、警察官につ

いては、受験者が2997名ですね。最終合格者が、う

ち371名、競争率で申し上げますと8.1倍ということ

になっております。

○當間盛夫委員 近年減少しているというお話が

あったんですが、その状況をちょっと教えてくださ

い。この過去二、三年でもいいですので、お願いし

ます。

○宮城和一郎総務課長 今、手元に平成25年以降の、

先ほど申しました上級、中級、初級試験の推移の資

料がございますが、平成25年度は3662名の受験者が

おりました。しかし、令和元年度でいいますと、2396名

ですので大きく言いますともう３分の２ぐらいに減

る傾向があるということであります。

○當間盛夫委員 何が理由なんでしょうか。

○宮城和一郎総務課長 理由には、様々な原因が複

合しているというふうには認識しておりますけども、

ここ近年の主な理由として私どもが考えております

のは、旺盛な民間需要、民間のほうで旺盛な採用ニー

ズがあって、その影響で、本県だけでなくて公務員

の志望者が減っているというふうに考えてございま

す。

○當間盛夫委員 沖縄は公務員志向が高いと、他府

県よりね、って言われる部分でこの現象があると。

僕はね、この公務員の働き方改革が進んでないとい

うところもね、一つの指摘もあるんじゃないかなと

いうふうに思うわけですよ。その中で、人事委員会

の職員からの不服申立てがあると思いますが、この

不服申立ては年間どのくらいありますか。状況は分

かりますか。

○安里克也職員課長 職員からの審査請求につきま

しては、昨年度については県職員から２件ございま

した。

○當間盛夫委員 一般職員の労働基準監督機関でも

ありますよね、皆さん。この公務員の働き方改革と

いうことをどのように、助言や勧告をしているのか、

何かありますか。

○宮城和一郎総務課長 人事委員会事務局におきま

しては、年に１回人事委員会勧告で報告を知事及び

県議会に対して行っております。その中で委員がおっ

しゃったように、働き方改革が大きな課題になって

おりまして、全国的にも問題になります教員の過重

労働を含めて任命権者に対して、様々な措置を講じ

ることによって過重労働を解消し、そしてまた制度

にあります上限規制を徹底して行うようにという報

告を昨年行ったところでございます。

○當間盛夫委員 その割には沖縄の教職員の皆さん

の病休や休職が全国的にも多く、県庁職員の一般職

員でもそういう傾向が、コロナ禍ということでもな

いですが、多いということはなかなか皆さんの声を

聞いていないのではと思います。中立的な立場での
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機関ですから、しっかりと皆さんがやらないと公務

員に若い優秀な人材が集まらないということになる

と思いますが、どうですか。

○大城直人人事委員会事務局長 先ほどありました

とおり、採用者数につきましては右肩下がりで下がっ

ております。

しかし、今年から受験年齢を上級だと29歳から35歳

と６年上げました。こういう形で受験者を増やして

優秀な人材を確保したいと思います。そして今、働

き方改革の人勧の提言でなかなか任命権者のほうで

目に見えるような改善はありませんが、今年は首里

城火災や豚熱、コロナということで、ちょっと異常

な特例業務という状況であったということで、先ほ

ど課長からもありましたとおり、時間外の上限規制

というツールを今年度から施行していますので、今

年度はそれを分析して任命権者に具体的な時間外上

限規制と制限を超えた部分を十分把握し、指摘して

いきたいと思います。

○當間盛夫委員 最後でありますが、職員の昇任も

皆さんの部になりますが、女性の働き方改革ではな

いですが、女性の県職員の幹部登用が少ないという

ようなマスコミ報道されていますが、この状況はど

うですか。どう対策を取っていますか。

○宮城和一郎総務課長 人事委員会事務局の役割と

いたしまして、先ほど質問ありました採用及び昇任

のときに任命権者が公平公正に行われているかを人

事委員会がチェックすることが役割でございます。

実際に女性の登用ということで、どのような政策を

打ち出していくかは各任命権者の政策になっており

ます。

ただ我々としましては、先ほどの人事委員会事務

局の報告等を活用して、女性の積極的な登用につい

て各任命権者に取り組むようにという報告を行って

いるところでございます。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 仲村家治委員。

○仲村家治委員 今、當間委員からありましたこと

に関連するので、景気がよければ民間に行く、悪く

なったら公務員になるという傾向は世の常でありま

すが、コロナでまた民間が縮小して来年度以降受験

者が増える傾向になると思いますが、私が一番懸念

していることは、自分の子供がそうでしたが、大学

３年から就職活動をやります。民間をターゲットに

やりますが、公務員の試験が遅いのです。４年生に

とっては遅く、そして結果が出るのも年末ぎりぎり

となると、どうしても公務員に行きたいという人た

ちにはリスキーですが、この辺の議論というのはあ

りませんか。

○宮城和一郎総務課長 委員のおっしゃるとおり、

コロナ禍で民間の採用活動がどのように変化するか

見通せないところがありますが、確かに民間は青田

買いなども含めて早いと思います。我が沖縄県の採

用試験で申しますと、大卒程度の上級試験は６月下

旬に１次試験を行い、７月８月と２次試験を行いま

して、最終合格者発表が８月下旬であります。

ただ、初級試験やその他の試験になりますと、最

終的な合格発表が年末になることがございます。必

ずしも受験者の利益に配慮してというわけではなく、

我々はやはり地方公務員ですが、沖縄県として日程

をできるだけ早めに行って、優秀な人材を確保した

いという努力をしております。そのため、これまで

ゴールデンウイーク明けから上級試験については申

込受付を行っていましたところを、令和３年度の試

験からゴールデンウイーク前の４月23日から申込受

付を行ったり、これまで第４日曜日に実施していた

上級試験を沖縄県だけでなく全国的に第３日曜日に

実施するなどできるだけ早くして、人事委員会とし

ては優秀な人材を確保するという意図で試験や合格

発表を早め早めにするという努力をしているところ

であります。

○仲村家治委員 もう一件、県内の学生はいいです

が、県外にいる学生の試験は当然沖縄に来てやらな

ければいけませんが、それも負担になっていると思

うのですが、その辺の対策というのは考えています

か。

○宮城和一郎総務課長 人事委員会は競争試験と選

考試験、大きく分けて地方公務員２種類の試験がご

ざいますけれども、競争試験については、人材確保

するために委員がおっしゃった県外における試験に

ついては、研究課題として具体的な施策を打ち出し

ているわけではありません。

一方で獣医師や薬剤師については、知事部の人事

課で必要に応じて首都圏での選考試験を実施したり

するというような努力は行っているところでありま

す。

今後とも、優秀な人材を確保するために全国へ優

秀な若者を求めていくというような研究を続けてい

きたいと思っております。

○仲村家治委員 最後に、今女性の登用の件でいろ

いろ議論されていますが、議会や選挙もそうですが、

クオータ制度という考えが取り沙汰されていますが、

採用でそういう考え方は検討されていますか。
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○宮城和一郎総務課長 まず地方公務員法上言われ

ますのが、とにかく公平公正な試験、そして成績主

義がございまして、当然女性の方に多く受験をして

いただいて、優秀な女性職員に幹部ポストに昇任し

ていただきたいというところでございます。ただ試

験につきましては、性差に関わりなく成績によって

採用するという考え方でございます。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 當間委員の質問を聞いて、答弁を

お願いしたいのですが、人事委員会のほうに職員か

らの不服申立てが２件あったということがありまし

たが、内容は言えますか。

○安里克也職員課長 個人の情報に触れる部分がご

ざいますので、内容については、控えさせていただ

きます。

○花城大輔委員 例えば働き方改革の話も出ていま

したが、今回、一般質問で10時超えるという日があ

りましたよね。職員から話を聞いたら、次の日の準

備をしていたら11時過ぎていたということがありま

したが、そういったことの申立てはないですか。

○安里克也職員課長 審査請求につきましては、例

えば懲戒処分でありますとか、意に反する処分を受

けた場合にその権利を回復するための手続になりま

すので、今委員がおっしゃりました時間外が長時間

に及んだということでの審査請求というものはござ

いません。

○花城大輔委員 分かれば教えてほしいのですが、

我慢しているとか仕方がないと思っている部分が

あったとして、それをちゃんと意見として伝えるに

はどのような機関がありますか。

○安里克也職員課長 人事委員会におきましては、

職員から苦情相談というものを受け付けておりまし

て、その内容の聞き取りをしたり、もしくは面談で

聞き取りなどをして、その該当部署に対して実際ど

うだったのか事実関係や対応の手続を行っていると

ころであります。

○花城大輔委員 やはりそういったことも言いやす

いような環境づくりは必要だと思うので、その辺も

力をいれていただけたらと要望しておきます。

議会事務局のほうですが、このマイク１台設置す

るのに幾らかかりますか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、議会事務局より資料を持ち合わ

せていないとの説明があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 右のお二人は専用マイクがあって、

左のお二人は２人で１個使っていて非常に不便だろ

うなと思ってみていたので。議員の海外派遣の予算

が減ってきている中で、このように職員の皆さんや

答弁される方々が仕事しやすいような備品というの

は最低限必要ではないかと思います。そのほかにも

このようなことがどの部署にもあると思うので、ぜ

ひこの機会にそろえていただきたいなと思います。

もし次の委員会でマイクが増えていたら、私のおか

げかなと思って。

終わります。

○又吉清義委員長 以上で、出納事務局、監査委員

事務局、人事委員会事務局及び議会事務局関係予算

議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員の入替え）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、企画部長から企画部関係予算議案の概要の

説明を求めます。

宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 よろしくお願いいたします。

それでは、企画部の令和３年度歳入歳出予算の概

要について、予算説明資料企画部抜粋版に基づき、

御説明いたします。

資料の１ページ、部局別歳出予算を御覧ください。

企画部所管の一般会計歳出予算額は395億7703万

4000円で、前年度と比較して32億7820万8000円、7.6％

の減となっております。

２ページをお願いいたします。

企画部の歳入予算の概要について御説明いたしま

す。

表の一番下、合計欄を御覧ください。

歳入は、県全体7912億2600万円のうち、企画部所

管の歳入予算額は322億9833万円で、前年度当初予算

と比べ25億9815万5000円、7.4％の減となっておりま

す。主な要因は、（款）県債における地域総合整備資

金貸付事業費15億円の減となっております。

企画部所管の一般会計歳入予算の主なものについ

て、（款）ごとに御説明いたします。

９の使用料及び手数料は、主に沖縄県県土保全条

例に基づく申請手数料、地籍図等の閲覧、交付手数

料等であります。

10の国庫支出金は、主に沖縄振興特別推進交付金

の国庫補助金、衆議院議員選挙費の委託金等であり

ます。
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11の財産収入は、主に沖縄県特定駐留軍用地等内

土地貸付料、市町村振興資金貸付基金利子等であり

ます。

12の寄附金は、知的・産業クラスター形成推進に

係る寄附金であります。

13の繰入金は、主に沖縄県特定駐留軍用地等内土

地取得事業基金繰入金等であります。

15の諸収入は、主に地域総合整備資金貸付金元利

収入等であります。

16の県債は、主に沖縄振興特別推進交付金事業等

であります。

以上が、企画部所管一般会計歳入予算の概要であ

ります。

３ページをお願いいたします。

次に、企画部の歳出予算の概要について御説明申

し上げます。

企画部の予算は全て、２の総務費に計上されてお

ります。

701億986万9000円のうち、企画部所管の歳出予算

額は、冒頭に申し上げた395億7703万4000円となって

おります。

４ページをお願いいたします。

企画部の一般会計歳出予算の主な内容について、

目ごとに御説明申し上げます。

（項）総務管理費の中の（目）諸費110億586万円

のうち企画部所管分は10億2278万1000円で、駐留軍

用地跡地利用促進費及び自衛官募集事務費であり、

前年度に比べ544万8000円、0.5％の減となっており

ます。

（項）企画費の中の（目）企画総務費は24億6520万

6000円で、これは主に職員費、電子自治体推進事業

費であり、前年度に比べ3389万7000円、1.4％の増と

なっております。

（目）計画調査費は106億3243万5000円で、これは

主に通信対策事業費、交通運輸対策費であり、前年

度に比べ24億43万8000円、18.4％の減となっており

ます。

５ページをお願いいたします。

（項）市町村振興費の中の（目)市町村連絡調整費

３億8100万3000円は職員費及び市町村事務指導費で

あり、前年度に比べ606万8000円、1.6％の増となっ

ております。

（目）自治振興費６億6181万7000円は市町村振興

資金等貸付費及び市町村振興協会交付金であり、前

年度に比べ376万7000円、0.6％の減となっておりま

す。

（目）沖縄振興特別推進交付金229億5680万3000円

は、沖縄振興特別推進交付金のうち県内市町村が実

施するソフト事業等を対象とした交付金であります。

前年度に比べ４億9965万6000円、2.1％の減となって

おります。

（項）選挙費の（目）選挙管理委員会費4324万

2000円、（目）選挙啓発費675万1000円、（目）衆議院

議員選挙費７億8240万3000円は、職員費及び選挙の

管理執行に要する経費であります。

（項）選挙費は前年度に比べ１億7247万1000円、

26.1％の増となっております。

（項）統計調査費の中の（目）統計調査総務費３億

4419万6000円、（目）人口社会経済統計費２億8039万

7000円は、職員費及び諸統計調査に要する経費であ

ります。

（項）統計調査費は前年度に比べ５億8133万

5000円、48.2％の減となっております。

以上で、企画部所管の一般会計歳入歳出予算の概

要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第１号議案に対する

質疑を行います。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 今通知しました積算内訳書でお伺

いします。

まず、地域開発推進費の中の委託料の中にサンド

ボックス制度活用モデル構築事業というものがあり

ますが、この事業について伺います。

○喜舎場健太企画調整課長 サンドボックス制度に

ついて、まずこの制度は包括的に規制を緩和するこ

とで自動車の自動運転、ドローンなどの高度で革新

的な近未来技術に関する実証実験を迅速円滑に実現

する制度であります。この事業は令和２年度に国家

戦略特区に新たに追加された地域限定型規制のサン
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ドボックス制度の活用に向けて、県内の民間事業者

の掘り起こしや、実現に向けた支援を行う内容となっ

ております。

○当山勝利委員 県としては、この事業でどういう

ことを実現したいというふうに考えて予算化された

のでしょうか。

○花城安博企画調整課副参事 サンドボックス制度

におきましては、基本的に自動車の自動運転であり

ますとか、それから無人運転機いわゆるドローン、

それに伴います電波法の規制緩和を行って、そういっ

た実証実験がしやすくなるようなそういった取組を

促進するということでこの事業を整備してございま

す。

○当山勝利委員 実際にそういう事業者の要求が

あって県として動いたのか、要求はないが県として

準備のためにやっているのか、どちらですか。

○花城安博企画調整課副参事 国家戦略特区制度に

基づくサンドボックス制度ですが、基本的に全国で

10地区が国家戦略特区としての指定を受けておりま

して、その制度に基づいて近未来技術含めた先進的

な取組を活用するという基に、推進しているところ

でございます。また、県内特に首都圏などと比べま

すと、中小企業が多いというところもございますの

で、優れた技術を持つ中小企業者がその事業計画を

策定するとか、それから実証実験の場所を選定する

とか、そういった計画を策定するような支援ができ

ればというところで事業提案をさせていただいたと

ころであります。

○又吉清義委員長 もう少し大きな声でお願いいた

します。

○花城安博企画調整課副参事 失礼いたしました。

国家戦略特区制度は全国10区域の特区が指定され

ておりまして、本県も国家戦略特区として指定され

てございます。その中では規制を緩和することで、

先進的な取組を進めていくというところが主な目的

としてございます。今回、御提案させていただいた

事業につきましては、本県の中小企業が優れた技術

を持っていて、その実証実験、特にドローン、自動

運転等の技術を実証でやっていくときに、なかなか

マンパワー等が足りないといった場合にそれのビジ

ネスモデルも含めて事業計画の支援でありますとか、

規制する法律何があるかという支援をアドバイザー

というようなところで委託として支援していくよう

な内容となってございます。

○当山勝利委員 ドローンはまだしも、自動運転の

場合だと結構これまで久米島やバスを使った自動運

転があって、内閣府中心にやられていたり、企業が

中心にやられていたりするわけですよね。それも大

きな企業ばっかりやっているわけですよね。

沖縄県として中小企業をどのように巻き込もうと

お考えですか。

○花城安博企画調整課副参事 沖縄県の企画調整課

内に既にワンストップセンターという近未来技術を

ワンストップで相談できるような窓口を設置してご

ざいまして、ドローンでありますとか、自動運転そ

ういったサンドボックス制度も含めて、一元的に相

談ができる体制を取ってございます。まずは相談を

いただいた後に、国の法律を所管する省庁への照会

でありますとか、実証実験をする市町村であります

とか、どういったところがネックになるのかという

ことを県も一緒になって事業者の皆様と考えながら

促進しているという取組を実施しているところでご

ざいます。

○当山勝利委員 最後に県内の中小企業でこの制度

を使いたいと実際に手を挙げているなり、相談され

ているところはあるのでしょうか。

○花城安博企画調整課副参事 現在複数の企業の皆

様から相談をいただいているところでございますし、

市町村からも相談をいただいているところで、県と

しても一緒になって今調整を進めているところでご

ざいます。

○当山勝利委員 分かりました。

次に移ります。電子自治体推進事業費の中の全庁

共通システム整備費について、まず伺います。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 全庁共通システム

整備費でございますが、県庁内でＲＰＡやテレワー

クの活用、データ共有等を推進することで効率的に

業務を遂行するために、庁内で共通的に利用されて

おります業務システムの整備や保守を行うもの、そ

ういった内容となっております。

○当山勝利委員 令和２年度に導入されて、たしか

２つくらいの事業に導入されるということでしたが、

今回令和３年度ではどれだけ増やされるのでしょう

か。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 まず、今年度の状

況から申し上げますと、生活保護費関係の事務等も

含めて12業務において今、ＲＰＡを活用しまして作

業の自動化を図り、合計で2851時間、約79％の作業

時間の削減が見込まれております。

今後でございますが、昨年来庁内の相談窓口を設

置しまして、その活用に向けて30件ほどの相談に応

じながら、拡大に向けて取り組んでいるところでご
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ざいます。現時点で、次年度新規で導入を予定をし

ている業務としましては、文書管理システムにおい

て起案を作成する作業の自動化ですとか、庁内向け

職員録への異動・採用時の情報登録作業、そういっ

たものの自動化を予定しております。

○当山勝利委員 令和３年度に事業も増やされて、

令和２年度も時間削減ができたということで、令和

３年度では、トータルでも構いませんので、どれく

らい時短を目標とされているのか伺います。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 目標というような

御質問でございますが、業務の削減目標については

業務ごとの特性があり、削減時間が異なるというこ

とで一律的な目標は設定していない状況でございま

すが、適応する５業務について、手元に数値化した

資料がないですが、導入に当たってはどれだけの削

減効果が期待できるかという部分、しっかり現場の

協力を得ながら把握をして、それが達成できたかど

うか実績を確認していく、そういった形をしっかり

取っていきたいと思います。

○当山勝利委員 分かりました。

これも時短することによって仕事の改革にもつな

がると思いますので、よろしくお願いいたします。

科学技術振興費について伺います。まずこの本事

業は１から16まであるのですが、各事業において令

和３年度をもって終了する事業はあるのか伺います。

○金城克也科学技術振興課長 科学技術振興費16事

業のうち、平成20年度から開始した一括交付金事業

については令和３年度までの事業期間となっていた

ことから、一括交付金の８事業が令和３年度に終了

することとなっております。その他８事業は令和４年

度以降も継続したいと考えております。

○当山勝利委員 では、その令和３年度で終了する

事業はどれなのか、それと終了するに至って令和３年

度まとめなければいけないですが、どのようにまと

めていくか伺います。

○金城克也科学技術振興課長 令和３年度で終了す

る８事業のまとめ方といたしましては、科学技術イ

ノベーションシステム構築事業など共同研究支援事

業についてはこれまで支援してきた各事業の個別研

究の成果をまとめつつ、事業効果を検証し、共同研

究事業のさらなる推進に寄与できる支援の在り方に

ついても検証してまいりたいと考えております。

また、子供科学技術人材育成事業など人材育成事

業については引き続き子供たちを対象とした科学教

育プログラムを実施していきます。

また、国際的な人的ネットワーク構築を目指した

事業においては、これまでの留学生に対し追跡調査

を実施し、事業の成果を検証することとしておりま

す。

○当山勝利委員 令和３年度で終わる事業はどれで

すか。番号でいいですよ。

○金城克也科学技術振興課長 令和３年度で終了す

る事業は、７番のハワイ東西センター連携事業、８番

の沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業、

10番の成長分野リーディングプロジェクト創出事業、

11番の知的・産業クラスター支援ネットワーク強化

事業、12番の先端技術活用によるエネルギー基盤研

究事業、13番の沖縄感染症研究成果活用促進事業、

14番の子供科学技術人材育成事業、16番の先端医療

技術実用化促進推進事業でございます。

○当山勝利委員 先ほど答弁ありましたように、一

括交付金を利用したものに関しては取りあえず一旦

閉じるという答弁ですが、実際にはこの先端技術的

なことをしっかり芽出しをしていくことが皆様方の

お仕事だと思うのですが、令和３年度で一旦まとめ

て令和４年度にどうつなげていくのかということを

どのようにお考えでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 先ほども申し上げま

したが、これまでに支援してきた各事業をまず個別

の研究の成果をまとめます。まとめつつ、事業の効

果を検証していき、次につなげられたらと考えてお

ります。また、共同研究事業のさらなる推進に寄与

する支援の在り方、コ－ディネーターをつけたりと

しておりますが、そういった推進に寄与できる支援

の在り方についても併せて検証をして、次のステッ

プにつなげていきたいと考えております。

○当山勝利委員 令和３年度と令和４年度に関しま

しては、沖縄振興計画との絡みもあるかと思います

が、令和３年度で一旦切って、令和４年度でまとめ

て、令和５年度に絡むような形ではなく、継続的に

令和３年度から令和４年度をうまくつなげられるよ

うにしていくというような考えはお持ちですか。

○金城克也科学技術振興課長 効果を検証する中で

次のステップに進められるようについては、どんど

ん積極的に継続して進められるような事業を選択し

ていきたいと思っております。

○当山勝利委員 科学技術振興計画でしたか、そう

いう計画をつくられたと思います。そうすると継続

的にやろうとするとその計画の見直し等がまた必要

になってくると思いますが、そこはどのようにお考

えでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 見直しも進めている
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ところで、科学技術振興費における令和４年度以降

の事業については、現在作業を進めている新たな沖

縄振興計画の策定と併せて、先ほど委員のおっしゃっ

ていた見直しも含めて、科学技術施策に必要な事業

について検討を進めていきたいと考えております。

○当山勝利委員 令和３年度までは一括交付金を

使った研究等の支援をされてきたと思います。令和

４年度以降はどのようになるか分かりませんが、そ

こら辺の立て方も中身と同時に取り組まなければい

けないですが、それはどのようにお考えですか。

○金城克也科学技術振興課長 令和４年度以降につ

いては、国の補助制度等のほかの制度の活用を念頭

に置いて検討していきたいと考えております。

国が３月に公募した件数などを情報収集しており

ますが、例えば３月10日までに13件ございましたし、

２月の公募件数は50件あったのですが、研究者単位

での公募となっており、なかなか県として応募でき

る事業がないですが、今後しっかりと情報収集を行

いながら、国の補助制度を念頭に置きながら、次の

事業を検討していきたいと考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

なかなか財政的にどうクリアしていくのかこうい

うのは一番難しいかと思います。沖振の中にしっか

り入れ込めればいいのですが、そこはどうお考えで

しょうか。

○宮城力企画部長 先ほど答弁ありましたとおり、

概算要求書の中身で補助率80％と書いてありますの

が、一括交付金事業トータルで書いてありますとお

り4.5億円。一括交付金を活用してこれらの事業を展

開しているところです。もちろん３年度で終わりと

いうのはあくまで一括交付金制度が令和３年度まで

となっているので、引き続き後継事業についても行っ

ていく考えで、ただし一括交付金―これについては

新たな沖縄振興制度提言の中でも引き続き継続をと、

強く求めているところで、これは市町村の皆様も一

括交付金の制度については必要だという認識ですの

で、一丸となって取り組んだ上で、これら科学技術

の振興に係る事業にも充当できるように取り組んで

いきたいと考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

ちょっと細かな事業の中身について伺います。科

学技術振興総合推進事業ですが、まずこの事業につ

いて伺います。

○金城克也科学技術振興課長 科学技術振興総合推

進事業は、県立試験研究機関の研究員による研究成

果、職務発明の需要に向けての知的財産権の権利化

を推進している事業でございます。また、令和２年

度は新型コロナウイルスの影響で実施できませんで

したが、所属する研究員が自ら課題を設定する研修

や、国際学会への派遣を行うことで本県の産業振興

に寄与する人材を育成している事業でもあります。

○当山勝利委員 県の知的財産権、特許ですが、こ

の特許の申請件数、取得件数、また実際に使われて

いる特許の件数は分かりますか。

○金城克也科学技術振興課長 特許権と知的財産権

の状況についてですが、令和３年２月末で出願中が

11件、うち特許権が５件です。登録済みが62件、う

ち特許権が36件、合計73件で、特許権が41件となっ

ております。それから特許権等の知的財産を企業が

活用している実施許諾契約については19件、うち特

許権が10件となっております。具体的には農作物の

害虫駆除方法や、家畜の病変検査技術などがござい

ます。

○当山勝利委員 結構な数の利用がされていると思

いますが、やはり知的財産を守るということは大切

なことと思うので、そこの沖縄県の取組について伺

います。

○金城克也科学技術振興課長 県では、県立試験研

究機関の研究成果を企業に対するライセンスとして

活用できるよう、職務発明の知的財産権の権利化を

推進しています。具体的には、職務発明に関する指

導業務を弁理士に委託し、公設試験研究機関の研究

成果について、知的財産化に向けて個別に指導を受

ける体制を整備しているところでございます。

○当山勝利委員 次に移ります。離島オンライン体

験サポート事業について伺いますが、この事業の内

容と目的について伺います。

○森田賢地域・離島課長 お答えいたします。

離島オンライン体験サポート事業につきましては、

離島の特色を生かしたオンラインでの体験プログラ

ムの開発や販売を行うことによりまして、コロナ禍

においても離島住民の収入の安定を目的とする事業

でございます。

○当山勝利委員 資料も頂いて、オンラインで情報

を提供することですが、離島の方々がこの体験プロ

グラムをつくるのに相当な苦労があると思いますが、

どのようにサポートされるのでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 お答えいたします。

具体的なサポートの方法というところでございま

すが、機器操作等に不慣れな離島事業者につきまし

ては、エリアごとに専門スタッフを設置しておりま

して、マンツーマン体制でサポートというものを行っ
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ております。もう少し具体的に申し上げますと、オ

ンライン体験を配信できるようになるまでの機器操

作サポートでありますとか、魅力あるプログラムを

提供できるような方法等のアドバイスを行っている

というような状況でございます。

○当山勝利委員 作ったコンテンツですが、ユーザー

はどのように利用する形になりますか。

○森田賢地域・離島課長 造成されたプログラムに

つきましては各種ＯＴＡサイト等に掲載されるわけ

でございますが、まず参加者といたしましてはＺｏ

ｏｍなどのビデオ通話アプリを利用して参加すると

いうようなことでございます。その参加を申し込む

ためには、事前に各販売サイトにアクセスをいたし

まして、参加体験希望するプログラムの予約及びオ

ンライン決済を行っていただきます。その後、体験

日当日までに、オンライン体験に参加できるＵＲＬ

が届きまして、ＵＲＬにアクセスすることでオンラ

イン体験に参加できるという中身でございます。

○当山勝利委員 今おっしゃった販売サイトですが、

必ずここというようなことはあるのでしょうか。そ

ういう縛りとかありますか。

○森田賢地域・離島課長 造成されたプログラムに

つきましては、まさに造成した事業者様がおのおの

の意思でＯＴＡサイトを決定していくというような

ところでございます。

○当山勝利委員 そういう縛りはなく、どこのサイ

トでもアップはできますよということですね。分か

りました。

ちなみに、令和２年６月からされていると伺って

おりますが、これまでの間に幾つメニューがつくら

れて、どこの離島でやられているのか、お分かりで

しょうか。

○森田賢地域・離島課長 委員がおっしゃったよう

に令和２年６月補正予算における新規事業という形

で事業を実施しておりますが、３月５日時点におき

まして造成されたプログラムの商品件数は67件と

なっております。参画離島数で申し上げますと、16離

島となっております。

○当山勝利委員 利用されたユーザーは何件、何人

でもいいですが、何人ですか。

○森田賢地域・離島課長 今の時点で申し上げます

と、予約人数ベースで1106件という状況でございま

す。

○当山勝利委員 まだ始まって８か月とそんなに時

間のない中で1000件以上の予約が入っていたので、

これがまた離島に思いをはせるというような形にな

るといいとは思うのですが、最終的にはこのメニュー

を使ってユーザー使う人たちがどうなったらいいな

というお考えをお持ちでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 最終的にはオンライン体

験を通じて、まさに沖縄の魅力というものを体感い

ただいて、実際に足を踏み入れていただくというよ

うなことが重要かなと思っております。また、一方

で低価格で気軽に参加できるという観点であります

とか、あるいは高齢の方とか障害をもった方など実

際なかなか離島に足を運べないという方も楽しめる

コンテンツになっておりますので、オンライン体験

そのものとしての市場の価値もあるのかと思ってお

ります。

○当山勝利委員 ぜひ広げていただきたい。ネット

の世界は広げにくいので、広く活用してもらえるよ

うなことをしっかりやっていただいて、また多くの

方々に体験していただいて、また来ていただくとい

うのが目的だと思うので、そのようにつなげていた

だけるようよろしくお願いいたします。

もう一つ、沖縄しまっちんぐ実証事業の内容につ

いて伺います。

○森田賢地域・離島課長 しまっちんぐ実証事業に

つきましては、ワーケーション目的で来島する方で

ありますとか、地域振興に関心がある企業等を対象

にしまして、観光地で余暇を過ごすだけでなく、離

島の現状や課題などを学び、体験するモニターツアー

というものを実施いたしまして、地域交流をメイン

とした離島地域ならではのワーケーション魅力の向

上でありますとか、関係人口の創出を図ることを目

的とした事業でございます。

○当山勝利委員 実証事業ということですが、実証

事業を経た上でどのように、次々年度になるのかな、

展開されるか伺います。

○森田賢地域・離島課長 令和３年１月に取りまと

められました骨子案におきましても、離島を核とす

る交流の活性化と定住関係人口の創出というものを

掲げておりますので、やはり地域住民との関わりや

島への思いを深める多様な交流の促進による関係人

口の創出というものを積極的に図っていきたいと考

えております。そして当該事業につきましては、最

終的には離島におけるビジネスの展開でありますと

か、移住まで持っていければと思っておりますが、

やはり関係振興というものはステップアップである

と理解しておりますので、例えばモニターツアー終

了後も、ふるさと納税であったり、多拠点居住の一

つで離島を選択していただくとか、そういうような
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観点で少しずつ離島に携わる層が増えていくという

ことが望まれる姿かなと思っております。

○当山勝利委員 確かに人と人との交流がつながっ

て、深まれば深まるほどそこに足を運んだり、移住

されたりもしくは仕事をそこでやってみたいと思う

方も増えると思いますので、ぜひ頑張ってください。

以上で終わります。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時21分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 それでは、午後のほうもよろしく

お願いをいたします。

まず、昨年から今年度―2020年度に続いてはこの

コロナ禍の中において、いろいろな団体や、あるい

は経済団体のほうから支援策についての要望が出さ

れておりますけれども、次年度予算においてバス関

係の支援といいましょうか、こちら企画でよろしい

んでしょうか。観光ではないですよね、企画でどん

な支援策、こう盛り込んでいるのか、まずそのこと

をお聞かせください。

○宮城力企画部長 企画部のほうで路線バスの部分

を担当して、昨年の６月補正で感染症予防対策とい

うことで、奨励金を支給したところです。その後、

コロナが８月、それから年末年始とかけて緊急事態

宣言を２度目、３度目の実施をしたところで、非常

にダメージを負ってるというのは承知しております。

バス事業者さんからも、その減収分の補塡を、ある

いは減収、落ち込んだ分を何とか財政的な支援をい

ただけないかという御相談をいただいているところ

です。

企画部としましては、その都度、補正対応等を検

討してきたところですけれども、なかなか予算措置

が今されていないという状況で、当初予算にあって

も、特にこのコロナ対策としてバス路線を支えると

いう予算は今計上されていないところなんですが、

補正予算等において計上できるように、しっかりと

対応してまいりたいと考えております。

○仲宗根悟委員 私たち県民の足であります、もち

ろん、毎年のように生活バス路線についても十分な

確保をしながら守ってきたわけですから、ここにお

いてコロナで立ち行かなくなったと窮地を訴えるこ

のバス協会も、しっかりと手当てをしてほしいとい

う訴えを私たちも耳にいたしましたし、もうかわい

そうなくらい訴えている状況を見ますと、これは何

とか手当てしないと。私たちはこれまで、皆さん協

力してその生活路線のためにも確保して、赤字路線

もしっかり県民の足を確保してほしいと長年こう

やってきて、それに応じてきた方々のこの会社です

から、しっかりと手当てをしていただきたいし、ま

た皆さんもそういう気持ちを持って臨んでいただき

たいというふうに思っています。この件に対して、

コメントがありましたらどうぞ。

○宮城力企画部長 従前より、採算性は取れないけ

れども、路線としては生活路線等で維持する必要が

ある、そういう路線については赤字路線の部分を補

塡してきて、路線を維持するという取組はこれまで

も行ってきたところです。これに加えて、コロナ禍

にあって大分落ち込んだ、それでも運行をやめるこ

とができない、間引きすることができないという状

況にあります。県議会でも再三、御提案、御指摘い

ただいているところで、県としてもその分しっかり

認識して、できるだけ早急に支援策を打ち出せるよ

うに努めたいと考えております。

○仲宗根悟委員 しっかり頑張っていただきたいと

いうふうに思います。

それでは、本県の本島内でよろしいんですけども、

陸上交通の渋滞の緩和策というんでしょうかね。ど

ういった方向性で、渋滞緩和に取り組んでいるのか、

そちら辺をお聞かせいただきたいと思います。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

県内の渋滞緩和のために、一般的には土木建築部

のほうでは道路整備とかは行っているんですけれど

も、企画のほうとしては渋滞緩和のために、まず長

期的には名護から那覇にかけての鉄軌道の導入、そ

れから各地域のフィーダー交通の充実ということな

んですけれども、短中期的には、まず那覇からコザ

までの基幹バスの構築ということで、今急行バス走っ

ておりますが、そこからまた地域へ延びるフィーダー

交通というふうなことで、なるべくバスを多く利用

していただくと。それから、それに加えまして、こ

れまでもそうなんですけど、現在も行っているんで

すけれども、バス利用の環境改善ということで、高

齢者や障害者に優しいノンステップバスの導入です

とか、導入支援ですとか、それから外国人の観光客

向けの外国語案内版の表示など、バスの利用環境の

改善に向けて取り組んでおりまして、そういった諸

施策を早期に取り入れることによって、交通渋滞の

緩和につなげていきたいと考えております。

○仲宗根悟委員 今、事項別積算内訳書の中の交通
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運輸対策費でしょうかね、52ページに記載されてい

る中で、各事業が載っているんですけれども、今お

話されたのが公共交通利用環境改善事業と。これは

9000万余りの事業内容が、今申し上げたそれですか。

○金城康司交通政策課長 おっしゃるとおりです。

○仲宗根悟委員 そして、その下のＥＴＣ利用促進

事業ということで530万計上されているようなんです

けれども、このＥＴＣ利用促進事業の中身を御案内

いただけますか。

○金城康司交通政策課長 お答えします。

県では、一般道の渋滞緩和を図るために、沖縄自

動車道におけるＥＴＣの利用促進に向けて取り組ん

でおります。今年度、ＥＴＣでみんなにイイコトプ

ロジェクトとして、ホームセンターやカーショップ

などでのポスター掲示、リーフレットの配布に加え、

屋外ビジョン、ラジオ、ＣＭなどを実施いたしまし

た。また、知事がテレビ番組等に出演し、多くの県

民にＥＴＣ利用による割引制度など、ＥＴＣの利便

性についてＰＲしたところであります。ＥＴＣ利用

による効果としては、利用回数に応じた割引や、

キャッシュレス支払いで料金所をストレスフリーで

通過できることに加え、燃費向上で環境にも優しい

ことが挙げられております。県としては、次年度も

引き続きＮＥＸＣＯ西日本と連携し、より効果的な

ＥＴＣ利用促進に向け、取り組んでまいりたいと考

えております。

○仲宗根悟委員 こちらの渋滞緩和策の一つだとい

うふうに思っていますが、この皆さんから御案内い

ただいたように、ホームページちょっと開けて見て

います。この促進事業ということですから、もっと

もっと広めて、県民の皆さんにこういった特典があ

ります、メリットがありますよという形で御案内し

ていただきながら利用を促していこうというような

事業だというふうに思うんですけれども、私も、知

事の直接のラジオ放送を聞いて、こういう制度が、

こういうメニューがあるんだというふうに気づきま

したけれども、果たしてこの自動車道を使っていな

がら、通勤に使っている朝の時間帯、それから午後

の時間帯と、時間帯を定めながら月に何回利用して

いる率に対して、幾らの還元をしましょう、何割還

元しましょうというのがメニューとしてあるんです

けれども、私もラジオ放送を聞いてしか知らなかっ

たんですがね、うっかりしておりました。

この利用率っていうんでしょうかね、今皆さんが

促進を図っている事業の中で、どのぐらいが一体全

体気づいて、これ利用をしている方々の数字という

のは把握されていますか、どのぐらいか。

○金城康司交通政策課長 ＥＴＣ利用率なんですけ

れども、沖縄県は現在62％となっております。ただ、

全国平均が91.4％ですので、まだ開きがありますの

で、全国平均に向けて県もＥＴＣの利用促進に取り

組んでまいりたいと考えております。

○仲宗根悟委員 知事のラジオを通しても、コマー

シャルかな、宣伝内容からしますと、これは10回以

上利用すると半分が還元されてくると。５回から９回

までが、そして10回以上と、この還元率も５回以上

ということは30％ということになるんですけれども、

４回までは、ごめんなさい、還元はありませんよと

いうような内容でありました。これ、もっともっと

広く県民の皆さんに知っていただくためにも、本当

に事業の内容にあるように、促進を図るような内容

というんでしょうかね、そういうこと図るべきだと

いうふうに思いますが、告知ですとか、宣伝方法と

いうんでしょうか、そういったものはどういうふう

にお考えですか。

○金城康司交通政策課長 ＥＴＣの利用促進につき

ましては、昨年までは、例えば料金所でのチラシ配

布等によって促進を促してきたんですけれども、今

年度は先ほどお話ししましたとおり、知事が実際、

テレビやラジオに出ると同時に、ホームセンターと

かカーショップでも実際にポスターを掲示すること

によって、いかにＥＴＣが、乗れば乗るほど利用者

にお得ですと。また、これはあくまでも、確かに財

布の面からもお得ではあるんですけれども、例えば

時間どおり料金所を通り過ぎるということでストレ

スフリー、それから、料金所を止まらないで、ブレー

キかけないで行くことによる温室効果ガスの低減と

か、環境に非常に優しいというふうな事業ですので、

これは今年度ＰＲしてるんですけども、次年度でも

また引き続き、さらにどのような方策であれば県民

に対して、このＥＴＣについてより多くの方に知っ

ていただいて利用していただけるかについて、引き

続きまた検討していきたいと考えております。

○仲宗根悟委員 皆さんのホームページ、こう開け

て見ますと、イイコトプロジェクト化と銘打って、

朝の時間帯は６時から９時までの間に利用する方々、

午後は17時から20時までに利用する方々が月に10回
通ると半分が戻ってきますと、利用した料金のです

ね。５回から９回の方々が３割戻ってきますよとい

うように、イイコトプロジェクトの中身はおっしゃっ

たとおり、料金所、キャッシュで払う方々はしばし

の時間が必要になる、ところがＥＴＣは歩きながら
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精算、そして受付が可能になる仕組みということで、

非常に便利だなということを県民の皆さんが、本当

に全ての皆さんが熟知するともっともっと利用は上

がるというふうに思うんです。ただ、近距離、それ

から遠距離、利用は遠距離のほうが多いと思うんで

すが、ピンポイントつかんで、周辺の給油所ないし、

そこにチラシを置くとか、宣伝効果を得るとか、そ

ういったことは考えてないですか。

○金城康司交通政策課長 先ほどちょっと、そこは

説明が漏れてしまったんですけども、例えば県内の

ガソリンスタンドで、本島内15店舗でレジドールっ

ていうのが領収書のように機械出てくると思うんで

すけれども、この裏にＥＴＣのイイコトプロジェク

トというふうな印刷をしておりまして、そういった

広報活動も行っております。それから、本島内の10か

所での街頭ビジョンがあるんですけども、そこでも

ＥＴＣでイイコトプロジェクトのＣＭを行うととも

に、新聞でもタイムス、新報でも同じような広報を

しております。

○仲宗根悟委員 今の既設の入り口っていうんで

しょうかね、料金口、もっともっと効率よく増やす

というんでしょうかね、インターチェンジを増やし

てつなげるような工夫というんでしょうか。そういっ

た計画ですとか、近々、あそこにできるらしいとか

いうような情報を持ち合わせてはいないですか。

○金城康司交通政策課長 すみません、この点に関

しては土木建築部のほうで所管しておりますのです

けど、我々もちょっと情報は持ち合わせありません。

○宮城力企画部長 浦西駅のパークアンドライドと

いうことで駐車場を整備しております。そこに、イ

ンターチェンジをつくって、そこで乗り継ぐという

のを想定しております。時期については明言できま

せんけれども、幸地インターチェンジが予定されて

いるというところでございます。

○仲宗根悟委員 池武当辺りはないですか。

○宮城力企画部長 池武当も予定があると聞いてい

るところです。

○仲宗根悟委員 以上です、ありがとうございまし

た。

○又吉清義委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。

最初に、資料３の１の13ページ、ＳＤＧｓ推進事

業ですが、最初にＳＤＧｓの説明をお願いします。

○喜舎場健太企画調整課長 ＳＤＧｓは、国連がま

とめた2030年までの行動計画となっております。こ

のＳＤＧｓ推進事業につきましては、全県的なＳＤ

Ｇｓを促進するための事業となっております。

○西銘純恵委員 国連の事業、どんな事業なんでしょ

うか。

○宮城力企画部長 ＳＤＧｓは、2015年の国連のア

ジェンダで決定されて、2030年の将来の世界がどう

あるべきかというところで、これまでは途上国の開

発に向けた取組、あるいは環境保全というところも

あったんですけれども、持続可能性、持続可能なと

いう視点がここに加わってきた。例えば、貧困地帯

に富を再配分するだけではなくて、そこで自立する

ためのまた仕掛けが必要だと。代表的に言われてる

のが、バングラデシュの貧困の女性たち。彼女らに、

マイクロクレジットですか、投資をする。投資をす

ることによって、彼女らはミシンを買うことができ

る。そのミシンを使って生計を立てていく。これは

借りたお金で、返さないといけない。連帯保証的な

仕掛けも入れて、返済率が高まるようにする。ただ

お金を流すだけではなくて、これをまた回収できる。

加えて、彼女たちも自立できる、そういう持続可能

な取組を進めていく。それが貧困をなくそう、ある

いは飢餓をなくそう、教育を公平に与えよう、加え

て、働きがいもあるような職場環境もつくろう。環

境負荷を低減して、海を守ろう、陸を守ろう。

こういう17のゴールを目指して、今、世界的に取

り組んでいるというところでございます。

○西銘純恵委員 ＳＤＧｓ推進事業の、県としての

目的を持っていると思うんですけど、この事業の目

的についてお尋ねします。

○花城安博企画調整課副参事 本事業は、全庁的な

ＳＤＧｓの、全県的なＳＤＧｓの推進、展開に向け、

様々なステークホルダーの連携促進や、ＳＤＧｓの

認知度向上を図ることを目的にしております。具体

的には、企業、団体のネットワーク拡充や連携、交

流の支援を行うとともに、各地域における普及交流

イベントの開催、県民向けのシンポジウムの開催や

メディア、ホームページ、ＳＮＳ等を通じた情報発

信など、普及啓発に向けて取組を強化することとし

ております。

以上でございます。

○西銘純恵委員 最初に、全庁的なっていうことも

おっしゃったんですけども、県庁の取組、お尋ねし

ます。

○花城安博企画調整課副参事 県では、この４月か

らＳＤＧｓ推進室というのを新たに設置する予定に

しております。ＳＤＧｓにつきましては、全庁的な

組織といたしましてＳＤＧｓ推進本部という、知事
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を本部長とする意思決定機関、全庁体制が取られて

おりまして、それを運営していく運営の強化、それ

から各部局との連携の強化という意味で、組織的な

強化というのも図られているところでございます。

○西銘純恵委員 企業や県民というところでは、ど

のような取組がなされてますか。

○花城安博企画調整課副参事 これまでも、県内の

企業、それから各団体様、ＳＤＧｓに積極的に取り

組まれている皆様を、おきなわＳＤＧｓパートナー

ということで県の認定を行わせていただいておりま

して、今現在で100団体、御登録をいただいておりま
す。

今年度につきましては、この御参加いただいてい

るパートナーの皆様方との会議を、意見交換をする

場をステークホルダー会議ということで、２度実施

しております。このコロナ禍の状況ですので、ウェ

ブでの開催にはなっておりますが、活発な意見交換

がなされたところでございます。

○西銘純恵委員 市町村それぞれ取組あるかと思う

んですが、進んでますか、どうですか。

○花城安博企画調整課副参事 市町村につきまして

は、ＳＤＧｓ未来都市というものが国の制度として

ございまして、県内で未来都市に認定されている自

治体が石垣市と恩納村の２か所がございます。先ほ

ど申し上げましたＳＤＧｓパートナーと、今100団体

ございますけれども、これに加えて、市町村との連

携というのも今後、県も含めてプラットフォームの

構築というところを目指してまいりたいと思ってお

ります。

○西銘純恵委員 石垣市、恩納村ということですが、

これ手を挙げて国からということなんでしょうか。

○花城安博企画調整課副参事 はい、そのとおりで

ございます。

○西銘純恵委員 ほかの市町村もぜひＳＤＧｓ、県

と同じように、また県民がやるような取組に持って

いけるように、県としてもぜひ援助していただきた

いと思います。

県民への啓発について、どうでしょうか。

○宮城力企画部長 今年度、ＳＤＧｓの認知度調査

を行いました。ＳＤＧｓという言葉を知っているかっ

ていうと、大体３割ちょい。バッジとかは見たこと

があると。あるいは持続化な開発、そういう言葉は

聞いたことがある人は若干多かったんですが、３分

の１がＳＤＧｓという言葉、３分の１しかと言った

ほうがいいのかもしれませんが、知らない。加えて、

このＳＤＧｓの意味をうまく説明できないという方、

もっと低くございました。

まずは、このＳＤＧｓの取組を通して、何を目指

していくかというところを、次年度のこの推進事業

費の中で対応していきたい。体制についても、４名

の推進室が設置されますので、広く取組を広めてい

きたいというところです。

○西銘純恵委員 部長、バッジなさってますか

○宮城力企画部長 はい、今三役はじめ部局長に、

このバッジを配付しているところです。このバッジ

を通して、これが何かのきっかけになると考えてい

るところですので、広く職員に配付できるような方

法で今、検討しているところです。

○西銘純恵委員 欲しいと思っても、どこからとい

うのが、私もやってません。知事が県産バッジをと

いうことで、何か報道あったようなんですが、それ

は県民に普及するいい機会だと思うんですが、どの

ようなものですか。

○宮城力企画部長 障害者の方の授産施設といいま

すか、セルプセンター的なところで作成をするとい

うことで今、話をいただいておりますが、ただ、大

量生産はなかなかちょっと時間がかかるということ

を聞いております。そこは先方と御相談しながら、

対応していきたいと思います。

○西銘純恵委員 次、19番の振興推進事業費につい

てお尋ねします。説明と進捗と、減額理由もお願い

します。

○喜舎場健太企画調整課長 振興推進事業費につき

ましては、新たな振興計画の策定と、現在の計画の

推進に要する経費となっております。

令和３年の主な内容としておりますのは、例えば

３年に１回行っています県民意識の調査であるとか、

新たな計画に向けての分析の委託料、あと沖縄県の

振興審議会が来年度、本格化をしてまいりますので、

そのための報酬などの経費となっております。

○西銘純恵委員 新たな振興計画策定をされて、骨

子案ということでいただいたんですが、それが素案

として準備されていくのかと思うんですが、この変

更というのが、大きく変わる部分があるんでしょう

か。素案というところで。

○武村幹夫企画調整課副参事 素案につきましては、

３月に取りまとめ、５月の県振興審議会への諮問に

合わせて公表する予定を考えてございます。

内容についてでございますが、骨子案の１月末の

公表後に、経済団体、そして県民、そして市町村な

どから御意見を頂戴しておりまして、その御意見を

踏まえて、素案を取りまとめることとしております。
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この内容につきましては、取りまとめの中で整理し

ていくことになりますので、ちょっと今、大きく変

わるかどうかっていうことは明言が難しい状況でご

ざいます。

○西銘純恵委員 骨子案の中で、今の克服すべき沖

縄の固有課題ということで触れていますけれども、

どのようなものでしょうか。

○武村幹夫企画調整課副参事 固有課題につきまし

ては、沖縄が抱えております４つの特殊事情から派

生する課題として整理してございます。１つ目が基

地負担の軽減、２つ目が駐留軍用地跡地の有効利用、

３つ目が離島の条件不利性克服、そして４つ目が交

通ネットワークの構築。この４つを掲げてございま

す。

○西銘純恵委員 その克服のために、行財政システ

ムの強化拡充と、地域主体の政策を推進するってい

うことで今、骨子案の中身で聞いているんですけれ

ども、結局いろいろな施策、政策っていいますか、

財政上のあると思うんですが、紹介をお願いします。

○武村幹夫企画調整課副参事 この固有課題につき

ましては、沖振法の立法の目的と考えておりますの

で、国の支援を求めたい課題と考えてございます。

そのため、この行財政システムの部分では沖縄振興

特別措置法、そして跡地利用推進法、そして沖縄振

興開発金融公庫を引き続き措置していただきたいと

いうことで、記載してございます。

○西銘純恵委員 いまだ道半ばのこの沖縄の状況で、

どうしても新たな振興というのが重要になってくる

と思うんですが、今後のスケジュール、お尋ねしま

す。

○宮城直人企画調整課副参事 11月にハード沖縄振

興の制度提言の中間報告をまとめましたけど、その

後に、７月にこの制度提言をまとめて国へ提出する

予定としております。なお、国のほうは、現行の計

画を検証中ということでありますので、国との調整

については、その進捗を見ながら進めてまいりたい

と考えております。

○西銘純恵委員 今後のスケジュールっていったら、

新年度の１年間の大まかなスケジュールをお尋ねし

たんですが。

○宮城直人企画調整課副参事 ４月には制度提言を

しますけど、また８月に内閣府から財務省への概算

要求及び税制改正要望の提出があります。そして12月

に、政府予算案及び税制改正の決定、その際に県の

要望が反映されるように、知事を先頭に市町村が一

丸となって、国への要望活動をしていきたいという

ふうに考えております。県要望の実現に当たって、

県選出の国会議員でありますとか、関係する国会議

員、それから県議会関係団体などへの説明を行って、

これについて御理解と御協力を賜りながら進めてま

いりたいと考えております。

○西銘純恵委員 私ども県議会に要望することはあ

りますか。

○宮城力企画部長 現行、新たな沖縄振興に向けて

は、10年前のスケジュールも参考にしながら、今手

続を進めているところでございます。議会の皆様と、

どのような経緯があったのかも確認しながら、また

必要に応じて御相談させていただきたいと思います。

○西銘純恵委員 これは県政、それと私たちも一丸

となって、やっぱり実現に向けていかんといけない

課題だと、もう最重要だと思っていますので、ぜひ

声かけていただきたいと思います。

それでは、同じページの21番、沖縄離島住民等交

通コスト負担軽減事業の内容説明をお願いいたしま

す。

○金城康司交通政策課長 県では、割高となってお

ります離島住民の交通コスト負担軽減を図るため、

航路ではＪＲ在来線並み、航空路では新幹線並み運

賃を参考に、航路は約３割から７割、航空路は約４割

の運賃低減を図っております。また、病院や高校が

ない小規模離島については、観光客等の交流人口の

航空運賃を約３割低減しております。さらに、那覇、

久米島の航空路線については、平成30年度から新た

に対象とし、県と町合わせて約２割の運賃低減を図っ

て実施しております。

○西銘純恵委員 予算額少し、前年より少なくなっ

ているんですけども、積算の根拠、どれだけの人数、

そしてどれだけの離島、内容についてお尋ねします。

○金城康司交通政策課長 まず、積算方法なんです

けれども、一番近い決算額、これＲ元年度の決算額

に対して、Ｒ３年度で各航空会社が予定しておりま

す、大体これぐらい、前年度でいって何％取るだろ

うというふうな、ある程度の予測があります。それ

を基にはじいた結果、大体、人数についてはちょっ

と積算がなくて、実際に実績額の何％というふうな

はじき方をしておりますので、何人ではなくて、幾

らかというのをお答えしますと、まず航空でいえば、

令和３年度が約19億9648万2000円。それから、航路

が２億9372万7000円となっております。

○西銘純恵委員 お尋ねしたいのは、具体的にやっ

ぱり、離島の皆さんがなかなか本島に行き来するの

に、経費がかかって厳しいというものを支援すると
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いうことで始めた事業だと思うんですよね。どこの

離島を対象としていて、全ての離島ということでよ

ろしいんでしょうか。それと、そこの住民の皆さん

が、大方必要とされる人が出れるようになったとい

う、何かそういうのもあるんでしょうか。なかなか

島から出ることができなかったとか、控えていたっ

ていうのが、軽減策によって利便性が高くなったと、

活用できるようになったとか、そういうことはない

でしょうか。

○金城康司交通政策課長 この事業、委員おっしゃ

るように、やはり離島住民にとって運賃、船賃、割

高になっておりますので、そういった負担を軽減す

る観点から、それから定住条件の整備を図る観点か

ら当該事業を実施していて、船賃、運賃の軽減に努

めております。

委員、今おっしゃったような、これまでなかった

人が実際に、この制度ができることによって出られ

ようになったことにつきましては、ちょっと詳細把

握してないんですけれども、一昨年ですかね、県の

ほうで調査したところ、やはり離島住民とってこの

事業が離島の定住条件確保等について非常に効果が

あったというふうなアンケート結果は出ております。

○西銘純恵委員 去年、現年度、また新年度も、コ

ロナの関係でやっぱり少し不便になるか、出ない方

もいるのかなと思うんですけれども、予算そのもの

が前年度とほぼ変わらないということは、必要な人

が使えるようにということで考えて組んでくれたん

だろうなと思います。

もう一度、やっぱり使われている離島の皆さんの

意見というのか、調査、アンケートなり取ったほう

がいいんじゃないのかと思うんですが、いかがでしょ

うか。

○金城康司交通政策課長 過去に行った調査を、中

身を確認しながら、また必要に応じてそういう検討

をしてみたいと思います。

それから、先ほどちょっと答弁漏れがありました。

委員のほうから、これ全ての離島が対象になって

いるかというお話だったんですけれども、本島－離

島間、それから離島－離島間において、航空路や路

線については全て対象となっております。

○西銘純恵委員 これと、保健医療のところで、患

者さん、病院等の補助制度もあると思うんですけれ

ども、これはこの事業に上乗せされる、減額がプラ

スされるということでよろしいんでしょうか。

○金城康司交通政策課長 離島から島外への医療機

関に通院する場合の交通コストにつきましては今回、

今のこの交通コスト負担軽減事業の額から、さらに

保健医療部のほうで実施しております離島患者支援

事業において、さらなる負担軽減が図られておりま

す。

○西銘純恵委員 本当に必要な離島の皆さんに届

くっていう補助、これソフト交付金、新年度でもう

終わるということになるんですが、事業の継続につ

いてはどう考えていますか。

○金城康司交通政策課長 当該事業については、本

当に離島住民の定住条件の確保を図る上で非常に大

事な事業だと思いますので、次期振計においては新

たな制度提言を行っておりますし、令和４年度以降

も非常に重要な事業だと位置づけておりますので、

県のほうも引き続き実施したいと考えております。

○西銘純恵委員 次移ります。14ページの31、沖縄

科学技術イノベーションシステム構築事業の説明を

お願いします。

○金城克也科学技術振興課長 事業概要について御

説明いたします。この事業は、県内大学等の研究成

果を産業利用へつなげるイノベーションシステムを

構築するものであり、これにより、沖縄県における

知的産業クラスターの形成を促進することとしてお

ります。具体的には、大学等の研究シーズと県内外

企業ニーズをマッチングする専門コーディネーター

を配置し、事業化を目指した産学連携の共同研究等

の取組を支援する内容となっております。

○西銘純恵委員 具体的に、どんな支援っていうこ

とですか。

○金城克也科学技術振興課長 大学がどんな研究を

してるかっていうのをまず拾い集めてきて、収集を

していきます。そして、今度はまた、それを活用し

たい県内の企業―県内企業だけではなく県外の企業

もなんですけど、そういった企業がどういったニー

ズがあるのかっていうのを拾い出してきて、それを

マッチングさせる専門コーディネーターがいらっ

しゃるんですね。その専門コーディネーターを配置

して、県内の大学の研究シーズと、それから県内外

の企業のこのニーズをマッチングさせます。そして、

それに併せて事業化を目指した産学連携の共同研究

をしてもらうという事業でございます。

○西銘純恵委員 補助の内容をお尋ねします。

○金城克也科学技術振興課長 この事業内容として

は、出口志向型、いわゆる大学を中心とした出口志

向型の共同研究の推進が１つ。それから、企業を中

心とした共同研究である、事業化に向けた研究の促

進の事業。この２つが、事業内容となっております。
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○西銘純恵委員 やり取りをやったときにはもっと

詳しく話してくれたんですけど、２つの事業内容の

１つについては、補助期間が何年あるんでしょうか。

それが終わった後には、どういうふうにするんでしょ

うか。そこも含めて、それとまたもう一つは、この

研究をさせたものを沖縄県内でどう生かそうとして

いるのかも含めてお尋ねします。

○金城克也科学技術振興課長 先ほど申し上げまし

た、出口志向型の研究の推進というのは、コーディ

ネーターを配置して、大学の研究と企業をマッチン

グさせて共同研究をします。これは、最長３年間の

研究を支援しておりまして、その中から産業化でき

そうなやつというのを選び出していきます。それが、

事業化に向けた研究の促進ということで、その選ば

れた出口志向型での幾つかの研究の中から優れた、

産業に持っていけそうな研究を進め、さらに選んで、

今度は大学を中心ではなくて、企業を中心にして、

そこに支援をして実用化、製品化に向けていくといっ

た事業になっています。これは最長２年間の事業で

ございます。

○西銘純恵委員 この事業をいつまでやって、これ

までにこの補助を受けた業者っていいますか、研究

者っていいますか、何件あるんでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 大学等が主体となっ

て行う産学連携の共同研究は、これまでの６年間で

58件の支援をしております。また、より事業化を促

進するために企業が主体となって行う共同研究は

７件の支援を行っています。具体的には、慢性腎臓

病を予防するための保健指導等について、独自のノ

ウハウに従い、地域自治体の業務支援が行えるデジ

タルツールの開発、それから綿状の人工骨技術を再

生医療に応用する共同研究に対して支援を行ってお

り、事業化に向けた研究開発が進められているとこ

ろでございます。

○西銘純恵委員 これまでの共同研究の一覧表をい

ただいたんですけども、結構、医療や産業や、シー

クヮーサー種子の有効成分を活用した高付加価値と

か、何か研究内容を見たら、沖縄のこれからの自立

していくためにとても重要な研究を補助しているん

じゃないかなと思うんですよね。ですから、まだ五

十何件というのを、報告を受けて分かったような状

況はあるんですけれども、ぜひこの事業を継続して、

最終的には製品化とか何かあるんでしょうか、目的。

○金城克也科学技術振興課長 今回58件の、いわゆ

る大学を中心とした研究成果で、それでもって、そ

の中から７件ほど産業化寄りの研究開発にお金を出

しているところなんですけども、委員のおっしゃる

とおり、まだまだ58件というかなり多くの研究があ

りますので、それも実用化に持っていきたいなと思っ

ているところなんですが、実際、３年度の事業はこ

の産業寄りの事業の７件のうちの２つに支援をして

いて、３年度ではこの７件のうちの２件が継続で支

援をすることになっていて、残りまだ出口志向型の

58件全てを産業化とか事業化に持っていくことはで

きませんので、その辺はまた次の４年度以降の事業

を展開するときにちょっと考えていきたいなという

ふうに思っているところです。

○西銘純恵委員 基礎研究部分って、時間と経費も

かかると思いますが、ぜひ継続していただきたいと

思います。

次、最後に15ページの36番、沖縄離島体験交流促

進事業、この事業の説明をお願いします。

○森田賢地域・離島課長 まず、この御指摘にあっ

た沖縄離島体験交流促進事業でございますけれども、

この事業につきましては、本島の児童を離島へ派遣

する本島版と、離島の児童を別の離島に派遣する離

島版と、２つの事業スキームを実施しております。

本島版は、本島の児童を離島へ派遣し、地域の人

々との交流を行う中で離島の重要性や魅力に対する

認識を深めるというとともに、種々の体験学習等を

通じて離島地域の活性化や受入体制の強化というも

のを図るということを目的としております。

離島版につきましては、離島の児童を他の離島に

派遣いたしまして、体験学習等を行う中で生まれ育っ

た島の魅力を再認識していただいて、地域に誇りを

持った人材の育成を図るということを目的にしてお

ります。

○西銘純恵委員 対象学年というのがあるんでしょ

うか。それと、これまで事業を始めてどれだけの児

童が体験したんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 まず、この事業の対象は

小学５年生でございます。そして、当該事業は平成

22年度から実施しておりますけれども、これまでに

延べ２万8641名の児童を派遣しておるという状況で

ございます。

○西銘純恵委員 単年度で全ての児童、各学校のっ

ていうわけにはいかないと思うんですけども、２万

8000人の児童が経験してきたっていうことでは、全

県、地域むらなくっていいますか、別なく、ほとん

どの地域がそういう体験はできているんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 これは当然、離島側の受

入状況にもよりますけれども、これまでの延べでい
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いますと、24離島には派遣できておるという状況で

ございます。県内小学校268校あると認識しておりま

すけれども、このうち派遣に至った学校が168校でご

ざいまして、約63％の学校については、一度は体験

交流をしておるというような状況でございます。

○西銘純恵委員 一度もやってないのが100校残るの

かな。複数回、参加した学校もあるんでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 これまで２回以上派遣さ

れたところもございます。派遣がないというところ

につきましては、各市町村の小学校、教育委員会等

で授業時間の確保であるとか、カリキュラムとの兼

ね合いで派遣が難しいというところもあるというふ

うに聞いております。

○西銘純恵委員 それは教育自主性に任せるってい

うことはあると思うんですけれども、やっぱり事業

としては、体験させたいなというのも思いますので、

ぜひそういう意味で普及のほうも頑張っていただき

たいと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 渡久地修委員。

○渡久地修委員 まず最初に、特定駐留軍用地等内

土地取得事業、普天間基地の先行取得、これの実績

について、面積あるいは額でお願いします。

○宮平尚企画部参事 金額のほうは少し今調べてお

りますので、まず、平成25年度から令和２年度まで

の取得実績、まず件数でございますが、契約件数で

164件、それから面積のほうでいきますと、11.8ヘク

タールとなってございます。目標が17ヘクタールで

ございますので、令和２年度までの実績が11.8ヘク

タール、約69％ということになってございます。

県の土地取得事業につきましては、基金のほうか

ら取り崩して執行してございます。基金は平成24年

度に約69億円を積み立ててございます。その後、土

地取得費用としまして取崩額が約57億円、また、こ

ういった軍用地料というのが毎年入ってきます。こ

れを積立てしてございます。これが約10億円でござ

いまして、今、基金の残額は22億円というふうな状

況でございます。

○渡久地修委員 部長、これは全部100％取得ってい

うのはこれ目標はいつまででしたかね。

○宮平尚企画部参事 この基金の制度でございます

が、令和３年度までというふうな期限になってござ

います。令和３年度までに、目標を達成するという

ことが当初の計画でございますが、現時点で申しま

すとかなり厳しい状況というふうに考えております。

○渡久地修委員 面積で69％で、実際じゃあもうこ

れは今後どうしますか。

○宮城力企画部長 新たな沖縄振興の制度の提言に

あっては、この先行取得を可能とする跡地利用推進

法の継続延長も求めていくこととしております。

今、進捗が７割弱ということで、また加えて令和

４年度以降に嘉手納から南の施設が返還されます。

その点からあっても、跡地利用推進法を延長した上

で、この基金についても引き続き存続をさせていく

ように、国に働きかけていきたいと考えているとこ

ろです。

○渡久地修委員 この69％という、100％まで行かな

かった障害になったのは、一番何だったんでしょう

か。

○宮平尚企画部参事 跡地利用推進法に基づく土地

の先行取得制度でございますが、通常の公共事業と

は違いまして、地権者に対して用地交渉を行うとい

うものではございません。地権者からの申出を待っ

て取得をするという制度設計になっているのが、ま

ず１つでございます。それから、地権者には毎年の

ように軍用地料が入ってきます。そうしますと土地

の売買の契機というんですか、それがやはり返還が

明確になってからというような事情があるかと思い

ます。それから、民間のほうでも取引がなされてい

まして、やはり報道等で聞くところによると、かな

り高額で、民間に取引がされているというような状

況もあろうかと思います。このような状況から、な

かなか取引、取得がうまくいかないというような状

況なのかというふうに考えております。

○渡久地修委員 実は、今から10年前の2011年の12月

６日の県議会の一般質問で、当時、県の先行取得は

ゼロだったのよね。計画もないという状況の中で、

私はこの先行取得制ということで、そして、そのた

めの財源として基金設立しなさいということも提案

して、そのための財源とかの県民債とか県債とかい

ろんなのもやって、基金やれということでやりまし

たけど、当時、仲井眞さんは非常に興味深い提案だ

と、検討するということで、その後一括交付金が使

えるようになって基金できた。これとっても喜んだ

んだけど、その提案したあれは、早めに取得しない

と高くなって大変だよと。それと、返されたときに

すぐ事業に着手できるように、もうすぐ急いでこれ

やるべきだよというのをやったわけよね。

そういう趣旨でスタートしたけれども69％という

点では、この最初の設立のあれに合致してない、こ

れぜひ、本気で100％に向けて急いでやっていただき

たいということを言っておきます。
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それで、懸念されるもので今、政府が出そうとし

てる重要土地等調査法案というのがあるよね。この

中身についてちょっと教えてください。

○名城政広県土・跡地利用対策課長 政府において

は、外国資本による不透明な取引の監視を目的とし

た安全保障上重要な土地の取得等を規制する新たな

法律の制定が現在検討されており、今国会での成立

を目指しているとの報道がなされております。

外国資本による土地取得については、安全保障上

の問題や住民の不安が指摘されているところです。

一方、このような規制については、一般論としまし

て経済活動などを私権の過度な制限につながるとし

て、慎重論も強まっております。

県としましては、国による慎重な議論がなされる

ものと考えており、その動向を注視してまいりたい

と考えております。

○渡久地修委員 この法案の対象になるのは、沖縄

ではどこどこですか。

○名城政広県土・跡地利用対策課長 まだこの法案

が具体的に明らかにはなってはおりませんけれども、

報道等によりますと、自衛隊の拠点、国境、離島等

でありましたり、米軍基地などの防衛関連施設、そ

れから沖縄県には原発はございません。それから、

海底ケーブル陸揚局、空港など、こういったことが

挙げられております。

○渡久地修委員 この法案が、この普天間基地ある

いは基地の先行取得に与える影響はどうなりますか。

○名城政広県土・跡地利用対策課長 まだ法案の具

体的な内容が明らかになっておりませんので、明言

はなかなか難しい面がございますけれども、現時点

ではそういった影響はないものかと考えているとこ

ろです。

○渡久地修委員 部長、この法案は、土地の所有者

が売買するときに全部この人の住所、氏名から思想、

信条、渡航歴とかいろんなもの全て調査するってい

うことなるわけよ。人権侵害なのよ。沖縄は米軍基

地を強制接収されて、これが返されようとしたり、

あるいは開発のために売ろうとしたら、もう思想、

信条まで全部調査されて、あるいは制限されると。

こんなことがあっては大変なことになるんだよね。

外国どうのこうのと言うけれども、それはしっかり

やらないと僕はいけないという気もするんだけど、

それを理由にして県民の人権侵害につながるような

ことがあっては絶対駄目だと思うんだよ。その辺は、

県としては明確にそういう県民の思想、信条、こう

いった人権侵害が起こるようなことがあってはなら

ないということは、明確に述べる必要があるんじゃ

ないですか、どうですか。

○宮城力企画部長 この法律ができる発端となった

のが、ダムであったり、あるいは防衛施設周辺の土

地取得が不透明な部分があると、付近の住民の方も

不安がっている。加えて国の制度の中では、取引全

体を―取引を一元化できるような情報の在り方が

なっていない。その辺りの有識者からの意見もあっ

て、その課題を踏まえた上で法律制定が今進んでい

ると認識しております。

ただし、先日、新聞報道にもあったように、私権

の制限にもつながる―慎重な意見もあるということ

は承知しております。安全保障上の問題と私権の制

限、この整合を図った上で法律の議論が検討がなさ

れるべきものではないのかというふうに考えるとこ

ろです。

○渡久地修委員 現在、土地を持ってる方々あるい

は米軍に土地を強制接収された方々まで、全て全部

思想、信条まで調査されて、渡航歴までやられて人

権侵害されると。もうこんなことは絶対あってはな

らないということで、これは中止を求めるべきだと

思います。

次に、20番のバス路線補助事業費、これについて

ちょっと説明お願いします。

○金城康司交通政策課長 本事業は、地域住民の生

活に不可欠として、国、県、市町村で指定されたバ

ス路線について、その予算ごとの運行に係る欠損額

及び対象路線を運行する車両の購入費等の補助を行

うものであり、国の補助要綱に基づく全国的な制度

となっております。令和３年度は36路線への補助を

予定しており、運航支援１億4172万9000円、車両購

入費支援1996万8000円など、合計１億6247万3000円

を計上しております。

○渡久地修委員 この県内の路線バスっていうのは、

コロナ以前から結構経営的には厳しかったという認

識でいいんですかね。

○金城康司交通政策課長 バス４社に限っていいま

すと、たしか２社が黒字で２社が赤字、これはたし

か令和元年の数字だと思います、そういう状況であ

りました。コロナに入って、恐らくバス協会のほう

からお話聞きますのは、これまで観光等の貸切りバ

スのほうで黒字を計上していて、若干、路線バスに

おいては赤字だったんですけれども観光バスのほう

で補った部分もあるんですけれども、今回のコロナ

の影響で観光客が激減して、貸切りバスの運行がか

なり減っている、収入が減っているということで、
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バス会社もそういった面からも経営面では厳しいと

いうことは聞いております。

○渡久地修委員 コロナ後のは今から聞こうと思っ

たのに、答弁してもらってしまった。

バス会社は以前から厳しかったところに、コロナ

が出てきて相当なもう大打撃だとこの前聞いたんだ

けれども、もう路線バスも相当の大打撃だという認

識はお持ちですか。

○金城康司交通政策課長 これまで、バス協会のほ

うからも県のほうに要請ございましたし、常々バス

協会の会長さんからも、非常に業界は厳しい状況で

あるというのは聞いておりまして、非常に理解して

おります。

○渡久地修委員 県としてどのような支援、今、考

えてますか。

○金城康司交通政策課長 先ほど部長のほうからも

答弁したんですけれども、コロナにおいて非常に影

響を受けているということで、昨年、６月補正にお

いて感染症対策を継続的に行うという趣旨から奨励

金を支給しました。それから、それと併せまして、

国にも全国知事会を通して要望しております。それ

から、加えて、昨年11月には玉城知事が離島振興協

議会長の宮里座間味村長と一緒に、国土交通省に対

して、沖縄独自に公共交通維持確保について要請し

てまいりました。そういったこともあって、実は今、

補助事業の中で、国庫補助の要件というのはあるん

ですけれども、その要件が一部若干緩和されました。

ただ、やはり緊急事態宣言等において、バス会社も

非常に影響を受けております。さらなる支援策が必

要でございますが、今のところ当初予算においても、

コロナ関係のバス支援というのを計上できておりま

せん。引き続き県のほうも非常に厳しい経営状況に

あるバス会社の支援をするために、今もまさしくそ

ういった施策等について検討しておるんですけれど

も、引き続き検討してまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 コロナ以前から経営大変厳しい、

コロナでさらに厳しくなったというのがあるんだけ

ど、そこで以前から、路線の競合や客の奪い合いと

かいろいろそういう話もあったんだけど、そういう

路線というのはどれぐらいありますか。

○金城康司交通政策課長 すみません、路線数が

ちょっと多いのと、例えば国道58号を捉えても数多

くのバスが運行しております。そういった一部で競

合している路線もありますので、全体的に何路線あ

るかというのは今のところ把握しておりません。

○渡久地修委員 部長、これ前々からいろいろ何度

も課題にはのぼって、なかなか実現しないと思うけ

れども、このコロナを受けて、やっぱりもうこれ今

のままでは結構大変だと思うんだよね。だから、路

線の再編、統合とかあるいは、これ僕らが質問する

のに適してるかどうか分からないけれども、以前か

らあったバス会社の再編とか統合とかっていう話も

出たり、消えたりいろいろやったけど、そういった

ところまでやっぱり県が話合いのあれを持ってやら

ないといけない時期に、もうこのコロナを受けて来

てないかなという気はするんだけど、その辺はどう

お思いですか。

○宮城力企画部長 県が取組を進めております基幹

バスシステム、これは基幹路線があって、支線部分

がある。この支線部分については結節点が必要になっ

て、ここに一定の土地が必要になってくるわけです。

その辺りの課題もありますが、いずれその基幹バス

システムを構築する上では、支線バスも含めた路線

の再編が必要になってくるというふうに認識してお

りますし、昨年ですが、この独占禁止法が改正され

て、料金プール制、共同運行が可能になるような制

度の改正も行われております。どのタイミングで御

相談できるかというところもありますけれども、こ

れら変わった制度も踏まえながら、またバス事業者

さんの声もお聞きしながら、どのような取組ができ

るのか検討していきたいと思います。

○渡久地修委員 僕らがもうこれが一番望ましいっ

ていうのは簡単にはなかなか提案できないんだけれ

ども、しかし、もう率直に言って、このコロナを受

けて路線バスがもう大変になってるし、今すぐばっ

と物すごい業績が上がるということはかなり厳しい

見通しだと思うのよね。だから、どのタイミングっ

て部長さっきおっしゃっていましたけれども、やっ

ぱり今のタイミングじゃないかなと思うんだよね。

やっぱりこのバス会社も生き残っていく、そのため

にはどのような再編が必要なのか。そのためにさっ

き言った結節点がどうのこうのっていうのは、もう

集中してやっていくと。そういうことをしないと、

展望を僕は出せないと思うんだよね。今のまま、い

わゆる従来型の改善案ではね。本当に今まで議論し

てきたものを、いつの時点じゃなくてもう今しかな

いんだという立場で、県がリーダーシップ取って話

合いの場を持ってやったらどんなかなと思うんだけ

ど、いかがですか。

○宮城力企画部長 今、現行のバス路線の維持にま

ずは努めていく、そのためにもしっかりとした支援

を行いたいと思っております。
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その後の展開については、これはバス事業者さん

のそれぞれの営業権もございますので、その辺りも

踏まえながらいろいろ相談していきたいと思います。

○渡久地修委員 部長、いずれにしても、バス会社

もどういったあれがいいのかっていうのは、みんな

もう模索してると思うんだよ。だから、早めに話合

いの場を持って、協議の場を持って進めていってほ

しいと思います。

あと、21世紀ビジョン。皆さんこの今度の予算編

成の方針で、令和３年度この総仕上げの時期に入っ

たということなんだけど、21世紀ビジョンの達成っ

ていう点では今、どういうふうな評価になりますか。

○武村幹夫企画調整課副参事 県におきましては、

沖縄21世紀ビジョン基本計画等に基づき実施してき

ました各種施策について、総点検を実施したところ

でございます。令和２年３月に取りまとめた総点検

結果においては、各施策ごとに設定した493の成果指

標について、その達成状況の評価を行ってございま

す。その結果によりますと、平成30年度のデータに

基づき達成率を図ってございますので、平成30年の

時点での達成と、あと３年残しておりますので70％

達成を達成見込みといたしまして、この達成と達成

見込みの合計で全成果指標の46.2％が達成と評価し

てございます。

○渡久地修委員 部長、この21世紀ビジョン達成に

皆さんが一生懸命頑張ってきたっていうのは、僕は

もうとっても高く評価しています。観光客もどんど

んどんどん伸びてね。

ところが、この１年、これががらっと変わっちゃっ

て、もう70％まで行っていたのがそのまま横ばいで

いくのもあるし、あるいはわっとゼロに落ちたのか、

あるいはマイナスになったかというようなのも出て

くるよね。だから、その辺のやっぱりしっかりと点

検というのかやって、新年度に臨まないといけない

と思うんだけど、抽象的な質問になるんだけど、そ

の辺はどんなふうに考えてますか。

○武村幹夫企画調整課副参事 県におきましては、

施策、コロナ危機の前におきましては大きな成果を

上げてまいりました。

一方で、その時点でも１人当たり県民所得の低さ、

子供の貧困率、そして非正規雇用者割合の高さなど

課題が明らかになっておりました。加えまして、御

指摘の新型コロナウイルス感染症の拡大が県経済に

甚大な影響を及ぼしていることから、この経済の回

復の施策をまず取り組むとともに、引き続きこれら

の残された課題の解決に向けて全力で取り組んでま

いりたいと考えております。

○渡久地修委員 部長、この新型コロナの影響とい

うのは、沖縄の皆さん方の21世紀ビジョン、あるい

はもう皆さんの計画に物すごい打撃を与えたと思う

んだよね。

それに対して、皆さん必死で回復させようという

ことを頑張ってるのは分かるんだけれども、そこを

ぜひ、感染対策そして経済回復含めて、もうこれは

部長の決意聞くしかないね。

○宮城力企画部長 県では新型コロナウイルス感染

症の終息に向けて、昨年来ずっと取り組んでいると

ころです。あわせて、かなり打撃を受けている経済、

これについても回復していかないといけない。この

両方を求めていかないといけないという難しい局面

にありますけれども、安全・安心の島沖縄の実現に

向けて、全庁挙げて取り組んでまいりたいと思いま

す。

○又吉清義委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 説明資料ですか、14ページのまず

１つ目、自治体ＤＸ推進事業費についてちょっとお

伺いいたします。ＤＸ―デジタルトランスフォーメー

ションと言うらしいんですけれども、この事業は自

治体ＤＸ推進計画というものに基づいて進められる

と思うんですけれども、その事業の推進する目的に

ついて教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 事業の目的でござ

いますが、現在、国においては、デジタル社会の実

現を掲げまして、デジタル庁創設をはじめ、各種取

組のほうを進めております。このような中、本県に

おきましてもデジタル社会の実現に向けて、県全体

を分野横断的かつ総合的、計画的に推進するため、

県としてのデジタルトランスフォーメーションの基

本方向を示す必要がある、そのように考えておりま

す。それを目的とした事業ということになります。

○國仲昌二委員 この事業は2026年までの計画とい

うことですけれども、ただこの事業は、国が主導的

に役割を果たすということで、国のほうで推進手順

書というものを作成してということらしいんですけ

ど、これ今年の夏頃を目途にしているということで

すけれども、これでいいんですかね。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 委員が今おっしゃ

られてるのは、国のほうが策定をしている自治体Ｄ

Ｘの計画、それについての手順書のお話ということ

だと思いますが、国のほうからは、今おっしゃられ

たように、今年の夏を目途に策定するというふうに
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示されております。

○國仲昌二委員 ということは、これは夏以降の作

業になってくるかなと思うんですけれども、それで

いいんですかね。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 我々がこの事業費、

計上しているもの、こちらのほうは、国のそういっ

た取組も踏まえつつ、県としての、特に県全体の分

野横断的で、総合的、計画的に推進するためのデジ

タルトランスフォーメーションの基本方向を整理し

ていこうと。少し具体的に申し上げますと、先ほど

来お話しが出ています国が示しました自治体ＤＸ推

進計画を踏まえながら、デジタル技術を活用した行

政サービスの向上に向けた計画、まずそれを策定し

ていく。あわせて、新たな振興計画のほうを踏まえ

ました県民生活ですとか、産業分野等の産業等の各

分野におけるデジタルトランスフォーメーションの

推進、また、デジタル人材の確保、育成、次世代の

通信技術を活用した基盤整備等の取組についても検

討いたしまして、沖縄県の社会全体のデジタル化に

向けた、一体的な計画として策定をしていこうとい

うふうに考えております。

○國仲昌二委員 自治体ＤＸ推進計画という、これ

総務省の資料を見ると、市町村が主体としての事業

推進だということが書かれているんですけども、こ

れ違うんですかね。私の捉え方が。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 委員がおっしゃら

れている自治体ＤＸ計画、国が策定したもの、そち

らのほうは市町村のほうのＤＸを推進していくって

いう、それを足並みをそろえて進められるようにと

いうことで、国が策定したものでございます。それ

も取り込みながら、県としては、県としての計画。

これは、自治体の行政サービスにとどまらず、産業

分野ですとか県民生活の分野も含めたトランスフ

ォーメーションの方向性という部分を整理をしてい

こうというふうに考えているものでございます。

○國仲昌二委員 県としての取組という、県が主体

的になっての取組ということですけれども、じゃあ

今総務省が進めているこの市町村が主体となるとい

う事業のその推進計画ですけども、これも都道府県

が市町村を支援するというふうになってるんですけ

れども、この辺の支援っていうのはどういうことに

なりますかね。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 県のほうは支援に

協力をしていくというところで、市町村の支援、取

組に対してですね、国のほうのこういった展開の情

報をきちっと市町村にも行き渡らせていくというと

ころですとか、技術的な部分のところ、情報技術に

関する部分のところで市町村の活動を補っていく、

そういったことを、我々のほうとしてもやっていか

なきゃいけないというふうに考えています。

また、市町村におけるその情報デジタル化の人材

の確保という部分も、今後問題になってくるでしょ

うし、国のほうもそこの支援をしていくというお話

をされています。そこの国と各自治体との間をつな

いでいく、そういったところも県として期待されて

いる役割というところで、その辺りは取り組んでい

きたいというふうに考えています。

○國仲昌二委員 じゃあ、この今計上されている自

治体ＤＸ推進事業費というものの中身というのは、

私が話してるように市町村が主体として動く事業と

は別という捉え方でよろしいですか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 その部分も含めて、

これは自治体の行政のデジタルトランスフォーメー

ションの分野になりますが、それ以外に、県民の生

活ですとか産業、ここは観光もあれば情報産業もあ

るでしょうし、農業や農林水産業等もあると思いま

すが、そういった分野も含めた全体としてのデジタ

ル化に向けた方向性っていう部分を、この計画の中

で整理をしていきたいというふうに考えています。

○國仲昌二委員 この予算規模もちょっと低いんで

すけども400万ということで。令和３年度の具体的な

その事業というのは、どういう事業になりますか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 令和３年度におき

ましては、先ほど来ちょっと繰り返しになりますが、

新たな振興計画を踏まえた形で各分野におけるデジ

タルトランスフォーメーションの推進ですとか、デ

ジタル人材の確保育成、それから情報通信基盤の整

備、そういった取組を整理して計画としてまとめて

いく、その計画策定の経費として令和３年度につい

ては計上しております。

○國仲昌二委員 再度確認ですけども、市町村が主

体となるＤＸ推進というのは、これは国と市町村が

足並みをそろえて、県はそばでサポートするぐらい

ということで考えてよろしいんですか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 基本的には国が主

導していく。

ただこれは、我々が策定しようとしている計画の

中のその行政部門、自治体のデジタルフォーメーショ

ンの分野については、これを取り込んだものとして

整理をしていくと、そういった考え方になっていま

す。

○國仲昌二委員 ちょっと名前が自治体ＤＸ推進事
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業と同じなので、その事業かなと思って質問しまし

たけれども、分かりました。

次ですね、15ページですね。午前中もちょっと質

問がありましたけれども、ちょっともう一度教えて

ください。39の離島オンライン体験サポート事業、

ちょっとイメージがなかなか湧かなかったので、資

料もちょっともらったんですけども、再度確認しな

がらちょっと質問したいと思います。まず、この体

験プログラムという言い方をしてるんですけども、

これは離島の住民が、例えば郷土料理であったり、

あるいは三線であったりというのを発信してという

のかな、体験してもらうとした場合に、この料理と

か三線とかというものをこの体験プログラムという

表現で言っているということでよろしいですかね。

○森田賢地域・離島課長 今、委員御指摘のとおり

でございまして、プログラムというのは、離島にお

ける事業者様が三線体験とか、ヨガ体験とか、そう

いったものをオンライン上で御提供なさっておると

いうようなものでございます。

○國仲昌二委員 その離島住民、いわゆる提供者が、

パソコンあるいはスマホのカメラでそれを発信する

と、それに参加する人がそれを見て受講するという

のか、体験するというのか、そういうふうに参加す

るということでよろしいですか。

○森田賢地域・離島課長 まさにライブで離島の事

業者が御提供なさるプログラムを、参加者の方がま

さにプログラムによって受講されるというようなこ

とでございます。

○國仲昌二委員 それでは、この離島住民が提供し

たいと思った場合には、どういうふうな手続という

のか、手順を踏めばいいんですかね。

○森田賢地域・離島課長 一般的には当然、各人で

オンラインサイト、旅行オンラインサイトにアップ

すればいいということになろうかと思いますけれど

も、本県の事業におきましては、なかなかそれがす

ぐにできないというか、あるいは機器整備等が経験

等の関係で難しいという方に対して、サポートをし

てあげているというようなことでございます。

○國仲昌二委員 サポートするのは、どなたがサポー

トするんですかね。

○森田賢地域・離島課長 この事業は委託でさせて

いただいておりますので、委託事業者における専門

スタッフがマンツーマンでサポートしているという

状況でございます。

○國仲昌二委員 いわゆる委託された人が、離島住

民に呼びかけるということでよろしいんですか。

○森田賢地域・離島課長 この事業を実施するに際

して、このオンライン上で離島プログラムをやりた

い事業者っていうものを集めております。

これは例えば、集まった事業所は例えばマリン事

業者であるとか、ショップ経営者の方であるとか、

観光協会とかいろいろ多種多様でございますけれど

も、そういった事業者がオンラインでやってみたい

というふうに手を挙げられるという状況でございま

す。

そして、その手を挙げられた方に対して、その方

の熟知度合いに応じてというか、大体分かるよって

いう方であれば、どうやったらより魅力的なプログ

ラムになるかというような研修になるであろうし、

そもそも一から分からないっていう場合は、マンツー

マンで専門スタッフが機器等の操作から教えるとい

うようなことになりますし、各事業者の度合いに応

じて研修を受講いただいているという状況でござい

ます。

○國仲昌二委員 これは離島住民と言ってるのは、

事業者の話を言ってるんですか。

○森田賢地域・離島課長 離島事業者の方が受講さ

れてるということでございます。

○國仲昌二委員 先ほど私、離島住民が提供者となっ

て料理とかっていう話をしたんですけども、この離

島住民っていうのは、皆さんが想定してるのは例え

ばマリン事業者であったり、その他いろんなことを

やってる事業者が提供するという想定というのか、

イメージで、そういうふうな話をしているんですか。

○森田賢地域・離島課長 当然、個人でというとこ

ろも否定しているものではないんですけども、おお

むねこの研修に参加されてるのは離島の事業者、も

ともと直接観光客に対して、何らかの観光プログラ

ムを御提供なさった方が多いというふうに考えてお

ります。

○國仲昌二委員 これは前年度の当初予算ゼロに

なってるんですけど、それが６月補正かなんかでやっ

たということで、現在はもう進めてるということで

すよね。

○森田賢地域・離島課長 本事業につきましては、

令和２年６月補正予算における新規事業というとこ

ろで議決を賜りまして、現在127事業者の育成を行っ

ておるという状況でございまして、67件の体験プロ

グラムが造成されておるという状況でございます。

○國仲昌二委員 これは県が委託したところが募集

というか、事業者は今、百二十幾つというお話でし

たけども、そこにその委託したところに参加したい
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という事業者がいて、そこが提供者となって今やっ

てるというイメージですか。イメージというか、そ

れでいいんですか。

○森田賢地域・離島課長 本県が委託している事業

者が、離島の観光事業者等に呼びかけをして研修等

に参画いただける方を集めて、個別のスキルに応じ

て研修を行っておるという状況でございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。分かりま

した。

すみません、現在のその参加事業者は何件と言い

ましたか。

○森田賢地域・離島課長 現在、３月５日時点で

127事業者が育成をされておるという状況でございま

す。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

次、その下の沖縄しまっちんぐ実証事業。

事業概要ではワーケーションの魅力向上というよ

うな説明があるんですけども、説明をお願いします。

○森田賢地域・離島課長 しまっちんぐ実証事業の

内容でございますけれども、ワーケーション目的で

来島する方でありますとか、地域振興に関心がある

方などを対象に、観光地で余暇を過ごすだけでなく、

離島の現状や課題などを学び体験するモニターツ

アーを実施し、地域交流をメインとした離島地域な

らではワーケーションの魅力向上であるとか、関係

人口の創出を図ることを目的としております。

以上でございます。

○國仲昌二委員 具体的にはどういう事業を―モニ

ターツアーという話もありましたけれども、具体的

にはどういった事業内容になるんですかね。

○森田賢地域・離島課長 具体的には、モニターツ

アーの開催に向けまして、まず地域におけるプログ

ラムの策定というところがあろうかと思います。実

際にワーケーション来ていただいた方に、例えば午

前中はワークをしていただくと。午後は、離島内の

企業であったりとか、農家さんであったりとの交流

であったりとか、あるいは海洋ごみであるとか空き

家等のそういった離島の課題を学ぶ勉強会だったり

とか、そういったプログラムをまずしっかりと用意

いたしまして実際に来ていただくと。来ていただい

た中で、交流を深めながら、まさにその地域交流を

することで継続的な離島との関わりというようなこ

とにつなげていきたいという事業でございます。

○國仲昌二委員 令和３年度はまずはプログラムを

つくって、その地域との何ていうかな、調整という

かそれぞれプログラムをつくって、それでモニター

ツアーをやって、次の展開につないでいこうという

ような事業だという捉え方でよろしいんですかね。

○森田賢地域・離島課長 そのような理解で大丈夫

かと思います。

○國仲昌二委員 分かりました。

あと、ちょっと前の14ページに戻るんですけども。

すみません、下から２番目の移住定住促進事業。こ

の中身だけ、どういう事業なのかっていう説明だけ

お願いします。

○森田賢地域・離島課長 この移住定住促進事業で

ございますけれども、離島・過疎地域でバランスの

取れた人口の維持、増加を目指すために、移住者受

入れの取組を進める市町村と連携をいたしまして、

移住相談会でありますとか移住体験ツアーを開催す

るほか、ウェブ上で沖縄への移住に必要な情報発信

等を行うという事業でございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございました。

終わります。

○又吉清義委員長 山里将雄委員。

○山里将雄委員 バス路線補助事業費について伺い

たいんですけれども。この55ページにありますけれ

ども、バス路線補助事業ですね。事業の説明をまず

聞こうと思ったんですけれども、渡久地修委員への

答弁でもう既にありましたので、僕が聞こうと思っ

ていたことの答弁がそのときに幾つかもうされてし

まったんで、ちょっと何聞こうかなと。でも通告は

してるんで聞いていきたいと思いますけれども、ま

ず、これバス運行対策補助事業と生活バス路線確保

対策補助というふうに、これ国と町、県単というふ

うになってますけども、この２つの事業それぞれの

説明をお願いします。

○金城康司交通政策課長 まず、この事業内容は、

自家用車の普及ですとか過疎化等により経営収支が

悪化しているバス路線に補助を行うことにより、地

域住民の足の確保、維持を図るものです。まず、国

と県の補助の違いなんですけれども、まず国の協調

補助につきましては、まず広域的、要するに市町村

をまたぐ広域的な、それから幹線的なバス路線を運

行するバス事業者に対する国、県の協調補助となっ

ております。国が２分の１、県が２分の１の補助率

となっております。

それから県単の単独の補助につきましては、今、

説明した国の協調補助以外のバス路線を運行する市

町村またはバス事業者への補助を行う市町村に対す

る補助となっておりまして、補助率が県２分の１、

市町村２分の１となっております。
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○山里将雄委員 すみません、私もこれ実は市のほ

うで担当するところにいたものですから知っていた

んですけども、確認のために聞きました。

先ほど渡久地委員の答弁で、路線数は36路線とい

うふうに答弁があったんですけれども、36路線って

いうのは、これは令和２年度、今現在あるいは３年

度の予定ですか。

○金城康司交通政策課長 令和３年度が36路線と

なっております。

○山里将雄委員 そうすると、これは元年度あるい

は２年度からして増えているという状況なんでしょ

うか。

○金城康司交通政策課長 令和元年度が35路線です

ので、１路線増えております。

○山里将雄委員 これはコロナの影響で、今、相当

の赤字になってるというような状況になってると思

うんですけれども。これ路線は１つ増えているとい

う話で、しかもこのコロナの影響で赤字幅も増えて

いるというふうに思うんですけれども、予算額は令

和２年より、若干ですけど減ってますよね。そこは

どういうことなんでしょうか。

○金城康司交通政策課長 まず、この補助額の算定

方式なんですけれども、過去５年間の補助実績を勘

案して措置しております。その結果、補助額につい

ては去年の当初予算よりは若干減額となっておりま

す。

○山里将雄委員 ５年間でということなんですね。

すみません、さっき知っていると言いながらその件

を知らなかったです。ごめんなさい。分かりました。

このコロナの影響といいますかね、これはこれか

ら出てくる。これから、その補助額が増えてくる可

能性もあるということで理解してよろしいですか。

○金城康司交通政策課長 この補助金の対象期間と

いうのが、例えば次年度に係る予算については、昨

年10月から今年９月までの経営実績によりますので、

そこで経営状況が若干悪化してればその分プラスに

なるというふうなことになります。

○山里将雄委員 この補助事業については、赤字路

線を抱えている市町村、特に我々北部のほうですね、

ヤンバルのほうで赤字路線が多いですから、これ非

常に重要なんですね。その維持はどうしても必要だ

というふうに考えています。

今後の見通し、この事業の継続の見通しとしては

どうなんでしょうか。

○金城康司交通政策課長 これはオールジャパン―

全国的な補助金ですので、国のほうで多分この事業

というのは全国的にある赤字路線の確保というのは、

地域住民それから交通弱者等の足の確保に対して非

常に重要な事業だというふうに考えておりますので、

今後とも、全国的にこの事業は継続されるものと考

えております。

○山里将雄委員 分かりました。北部の赤字路線が

もしかして廃止されるのではと非常に心配な面があ

るんですけれども、ぜひそこは継続して、住民の足

の確保に努めていただきたいなというふうに思って

いますので、よろしくお願いします。

それじゃあ、もう一つですね。ちょっとだけ聞き

ますが、鉄軌道を含む新たな公共交通システム導入

促進事業ですか。この中の鉄軌道の部分なんですけ

れども、今どんな状況なんでしょうか。その作業を

進める上で。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 鉄軌道に

つきましては、平成26年度から29年度にかけて構想

段階における計画案づくりに取り組みました。その

結果、那覇から宜野湾、北谷を経由しまして、沖縄

市、うるま市、恩納村、名護を結ぶようなルートが

決定したというところでございます。その後、国か

ら課題として費用便益比、また採算性について示さ

れておりましたので、その費用便益比につきまして

は、平成30年度から昨年度にかけて、何とかビー・

バイ・シーの１を超えさせようということで、いろ

いろあらゆる合理的な手法を駆使して、何とかケー

スによっては１を超えるというような結果が得られ

たというところでございます。この結果につきまし

ては、令和２年８月に学識経験者で構成する検証委

員会におきまして、科学的、論理的であると考えら

れるとの評価をいただいたところでございます。

また、鉄軌道に関して、採算性について今課題が

ございまして、この課題につきましては、一般的な

鉄道といいますのは、鉄道事業者がインフラ整備か

ら運行までを一体的に行う手法になっております。

こういった手法だと、沖縄の場合は市街地が形成さ

れた中へ鉄軌道導入することになりますので、膨大

な事業費を要します。これを一般的な手法でした場

合は、県の試算でもやはり黒字化は厳しいという結

果が得られております。そこで沖縄県としましては、

全国新幹線鉄道整備法、これは整備新幹線が今整備

されておりますけども、こちらにつきましては、イ

ンフラ部分につきましては全て公共が整備する、国

が３分の２、地方が３分の１を負担しまして、運行

事業者さんは車両だけを持ってきて、受益の範囲内

で使用料を払って運行するというスキームになって
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おります。こういった整備手法であれば、沖縄にも

鉄軌道を導入できるのではないかということで、国

に対してこういった特例制度の創設を求めていると

ころでございます。こちらにつきましては、新たな

沖縄振興に向けた制度提言の中に盛り込むこととし

ておりますので、今後、国と鉄軌道導入に向けた具

体的な調整を行っていきたいと考えております。

○山里将雄委員 これもこれから聞こうと思ってた

ことを、ほぼ全て答えていただきましたけれども。

国との交渉ですね、今言うようにかなり厳しいとい

う国は見方をしているんですけれども、今、答弁で

もあったんですけれども、どうなんでしょう。国と

しては沖縄県の要望について、どのような考えを示

していますか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 国におき

ましても、鉄軌道導入に向けた調査は、これまで約

10年ぐらいかけて実施してきております。やはり、

その中で国としても採算性、国は一般的な整備スキー

ムのほうで検討されてますけども、そういった採算

性のやっぱり課題があるということと、ビー・バイ

・シーに関しましても、我々のその検討手法と一部

国と違うところがございまして、やはりそういった

ところで、まだまだこれまでの、お互いの調査結果

を突き合わせながら、やはり議論していく必要があ

るだろうというところがございますので、今後、そ

れぞれが調査してきた結果も踏まえつつ、その制度

提言を踏まえた議論の中でしっかりやっていきたい

なというところでございます。

○山里将雄委員 今、ルートは４案が示されている

んですかね。７案ですか。４案と派生の３点、今は

７案ということになっているんですか。ルート案で

す。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 ルート案

は、先ほど申し上げた平成26年度から29年度までの

構想段階の中で、当初４案を提示させていただきま

して県民意見を踏まえまして、３案を追加しまして

７案について比較評価をさせていただきました。

最終的には、評価項目、これも県民の意見を踏ま

えて設定した評価項目に基づきまして評価をいたし

まして、１案を選定したということろでございます。

○山里将雄委員 分かりました。今、１案、もうじゃ

あルート案は決まっているということですね。2020年

の８月ですから、まだ去年ですけれども、鉄軌道導

入事業検証委員会ですか、こちらのほうで、いわゆ

る費用便益費も１以上になると、認定されたと。

それで、最短で2030年の運行を目指すといいます

かね、新聞の記事に載ってたんですけれども、そこ

はどうですか可能性として。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 鉄軌道に

関しましては、その費用便益比を算出する際には、

当然事業費と併せて工事期間というのを設定させて

いただきます。これ、具体的な検討始まっているわ

けでありませんので、他の実際の工事の月量という

んですかね、月どれぐらい工事できるんだというの

を参考にしながら、あくまでも他事例を参考にしな

がら出しただけではあるんですけれども、おおむね

10年程度は要するというのが分かっておりますので、

工事着工してから運行まで20年、それ以外にもやは

り駅位置を決めたりだとか、あと、環境アセス、ま

た、鉄道事業法に基づく手続等々ございますので、

やはりその10年以上の期間は要するというところに

なります。

○山里将雄委員 ですよね、こんな大きな事業です

からね。かなりの時間は要するとは思います。

先ほど、最初の答弁の中で、新たな振興計画への

位置づけについてもお話しなされていましたけれど

も、当然これは新たな振興計画に位置づけされると

は思うんですけれども、どうですかそこは。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 現在の沖

縄振興特別措置法第91条第２項のほうで、鉄軌道に

ついては国及び地方公共団体において、調査検討を

進めるということが規定されております。当然、我

々としてもそれをまたさらに前に進めるような形で

次の法律にも位置づけられるよう、取組を進めてま

いりたいと考えております。

○山里将雄委員 頑張ってください。この鉄軌道に

ついては、まず、以前から議論がされているもので

ありますけれども、我々ヤンバル北部にとっては、

県都那覇との距離が近くなって、当然、振興に大き

く寄与するということで、大変期待が大きいもので

ありますので、ぜひそこをしっかりと進めていただ

いて、実現できるように頑張っていただきたいなと

思っていますので、よろしくお願いします。

以上で終わります。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 ＳＤＧｓの推進事業ですけど、持

続可能な沖縄の発展、誰一人取り残さない社会とい

うことで、国際社会に協力して目指すＳＤＧｓを積

極的に推進していくということは、よく知っていま

す。今年度、令和３年度にＳＤＧｓの推進室を設置

すると聞いておりますけど、その内容や目的につい

て、説明願います。
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○喜舎場健太企画調整課長 令和３年度に新たにＳ

ＤＧｓ推進室を設置します。全庁的なＳＤＧｓの推

進を図るということと併せて、全県的な取組も併せ

て進めていく。具体的には、ステークホルダーと言っ

ていますけど、そういった方々と連携して普及啓発

などを取り組んでいくという内容を主に目的として

います。

○平良昭一委員 これ、新しくできるというんです

けど、何名ぐらいの体制でやるのか。

○喜舎場健太企画調整課長 ４名の職員体制を予定

しております。

○平良昭一委員 ４名でカバーできるのかな。

○喜舎場健太企画調整課長 室の職員は４名ですけ

れども、先ほど来答弁ありました、知事を本部長と

する本部がございます。各部長が入った本部、そし

て各部の職員体制も含めまして取り組んでいきます

ので、十分取組は進められると思っております。

○平良昭一委員 分かりました。頑張っていただき

たいと思います。

次に、自治体ＤＸ推進事業費。先ほど、國仲委員

からもありましたとおり、今回、所管課となるデジ

タル社会推進課というのがありますけど、この推進

体制についてちょっとお聞かせ願います。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 デジタル社会推進

課のほうでございますけれども、本県におけるデジ

タル化を推進するとともに、国の施策にも即応する、

そういった目的を持って令和３年度より新たな組織

として設置するということにしております。同課に

つきましては、課長をはじめ、６名体制でのスター

トというふうな予定となっております。

○平良昭一委員 これは国が強力に進めるというこ

とでありますよね。それは対応をするということは、

非常に、新しく課をつくってやるということはいい

ことだと思っています。

その中で、県内、関係すると思いますから聞きま

すけど、テレビの難視聴地帯がかなりありますよね。

受信中継所を造って、有線を引き込んでテレビを見

ている地域。維持管理費に共聴組合をつくって独自

で対応をしているわけですよ。ここに来て、有線の

部分を光ケーブルに変えないといけないという工事

になるらしいです。そうなると、１家庭７万円、個

人負担にしないといけないということが出てきます。

その辺に関して、皆さんはこのデジタル社会推進課

を新しく設置することに関して、この辺の対応もやっ

ていけるような状況になるのか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 デジタル社会推進

課の業務としては、情報政策の総合的企画調整推進

に関することですとか、行政のデジタル化に関する

こととなっております。今回、総合情報政策課から

分化して、この新しい課ができるんですが、今の総

合情報政策課の中の情報基盤、情報通信基盤、委員

おっしゃられたテレビの難視聴に関する部分とか、

通信ケーブルの敷設とか、そういった事業ですとか、

県庁内のシステム整備、そういったものについては

分化したほうの情報基盤整備課というところで継続

的に担当をしていくという、そういう役割分担になっ

ております。

○平良昭一委員 じゃあ、この情報基盤整備課がこ

れは担当すると言いますけど、実際、県内でもかな

りの地域がこの共聴組合みたいなのがあって、この

工事は始まっています。これは、個人負担７万円以

上になると言っているんですよ。その辺に関して、

県民がテレビを見るのにそういう不平等さがあって

いいのかなと思ってはいるんですけど、その辺どう

ですか。その辺に対してのこれまでの対策は情報基

盤整備課はやってきたのか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 テレビの難視聴の

部分のところ、特に個人の負担のほうが生じてくる

事情が実態があるということは、我々も聞いており

ます。我々としては、まず県内のどういった施設が

そういったものがあるのかという把握、それからそ

れに対して、地元の自治体がどのような支援とか、

そういったことをやっているのか。そういったこと

をお聞きしつつ、また、直接我々のほうも国頭村で

すとか、名護市さん、それから本部町さん、南城市

さんなんかとも、直接的な意見交換とか、自治会の

代表者との面談をしながら状況のほうを伺ってまい

りました。また、沖縄総合通信事務所とも意見交換

を行いながら、代替手法の部分も含めて議論はして

きたところでございます。

ただ、現状の共聴施設以外の手法、例えば無線と

か、そういった部分の可能性があるのかという部分

について、総合通信事務所ですとか放送事業者の皆

さんなんかとも意見交換をしているんですが、ちょっ

となかなか今のところ道が見いだせていないという

状況がございます。

○平良昭一委員 県でこの難視聴世帯、こういう自

分たちで運営しながらやっているのは何件ぐらいと

把握しているか。組合の数と。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 世帯数については、

ちょっと今、数字を持ち合わせていないんですが、

共同受信施設については、沖縄県内で96施設あると
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いうふうに承知しております。

○平良昭一委員 96施設ということは、これ組合と

いうのは１人ではできませんからね、何倍もいるわ

けですよね。その中で、この光ケーブルに変えなけ

ればいけない。各世帯７万円ずつ工事費用を自腹で

出さんといけない。そうでもしないとテレビが見れ

ない。緊急的なものは今、テレビがつくような状況

になっている中で、それができないような地域が出

てくるということは、県としてはどう考えるか。デ

ジタル庁をつくっているのに、公共施設だけが進ん

で一般の家庭ではそういう状況もできないというの

はおかしいだろ。

○宮城力企画部長 共同受信施設の整備に係る負担

の在り方については、地元の市町村の皆様とも意見

交換をしながら、あるいは事業者さんとも話を交え

ているところでございます。他の代替手段ができな

いかどうか、なかなか方法が難しいという話もござ

いました。引き続きどのような策が取れるのか、こ

れは市町村の皆様とも意見交換をしながら検討をし

てまいりたいと思います。

○平良昭一委員 沖縄でこういう状況だから、幾ら

地デジ化されたといっても、本土のほうが山岳部も

多いわけですよね。本土のほうはどういう運営して

いるのか。同じような運営ですかね。

○宮城力企画部長 この共同受信施設、維持管理の

負担の在り方も一方で課題がありまして、この管理

費にあっては、国の通信事業者さんからいただく負

担金があって、これを財源とした管理費に充てられ

ないかというのを全国知事会を通して提案している

ところでございますので、全国的な負担の課題があ

るものというふうに認識しております。

○平良昭一委員 これ、総務省の管轄なのか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 はい、おっしゃる

とおりです。

○平良昭一委員 そうであれば、今後の課題はたく

さん出てくると思いますけども、ただ、本部町はそ

の７万円を町で負担するというふうな話が進んでい

るそうです。となると、それを踏まえて、皆さんは

どう対応をするかというのもしっかり考えないとい

けない時期に来ていますので、早急にやらんといけ

ないと思いますので、その辺どうですか、部長。

○宮城力企画部長 内情といいますか、状況をしっ

かり分析して検討をしてまいりたいと思います。

○平良昭一委員 続いて、小さな拠点づくり支援事

業の詳細について説明願います。

○森田賢地域・離島課長 小さな拠点づくりの事業

は、住み慣れた地域に住み続けたいと、住民が生活

されるために生活圏内での機能、サービスの維持確

保に向けた中核機能というのを担えるように、本県

の事業でサポートしているという中身でございます。

○平良昭一委員 以前に、過疎化の進む地域のコミュ

ニティー施設としての核である共同売店の維持につ

いて、本会議の中にありましたけど、地方創生推進

交付金を活用し、集落の機能維持を図る小さな拠点

づくり支援事業を行って支援をしていきたいという

ようなことを言っておりましたけど、その件に関し

てどういう進展がありますか。

○森田賢地域・離島課長 まず、今年度の事業にお

きまして、この小さな拠点事業を推進するに当たっ

て課題となっておる地域について、市町村に照会を

かけたところでございますけれども、そこで出てき

た地域において、今、地域食堂等の展開とか、そう

いったことについては今、支援をしておるというこ

とでございますけれども、そこでは共同売店そのも

のの市町村からの推薦地域というものは出ていない

という状況でございます。

○平良昭一委員 地域から出ていないと言うけど、

本会議の中でやりましたよね。そう答弁したんだよ。

議事録にも載ってるよ。それで対応をしていきたい

と。ということは、全く今年度も動かないというこ

とで理解していいのか。

○森田賢地域・離島課長 支援地域について、この

事業で一応、モデルとして横展開を図っていくとい

う状況でございますけれども、令和３年度は今現状

では市町村から対象が出てこなかったところでござ

いますけれども、今後令和４年度以降、必要な措置

については検討していく必要があるかなと思ってお

ります。

○平良昭一委員 前回の答弁より後退している。昨

年の６月ですよ、言ったのは。小さな拠点づくりの

支援事業にあっては、国頭村辺戸区、宜名真区、宇

嘉区、この３地区と辺戸岬観光案内所が連携して集

落ツアーガイド等の取組を行うこととしておりまし

て、その拠点に共同売店を当てるということを今、

計画しておりますと。しっかりやろうとしているの

に、全くやらないということは、後退しているとい

うことか。

○森田賢地域・離島課長 すみません、先ほど申し

上げたのは、令和２年度から新たに追加した地域で

ございまして、令和元年度から２か年かけて支援し

ている今、おっしゃったような辺戸、宜名真、宇嘉

地区での共同売店におけるサポートというものにつ
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いては、これはしっかりと取り組んでおるという状

況でございます。

○平良昭一委員 ということは、今年度の予算は減

になっているけど、それ以上のことは考えていない

ということでいいわけね。

○森田賢地域・離島課長 この事業につきましては、

２か年でのサポートする事業ということでございま

して、令和２年度においては、令和元年度から続く

２拠点と、令和２年度において新たに設定した２地

区というものを設けておりまして、令和３年度にお

いては、地域食堂等を扱う地域についてのサポート

になっておるという状況でございます。

○平良昭一委員 追加するということは可能ですよ

ね。

○森田賢地域・離島課長 これ、地方創生交付金の

３か年計画の中で事業というのを策定しておる状況

でございまして、その事業計画の中で、一応、この

ような２か年かけての地域支援というようなスキー

ムになっておる状況でございますので、現状では追

加ということは難しい状況かなと思っております。

○平良昭一委員 あのね、こういうことを言ってる

と本当に過疎化は止められないよ。地域から過疎化

が大変で、共同売店が閉まることは維持管理ができ

ていないから、足のないお年寄りが住めなくなるん

だということも言ってるだろ。そういう中で、追加

もできない。じゃあ、どんな支援策があるの、見捨

てるのかい。

○森田賢地域・離島課長 この事業につきましては、

当然、その共同売店については全く何もということ

ではなくて、当然、市町村と一緒にどういうふうな

状況であるのかという共通認識とか。市町村でも、

共同売店について独自で支援しているということも

ございますので、そことの連携も含めて検討してい

きたいと考えております。

○平良昭一委員 村でさ、村でできないから、そう

いう話が出てくるんです。全て市町村任せというこ

とではないでしょう。お年寄りが非常に困って、我

々は地域の県議としてそういう相談が来るわけです

よね。それを簡単に見捨てるようなことでは困るよ。

市町村任せにできないから、県にお願いしようとい

う気持ちもありますので、せっかくそういう事業が

あるんだから国も。もうちょっと汗流すことはでき

ないのか。これ、本当に追加できないということな

のか。

答弁お願いします。

○宮城力企画部長 県としては、過疎地域を見捨て

るつもりもなく、市町村任せにしているつもりもご

ざいません。ただ、連携して取り組んでいくという

ことでございます。地方創生交付金の仕組み的な、

制度的な制限があるとは思いますが、県としまして

は、ほかの財源も含めて、地元の考え方というのが、

まず一義的になるかと思います。そして、市町村の

思いもあると思います。

県として、これらの考え方も踏まえつつ、寄り添っ

ていきたいというふうに考えます。

○平良昭一委員 それぞれの地域によって、共同売

店の運営の仕方は違うと思いますよ。村が積極的に

絡む、市町村が絡むところもあれば、そうじゃない

ところもあります。本当にもう見捨てられているよ

うな状況の方々もいるというところも、もうちょっ

と詳しく調査をして、対応をしていただかないと、

今、部長が言うように、別の予算等でもいろいろ考

えてやっていただかないと、本当に過疎化が歯止め

がかかりませんよ、そうなると。その辺、十分認識

して取り組んでいただきたいと思います。

次に、先ほどもちょっと出ましたけど、沖縄しまっ

ちんぐ実証事業についてですけど、離島ならではの

ワーケーションを促進するということは、非常にい

いことでありますし、これは新しい新規事業であり、

今回から新しくやるということですから、事業の目

的や必要性などについて、具体的にもうちょっと説

明していただけますか。

○森田賢地域・離島課長 まず、事業内容につきま

しては、ワーケーション目的で来島する方や、地域

振興に関心がある企業などを対象に、観光地で余暇

を過ごすだけでなく、離島の現状や課題などを学び、

体験するモニターツアーを実施し、地域交流をメイ

ンとした離島地域ならではのワーケーションの魅力

向上や、関係人口の創出を図ることを目的としてお

る事業でございます。

この事業につきましては、当課におきまして、移

住定住事業というものもやっておりますけれども、

当然、すぐに移住定住までハードルがございます。

そしてまた、現在すぐに定住住宅等の整備というの

が進みづらいという現状もございます。そういった

中で、担い手をいかに確保するかという観点ですね。

少しずつ関わる人を増やしていくというようなこと

が重要なポイントかなというふうに考えておりまし

て、移住や離島でのビジネス展開の前に、この段階

的なステップアップとして、他拠点居住の一つとし

て選ぶ先でありますとか、ふるさと納税の対象地と

か、そういったところに目を向けてもらえるような
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関係人口の創出というところにつなげていきたいと

考えております。

○平良昭一委員 分かりました。

最後に、石油製品の輸送等の補助事業費。これ、

我々の会派としてかなり前からいろいろ取り組んで

きてやってきたような、長いことやってきておりま

すけど、実際、離島の皆さんの考え方、実績として

どういう評価をされてきているのか教えていただき

たい。安くなっているのか、沖縄本島と一緒になっ

ているのか。

○森田賢地域・離島課長 この石油製品の輸送等補

助事業というものがございますけれども、これは本

島から離島における石油製品の輸送をする際にかか

る経費というものを補助する事業でございます。

この補助事業につきまして、適宜倉入料等の補助

単価等を見直しながら、輸送コストの低減に努めて

おるところでございまして、平成30年度に実施した

実態調査によりますと、平成20年度と比較して、ガ

ソリン１リットル当たりの価格差は25円から16円に

縮小をしておる状況でございまして、一定の成果を

上げているものと認識をしております。

○平良昭一委員 本当に離島の方々がそういうふう

に思っているというふうに私は信じたいですけど、

今度、予算も減になされてますので、今後の状況を

見ていきたいと思っています。

終わる予定でしたけど、ちょっと思い出してしま

いました。鉄軌道の問題。寺本室長、私は、もう言

い方がおかしいかもしれませんけど、名護から那覇

だというふうに、国頭地区から、いわゆる北部地区

から要請があってきて、そのものが動き始めたと認

識しております。平成６年、７年、８年ぐらいかな。

その中で、いつも論点になるのは、那覇を中心、中

部を中心とした、この駅を中心に考えること。それ

がもういら立ってしようがなかった。名護から那覇

というような認識を私たちは持ってきて、これまで

やってきたと思いますけど北部の方々は。それは間

違っていますか、私の考え方。玉城義和さんはそう

いうふうにして県に要請したはずです。そうですよ、

あれは国頭地区から上がってきたからこの議題に

上っているんです。

県じゃないですよ。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 ちょっと

私もいつも偏った言い方していたのかもしれません

けども、基本的には、相互交通体系の考え方でお話

させていただきますけども、那覇に高次機能を有す

る交流拠点があるということと、その那覇と北部圏

域、宮古、石垣、それぞれの圏域を、拠点をしっか

り結ぶという大きな考え方、圏域構造の考え方が示

されております。そういった概念で沖縄本島につい

ても、圏域間をしっかり鉄軌道で結んで、圏域構造

を変えていこうというのが大きな考え方として示さ

れております。その中で、那覇－名護、または名護

－那覇というような鉄軌道をしっかり結んでやって

いくというのが基本になっているというところでご

ざいます。

○平良昭一委員 要は、国の了解を取るためにね、

そういうシステムを構築するんであればそれはいい

と思いますよ。

ただ、北部からの要請があってから、これがそこ

に今、議題になっているということを忘れては困る

なということでの認識です。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後３時40分休憩

午後３時55分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まず、皆さんの当初予算の概要の

中で、新型コロナウイルス感染症対策関連予算とい

うことで3.8億円あります。その内容を教えてくださ

い。

ごめんなさいね、事前というか、もうみんな聞い

てるもんだから、聞くのがないわけさ。何で3.8億円

の分かるんじゃないの、希望するＰＣＲ検査で幾ら

とか。

○宮城力企画部長 この3.8億円の中身ですけれど

も、空港でのサーモグラフィー監視業務等が含まれ

ているところです。すみません、内訳については後

で御報告したいと思います。

○當間盛夫委員 いや、それだったら部長、今の言っ

たら、皆さんの概要の中にはサーモグラフィーは交

通体系の機能強化の中に入っているわけさ。別だと

思うわけさ。だから、希望をするＰＣＲ検査だとかっ

ていうのが、この部分じゃないか。皆さん8000円の

補助してるでしょう。

僕、止めるためにこの質問はしていませんので。

それじゃあ、空港でＰＣＲ検査をやる分とは別個

で、希望をする皆さんがＰＣＲ検査をやる事業があ

りますよね。これは、私に説明しに来たときに、交

通政策課の方が説明しに来ていたんですけど、この

事業は交通政策課がやっているんですか。

○金城康司交通政策課長 まず、県民に安価で提供

できるＰＣＲ検査の体制構築なんですけれども、予
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算自体は今年度も、令和３年度も保健医療部の予算

であります。

ただ、今年度につきましては、執行を保健医療部

から企画部が分任受けまして執行をしておりますが、

次年度は予算計上も執行も保健医療部になります。

○當間盛夫委員 じゃあ、交通政策課ではやってい

ないわけですね、その分では。

○金城康司交通政策課長 令和２年度につきまして

は、保健医療部からの分任を受けまして、交通政策

課のほうで実施しておりますが、令和３年度につき

ましては、予算計上も予算の執行につきましても、

保健医療部のほうで対応をすることになっておりま

す。

○當間盛夫委員 交通政策課は暇かということを言

いたかった分でしたので。これでいいです。

次に、振興推進事業費、これは何で減になってい

るんですか。今度、正念場になっているはずなんで

しょうけど、何で1100万も減になるんですか。

コロナ対策で向こうに行けないから、その旅費の

減だとかっていう話があるんじゃないの。

○宮城力企画部長 令和２年度にあっては、令和３年

度の新たな振興計画に向けたいろいろな調査、委託

を実施していたところ―例えば、サンライズベルト

構想に係る委託等々がございました。

令和３年度は、これらの調査結果を基にして、新

たな振興計画の素案づくりをすることになっており

ますので、それらの調査費が減額になったというと

ころでございます。

○當間盛夫委員 皆さんの計画策定のもので、３月

で素案を出す。で、12月で新たな振興の答申をとい

うことで、この審議会にかけてくるんですけど、こ

の審議会は８月―私も一般質問でやるんですけど、

８月には皆さん令和４年度の予算及び税制改革の要

望を出さないといけないわけですよね。これはどの

ように、この審議会の答申とか反映されるんでしょ

うか。

○宮城力企画部長 素案を策定して、審議会に諮っ

ている途中ではあるんですけれども、計画段階にお

ける―例えば、一括交付金であったり、あるいはハー

ドの社会基盤の整備であったり、これらについて内

閣府と調整して、概算要求を行っていただく。

もう一点、税制改正要望も８月末に行うことにな

りますけれども、新たな制度提言の中で、国と調整

して、これについては実現可能性があるという内容

のものを内閣府から税制の改正要望として出してい

ただくということを今、想定しているところでござ

います。

○當間盛夫委員 ４月から８月まで４か月間皆さん

内閣府と調整をしないといけないんですよね。そう

いった部分の中で、玉城知事として、この沖縄振興

策、国に対しての要望だとか意見交換というのは何

回ぐらいやられているんですか。知事としてよ。

○宮城力企画部長 昨年の７月に、新たな沖縄振興

のための沖縄振興特別措置法の拡充延長、それから、

跡地利用推進法の拡充延長、加えて、沖縄振興開発

金融公庫の現行の組織のままの継続、この３点につ

いて、沖縄担当大臣はじめ、関係要路にウェブある

いは電話で要請をしたところです。そして、10月末

に開かれました国の沖縄振興審議会、この審議会の

委員は知事も構成員とされております。この中でも、

同様に新たな沖縄振興が必要だということを知事か

ら申し上げたところでございます。

○當間盛夫委員 宮城部長もこの振興、いろんな携

わり方を職員時代にやっているはずなんでしょうけ

ど、仲井眞知事も相当に苦労して10年前、この21世

紀ビジョン、新たな振興策を勝ち取った。これ、民

主党政権のときなんですよね。大概に苦労をするん

ですよ。今度、もうこのコロナ禍の中で、なかなか

上京をして要望をすることも皆さんもできない。知

事としてもできないという中で、８月には皆さん、

４年度の予算の要求もしないといけない。もう一括

交付金が取れたもの、高率補助が取れたものとして、

この予算要求をしないといけない。現実ですか。

○宮城力企画部長 10年前のスケジュールとも比較

しながら、我々もスケジュールを整えて対応をして

いるところです。国との議論が本格化していないと

ころの大きな要因としましては、まだエビデンスデー

タに基づいた国の現行の沖縄振興の総点検がまだ終

わっていないというところもございます。国と確認

しながら、国の総点検の結果を踏まえて、急ぎ知事

をはじめとして、企画部総動員で対応をしたいとい

うふうに考えているところです。

○當間盛夫委員 振興推進事業費については、知事

に要調査事項でお伺いをしたいと思いますので、よ

ろしく取扱いください。

○又吉清義委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、本日の委員会の終了後

において協議いたします。

○當間盛夫委員 次に、交通体系の機能強化につい

てでありますが、バス路線の補助事業で皆さんから

いろいろと質問があるんですが、各路線バスの、皆

さん、赤字額は報告があるんじゃないですか、どう
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ですか。

○金城康司交通政策課長 バス会社に聞き取りしま

したところ、これ減収額なんですけれども、昨年３月

から今年の１月までで約20億の減収額となっている

というふうに聞いております。

○當間盛夫委員 バス事業者のほうからすると、こ

の路線バスの赤字を補塡していた観光バスにおいて

も、約６億の赤字だというふうに聞いてるんですが、

先ほども支援策を打ち出していきたいという、部長、

お話しがあるんですが、これ皆さん、もう少し本気

度を出されたほうがいいんじゃないですか、どうで

すか。

○宮城力企画部長 バス協会の皆様から何度も要請

を受けて、非常に厳しい状況というのは本当に我々

も十分認識しているところです。再三申し上げてお

りますが、公共交通は県民の、いわゆる移動の足、

特に交通弱者にとってはもうなくてはならない移動

手段というのは、もう十分認識しております。そし

て、緊急事態宣言が出されて、人の往来が少なくなっ

てもバスは止めることができない。したがって、雇

用調整助成金、雇用調整もなかなかできない。だけ

れども、減収が増え続けているという状況は十分認

識しているところでございます。

ただ、バス協会の皆様が御要望している額には達

していない、九州各県と比較しても、低額であると

いうことも十分認識しておりますので、当初予算に

は計上されておりませんが、できる限り早めに補正

対応等で、このバス業界さんの苦境を少しでも緩和

できるように対応に努めたいと思います。

○當間盛夫委員 皆様、いろいろ対応をしないとい

けない面は大変だというふうに認識はしています。

しかし、長崎等を含めると１台当たり30万という

ような支援をしているということもあります。皆さ

んがこれまでやった部分での、去年の６月にやった

分は１台当たり５万円ということですので、この差

もあるということを考えると、沖縄は鉄軌道がない

わけですよね。それからしたら、この路線バスの在

り方っていうのは、本当にどう考えるのかというこ

とをもう少し一緒にまた考えていきましょう。どう

ぞ支援策、よろしくお願いしたいと思います。

次に、鉄軌道の導入に関して5000億、今回も上げ

られているんですが、これまでの国と県のこの調査

費、ちょっとお教えください。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 まず、県

のほうの調査費です。県のほうでは平成24年度から

鉄軌道導入に向けた取組を開始しております。平成

24年度から元年度までの８年間におきまして、決算

ベースで調査費は約４億4300万円。国に関しまして

は、平成22年度から調査を開始しておりますけども、

令和元年度までの10年間で約８億1700万円の計上を

しているというところでございます。

○當間盛夫委員 県の令和２年の予算を見ると、

8000万ついていますので、それからしたら県は令和

２年考えると５億の調査費。国においても、大体１億

の予算ですので、大体それからすると予算額からす

ると、約13億を使って調査をしているという中で、

国の調査と皆さんのこのビー・バイ・シーの差って

いうのは何だというふうに考えられているんですか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 ビー・バ

イ・シーそのものの計測方法も異なりますけども、

一番大きく異なるのは、ルートが異なるということ

と、システム等々が異なっていることが大きな要因

だというふうに考えております。

○當間盛夫委員 先ほども平良委員から名護から那

覇だというようなところがあるんですが、この国の

ものは名護から那覇、糸満なんですよね。

我々は今、浦西まで、浦添までモノレールが開通

をしている。皆さんも向こうにパークランドを造っ

たというものから考えると、もう一度、その鉄軌道

の在り方ということのものを見直す時期に来ている

んじゃないでしょうか。どうでしょうか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 今、モノ

レール含めて、様々なインフラが整備されていると

ころではございます。我々が今、やっています鉄軌

道に関しましては、基本的には先ほど申し上げまし

たけども、広域交流拠点の那覇と北部圏域の名護で

すね。拠点都市では名護をしっかり結んで、圏域構

造を構築していくと、変えていくというところに基

本的な考え方がございます。そこにやはり１時間と

いうことを含めたときに、今は現状の中でいいます

と、鉄軌道で那覇から名護までを高速で鉄道で結ぶ

というような計画に基づいて進めていくものという

ふうに考えております。

○當間盛夫委員 振興措置法の91条で、この鉄軌道

の在り方を調査及び検討を行うよう努めるというの

が、この振興計画の中ではあります。国は、調査研

究したけど、検討をしたけど、ビー・バイ・シー出

ないと。これは無理です、というような結果になら

ないですか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 91条第

２項のほうでは、国、地方において、それぞれ調査

検討を進めるというふうに規定されております。た
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だ、国の基本方針におきましては、この調査の結果

を踏まえて一定の方向性を取りまとめ、主要の措置

を講ずるというふうにございます。県としましては、

これまで、ビー・バイ・シーも含めて国から示され

た課題について検討を行ってまいりました。今後、

新たな沖縄振興の制度提言の中でも、特例制度の創

設を求めていくこととしておりますが、その中で、

これまでの調査結果、国の調査結果もそうですけれ

ども、我々の調査結果も含めつつ、しっかり国と、

我々としてはまだ交通課題は残っているものと認識

しておりますので、鉄軌道導入に向けて、しっかり

と国と調整を図っていきたいと考えております。

○當間盛夫委員 これは、部長が答えられたほうが

いいと思うんですけど、振興特別措置法の中に、皆

さん今度も調査及び検討ということではなくて、今

度は導入を実現するというような文言に変えないと、

この実現っていうのはできないというふうに考える

んですが、どうでしょうか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 今現在、

調査及び検討を進めるということが91条第２項で規

定されております。当然、我々もこれまで国から示

された課題について、しっかり検討してきたところ

でございます。こういった検討結果も含めて、やは

り、交通課題解決に向けて、その調査検討からもう

少し前に進めるような文言にしていくという考えで

もって、これから国としっかりと協議を進めていく

必要があると考えておりますし、そういった対応さ

せていただきたいと考えております。

○當間盛夫委員 今回、皆さん振興計画の柱という

か、ど真ん中にＳＤＧｓということで掲げています。

私は、この沖縄のこの交通体系はまさに県民の足と

いうことも踏まえながらも、ＳＤＧｓの観点からも、

この交通体系の機能強化ということは重要だという

ふうに考えているんですが、部長どうでしょうか。

○宮城力企画部長 新たな振興計画の中でも、シー

ムレスな陸上交通体系の整備を図るということとし

ております。鉄軌道をはじめ、フィーダー交通の充

実、公共交通の充実に向けて取り組む必要があると

いうふうに考えております。

○當間盛夫委員 これ、苦言的になるんですけど、

皆さんバス路線の補助事業でも今回いろいろとこれ

から支援を行うというのもあるんだと思うんですけ

ど、これで１点、１億6000万なんですね。

ところが、空港のサーモグラフィーでも１億8000万

使うわけですよ。何が主なのかなと。確かに、水際

対策も大事なんですけど、この水際対策、先ほども

皆さんにこの３億8000万の、そのコロナ対策はどう

いうふうな使い方をするのかと言っても、その答え

が出てこないということはね、僕はね、このコロナ

対策、皆さん検査体制ね、経済体制もそうですけど、

やはりね、どっか一元的にまとめて、僕はやる必要

も出てくるんじゃないかなというふうにも思ってお

ります。そしてまた、この交通体系の機能強化、私

は委員長、このね、大変大事だというふうにも思っ

ていますので、この交通体系の機能強化についても

知事にお伺いをしたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、本日の委員会の質疑終

了後において協議いたします。

○喜舎場健太企画調整課長 先ほど當間委員からあ

りました、新型コロナウイルス感染症対策関連予算

の3.8億円の内訳でございます。那覇空港サーモグラ

フィー設置監視事業1.8億円、全庁共通システム整備

費0.7億円、離島オンライン体験サポート事業0.6億

円、おきなわ離島体験交流促進事業0.3億円、離島Ｉ

ＣＴ利活用促進事業0.4億円ということで、この部分

については當間委員御指摘の歳計事業、大変恐縮で

すが、含みまして、コロナという視点で取りまとめ

て3.8億円というとこで、歳計という文字を表記する

べきでした。

大変申し訳ございませんでした。

○當間盛夫委員 答弁によっては質問変わっていた

かもしれないのに。

ありがとうございます。

○又吉清義委員長 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 皆さん、こんにちは。

まず最初に、企画部として向こう１年間の予算編

成に当たって、いろいろ柱となるのはあると思いま

すが、特に向こう１年間、こういうことで予算組み

したっていうのがありましたら、全体的な中でお答

えをいただきたいと思います。

○宮城力企画部長 当初予算案の概要、先ほどの部

局別の横置きの資料がございます。

企画部の柱は７本あるというふうに考えておりま

す。まず、振興計画の策定、それから離島の産業振

興定住条件の整備等々のこの７項目、これを重点的

に行うということで、あと、一括交付金をいかにし

て配分するか。その視点で、今回、マイナスシーリ

ングもございました。どのように再配分するかとい

うところで腐心しながら、取りまとめたところでご

ざいます。
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○島尻忠明委員 次期振計に向けても今年度しっか

りと、４月から始まり、いろんな協議の中で進めて

いくと思いますが、その辺について。

令和３年度当初予算案―主な事業の概要の中で、

19番、新たな振興計画の策定及び計画推進に関する

経費というのがありますが、この辺、具体的に説明

をお願いいたします。

○喜舎場健太企画調整課長 この事業は、新たな振

興計画策定に要する経費や、現行計画の推進に要す

る経費を計上しております。主な内容は委託料でご

ざいまして、例年沖縄21世紀ビジョン基本計画に基

づく、県の取組などの広報費用、そして３年に一度、

県民意識調査というものを実施しております、その

費用。新たな振興計画策定に向けて、社会経済フレー

ムの分析調査などを行う費用などを計上していると

ころでございます。さらに、このほかに県の振興審

議に関する事項を審議する、沖縄県振興審議会の運

営経費、結構ございます。そういったものを計上し

ているところでございます。

○島尻忠明委員 これを持つことによって、次期振

計へ向けての方向性っていうか、いろんな課題を問

いながらやる審議委員会ということでよろしいです

か。

○喜舎場健太企画調整課長 沖縄県振興審議会は、

会長は琉球大学の学長でございます。各界、各層150名

程度の方々に、結構な期間、審議をいただくという

ことで考えております。

○島尻忠明委員 ですから、この結果をもって、そ

れをもって次期振計に当たるっていうことで理解し

てよろしいですか。

○喜舎場健太企画調整課長 現在、委員の皆様にも

お示しました、今新たに振興計画に向けましては、

骨子案を取りまとめたところです。

この後ですね、３月に素案というものを取りまと

め、５月頃にそれを公表し、今御指摘の審議会に諮

問、審議をお願いするということを考えているとこ

ろです。

○島尻忠明委員 この審議会は延べ何回、骨子案の

策定に至るまで、何回の審議会をいたしましたか。

○武村幹夫企画調整課副参事 この審議会での審議

につきましては、５月に今諮問を予定しておりまし

て、本審議会の下のほうに９つの部会がございます。

この部会、それぞれ５回程度、延べで申し上げます

と45回の審議を行いまして、今年末の12月に新たな

振興計画の答申をいただきまして、その後、年明け

１月から３月にかけて、また県内各界、各層からの

御意見を頂戴いたしまして、来年３月末に新たな振

興計画案として取りまとめる予定としてございます。

骨子案につきましては、昨年度行いました総点検

報告書を基に、あと、同時に行いました新沖縄発展

戦略を踏まえまして、庁内で骨子案としてまとめて

ございます。この骨子案の取りまとめに当たりまし

ては、県の振興審議会にはかけていないということ

でございます。

○島尻忠明委員 この２つの審議会、委員会には、

富川前副知事はどのように関わっておりましたか。

○武村幹夫企画調整課副参事 富川前副知事におか

れましては、新沖縄発展戦略を昨年度に中心になっ

て取りまとめていただきまして、その新沖縄発展戦

略を骨子案に盛り込む中で、また、今年度も御指導

いただきながら、１月末に骨子案を取りまとめたと

ころでございます。

○島尻忠明委員 本来であるならば、本人がいれば、

お聞きをしたかったんですけど、その中でせんだっ

てのこの委員会でも、富川前副知事が担当していた

担当部署については、新しく選任をされました照屋

副知事が予定されておりましたが、そういう部署替

えもありましてですね。その部署替えによって影響

があるかどうか、聞かせください。

○宮城力企画部長 確かに、企画部の担当は謝花副

知事になります。ただ、沖縄振興計画、それから、

制度提言も含めてなんですが、ラインでなくとも三

役、そして、政策調整監を含めた上で議論いただい

て、検討を進めていくということとしているところ

でございます。

○島尻忠明委員 部長、先ほど前回10年前のスケ

ジュールといろいろ対比しながら、今進めているっ

てことでしたけど、その辺、対比して今の状況とい

うのは、前回と同様に進んでいるっていう理解でよ

ろしいですか。

○宮城力企画部長 計画の面にあっては、初めてた

たき台をつくって、幅広く御意見を頂戴するという

ことでは、前回よりも、若干スケジュールは早いの

かなという状況です。

一方、制度については、国との調整を進めていか

なければいけないんですけれども、まだこれが始まっ

ていないというところでございます。国の総点検の

点検の結果が終わり次第ですね、急ぎ調整を進めて

いくこととしているところでございます。

○島尻忠明委員 いや部長、シンプルに、要するに

比較をして、国のいろんなのもあるかもしれません

けど、先ほど部長も携わっていることで、ちょっと
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答弁がありましたんで、その中で前回と比較して、

同じように進んでいるっていう理解でよろしいです

かってことです。

○武村幹夫企画調整課副参事 10年前との比較で申

し上げますと、総点検報告書の策定時期、そして、

中長期を見据えました新沖縄発展戦略をまとめたと

いう新たな取組、そして、議論のスタートが、今年

１月末に発表しました骨子案に基づいて、既に意見

の聴取も行ってございます。10年前につきましては、

今年でいいますと４月からこういう意見聴取を行っ

てございますので、今年のほうが少し熟度が高い、

検討の度合いは高いものと自負しております。

○島尻忠明委員 それでは、間違いなく、このお互

いが今、向けて、いろんな計画なさる予算案を含め

てですね、しっかりと国に要求どおりいくというこ

とで理解してよろしいですか。

○武村幹夫企画調整課副参事 そのように努めてま

いります。

○島尻忠明委員 部長に答弁を求めます。

○宮城力企画部長 知事を先頭にですね、国との調

整を進めて、新たな沖縄振興のための国の諸制度等

の調整を急ぎ進めてまいりたいと思います。

○島尻忠明委員 それとですね、皆さん振計に向け

てもＳＤＧｓっていう話もありますが、これは沖縄

の特殊性とかいろんな中で、いろんなこと、振計、

いろんな要因がある中で、このＳＤＧｓっていうの

は日本だけではなく、これ世界的な課題だと思うん

ですよ。これを中心にやって、今、次期振計のいろ

んな案を練っておりますが、これは、沖縄特有では

なくて、全世界的なものだと思うんですが、これも

中に入れながらやるっていうのは、特に何ら支障は

ないですか。

○武村幹夫企画調整課副参事 今回の振興計画骨子

案におきましては、策定の意義といたしまして、条

件不利性の克服というこれまでの視点に加えまして、

我が国の発展への貢献という、新たな時点を策定の

意義として追加してございます。我が国においては、

このＳＤＧｓという、国際社会の共通目標をですね、

国としても推進していくという方針を取ってござい

ます。その一つのですね、国への貢献の一つとして

もＳＤＧｓを推進することは、意義があるものと考

えてございます。

○島尻忠明委員 特に沖縄から、このＳＤＧｓに対

する発信するのっていうは、どういうのがあります

か。

○武村幹夫企画調整課副参事 今検討段階でござい

ますので、明確にはお答えできませんけれども、沖

縄といいますのは、やはりこの島嶼県でございまし

て、環境にしましても脆弱性がございます。そうし

た中で、このＳＤＧｓが取り入れております社会、

経済、環境の３側面が調和した取組というものは、

この持続可能性という意味では、沖縄の発展にも意

義があるものと考えてございます。

○島尻忠明委員 まだ今の段階でも、具体的になっ

てないような答弁でありますが、しっかりと早めに

調整をしてやっていただきたいというふうに思って

おります。

それでですね、骨子案の中にあった臨空・臨海っ

ていう言葉がありました。那覇港っていうことで、

皆さん記載はありましたけど、そこは、どの場所を、

あの那覇港の中に、そういうキャパってあるんです

か。骨子案に入ってましたので。

○宮城力企画部長 調整段階でいろいろありました

けれども、最終的な県の意思決定として、骨子案に

は、那覇港湾施設と那覇空港を一体整備する臨空・

臨港都市の形成については盛り込まなかったという

ことでございます。

○島尻忠明委員 あと、先ほどからいろいろと質疑

がありますバス路線補助事業なんですけど。そもそ

もこの事業ができた目的をお聞かせください。

○金城康司交通政策課長 バス路線補助事業費とい

うのが、国の補助事業でして、全国一律の事業なん

ですけれども、ちょっと資料なくて、できた経緯を

詳細にお答えすることができないんですけれども、

恐らく全国的にですね、やっぱり住民等の足、特に

バスが必要な地域、例えば過疎地域もそうなんです

けれども、不便な地域において、やっぱりバス路線

を継続的に運行していただく必要があるというふう

な観点からですね。そういった赤字については、やっ

ぱりしっかり行政のほうで補塡して、路線の維持を

図るということが最終の目的だったと考えておりま

す。

○島尻忠明委員 まさに、そのとおりなんですよね。

ですから、今バス関連の皆様方が要請してるのは、

今まで路線、要するに交通弱者含め地域のいろんな

課題等がありまして、やはり、しっかりその目的を

達するために、補助事業したと思うんですよ。ただ、

今回はコロナ禍で、イレギュラー的なものが出てき

てですね。それに対する支援策をお願いしているん

ですよ。例えばほかの―この企画部が所管するもの

以外でもですね。補助事業いただいている中で、し

かし、今回コロナがありましたということで、手当
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てしてるのもあるんですよ。ですから、この補助事

業とは別で、皆さんこれがあるからという答弁の受

け方なんですけどね、私たちは。別メニューで、予

算で、皆さん専決処分もいろいろやっていますよね、

医療関係にしてもいろんなもの。やはりそこにも、

その考え方をちょっと変えていただいて、コロナ禍

による一時的なものですからね、この補助は。これ

が続くわけじゃないですから。あくまでも、このバ

ス補助事業というのは、路線のいろんな問題があっ

て、地域間あっての補助事業で、先ほど答弁にもあ

りました、全国的にもそういうのがありますという

ことで、予算化、全国的にやっているというふうな

理解をしていますよ。ですから、そこにこだわらず

に、やはりコロナ禍の中ですから、そこで今困って

いるわけですから。ここが万が一破綻したら、やは

り交通弱者を含め、いろんな方々への影響が大きく

なりますので、その辺を含めて別予算立てで、しっ

かりとコロナということに関して手当てをするメ

ニューっていうのは、できないものですか。

○金城康司交通政策課長 昨年も６月補正で、この

バス補助事業とは別のメニューで、感染防止対策の

継続的な対策を図るという観点からバス、タクシー

等について、公共事業者に対して奨励金を予算化し

て支給しました。

今後も、まだ予算化をされてないんですけれども、

恐らくやるということになれば、この補助事業とい

う別の事業立てになると思いますので、そういった

事業立てを早期にちょっと検討していきたいと考え

ております。

○島尻忠明委員 せんだって補正予算の件もよく分

かりますので、ぜひ、やはりそれでも厳しい状況は、

皆さんもしっかりと把握していると思いますので、

早めに、これは時間との勝負でもありますので、や

はり、バス事業というなりわいをしている皆さんも、

しっかり今頑張っていると思いますが、やはり、刻

々と時間だけ過ぎれば、厳しい状況になるっていう

のは目に見えていますので、早めに部長も含めて検

討方お願いしたいと思っております。

次に14ページの34番。移住特定促進事業について

の目的と、県と過疎地域、離島との関係をお聞かせ

ください。

○森田賢地域・離島課長 移住定住促進事業では、

離島・過疎地域でバランスの取れた人口の維持、増

加を目指すため、移住者受入れの取組を進める市町

村と連携いたしまして、移住相談会や移住体験ツアー

を開催しているほか、ウェブサイト上での沖縄への

移住に必要な情報発信等を行っているところでござ

います。

市町村との連携につきましては、例えば、中間支

援組織の育成という観点で、久米島町であったりと

か、与那国町であったりとか、これから中間支援組

織を育成するというところに対してのサポートとい

うものを行っておるところでございます。

○島尻忠明委員 これは、予算的措置とか、そうい

うのは、手当てをしていないということで理解して

よろしいですか。

○森田賢地域・離島課長 令和３年度で、移住事業

4700万ほど取っておりますけれども、先ほど申し上

げた中間支援組織の育成というところも、この中に

入れております。

○島尻忠明委員 あとですね、移住促進をしますの

で、皆さんがどこまで、関わるかはちょっとあれで

すけど、移住するに当たってですね、この住民票の

異動とか、条件がありますか。この促進事業を利用

して移住をする場合。住民票の異動。

○森田賢地域・離島課長 当然ですね、移住のフェ

アであるとか、ツアーとか実施しておりまして、顔

の見知った関係ということでいいますと、住民票を

きちんとというようなことについては、アプローチ

しているところでございますけれども、最終的に全

ての移住者が住民票を出したかというところが、把

握できないというところでございます。

○島尻忠明委員 各離島とか、過疎地域と言われる

ところは、いろいろとやっぱり、その事業にも力入

れて、やっぱりその地域の活性化ということで、い

ろんな補助メニューもやったりとかですね。やっぱ

りリフォームしたりとか、いろんなことが、なかな

か住民票移動っていうのが、なかなか厳しいのがあ

るようなんですよ。いろんなインフラ整備とか、い

ろんなの一生懸命頑張って、その地域はやるんです

けど、なかなか、またこれも２年、３年で、また戻

られるとかですね。そういうのがあって、地域はい

ろんなメニューも準備はしているんですけど、やは

りできれば、住民票も移動してというような話もし

たほうがいいと思うんですけど、その辺はいかがで

すか。

○森田賢地域・離島課長 市町村においてはですね、

住民票を提出される際に、どういうふうな目的で来

られましたかっていうような形で、アンケートを取っ

ているところとかもあるというふうに聞いておりま

す。ただ一方で、なかなか、個人情報でもございま

すので、あくまで任意という形になっているという
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ふうに聞いております。

この辺は、市町村と県で移住の協議会というのを

つくっておりますけれども、その中でも情報を共有

しながらですね、いかに補足していくかということ

については、共有していきたいと思っております。

○島尻忠明委員 ぜひ、以前にも、テレビでもやっ

てるんですけど、なかなか来てもいろんなインフラ

整備、移住する方は、いろんな多種多様いますけど、

やはり定年後、やっぱり離島とかいろんなところに

住みたいというところで来て、その周辺環境整備も

するんですけど、なかなかそこに定住するのが厳し

いところがあり、また、住民票もなかなかいろんな、

不具合もあるというふうに聞いておりますので、今

おっしゃるように、いろんな課題、問題があると思

いますけど、ぜひ取組ができるんであれば、協議を

していただきたいというふうに思っております。

あと一つだけですね、15ページの41番。沖縄・奄

美連携交流促進事業というのはどういう事業ですか。

○森田賢地域・離島課長 沖縄・奄美連携交流促進

事業につきましてでございますけれども、沖縄と奄

美群島の地理、自然、歴史、文化などのつながりで

ありますとか、世界自然遺産登録に向けた取組等も

踏まえまして、両地域間の移動しやすい環境づくり、

交流することを目的として、沖縄県と鹿児島県が連

携いたしまして、両県の折半によりまして、沖縄・

奄美群島間の航空運賃及び、運賃の低減事業という

ものを実施しておるという中身でございます。

○島尻忠明委員 特に、職員間の交流とか、文化交

流とか、いろんなのはないですか。

○森田賢地域・離島課長 職員間の交流でいいます

と、今当課に奄美市からの研修生という形で受入れ

ということもやっております。

○島尻忠明委員 以上です。

ありがとうございました。

○又吉清義委員長 仲村家治委員。

○仲村家治委員 13ページのバス路線の件ですけど

も、これは数人の委員が具体的な質問、また、具体

的に答弁いただきましたので、私は関連して、運輸

振興助成事業費ですね。

これは具体的に、どういう補助事業なんでしょう

か。

○金城康司交通政策課長 運輸振興助成事業なんで

すけれども、これにつきましては、一般社団法人沖

縄県バス協会及び公益社団法人沖縄県トラック協会

に対して補助を行い、安全運転の確保ですとか、環

境問題対策、施設改善等、整備等の支援を行うもの

でありまして、具体的な対象事業は、例えば、バス

協会におきましては、運転手適性診断費用ですとか、

バス停や標識等の整備、それから、広報に係る経費

が対象となっております。それから、トラック協会

につきましてはですね。運転技能コンテスト、運転

手適性診断費用等を県のほうから助成することに

なっております。

○仲村家治委員 はい、分かりました。

先ほどからですね、部長ね。コロナで、路線バス

をはじめ大変な打撃を受けてると。貸切りバスと路

線バスがあるんですけども、貸切りバスは企画の担

当じゃないですかね。

○又吉清義委員長 休憩します。

（休憩中に、執行部より貸切りバスについて

は文化観光スポーツ部の所管であるとの説

明があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

○仲村家治委員 じゃあ、切り離して話ししないと

いけないんだけど。取りあえず、路線バスの赤字が

厳しい。それを補塡してきたのが、貸切りバスだと

いうことをバス協会の会長さんからも幾度となく聞

いて、ただ、その補塡をする観光バス、貸切りバス

が、ほとんどもう稼働してない。自助努力でやって

きたけれども、これ以上無理だということで、去年

から今年にかけて何度もうちの自民党のほうに来て、

あと議会にも、知事にも要請をしてると思うんです

ね。

ただ、他府県は多少なり沖縄県以上のことをやっ

てくださるということなんですけども、よくよく考

えたらですね。他府県のバス会社っていうのは、沖

縄県みたいに、バスだけやってるわけじゃないんで

すよね。大体が、電鉄、電車、そういった大手の会

社が、バス部門としてやってる。東京都は都営バス

が走っている。また私鉄の会社が、それを路線を中

心にバスを運営している。ですから、バス自体が赤

字になっても、ある程度親会社が補塡をしてくれる

というシステムができていると思うんですね。そう

すると、沖縄県は鉄軌道がない県ですから、まさし

く県民の足になっている、こういった危機的な状況

の中で、確かにコロナのそういった予算措置ができ

ない。やっぱり企画部としても、予算がないってい

うので、多分補塡とかそういったのができないって

いう苦しさがあると思うんですよ。だけど、次年度

以降ですね、先ほど部長からもあったように、やっ

ぱり生活がかかってる、そういった、要は、インフ

ラに近いバス、運転手の人たちの確保ができないと、
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一回崩れてしまうと、なかなか再建できないってい

う話もありますので、やっぱりライフラインとして

の考え方で、ぜひ、補正を組むなり、また、めり張

りのある補正の分配、配分をやっていただきたいっ

ていうのがありますけれども、部長どうでしょうか。

○宮城力企画部長 再三繰り返しになりますけれど

も、しっかりと予算を確保して、支援ができるよう

に頑張ってまいります。

○仲村家治委員 ぜひ、国のですね―多分、補正が

これからコロナで出てくると思いますので、私たち

も応援しますので、財政に負けずに頑張りましょう。

続きまして、那覇空港南側の船だまりの施設整備

についてですね。次年度はどのようになっておりま

すでしょうか。

○大嶺寛交通政策課副参事 那覇市が実施しており

ます船だまり整備事業につきましては、平成30年度

から事業に着手されてですね、これまで設計業務と

か、一部ブロック製作工事は完了しておりますが、

本体工事につきましては、一部の漁業権者の方から

漁業権消滅等の同意が得られなかったということで、

着手できなかったと。

それで那覇市のほうでは、令和３年度はですね、

引き続きこの漁業権者に丁寧な説明を重ねまして、

同意を得ていくっていうことをしておりますので、

この令和３年度につきましては、取りあえず一旦、

事業は休止というか、そういうふうな状況で進めて

いまして、令和３年度中に同意を得まして、令和４年

度から工事を再開したいという状況でございます。

○仲村家治委員 もともとこの事業は、旧軍飛行場

問題と関係がありますか。

○大嶺寛交通政策課副参事 それとは、直接的な関

係はございません。

○仲村家治委員 ３者の組合がですね、合意した後

にしかできないっていうのは聞いていますので、も

しそれが合意されたら、ぜひまた早期に建設ができ

るように、県としても協力してください。よろしく

お願いします。

先ほどありましたけれども、13ページの振興関係

のお話。部長、去年の12月31日か30日に新聞に出た、

この素案の記事が出たときに、那覇臨港・臨空の絡

みで、那覇軍港の部分、あと、自衛隊の部分の活用

を考えているというように載ったんですけども、そ

れを受けて２月の２日に那覇港管理組合の議会の中

で、管理者である玉城知事は、いやそれは勘違いで

記事になったんじゃないかと、そういうことはあり

ませんということで明確に否定をして、今回、県議

会では明確に、それは途中は少しは議論があったか

もしれないけど、最終的にはその部分は素案から消

えたというお話がありましたけど、それで間違いな

いでしょうか。

○武村幹夫企画調整課副参事 今おっしゃった那覇

港管理組合の議会のほうで議論がございました件に

つきましては、骨子案をつくる過程では様々な案が

ございましたので、そうした案が何らかの形で出て

しまったのかもしれませんけれども、基本的には現

在１月末に公表したそうした記述がない案が骨子案

でございます。

○仲村家治委員 それで、その後、素案が出てきて、

何度かその件も含めて総合事務局、内閣府の担当者

にうちの会派の代表が話したんだけど、一切そうい

う話は聞いてないよということだったんですけども、

そもそもこの素案を作成するときに内閣府とかとの

内々の意見交換っていうのはやっていないんですか、

やっていますか。

○武村幹夫企画調整課副参事 現在、国のほうで沖

縄振興の検証作業をしてございまして、まだ骨子案

についての意見交換はしていないところでございま

す。

ただ、骨子案の情報提供、そうしたことは行って

いるところでございます。

○仲村家治委員 先ほど島尻委員からあったんです

けど、富川前副知事がずっと携わってきて、その間

いろんな方面と意見交換をしてきたと思うんですけ

れども、その中で自民党の中に沖縄振興調査会と、

あと美ら島議連がありますけども、何か意見交換を

やったことはありますか、次期振計に関して。

○武村幹夫企画調整課副参事 計画に関しては、そ

ういった議論はさせていただいておりません。

○仲村家治委員 10年前―民主党時代だったんです

けども、仲井眞前知事は自民党の沖縄関係者と密に

そういう情報交換をして、それでもなかなかハード

ルが高かったという話で、今、自民党政権、自公政

権ではあるんですけども、なかなかそういった理解

者が少なくなってきているっていうことを、皆さん

もっと危惧しないと。何か機械的にそういう考えで

やる。やっぱりこれは事務方には無理なんですよ。

やっぱりある程度、三役なりが少なくとも意見交換

を密にやっていって、もう本当に裸の議論をしない

といけない時期に来てると思うんですけども、それ

をせずにお互い何かやりにくいなと言いながらやっ

てきてるような感じがするんですけども、部長どう

でしょうか。
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○宮城力企画部長 本来なら国といろいろ調整して

進めたいところなんですけれども、国の点検が終わっ

ていないというところもあって、なかなか話合いが

できにくいというところもございます。総点検の結

果も踏まえて、またこれについても、新たな振興計

画の素案等にも反映させないといけないというふう

に認識しておりますので、その結果を受けて、急ぎ

対応したいというところでございます。

○仲村家治委員 特に、自民党のこの美ら島議連は

岸田先生が会長をなさっていますし、元沖縄担当大

臣もなさってますので、もう少し、沖縄の応援団で

すので、やっぱり県のほうから歩み寄って―歩み寄

るというのはちょっと語弊があるな、もうちょっと

相談乗ってくださいよという呼びかけして、何かそ

ういう意見交換すべきだと思うんですけど、どうで

しょうか。

○宮城力企画部長 まさしく、国の点検を踏まえた

上で、幅広く関係要路に丁寧に御説明して、御理解

と御支援をいただくということがこれから重要に

なってくると思います。幅広く視野を持って、対応

を検討したいと考えているところでございます。

○仲村家治委員 先ほど當間盛夫委員から要調査事

項ということであったんですけども、私もそれには

同意していますので、ぜひですね、またこの辺、も

う時間がないので使える手段は全て使って、いろん

なネットワークを使って、ぜひ、このタイトなスケ

ジュールを乗り切るようにお互い頑張っていきたい

と思ってますので、よろしくお願いします。

以上です。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 私も資料３の１、令和３年度の説

明資料からバスの質問をさせてもらいます。

本当にしつこいと思ってる方もいるかもしれませ

んけれど、多くの議員が今この業界を何とかできな

いかという、そういう思いであるということだと思っ

ています。実は私、今日バスに乗って帰るんですよ、

関係ないんですけど。大体いつも３か月に一度ぐら

い１万円チャージして乗ってたんですけど、最近乗

る機会が減りましたね。県が緊急事態宣言を出して、

時短営業が20時までになって家に早く帰るように

なった。そういった理由で乗る機会が減ってる人も

多いんだろうと思ってます。そんな中、バス協会か

ら12回要請が出ていて、その中７回が路線バスの内

容だということで、企画部に出されていると思いま

す。この出された要請の中で、企画部内で対応でき

る内容のものはありましたか。

○金城康司交通政策課長 これまで沖縄県バス協会

のほうから７回要請を受けています。その分の内容

が感染症対策と、それからあとバス路線の維持に向

けた緊急支援が主になっています。感染症対策につ

きましては、６月補正予算で奨励金ということで計

上して支給したところなんですが、路線維持等に係

る、要するに減収に係る緊急支援ということについ

ては、まだこちら県のほうでも手当てできていない

状況であります。

やはり路線バスも、運行継続というのは非常に県

民の生活を支える意味で、本当に必要な交通インフ

ラだと考えておりますので、先ほど部長からもお話

があったんですけども、引き続き支援策に向けてしっ

かり検討していきたいと考えております。

○花城大輔委員 ７回も要請して、まだ返事ができ

てないものがたくさんあるということと、また今回

予算が若干減っていますよね。このような状況の中、

本当にこの規模の予算措置でよかったのかどうか、

これちょっと伺いたいと思います。

○金城康司交通政策課長 今回の予算化されていま

すバス路線の補助事業というのは、あくまでも、こ

れまでも赤字路線ということでそういった計画で定

められていて、毎年、国のほうから認定された国庫

補助も受けるんですけれども、その算定に当たって

は、過去５年間の決算状況を勘案して予算化するこ

とになります。その結果、結果として予算的には対

前年度で、若干マイナスになっているというふうな

ことになっております。

○花城大輔委員 やはりうちの会派の島尻委員から

もありましたけども、新しいメニューを準備する必

要、そして部長からもありましたけど、なるべく早

い段階で補正を組む、これもう本当に急がないとい

けないんだろうなと思っています。

また、先ほどこの予算が減ったことに対しても触

れましたけど、私は今後、乗客の少ない生活路線と

いうものは増える傾向でいくんだろうなというふう

に思ってるんですけど、県としてはどのように捉え

ていますか。

○金城康司交通政策課長 委員おっしゃるように、

今コロナ禍ということで、バスの利用客というのが

減っていることは事実であります。

そういった中で、今後やっぱり路線によっては利

用客が減ることが想定されております。そういった

場合については、そういった赤字路線として計画に

しっかり位置づけて、補助できるように国、県、市

町村のほうと連携して、調整しながら実際の計画に
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盛り込むのか検討することになると思います。

○花城大輔委員 私はそれに併せて、新規の路線と

いうものも増えていくんだろうと思っているんです

ね。例えば、ライカムができたときに、国道330号沿

いにある比嘉西原―一番近いバス停ありましたけど、

そこからさらに中に入ってライカムの正面玄関をぐ

るっと回って出て行く路線ができました。今回、沖

縄市でアリーナできましたけど、そこに併せてまた

基幹急行バスのようなものや高速バスのようなもの、

多分出てくるんだろうなと。そうなった場合に、ま

た、乗客の少ない生活路線をどうするかっていうふ

うになっていくんだろうというふうに思っています。

なので、そこら辺についても、路線バスで赤字を食っ

た分、貸切りバスで補塡する。これは非常に不健康

だと思いますから、この生活路線を守るための手当

てというものはしっかりまた検討していただきたい

なと思っています。

また、部長、決算のときの総務企画委員会の中で

私が質問したことを覚えているか分かりませんけど、

ライカムのバス停の比嘉西原で大きな屋根ができて、

タッチパネル式の掲示板もできて、上からミストが

降ってくるっていう設備があって、それに対する質

問をしたときに、企画の担当者が、これは総合事務

局がやってることなのでちょっと承知していませ

んっていうようなことだったんですよ。これはなぜ

そういうふうになっているんですか。

○金城康司交通政策課長 今お話のあったライカム

の比嘉西原バス停、それから那覇の農林中金前バス

停につきましては、沖縄総合事務局のほうが試験的

に高規格バス停ということで設置しているものでご

ざいます。

○花城大輔委員 昨年聞いたときは、ちょっと承知

していません、内容は分かりませんということでし

たけど、私、この辺からも、バス業界を支援する手

だてがあるんだろうと思ってるんですよ。例えば、

国は今どのようなものができるのか、また、それが

沖縄にとってどれぐらいの利益を生むことができる

のか。その辺のことも探りながら、赤字を補塡して

いくのみでなくて、どのように業績を上げていくかっ

ていうことも大きな課題だというふうに思っており

ますので、ぜひ検討していただきたいなと思ってい

ます。

また、今日の質疑に対する答弁の中で、この渋滞

緩和策でＥＴＣ事業に非常に力を入れているような

感じがありました。これ、ＥＴＣ事業にそれほど傾

倒しているのは何か理由があるんですか。

○金城康司交通政策課長 今年に限って非常に力を

入れてるわけではなくて、これまでもずっとＥＴＣ

の利用促進については、県のほうでも対応してきま

した。それはやっぱり一般道の渋滞を緩和する観点

から、多くの人が高速道路を利用すれば一般道の渋

滞が緩和されると。それと同じように、また、高速

道路上でもスムーズにＥＴＣを活用して通過するこ

とによって、高速道路の出入口での渋滞は緩和でき

るという観点から、これまでと同じようにＥＴＣの

利用促進に取り組んでいるところでございます。

○花城大輔委員 私は知事がテレビやいろんな媒体

で露出をして、セールスもしてるっていう話聞きま

したけども、ぜひですね、バスに関してもこれぐら

いの熱量を持って取り組んでいただかないといけな

いんじゃないかなというふうに思っております。例

えば、期間限定でも構いませんけど、ＥＴＣを使え

ばどんどん安くなるっていう話ありましたけど、Ｏ

ＫＩＣＡを買うことによるメリットとかですね。何

曜日はバスに乗ってみようみたいなそういうことと

か、やれることまだまだあると思いますので、ぜひ

県の力を発揮していただきたいなと思っています。

そして、今後のバス業界の見通し、県は今どのよ

うに正直捉えていますか。

○金城康司交通政策課長 バス事業者への聞き取り

によりますと、新型コロナウイルスの感染症の影響

によって、先ほども言ったんですけれども、令和２年

３月から今年１月までの路線バス10社の減収額20億

円超えるなど、路線バスの事業関係は大変厳しいも

のと認識しております。感染症の影響の対応として

は、本事業の補助基準を下回った路線補助を受け付

けることができるよう要件を緩和したことに加え、

令和２年度補正予算において、沖縄県公共交通安全

・安心確保支援事業で奨励金を支給しました。

今後は、国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時

支援金、これ経済産業省の支援金なんですけれども、

その活用に向けたサポートに取り組むほか、公共交

通の維持確保に必要な財政支援について国への要望

を継続してまいります。また、感染症の影響が長期

化する中で、県としてどのように今後の支援を拡充

できるか検討しております。

○花城大輔委員 これはバス会社の赤字を補塡する

事業ではなくて、沖縄県民の足を守るための事業で

あるというところから、またどんどん施策を追加し

ていただきたいなと思います。

次はですね、同じページの振興推進事業費であり

ます。これは何人か質問ありましたけど、今、非常
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に危うい状況ですね。怖い、恐怖を感じるような情

報しか流れてきません。これ実際のこの骨子案の話

も出てましたけれども、目玉が見えないよねと。こ

れまでの50年間で克服できなかったことを、これか

らの10年でどう捉えていくのかということが全く書

かれてないよねと。しかも、ＳＤＧｓ強調し過ぎだ

よねという声が結構多いです。

こういう中で、県の対応として私やっぱり望みた

いのは、総点検の結果を国が出します。これがどの

ような形であっても、もう今の段階では何が来ても、

どの角度から来ても、打ち返せるような体制を持っ

ていてほしいんですよ。実際部長、その辺はどうで

すか。

○宮城力企画部長 どのような視点で点検を行って

いるかという点にあっては、国からいろいろ情報を

いただいているところでございます。点検が終われ

ば、それをすぐ踏まえた上で、新たな振興計画の素

案等に反映させるべく対応したいと考えているとこ

ろです。

○花城大輔委員 ぜひ、もう残り日数ありませんか

ら、ぜひこらえて頑張っていただきたいと思います。

続いて、同じく13ページの那覇空港サーモグラフ

ィー設置監視事業ですね。これ実は、経済労働委員

会の質疑でも、何でサーモグラフィーは企画で、検

査体制の関連は観光で、何で離島は土木なんだと。

これ一度見直して、水際対策の一元化という観点か

ら再構築するべきじゃないかっていう質問がありま

した。そこでは明確な答弁なかったんですけど、部

長どう思われていますか。

○宮城力企画部長 コロナ対策本部で全部長参加の

下、対応について協議していて、たしかこのサーモ

グラフィーについては昨年の３月末、那覇空港にサー

モグラフィーを設置すべきじゃないかということで、

すぐ４月に入って対応したところです。それ以来、

企画部が対応しているところで、一元的にやるメリッ

トももちろんあるとは思いますけれども、やっぱり

各部が連携してマンパワーを有効に活用する、それ

も連携しながらという点で今対応しているところで

ございます。

○花城大輔委員 今、部長がおっしゃったように、

各部が連携していることによるメリットっていうの

もあるんだろうなっていうことは理解します。

ただ、やはりお客さんが入ってきたところから、

何か異常があった場合には検査をして、そのルート

みたいなものは分かりやすいほうがいいんだろうな

と。例えばこの場所でも、全てに質問ができる体制

があるということにもなると思うんですよ。なので、

その辺もまた現場のほうからの考え方とか、また今

後も聞かせていただければなというふうに思ってお

ります。

終わります。

○又吉清義委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 いろいろ各委員からたくさんの共

通の質問も出ましたけれども、地元の要請、それか

ら各種団体からの要請も受けて、ぜひそこは正して

もらいたいという要望事項もありますので、若干重

複する点があるかもしれませんがよろしくお願いし

ます。

当初予算案の説明資料から質問を行いたいと思い

ますが、まず一番最初は、13ページの先ほどまで議

論されましたバス路線補助事業についてであります。

これは我々、沖縄・自民党４名ともその問題を取り

上げましたが、私自身は、皆さん報道等で御案内の

とおり、路線バスも赤字のために中部農林高等学校

の定時制の足が奪われたという記事がありました。

ですから、公共インフラの立場から、沖縄県のバス

路線しっかり守っていかなくちゃいけないなと、そ

ういった意味合いも含めて質問させていただきます。

まず、この事業の内容と令和３年度予算について、

御説明をお願いします。

○金城康司交通政策課長 すみません、先ほども説

明したんですけれども、まず自家用車の普及ですと

か過疎化等により経営収支が悪化してるバス路線に

補助を行うことにより地域住民の足の確保維持を図

るということで、令和３年度におきましては36系統

で１億4100万円の予算を計上しております。内容に

つきまして、補助の種類で国協調補助、県単補助あ

りまして、国補助については、市町村をまたぐ広域

的、幹線的なバス路線を運行するバス事業者に対す

る支援ということで国２分の１、県２分の１の補助

率となっております。県単独の補助につきましては、

国協調補助以外の路線を運行する市町村またはバス

事業者への補助を行う市町村に対する補助というこ

とで、県２分の１、市町村２分の１の補助率となっ

ております。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 この事業が必要であるというのは、

皆さんも御案内のとおりだと思うんですが、本県に

おけるこの車社会の中で、やはり路線バス事業が赤

字路線を抱えながらも県民の足、インフラとして一

生懸命頑張っていることは皆さん存じ上げてるとお

りだと思いますけれども、これまで大きな県民のた
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めに役割を果たしてきたことは、これはもう既成の

事実であります。そのことも含めながら、県内のバ

ス事業の経営状況について、部長、どういうふうに

考えておられますか。

○宮城力企画部長 バス事業者さんにあっては、コ

ロナでひどいダメージを受ける前、昨年より以前、

路線バスの赤字をいわゆる観光部門の収益で賄って

いる、そういうお話は聞いておりました。そして、

昨年３月来、トータルで20億程度の減収が起きてい

ると。さらに加えて、それまで収益があった観光部

門が今ストップしているわけですから、非常に大き

な打撃、ダメージを負っているということで承知を

しているところです。

○仲田弘毅委員 それはもう部長、今の答弁ではっ

きりしましたけれども、昨年来、今年１月の緊急事

態宣言、トータルで３回発出された。それはもうあ

くまでも県から出されたテレワークの推進とか、あ

るいは県立高等学校の一斉休校とか、そういったこ

とが大きな要因であることは間違いないわけですよ。

バス会社自体の大きなミスということでなくて、コ

ロナ禍におけるどうしようもない経済不振の中でこ

れが起こってきたわけですから、そのことを部長が

しっかり掌握しているということは、私は認めてあ

げたいと思います。

その中において、これ、あくまでもこの路線、業

車は、今これだけの大きな赤字を抱えながら頑張っ

ておるわけですけれども、そのお話を聞きますと観

光立県である沖縄県の観光をしっかり支えてきた観

光バスが兼業である。この観光バス、赤字を観光業

界のほうでカバーしていただくということでもある

んですが、今現在、こういったコロナ禍の中におい

ては、それどころではない。観光バス自体がもう完

全に、今、アウトという状況でありますので、補塡

どころの話ではない。ですから、そこのところを含

めて、今回、国も第３次補正を組んで、県もしっか

りと15次にわたる補正予算を組んでおりますけれど

も、その中である程度手当てをやっていく必要があ

ると思うんですが。

これは部長、見解としてどうお考えでしょうか。

○宮城力企画部長 地方創生の臨時交付金、これは

国の３次補正で予算が編成、計上をされて、追加配

分も受けたところです。

ただ、県としては、これだけではもう全然足りな

いと感じていて、さらなる拡充を求めたいというこ

とで、これは沖縄だけの問題ではなくて、全国的な

問題ですので、全国知事会を通して要望をしている

ところです。追加の支援にあっては、財源的な問題

もありますが、国へ働きかけるとともに支援の拡充

に向けてこれからも検討をしていきたいと思います。

○仲田弘毅委員 それでは、同じく13ページの沖縄

離島住民等交通コスト負担軽減事業についてであり

ますが、この事業は何年前から行われておりますで

しょうか。

○金城康司交通政策課長 沖縄離島住民等交通コス

ト負担軽減事業につきましては、平成24年度から実

施しております。

○仲田弘毅委員 その負担軽減事業の中で、県内の

該当する対象航路及び航空路線等について御説明を

お願いします。

○金城康司交通政策課長 該当航路につきましては

24航路、それから航空路では、11路線が対象となっ

ております。

○仲田弘毅委員 私たちの手元にある資料において

は、この小規模離島云々という項目があるんですが、

これは宮古地区、石垣地区、それから小規模離島と

いうふうにあるんですが、この基準があるんですか。

○金城康司交通政策課長 まず、この補助事業は、

住民等は全路線対象になっております。ただ、病院

とか高校がない小規模離島、例えば、宮古島とか、

石垣島と久米島は、高校、病院がありますので、小

規模離島扱いではないんですが、それ以外を小規模

離島というふうな定義で、この事業の対象として、

小規模離島における･･････。

失礼しました。小規模離島につきましては、観光

客等の交流人口も対象にしていると、住民以外にで

すね。航空運賃について、約３割低減してると。そ

れから、久米島につきましては、平成30年度から新

たに、これ県のみならず町も負担していただいて、

約２割の運賃低減を図って実施しているところでご

ざいます。

○仲田弘毅委員 その事業の具体的な利用方法につ

いてお聞かせください。

○金城康司交通政策課長 まず、利用方法といたし

ましては、まず、この交通コストの条件となってお

りますのは、エアラインにおきまして離島住民の割

引制度というのがまずあること。それから、複数路

線が飛んでも価格差がないことというのがあるんで

すけれども、それを希望する事業者から県のほうに

申請を出していただいて、実際にこの当該路線につ

いて対象になると決定するんですけれども、住民側

からすると、どういう手続が必要かといいますと、

そこの住民が所在する市町村に赴きまして、住民カー
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ドのようなものをつくっていただきます。このカー

ドを持って、実際に予約をすれば自動的に、この沖

縄離島住民等交通コスト負担軽減事業の対象割引を

受けられるというふうなシステムになってございま

す。

○仲田弘毅委員 部長、このシステムは、各離島地

域の皆さんから、ぜひとも継続してもらいたい。私、

うるま市の唯一の離島である津堅からもこういった

要請がありますし、うるま市の議会でも決議した案

が上がってきておりますが、しかし、これ一括交付

金が財源ですので、それについてどういうふうにお

考えでしょうか。

○宮城力企画部長 おっしゃるとおり、今、一括交

付金を活用して、交通コストの負担軽減事業を実施

しているところです。

この制度と並行して、他の全国の国境地域にある

有人国境、離島。その中でも、特定有人国境離島に

あっては、交通コストの負担軽減が法にうたわれて

いるということもあって、より今現状よりも、制度

的に、安定的に、継続的に行う必要があるのではな

いかということで、新たな沖縄振興にあっては、こ

れを法律の中で打ち込めないかということで、今、

要望をする方向で検討をしているところでございま

す。中間報告の中にも今、盛り込んでいるところで

す。

○仲田弘毅委員 ぜひ、継続していただけるように、

県としても頑張っていただきたいなと思います。

同じく13ページ、鉄軌道についてでありますが、

これまで国や県において様々な調査検討が進められ

てきておりますけれども、これは何に基づいて実施

されておりますでしょうか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 現在の沖

縄振興特別措置法第91条第２項におきまして、鉄軌

道に関してなんですが、国及び地方公共団体は沖縄

における新たな鉄道、軌道その他の公共交通機関に

関し、その整備の在り方についての調査及び検討を

行うよう努めるものとするというふうに規定されて

おります。これに基づいて、国、県において、これ

まで調査が進められてきたというところでございま

す。

○仲田弘毅委員 国のこれまでの調査において、県

としてはどのような課題を示し、そして県としてど

ういうふうな対応をしてきましたでしょうか。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 国のこれ

までの調査におきまして、課題としまして費用便益

比が１を下回っているということで、あと採算性が

課題であるということが示されております。

これを踏まえまして、沖縄県のほうでは、費用便

益比につきましては、平成30年度から合理的な手法

を検討しまして、ケースによっては１を超えること

を確認しまして、令和２年８月の学識経験者による

検証委員会におきましては、我々がやった検討結果

につきまして科学的、論理的であると考えられると

の評価をいただいたところでございます。また、採

算性につきましても、沖縄県のほうで検討をいたし

ました。沖縄に鉄軌道を入れるとした場合、市街地

が形成された中への導入となります。当然、多額の

事業費を要することから、一般的な整備手法であり

ます運行事業者がインフラ整備から運行までを行う

というものだと、黒字化が図れないということが我

々の調査の結果でも分かっております。このため、

県としましては、持続運営を図るという観点から、

全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の創設

が不可欠と考えております。全国新幹線鉄道整備法

の場合だと、インフラ整備は公共が整備をして、運

行事業者は車両だけを持ってきて、受益の範囲内で

使用料を払うというような仕組みになってございま

す。こういった制度を適用すれば、沖縄にも鉄軌道

が導入できるということで、こういった特例制度の

創設を国に求めているというところでございます。

○仲田弘毅委員 寺本室長、ただ残念ながら、その

費用対効果に関しましては、国と県が随分、この考

え方が、捉え方が違うようなところもあります。そ

ういったことも含めながら、また質問をやりますけ

れども、国の沖縄振興基本方針では、調査結果を踏

まえ一定の方向を取りまとめ所要の措置を講ずると

されています。そのことに対して、県としての考え

方と導入の実現に向け、今後、国とどう調整をして

いくかというのが大きな課題だと思うんですが、そ

のことについてお聞きします。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 委員が

おっしゃったように、基本方針の中では、調査結果

を踏まえ所要の措置を講ずるとされております。国、

県、それぞれにおいて、これまで長きにわたり調査

を行ってまいりました。県としましては、国から示

された課題の一つ一つに対応をしながら、検討を進

めてきたところでございます。そういった県として

の考え方、ビー・バイ・シーに関しましては、お互

いの検討手法にちょっと異なる部分がありますが、

我々のほうもしっかり専門家の意見も取り入れなが

ら検討を進めてきたところでございます。そういっ

たものも含めて、これから新たな沖縄振興のための
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制度提言にも、鉄軌道についても盛り込むこととし

ておりますので、その本格的な議論の中でしっかり

これまでの調査結果も踏まえつつ、国と導入に向け

た議論を進めてまいりたいと考えております。

○仲田弘毅委員 本県においては自動車の依存型社

会というのが構築されておりまして、交通渋滞が慢

性化し、結果として通勤等で人口が集中する中南部

都市圏で解消されておりません。その問題は、沖縄

交通問題として取り上げられているのですが、この

ような中、沖縄に鉄軌道が導入された場合、県民生

活や経済活動にどのような効果が期待できるのか、

そしてデメリットとしてどういったものがあるのか、

お聞きしたいと思います。

○寺本美幸交通政策課公共交通推進室長 鉄軌道と

いうものは、高速性、定時制を備えた交通システム

となります。当然、そのシステムが本県に導入され

ることにより、早く定時に移動することが可能にな

ります。例えばなんですけれども、現状沖縄市コザ

のほうから那覇まで自動車で移動をするとした場合

に70分程度を要しております。これが鉄軌道だと、

30分以内で移動することが可能になります。当然、

天気等にも左右されることもなく、定時に移動する

ことができます。鉄軌道導入によって、現状よりも

短い時間で移動ができるようになるということ、移

動圏域が広がるということは、住み慣れた地域から

希望をする学校などに通いやすくなると。通学先、

また通勤先の選択肢が広がるということも大きなメ

リットだと考えております。また、鉄軌道というの

は、やはりこの駅というのがかなりのインパクトを

与えます。駅を中心としたまちづくりを行うことに

より、これは鉄道事業者さんにもお聞きしましたけ

れども、民鉄というところは、基本的に駅を中心と

したまちづくりをやることによって、小さな商圏を

つくっていくというふうに聞いております。この駅

と駅の間を、その商圏間を移動することに、交流が

活発化することによって、それが広域的な商圏に変

わっていくと。そういった大きな、広域的な商圏が

形成されることによって、沖縄全体のその地域の活

性化、経済振興に資するものと考えております。

また、デメリットに関しましては、基本的に当然、

今、ドア・ツー・ドアで移動をされております。そ

ういった方々に鉄軌道なり、公共交通に乗り換えて

いただくということは、やはり何らかの形で乗換え

が必要になります。ドア・ツー・ドアで移動できま

せんので、そういったものが少し苦にはなるかもし

れませんけども、そういった不便さも受け入れても

らうというところが重要になってくるのかなと考え

ております。

○仲田弘毅委員 部長、他県では残念ながら鉄軌道

が廃線になるという地域もあります。鉄道の持続運

営に向けた取組は大変重要だと考えておりますけれ

ども、沖縄鉄軌道の安定的な需要確保、運営を図る

ため、県として本当にどういうふうに取り組んでい

くのか、部長の決意をお聞かせください。

○宮城力企画部長 沖振法の規定に載っけていただ

いた、それを踏まえて今、検討を進めてきたところ

です。ビー・バイ・シーを精緻化したことによって、

ケースによっては１を超える部分が出てきたと。あ

とは制度がつくれれば実現可能性が大分高まってく

ると。その意味では、県庁、県だけではなくて、県

民が鉄軌道を望む、その声が大きくなる、県民が望

む鉄軌道をつくっていく。そのためには、この機運

情勢が必要だと考えております。先日、ニューズレ

ターを配布したところでございますし、次年度に向

けては鉄道が持つ優位性、定時制、高速性もありま

したけれども、このニューズレターの中で示したの

は、大量輸送が可能になる。その鉄道の優位性を県

民の皆様に御理解を深めていただくために、そして、

鉄軌道が必要なんだという機運を高めていきたいと

いうふうに考えております。

○仲田弘毅委員 それでは、14ページの大規模駐留

軍用地関係に移らせていただきます。

その事業の内容について、まず御説明をお願いし

ます。

○宮平尚企画部参事 当該事業は、普天間飛行場を

はじめとした、今後、返還が予定されております嘉

手納飛行場より南の６施設の跡地利用を円滑に進め

ることを目的としまして、返還前の早い段階での跡

地利用計画の策定に向けた調査検討に要する経費で

ございます。

令和３年度の主な事業内容としましては、平成25年

３月に宜野湾市と共に策定した普天間飛行場の跡地

利用計画策定に向けた全体計画の中間取りまとめの

更新作業を行ってまいります。また、同じく平成25年

１月に、関係市町村等と取りまとめました中南部都

市圏駐留軍用地跡地利用広域構想を踏まえ、関係市

町村の跡地利用計画策定に向けて、状況把握や課題

解決の検討などに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○仲田弘毅委員 今の跡地利用計画等もお話があり

ましたけれども、現場は今、大きな整地、整備作業

が行われているんです、今現在ですね。
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西普天間住宅地跡地の返還された土地は今、相当

大きな整地、整備作業がなされているんですが、ど

ういった事業か。

○宮平尚企画部参事 キャンプ瑞慶覧、西普天間住

宅地区跡地でございます。駐留軍用地跡地の先行モ

デルとして、国、宜野湾市、琉球大学等と連携して

跡地整備に取り組んでいるところでございます。同

跡地は、平成31年２月に宜野湾市施行の土地区画整

理事業の事業認可を受けまして、令和２年２月に仮

換地指定を行い、同４月から造成工事に着手をして

おります。令和９年度までの事業期間として、区画

整理事業を進めているところでございます。また一

方、その中に高度医療研究機能の拡充、地域医療水

準の向上、国際研究交流、医療人材育成の３つを柱

とする沖縄健康医療拠点の整備に向けた取組も推進

しているところでございます。沖縄健康医療拠点の

核となる琉球大学医学部、同大学病院の移設につき

ましても、琉球大学において、病院の建設工事を今

月から着工する予定になっております。来年度は、

医学部施設の建設工事にも着手する予定となってお

りまして、令和６年度末を目途として、移設完了に

向け、着実に施設整備を進めていると聞いておりま

す。県としましては、跡地整備に係る積極的な財政

支援等を、宜野湾市、琉球大学と共に国に要請をし

ております。引き続き関係機関と連携しながら跡地

利用の推進に取り組んでいきたいと考えております。

○仲田弘毅委員 これは、国の直轄事業だと思うん

ですが、予算がどの程度ついているかも答弁お願い

できますか。

○宮平尚企画部参事 沖縄健康医療拠点の整備費で

ございますが、平成30年度予算としまして３億円、

これは実施設計費ですね。それから、平成31年度予

算としまして59億円。この実施設計費と用地費の一

部でございます。令和２年度は、当初予算で89億円、

用地費と土地造成費。それから、補正で55億円、こ

の用地費でございます。令和３年度は予算案でござ

いますが95億円、用地費と建設費というふうに聞い

ております。

○仲田弘毅委員 このことは私たち自民党も含めて、

基地の整理縮小を国に訴えて、北部訓練場の返還と、

このセットでできたのが、目に見える形でできたの

が、この今回の西普天間住宅地跡であります。私た

ちも、このことに対して大きな期待と沖縄県の将来

が―特に、学術、学問、教育部門が大きなウエート

を占めているということに対して、新たな沖縄を見

いだしていくものだというふうに期待をしておりま

すので、県もしっかりとその方面頑張っていただき

たいなと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 以上で、企画部関係予算議案に

対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました要調査事項に

ついて、各要調査事項ごとに、これを提起しようと

する委員から改めてその理由を説明した後、当該要

調査事項を報告することに反対の意見がありました

ら、各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります要調査事項の順番でお願いいたします。

まず、項目１、ワシントン駐在員活動事業につい

て、仲村家治委員、お願いいたします。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、當間盛夫委員より特記事項の話

で議論ができるので３番の要調査事項につ

いては取り下げたいとの申出があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

ワシントン駐在員活動事業について、仲村家治委

員から御説明お願いします。

○仲村家治委員 我が会派は、３人のほうからワシ

ントンの件で要調査事項を提案しましたけども、ま

ず予算が開始して、平成27年から令和元年まで３億

4347万という額が出ている中で、特記するような成

果が答弁の中で得られなかったということと、去年、

半年も駐在員が帰国をして、それでリモートで仕事

をしていた事実がありますので、今コロナ禍で、果

たして駐在員が現地にいなかったにもかかわらず仕

事が成り立っていたという事実もあります。

そういう中で、また、コロナ禍で予算が十分配分

されてない、特にこの路線バスも含めて補塡されて

ないような事実がある場合に、今この7000万、経費

合わせて１億近くも使う必要があるのかという疑問

が出ておりましたけども、部長、知事公室長はじめ

答弁することはできませんでしたので、この件に関

して知事に明確に、このワシントン事務所の存在の

意義を問いただすべきだと思っておりますので、こ

の要調査事項として提案をいたしました。

○又吉清義委員長 今、仲村家治委員からありまし

たが、花城委員、仲田委員、この内容ででよろしい
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ですね。

○仲田弘毅委員 ちょっと違うけど、一緒。

○又吉清義委員長 分かりました。

次に、ただいまの項目について、反対の御意見は

ありませんか。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 代表質問や一般質問でも一通り終

わっています。

リモートでやった実績もあるから、いなくても済

むだろうという意見もありましたけれども、これま

で築いてきたからこそリモートでも成り立つという

ような部分も含めてあったというふうに思っていま

すので、私たちは要調査事項については反対と、す

る必要はないと思います。

以上。

○又吉清義委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいまの件、知事に改めて質問

をする必要はないと思います。１つは、予算の件で、

これまでの委員会の質疑の中でも、経費の積算の根

拠も明らかにして答えていました。もう一つは、個

人情報の保護の観点も貫き、そして経費についても

明確に答弁をしていたという点ですね。

先ほど３億かけて成果がないって言ってましたけ

ど、これも質疑の中で、かけた経費で計り知れない

成果を上げていることも具体的に答えていましたの

で、これ以上、知事に質問をすることはないと、委

員会の中で答えていたということで、呼ぶ必要はな

い。

以上です。

○又吉清義委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

山里将雄委員。

○山里将雄委員 今の仲宗根委員、西銘委員からお

話しのあったとおり、同じように思っております。

これまで、うちの本会議、一般質問でも、かなり

の皆さんがこの件については取り上げて、質問がな

されていた。それに対して、知事も副知事も、それ

から職員の皆さんもきちっと答えていたと思います

し、この委員会でも答弁はされていたというふうに

思っております。その意味では、改めて要調査事項

として取り上げる必要はないというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

次に、項目２の新たな振興策の推進に対する考え

方について、よろしくお願いいたします。

當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今度、振興推進事業費が出されて

います。新たな振興計画の策定及び現計画の推進に

要する経費ということで、これも減額をされる中、

答弁のほうでは、質疑の中を含めても、８月には概

算要求を出さないといけないと、令和４年度の予算

要求だとか、その税制改正に向けてのことをやらな

いといけないんですけれど、知事のそういう姿勢的

なものが、私はやはり、なかなか見えないんじゃな

いかということを含めて、その本気度を知事に、そ

の振興策の確認もしたいと。50年という節目の重要

な振興計画でもございますので、これからどういう

ふうにして、この予算も含めて対応していくのかっ

ていうことを、ぜひお聞かせいただければというふ

うに思っております。

○又吉清義委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの考え方については、も

う代表質問、一般質問でかなり議論をされていると

ころであったと思いますし、今日の部長の答弁でも、

まず国が総括的なことを判断してからというタイム

スケジュールも示されたところの中であるので、そ

ういう中にあって今、知事を呼んで考え方を聞く必

要はないと思っておりますので、反対の意見とさせ

ていただきます。

○又吉清義委員長 ほかに反対の御意見ありません

か。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 同じように、知事を呼ぶ必要はな

いと思います。

當間委員が、先ほど代表質問、一般質問でも、答

弁がちゃんとされてきたという点と、もう一つは、

この委員会での質疑の中で10年前のスケジュールと

比べてどうかと、なかなか厳しいんじゃないかって

いうことを言われたときに、部長はちゃんと10年前

のスケジュールと同じような計画で進められている

と、そして副参事は、沖縄県が総点検報告書を作っ

たときにも、今年が検討の熟度は高いと、10年前に

比べてもね。そういうようなものも含めて、スケ

ジュールの問題も計画どおりにちゃんといっている

し、そして、この内容についてもちゃんと熟度高い
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し、あとは国の総点検の結果が出るのを待っている

と、それからやっていくっていうことを明確にされ

たので、この事業について、あえて知事に聞く必要

はない、答弁も明確になされたと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 ほかに反対の意見はありません

か。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項に係る提起理由の説明と反対

意見の表明を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、ワシントン駐在員

活動事業費について及び新たな振興策の推

進に対する考え方についてを報告すること

で意見の一致を見た。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、特記事項の取扱いについて事務

局から説明があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

特記事項について御提起が各委員からありますバ

ス、タクシー等の公共交通に対する支援を強化する

ことという特記事項を報告することに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 御意義なしと認めます。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む予算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月17日 水曜日 午

前９時までに予算特別委員に配付するとともに、タ

ブレットに格納することになっています。

また、予算特別委員が、調査報告書に関して常任

委員長に対し質疑を行う場合には、同日17日水曜日

の午後３時までに政務調査課に通告することになっ

ております。

予算特別委員の皆様は、３月17日 水曜日に各常

任委員会の調査報告書を御確認いただき、もし、各

常任委員長への質疑を行う場合は、同日の午後３時

までに政務調査課へ通告書を提出するよう御対応を

お願いいたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月22日 月曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 又 吉 清 義
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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月12日（金曜日）

開 会 午前10時０分

散 会 午後５時24分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和３年度沖縄県一般会計予算

（文化観光スポーツ部及び労働委員会所管分）

２ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 西 銘 啓史郎君

副委員長 大 城 憲 幸君

委 員 新 垣 新君 大 浜 一 郎君

島 袋 大君 中 川 京 貴君

仲 村 未 央さん 崎 山 嗣 幸君

玉 城 武 光君 翁 長 雄 治君

山 内 末 子さん 赤 嶺 昇君

説明のため出席した者の職、氏名

文化観光スポーツ部長 渡久地 一 浩君

観 光 政 策 統 括 監 下 地 誠君

観 光 政 策 課 長 山 川 哲 男君

観 光 政 策 課 副 参 事 真栄田 義 泰君

観 光 振 興 課 長 雉 鼻 章 郎君

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推 進 課 長 山 田 みさよさん

文 化 振 興 課 長 島 尻 和 美さん

空 手 振 興 課 長 佐和田 勇 人君

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 高宮城 邦 子さん

交 流 推 進 課 長 前 本 博 之君

交 流 推 進 課
第７回ウチナーンチュ 宮 城 清 美さん
大 会 開 催 準 備 室 長

労 働 委 員 会 山 城 貴 子さん
参 事 監 兼 事 務 局 長

3ii4

○西銘啓史郎委員長 ただいまから、経済労働委員

会を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案の調査及び予算調査報告

書記載内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、文化観光スポーツ部長及び

労働委員会事務局長の出席を求めております。

まず初めに、労働委員会事務局長から労働委員会

事務局関係予算議案の概要の説明を求めます。

山城貴子労働委員会参事監兼事務局長。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 おはよう

ございます。

令和３年度労働委員会事務局の当初予算案につき

まして、御説明申し上げます。

労働委員会は、公益委員、労働者委員、使用者委

員の三者構成により、中立・公正な立場で労使間の

紛争の迅速かつ円満な解決を援助し、労使関係の安

定を図る専門的な行政機関です。主に不当労働行為

の審査、労働争議の調整、個別労働関係紛争のあっ

せんなどを行っています。

それでは、予算の概要につきまして、令和３年度

当初予算説明資料により、御説明いたします。

ただいま通知しました資料を御覧ください。

説明資料の１ページを御覧いただきたいと思いま

す。

まず初めに、令和３年度一般会計部局別歳出予算

について御説明いたします。本ページは、部局別歳

出予算の一覧となっております。表の下段、太枠の

欄を御覧ください。

こちら、労働委員会事務局の令和３年度歳出予算

額は１億3324万5000円で、令和２年度当初予算額と

比較しますと、34万8000円、率にして0.3％の増となっ

ております。

画面をスクロールしていただき、説明資料の２ペー

ジをお願いいたします。

２ページは款ごとの歳入予算一覧となっておりま

して、県全体の予算額に労働委員会事務局の予算額

を追記しております。労働委員会事務局の令和３年

度歳入予算額は、15の諸収入の5000円で、令和２年

度と同額です。その内容は、会計年度任用職員の雇

用保険料本人負担分となっております。

続きまして、画面をスクロールしていただきまし

て、説明資料の３ページをお願いいたします。

３ページは、款ごとの歳出予算一覧となっており

ます。労働委員会事務局の歳出予算１億3324万5000円

経済労働委員会記録（第４号）
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は、５の労働費に含まれておりまして、その内訳は、

右の備考欄にありますように、委員会運営費、職員

費、事務局運営費となっております。

以上で労働委員会事務局所管の令和３年度一般会

計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 労働委員会事務局長の説明は

終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに甲第１号議案に対する

質疑を行います。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 職員は何名ですか。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 職員は

11名です。あと会計年度職員が１名おりまして、計

12名でございます。

○玉城武光委員 以上です。

○西銘啓史郎委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 令和２年度と今度の予算の差額が

出てますけれども、これ諸収入が大分下がる、２ペー

ジですか。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 諸収入で

すか。

○中川京貴委員 予算額ですけど。諸収入の労働委

員会事務局の5000円ではなくてね。予算額です。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 予算額は、

全体のですか。これは、県全体の予算ですけれども。

○中川京貴委員 じゃあ、他の項目も答えられる。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 所管外に

ついては難しいんですけれども。

○中川京貴委員 分かりました、いいです。

○西銘啓史郎委員長 以上で、労働委員会事務局関

係予算議案に対する質疑を終結いたします。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、説明員等の入替え）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に、文化観光スポーツ部長から文化観光スポー

ツ部関係予算議案の概要説明を聴取し、予算議案を

調査いたします。

文化観光スポーツ部長から文化観光スポーツ部関

係予算議案の概要の説明を求めます。

渡久地一浩文化観光スポーツ部長。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 皆さん、おは

ようございます。本日は、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、令和３年度文化観光スポーツ部の当初

予算（案）について御説明をさせていただきます。

沖縄観光は、平成30年度に入域観光客数が６年連

続で過去最高を記録し、本県経済の牽引役を果たし

てまいりました。

しかしながら、令和元年度後半の新型コロナウイ

ルス感染症の影響による旅行自粛ですとか、感染拡

大防止のために発出をされた国及び県独自の緊急事

態宣言によりまして、入域観光客数が激減するなど、

観光関連業界は大変厳しい状況になっております。

文化観光スポーツ部におきましては、ウィズコロ

ナ時代におけます沖縄観光の回復に向けた取組とい

たしまして、旅行者専用相談センター沖縄（ＴＡＣ

Ｏ）ですとか、那覇空港でのＰＣＲ検査の実施によ

り、安全・安心で快適な島沖縄を構築し、ＧｏＴｏ

トラベル事業の再開後における、国内観光客の最大

限の取り込みに努めてまいりたいと思います。

それから、ワクチン接種の普及などに伴います観

光目的での受入れの再開に向けまして、外国客の旅

行需要の取り込みに必要な施策を行ってまいりたい

と思います。

そのため、次年度の取組といたしまして、ワーケー

ションの誘致や離島への周遊型観光の促進など、積

極的に国内誘客に取り組みながら、コロナの収束後

を見据えました外国客の誘客など、観光需要の回復

を図ってまいります。

あわせまして、伝統文化の保存・継承・発展やス

ポーツの振興、国際交流・協力などにつきましても、

さらなる取組が必要となっております。

このため、しまくとぅば普及センターを中核とし

た人材養成や各種講座の実施、令和４年度開催に向

けました国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭のプ

レイベントなどや琉球歴史文化の日の周知啓発に取

り組みますとともに、空手発祥の地・沖縄の国内外

への発信、それから、ユネスコ無形文化遺産登録へ

向けた取組を実施してまいります。
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また、東京2020オリンピック・パラリンピック大

会に向けた沖縄県聖火リレーの実施及び事前キャン

プなどの受入れやスポーツコンベンションの推進を

図ってまいります。

交流推進分野につきましては、第７回世界のウチ

ナーンチュ大会の開催に向けた取組や、ウチナーネッ

トワークの安定的な継承・発展に向けましてＪＩＣ

Ａ沖縄と連携したプラットフォームの構築に取り組

んでまいります。

それでは、文化観光スポーツ部所管の令和３年度

一般会計予算の概要について、お手元にお配りをし

ております令和３年度当初予算説明資料（文化観光

スポーツ部）によりまして御説明いたします。

ただいま通知をいたしました、１ページをお願い

いたします。

まず初めに令和３年度一般会計部局別歳出予算か

ら御説明をさせていただきます。

本ページは、部局別の歳出予算の一覧となってお

ります。

表の中段、太枠の線の中を御覧いただきたいと思

います。

文化観光スポーツ部の令和３年度歳出予算額は

90億4919万7000円で、県全体の予算額に占める割合

は、1.1％となっております。令和２年度当初予算額

と比較をいたしますと２億6705万7000円、率にして

2.9％の減となっております。減となりました主な要

因といたしましては、（款）教育費の予算減などによ

るものでございます。

それでは続きまして、歳入、歳出予算について個

別の説明を行わせていただきます。

２ページをお願いいたします。

２ページは、款ごとの歳入予算一覧となっており

まして、県全体の予算額に文化観光スポーツ部の予

算額を記載しております。

表の一番下のほう、合計欄を御覧いただきたいと

思います。

文化観光スポーツ部の令和３年度歳入予算額は総

額34億2258万円で、令和２年度と比較いたしまして

５億7786万4000円、率にいたしまして20.3％の増と

なっております。

それでは、当部所管に係る歳入予算について(款)

ごとに御説明いたします。

まず９番、使用料及び手数料ですけれども、予算

額が1942万4000円で、その主な内容は土地・建物使

用料及び一般旅券発給手数料に係る証紙収入等であ

ります。前年度と比較いたしまして３億8848万

9000円、率にいたしまして95.2％の減となっており

ます。減となりました主な理由は、県立芸術大学の

法人化によります授業料収入等の皆減によるもので

あります。

次にその下10番、国庫支出金ですけれども、予算

額が25億440万4000円で、その主な内容は沖縄振興特

別推進交付金であります。前年度と比較いたしまし

て３億1077万1000円、率にして14.2％の増となって

おります。増となりました主な理由は、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金によるもの

であります。

続きましてその下11、財産収入でございますけれ

ども、予算額5818万2000円で、その主な内容は、土

地の貸付料でございます。前年度と比較いたしまし

て730万2000円、率にいたしまして11.2％の減となっ

ております。減となりました主な理由は、県立芸術

大学の法人化によります教員公舎入居料の皆減によ

るものであります。

続きまして13番の繰入金でございますけれども、

予算額が２億7190万2000円となっておりまして、主

な内容は、東京2020オリンピック・パラリンピック

に係るホストタウン等新型コロナウイルス感染症対

策基金によるものでございまして、令和３年度に新

たに計上をしております。

続きまして15、諸収入でございます。予算額1906万

8000円で、その主な内容は展示会等助成金及び広告

料収入であります。前年度と比較いたしまして1011万

8000円、率にして34.7％の減となっております。減

となりました主な理由は、県立芸術大学の法人化に

よります科学研究費等の皆減によるものであります。

続きまして16番の県債、予算額が５億4960万円で、

その主な内容は施設の長寿命化のための改修費に係

る県債となっております。前年度と比較いたしまし

て４億110万円、率にいたしまして270.1％の増となっ

ております。増となりました主な理由は、沖縄コン

ベンションセンター展示棟設備工事等の長寿命化改

修費の増によるものであります。

以上が、一般会計歳入予算の概要でございます。

続きまして３ページを御覧いただきたいと思いま

す。３ページは、款ごとの歳出予算一覧となってお

ります。なお、一番右の欄には款ごとに主な予算事

項を記載しておりますので、こちらも併せて御覧く

ださい。

それでは、当部所管に係る歳出予算につきまして

款ごとに御説明いたします。

まず２の総務費ですけれども、４億3718万2000円
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で、主な予算事項は、国際交流事業費や海外移住事

業費でございます。前年度と比較いたしまして9284万

1000円、率にいたしまして17.5％の減となっており

ます。減となりました主な理由は旅券事務費の減に

よるものであります。

続きまして７、商工費は54億7721万7000円で、主

な予算事項は、観光宣伝誘致強化費や観光指導強化

費、コンベンション振興対策費であります。前年度

と比較いたしまして５億7446万3000円、率にいたし

まして11.7％の増となっております。増となりまし

た主な理由は、コンベンション振興対策費におきま

してホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策

事業を新規に計上したことによるものであります。

続きまして10の教育費でございますが、31億3479万

8000円で、主な予算事項は大学運営費、文化施設費

であります。前年度と比較いたしまして７億4867万

9000円、率にいたしまして19.3％の減となっており

ます。減となりました主な理由は、施設設備整備費

におきまして県立芸術大学の奏楽堂に係る照明・舞

台機構改修工事の完了による減となっております。

文化観光スポーツ部といたしましては、引き続き

新型コロナウイルスの感染拡大に伴います、旅行需

要の減少による県経済への影響を最小限に抑えるた

め、国、観光業界、観光関連団体等と連携を図りな

がら、必要な施策を進めてまいります。

以上で、文化観光スポーツ部所管の令和３年度一

般会計予算の概要説明を終わらせていただきます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 文化観光スポーツ部長の説明

は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

します。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ、番号及び事業名等を告げた上

で、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能

により委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいた

します。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さん、御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

また、ワイヤレスマイクで答弁を行う補助答弁者

におきましては、ハウリング防止のため、発言の都

度、マイクの電源を入れ、発言終了後は電源を切る

よう御協力をお願いいたします。

それでは、これより直ちに甲第１号議案に対する

質疑を行います。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 おはようございます。

今説明いただいたので、その状況は分かりました

けれども、それにしても、文化観光スポーツ部にお

いて全体の構成比が1.1％、それからマイナスが出る

ということは、この時期においては、なかなかこう

どうかなという感じはするんですけれども、そこら

辺、どうなんでしょうか。今回のコロナのひどい影

響を受ける中で、観光部門、所管の部長として今回

の予算の確保については、いかように考えていらっ

しゃいますか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 仲村委員から

の御指摘いただきましたけれども、対前年度比2.9％

の減となっております。一方で、減額の主な要因と

いいますのが、先ほど申し上げましたけれども、県

立芸大の奏楽堂の改修費ということで、これは今年

度で終わったもの。そして、もう一つ大きいものが、

沖縄観光国際化ビッグバン事業ということで、イン

バウンドの取り込みのためのプロモーション等の経

費でございますけれども。これも御案内のとおりイ

ンバウンドの受入れが、入国制限措置がかかってい

るということで、かなり厳しいということで、削ら

ざるを得ないというようなことで。そこは次年度予

算ということから、メリハリをつけた形にしたとい

うふうに考えております。

一方で、観光振興ということに特化した形でいい

ますと、約39億円となっておりまして、今年度に比

べまして1.8％の増ということで、国内需要安定化事

業ですとか、あるいは旅行者検査実施支援事業、そ

れから沖縄ワーケーション促進事業の新規の計上と

かといったことに、そこは振り向けたということで

ございます。先ほど言いました、国際化ビッグバン

事業の減、それから九州ブロック大会の開催事業の

減額もありますけれども、そういったものを、そう

いう新たな国内需要安定化に振り向けて、有効活用

したいというふうに考えております。

それから、これは、本会議でも答弁させていただ

きましたように、もちろん文化観光スポーツ部でも

観光に対する手当てを手厚くやりますけれども、そ

れ以外に、例えば、商工の県単融資事業とか、ある
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いは、ほかの部局の観光をフックにした事業もござ

いますので、そういったものも活用しながら、全庁

一体となって観光産業を盛り上げていきたいという

ふうに考えております。

○仲村未央委員 商工部門も併せて、特に事業者の

立ち上げ、その再生という意味では、非常に体制の

強化が必要かなと思っています。

それで、説明資料の33ページ、観光危機管理体制

構築支援事業ということで出ております。この事業

の内容についてまず伺います。

○雉鼻章郎観光振興課長 観光危機管理体制構築支

援事業についてでございますけれども、同事業は、

安全・安心な観光地として全県的な観光危機管理体

制の構築に向け、図上訓練とか各種セミナー、それ

から市町村の勉強会、それから各市町村における観

光危機管理計画の策定の促進などを図っていくこと

としております。

○仲村未央委員 今年度の予算の３倍、2000万から

7600万ということで増額をしていますけれども、こ

れはどういうことでしょうか。

○雉鼻章郎観光振興課長 新型コロナウイルス感染

症という観光危機に大きな影響を受けている本県に

おきまして、感染症対策をさらに徹底して安全・安

心な島、沖縄をアピールするということは、観光危

機化の回復に向けた重要な取組であることから、事

業費を増額して観光関連事業者等を対象に感染症対

策徹底を促進するための周知啓発活動などを行って

いこうというふうに考えております。

○仲村未央委員 これまでの取組をちょっとお聞き

したいんですけども、皆さん、観光危機管理の基本

計画というのをお持ちですね。それは、全国に先駆

けて基本計画を策定され、行動計画を策定されたと

いうふうに聞いておりますけれども、この取組につ

いてどのようなものか、そもそもこの計画の目的、

その方針等について伺います。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

沖縄観光というのが、世界水準のリゾート地を目

指していく上で、来ていただいたお客様の安全・安

心をも守ると。そういう中で、沖縄観光のブランド

価値を向上していくという趣旨も含めて、観光危機

管理基本計画、そして実行計画を策定いたしました。

この計画に基づいて、毎年実際の事業として図上訓

練であるとか、もしくは市町村のほうへの危機管理

計画への策定の促しであるとか、そういったものを

実施してまいったところでございます。

以上です。

○仲村未央委員 この基本計画が想定する危機とい

うのは、どのような危機ですか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

沖縄ならではという部分では、まず台風というも

のがございます。それから地震、そして津波などの

自然災害、それに加えまして、例えば今回のような

新型コロナウイルス等に基づくインフルエンザによ

る健康危機管理といったものがございます。

以上です。

○仲村未央委員 それで、感染症もこの基本計画の

中で危機として想定はされていたわけですよね。そ

れについては、今回この基本計画、まさに行動計画

を策定されて、どのように生かされたのか。

○山川哲男観光政策課長 平成28年３月に策定いた

しました沖縄県観光危機管理実行計画の中の、イン

フルエンザ等に対する健康危機というものが、平成

21年メキシコのほうで発生いたしました新型インフ

ルエンザをベースにした検証の結果となっておりま

す。これに基づきまして、観光政策課のほうでは、

総括班そして復興企画班というものが立ち上がりま

す。また、観光振興課のほうでは、情報班そして復

興推進班というものが立ち上がってまいります。観

光政策課の総務班で行っている総括班では、ビュー

ローとの連絡会議の調整であるとか、もろもろの部

分。観光政策課の復興企画班のほうでは―具体的な

事業でいいますと沖縄彩発見等ですね。その役割と

いたしまして、観光復興施策等の企画実施に関する

こと、観光産業の早期復興事業継続支援策に関する

ことというのが役割として明記されていることから、

今必要なカンフル剤としての事業を構築したという

ところでございます。

以上です。

○仲村未央委員 つまりこの基本計画は、十分に生

かされて、その実践的でしたか。

○山川哲男観光政策課長 振り返ってみますと、こ

の新型コロナウイルスというのは昨年の年初めに始

まりまして、そこから観光関係の方々が危機感を有

して、当時の文化観光スポーツ部の職員の方々との

意見交換が始まってまいりました。それから４月１日

の年度をまたぎまして、初めてカンフル剤としての

事業が実施されたのが、６月の彩発見というところ

がありましたので、２月からカウントしていきます

と、約４か月ほどかかっているという状況がありま

したので、振り返りというところなんですけれども、

もっと早く必要な施策が打てる状況があったのかな

というのは感じているところです。
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以上です。

○仲村未央委員 具体的に聞きますけれども、皆さ

ん、対応の基本マニュアルも策定されていますね。

それでこのような観光危機が起きたときの対応とい

うことで、具体的に何をすべきかというところで特

に着目したいのは、情報の収集・分析、ここですね。

これについては、情報班というのは沖縄観光の動向、

観光関連産業の現状を分析するというふうに規定さ

れています。その中で、特に観光業界中心にひどい

状況の中に経営環境あると思うんですよね。そこで

例えば、観光関連産業の現状としては休廃業数とか

その傾向とか見通し、このようなことについて分析

をし、情報収集をし、分析をしなさいということに

なっている。これはいかがですか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

文化観光スポーツ部のほうでは観光産業の状況を

把握するための調査事業として、観光産業実態調査

というものを実施しております。その中で先行きの

景況感―ＤＩですね、そういったものを取っており

まして、当時から今も含めてですけれどもかなり厳

しいという認識は得ておりました。それからまた、

沖縄労働局であるとか、厚生労働省等の労働行政の

ほうが発表しております有効求人倍率でありますと

か、コロナを理由とする解雇の状況等も適宜収集し

ながら観光業界の状況について把握するよう努めて

まいりました。

以上です。

○仲村未央委員 ですから、具体的に聞きたいわけ

です。経営状況、営業状況、どのように収集をされ

て、例えば休廃業数を何件ぐらい皆さん把握してい

るのかとか、その収集の仕方、どのように情報収集

したのか、どのように分析をしたのかという、この

マニュアルをどのように生かしたかということで一

例として伺っているわけですね。

○山川哲男観光政策課長 繰り返しになりますけれ

ども、観光産業実態調査の中で観光業界のほうへア

ンケート調査を実施いたしまして、その中で把握す

るように努めてまいりました。

以上です。

○仲村未央委員 だから、休憩をお願いします。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲村委員からマニュアルに従っ

てどのように情報収集し分析したのか、具

体的に数字等を示しながら説明してほしい

との発言があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

山川哲男観光政策課長。

○山川哲男観光政策課長 明確な数字は申し上げに

くい状況なんですけれども、具体的な行動といたし

ましては、それぞれの業界団体のほうを回りまして、

直接にその窮状の状況を聞いて回ったりとか、もし

くは、今回各業界団体のほうから様々な要請を受け

てまいりましたので、そういった意見を聴取する中

で把握に努めてまいりました。

以上です。

○仲村未央委員 とても抽象的で、答弁が。具体的

なことを先ほどから求めているので、どのように回っ

たなら回ったで、いついつ期間、何団体回って、ど

ういった調査を得たということをもう少し具体的に

―危機管理の問題ですから。お尋ねいたします。

○山川哲男観光政策課長 業界団体のほうは、昨年

の８月20日から９月８日の間、観光復興等に対する

意見を聴取するということで、14観光団体を回らせ

ていただきました。まずホテル組合のほうを回りま

して、その中で理事長のほうから、今ホテルについ

ては修学旅行等々も全てキャンセルの見通しになっ

ていると。そういう中で、団体客が得られない中何

とか個人客でも呼べるような状況はないかという御

意見もありました。あと、バス協会のほうからも貸

切りバスが全然動いていないというような声もあり

まして、それの直接的な支援策を検討していただけ

ないかということもございました。それ以外にも、

観光施設等の方々からも入園者数が激減している中

で、何とか支援策を検討していただきたいというよ

うな声をいただいております。

以上です。

○仲村未央委員 すみません、先ほどから記憶を頼

りに答弁をされているような印象を持つんですが、

皆さんのそのマニュアルに従うと、例えば平常時の

主要マーケットと現状の比較、沖縄観光に関する消

費者マインド、観光に関する県外旅行業者等のマイ

ンド、それから年齢、性別、旅行形態等の動向とか、

先ほど申し上げた休業廃数、傾向、見通し、それか

ら今継続に費消となっている事項、課題の抽出など

をすることがこのマニュアルに書かれているから、

聞いているわけですね。それは、やったのか、やっ

てないのか、どのようですか。

○山川哲男観光政策課長 昨年のコロナ禍の中で、

必要な施策事業をまず打ち立てていくというところ

に力を集中していたという部分がございました。そ

ういう中で、足りないところは確かにあったのかな

というふうに考えております。そういう中で、これ
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までの取組を検証した上で、次の計画の中にしっか

り落とし込んで、ブラッシュアップしていく必要が

あるなというふうに考えております。

以上です。

○仲村未央委員 非常に皆さんのそもそも観光基本

計画の目的などを見たら、沖縄にとって直接的、間

接的に県経済に大きく貢献する、極めて重要な産業

であると、観光がね。そして、その持続的発展を図

ることが観光行政にとって最も重要な施策であると

いうふうにそもそもこの危機管理の必要性を唱えて

いるわけですね。そういった観光客も含めて早期の

復興や事業継続を図ることというのは、県経済全体

の危機管理だと。観光の危機管理は、観光分野だけ

の危機管理を見るのではなくて、沖縄そのものの危

機管理であるというふうに皆さんうたって、このマ

ニュアルをつくっているわけですよね。いざその感

染症が全く想定外の危機だったかというと、皆さん

もともとこの中にも、危機の一つに感染症を挙げて

いるわけですよ。だから、想定外ではないわけです

ね。規模についてはもちろんこれは世界中が想定外

だったと思いますけれども、先ほど言うようなマニュ

アルの一部をどのように分析し検証し評価をしまし

たかということについては、やっぱり非常にこの危

機管理が弱い、危機認識が非常に弱いんじゃないか

というふうに見えるんですけれども、そこら辺はい

かがでしょうか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 先ほど、課長

からも御説明をさせていただきましたけれども、危

機意識という意味では決して薄いものだったという

認識は持っておりません。むしろ相当なダメージを

観光業界の方々が受けているという認識は当然持っ

ておりました。その理由と申しますのが、先ほど課

長も言いましたけれども、個別具体にこの資料を収

集するということよりも、それぞれの業界から個別

に要請なりというものを再三受けておりまして、そ

の中に、例えばホテルがどうとか観光施設がどうと

かというような窮状というのを持って来られていた

ものですから、そこはそれとして資料として活用さ

せていただきながらやると。一方で、そういうこと

もそうですが、カンフル剤としていかに素早くスピー

ディーに手当てするかということに尽力しなければ

いけない。要望としてもそういう声が強かったもの

ですから、そこに今どういう形で沖縄の観光行政が

携わっていけるかということを念頭に置きながら進

めてきたというところがございます。

それともう一点ですけども、確かに、そういった

パンデミック、伝染病とかいったことについての想

定はございますけれども、まさに委員御指摘のよう

に、あの規模が想定を超えたと言ってはいけないん

ですけれども、それが長期間に及ぶということと、

もう一つ、危機管理計画にもございますとおり復興

後のプロモーションというのが通常どおりの記載の

仕方になっていたというところが、全くそれは想定

していなかったというところ。なぜかといいますと、

ウィズコロナ、アフターコロナという言い方があり

ますけれども、通常の移動を伴うということが前提

の旅行というのがなかなかもう厳しくなるという事

態になるということはまさに想像できなかった。そ

の危機が終われば、通常ビフォーのツーリズムの在

り方を再度やって行けばいいんだと認識のほうに

立っていたところ、今回それが全く覆ったような状

況になっておりますので、旅行形態の変容というも

のを含めて、今後は基本計画のブラッシュアップに

努めていかないといけないなということを併せて考

えているところです。

○仲村未央委員 今回予算を３倍に増して危機管理

体制に取り組むという中ですけれども、提案ですが、

本会議でも申し上げましたけど、今回皆さんがそれ

までにつくっているこの基本計画のそのトップは観

光部長なんですよね、観光所管部長。ただ、沖縄の

経済に与えるインパクトからすれば、これ沖縄県全

体の危機管理として捉える体制が必要だと思うんで

すね。だから、まさに知事をトップにこの危機管理

体制を敷かないと、捉えられるような危機の状況で

はないというふうに思うわけです。危機はいつも突

然、もちろん突然来るから危機であるし、それから

先ほどの想定していてもなお規模や、繰り返しなど

想定できないことも出てくるわけですよね。だから

体制のつくり方としてはもっと県民を網羅する形で

情報網を取らなきゃいけない。それが観光一分野の

セクションを超えた体制というのが私はとっても必

要じゃないかというのを今回見ているんですけれど

も、そのような取組は、庁内でどのように話合いが

ありますか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 委員の御指摘

はもっともなところで、観光部の立場からすると、

まさにそういった気持ちはございます。一方で、課

長が先ほど言った中にはなかったんですけれども、

この観光の基本計画というのが、別途特別な委員会

とか会議が招集されたら、その一分野、パーツとし

て観光の危機管理というのは観光の役割を担う分野

として動くというようなこともございまして。何が
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言いたいかといいますと、コロナ対策本部というの

が県庁にできたというところがあって、そこの観光

分野を担うという位置づけで動いていったというよ

うなところがありますと同時に、もう一つ経済分野

でいいますと、商工が音頭を取って進めていく経済

対策会議というのがございまして、そこのまた観光

というのは大事なセクションであります。そこの一

分野として動いていたというのもありまして、そこ

がなかなか、今後どうしていくかというのはつなげ

ていかないといけないんですけれども、そことの整

合をどういうふうに図るかというのが一つ課題かな

というふうには感じておりました。

○仲村未央委員 ちょっとよく分からないところも

あったんですけれども、いわゆる皆さんの対策本部

というのは庁内の各部長が集まってやるわけですけ

れども、そこでどれほどのこの危機管理に関して、

あるいは経済環境に関して、県民生活に関して、議

論されているかということの対応を感じにくいわけ

ですよ。この間少し本会議でも触れましたが、例え

ば交通機関でも、バス、ハイヤー、レンタカー、旅

客とかトラックとかこういうところまで北海道なん

かは意見を聞いているわけですよ。一運輸分野といっ

てもそれはバス、タクシーだけでもないし、トラッ

クまで含めて、あるいは船まで含めてこの意見を聞

く対象に入れているわけですね。そうなると、やっ

ぱり危機管理として、部長の皆さんが集まる中でど

れほどそれが議論されたかというと、議事録も議事

概要で中途半端で見られない。そして、ほぼほぼそ

の内容は医療関係のことが主ではないかというふう

に伝わってくるわけですね。そういう意味での本当

に県民生活を捉えるような危機管理体制というのは、

今回これがなかなか生かせなかったことの反省や課

題も含めて、もっと全庁体制に上げるということで、

観光部からも提案をしないといけないんじゃないで

すか。そこはいかがでしょう。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 委員がおっ

しゃったことは、ぜひ反省、これまでの取組を振り

返りながら次につなげていきたいと思います。

一つ、ビューローの下にツーリズム産業協議会と

いうのがございます。そこであまねく観光業界を束

ねて意見なり状況をお聞きするという会があるわけ

です。そこの意見交換の結果ですとかそういうのを

含めて、ビューローのほうが県の観光スポーツ部の

ほうに上げてきて、それを対策本部で今の観光業界

こうなってますというような形で、間接的にという

ところではやっていたんですけれども、委員がおっ

しゃるとおり、それを何らかの形で、県全体でビュー

ローの下にある観光業界の方々の意見を聞くといっ

たようなことも、もしかすると必要だったのかなと

いうふうに、今後にそこはつなげていきたいという

ふうに思います。

○仲村未央委員 次、34ページの文化芸術を支える

環境形成推進事業、それから沖縄県文化振興事業等

推進費に関連して伺いをしますが、これ前年度予算

よりもどちらも減額になっているんですよね。これ

がどのような概要か説明いただきたい。今、文化芸

能環境、そのエンターテインメントの皆さん、この

コロナの中で演者の活躍の場も失われ、それを支え

る人たちの生活も窮しているということで非常に支

援を強く求めていらっしゃいますけれども、この辺

りと今回の減額予算の関連はありますでしょうか。

○島尻和美文化振興課長 お答えいたします。

現在、委員のほうからございましたコロナ禍での

困窮の状況でございますが、県では、国や県の関係

部署における事業の継続と雇用の維持に関する情報

を沖縄県文化情報ポータルサイトのほうに掲載する

など、取組の周知に努めております。

また、ちばらな文化芸術プロジェクトといたしま

して、感染症対策を含め、コンテンツ配信等に係る

機材の経費や新しい生活様式に対応した取組への支

援策を講じているところでございます。

また、令和３年度は沖縄文化芸術を支える環境形

成推進事業におきましては、運用の一部を変更いた

しまして、個人事業主が行う新しい生活様式を取り

入れた上限100万円の小規模な活動を支援する取組に

ついても令和２年度にも引き続き実施することとし

ております。

あわせて、今年度に開設をいたしました、沖縄の

文化情報を発信するまとめサイト、ちばらな！おき

なわ文化配信の森につきましては、現在委託を行っ

ているＮＰＯ法人が運営しているサイトへ掲載情報

を引き継ぐこととしており、今後も配信情報の強化

に努めてまいります。

県としては、こうした事業を通じまして、文化関

係者に速やかに各種の支援策が行き渡るように努め

るとともに、引き続き関係団体等と意見交換を行い

ながら、必要な施策については検討を行い、文化芸

術の振興を図ってまいりたいと考えております。

以上です。

○仲村未央委員 ですので、その支援をするという

ことであるにもかかわらず、なぜ両方予算が下がる

んでしょうか。
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○島尻和美文化振興課長 お答えします。

環境形成事業推進費の減の理由でございますが、

こちらソフト交付金の削減によりまして、補助金部

分を含め事業費を縮減したことが理由として書いて

おります。

○西銘啓史郎委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 では、よろしくお願いします。

説明資料の33ページの修学旅行緊急時支援事業に

ついて伺いますが、615万新規で新たに予算化されて

おりますが、項目の中で、コロナウイルスの感染症

の健康観察の表というふうになっておりますが、ま

ずはこの中身から教えてくれますか。どういった目

的なのか。

○雉鼻章郎観光振興課長 お答えいたします。

沖縄での修学旅行中の新型コロナウイルス感染症

の拡大防止に向けて、保健所のほうから濃厚接触者

と特定された場合の健康観察の実施のために、生徒

やその保護者等の健康観察に伴う宿泊費や交通費に

対して奨励金を給付するというのが事業の内容に

なっております。

○崎山嗣幸委員 では、対策のための保健所からの

宿泊費とか健康観察のためということらしいんです

が、新年度において、修学旅行生の先ほどからあり

ますように、相当な落ち込みであるようです。私も

せんだってひめゆり資料館も行ったんですが、ほと

んど旅行者はいなくて周辺の店もほとんど開店休業

の状態だったんですが。今、皆さんが新しく予算を

組まれていることの予算は、当然これから修学旅行

生の回復に向かっての予算措置だと思いますが、こ

の金額はどのくらいの修学旅行生が来るということ

の見込みの予算を組んでいるんですか、これは。

○雉鼻章郎観光振興課長 現在、いろいろ照会した

ところで、来年度の修学旅行の実施見込みは1879校

の35万4677人というようなところを見込んでおると

ころではありますが、今回のこの事業に関しまして

は、発生して対応するということでケースもいろい

ろとございますので、積算……。

大体、学校の規模それから中学生とか高校生とか

いろいろあるんですけれども、10から15ぐらいのケー

スを考えております。

○崎山嗣幸委員 多分ね、今まで組んでなかった予

算をこれから修学旅行生回復に向かって、コロナウ

イルス感染症の対策のための検査とか宿泊費という

ことで組んだと思いますが、想定されるこの学校が

今1879校ですか、35万と聞いたんですが、新年度で

この想定をしながらこの予算を組んでいるんですが、

この間の推移の中では、県外からの修学旅行生の推

移なんですが、これは大体40万ぐらいですか、あれ

は2000ぐらいですかね。これ具体的に推移をちょっ

と教えてくれますか、この間の修学旅行生のいらっ

しゃった数と学校名と、今言われている新年度の数、

ちょっと教えてくれますか。

○雉鼻章郎観光振興課長 平成29年度が2475校の

43万2134人、平成30年度が2455校で42万9224人、令

和元年度が2398校の40万9011人。令和２年度でござ

いますけれども、２月９日時点の旅行者への照会で

198校４万1886人ということになっておりまして、先

ほども申し上げましたが、来年度４月以降の実施見

込みにつきましては、1879校35万4677人というふう

に。

○崎山嗣幸委員 40万推移をして、35万ということ

の想定をして、それから生徒が発症するときの緊急

的な対応ということで組まれているということです

が、この見込みについての推移は、具体的に実現性

はありますか。

○雉鼻章郎観光振興課長 今申し上げたのは、現在

入っている予約数ということでございますので、今

後のコロナの推移にもよるとは思いますけれども、

この予約数を確保するために、今回のこのような事

業を実施させていただいているというところでござ

います。

○崎山嗣幸委員 今言われた新年度予算の中に、言

われたことについて予約数の中で入っているという

数字ですね。はい、ありがとうございます。

それから、そこを含めてコロナの回復というのを

含めて当然願って、それが実現できれば幸いだと思

いますが、そこに向かって頑張ってもらいたいと思

います。

それから、修学旅行生が来る見学先について、推

移というのか、そこを主に３点ぐらい、どこどこを

拠点に来てますか、修学旅行生は。

○雉鼻章郎観光振興課長 今、委員がおっしゃられ

た拠点というところでいきますと、那覇市が一番多

くてその次が恩納村、本部町というようなところを

ベースに皆さん回られているというところでござい

ます。

○崎山嗣幸委員 拠点ということではなくて、修学

旅行生が行かれる施設を教えてもらえませんか。首

里城だとか、あるいは平和祈念公園とか、一番のこ

のニーズの高いところはどこなのかですね。

○雉鼻章郎観光振興課長 やはり、平和学習が最も

多くございますので、例えば南部のガマですとか、
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それからもちろん今お話になった平和祈念公園、ひ

めゆりの塔、ちょっとその数字的なところは今把握

はしておりませんが、そういう学習施設に立ち寄ら

れているという話は伺っております。

○崎山嗣幸委員 中学生と高校生の目的も若干違い

ますかね、そこの場所については。

○雉鼻章郎観光振興課長 やはり中学生と高校生で

は平和学習でも訪問先も変わってまいりますし、最

近高校生なんかでよく見られるのはキャリア学習、

これは平和学習ではございませんが、キャリア学習

などで、社会見学的なところも要望としては聞くと

ころであります。

以上です。

○崎山嗣幸委員 ありがとうございます。

では次行きます。当初予算の概要の部局別の中の

経済対策の中を聞きますが、沖縄彩発見バスツアー

促進事業でありますが、これがこの繰越明許で、１億

7782万繰り越されておりますが、これの令和２年の

実績と執行率を教えてくれますか。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 お答えいたします。

沖縄彩発見バスツアー促進事業の令和２年度の事

業実績でございますけれども、当該事業につきまし

ては41の旅行会社等が参加をいたしまして、令和２年

11月13日から同年の12月27日まで販売を行いまして、

その実績は最高件数が1098件、利用バス等の台数が

1291件、利用者数が１万7677人で、補助金総額が

6514万6000円となっておりまして、予算額に対する

補助金額の執行率は27％となっております。

○崎山嗣幸委員 その全体の１万7677人のうち、こ

の中の利用者で修学旅行生は件数と人数どのぐらい

含まれてますか。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 県内の学校等によ

る修学旅行や遠足での活用の状況でございますが、

最高の件数が71件で、バスの利用台数が241台で、利

用人数は6592名となっております。

以上です。

○崎山嗣幸委員 ありがとうございます。

今日の新聞にも載ってましたが、10日から始まっ

た彩発見キャンペーンが第３弾、売れ行き好調とあ

りましたが、しかし今説明されてる観光施設とか交

通というのか、そこには効果が現れてないというこ

とで、今日の報道でもありましたが、今言われた観

光施設だとか修学旅行とか、バスの促進事業の中に

はなかなかそこが反映されていないということの情

報が載っておりましたが、今実績の中で、多分この

期間だから、執行率も今27％の執行率ということで

ありましたが、ここは４月までの繰越しキャンペー

ンの中で、執行率ってどのくらいまで上がっていく

のかということは想定されておりますか。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、バスツアーに係る執行率を聞き

たい旨の確認があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

山田みさよＭＩＣＥ推進課長。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 委員のおっしゃい

ますとおり、今回計画よりも３分の１程度の販売期

間となったということもありまして、執行率が27％

となったものと認識をしておりまして、繰越しをし

て再開をした後には、例えば４月、５月だとゴール

デンウイークとか、４月の行楽シーズンとかもあり

ますし、十分に予算を執行できるというふうに見込

んでおります。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から、３月10日から始まっ

た彩発見キャンペーンは宿泊等も含めた事

業であり、バスに特化したバスツアー事業

とは別のものであるとの説明があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 両方、宿泊のセットされたりとい

う状況の中で、その全体の中で今言われている問題

点はなかなかバスに反映されてないとか、観光施設

に影響されてないということの割合は、これどういっ

た現象が起こっていますか、全体的なものの中で。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

昨年６月に開始しました彩発見キャンペーンの第

１弾は今御指摘のあったように宿泊施設が主な利用

でありました。ただ、御紹介させていただきますと、

航空機であるとか、レンタカー、それからゴルフ場

等々の利用も確かにございました。そういう中で、

第１弾は小規模宿泊施設への支援が行き届いてない

というお声がありましたので、続く第２弾の中では

オンライントラベルエージェントを活用いたしまし

た。それはなぜかといいますと、ＯＴＡのほうは県

内に2000の宿泊施設の登録があったものですから、

そこを活用することによって小規模宿泊施設のほう

への支援も行き届くようにいたしました。今回実施

しております第３弾は、第１弾と第２弾の改善点を

含めましたやり方をしております。具体的に申し上

げますと、販売額のうち６割以上はアクティビティー

であるとか、もしくはバス、レンタカー、観光施設

を利用した商品を造成して販売してくださいという
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ような条件つきをしております。そういう中で、宿

泊施設や旅行会社以外の観光関連事業者へもくまな

く支援が行き通るような仕組みに仕上げております。

以上です。

○崎山嗣幸委員 彩発見ツアー、今言っているよう

に、商品の中身がセットになっているがために分か

りにくいところがあると思いますが、今、バスツアー

促進事業の中でこの明許繰越になっている１億

7000万のこの実績の部分については、どんなふうに

効果というか現れているというの分かりますか。こ

の全体の中の割合は、宿泊も含めてセットでそうい

うふうに売ってるものだから、バスが動かないとか、

観光は使わないとかという部分については、これ割

合はどんな形で積算されますか。

○山川哲男観光政策課長 第３弾につきましては

３月10日からの販売開始になっておりまして、現時

点では、その観光施設であるとか交通への幾らいっ

ているかというのはまだ把握できておりません。

以上です。

○崎山嗣幸委員 多分、新年度に向かって県の補助

額だとか、ＧｏＴｏの助成とか、地域クーポンとか

３点セットで効果が大きいということで、皆さんま

だ新年度の計画のめどは見えてないということです

が、これは新年度で計画をつくるときっていうのは、

計画的にはこれはいつ頃見通しがつきますか。

○山川哲男観光政策課長 第３弾は総額５億円の補

助金でスタートしております。２月に家族でＳｔａ

ｙＨｏｔｅｌという事業を実施いたしまして、これ

は宿泊事業者の支援策として行いました。そこでの

予算額が２億円となっております。３月10日から始

まりました第３弾は３億でスタートしております。

この考え方といたしましては、全国的なＧｏＴｏト

ラベル事業が開始されるまでのつなぎの事業として

の面を持っておりますので、私たちとしては、安全

・安心な島沖縄を構築するとともに、全国の感染状

況の安定化というのも見据えて、例えば沖縄だけで

も、もしくは九州・沖縄エリアだけでもＧｏＴｏト

ラベルできないかという考え方も一つ持っておりま

す。もしそれが後ろのほうへずれていくような状況

が生じた中で、沖縄が安定しているのであれば、彩

発見事業の予算額の増についても県庁内で議論をし

て検討していきたいと考えております。

以上です。

○崎山嗣幸委員 では戻りますが、修学旅行という

意味では、先ほどからあったように、県外の高校生

の要望も高い学習ツアーとか平和資料館とかひめゆ

りの塔ということもあるようなんですが、ここが若

干動くまで、彩発見バスツアーの促進事業の中で、

県内の中高校生の修学旅行なり、あるいは、学習ツ

アーなりということを教育委員会と連携をして、そ

こに平和資料館だとか、ひめゆりの塔とか、博物館

だとかに、各生徒というか―どれぐらいいるのかな

県内の、そこを入れ込んでいくということも、私は

大切だと思うんですが、こういった考え方は皆さん

と教育庁と連携をして、バスも施設も動くというこ

との彩発見ツアーでの取組をするっていうことが当

面重要かなと思うんですが。彩発見は、そこに意義

があると思う、それはいかがですか。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 沖縄彩発見バスツ

アー促進事業につきましては、県内の学校が行う修

学旅行にも活用できるということになっておりまし

て、事業開始に併せまして、県教育委員会とも調整

をいたしまして、学校での活用に向けた周知の依頼

をしております。また、次年度に繰り越して実施を

するということにしておりますけれども、次年度に

おいても、引き続き学校での利用が図られるよう県

教育委員会とも連携をして取り組んでいきたいと考

えております。

○崎山嗣幸委員 県内全校の中学・高校数と対象生

徒数というのはどれぐらいか、捉えておりますか。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 すみません、教育

委員会からお聞きした数ですけれども、小学校が

262校、中学校が144校ということはお聞きしている

んですけれども、生徒数の数字までは持ち合わせて

おりません。申し訳ありません、高校まではちょっ

と把握はしておりません。

○崎山嗣幸委員 これはしっかり把握をして、今の

事態だから教育委員会と調整をして、私は宿泊を伴

わなくてもよいから、学習ツアーという意味でバス

を利用して、生徒たちが平和資料館へ行ったり博物

館へ行ったりするってことのどれぐらいいるか数字

も把握しなかったらもったいないわけだから、教育

委員会と連携をして小・中・高、どれぐらい用意し

て人数どれぐらい。これ県外の生徒たちがそこに行っ

ているのに、県内の生徒たちが行ってるか行ってな

いか分からないみたいなので、ある面ではこの機会

にこの資料館とか県の関係する施設とかを視察する

ということは意義があると思うんですよ。そこはぜ

ひ教育庁と連携を取って、当面県内も該当するんだっ

たら、バスも動く、施設も動かすってことで大いに

役立つので、これは人数も把握して、ぜひ具体的な

計画を取り組んでくれませんか。
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○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 引き続き学校での

事業の活用が図られるよう、県教育委員会とも連携

をして取り組んでいきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 では、34ページの琉球歴史文化の

日の周知事業について伺いますが、これは歴史文化

の日ということで11月１日も制定の予定なんですが、

制定の目的と11月１日というのはどういう理由でつ

けたのか、説明をお願いします。

○島尻和美文化振興課長 琉球歴史文化の日につい

て、11月１日に設定した理由といたしまして、県立

博物館・美術館がおもろまちに開館した日や識名園

が一般公開された日であるとともに、泡盛の日や美

ら島おきなわ教育の日など、沖縄の歴史文化に関連

した事柄や記念日がございます。また、10月30日の

世界のウチナーンチュの日など、近接した日に連携

した取組が期待されるということで、琉球歴史文化

の日を11月１日としております。またさらに、令和

元年10月31日の首里城焼失の翌日でございます。首

里城がウチナーンチュのアイデンティティーやチム

グクルと深く結びついていることを改めて認識され

られた日であるということで、11月１日を制定して

おります。

目的と意義として、琉球歴史文化の日は、先人た

ちがつくり上げてきた沖縄の歴史と文化への理解を

深め、ふるさとへの誇りや愛着を感じられる地域社

会の形成に取り組むとともに、新たな歴史と文化を

自らの手で創造することを図るため、条例の制定を

今議会に提案しているところでございます。琉球歴

史文化の日の制定を通じまして、ウヤファーフジへ

の敬い、自然への畏敬の念、他者の痛みに寄り添う

チムグクルを育めるような日として、広く認知され

るよう取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 空港関連ですが、新規のほうから

質疑いたします。感染症の対策が主な増額の理由に

なっているのですが、安全・安心な沖縄観光の受入

体制の構築実証事業というので、沖縄の感染症水際

対策、沖縄モデルと言っているのですが、それの概

要の説明をお願いします。

○雉鼻章郎観光振興課長 安全・安心な沖縄観光受

入れ体制構築実証事業でございますけれども、これ

は水際対策の実施手法を確立するために、県内空港

においてサーモグラフィーによる発熱監視を行うと

ともに、那覇空港等に旅行者専用相談センター沖縄

（ＴＡＣＯ）を設置して発熱者等の体調不良者を迅

速に検査へつなぐという取組を行っているというと

ころでございます。

○玉城武光委員 これは従来も行われていたんじゃ

ないんですか。新しく沖縄モデルという位置づけな

んですが、それがどのように沖縄モデルになるんで

すか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 お答えします。

今、沖縄モデルというのは、去年途中からＴＡＣ

Ｏ、年明け後のＮＡＰＰ、引き続きやっているサー

モグラフィー、これ全体をくるめて沖縄の感染症水

際対策、沖縄モデルと言っています。先ほどの観光

振興課長からの説明については、一つのＴＡＣＯの

部分―今回この資料としては新規扱いになっていま

すが、去年の補正の段階でやっているものを表現し

ていますので、当初と比較すると新規扱いになって

いるという状況です。

○玉城武光委員 これは、そのＴＡＣＯが１か所な

のか、それともどこか離島も含まれているのか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 お答えします。

去年と引き続き同様にまず那覇空港にＴＡＣＯを

設置しています。その他、本土からの直行便が就航

します宮古島、新石垣空港、あと久米島、下地島空

港４つを設置する予定です。

○玉城武光委員 次、旅行者検査実施支援事業。こ

れ空港でのＰＣＲ検査の実施の支援に要する経費と

示しているんですが、これは支援先はどこなんです

か。

○真栄田義泰観光政策課副参事 旅行者検査実施支

援事業というのは、今現在もやってます那覇空港で

の希望者を対象にしたＰＣＲ検査の事業でして、こ

の事業に対して受託事業者に県から負担金を出して

実施して、安価な価格で空港での水際対策をしよう

という事業です。今現在、次年度の契約相手という

部分についてはまさに公募をかけている最中にあり

ますので、今の支援先というのはその公募で決定し

ていくふうに考えております。

○玉城武光委員 今公募をかけているという答弁な

んですが、これはＰＣＲ検査を民間がやるというこ

とですか、民間の業者が。

○真栄田義泰観光政策課副参事 今年度は、水際対

策の方法としてＴＡＣＯと今ＮＡＰＰ、両方別々で

やってましたが、令和３年度からはＴＡＣＯの受諾

団体のほうに、今までの発熱者の業務だったりとか、

旅中の相談の業務プラス那覇空港でＰＣＲ検査を希

望する方に対しての、検査へつなげる業務をそれに

加えて実施していこうと考えています。民間のほう
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にお願いしてやっていくというふうに考えています。

○玉城武光委員 今、民間に公募をかけているとい

うところですね。これ何業者ぐらいが今現在―まだ

かけてはないんですか、かけてるんですか。

○下地誠観光政策統括監 お答えいたします。

今週に入って公募を始めまして、今相談等は数件

来ております。

○玉城武光委員 次に行きます。

沖縄ワーケーション促進事業。そこのプロモーショ

ンを行うのはどこですか。

○雉鼻章郎観光振興課長 本事業におきましては、

企画提案公募によって委託事業者を決定して、県内

関係事業者と連携の上、プロモーションを実施する

こととしておりますので、今後委託事業者を決定し

ていくというところになります。

○玉城武光委員 今から委託先を選定するというこ

とですか、それともそういうワーケーションのプロ

モーションをする業者がいるという前提でこの公募

をかける、それか委託する。どっちなんですか。

○山川哲男観光政策課長 令和３年度に新規事業と

して立ち上げておりますこのワーケーション事業、

これの先駆け的に今年度９月補正で1300万円ほど計

上させていただきまして実証事業を展開してまいり

ました。その中で、沖縄にとってのワーケーション

は何だろうかというまずニーズ調査をしております。

このニーズ調査の中でやはり、癒しの島であるとか

日々のストレスから解放されるといったものがござ

いました。昨日なんですけれども、国内大手の保険

会社のほうとの共同での記者発表もさせていただき

まして、やはり国内的にも沖縄にとってのワーケー

ションというのはかなりニーズがあるというのが分

かっております。それを踏まえた上で、令和３年度

は、企画公募型で業者を選定いたしまして、国内向

けにプロモーションを展開していくということにな

ります。

以上です。

○玉城武光委員 分かりました。

次、ＲＩＣＣＡ普及促進事業、これの概要の説明

をお願いいたします。

○雉鼻章郎観光振興課長 県では、感染防止対策と

社会経済活動の両立を図るために、県のＬＩＮＥ公

式アカウントＲＩＣＣＡ沖縄県新型コロナ対策パー

ソナルサポートの県民、観光客、県内事業者への普

及促進に取り組んでおります。ＲＩＣＣＡは令和２年

10月に共用を開始しておりまして、今年度令和２年

度におきましては、その普及促進を図るため、コー

ルセンターの設置、ＳＮＳ等の広報活動、バス、モ

ノレール、飛行機内でのチラシ掲示、それから産業

まつりや国際通りイベントでのＰＲ活動などを実施

しております。令和３年度におきましても、より一

層の促進を図るために、そのようなＰＲ活動を続け

ていきたいというふうに考えております。

○玉城武光委員 このＲＩＣＣＡというのは、今現

在、利用している方々を押さえているんですか。

○下地誠観光政策統括監 今朝の数字です。今登録

者数が７万3801人です。施設で事業者としての登録

は、7190件になります。

以上です。

○玉城武光委員 普及に努めてください。

次に、国際交流国際協力推進計画策定事業という

のがあるんですが、この概要を説明お願いします。

○前本博之交流推進課長 お答えいたします。

国際交流国際協力推進計画策定事業につきまして

は、沖縄21世紀ビジョンの将来像であります、世界

に開かれた交流と共生の島の実現を目指し、国際交

流及び国際協力に関する施策を効率的かつ効果的に

推進するために、沖縄振興特別措置法に基づき、国

際交流国際協力推進計画を策定するものであります。

事業実施につきましては、令和３年度初旬頃に委託

事業者を選定いたしまして、国内外の状況の調査を

行いまして、有識者や関係団体等による検討委員会

を設置いたしまして、その中で計画の策定に向けて

取り組んでいくこととしております。

以上です。

○玉城武光委員 どんな交流を予定しているんです

か。

○前本博之交流推進課長 今現在、沖縄県といたし

ましては、海外ですと、ウチナーネットワークです

ね。県系移民の方々がいらっしゃる中南米とかハワ

イとか、あと友好県省を結んでおります福建省、あ

と台湾との交流を積極的に進めておりまして、そう

いったものの検証と、恐らく引き続き次の計画でも

継続していくことになると思うんですけれども、そ

ういった取組ですとか、あと国内ですと、島田叡元

知事の出身地でもあります兵庫県ですとか、福島と

のうつくしま・ちゅらしま交流ですとか、そういっ

たものを今現在取り組んでおりますので、引き続き

そういったものの検証と、今後の取組について検討

していくことになるかと思っております。

以上です。

○玉城武光委員 次、継続事業に関して増額になっ

た部分をお聞きします。



－348－

国内需要安定化事業、観光誘客プロモーションと

いうのがあるんですが、どこがプロモーションを実

施するんですか。

○雉鼻章郎観光振興課長 プロモーションの実施主

体ということでございますけれども、これは一般財

団法人沖縄観光コンベンションビューローなどを予

定しているところであります。

○玉城武光委員 予算が増額になったという部分は、

どの事業が増えたんですか。

○雉鼻章郎観光振興課長 どの部分といいますか、

プロモーション全般に関しまして、航空会社や空港、

旅行会社と連携して沖縄の歴史、文化、自然、食、

人などをテーマに情報発信、それから、沖縄旅行未

経験者層の維持・獲得とともに滞在日数の延長や消

費単価の増大を図っていくことを目的に実施しよう

と考えております。

○玉城武光委員 新しく事業を増額したのは、新し

いこのプロモーションをやるわけですから、誘客の

関係で新しくプロモーションが増えたという部分は

何ですかということを聞いているんですよ。

○雉鼻章郎観光振興課長 新しくと申しますよりも、

今以上に、コロナ禍の状況で国内誘客を強化するた

めにその予算を増額して当たっていくというふうに

考えております。国内需要安定化事業の中には、ブ

ランド戦略というのもございますし、それから富裕

層向けというようなプロモーションも予定をしてい

るところです。

○玉城武光委員 予算が増額した部分は、新しいプ

ロモーションをかけるということで増えたと私は思

うんですが、何かなかなか説明がなされないんです

が。

次に移ります。国民文化祭・障がい者芸術文化祭

おきなわ2022の準備事業という説明をお願いします。

○島尻和美文化振興課長 お答えいたします。

国民文化祭につきましては、観光やまちづくり、

国際交流や福祉・教育や産業その他の関連分野にお

ける施策と有機的に連携をしつつ、地域の文化資源

等の特色を生かした文化の祭典でありまして、毎年

各都道府県持ち回りで開催をしております。沖縄県

は、復帰50周年の令和４年の節目の年に開催するこ

とが内定しております。

次に、全国障害者芸術文化祭につきましてでござ

います。こちらは、障害のある方の芸術や文化活動

への参加を通じて、その方々の生きがいや自信を創

出し、自立と社会参加を促進するとともに、障害に

対する国民の理解と意識を深めることを目的として

実施するものでございます。

以上です。

○玉城武光委員 いつ頃予定しているんですか。

○島尻和美文化振興課長 令和４年の10月から11月

にかけて実施をするということで、現在国のほうと

調整をしているところでございます。

○玉城武光委員 分かりました。ぜひ、頑張ってい

ただきたいと思います。

次、スポーツツーリズム戦略推進事業について、

概要の説明をお願いします。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 お答えいたします。

当該事業は、沖縄の温暖な気候とスポーツ資源を

活用した新たな観光メニューであるスポーツツーリ

ズムの普及・定着を図り、沖縄観光ブランドの一つ

として確立することで、国内外からの誘客を促進す

るといったことを目的に実施しております。具体的

には、この事業の下に誘客と、それから新たなスポー

ツツーリズムの誘致の事業を５つぶら下げて実施を

しております。例えば、スポーツイベントの創出・定

着であるとか、あと魅力あるスポーツ環境、自然環

境や施設等もすばらしい施設がたくさんありますの

でそういったものを。それから、県内で実施されて

いるＮＡＨＡマラソン等のブランドを持った県内ス

ポーツイベントなど、こういったものを国内外でプ

ロモーションを行いまして、誘客を図っております。

また、プロ野球キャンプの来訪実施時には、観光

客に多く来ていただこうということで、そういった

誘客促進も行っております。それから、先ほど申し

上げましたけれども、そういったプロスポーツ以外

にトップアスリートの合宿等々もございますので、

そういったものの誘致とかも実践しておりまして、

その誘致のほうの総合窓口といたしましてスポーツ

コミッション沖縄への支援を行っております。

また令和３年度事業では、新たな取組といたしま

して、国内トップアスリートによる強化合宿などの

集積をさらに促進させていこうということで、スポー

ツコンベンションの高付加価値化を促進することと

しております。具体的には、スポーツ関連産業にお

ける―例えばトップアスリートの方々は、身体デー

タを基にトレーニングを行っていくわけですけれど

も、そういったサービスを提供できるような民間事

業者さん等々の基盤を強化していただくような、そ

ういった事業を今考えてございます。

以上でございます。

○玉城武光委員 このプロスポーツのキャンプとか

の誘致も行っていると思うんですが、今沖縄県でサッ



－349－

カー、それからプロ野球のキャンプが行われている、

そのほかにはないですか。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 今年度からラグ

ビーのキャンプを誘致しております。そのほかには

例えば、トップチームの合宿といたしまして、ソフ

トボール女子であるとか、あとバレーボールとか、

多岐にわたる競技において誘致を行っております。

以上でございます。

○玉城武光委員 ぜひ、誘致に頑張っていただきた

いと思います。

最後に、文化観光スポーツの予算は、コロナ関係

の対策費が多いんですよね、観光誘致のためにね。

だけど先ほどからのお話があるように、県内の観光

業者の関係の、非常に経済的に大変に疲弊している

という状況ですから、そこの手当てもやれるような

予算をぜひつくっていただきたい、ということを申

し上げて、終わります。

○西銘啓史郎委員長 翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 よろしくお願いします。

最初に33ページの200番、沖縄ワーケーション促進

事業。先ほどもお話いただいたんですけれども、県

が―今回の議会でもいろいろと議論ありましたけれ

ども、量から質への転換というところでお話をされ

ています。本会議の中の答弁では、当然量も追い求

めながら、質の高い観光ということもお話しされて

いたんですけれども、ワーケーションがこの一つの

役割を果たすのかなというふうな気もしております。

今、先ほど概要もあったのですが、もう少し詳しく、

県が求めていくというか目指していく、沖縄でワー

ケーションを行う方々に求めるものとはいうのは何

ですか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

沖縄ならではのワーケーションというふうに、私

たちは読み上げているんですけれども、それは何か

といいますと、まず、国内屈指のビーチリゾート地

としての豊かな自然環境がまずございます。それか

ら、おおらかな県民性が醸し出します、ゆったりと

した癒しの時間と空間。そして、県民との交流を通

して得られる体験などから、都市部では得られない

アイデアや生産性の高い仕事を行っていただけるの

ではないかという可能性を考えまして、実施をして

おります。

また、期待されるワーケーションの効果といたし

ましては、新規需要の開拓ですね。例えば、１泊２日

のビジネストラベルだったものが、沖縄でワーケー

ションすることによって、１週間、２週間というよ

うな滞在を促していく。そして、今申し上げました

ように、沖縄観光の課題の一つであります滞在日数

の延伸、それにつながります観光消費額の増大とい

うものも期待いたしまして、このワーケーションに

取り組んでいるところです。

以上です。

○翁長雄治委員 先ほど、実証実験というか今年度

まず行われて、次年度大手の企業さんとタイアップ

なんですかね、一緒にやっていくということがある

んですけれども、どういった方々を今後対象に呼び

かけていくつもりでいるのか、お願いします。

○山川哲男観光政策課長 ワーケーション、様々な

タイプございます。例えば、チームビルディングタ

イプと言いまして、個別の企業ごとに、複数人以上

の職員の方にいらしていただいて、彼らがコワーキ

ングスペースの中で一緒に共同作業をしながら生産

性を高めるような仕事に就いていただくと。

それともう一つは、家族型がございます。例えば、

お父さんお母さんが職員の方で、お昼はこの方々が

働いている。それ以外の時間、家族の方々はビーチ

であったり沖縄の豊かな自然環境の中で時間を過ご

していただくというような、様々なタイプを考えな

がら取り組んでいるところです。

以上です。

○翁長雄治委員 この家族型の場合、やはり宿泊す

る施設等々もいろいろ変わってくるのかなと思って

います。それが、今までは２泊３日なので、ビジネ

スホテルなりどこぞのホテルでよかったと思うんで

すけれども、この家族とかで来るとなるとなかなか

そういう訳にもいかないのかなと。そこで、沖縄県

として考える中で、マンスリーアパートみたいなと

ころを想定してやるのか、それともこのリゾートホ

テルみたいなところを想定してやっていくのかとい

うのをお願いします。

○山川哲男観光政策課長 お答えします。

沖縄に来ていただきますそのお客様のニーズに対

応した形で、サービスを提供していくことになりま

す。例えば、ビジネスを目的として沖縄の中で数週

間滞在したいのであれば、委員の御質問の中にあり

ました、マンスリータイプ等々も利用されると思う

んですけども、子供さんの夏休みの期間を利用して、

家族で数週間過ごしたいといった場合には、やはり

リゾートタイプというものが好評になるのかなとい

うふうに考えます。

以上です。

○翁長雄治委員 宿泊するタイプによってもいろい
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ろとニーズが変わってくると思うので、そこはぜひ

細やかに、いろんなパターンをプランを考えていた

だきたいなと思います。この目標値というのはある

んですかね。

○山川哲男観光政策課長 このワーケーションとい

うのは、まず国内でも走り始めた観光の分野になっ

てまいりますので、まずは沖縄観光の全体としての

入域観光客数の回復、戻しながら、このワーケーショ

ンのサービスを一つのコアとして提供することによ

り、実績が積まれていくと思います。そういう実績

を見据えながら将来的に目標値を設定していくとい

うふうに考えております。

以上です。

○翁長雄治委員 なるほど、分かりました。

ひとまず進めていくと。このワーケーションがコ

ロナの中で、僕は応急処置じゃないけども、こういっ

たまず呼び込もうとかではなくて、将来的にも沖縄

はそういうふうな観光の場として仕事の場として活

用していただくために、この最初の期間がすごく重

要だと思うんですよね。ここで成功すれば、コロナ

が収束した後も沖縄の中でこういうふうに仕事をし

ていこうとかっていう思いが企業の中、また働く方

々の中にも生まれると思うので、ぜひいろいろと最

初の分野で戸惑うこともお互いにあるかと思います

けども、利用される方も、よろしくお願いします。

次に201番の修学旅行緊急時支援事業なんですけど

も、先ほど質疑の中で、ふだんだと2000校強来て、40万

人強来る中で、昨年はそれぞれ１割程度に落ち込ん

でいると。次年度は、1879校の35万人ぐらいを今予

定していると。これが今、現状として予約があると

ころなので、なかなか見通せない部分があるかと思

うんですね。今年度から何を学んでやるかというの

は―沖縄県でも本当にゼロじゃないかって思った中

で１割ぐらいの学校が来てくれたというところで、

沖縄の状況とか出発地の状況もありながら、皆さん

出発してくるかと思うんですけども、修学旅行もこ

ういう状況であったら来れるんだなという流れとい

うのは今見えているのかどうか、お願いします。

○雉鼻章郎観光振興課長 委員御案内のとおり、昨

年度、夏休みも緊急事態宣言に入っておりましたし、

それ以降、修学旅行が沖縄で昨年再開されたのは10月

からですね。その間に、先ほど申し上げた百九十数

校がおいでになったと言える状況です。その間、例

えば、沖縄の状況をウェブなどで発信したり、それ

からやはりお問合せもたくさんいただきますので、

沖縄の状況はどうですかとか、こういうふうになっ

たらどうなりますかというようなところは、ずっと

対応させていただいてきたところです。

以上になります。

○翁長雄治委員 僕も、毎年修学旅行で来る学校の

先生から、今年行っても大丈夫かなと相談があった

りして、なかなかそのときは結構厳しい状況だった

ので、ちょっと難しいんじゃないかなという話をし

て、その後、一旦落ち着きそうなときにということ

で来る予定になったんですけど、結局それもまあ、

また厳しい状況になったので、第３波が来たので、

来れなかったんですよ。そういった形で、修学旅行

に来る学校も、僕は１校しか知らないですけど、そ

れこそ皆さんが発表している情報とかを見ながら、

勘案しながら来るかどうかって確認しているかと思

うのですが、その中で、沖縄がこういう状況のとき

だったら来てくれているのかなとかっていうものが

見えてるのかどうかっていう、この把握できている

のかどうかっていう、沖縄がどういう状況にあれば

修学旅行が来れるのかっていうのが分かっているの

かどうかが聞きたいですね。まだその辺の精査が終

わってなければ、ないで結構ですので。

○雉鼻章郎観光振興課長 例えば、ホテルなどでは、

修学旅行生が泊まるホテル・旅館においては、ガイ

ドラインに基づいて対応を取っておりますというよ

うなところを、ウェブなどを通じて我々も情報とし

てお伝えをしているところなんですけれども、やは

り学校側のほうで大きな不安を抱かれるようなケー

スがたくさんあって。例えば、生徒も行きたい、先

生も行かせたいけれども、保護者の方がというお話

も伺いますので、一概にこういう状況になれば修学

旅行が戻ってくるというようなところは、なかなか

難しいのかなというふうに思います。

○翁長雄治委員 分かりました。

来年もこの35万人目指しながらやっていくかと思

うんですが、ただなかなかどういう状況なら来てく

れるかというのが、まあ保護者の気持ちも分かりま

すので、これはまた一緒にいろいろなことを考えて

いければなと思います。よろしくお願いします。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 課長も申し上

げた、正確にこうだったらこう来てくれるとは言え

ないです。逆の言い方をしますと、県独自でやっぱ

り緊急事態宣言を発出しているときというのは、な

かなかここは難しいのかなというところだと思いま

す。一方で、ある程度収束しているときにコロナが

収まっているときに来ていただくんですけど、そこ

はまた発出の仕方にもよる、それはもう相対的な関
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係なのかなというところを感じております。そのと

きに、また発出の仕方で、今回緊急時の支援事業と

いうことを打たせていただきましたけれども、まず

安全・安心というのを県事業でこういうふうに皆さ

んのためにサポートしています。そういう事業をつ

くって、さらにそれを広く呼びかけるということで

逆に相手方の不安を払拭していただいて、来やすく

する環境をつくっていくということで、今までだと

１だったものを10につなげるとか、そういったよう

な取組をしていくことが肝腎なのかなというふうに

感じております。その辺はまた次年度も引き続き継

続して取り組んでいきたいと。

○翁長雄治委員 課題も多くあるかと思いますけれ

ども、引き続きよろしくお願いします。

次に202番のＲＩＣＣＡの普及促進事業なんですけ

れども、僕がさっき聞き漏らしていたらすみません。

今どれぐらいの登録者数、活用者数がいると分かり

ますか。

○下地誠観光政策統括監 今朝時点の数字です。登

録者数が７万3801人、事業者施設等の登録が7190件

です。

○翁長雄治委員 施設と個人を分けて分かるんです

か、これ。

○下地誠観光政策統括監 個人の登録者数について

は、実はお互いが持っているスマホでも、ＲＩＣＣ

Ａを落としていただいている方については、個人で

も見れるんですね。事業所については少し―ＬＩＮ

Ｅさんとか業者さんと相談して、その都度聞いてい

るという形になります。

○翁長雄治委員 この７万人という数字が多いのか

少ないかなという議論もあるかと思うんですけど、

少なくとも今県民が関心を持って、この人数を見て

いる県民からすると、とても重要なツールなんです

よね。

提案というかあれなんですけど、先週か先々週く

らいまでは、先週同じ曜日の比較とかのグラフとか

表が出ていたんですけども、最近ちょっとこれが出

ていないような気がして、以前よりも少しだけ分か

りづらくなっているような気がして。

○下地誠観光政策統括監 ＲＩＣＣＡの事業全体と

しての登録のお願い周知は、我が観光部でやらせて

いただいてますけれども、この陽性関係のコロナ関

係の情報については、保健医療部さんのほうでそこ

は発信している形になっております。大体目安とし

て１週間に１回ほどは、グラフを出して登録されて

いる方に具体的な数字をお見せした上で、意識して

いただいて、行動変容をみんなで図っていきましょ

うという流れを考えているところです。

○翁長雄治委員 情報を提供するのは当然保健医療

部だと思うんですけれども、発信も彼らがやるとい

う考え方でいいんですか。この、同じようなＬＩＮ

Ｅのあれを使って、使っていくと。

○下地誠観光政策統括監 プログラム上の問題なん

ですけど、パスワードとかいろいろございますけど、

お互いが持っていて、この感染者情報に関しては保

健医療部さんでということになっております。

○翁長雄治委員 管理は皆さんのほうで、管理とい

うのは広げるためのプロモーションとかやっている

けど、中身については、保健医療部がっていうこと

でよろしいわけですね。

○下地誠観光政策統括監 細かい話をするといろい

ろあるんですけれども、そのコロナの感染に関して

は保健医療部でやっています。例えば、事業者さん

が相談があったりとか、クーポンを入れたいけどと

かそういった相談をいろいろあるんですけど、そう

いうのは我々でやっていると。周知もＰＲも我々が

しているということになります。

○翁長雄治委員 ツールを使って発信しているのは

皆さんだと思っていたので、ちょっと勘違いしてい

ました。ぜひ、でもこの見ている人たちからしても、

どれぐらい占有率があるのかと新聞を見ない世代が

たくさんいる中で―見る人たちは朝もう見れば分か

るんですけど、朝刊の一面を見れば。見てない人か

らすると、これで情報を取っている人もたくさんい

ますので、ぜひこれ保健医療部と調整して、日ごと

送っていただければなと。ちょっと業務が増えるか

と思うのですが、よろしくお願いします。

○下地誠観光政策統括監 大体３時頃には、その日

の感染者数が情報として共有されます。感染症の県

内の専門家の高山先生が、ＲＩＣＣＡが一番早いで

すねとお褒めもいただきました。

以上です。

○翁長雄治委員 僕も本当に、今まで行政のこういっ

たＬＩＮＥとかで見ていて、いろんなツールを見て、

断トツに一番よいツールだと思っていますので、よ

ろしくお願いします。

次に、時間の関係があるので、少し先に214番の東

京オリンピック・パラリンピックの沖縄聖火リレー

推進事業なんですが、今オリンピックを開催はする

と。無観客でやるというふうに政府のほうが発表し

て、それに向かって今一丸となって頑張ってくれて

いるところだと思うんですが、県内で今年度の予算
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が１億7500万だったけど、当然これはオリンピック

がなかったので、あまり使ってないのかなと思うの

ですが、減額されているのと、どういうふうに行っ

ていく予定なのかというのをお願いします。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 お答えいたします。

聖火リレーの実施につきましては、御承知のとお

り、３月末に福島を皮切りにということになってお

りますけれども、やはり先行きが見通せない状況で

の実施ということになりますので、組織委員会のほ

うからはプランを今２つ提示をされております。

１つは、通常どおり公道でランナーに走っていた

だくというものでございます。

もう一つがＢプランと申しまして、仮に緊急事態

宣言が発出されるとかそういう状況なった場合には、

公道でのリレーを中止いたしまして、沖縄県での開

催は５月１日と２日になるんですけれども、その両

日の最終ランナーがゴールする場所で、セレブレー

ションを―点火式を行うということになっているん

ですけれども、そのセレブレーションのセレモニー

のみ実施をすると。その際には、無観客になるとい

うことで、今２つのプランで準備して進めておりま

す。

○翁長雄治委員 いつ頃判断されるか見通し立たな

いんですか。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 状況にもよります

けれども、組織委員会のほうからは開催の１か月前

までに判断を行うというような基準が示されており

ます。

○翁長雄治委員 そうなると、もうあと２週間ぐら

いで判断しないといけないということかと思うんで

すが、県としてこの指針は決めてるんですか。この

レベルだったらやろうとか、このレベルだったら

ちょっと中止にしようかとか。プラン１にするのか

プラン２にするのかという、この状況は考えている

んですかね。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 状況によってやは

りその判断というのも変わってくると思うんですけ

れども、組織委員会のほうからは、１か月前という

ことは示されておりますけれども、やはり日々この

変動する感染状況の中で、２週間前までは様子を見

てもよいというような流れもございます。

判断の基準といたしましては、緊急事態宣言の発

出ということになろうかと思います。

○翁長雄治委員 ということは今年度でいうと、年

末のあたりに本当は100人とかそれぐらいあったけ

ど、緊急事態宣言は出なかったわけですよね、その

ときはね。そのレベルでも出てなかったら、やって

いく予定ということでよろしいんですかね。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 お答えいたします。

基本としましては、やはり緊急事態宣言が出てい

るか出てないかというところになるんですけれども、

その状況が12月のような悪化の状況にあるといった

場合には、恐らくですけれども、県に実行委員会が

ございますので、そちらで検討して、組織委員会と

調整を図りながら決めていくことになろうかと思い

ます。

○翁長雄治委員 緊急事態宣言レベルのものかとい

うのが一つの指標になるということで、理解をして

おきます。ありがとうございました。

次、218番の第７回世界のウチナーンチュ大会の開

催事業費のところなんですが、令和４年度の開催予

定をされているかと思うんですけれども、今ワクチ

ンが、本会議の答弁によると最速でも今年の末、場

合によっては年度末と、来年のですね。ということ

で話があったんですが、つまりそうすると、収束ま

でもう少し時間がかかるんですよね。どういった形

で、ウチナーンチュ大会を開催しようと考えている

かっていうのをお願いします。

○宮城清美交流推進課第７回ウチナーンチュ大会開

催準備室長 お答えします。

県では、国内外の県人会の意向を伺うことは重要

であると考えておりまして、世界のウチナーンチュ

が今、大会を心待ちにしているということも踏まえ

まして、現時点では、令和４年度開催を目指してお

ります。委員がおっしゃったように、現在ウイルス

が蔓延している中での接種状況等もありますけれど

も、国により感染状況やワクチンの接種状況も異な

りますことから、状況を慎重に見極める必要があり、

現時点での再度の延期等については、ちょっと判断

が難しいと考えております。そのため開催の在り方

につきましては、世界の感染状況やワクチンの接種

状況、海外からの入国制限等について情報を収集し

まして、国内外県人会や医療専門家の意見も伺いな

がら、従来の開催方法にとらわれることなく、ウィ

ズコロナ時代を見据えました、オンラインを含めた

ハイブリッド形式による開催運営について柔軟に対

応していきたいと考えているところです。

以上です。

○翁長雄治委員 人の集まることに意義のある大会

でもあるのかなと思ってます、僕は。故郷を思い出

して帰って来てというところで、オンラインで何千

名がどれぐらいできるのかなと感じなんですが。先



－353－

ほど、延期などについてはまだめどが立たないとい

うところであるんですが、延期も一応可能性として

はあるという認識でよろしいんでしょうかね。

○宮城清美交流推進課第７回ウチナーンチュ大会開

催準備室長 今現在、コロナの状況が見えないとい

うことで、先ほども申し上げましたとおり、ちょっ

と判断をどうするかっていうのは難しいということ

で考えておりまして。ただ今後の状況、あと国内外

の県人会の意向とかも伺いながら、決めていきたい

と考えております。

○翁長雄治委員 逆に言うと、いろんな経験も持ち

ながら、１年半後ぐらいかなと思うんですけど、あ

るので、最大限のできる形、できない場合の形、ぜ

ひ、近くになって慌てるんじゃなくて、今から本当

にいろんなパターンを想定して、それこそ延期にす

るパターン、無観客でやるパターンというのは、ぜ

ひ考えていただきたいなと思います。あとやってい

たやつは、ほかで聞かれてしまったので、取り下げ

たいと思います。

以上です。ありがとうございます。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時20分再開

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

山内末子委員。

○山内末子委員 それではよろしくお願いいたしま

す。

午前中もいろいろありました。今もう本当に沖縄

県、コロナの蔓延がずっと続いてまして、感染防止

対策それと経済対策ということでは、観光分野の皆

さんたちとの、よく言いますアクセルとブレーキ、

このバランスがなかなかうまく取れてないというよ

りも、感染防止対策が主になっていましたので、ど

うしても観光分野の皆さん方の不満や―不満という

よりも、もう今怒りに近い形で皆さんが疲弊をして

いるというところ。そういう中で次年度のこの予算

組みをつくっているんですけれど、そういう意味で

は、もうこれから、先ほどあったようにいろんな事

業が全てにおいて感染の状況によって左右される。

そうするといろんな判断をその都度迫られるという

意味では、皆さん方のこれからの次年度は、大変い

ろんな意味でいろんなものと格闘しながら、その事

業を遂行していかなければならないかというふうに

思っております。そういう意味では、やっぱり職員

の皆さんたちがモチベーションをしっかりと高めな

がら、県民とそして観光分野の皆さんたちの思いを

しっかり受け止めながらということの事業の遂行と

いうことをしっかりやらなければならないのかなと

いうふうに思いますけど、その辺については、部長

はもう今年で定年にはなるかと思いますけれど、そ

ういった感覚から、どうぞ皆様たちへの決意という

んですかね、皆さんの観光分野の中でのモチベーショ

ンを高めるための決意について、少しそれから先に

お聞かせください。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 先ほど来から

委員の皆さんからも御指摘をいただいておりますよ

うに、観光業界を中心としてこのコロナの影響を受

けて非常に厳しい状況にあるという方々の声を本当

にたくさんいただいておりまして、いろいろ意見交

換をさせていただいてるわけですけれども、そのた

びに観光業界の中にもいろいろなまた分野があるわ

けですけども、分野ごとに状況がそれぞれ異なった

部分もありまして、それぞれの立場、厳しい立場の

声をお聞きして、何とかそれぞれの分野に応じた取

組を丁寧にやらせていただきたいということで、そ

こはまたコロナの感染状況も見極めながら進めさせ

ていただいておりますし、これからもそこは引き続

きしっかりやらせていただきたいなというところは

もう変わらず推進したいと思います。

一方で、そういった声を受けて取組を進めていく

中で、私ども職員の、先ほどモチベーションと言い

ましたけれども、それも従来の慣行とか、それ以外

の推進していく取組の手法というのがもう全く根底

から覆っていった。プロモーションとか受入対策の

事業といったようなことから、例えば水際対策とか

そういった今まで全く経験したことのないような非

常な取組ということで、職員の頭の切替えも含めて、

大変な面はあると思います。一方でそこはもうこう

いう状況ですので、観光だけではなくてこれは沖縄

県の組織それぞれがそういう悩みを抱えております

ので、共有の悩みとして、ぜひ頑張っていただきた

いということで、課長を中心に職員の健康状況には

留意して取り組んでおります。今後ともそこは管理

職を中心に、メンタルを含めた職員のモチベーショ

ンを落とすことのないように努めていきたいという

ふうに思っております。しばらく、まだかかるかと

思いますけれども、引き続きしっかり取り組んでい

きたいというふうに思っております。

○山内末子委員 ありがとうございます。

昨日も変異株が沖縄のほうでも見つかりまして、

中にはとても感染度の高いというか、そういうよう
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なものも見つかったということで、本当に先が見え

ないっていうんですかね、先行きが分からないとい

うこの状況だと思っていますので、そういう意味で

は今部長のおっしゃっていたように、新しい感覚、

新しい状況というのに、常に変化にアンテナを張り

めぐらせて、そして皆さんのところに届く声と、全

く届けられない声というのが実はあったりもします

ので、そういうところにも目配せ、気配せをぜひしっ

かりとお願いしたいと思います。

それでは事項別に沿って、少し事業を幾つかお聞

かせください。ナンバー173番の沖縄観光国際化ビッ

グバン事業ですけど、これは継続なんですけど、今

の現状を、昨年度の現状を少しお聞かせください。

○雉鼻章郎観光振興課長 お答えいたします。

沖縄観光国際化ビッグバン事業でございますけれ

ども、国際観光地としての基礎的需要の創出を図る

ため、航空路線の誘致や知名度向上、受入体制の構

築等を行うというところで、主に外国観光客の誘致

を図っていた事業であります。今年度につきまして

は委員御案内のとおり、まず国際線が全く飛んでお

りません。それから、日本国内に入ってくる外国人

観光客の数もなしというところでございます。なの

で、従来予定しておりました、例えば新規就航路線

に対するインセンティブとか、そういうものに関し

ては一切行えなかったというところでありますけれ

ども、ウェブなどを使いまして、海外に対しても沖

縄の情報を発信して、いずれコロナが明けたときに

は沖縄においでいただけるようにというところで、

そういったプロモーション活動のほうは、手法をい

ろいろと考案しましてやらせていただいていると

いったところでございます。

○山内末子委員 ちなみに昨年度の海外からの観光

客はどれだけでしたか。元年度との比較も一つお願

いいたします。

○雉鼻章郎観光振興課長 令和元年度につきまして

は約300万人、令和２年度、今年度につきましてはゼ

ロというところになっております。

○山内末子委員 これはもう沖縄県だけで努力をし

てもできないところでありますので。それでは、今

年度は、それでも海外からの、特に台湾あたりは貨

物の輸送も始まっていますし、何とかそことの交流

ということもやっぱり県を挙げて国に要請をしたり、

そういった事業もしながら再開に向けてそういう努

力もするべきではないかとは思うんですけど、その

辺については今どのようなふうになっていますで

しょうか。

○雉鼻章郎観光振興課長 すみません、先ほど外国

人観光客数300万と申し上げましたが、それは平成

30年度の数字でございまして、令和元年度は249万と

いうことになっております。大変失礼いたしました。

訂正させていただきます。

それから、海外からの誘客というところでござい

ますけれども、今例えば台湾などは台湾内で沖縄の

物産展を開いたりとか、そのようなことをして沖縄

をずっと露出しているというような状況にあります。

今後とも、何分にも検疫、ＣＩＱと言われる部分が

どのように動いてくるかというのは、私どもだけで

は何ともいたしかねますので、状況をよく見ながら、

今申し上げましたように、東アジアを中心に沖縄の

御紹介をしながら、いずれ空いたときには沖縄にお

いでくださいというようなメッセージを発信し続け

たいというふうに考えております。

○山内末子委員 今だからこそできること、それを

しっかりと確認をしながら、先ほどありましたよう

に東アジアは今あまり感染状況も悪くはなっていま

せんので、その国辺りもどんどん今年は少し芽が出

てくるのかなというふうに思います。そういう観点

からも、やはり今我慢をして、しっかりとＰＲをし

て、この事業を重ねることによって、再開したとき

にすぐに準備が整うような、そういう準備、そうい

う事業にしていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

それでは次に進みたいと思います。

ナンバー169で、観光人材育成確保促進事業、事業

内容をひとつお願いいたします。

○雉鼻章郎観光振興課長 観光人材育成確保促進事

業でございますけれども、沖縄県の観光客の受入体

制を強化するため、国内外の観光客が安心、満足す

る高いサービスを提供できる観光人材を育成し、併

せて定着というところにもつなげて、人材の確保と

いうところを支援するといった事業でございます。

○山内末子委員 観光業界が今大変厳しくなってい

るというところで、特に小さなホテルですとか、宿

泊業者の休業やあるいは廃業とかも聞いてますけど、

その辺の実態についてはどのようになっていますで

しょうか。

○雉鼻章郎観光振興課長 休業とか廃業の数という

ことにつきましては、こちらでは実際に把握してお

りません。

○山内末子委員 本当は把握したほうがよろしいか

なと思います。皆さん、観光業界を引っ張る行政で

すので、今の実態としてどのような形で今、ホテル
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やそういった宿泊業の皆さんたちがどういう実態な

のかというのは、把握しておくべきだと思っていま

す。そういう実態を踏まえながらこういった事業、

人材育成の確保というものにつながっていくと思う

んですけど、この辺はどうなんでしょうか。どうい

うふうな形で事業を進めていくのか、そのイメージ

を少しお聞かせください。

○雉鼻章郎観光振興課長 今お話のありました、特

に小規模なところなどは、人材の研修なども非常に

困難であるというようなところもあります。大きく

はこちらのほうで講師を用意して、集合型の若年層

とか中堅層、それから経営者向けといった階層別の

研修というようなところ。それから企業が独自で研

修したいというようなところに関しては、講師の派

遣でありますとかいうところを行っていくというよ

うな研修を支援しているところでございます。

○山内末子委員 対象はどの程度になっていますか。

どれだけの企業があって、どういう人数の人たちを

対象にして事業を行っているのかお聞かせください。

○雉鼻章郎観光振興課長 今申し上げました集合型

研修の中で、中核人材リーダー育成研修というもの

は24名の受講生の方がおいでになりました。それか

ら階層別集合型研修、沖縄観光キャリアカレッジと

いう名前で実施しておりますが、これがエントリー、

リーダー、経営者といったような階層別に行ってお

りまして、エントリー層が23名、リーダー層が24名、

経営者層に関しましては、13事業所に専門家を派遣

したというようなところでございます。

○山内末子委員 今、観光業界が少し下火に―事業

があんまりないという中で、だからこそできる事業

だと思っています。しっかりとした人材育成をしな

がら、本当にこの沖縄県が観光でしっかり飯を食っ

ていくんだという、そういう気概を持つような方々

を育てるという意味では、大変今のこういった中で

この事業を進めるということは、今だからこそでき

ることだと思っていますので、ぜひそれをもっともっ

とスキルアップしていくような、そういうことも踏

まえて、ぜひお願いをしたいと思います。

続きまして、沖縄空手少年少女世界大会開催事業

がありますが、その事業内容お願いいたします。

○佐和田勇人空手振興課長 お答えします。

沖縄空手の次世代を担う後継者の育成及び交流人

口の拡大を図るため、少年少女を対象とした国際大

会を開催するための事業でございます。

○山内末子委員 これの開催日はいつになりますか。

○佐和田勇人空手振興課長 当初は３月に本県の県

大会で予選会をしまして、次年度の８月という予定

をしてございました。ただ、新型コロナウイルスの

感染拡大等がございましたので、令和３年３月の今

度の県内予選会及び８月の本大会を延期しまして、

開催日程については関係団体と調整の上、改めて設

定することを実行委員会において決定したところで

ございます。新たな開催日程については、沖縄伝統

空手道振興会等関係団体と調整の上、新型コロナウ

イルス感染症の状況などを踏まえ、多くの参加者が

期待できる長期休暇などを考慮しまして、４月下旬

の実行委員会総会において決定する予定としてござ

います。

以上でございます。

○山内末子委員 今世界の空手人口というのは50万

とか30万とかっていうんですけど、どれぐらいです

か。

○佐和田勇人空手振興課長 世界198か国に１億

3000万人、空手の愛好家がいると言われております。

○山内末子委員 すごいですね。日本の人口より多

いんですよね。そういう意味では、この沖縄の空手

がやっぱり世界でも根づいてるという意味で、この

沖縄世界空手大会と、この少年少女世界大会は一緒

のような形で空手大会をやって、その後とかその前

とかのプレ大会というような感じで考えてよろしい

ですか。

○佐和田勇人空手振興課長 お答えします。

大人の部門は、令和４年度に開催を予定しており

ます。少年少女の場合は令和３年度、来年度開催す

る予定としているところでございます。今の計画で

は第１回沖縄空手少年少女世界大会、そして令和４年

度には第２回沖縄空手世界大会ということで開催す

る予定でございます。

○山内末子委員 それではこの少年少女世界大会は、

何か国で何人ぐらいの規模になるのでしょうか。

○佐和田勇人空手振興課長 50の国と地域から、

3000名の参加を予定しております。

○山内末子委員 ぜひこれもコロナに負けないで、

ここ沖縄で世界の少年少女が空手をやっている様を

ぜひ見たいと思っていますので、頑張っていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

それから最後にスポーツツーリズムなんですけれ

ど、もちろんこれプロのスポーツ、それに伴う経済

効果ということなんですけど、例えばですけど、沖

縄にもプロのスポーツ、野球のブルーオーシャンで

あったり、それからサッカーであればＦＣ琉球さん、

それから琉球コラソンさんとか、いろいろプロのス
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ポーツがありますけど、こういったスポーツ、沖縄

在住のスポーツの関係の皆さんたちは、こういった

スポーツツーリズム事業にはどこからもそういう事

業の中に組み込まれていないと思うんですけど、そ

ういったところの支援というんですか、それはどこ

ら辺で考えられておりますか。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 委員がおっしゃる

スポーツツーリズムの事業につきましては、誘客と

いう意味で設定をしておりまして、大学とか競技団

体の誘致、それからサッカーのキャンプの誘致とか

そういったところに特化をしてございます。

一方で、プロチームへの支援というのは、事業に

組み込んでいるというよりも、いろいろな御相談が

あったりしますので、そういったことに側面支援を

していくような立てつけになってございます。ただ、

事例としまして、県内のプロチームがこのツーリズ

ム事業を活用した事例はございまして、イベント支

援事業というのがあるんですけれども、プロチーム

の母体である企業さんが応募してくるというような

ことがございましたので、それが選定委員会で選定

されれば実施ができるということの事例はございま

す。

○山内末子委員 琉球キングスさんみたいに集客も

あって、それから全国でもチーム的にも大変強いチー

ムでもありますし、そういうチームもあれば、野球

のブルーオーシャンズみたいに新しいチームの皆さ

んたちは、集客をしようにしてもなかなかそれが難

しいと。沖縄なんて本当にスポーツはそれぞれです

けど、やっぱり野球のメッカでもありますので、こ

こに根差していくプロスポーツということも、そう

いう意味ではどんどんこういった事業の中に、何ら

かしらの芽出しをつけてあげて、そこを育成してい

くのもやっぱり文化観光スポーツ部の仕事だと思っ

ております。そういう意味で、そういった沖縄独自

の、卓球もありますし、いろんなスポーツの皆さん

たちへのもっとさらなる事業への推進ということを

もう少し考えてもらえないかなというふうに思いま

すので、その辺について部長いかがでしょうか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 コロナ禍の影

響で、ちょっとこれを芽出しができなかったという

ところはあるんですけれども、例えばブルーオーシャ

ンズさんからいろいろ御相談を受けたりして、そう

いう意味では新しい何か―これまでもプロスポーツ

ありますけれども、新しい沖縄ならではのプロスポー

ツチームを発掘できないかというところで、いろい

ろやり取りはさせていただいております。繰り返し

ですけど、コロナの状況でちょっとできない部分は

ございましたけれども、その中でも取組は委員御指

摘のとおり続けていきたいなというところは思って

おりますので、これからも努めていきたいと思いま

す。

○山内末子委員 スポーツのメッカの沖縄でもあり

ますので、ぜひその部分もしっかり頑張っていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 まず最初に、今年度の観光客数、対

前年度との比較を示してください。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

令和２年４月から令和３年１月までの入域観光客

数は217万人となっております。対前年同期比で631万

人の減、率にして74％の減少となっております。

以上です。

○赤嶺昇委員 最近、富川前副知事が、沖縄観光を

量から質へという方針を出したんですけど、この方

針はこの予算のどこに反映されていますか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

まず、３年度当初予算のポイントとしましては、

コロナの状況を踏まえまして、まずコロナ関連経費

等に重点配分をしております。まず、コロナ感染症

対策経費として６億6600万円、新しい生活様式に対

応した安全・安心な観光地づくり推進に１億1800万

円を配分しました。また、外国需要はかなり厳しい

状況が続いてまいりますので、国内需要回復に向け

まして、１億7400万円の増の３億9800万円としてお

ります。また、新しい観光ツールとして、ワーケー

ションが重要だという認識の下に4800万円の事業立

てをしております。

以上です。

○赤嶺昇委員 翁長県政のときは1000万人超という

ことで量を設定していましたけど、今後は何人ぐら

い設定する予定ですか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

現在、第５次沖縄県観光基本計画がまだ進行中で

ございます。この計画は令和３年度が終期となって

おりまして、その中では1200万人という目標を掲げ

ております。現状からいたしますと、かなり厳しい

という御指摘等を受けておりますけれども、まずは

この目標値を変えずに、令和４年度以降、新たにス

タートします第６次沖縄県観光振興基本計画の中で

も、この1200万人というのを基本に考えながら、新

しい目標値を設定してまいりたいと考えております。

以上です。
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○赤嶺昇委員 ちょっと部長に聞きたいんですけど、

1200万人―コロナはちょっと置いといて、今まで

1000万人突破しましたよね。今後、1200万人。それ

に対してこの間、量から質へという発表をしている

わけですよ。だから、量増えてるじゃないですか。

どう説明しますか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 これは本会議

でも答弁させていただいたんですけども、量から質

へという言い方は必ずしも量をもう追い求めないと

いうことでもなくて、どちらかというとこれまで

1000万人達成して、そこにある程度主眼を置いて、

軸足を置いてやっていったわけですけれども、それ

は取りつつも、むしろ質の向上ということで先ほど

課長が申し上げました、例えばワーケーションとか、

ウィズコロナにも対応できるような取組をして、そ

の取組の根底にありますのが、なるべく沖縄に来て

いただいて滞在している期間を延ばしていただくよ

うな取組も併せて、そうしましたら観光収入という

面でも貢献しますので、両方を追い求めて、その中

でも特に質を軸足を置いていこうというようなこと

で、量から質へというようなキャッチフレーズとい

いますか、それをうたわせていただいているという

ところでございます。

○赤嶺昇委員 量から質へという発信はかなりこれ

全国的に、世界的にインパクトが大きいんですよ。

皆さんは今1200万人は当面の目標としながら、それ

を必ずしも求めないというのは一体どういう意味で

すか。理解ができません。

○山川哲男観光政策課長 1200万人というものは、

那覇空港第２滑走路の供用開始等も踏まえ、沖縄観

光のコロナ以前の状況であれば達成できるであろう

ということで目標に掲げてまいりました。現在の第

５次計画というものが令和３年度までとなっており

ますので、この計画上の1200万人は変えずに、令和

３年度単体の目標といたしましては年度当初に公表

する予定としております。

○赤嶺昇委員 今の答弁だったら、じゃあなぜ量か

ら質へという言葉が出るんですか。おかしいでしょ

う。令和３年度まで目標は変えずに1200万人でやる

と言いながら、量から質へということを明確に皆さ

ん出したんですよ。これ観光に対するかなり影響大

きいですよ。部長が答えたほうがいいよ、これは。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 この辺りは観

光業界の方々とも意見交換しているんですけど、繰

り返しですけど、全く量を追い求めない、ゼロにす

るということでは決してございませんで、両方当然

沖縄県としては大事な要素でございますので、そう

いう両にらみでですね、両輪とした形で取り組んで

いくという姿勢でございます。

○赤嶺昇委員 今、観光業界との意見交換と言った

んですけど、観光業界が量から質へということを提

案したんですか。観光業界は量を減らせって言った

の。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

第６次沖縄県観光振興基本計画を策定するために

設置しておりますアドバイザリー会議というものが

ございます。この中で出てきた意見といたしまして

は、単に入域観光客数という人数を求めるのではな

くて、宿泊日数を延ばすことによって、滞在日数を

延ばすことによって、延べ宿泊人数ですね、こちら

のほうを優先順位として置く必要があるんじゃない

かということがございました。その中で、滞在日数

が延びていくということは、もちろんお客様が沖縄

のことを気に入っていただいて、よし、１泊ではな

くて２泊、２泊ではなくて３泊というふうに、ハワ

イを目標とするような形で、延泊数をとにかく延ば

していこうと、そういう中での量を求めていくとい

うことも必要ではないかという御意見がありました。

そういう中で、量から質という言葉が出てきたもの

であります。

以上です。

○赤嶺昇委員 これ、観光関連産業業界の総意です

か。そういう意見が一部あったということを聞いて

いるんじゃないよ。総意かって聞いているんだよ。

○山川哲男観光政策課長 アドバイザリー会議の中

には、日本旅行業界、それから全国旅行業協会、そ

れから支部長、それから県内の交通系の団体の長、

それから宿泊事業者の団体の長の方々も参加してい

ただいております。その中で、民泊数を延ばしてい

こうというお話も出ておりました。

以上です。

○赤嶺昇委員 部長に答えてほしいんですけど、大

事ですから。この量から質へということで、今これ

は観光業協会の総意ということで皆さんは発表した

んですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 繰り返しにな

りますけれども、第６次の新たな観光の計画に向け

まして今取り組んでいるところでございます。その

中で先ほど課長が申し上げたような宿泊数ですね、

沖縄での滞在日数の増というのもしっかり取り組ん

でいくというようなことが、これは旅行業界を含め

た方々から寄せられておりまして、今それに向けて
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最終的な形でお示しする準備を進めておりますので、

今後の方向性としてはそういうところもにらみなが

らやっていく必要があるねというところで、今進め

ているということで御理解いただきたいと思います。

○赤嶺昇委員 滞在日数とか観光収入を上げていこ

うというのは何も別に玉城県政じゃなくて、仲井眞

県政も稲嶺県政もやっていますよ。もう１泊キャン

ペーンなんかやっておりますよね。いかがですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 事業について

はまさに委員御指摘のとおり、１泊延泊してという

ような取組もやってございましたけれども、今申し

上げていますのは大きな方向性という意味でござい

まして、そういった形で、事業は事業としていろい

ろ取り組んできたんですけれども、方向性としてど

ちらかというと入域観光客数が今までプライオリテ

ィーで一番上位にあったけれども、それはどちらか

というと民泊数に取って代わられるといいますか、

優先順位の見直しを図っていくべきじゃないかとい

うところで今進めているというところで御理解いた

だきたいと思います。

○赤嶺昇委員 それでは、修学旅行の今年度の現状

を教えてください。

○雉鼻章郎観光振興課長 修学旅行の今年度の実績

についてでございますけれども、令和２年度の見込

み値につきましては、198校４万1886人というところ

です。

○赤嶺昇委員 対前年度で示してください。

○雉鼻章郎観光振興課長 令和元年度の参考値では

ございますけれども2415校で41万723人というふうに

なってございます。

○赤嶺昇委員 何％減りましたか。

○雉鼻章郎観光振興課長 約90％減というところで

ございます。

○赤嶺昇委員 修学旅行90％減っていますよね。さっ

きコロナの話をしたので、このコロナで厳しい状況

で1000万人どころじゃない。今、観光は修学旅行も

90％切っている中で、量から質へということを発表

する必要ありましたか。これ相当大変なメッセージ

だよ。

○山川哲男観光政策課長 これだけコロナが世界に

蔓延している中で1200万人というのは本当に厳しい

だろうという認識がありました。そういう中で、国

内客をターゲットとして来ていただいている中で、

人数を伸ばしていくためにはやはり宿泊日数を延ば

すしかないんじゃないかという部分がございます。

そういう中で、量なんですけれども、民泊数という

量なんですが、質を上げることによって延べ民泊数

が増えて、その分観光消費額が大きくなっていくん

じゃないかという考え方に基づいております。

以上です。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 すみません。

ちょっと補足させていただきますと、まさに今委員

おっしゃったとおりでございまして、修学旅行、今

年度についていいますとコロナで大分落ち込んだと

いうところでございます。このコロナで落ち込んだ

というのも緊急事態宣言とかいろいろ感染状況が拡

大したというのが根底にあるわけなので、こういう

中で幾ら量を求めようとしても、それはコロナを逆

に増加させることにつながるので、ここは量を追い

求めるというのはなかなか厳しい中で、では、どう

いう形で観光業界に貢献できるかというと、そこは

質を高めてなるべく少ない人数でも１人当たりの消

費単価を増やしていくというような意味でも、ここ

は量から質へというところは合理的なところはある

のかなというふうに考えています。

○赤嶺昇委員 現時点での観光客の数を見て、量を

求めないで宿泊数だけというのは、私はいかがなも

のかと思いますよ。修学旅行は、じゃあ皆さん修学

旅行どうするつもりですか。あれ質ですか。そこは

どう説明できますか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

量から質へという言葉なんですけれども、量を求

めないという意味では決してございません。そうで

はなくて、現状認識の中から民泊数を延ばしていく

ということがまず一つではないかなというふうに考

えております。もちろん1200万人という目標値を変

えない中で、これも大変厳しいという認識はあるん

ですね。ただ、本当に1200万人達成できるかという

ことに対しての困難さがございますので、令和３年

度単年度でどこまで人を伸ばせるかということは今

後検討して、年度当初ぐらいに公表しようというこ

とで考えています。

以上です。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 度々申し訳ご

ざいません。

質という言葉でいいますといろんな考え方、見方

があるかと思うんですけども、一つは例えば安全・安

心を担保する、その度合いを高めるというのも質を

高める観光ということにつながるというふうに思っ

ております。そういう意味では、緊急支援事業―修

学旅行に特化したそれをやることで、これは濃厚接

触者となりました方の沖縄でステイしている費用に
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対して助成するということで、安全・安心を担保す

る、来ていただく方にそういう気持ちを持っていた

だくということで、そのとき来た、そして再度、例

えば修学旅行で来た生徒さんはリピーターになって、

沖縄ってとても安全に気をつけてくれたというよう

なことをもって、リピーターにつながっていただく

という意味での、長い目での質を高めるということ

にもつながる事業かなというふうに考えているとこ

ろです。

○赤嶺昇委員 私は今年度の皆さんの部署、知事の

発表によって、かなり観光に影響を与えたと思って

いるんですよ。この量から質へという言葉は、量を

求めないわけじゃない、ファジーなんですけど、こ

の言葉が全部発信されると、沖縄に行きたいという

人たちからするとちゅうちょするんですよ。修学旅

行も結局海外に行けない子供たちが一時期沖縄に振

り向いたときに県のメッセージによって全部止まっ

たんですよ。その認識持っていますか。修学旅行の

件を分析されているかということです。それを言っ

てください。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 言葉に関して

いうと、先ほど来私も申し上げましたし、観光政策

課長も申しております。量も追い求めないというこ

とではないということと、それからこれは今第５次

の計画の最中でございますので、そこは取りあえず

厳しいけれども1200万人というのを追い求めていく

けれども、将来的にはウィズコロナという事態が発

生しましたので、それも踏まえた上で質を高める、

今よりも量よりも質を高める努力を第６次を通じて、

それはやっていくというところでございますし、今

言ったようなその背景にある意味というのは、量か

ら質へということの真の意味というのは絶えず丁寧

にこれは訴えていくといいますか、説明はさせてい

ただく必要があるというふうに思っております。

○雉鼻章郎観光振興課長 海外に従来行ってた学校

が沖縄へというような話があったというようなこと

は聞いておるんですけれども、どのような学校かと

いうところまでは今把握しておりません。

○赤嶺昇委員 そしたら沖縄に修学旅行を送ってい

ただいてる一番大きい旅行社ってどこですか。

○雉鼻章郎観光振興課長 ＪＴＢになると思います。

○赤嶺昇委員 全体の何％ですか。

○雉鼻章郎観光振興課長 申し訳ありません。今数

字がありません。

○赤嶺昇委員 この数字も皆さん、部長、把握して

もらって、これＪＴＢさんが言ってるんですよ。海

外に行く予定の子供たちが全部沖縄に行きたいとい

うことで一時期そういうことでやったら、県の発表

によって全部これ止まるんですよ。だから皆さんね

結果的に、観光関連産業大変大変と言いながら、結

構追い込んでるところやってるということは認識し

てますか、部長。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 私も、先ほど

課長が申し上げたとおり、海外―逆の言い方をしま

すと海外から沖縄へというような取組もいろいろさ

せていただいているところでございます。その中で、

その辺の実情といいますか、それをやろうとしてい

たけれども沖縄に来られなかったというようなこと

があるのか、そこはあるとすればそこは何が原因な

のかというところはしっかり把握した上で、今後の

施策展開につなげていきたいというふうに思ってお

ります。

○赤嶺昇委員 もう一回聞きますよ。これ部長だけ

じゃないけど、観光関連産業がこんなに疲弊して、

今言う―たくさんありますけどね。これが結果、観

光関連産業に非常に厳しい状況をもたらしていると

いう認識はしてるかと聞いているんですよ。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 いろいろ要請

とか意見交換をさせていただく中で、大変厳しい状

況にあるという認識は当然持っておりまして、そこ

は重く受け止めております。

○赤嶺昇委員 今回の資料で、旅行者検査実施支援

事業の概要について説明してください。

○真栄田義泰観光政策課副参事 お答えします。

旅行者検査実施支援事業について、改めてですけ

ど、沖縄県は島嶼地域であり、県をまたぐ移動手段

が飛行機や船に限定されている地理的特性を有して

いることから、水際対策が重要であるという認識の

下、沖縄県内での新型コロナウイルス感染症の拡大

防止に向けて、流行地域から渡航者によるウイルス

の移入を防ぐために、那覇空港において全国から到

着する到着者及び離島へ出発する出発者を、希望者

を対象に那覇空港内でＰＣＲ検査を実施するための

事業です。

○赤嶺昇委員 目的をお聞かせください。

○真栄田義泰観光政策課副参事 新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のための水際対策の一環として

やっております。

○赤嶺昇委員 目的読んでもらっていいですか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 委員が持ってい

らっしゃる資料とは違うかもしれませんが、事業の

目的を説明させていただきます。
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市中で感染拡大防止策を徹底しても、流行地域か

ら流入が続く限り、県内での新型コロナウイルス感

染症の流行を抑えることができないため、県では那

覇空港等に旅行者専用相談センター沖縄を設置して、

発熱者を検査へつなぐ体制をこれまで整えておりま

す。一方で、新型コロナウイルス感染症の特徴とし

ては軽症者や無症状者の感染者が感染を拡大させて

いるため、発熱者以外も検査を実施し、県内のウイ

ルスの持ち込みを減らすことを目的としております。

○赤嶺昇委員 知事はもともと出発地で検査すると

いう方針じゃなかったんですか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 改めてまた説明さ

せていただきます。

県の水際対策の方針としてはまず、県外から出発

地のＰＣＲ検査を実施していただいて、なるべく陰

性判定を受けた方に対してお越しいただきたい。陽

性であった場合は延期とか見直すとかを対応してい

ただきたいと。その中で、特殊な事情、急な用事で

沖縄に飛ばないといけないというときのために、現

地での検査が受けられない方がいらっしゃるという

前提で、那覇空港のほうでＰＣＲ検査を実施すると

いうふうに目的としてとっています。

○赤嶺昇委員 知事の方針である出発地での検査と

いうのはどれぐらい実現できていますか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 出発地での事前の

ＰＣＲ検査を推奨してはいるんですけど、例えば全

国知事会の場で国に対し出発検査の実施を求めたり

とか、あとはＣＭ、新聞、電車の中吊りで呼びかけ

てはいますが、実際具体的にどれだけ出発地で受け

たかという数字は統計としては取ってないです。

○赤嶺昇委員 実現できていますか。これ部長が答

えたほうがいいんじゃないの。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 今、副参事が

申し上げたとおり細かいデータは取っておりません

けれども、そういう出発地での検査を呼びかける、

なおかつ、こちらでもそういう希望する方に検査を

やっていただく機会を設けるということで併せて感

染拡大防止に努めていきたいというふうに考えてお

ります。

○赤嶺昇委員 ちょっとよく分からなかったんです

けど、実現はできてないんですよね。いかがですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 ここは繰り返

しになりますけれども、感染拡大防止に今のような

施策、併せて取り組むことで、感染防止を少しでも

縮めていきたいというふうに思っております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、赤嶺委員から出発地でのＰＣＲ

検査は実現できているかについて答えてほ

しいとの発言があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

渡久地一浩文化観光スポーツ部長。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 繰り返しにな

りますけど、そのデータというのは取っていないと

ころです。

○赤嶺昇委員 じゃあ、データは取れるんですか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 お答えします。

出発地でのＰＣＲ検査が実現できているかどうか

という部分の数値については、かなりいろんな条件

もあるので、その数値を取るのはかなり難しい作業

かなというふうに認識しております。

○赤嶺昇委員 じゃあこれいつ実現するの、皆さん

その方針なんでしょ。

○真栄田義泰観光政策課副参事 実現は統計的に難

しいんですが、繰り返しになりますけど、県外の渡

航者に向けてなるべく出発前のＰＣＲ検査の受検を

推奨するよう、いろんな媒体を使って呼びかけてい

きたいというところです。

○赤嶺昇委員 部長今、担当職員から実現は統計的

に難しいと言っていますけど、部長同じ認識ですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 これは、やは

り沖縄に来られる方に対してそこまで求めるという

ようなことの煩雑性といいますか、そういったこと

―できれば全国的な形で出発地でのアンケートとか

そういったことが取れればいいんでしょうけれども、

沖縄だけそれをやるかどうかというところは、いろ

いろ課題もありますことから、調査研究はしてまい

りたいと。

○赤嶺昇委員 ＴＡＣＯは皆さんの所管ということ

でよろしいですか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 文化観光スポーツ

部の所管です。

○赤嶺昇委員 ＴＡＣＯでコロナの陽性が判明した

のは何件ですか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 旅行者専用相談セ

ンターＴＡＣＯについては、６月19日から開始をし

ております。３月７日までの260日間で那覇空港到着

時サーモグラフィー、ちなみに通過した人数は252万

6000人ぐらいですね。発熱感知者はそのうち354人で

す。その中でＴＡＣＯの看護師による検温が、37.5度

以上だったのが16人、同意を得て問診をした方が14件

ですね。検査につないだ案件というのは２件となっ

ており、２件とも陰性でありました。
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○赤嶺昇委員 結局、ＴＡＣＯも別にやらないより

はやったほうがいいと思うんですけど、限界ですよ

ね、正直申し上げると。ついに、今日の新聞で変異

株が入りましたよね。だから結局、いよいよこれだ

けの変異株まで入ってきて、皆さん責任感じていま

すか、部長。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 変異株の詳細、

どこからどういうふうな形で発生したのかというと

ころを、ちょっと詳細今持ち合わせておりませんの

で、ここは関係部局とも情報共有を密にしながら、

今後、観光部としてどういうことができるだろうか

というのは検討してまいりたいと思っています。

○赤嶺昇委員 旅行者検査実施事業―さっきあえて

目的を読んでもらったのは皆さんが言っているんで

すよ。市中で感染拡大防止を徹底しても、流行地か

ら流入が続く限り、県内での新型コロナウイルス感

染症の流行を抑えることができないって書いている

んですよ。いよいよ変異株が入ってきたんですよ。

皆さんが言ってることと、対策はかみ合っています

か。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 今の流入例も

含めて、こういうコロナの感染拡大をどうやって防

ぐか、どういうふうなやり方をしたほうが効果的、

合理的かというようなことについては、もちろん文

化観光スポーツ部でできるところは何かというのは

常に考えてまいりますけれども、併せてコロナ対策

本部を所管しております保健医療部ですとか、ある

いは医療界の方々、あるいは空港を所管している企

画部等々、全庁一丸となってそこは常に絶えず考え

てまいりたいというふうに思います。

○赤嶺昇委員 観光関連産業厳しい中で、基本的な

ことを部長に聞きたいんですけれども、人口10万人

当たりの沖縄県の累計感染者数というのは分かりま

すか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 お答えします。

３月８日時点、10万人当たり新規感染者数は沖縄

県で８.98人、全国で４位ということになってます。

○赤嶺昇委員 それでは、いわゆる10万人当たりの

感染者が、累計で、日数で、全国で１番から５番っ

て分かりますか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 先ほど時点の資料

からよりますと、１位が千葉県で13.4、東京都が

12.7、３位が埼玉の９.68で、４位で沖縄、５位が神

奈川県の８.42です。

○赤嶺昇委員 それでは、人口10万人当たりの累計

感染者数、これまでのですよ、全部の累計で沖縄県

はどの位置か分かりますか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 すみません、この

資料は持ち合わせていません。

○赤嶺昇委員 これもネットですぐ見れますからね。

日本経済新聞で10万人当たりの１位は東京で、２位

が沖縄なんですよ。皆さんは離島県でありながら、

陸路がつながっていない沖縄で、他府県は車の行き

来もあるんですよ。沖縄は離島県、那覇空港と港を

押さえればいいと皆さんも言ってるにもかかわらず、

東京に次いで２位というのは大変な問題ですよ。部

長、いかがですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 この辺りの

データの取り方、分析は、保健医療部、総括情報部

等々、それから先ほども言いましたけども医療界の

意見も含めて情報共有しながら、今後どういう対策

が取れるのかというのを引き続き検討していきたい

というふうに思います。

○赤嶺昇委員 はっきり申し上げると、今年度のコ

ロナ、この１年間見てきて、離島県でありながらこ

んなに感染率が高くて、結果的に変異ウイルスまで

入ってきて―別に皆さん何もしてないって言いませ

んよ。だけど、実績出てないんですよ。前から台湾

から見習っていろいろな対策打ったほうがいいと

言ってるにもかかわらず、結果、こういうふうに那

覇空港を徹底しないと収まらないって僕ら思ってる

んですよ。いかがですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 ＴＡＣＯ、春

先にまず設置させていただきました。そして、それ

は観光業界の方の意見を踏まえた上でやらせていた

だいたところでございます。そして今回、今回とい

いますか、ＮＡＰＰをやらせていただきましたのは、

実は医療界のほうからの強い要望がございまして、

いろいろどういった形でやるのが一番沖縄に合った

やり方かとかといったことも含め、那覇空港でのい

ろいろな場所探しとか、それから体制づくりとかと

いうのを検討した中で、今のようなやり方がまずは

沖縄にとってできることじゃないか、取り得る策じゃ

ないかというところで始めさせていただいた形です。

委員おっしゃったように、非常にコロナの状況、厳

しい状況でございますので、我が部でできることは

当然やりますし、保健医療部、企画部、全庁一丸と

なって、それぞれの部で取り組めること、あるいは

一丸となって取り組めれることをそれぞれで考えな

がら、引き続き取組は全力でやりたいというふうに

思っております。

○赤嶺昇委員 部長だけに言ってもしようがないと
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思います。これは正直申し上げると、やっぱり県の

トップがもっとしっかりしないといけないと思いま

すよ。各部局、一生懸命やっているのは分かります

けれどもね、観光関連団体からいろんな意見聞くと、

みんな疲弊していますよ。私は、県も訴えられるん

じゃないかなと思うぐらい、相当な不満ですよ。やっ

てないとは言いませんけれども、これだけの問題、

これが感染状況が全国で２位というのは、これは世

界が今コロナの中で何となくコロナでみんな大変だ

よねということで済むかもしれんけど、うまく抑え

ているところとそうでないところがあるんですよ。

さらに離島があって、この離島も守らないといけな

いという中で、私は所管の部長は、知事の顔色をう

かがわないで、観光関連産業の皆さんに目を向けて、

そこを守るんだという意識を僕は持ったほうがいい

と思いますよ。今、守ってもらいたいのは県民であ

る、本当に経済界の皆さんは大変ですよ。だから個

人までみんな厳しい中で、これをお互いに頑張って

るからという話ではなくて、そろそろ具体的に、量

から質へというメッセージを出してみたり、いろん

なことをやることによって、かなり観光関連産業は

すぐ影響が出るんですよ。この責任というのは、大

変な問題だと思いますよ。だから皆さん意見聞いて

るというんですけれども、僕らも議員だから聞いて

いますよ。聞いている限り、県の対策をもうちょっ

とやってくれんかということをみんな言いますよ。

そこは所管課の皆さんが、特に一番リーディング産

業である観光を守るためには、沖縄の一番の経済は

観光と言っているんだったら、そこを徹底して抑止

をして、そこに経済を回すことが部長の役割じゃな

いですか。いかがですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 今、観光業界

の意見として、県に対してやっていただきたいとい

うような声があるということをしっかり受け止めた

いと思います。その一方で、我々観光行政として何

ができるか、県の観光行政として何ができるかとい

うのは絶えず考えてきたつもりでございます。その

中で、例えば今ＧｏＴｏが全国的に止まっておりま

す。その中で沖縄県としてできることは何かという

ところで彩発見キャンペーンですとか、それから今、

次年度予算で計上させていただいておりますクーポ

ンを活用した観光体験支援事業ですとか、今、沖縄

県としてできることは何かというのは絶えず考えな

がらやらせていただいているのが１つ。そして、こ

れは当部だけではないですけれども、経営支援、そ

れから雇用支援という意味でいいますと、雇用調整

助成金の、もちろん国もやっていただいていますけ

れども、県の上乗せ分ですとか、あるいは県単融資

事業とかも併せてやらせていただいて、その時々で

観光業界の回復に向けて取り組んでいるというとこ

ろでございますので、どうかそこは御理解いただき

ながら―ただそうはいいましても絶えず観光業界の

意見は組み入れて、それぞれの分野ごとの業界の意

見というのは丁寧に拾って、それぞれごとに何がで

きるかというのは考えていく、引き続きそこはしっ

かりやっていきたいというふうに思います。

○赤嶺昇委員 那覇空港は、ＮＡＢＣＯはＰＣＲも

いいんですけど、何ですぐ結果出る抗原検査をやら

ないのかなと言っていますけど、いかがですか。

○下地誠観光政策統括監 那覇空港のＮＡＰＰにつ

いてなんですけれども、少し誤解があるようなので

改めて説明しますけれども、午前中に検体を出した

皆さんはその日のうちに結果が出ます。１時間、２時

間の話ではないんですけれども、当日結果が出る部

分もちゃんとありますので、遅いというわけではな

いと考えております。

○西銘啓史郎委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お願いします。

当初予算の部局別の概要から。いろいろ通告はし

たんですけれども、基本的には今赤嶺委員からあっ

た部分に私も行き着くのかなと思います。今どうやっ

て観光産業を支えるのか、どうやって観光産業を動

かすのか、やっぱりそこに尽きるのかなと思ってい

ますので、その視点で、今の議論を踏まえて重なら

ないようにさせていただきたい。

まず幾つか、少し先ほども出ましたけれども確認

させてもらうために、１番の観光振興計画、今６次

の観光振興計画を３年度につくりますよということ

で予算が計上されております。３年度がもうこの10年

の総括になりますので、それに向けて今こういう緊

急事態になってしまっているんですけれども、先ほ

どあった観光客の部分は、令和２年の１月までの数

字ということで217万人と数字が出ましたけれども、

令和２年の見込みという数字は出ないですか、観光

収入、観光客数、お願いします。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

令和２年の入域観光客数は373万6600人となってお

ります。対前年比で642万7300人の減、率にして63.2％

の減少となっております。また、令和２年における

観光消費額の試算値は2720億円となり、対前年比で

4764億円の減、率にして63.7％の減少となっており

ます。
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以上です。

○大城憲幸委員 なかなか、この２月、３月で、客

数であと百数十万人とかというのはちょっと厳しそ

うなんですけれども、この数字はどうですか。見込

みは、このとおり行きそうですか。

○山川哲男観光政策課長 令和２年度の見込み値は、

あと２月分と３月分、２か月分になるんですけれど

も、まず参考までに、コンベンションビューローが

250万人という数字を出しました。その数字をベース

に考えてみますと、そこもかなり厳しい状況にある

のかなというふうに予測しております。

以上です。

○大城憲幸委員 基本的趣旨は先ほどの議論と一緒

ですけれども、７割、８割減って、沖縄で回るお金

が5000億以上も減って、どう、この観光産業の皆さ

んが踏ん張れるのかというのは誰が考えても厳しい

話で、それは先ほど、この観光危機管理基本計画の

議論も午前中ありましたけれどもね、皆さんとして

はもう本当にああいう立派な計画もつくってるけれ

ども、正直言ってそれどころじゃないぐらい現場の

声、生の声を聞くだけで精いっぱいだというような

議論だったと思います。14団体と意見交換をして、

生の声というのは我々以上に皆さんがひしひしと感

じているとは思うんですよ。それに対して、十分に

応え切れてないという感覚も私は皆さん持ってると

思うんですよ。その辺についてこの14団体からの生

の声というのは―もう少しどうですか、答えられる

範囲でお答えいただきたい。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

まず、経営の関係なんですけれども、資本力の小

さいところほど雇用調整助成金を活用して、何とか

存続している状況なんだよと。域内喚起策も一つの

成果としていいんだけれども、やはり大きなマーケッ

トは県外客なので、そこから何とか固まりとして持っ

ていく方策はないのかとか。もしくは県の支援策と

して彩発見事業を実施いたしました。ただ、交通系

の事業者から言わせますと、あれは宿泊事業者であ

るとか旅行事業者のほうへ多くの支援が行っていて、

私たちのところはなかなか回ってこない。これは観

光施設のほうも同様な意見でございました。そうい

う中でバスへの支援をしようということで、バス採

発見事業をスタートさせたんですけれども、ＧｏＴ

ｏがストップしてしまった影響もあって、バスのほ

うも今ストップしているという状況にあります。い

ずれにしましても、現場の声といたしましては、ま

ず観光客を戻して来てもらうというのが前提です。

これはビジネスの部分で。ただ、それができない状

況であれば、直接的な支援策も何とか検討してもら

えないかという声が非常に多くありました。

以上です。

○大城憲幸委員 今のが27ページの令和３年度の経

済対策としてはこれ。そこに先ほども議論ありまし

た、そういう声をできるだけ今の支援策の範囲内で

反映させて、こういうものをやりますよというのを

先ほど説明を受けましたけれども、やっぱりこれ限

界だと思うんですよね、我々もこれでは。5000億も

6000億も減る中で、５億だ10億だというのは桁が違

うと言われてもしようがないし、皆さんとしてもこ

れで十分とは―今あったように、具体的にレンタカー

であれば１台幾ら、ホテルであれば客室に対して幾

ら、そういうような支援を求める声はたくさんある

と思うんですよね。やっぱりそれに対して令和３年

度、今の予算では到底そういうのが見えないんです

けれども、先ほどあった商工でやっているものとか

そういうのは別ですよ。それは別にして、沖縄県と

してもっとやるべきじゃないですか。できないとい

うのはやっぱり財源の問題なんですか。お願いしま

す。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

沖縄県、もちろん私たち産業系の部局というもの

は観光産業を中心としながら、経済を活性化させて

いく、回復させていかなければいけないという使命

を持って、日々行政に当たっているところがござい

ます。ただ一方、県民の安全・安心を守るという防

疫サイドの部分が非常に大きなウエートを占めると

いうところがありまして、全庁的に予算を配分して

いく中で、その時々必要なところはどこなのかとい

う、本当にそういうせめぎ合いというんですかね、

そういうのをしながら、補正予算を組み、また年度

当初の予算を組んでいったというところがございま

す。現在、おきなわ彩発見事業の３億円規模でやっ

ております。ただ、マスコミ等でも報道されている

んですけども、非常に好評というところで完売して

いる事業者がかなり出てきているんですね。そうい

う中で、私たちＧｏＴｏトラベル事業の再開へつな

げるという意味を込めてこの事業をやっているんで

すが、これがもし本当に後ろにずれていくような状

態になってきますと、もう一度この彩発見事業のほ

うへ予算を組み込めないかということを、やはり庁

内の中で議論していく必要があるというふうに考え

ています。

以上です。



－364－

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 これは我々も

そうなんですが、ややもすると観光業界に対する支

援ということでいうと、文化観光スポーツ部の予算

の枠組みの中でというふうな捉え方も、当然それは

中心になるわけですけれども、実はこれまで文化観

光スポーツ部のそういう予算というのは、人の移動

に伴って、それを支援して観光業界を回していくと

いうのがほとんど今までのスタイルでしたし、例え

ば彩発見にしましてもバス事業にしても、そういう

ものに対してこちらが支援するということで、観光

を回していくというのがあるんですけれども。一つ

分けて考えないといけないと思いますのは、それは

それとしてやらせて回復に努めるんですけれども、

先ほどもありましたが、商工のほうで経営支援とか

雇用支援はまた別途しっかりやっていただくと。商

工がやっているといってもスキームの中には当然観

光業界も多数含まれていて、そういう意味でのレベ

ルでの業界への支援というのもしっかりやらせてい

ただきますし、また、例えば直接支援ということで

いいますと、８日から始まっていたと思うんですけ

れど、コロナの影響を受けた方々の一時支援金とい

うのは国のほうでやらせていただいておりますので、

県でも観光・商工、それから防疫という意味では当

然、保健医療部も中心なってやりますし、プラス国

のほう、併せて観光業界を守り立てていくというよ

うなところでしっかり支えていきたいという、これ

までもそうでしたけれども、これからもやっていき

たいという思いでおります。

○大城憲幸委員 意味は分かりますけれども、やっ

ぱりそうはいっても、丸が１つ、桁が違うだろうと

いうのが観光業関係の言うこと。今度の補正で、少

し修正案も出たりしましたけれども、例えばコンベ

ンションビューローを、公共施設を維持するために

支援しないといけないと。あれは決して、指定管理

団体じゃないよと。それは皆さんが言うことも一理

ありはしますよ。ただ、やっぱり民間の皆さんから

見たら、３億入る予定が１億しかないから、公共施

設を維持しないといけないから補助金を１億4000万

円支援しますよというものは、やっぱり民間で必死

に働いて税金を納めている皆さんからすると、何で

我々はという話になるわけですよ。そして、その延

長線上の中で、やっぱり県との信頼関係に今後影響

してくるよというような声が我々に聞こえるし、先

ほど言ったように、我々にこれだけ聞こえるわけで

すから、現場の皆さんにはもっともっと必死の声が

聞こえてると思うんですよ。やっぱりこの辺は、皆

さんも立場もあるんでしょうけれども、先ほど赤嶺

委員が言ったように、やっぱり現場の声、そこに立

ち返ってほしいなと思います。そしてまた我々は、

県民の代表として政治家はいるわけですから、やっ

ぱりここでもっと、現場の生の声をどんどん意見し

ながら、そして、そこに何がそれぞれの立場ででき

るのかというのをもっと議論が深まるようなものを

やりたいなと思いながらここにいます。ちょっとそ

こに時間をかけてもしようがありませんから、この

観光業者を支えるという部分をもう一回、当初予算

案はもうこれで今、進んでいくかもしれませんけれ

ども、次につながるような議論をしたいと思います

ので、よろしくお願いします。

もう一点は、今も出てきましたけれども、やっぱ

りもっと、どうしようもないから税金で支えるとい

うのは限界があります。やっぱり動かさないといけ

ないんですよね。そういう意味では、先ほどもあっ

た水際対策の話に戻るわけですよ。やっぱりこれは

ずっと言ってるように、今ＴＡＣＯで頑張っている

のは分かりますけれども、先ほどの数字、ちょっと

聞き取りにくいところもあったもんですから確認さ

せてください。６月19日から３月７日までやって

219日間、252万人通って、発熱者が何名、数字をも

う一回、確認をお願いします。

○真栄田義泰観光政策課副参事 お答えします。

６月19日から３月７日までの262日間、那覇空港到

着口のサーモグラフィーを通過したのは252万6077人

となっております。サーモグラフィーで発熱感知を

した方は554人。ＴＡＣＯの看護師による検温で

37.5度以上の発熱があった方はそのうちの16人。そ

のうち問診に同意して実施した件数は14件。検査に

つないだ案件が２件で、その２件は陰性となってお

ります。

○大城憲幸委員 もう一点は、新たにＰＣＲ検査を

始めたのは、私は評価をしますけれども、１億

5700万、今度、３年度は予算をつけてますけれども

ね、これ大体何名ぐらいの検査ができる予定ですか。

期間と想定される検査数、１日。

○真栄田義泰観光政策課副参事 お答えします。

この事業は４月から取りあえず９月までの６か月

間で、３万5000件の検査ができる予算となっており

ます。１日は今、200件で計算しております。

○大城憲幸委員 本当は令和３年の、私は観光客の

数の目標を聞きたかったんですけれども、先ほどあ

りました、この数字は今は出していないと、出せな

いということですからそこはいいんですけれどもね。
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ただ、どう考えてもこの観光産業を動かして、ホテ

ル、レンタカー関連産業の皆さんを何とか仕事をし

てもらおうと思ったら、今年のような二、三百万人

ではどうしようもないわけですよ。それが600万なの

か、700万なのか出すんでしょうけれども、それから

逆算すると１日当たりの那覇空港の利用者というの

は、どう考えても多い日には５万人とか６万人って

なるわけですよね。５万人、６万人通るのに、200件

ＰＣＲ検査しました、サーモグラフィーやったけれ

ども１年間、262日間やって一人も引っかかりません

でした、その間に変異株も入ってきました。やっぱ

りこれ、水際対策、今の予算を見る限りではこれ限

界を感じるんですよね、誰が見たって。これは例え

ばＰＣＲ検査でやるのか―先ほども抗原検査の議論

もありましたけれども、やっぱり様々な皆さんが医

療業界関係者、那覇空港の関係者、様々な皆さんが、

やはり制度の問題もいろいろ賛否はあるし、専門家

のいろんな意見も分かれるところですから、皆様も

判断が難しいんですけれども、とにかくやっぱり件

数をこなさないと、水際対策にならないでしょうと。

１人6000円も7000円も自己負担で、希望者だけを受

けてください、200件ですでは、本当の意味でのこれ

―本当の意味でじゃない、全く水際対策になってい

ないと思うんですよ。この辺の議論というのは、ど

うなんですか。中で全然出ないんですか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 １日当たり200件と

いうのは、先ほども説明しましたが、県の医師会の

緊急提言の中で、まずは出発地でのＰＣＲ検査を推

奨しましょうというところで、なるべくは陰性判定

を受けた方に来てもらうというのがまず第一条件で

あると。その中で、やむを得ない事情で県のほうに、

沖縄のほうに来る方については、まず空港のほうで

ＰＣＲ検査の体制を整えて、そこで早急に検査につ

なぐ体制を整えてというような提言を受けて今やっ

ております。今後また、検査数とか旅行客数とか、

あと、コロナの感染状況も踏まえながら、保健医療

部とか総括情報部等とも相談しながらこういったも

のについては随時、検討していきたいと思ってます。

○大城憲幸委員 この答弁はさっきから何回も聞い

ていますよ。私が言ったことも去年からずっと言っ

ていることですよ。皆さんが水際対策の責任者です

よと、所管ですよというもんですから、だから、何

万人も通るのに200件しかやらない、熱検査は全然

引っかからない、そういう状況で今、この変異株は

死亡率が６割高いと、感染率が何割高いとかって、

県民も本当に心配している中で、そんな中で我々は

観光を動かさないといといけないんですよ。もうこ

れ以上、県民の税金で観光産業を支えるという仕組

みが、令和３年の予算にもないんです。ＧｏＴｏキャ

ンペーンも含めて、ほかの地域が動き出しますよ。

そんな中で沖縄は、ここにあるように、安全・安心

の島沖縄をアピールしていくわけですよ。県民に対

しても、沖縄にいらっしゃる観光客は安全ですよっ

てアピールしないといけないわけですよ。そんな中

で、この水際対策というのはもう、今の答弁でも限

界だと思うんですよね。修学旅行についても、さっ

き36万、今年予定といいますけれども、この中にも

当然、民泊の皆さんが半分ぐらいいるわけですよ、

35万4000人の中に。民泊で、じゃあお年寄りが民泊

を受けられますか。せめて修学旅行生だけでもやる

とかさ、そういうのをとにかく数、検査できる体制

をつくらないと、水際対策はできないと思うんです

よ。

○下地誠観光政策統括監 お答えいたします。

このＮＡＰＰをつくるに当たっては、当初は県議

の皆さんからもいろんな話を聞きつつ、年が変わっ

て医師会のほうから空港でやるべきだという話を、

提言をいただいて、それを実現するに当たって、我

が部も当然ですけれども、空港を所管してる企画部

さん、そういう検査の専門家である保健医療部さん

が入って、みんなで県庁全部で調整しながらやって

いく中で、現在の那覇空港ではこのキャパがある程

度、もう限界に近いということで今、対応させてい

ただいております。ただ、先ほどから委員もおっしゃ

るように、日々いろんな状況が変わりますので、そ

の状況見極めながら見直しもしていく必要があるだ

ろうと考えております。３年度、今、公募中ですけ

れども、お値段のほうも少し、今よりももう少し落

とした額でできないのかとか、そういう今、検討・見

直しもしているところです。

以上です。

○大城憲幸委員 なかなか議論は深まりませんから、

委員の皆さんにお話をさせていただきたいなと。

１点目は、この観光産業を支えるという意味では、

もう皆さん、現場の皆さん分かっていると思うんで

すよ。ただ、この予算を見てもこれで支え切れない

ですよ。これは、やっぱり我々が後押しする意味で

も、これは附帯決議なのか特記事項なのか、そうい

うような議論を、また皆さんも意識して一緒に取り

組めればなというのが１点。

それから水際対策は、今聞いても限界ですよ、も

うこの観光部だけでは。これはもう、知事とやっぱ
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り一回話をしないといけない。変異株の話も出る中

で、これ今のままで観光を動かせるわけないじゃな

いですか、この水際対策だったら。そういうような

ものは、やはりしっかりと要調査事項で上げて、も

う一回、この予算の中でどう反映できるのかという

のを議論を深める必要があると思いますので、要調

査事項に上げて議論を深めたいと思いますので委員

長、お取り計らいのほうよろしくお願いいたします。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 ただいま提起のありました要

調査事項の取扱いについては、本日の委員会質疑終

了後において協議をしたいと思います。

新垣新委員。

○新垣新委員 33ページ、193の観光危機管理体制構

築支援事業。一応、本当に職員さん、あれもこれも

と大変だと思いますけれども、ぜひ頑張っていただ

きたいという思いで、正直言って7600万余りでは足

りないなと思ってですね。特に、先ほどから多くの

議員から質疑があるように、観光業界がシニハン

ジャーしてるという状況ですね。まず、部長、観光

業界がシニハンジャーしてるというこの気持ち、現

実に感想を伺いたい。このぐらい深刻ですよ、今。

これ、本当ですよ。シニハンジャーしてるって、あっ

ちも言うんだから。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 繰り返しにな

りますけれども、委員がおっしゃるように、観光業

界にもいろいろな業界があります。それぞれの立場

は違うところありますけれども、一様におっしゃい

ますのは、やはりこのコロナ禍の中で大変厳しい状

況だということは異口同音におっしゃるというとこ

ろ、これはもう大変重く受け止めている次第でござ

います。

○新垣新委員 この問題を受けて、知事が遠くなる

と。沖縄担当大臣はすぐ会えるけど、玉城デニー知

事は遠いと。２回しか会ってないと、１回か２回ぐ

らいしか会ってないと。こんな大事なとき30分しか

いないと。もうシニハンジャーしてる人にとって、

非常にかわいそうなんですよ、この対応というのが。

観光業界の人が合い言葉で言ったことは、知事は量

から質へって言ったけど、芸能人から政治家なるべ

きだという、こういう声まで僕は言われてきたんで

すね。芸能人から政治家にと。量から質とか何とか、

今はやっていますよね。そんな感じの言葉も出たん

ですよ実は、シニハンジャーの方々から。そこを含

めて伺います。今、危険水域がレベル３だと沖縄は

認識してます。レベル２になったら即時、まずＧｏ

Ｔｏを３年間、３年連続、沖縄県、沖縄は特別なん

だ、痛んでるんだと、そういう形で支援をしていた

だきたいんですけれども、部長の見解を求めます。

これは観光業界が元気になってほしいということで

ですよ。

○雉鼻章郎観光振興課長 ＧｏＴｏキャンペーンに

つきましては、全国知事会を通じた提言に加えて、

12月28日に国に対して、県経済への影響を最小限に

抑えるべく、ＧｏＴｏトラベル事業再開後の同事業

の補助率を引き上げるとともに、さらなる延長を行

うことを要請しております。今後とも、観光協会の

意見などを踏まえて、対応を検討してまいりたいと

考えております。

○新垣新委員 その件に向けて、芸能人から政治家

へと、この政治的な動きをぜひ頑張っていただきた

いんですけど。部長、知事と歩調を合わせて国に強

く担保を取りにいくという形で頑張っていただきた

いんですけど、その考えがありますか、内部に。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 今、雉鼻課長

も申し上げましたけれども、これは適宜必要性に応

じて、観光業界の意見をなるべく反映させるべく、

国への要請も必要に応じて検討はしていきたいと

思っております。

○新垣新委員 観光業界関係者から、知事は政党に

も頭を下げるべきだという意見もあるんですよ、実

は。このＧｏＴｏも３年間確約を取って頑張ってほ

しい。そして地方創生交付金も。政党に働きかける

という動き、どういう考えを持っていますか、知事、

部長もどうですか。３年間の担保を取ってほしいと

いう形で、どうですか。まず伺います。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 これはあらゆ

る方策、どういう形でやるのが今、沖縄県にとって

望ましい方策かということも絶えず考えていきなが

ら、その都度都度、最も合理的な対応策を検討して

いくのが我々の務めだと思っています。

○新垣新委員 ある程度、慎重過ぎても駄目なんで

すね、はっきり言って。早くスパンと決めて、行動

をばーっという形で、３年間のＧｏＴｏの確約をま

ず国に求めていく。これを頑張っていただきたいん

ですけど。これは自民党県連にも公明党さんにも、

知事は頭を下げに来ていないんですよ。観光協会は

ちゃんと見ているんですよ。政権与党という強いパ

イプを生かすことも動いていないんですよ。私は見

ているんですよ。だから、シニハンジャーしている

人の声を、今、ダイレクトに伝えていますから、身

になるように。どう思いますか。
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○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 いろんな立場

でいろんな関係者の方々が御尽力いただいているの

は大変認識しておりますし、それに対しては感謝申

し上げたいと思います。要請も含めて、何よりもや

はりコロナの感染状況ということが一番、注視しな

ければならないと思いますので、そういったところ

も踏まえながら、やるべきことをしっかりやるとい

うところだと思っております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から知事の動きが見え

ない中どう動くのかとの確認があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

渡久地一浩文化観光スポーツ部長。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 委員おっ

しゃったことも含めて、必要性に応じて、そこはい

ろんな方策を取って観光業界の回復に努めていきた

いというふうに思っております。

○新垣新委員 続いて、地方創生交付金。観光業界

が痛んで、5000億ぐらいの赤字があると。地方創生

交付金500億ぐらい取ってきてほしいんですけど、こ

の支援金に回してほしいんですけど、部長、そうい

う考え持っていますか、このぐらい。10分の１はこ

の事業規模に応じて割って頑張ると、そういう気持

ちはありますか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

県内の観光関連産業へは、おきなわ彩発見キャン

ペーン、昨年６月から今月スタートして第３弾まで

やってきているんですけれども、業界の皆様からは

額としては少ないという意見をいただいております。

臨時交付金の増額につきましては、県のみならず全

国知事会等を通して強く、さらなる増額を求めてい

きたいと思っております。

以上でございます。

○新垣新委員 先ほどの発言とダブるんですけど、

誰一人取り残さないというんだったら、これ観光業

界の人見ていますよ、私も見てますよ。政権与党に

頭を下げにきて助けてくださいと、今困ってる人、

シニハンジャーの人がいますと、こういう知事の動

きが見えないんですね、部長。部長の動きも。正直

言って。知事の動きが見えないんですね。一番、知

事が悪いんですよ、トップが。トップがこうだから

駄目なんですよ、沖縄が。痛んでるんですよ、今。

そういう気持ちで、公明党さん、自民党にも頭を下

げて、県連にも、一緒に歩調を合わせて、どうにか

この観光業界、5000億の赤字を、10分の１でも地方

創生交付金を取って、支援金として配ろうと、そう

いう真心と思いやりって気持ちありますか。シニハ

ンジャーしてるんですよ、相手は。部長どうですか、

やる気ありますか。すぐ動くべきだよ、こういうの。

どうですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 沖縄県にでき

ることが何かということを絶えず考えながら、でき

る方策に対して精いっぱい努めてまいりたいと思い

ます。

○新垣新委員 だから本当にもう、知事がですね、

政治家なのかなと。困ってる人を助ける政治家だけ

ど、言葉だけは格好いいけど、中身がないという気

持ち、僕は思ってるんですよ。こんなシニハンジャー

して、国に要請、沖縄は特別なんだと。会社も潰れ

る、家庭も潰れるというリスクがあるんですよ、今。

そこを真剣に、部長に言っても仕方ないんだけど、

知事に伝えてほしいということで、ぜひお願いしま

す。

続いて、会社が納めるこの税金、軽減措置ですね、

部長。まず法人税、法人住民税。次にですね、法人

事業税、地方法人特別税、消費税、印紙税、登録免

許税、所得税、固定資産税、会社が納める税金の軽

減措置を、観光業界に支援に向けてその協議会も直

ちにつくってほしいんですね。県議会の代表質問、

一般質問で、税制の軽減措置で支援をしてくれって

いう答弁も実はあったと思うんですけど、具体的に

会社が納める、復興増税以外、その10項目をぜひ直

ちに、軽減措置も含めてやっていただきたいんです

けど、いかがですか。観光業界の声なんですよ、こ

れも。

○山川哲男観光政策課長 お答えします。

観光業界を含めた県内の経済界の皆様から、コス

ト低減の部分で、収入がない中で、税であるとか、

例えば年金や保険料の部分ですね、そこを何とか免

除もしくは猶予していただけないかという声が強く

あるというのは認識しております。そういう中で、

国や地方においても制度の中で猶予や減免措置とい

うものは実行しているところであります。そういう

中で、今、御質問の中にありますさらなるっていう

部分だというふうに取っておるんですけど、そこは

あくまでも税制度の中で議論されていく部分もござ

いますので、私たちへの文化観光スポーツ部だけで

はなくて、業界の疲弊というか、困難さというのは

重々認識しておりますので、税制度を持っている総

務部の税サイドのほうと、今日の御質問のまず情報

共有させていただいて、中身について意見交換して

いきたいなと考えます。
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以上です。

○新垣新委員 もう一度伺います。今、県がすぐで

きること、頑張ってほしいことは、法人住民税、都

道府県税―これは市町村と一緒にやる税ですね、県

と市町村で。もう一点が、法人事業税。これも都道

府県、県が主体となる税金です。観光業界を軽減措

置して支援してほしい。もう一点が固定資産、これ

も市町村が取る税ございます。そこも軽減措置をお

願いしてほしいんですね。ですから、そういったこ

とも、国を待つのはもちろん待ってもいい、国の流

れをですね、県と市町村ができることから、ぜひこ

の税制の軽減措置も頑張っていただきたいんですけ

ど、部長どうでしょうか。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長が新垣委員に対して、本

委員会に調査依頼された範囲内で質疑を行

うようにとの発言があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

新垣新委員。

○新垣新委員 続いて、ＭＩＣＥでございます。こ

のＭＩＣＥの問題において、もう分かりやすく言う

と、コロナでこれだけ世界経済、沖縄経済が痛んで

るから、塩漬けで置いておくことはどうですか。い

かがですか。もうできないよ。塩漬け。やりたいと

いう気持ちは分かる。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 委員のおっしゃる

とおり、ＭＩＣＥについても、この新型コロナウイ

ルス感染症の影響受けておりまして、イベントを含

むＭＩＣＥについて、中止とか延期とか、そういっ

たものが相次いでいるところでありますけれども、

その一方で、開催方法ですね、オンラインとかハイ

ブリッドの新たな手法での開催とか、感染防止対策

を徹底した上でのリアルの開催をするなど、世界規

模で新たなＭＩＣＥ開催の在り方を模索しながら一

応動いてる状況にございます。その中で、沖縄県が

今進めておりますマリンタウンＭＩＣＥエリア形成

事業につきましては、今般の第３波の急激な感染拡

大を受けまして、基本計画については、引き続き調

査を継続した上で、状況を見極めた上で改めて取り

まとめを行うということで、三役、地元の町村長と

調整の上、そういうふうに決定をしたところではあ

りますけれども、引き続きこの事業への参入意欲を

持つ民間事業者も複数確認できておりますし、また

今後ワクチンの普及による感染一定の収束も期待さ

れるというところでございますので、県としまして

は、ウィズコロナ、アフターコロナに即した強靭な

ＭＩＣＥエリアの形成に向けて、当然、新型コロナ

ウイルス感染症の状況も踏まえながらではあります

けれども、引き続き取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○新垣新委員 その気持ちは分かるんだけど、国の

高率補助がつかないという現実、分かっていますか。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 ＭＩＣＥの整備費

につきましては、御存じのとおり、全国的な国庫補

助制度が今は存在はしておりません。県においては

従前、いわゆる一括交付金を前提として進めるとい

うことで取り組んできたところですけれども、制度

終期もございまして、その制度終期までには、施設

の整備、完成が見込めないということから、官民連

携の手法で整備を検討しようというところで今、取

り組んでおりまして、全国的にもＭＩＣＥ施設の整

備につきましては、官民連携の手法によって整備さ

れるのが一般的ということもありまして、そういっ

た全国的な例に倣って、ＰＦＩの手法によって民間

のノウハウを最大限に生かしながら事業を推進する

方法を検討していきたいというふうに考えておりま

す。

○新垣新委員 分かりました。

本当に非常に厳しいから、この３年間、予算の無

駄遣いになるかなと、正直言ってね。投資家は絶対

来るはずないと僕はそう見てるんですよ。これだけ

世界経済が痛んだ中で。だから、無駄遣いの税金に

ならんかなと。やりたいという気持ちは持っといて、

今はコロナに集中したほうがいいんじゃないかなと

思ってですね、そういうきつい言い方だったんです

けれども、理解をしていただきたいということで、

強く申し上げておきます。

続いて、215番の万国津梁会議、成果を伺います。

○前本博之交流推進課長 お答えいたします。

まず、令和元年度に立ち上げました児童虐待に関

する万国津梁会議におけます成果といたしましては、

令和２年４月に施行しました子ども権利尊重条約の

前文に万国津梁会議の意見が大きく反映されたとこ

ろでありまして、提言にありました子供の権利、子

供の声、それから意見の酌み上げ、子供自身の安全

を確保、子供と保護者の支援、あと、体罰の禁止等

についても条文に反映されております。今後の取組

といたしまして、子供の意見を聴取する制度の創設

など、虐待の早期発見のための環境整備ですとか、

民間支援プログラムを活用しまして、虐待を受けた

子供や、保護者の支援の充実などの施策へ反映を行っ

ていくこととしております。
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また、米軍基地問題に関する万国津梁館会議の提

言につきましては、アジア太平洋における近年の安

全保障環境や、米軍の戦略の変化等の軍事的時勢を

踏まえた上で、米軍基地の整理縮小についての議論

を重ねて策定されており、これまでの県の主張を改

めて裏づけるものであると考えているところです。

県としましては、日米両政府に、辺野古新基地建設

の断念や、基地の整理縮小等の沖縄の米軍基地問題

の解決を要請するに当たりまして、同会議が取りま

とめました提言を重要な論拠の一つとして活用する

とともに、県の政策や取組に反映させたいと考えて

おります。さらに、ＳＤＧｓに関する万国津梁会議

におきましては、沖縄らしいＳＤＧｓについて、基

本理念や優先課題、推進体制などの提言を取りまと

めておりまして、県としましては、提言を踏まえ、

ＳＤＧｓの推進体制をさらに強化するとともに、様

々なステークホルダーとのパートナーシップ形成や

ＳＤＧｓの普及啓発などを通し、提言で示されてお

ります沖縄らしいＳＤＧｓを県民の皆様と一緒に実

現させてまいりたいと考えているところです。

以上になります。

○新垣新委員 ですから、これは県庁内部で全てで

きる問題なんですよ。この万国津梁会議の議事録を

見ましたけど、全く成果がないんですね。万国津梁

会議でこうやりなさいと、辺野古の問題は共同使用

で落としどころといっても、県知事がやらんと言っ

たら、これは税金の無駄遣いじゃないかと。虐待に

おいても、厳しい、この貧困条例と同じように都道

府県ができるように、暴力を振るった親に対して逮

捕できるという、この民法まで剥奪させて、この問

題もできるっていうのもできるんですよ、やろうと

思えば。成果がないんですよ。その件に関して部長

どうですか。これ、県庁内部でできる問題ですよ。

いかがですか。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から具体的な質疑内容に

ついては他部局の所管になるため答弁でき

ないとの発言があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

新垣新委員。

○新垣新委員 すみません、これは答え切れない部

分があるんで、この問題において、要調査事項で、

県知事及び副知事を呼んでほしいということですね。

部長たちには、これは答え切れないレベルですから、

ぜひお願いしたいというのと、委員長、取り計らい

ですね。

もう一点が、観光危機管理体制について、要調査

事項で申入れを申し上げます。

最後に一点ですけど、担当副知事、この文化観光

スポーツ部の担当副知事は新しい副知事になるんで

すか、伺います。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 照屋副知事に

なります。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員からの要調査事項の具

体的内容について確認がなされ、改めて質

疑し直すことになった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

新垣新委員。

○新垣新委員 今、シニハンジャーしてる観光業界

を助ける支援金等、どこが主体性を取るんですか、

伺います。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 いろんな側面

での支援の在り方というのは考えられるかと思いま

すけれども、例えば国内需要安定化事業ということ

でいいますと、国内の旅行需要をいかに回復させる

かということですし、のみならず、例えば雇用支援

とか経営支援ということでいうと商工労働部の県単

融資事業とか、それから、雇用調整助成金に対する

上乗せ分といったことも併せて、県庁一丸となって、

この観光産業の回復には努めているという所存でご

ざいます。

○新垣新委員 だから、具体的に言ってください。

どこに私は、主体性を持てばいいんで、商工労働部

になるんですか。再度伺います。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 そこはいろい

ろ、国内需要安定化もそうですし、ワーケーション

事業という新規の事業の取組もございます。それも

含めて、観光業界に対しては手厚く支援をして、観

光業界回復に努めていきたいと思っております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から観光業界支援の主

体はどの部局になるのか、文化観光スポー

ツ部は支援しないのかとの確認があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 決してそうで

はございませんで、観光政策課、観光振興課、それ

から、ＭＩＣＥ推進課がございますので、その３課

を中心として、観光産業の回復に一生懸命努めてま

いりたいと思います。

○新垣新委員 この件について、要調査事項で上げ

ていただきたいということを申入れをいたします。
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終わります。頑張ってください。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

午後３時19分休憩

午後３時40分再開

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

中川委員から質疑の時間の５分を大浜委員に譲渡

したいとの申出がありましたので、御報告いたしま

す。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

御承知おき願います。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 それでは、よろしくお願いいたし

ます。旅行者検査実施支援事業についてお伺いをし

ます。これは、さっきの説明では那覇を中心にとい

うことで答弁が終わっておりますが、これは知事も

離島空港でも実施をしたいと、この前の一般質問で

も大城部長も検討してるというようなお話がありま

したが、再度お聞きますが、今の取組状況はどうい

うふうになっていますか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 お答えします。

今、県では離島を含めた本県への渡航者に対し、

出発地での事前ＰＣＲ検査を推奨しておりますが、

やむを得ない事情により、那覇空港で検査を受けら

れる体制を整備しています。これが今、旅行者検査

支援事業となっておりますが、離島の感染対策も重

要だということは認識しております。まず、今、那

覇空港が整いましたので、今後また、離島について

もいろんな手段を保健医療部、総括情報部と検討し

ながら、どういった手法があるかということは検討

している最中でありますが、３月からは―これまで

県外から到着した方だけを対象に、２月はスタート

したんですが、３月からは、県内から離島に行く方

も検査の対象に加えて、少しでも感染対策予防とな

るように取り組んでいるところです。

○大浜一郎委員 実は、これも一般質問で申し上げ

ましたけど、離島空港は直行便がもう今既に飛んで

いるんですね。関西からも、福岡からも、東京から

も。今も現実に飛んでるんですよ。その辺の対策を

もう早急にやらなきゃいけないと思うんですけど、

これ、離島の医療の脆弱性から考えても、この辺の

ところの取組をちょっとスピードアップしてやるべ

きだと思いますがどうですか。

○真栄田義泰観光政策課副参事 委員御指摘の部分

については、重々、重要性を感じているところであ

ります。直行便、宮古、石垣、久米島、下地島空港、

４つの空港についても感染症対策専門家とか、保健

医療部、総括情報部と意見交換をしながら、早急に

感染対策に取り組んでいきたいと考えています。

○大浜一郎委員 これは、そもそも論なんですけど

ね、なぜ空港のＰＣＲ検査の実施の支援事業を文化

観光スポーツ部がやる必要があるのかなというのが

もともとの疑問なんですよ。午前中からも言ってお

りますけど、仲村委員も、赤嶺委員も、大城委員も

言いましたけどね。もうここまで来たら、これは感

染症の対応の窓口というのは、もう縦割りの行政の

云々かんぬんではなくて、全庁的に取り組まなきゃ

いけない。全体を統括しての危機管理という体制が

ぜひ必要だと思うんですよ。その辺のところに、も

う縦割りを壊して体制を立て直すぐらいの意気込み

でやらないといけないと思うんですけど、これは

ちょっと部長にお答えいただけますか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 那覇空港にお

けます検査というのは、観光客も含めた渡航者の支

援として実施ということで、県外からのウイルスの

持ち込みを少しでも防ぐといった観点から、市中で

の感染拡大防止につなげ、安全・安心な島沖縄を構

築して、そういった形で、観光受入体制を整えると

いうことを目的としているというところで、我が文

化観光スポーツ部になっているというところでござ

いますけれども、委員御指摘のとおり、いろんな考

え方がございます。それを水際対策も含めて一元的

にというような考え方もございますので、この辺は

どういうふうにやったら効率的、あるいは合理的に

できるのか、感染症対策専門家の意見なども踏まえ

て、保健医療部をはじめとします関係部局と緊密に

連携しながら考えていきたいというふうに思ってお

ります。

○大浜一郎委員 ですので、これ体制を整えないと

今いろいろ御質問があってもね、我々が質問しても

答えられないんですよ、いろいろ部にまたがってる

ので。だから、これはもうここまで来たら、もう一

元化して、感染対策はチームをつくって、窓口を一

本化するというような体制をぜひ取ってください。

これ、新しい副知事にもお伝えしてですね、しっか

りその体制を取るようにお願いをしたいと思います。

部長どうですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 今、委員の御

指摘は指摘としてですね、ぜひ、副知事にもお伝え

しますし。ただ、この感染症対策という大きなくく

りでの一元化ということでいいますと、保健医療部、
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総括情報部のほうで担っているというところが基本

的なところでございます。

○大浜一郎委員 ですから、情報の一元化と感染対

策、特に空港は水際の一番最前線ですから、ぜひそ

の辺ところの体制を再構築したらどうかということ

を僕は申し上げてるんです。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 水際対策、感

染予防の取りまとめ役といいますか、それを担って

いる保健医療部に、例えばそれを吸収するとかとい

うことになろうかと思いますけども、今までの経緯

もございますのでそこも含めて。また、そうはいい

ましても、スピード感持って取り組んでいきたいと

思います。

○大浜一郎委員 質問を変えます。新垣委員が塩漬

けと言ったＭＩＣＥエリアの事業ですけど。このＭ

ＩＣＥエリア形成事業、戦略的ＭＩＣＥ誘致促進事

業なんですが、私はＭＩＣＥ関連事業は必要な事業

課題であるという立場なんですね。ぜひ何とか前に

進めたらいいなというふうに思ってる一人なんです。

しかし、エリア形成事業も、誘致促進事業も別立て

の事業であるということは理解をしておりますが、

目指す方向は一緒であると思って御質問申し上げた

いと思います。現在、ＭＩＣＥ事業における進展に

おいては、その全体像が非常に県民にも見えづらく

なって、何かとても、どういうふうになっていくの

か非常に分かりづらい。そもそも、国がＭＩＣＥ事

業承諾しなかった根本の原因の課題精査は一体どう

なってるのかと。この課題精査を踏まえて、それ以

降どのような課題に注力をしてきたのかなというこ

とです。この事業のＰＤＣＡ分析、委員会でやりま

したけど、とても曖昧で、説得力があったとは言い

難いと思っております。その間、方向転換して、民

間活力とのコラボを重視するというような方針転換

がありましたし、３月までには何とか方向性を出し

たいと言ったんですけど、これもなかなか見えない。

特に、コロナ発生時以降の市場の動向とか、民間資

本の導入の見極めが、一体どのようになっているの

かなということをお聞きしたいと思います。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 県では今、マリン

タウンＭＩＣＥエリアの形成に向けまして、新たな

基本計画の検討などを進めているところでございま

す。委員おっしゃいますとおり、今般の、第３波と

言われる感染症の急激な感染拡大ですとか、これは

官民連携での事業手法を検討しておりますので、民

間事業者の意見等も踏まえまして、三役だったりあ

とは地元の町村長とも調整をした上で、引き続きＭ

ＩＣＥですとか、不動産マーケットの動向を収集分

析した上で、改めて基本計画を取りまとめを行うと

いうこととしたところでございます。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員から質疑内容に答えて

いないため改めて答弁を求めたいとの発言

があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

山田みさよＭＩＣＥ推進課長。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 この従前の大型Ｍ

ＩＣＥ施設整備事業につきましては、一括交付金を

前提とした事業ということで取り組んでまいりまし

たけれども、国との調整の中で、ＭＩＣＥの需要見

込みですとか、あとは周辺環境整備について疑問が

あるということがありまして、それらのことについ

て何点か質問を受けて、それに回答する形で進めて

きていたところでございます。一括交付金の制度の

終期というものもございましたので、県としては、

その制度終期までに整備が間に合わないというよう

なことも踏まえまして、官民連携による事業手法で

の整備を検討しようということで方向転換をいたし

まして、民間事業者との意見交換、サウンディング

ですとか、ＭＩＣＥ、または不動産マーケットの動

向をずっと継続して調査を続けてまいりました。そ

の中で、当然、このＭＩＣＥ需要というものもこの

前の動向調査の中で調査を進めておりますし、国か

ら示された課題の一つであります周辺整備の実現性

というところにつきましては、官民連携の事業手法

を導入するということによって、ＭＩＣＥ施設と周

辺のホテル等の民間、施設を一体的に整備をすると

いう方法で解消するということで取組を進めてきて

いるところでございます。この事業につきましては、

常時、民間事業者との意見交換をしながら、サウン

ディングをしながら、ＭＩＣＥまた不動産マーケッ

トの状況を調査しながら進めてきていることもござ

いまして、適切なエビデンスを得ながら取組を進め

ているものと認識をしているところでございます。

○大浜一郎委員 令和２年度はどういう成果が出た

んですか。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 県におきましては、

今年度末までにこの基本計画の案を策定をするとい

うことで取組を進めてきまして、その中で、新型コ

ロナウイルス感染症の影響によるＭＩＣＥの開催と

か、不動産マーケットの動向も調査を実施いたしま

した。それで昨年の11月頃の時点においては、ＭＩ

ＣＥについては新たな開催の在り方を模索するイベ
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ントが全国で意欲的に開催されるなど―例えば沖縄

県でもツーリズムＥＸＰＯジャパンが開催されまし

たし、そういったイベントが全国で開催されるなど

明るい兆しが見えていたところでございました。ホ

テルの客室稼働率も上昇傾向にありまして、また、

商業施設等も業種業態には差異はあるものの、一定

程度の回復が見られていたところでございます。こ

うした状況に加えまして、当該事業におけるＭＩＣ

Ｅ施設の整備運営ですとか、ホテル等の民間収益施

設の投資開発に意欲を持つ民間事業者も複数確認で

きていたことから、県としては、基本計画案の公表

準備に進もうとはしていたところでございました。

しかしながら、先ほどからの繰り返しになりますけ

れども、第３波と言われる、この感染症の急激な感

染拡大の蔓延期を受けて、ＭＩＣＥの開催ですとか、

不動産マーケットの動向をさらに収集、分析をして、

状況を見極めた上で、また改めてＭＩＣＥ施設の規

模、機能や事業スケジュール等について、民間事業

者の意見を確認をした上で、基本計画を取りまとめ

る必要があるということで、次年度も引き続きその

調査を続けていくということとしたものでございま

す。

○大浜一郎委員 去年も予算をつけてやって、今の

お答えがアウトプットだとするのであれば、令和３年

度に何を引き継いでいくのかなという―また見えな

くなっちゃったんだよね。要するに、引き継ぐポイ

ントっていうのがありますよね。その辺のところも

う一度、明確にお答えいただくといいのですが。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 この新たな基本計

画について、令和２年度におきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響によるＭＩＣＥや、不動産

マーケットの動向を収集、分析する業務を行いまし

た。２つ目に、ＭＩＣＥ施設の規模、機能や事業ス

ケジュール等の検討。３点目に、ＭＩＣＥ施設とホ

テル等の民間収益施設を一体的に整備をする官民連

携の事業手法の検討などの業務を実施をいたしまし

て、その中で、令和２年10月に基本計画の構成及び

方向性の素案をまとめ、11月には官民連携による事

業手法を整理をし、12月には新型コロナウイルス感

染症の影響によるＭＩＣＥや不動産マーケットの動

向を整理をした上で、令和３年１月には基本計画の

素案作成を行ったところでございます。しかし、今

般の、また繰り返しになりますけれども、第３波と

言われる急激な感染拡大を受けて、令和３年度も引

き続き調査を進めていくと。進めた上で改めて基本

計画の取りまとめを行うとしたところでございます。

令和３年度につきましては、ＭＩＣＥや不動産マー

ケットについては、今般の感染拡大の影響とその後

の動向を詳細に、現状を詳細に収集・分析をすると

いうことと、あと、ＭＩＣＥ施設の規模、機能、事

業のスケジュールについて、改めて民間事業者との

意見を確認をしながら基本計画を取りまとめていく

ということとしているところでございます。令和３年

度で、令和２年度になかった新たな業務としては、

ＭＩＣＥエリアのさらなる競争性の確保と民間投資

を呼ぶための調査、検討を追加しているところでご

ざいます。

○大浜一郎委員 やはりこれは、実は決算のときも

そうだったんですけども、あのＰＤＣＡの分析では

やっぱりよく分からないんですよ。あれがアウトプッ

トになると分からないんですよ、とても。ここはね、

やっぱりね、今後、民間を相手にするんであれば、

ＥＢＰＭですよ。エビデンスに基づいて、どういう

方向性があるかとしっかりやらないと、民間とのコ

ラボって非常に僕はもっともっとたたいた議論にし

ていかないと厳しいと思ってるんですね。今後、国

も求めてますけど、ＥＢＰＭ手法でしっかり検証作

業をすべきですよ。そして、検証作業で浮き上がっ

た課題をこれは明確にしっかり落とし込むという作

業を絶対必要だと思いますね。令和３年度は、エリ

ア形成で3500万ぐらい使うわけですよね。これまた

コンサルがその作業に入るっていうことでいいんで

すか。そういうコンサルに基本的にお願いするお願

い料みたいなもんですか。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 調査業務につきま

しては、業者のほうに委託でお願いをいたしますけ

れども、今年度も同じですけれども、決してその業

者任せでやってることだっていうのではなくて、常

時オンラインでだったり、リアルだったり、常に情

報交換をしながら一緒に取り組んでいるという状況

でございます。

○大浜一郎委員 戦略的ＭＩＣＥの誘致でも、これ

２億5000万ぐらい予算をやってますよね。この具体

的な令和３年度の内容というのは、どういうことを

今、考えてるんですか。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 戦略的ＭＩＣＥ誘

致促進事業につきましては、沖縄ＭＩＣＥ振興戦略

に基づきまして、ＭＩＣＥの誘致、プロモーション

の展開、専門的なＭＩＣＥ人材の育成、県内のＭＩ

ＣＥ開催実績の把握及び分析といった、全県的なＭ

ＩＣＥ振興を目的とした事業を実施しているところ

でございまして、令和３年度につきましては、新型
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コロナウイルス感染症の影響を受けているＭＩＣＥ

の県内開催を復調させるため、これまでに従来実施

してきた事業に加えまして、ＭＩＣＥエリアの形成

の状況ですとか、新型コロナウイルス感染症の影響、

また、新たな振興計画の策定と連動させる形で、沖

縄ＭＩＣＥ振興戦略の見直しに取り組むこととして

おりまして、あとは、そのほか、ＳＤＧｓの概念を

取り入れたＭＩＣＥコンテンツとして、ＭＩＣＥ開

催及び受入れにおけるサステナビリティガイドライ

ンの策定に取り組むこととしておりまして、その費

用として、２億5848万8000円を計上したところでご

ざいます。

○大浜一郎委員 去年も２億6900万ぐらい使ってま

すよね。それから出てきたアウトプットは、令和３年

度にどういうふうに位置づけているんですか。何か

今、内容が固まってるようには聞こえないけど。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 戦略的ＭＩＣＥ誘

致促進事業といいますのは、沖縄県、県内へのＭＩ

ＣＥの誘致を主な業務内容としておりまして、誘致

と、あと、ＭＩＣＥを受け入れるための人材の育成、

あとは実際の開催されたＭＩＣＥの実績の把握だっ

たり、分析というものが主な業務としておりまして、

実際、ＭＩＣＥ開催件数につきまして、令和元年に

つきましては、対前年度で300件ぐらいの増の1600件

余りということで年々増加をしてきておりまして、

当該事業の効果が現れているのかなというふうに考

えております。

○大浜一郎委員 ですので、２億5000も使うんです

よ。去年は２億6900万使ってるわけでしょ。予算で

やってるわけですよね。だから、今のコロナ禍で、

今のエリア形成についてもそのようなお答えがあっ

たんですよ。ちょっと連動しないとおかしいでしょ

う、内容の取組も。令和２年度でどういうアウトプッ

トが出てきて、令和３年度の予算の中では、特にこ

の辺をきちっとやっていくんだと。もう、令和元年

の話はいいですよ、もう。あのときと今は違うんだ

から。これからどうするのっていうことですよ。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 令和３年度におき

ましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

ているＭＩＣＥの県内開催を復調させるために、沖

縄ＭＩＣＥ振興戦略の見直しをするほか、あと、昨

今は、このＭＩＣＥの開催地としての選択のポイン

トとして、ＳＤＧｓの視点というものが重要視され

てるということもありますので、そういったＳＤＧ

ｓの概念を取り入れたサステナビリティガイドライ

ンの策定に取り組むこととしているところです。

○大浜一郎委員 考え方をまとめるために２億

5000万を使うんですか。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 繰り返しになりま

すけれども、この戦略的ＭＩＣＥ誘致促進事業とい

うものは、ＭＩＣＥの誘致プロモーション活動と、

あと、専門的な人材の育成というのを継続的に実施

しているものでございまして、それは令和２年度も

令和３年度も同じように継続をしていくというもの

になります。それに加えて、令和３年度は、ＭＩＣ

Ｅの県内開催を復調させるという目的で、この現状

に合わせた形で沖縄ＭＩＣＥ振興戦略を見直すとい

うことと、サステナビリティガイドラインの策定に

取り組むということとしているところでございます。

○大浜一郎委員 民間がこれだけ投資して、そうい

うことをするというふうに考えた場合ですね、これ

２億5000万使うというのは相当覚悟がないとなかな

かできないもんですよ。だから行政がリスクを取っ

てやるっていうのは分からんでもないです。しかし

ながら、これから、要するに３年度を通して、１年

を通してどのような成果を確実に見積もるかという

のはとても大事なことなので、２年からの引継ぎは

どうで３年は特にどういうふうに取り組みますよっ

ていうこと、そして、これが確実に実現可能性があ

る、要するに、ベーシックなものになっていくかっ

ていうことがとても大事な話なわけですよね、基本

的にはね、民間も誘致もしていくわけだから。そう

いったところの、今後１年間において、令和２年か

ら何を引き継いで、令和３年でこれを取り組んで、

どういう成果を見積もってるかというところまで、

少しお話ししていただければ。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 このＭＩＣＥに関

する事業につきましては、先ほど来申し上げており

ますマリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業と、戦略

的ＭＩＣＥ促進事業というのがございまして、戦略

的ＭＩＣＥ促進事業につきましては、ＭＩＣＥエリ

アの形成だけではなくて、現在、例えばコンベンショ

ンセンターですとか万国津梁館ですとか、県内のホ

テルで、実際にＭＩＣＥが開催されているんですね。

それの誘致プロモーション活動、それを受け入れる

ための専門的な人材の育成、実際に県内で開催され

たＭＩＣＥの実績の把握、分析をしているものでご

ざいます。それを継続的に実施をして、沖縄県のＭ

ＩＣＥを戦略的に振興しようという目的で実施をし

ているものでございます。

○大浜一郎委員 分かります。でも、これＭＩＣＥ

をこれから重点的な沖縄の戦略事業としてやってい
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こうというか、これ関連するわけでしょう。そこの

関連をいって―事業が縦割り事業かもしれないけれ

ども、基本的にＭＩＣＥというものをこれから一つ

の大きな沖縄の重要なビジネスに持っていこうとい

う話なんじゃないの、これ。

○山田みさよＭＩＣＥ推進課長 お答えいたします。

このマリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業と、戦

略的ＭＩＣＥ誘致促進事業の有機的な関連というと

ころだと思うんですけれども。まずですね、そもそ

もこのマリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業を始め

るきっかけとなったものが、沖縄県においては施設

の規模の制約からなかなか大規模なＭＩＣＥが受け

入れられないということがありまして、一定規模の

ＭＩＣＥ施設を造る必要性があるということから始

まりまして、そういう中で、平成29年に沖縄ＭＩＣ

Ｅ振興戦略というものを策定をしまして、その中で

戦略的にＭＩＣＥを誘致していくという部分と、受

入体制の整備として、施設を整備するというものが

位置づけられております。その戦略に基づきまして、

このマリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業ですとか、

戦略的ＭＩＣＥ誘致促進事業、今実施をしていると

いうところでございます。また、その中で、産官学

で連携をして沖縄県全体で、ＭＩＣＥを誘致をして

振興していくということで、沖縄ＭＩＣＥネットワー

クというものを立ち上げておりまして、その中で、

各部会とかを設けてですね、この施設に関してもで

すし、誘致に関して、また人材育成に関しても、い

ろいろ勉強会ですとか、セミナーですとか、そういっ

たものを実施をいたしまして、全体で連携をして進

めているということになります。

○大浜一郎委員 ＭＩＣＥエリア形成についてもで

すね、これは民間活力を入れるということでありま

すので、民間資本というのは御存じのとおり、投下

した資本をね、どれだけのスパンで回収するかとい

うのが投下資本なんですよね。ですので、民間を巻

き込むときには、非常にタイトな計画、そして確実

に見込めるだろうというのを提示しない限りは、こ

れ前に行かない話なのでですね、しっかり令和３年

度、私は推進してほしいほうの人間なので、ぜひ、

その辺のところしっかり取り組んでもらいたいと思

います。

万国津梁会議についてですけれども、これは最初

から私は何で文化観光スポーツ部が主管するんだっ

て言い続けてきた一人ですけれどね。新年度の具体

的な取組と、期待する効果、その辺についてお伺い

します。

○前本博之交流推進課長 お答えいたします。

万国津梁会議費は、沖縄21世紀ビジョンの基本理

念及び５つの将来像を実現しまして、新時代沖縄を

構築するため有識者等の意見を聴取する会議運営に

要する経費でございます。令和３年度におきまして

は、令和２年度に立ち上げました多様な人材育成、

あと稼ぐ力と、あと海外ネットワークの３つのテー

マに加えまして、新たにプラスチック問題、あと、

琉球文化ルネサンスの５つのテーマを実施する予定

でございます。

以上です。

○大浜一郎委員 じゃあ５つの会議をやるっていう

理解でいいですか。

○前本博之交流推進課長 そのとおりでございます。

○大浜一郎委員 それとね、今、いろいろとお話を

聞きまして、新しいテーマについても聞きましたけ

ど、これ万国津梁会議の中にあえて置く課題かなと

いうふうに思うんですけど、この辺の精査は皆さん

どうされているんですか。

○前本博之交流推進課長 お答えいたします。

御承知のとおり万国津梁会議は、知事公約に基づ

きまして、優れた識見を要する有識者等の意見を知

事自身が直接聴き取りまして、この会議のテーマに

おいては、知事自身が検討、選定することとなって

おりますことから、知事がより関心の強いテーマ、

課題だと考えているテーマについて議論することと

なっておりますので、予算を計上しているところで

す。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 ちょっと補足

せていただきますと、今のような課長の説明でです

ね、万国津梁会議を立ち上げてその中でやらせてい

ただくということの裏返しになりますけど、通常、

各部局においてですね、それぞれの、その部局にお

いて所管しているテーマについて、審議会というの

を一般的に持っているところでございます。その審

議案件とか課題というのがですね、それは、前もっ

て設定されている場合というのは審議会の中で有識

者から意見を聴取して決めるんですけれども、この

万国津梁会議と申しますのは、その時々の社会情勢

等々に応じて知事がその都度、適宜に決めていくも

のですから、それは柔軟にですね、対応していかな

いといけないというところで、万国津梁会議の中で

ですね、そこは改めて有識者に集まっていただいて

やるというような体制を取らせていただいていると

いうことでございます。

○大浜一郎委員 期待する効果としては、出てきた
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課題についてですね、令和３年度から出てきた課題

については、どのように生かしていくんですか。

○前本博之交流推進課長 お答えいたします。

まず、令和３年度から新たに立ち上げます新規の

２テーマについての選定理由でございますけれども、

まずプラスチック問題につきましては、沖縄県が世

界的な課題となっております脱プラスチック社会を

推進し、島嶼経済、島嶼型脱プラスチック社会のフ

ロントランナーとなりまして、世界の島嶼地域への

技術、システム、あと、価値観等を普及していくこ

とを目的としまして本県の国際貢献の取組の在り方

について広く提言をいただきまして政策に反映させ

ることが理由となっております。

また令和４年は、沖縄本土復帰の50周年を迎える

など重要な節目となっておりまして、県内及び国内

外において、沖縄の歴史文化価値の理解を深め、新

たな文化や生活スタイルを生み出す大きな活動、い

わゆる琉球文化ルネサンスにつなげていく絶好の機

会となっているところです。そのため首里城復興基

本計画に位置づけられております琉球文化ルネサン

スについて幅広い視点から、その可能性等について

議論いただいて、沖縄県としての一体的な取組につ

なげていく必要があることから、このテーマが選定

されております。

以上です。

○大浜一郎委員 質問変えます。

このＲＩＣＣＡの普及促進事業ですけど、ＲＩＣ

ＣＡは観光振興課が所管されているんですよね。そ

れで、私もＲＩＣＣＡ入れていますよ、携帯に。入

れているんですが、観光振興課がやる事業かなと思っ

て、毎日出てくるコンテンツがね。この辺どうなん

ですかね。だからこれも要するに、主管は観光スポー

ツがやって、中身が全然別の部署がやっている。い

わゆるクーポンありますよ。ですけど、どうなんで

すか、これ観光振興課がＲＩＣＣＡを所管する意味

が少しよく分からないんですけど、この辺はどうな

んですか。どういう整理されているんですかね。

○下地誠観光政策統括監 ＲＩＣＣＡは、感染対策

を防ぐという意味合いもございます。そういう視点

に立ったときに、当然県民の皆さんもそうですけれ

ども、観光客の皆さんにもＲＩＣＣＡを登録してい

ただいて、それの情報を共有していただくとか、沖

縄県の情報をつかんでいただくとか、さらには場合

によっては、陽性になった際には陽性の登録をして

いただくとか、そういうような考え方に立って、観

光客の受入れという部分で、うちの部局が対応させ

ていただいております。ただし、これも繰り返しに

なりますけれども、予算は観光部局で取らせていた

だいてＰＲ周知等を観光部局でやっていますけれど

も、保健医療部も含めて全庁一体となってやってい

ると。例えば、一例で言うと、県庁内部のＲＩＣＣ

Ａの取得率というんですかね、職員は70、80％ぐら

いの職員が取られているんですね。取られていない

人は個人情報が嫌だとか、いろいろ意見もあるもん

ですから、そういう中で対応させていただいており

ます。

以上です。

○大浜一郎委員 これも広い意味では、感染症対策

の一環ではないかなと思ったりもするので、これは

所管はしているけど、中身に関してはあそこの部署

だとか言ってね。というよりも、もう少しまとめた

ほうがいいのかなと思うし、僕はＲＩＣＣＡはもっ

と付加価値をつけるべきだというふうに思いますよ。

観光客も―特に観光推進課がやるのであればね。もっ

とスマートニュースの見やすいクーポンがあったら

いいけど、あのクーポン検索、なかなか文字だらけ

でよく分からない感じもする。その辺のところの付

加価値については、今後どういう議論があると思い

ますか。何か考えていらっしゃいますか。

○下地誠観光政策統括監 どうしてもこれは、ＩＴ

関係のプログラムになるので、クーポンも含めて触

る場合にはどうしても費用がかかる話になります。

できる範囲で、いろいろ修正はかけていまして、先

ほど、午前中お話ししましたけれども、この感染者

の情報についても、最初のうちはすごいシンプルな

情報しかなかったんですけれども、今は、保健医療

部さんとも協力して細かい情報を出すとか、週間ご

とにグラフで統計的なデータを示すとか、そういう

努力をしているところです。

以上です。

○大浜一郎委員 実はですね、石垣市がやっている

んですけどね、ＬＩＮＥを活用してこういう情報も

流すんですが、サイバー窓口を今展開しているんで

すよ。要は役所に来させない、書かせない、待たさ

ないということでね、サイバー窓口にして、それを

今展開し始めているんですよ。市町村がやっている

ところがあれば、そういうところのリンクも必要な

んだろうというふうに思いますし、そういった付加

価値をつけていくのも必要じゃないかなと思うんで

すよ。今の時流に合ったね、非常に面白い取組だと

いうふうに思います。これ実は地方創生臨時交付金

を活用して、そんなに持ち出しもなく構築している
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んですね。その辺のところの取組も少し考えてみた

らどうかなというふうに思うんですが、この辺どう

ですか。

○下地誠観光政策統括監 委員ありがとうございま

す。ぜひ勉強させていただいてですね、もう少し改

善できるように努力したいと思います。ありがとう

ございます。

○大浜一郎委員 特にですね、来させないっていう

のは大事な話で、これねマイナンバーとリンクする

と非常に画期的になってくるというふうにも言われ

ておりますのでね。ＲＩＣＣＡを、現況で７万3000人

で、事業所で7190ということですね。今後は目標と

する登録件数についてはどうなんですか。

○下地誠観光政策統括監 当初は５万人という数字

は表に出していたところなんですけれども、いろい

ろ経済対策―Ｓｔａｙ Ｈｏｔｅｌとか、そういう

もので全てひもづけして対応させていただいている

せいもあって、個人の登録も事業者数も結構伸びて

います。今のところ７万超えたところですので、

８万、９万、あわよくば10万とか、そういう数字を

頑張っていきたいと思います。

○大浜一郎委員 以上です。

○西銘啓史郎委員長 島袋大委員。

○島袋大委員 よろしくお願いします。

まずですね、次年度の令和３年度の文化観光スポー

ツ部の予算というのは幾らになっているか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

90億4900万円となっております。

以上です。

○島袋大委員 そのうちコンベンションビューロー

に委託事業結構あると思うんだけれども、コンベン

ションビューローに対しての委託事業費は幾らね。

○山川哲男観光政策課長 令和３年度予算につきま

しては、まだビューローのほうとの委託契約という

のは結んでおりませんので、参考までに、令和２年

度の数値で申し上げさせていただきますと、16億

5500万円となっております。

以上です。

○島袋大委員 課長申し訳ない、じゃあビューロー

の令和元年も教えてください。

○山川哲男観光政策課長 令和元年は決算ベースに

なりますが、23億1189万4000円となっております。

以上です。

○島袋大委員 申し訳ない、令和元年と令和２年の

文化観光スポーツ部の総予算は幾らですか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

令和元年度は101億7000万円となっております。続

いて、令和２年度は93億1600万円となっております。

以上です。

○島袋大委員 これだけ沖縄はリーディング産業と

いう位置づけをして、観光客を1000万人を求めてき

て頑張ってきて、今、コロナ禍ということで大打撃

を受けていると。しかし、令和元年は文化観光スポー

ツ部での総予算は101億、令和２年で93億なんですよ

ね。今年度90億、年々減っている。最大の観光のバ

ロメーターのコンベンションビューローに対して、

令和元年は101億円に対して23億委託しているわけで

すよ、昨年は17億円。ということは、文化観光スポー

ツ部の全予算が今回90億だから、もっとコンベンショ

ンビューローと委託契約は17億以下になるという見

込みになると思うんだけれども、ここが重要であっ

て、今我々はもう基地からの脱却というふうにみん

な言っておきながらですよ、一番のステータスにな

る観光どうしようという中で、年々総予算が落ちて

きている中で、今コロナ禍なんですよね。これを観

光関連産業も含めて、どんなふうに生かすという、

この意思表示すら文化観光スポーツ部はできない状

況なんですよ。部長中心に職員の皆さん方頑張って

いますよ。だから私が言いたいのは、知事自体が、

副知事もそうですよ、沖縄県の入り口論の観光産業

と言っておきながら就任して毎年減っているんです

よ。こういった状況で、このコロナ禍の危機的状況

も立て直しができるかと、ほぼ僕できないと思って

いるんだよ。だから、この重要な予算委員会という

ことで、我々今審議しているけれども、それ以上、

それ以下も進めること審議できないんだよ。ここを

どうするかというのは、やっぱりリーダーとして、

知事の肝煎りを、政策はどうするかというのが、な

かなか見えないのがやっぱりここにきて分かってき

てるわけですよね、我々も。だから、その辺は予算

調整も含めて文化観光スポーツ部として、総務部あ

たりに対しても、予算要求をしたけれどもはじかれ

ている状況だと思うんだけれども、部長こういった

流れを見てどう感じますか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 ちょっと繰り

返しになる部分もあるかと思いますけれども、文化

観光スポーツ部トータルといたしましては、委員御

指摘のとおりビッグバンとか、それから県立芸大奏

楽堂―これは改修が終了しておりますので、必然的

に減るというところになってはございますけれども、

観光振興に関する予算でいいますと39億円というこ

とで、対前年度で1.8％の増という状況になっており
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ます。先ほど言いましたビッグバンが減った、これ

はもうある意味渡航制限がかかっていますのでやむ

を得ないところ、その部分を例えば国内需要安定化

事業に増額いたしましたりですとか、それから感染

防止対策で旅行者検査実施支援事業に回しますとか

といったところで、当初予算―観光振興については

何とか上積みをさせていただくと同時に、２月の補

正予算で、御存じ、沖縄観光体験支援事業クーポン

を活用した事業ですとか、10日から始まりました沖

縄彩発見キャンペーン事業などなどですね、ＧｏＴ

ｏトラベルが再開されるまでの間、当初予算も含め

て何とかできるところで沖縄観光行政のところでつ

ないでいって、楽しんでいただくための取組を実施

しているというところで御理解を賜りたいというふ

うに思っております。

○島袋大委員 部長の気持ちは分かりますが、僕は

全然構わない、いいと思っていますよ。であれば、

これ10年遡ってやれば、10年の文化観光スポーツ部

の総予算と、コンベンションビューローの委託費用

で出したらどうなるのったら、毎年右肩下がりになっ

ているんだよ、データは。そういうことを考えれば

今、コロナ禍というこういう時期に、今やっている

事業もあるかもしれないけれども、そこでやっぱり

リーダーとして―だから私が今いろいろ質問してい

る中でも、縦割り行政が非常にきつい状況だと思う

んですよ。今コロナ禍でかかっているんであれば―

今から聞くけれども、那覇空港のＰＣＲ検査にして

もですよ、１億5000万ぐらい予算ついているんだけ

れども、検査機関が200しかできないという話だけれ

ども、これ金さえあれば、上積みすればできる話な

んですよ。だから、この管轄が、文化観光スポーツ

部に回っている予算で、こうやりなさいっていうこ

とできているんであれば、これだけ200人以上が、も

し検査を受けるという率がくるんであれば、補正予

算も組んで考えないといけない状況来るんですけど、

その辺は想定には入っているんですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 ＰＣＲ検査も

含めてですけれども、次年度の予算、当初予算でこ

ういう形で組ませていただきましたけれども、その

時々でですね、彩発見も今年度３回もやらせていた

だきました。それはＧｏＴｏを観光回復の肝としな

がらもですね、それができない間何とか県ができる

部分ということで３回、県内で感染状況が鎮静化し

ているところを見計らってやったというようなとこ

ろ、これは当然補正で組まないとできないものなの

で、そこは次年度も頃合いを見計らって適宜、適切

に補正予算は組むべきところは、しっかり組ませて

対応したいと思っております。

○島袋大委員 ぜひとも、これは上積み、積み増し

もできるような補正予算を組めるように、また努力

もしていただきたい。スタートする事業だから、ま

だ結果がどうこうだからとか、そういうことを言わ

ないけれども、これだけアピールして水際対策を打

つっていうことでスタートするんであれば、そうい

うことも想定内に入っているでしょうから、一つ御

理解もいただきたいと思っています。

そこで、このコロナが始まってもう１年たちます

けれども、次年度の新年度に向けて、やっぱりこれ

スタートしてだんだん落ちてきたときに、要するに

縦割り行政で、文化観光スポーツ部、商工労働部、

保健医療部含めて、いろんな形で分散したわけであ

るけれども、ここはやっぱり縦割り行政の枠を取っ

払って、新年度から知事の指示の中で、この特化し

た専門部署をつくるとか、課をつくるとか、そうい

う意気込みの議論なかったんですか。

○山川哲男観光政策課長 正確なお答えになってい

るかというのが少しあるんですけれども、コロナ感

染症対策課という専任課ができるというふうに聞い

ております。

以上です。

○島袋大委員 今言う文化観光スポーツ部ですら課

長はまたこういった感じかもしれませんねえという

流れのこととしか回答しかできないもんだから、今、

上の皆さん方でがちゃがちゃしているわけですよ。

知事、副知事のね、ピラミッドのトップ３が、ビッ

グ３がこれやっているんじゃないの。結局は蓋を開

けて新年度なっても、今年度と同じ状況になるのは

もう目に見えているんですよ。その場しのぎの思い

つきで議会で答弁して後々部長たちがけつを拭くと、

答弁間違っていましたと。こういうね、職員なんか

これだけ頑張っている、これも支え切れないとなっ

たら、僕は大変な状況になると思いますので、一つ、

私はもうこれ以上聞くことないと思っています。

委員長、ぜひともね、これだけこの文化観光スポー

ツ部で、観光一律で職員は頑張っていますから、や

はり今言うように、コロナ禍の対策の新しい部署も

考えているというような話は聞いていますけれども、

観光という立場でですね、知事がどういうふうな形

でビジョンを持っているのか。今回就任した副知事

の照屋氏もですね、このＭＩＣＥ事業に関して、こ

れ以上、職員は頑張っている中で、国にお願いする

ことができない中で、今民間の力を借りるというこ
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とで、今コロナ禍で大変な状況になっていると。当

初は、土地も先走って買ったら大変ですよと我々自

民党は指摘しておきながら、大丈夫と言って多額の

予算を借金して70億ぐらい使って買って、今すらく

いさえ打ち切れない。こういうのを我々、県民にずっ

と説明しきれませんよときてる状況がいまだにきて

いるんですよ。だから、いろんなビジョンを書いて、

掲げて頑張っている職員がいる中で、やっぱりリー

ダーとして知事、副知事のですね、これだけのコロ

ナ禍という厳しい状況の中で、トップとして、ナン

バー２として、これだけをやっていくんだという意

思表示をしっかりと確認した上で、私は予算の採決

をするべきだと思っていますので、一つ要調査事項

で上げていただいて、ぜひとも、お２人を呼んでで

すね、どうこう、この細かい話じゃなくて、その意

思表示というのはっきりと示しを聞いた上でですね、

私は採決に臨むべきだというふうに思っていますん

で、ひとつ取り計らいよろしくお願いします。

大変、職員の皆さん頑張ってください。もう頑張

るしかないですから、ひとつよろしくお願いします。

○西銘啓史郎委員長 ただいま提起でありました要

調査事項の取扱いについては、本日の委員会の質疑

終了後において協議いたします。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 僕はもう一点だけお伺いします。

沖縄彩発見については、ＧｏＴｏトラベルに、国

に代わる、沖縄の最大の観光関係者が喜んでいるこ

とだと思いますが、これまで補正予算組んで実施さ

れていると思いますが、これまでの補正予算組んだ

回数と、また実績というんですかね、執行率につい

てお聞かせください。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

第１弾の補助金が５億円でございました。続いて、

第２弾が１億5000万円。第３弾の中でですね、先行

してＳｔａｙ Ｈｏｔｅｌ事業というのを実施いた

しました。それが２億円となっております。そして

現在進行しているおきなわ彩発見が３億円となって

おります。

以上です。

○中川京貴委員 ちょっと仕組みを教えてほしんで

すけどね、これだけの補正予算を組んでやったんで

すが、これは委託業者に投げて、委託業者からツー

リストとか、またホテルとかでやっているんですか。

県が直接申込みやっているんですか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

第１弾と、Ｓｔａｙ Ｈｏｔｅｌ事業、それから

第３弾事業は、コンベンションビューローのほうが

受託をして実施いたします。第２弾につきましては、

小規模宿泊施設を支援する観点からオンライントラ

ベルエージェント―ＯＴＡですね、こちらを活用さ

せていただきました。

以上です。

○中川京貴委員 実はですね、部長。これ大変評価

が高かったんですが、関係業者から言わせるとです

ね、やっぱり地元の企業が立替えないといけないと。

この立替えがですね、２か月、３か月、４か月とは

言わないんですが、その間、自分たちの立替えで大

変厳しかったということがあるんですが、現在どう

なんでしょうか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

第３弾につきましては、第１弾の頃の支払いにつ

いての様々な苦情等、御意見ありましたので、まず

着手の段階で補助金額の３割を着手金払いというこ

とで用意をしております。それの日付につきまして

は、４月５日を目途にまず３割をお支払いしまして、

その後４月23日、それから最終的には精算というこ

とで５月に全てお支払いするということで進めてま

いります。

以上です。

○中川京貴委員 これもですね、やはり使った方々

からの声でもあるんですが、もうあまりにも評判が

よすぎて、同じ人が２回も３回も使えると、このメ

ニューをですね。宿泊は連チャンはできませんけど

も、しかしながら、ほかの人が申込みをしたら、も

う予算が切れているというようなこともあるので、

新しい人が申込みできる仕組みはできないんですか。

○山川哲男観光政策課長 彩発見事業につきまして

は、今御質問の中にありましたように、回数の制限

は設けておりません。ただ、県民の皆様から様々な

御意見があって、申し込みしたんだけど売り切れて

いた、自分一度も利用していない、というようなこ

とがあればですね、仮に、第４弾、第５弾とつなげ

ていく場合には、改善点として盛り込んでいきたい

なと思います。

以上です。

○中川京貴委員 ぜひですね、これもテーブルにのっ

けてほしいのは、これまで、１回、２回使った方々

ですね、今度の当初予算でも、改めて新しい方々優

先にですね、公正公平、数多くの人に利用させてい

ただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○山川哲男観光政策課長 そのとおり改善していき

たいと考えております。
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以上です。

○中川京貴委員 部長、やはりですね、この文化観

光部についても、限られた予算範囲内でのいろんな

苦労があったと思っています、職員の皆さんもです

ね。その範囲内でしかできない業務だと思っていま

すが、しかしながら、部長中心に、その優先順位決

めることは知事や副知事、部長、職員ができると思っ

ているんですよ、枠は決まっていますので。ただ、

ぜひお願いしたいのはなかなか日の当たらない、光

の当たらないところ、先ほど提案しましたとおり、

これまで一度も利用したことない人たちに充てると

か、また部局内の中でも、皆さんがここ優先すべき

だなというところがあったら、本当に困っていると

ころに予算措置をしていただきたいと思いますが、

部長いかがでしょうか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 はい。広く観

光業界の方々から意見をその都度丁寧に聞きながら、

そこは、委員おっしゃるように優先順位のつけ方に

も目配りをしつつ取り組んでいきたいと思います。

○中川京貴委員 もう朝からいろんな質疑がありま

したけども、実は観光関係業者とですね、我々各会

派、代表全員で意見交換したんですよ。やはり、も

う悲鳴上がって―要するに、このコロナ禍を乗り越

えてＶ字回復したときに、観光業者が来ても、県内

業者もたないと、そのときは、もう倒産しています

よと、受皿がないんですよという悲鳴がありました。

ホテルももちろん、バス、タクシーもですね。ぜひ、

当初予算でですね、その受皿つくっていただいて、

沖縄の観光立県に取り組んでいただきたいと思いま

す。部長いかがでしょうか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 知事もですね、

本会議の答弁でも申し上げさせていただきました。

今の沖縄の経済というのは、観光の回復なくしてあ

り得ないということもございましたので、それだけ

冒頭の説明でも申し上げさせていただきましたとお

り、取りあえず観光の回復というのをイの一番にで

すね、進めさせていただきたいというふうに思って

おります。

○中川京貴委員 渡久地部長、職員の皆さん、大変

御苦労さまでした。

以上で終わります。

○西銘啓史郎委員長 以上で、文化観光スポーツ部

及び労働委員会事務局関係予算議案に対する質疑を

終結いたします。

説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

午後４時43分休憩

午後５時６分再開

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました要調査事項に

ついて、各調査事項ごとに、これを提起しようとす

る委員から改めてその理由を説明した後、当該要調

査事項を報告することに反対の意見がありましたら

各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります要調査事項の順番でお願いいたします。

まず、項目１、水際対策についての提起理由につ

いて。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 よろしくお願いします。

もう皆さん一緒に議論をしましたからあまり重な

らないようにしますけれども、この安全・安心な沖

縄観光受入体制構築実証事業、いわゆるＴＡＣＯの

事業ですね。それから旅行者検査実施支援事業、Ｐ

ＣＲ検査の部分です。この２つの事業で、沖縄モデ

ルの水際対策を充実させていくというようなことで

予算の審査をしましたけれども、ＴＡＣＯについて

は262日間で252万人の皆さんが通過をしているけれ

ども、全く機能していなかったというのが１つ。そ

れからＰＣＲ検査については、これからもどうして

も観光産業を動かしていかないといけない中で、１日

数万人が利用する那覇空港において半年間で３万

5000件、１日当たり200件の希望者のＰＣＲ検査をす

る。やっぱりそれだけで、本当に水際対策になるの

かというのは議論をしたとおり、私は大きな疑問を

持っております。報道にあったとおり変異株もある

―県民もやはり変異株に対する不安も非常に大きい

です。そういう中で、この令和３年度の観光産業を

どう動かしていくのか、やっぱりここが、水際対策

というのが非常に重要になってくる中では、やはり

しっかりとこの水際対策の在り方については、トッ

プである知事の考えも含めて、あるいは充実も含め

て、議論をし直さないといけないというふうに考え

ておりますので、要調査事項に上げて議論を深めた

いと思っております。よろしくお願いいたします。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 新垣新委員。

○新垣新委員 まず、番号１番の万国津梁会議を取

り下げを申し上げます。答弁、困難ということで取

り下げをいたします。
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２点目にですね、この観光危機管理体制構築支援

事業については、知事にお聞きしたいと。観光業界

の支援ですね。これは責めるものでなくて、本当に

頑張っていただきたいと。今の観光業界が苦しみ、

もがき苦しんでいる中でですね、頑張っていただき

たいということで、ぜひ、やはり知事を先頭に予算

獲得や様々な税の軽減措置もですね、観光業界が言

うような声を直に提言もしたり、確認をしたり、激

励もしたり、やってきたいもんですから、ぜひこの

２点ですね、お願い。

それと、もう一点、ＭＩＣＥも僕、要調査事項っ

て言いましたけど、質疑もして、ちゃんと言いまし

たけど。

○城間旬議会事務局政務調査課主幹 ＭＩＣＥに関

する質疑はしていますが、ＭＩＣＥを要調査事項と

する旨の発言はありませんでした。

○新垣新委員 じゃあ、いいです。

○西銘啓史郎委員長 島袋大委員。

○島袋大委員 私も書かれているとおりですけれど

も、びっくりしたのは、縦割り行政で非常に厳しい

状況っていうことは一般質問、代表質問の答弁でも

あった中でですよ、じゃあその経験上、新年度どう

するかって聞いたら―確かに新聞報道で聞いていま

したけれども、新設のコロナ感染症対策課をつくる

みたいですというのを、文化観光担当の課長が言う

わけですよね。全くこの末端の部署にすらいってい

ない。もうまさしくその場しのぎで、ぱって言った

の、じゃあやりましょうねって、４月からやること

かというふうに、僕今びっくりしているところです。

観光ビジョンについても、このコロナ禍に対する大

変問題が―与野党通して議会前でいろんな勉強会も

あったはずですけれども、我々も、もう既に会派室

にもそうですけれども、各種団体からその質問をし

た後にどうなりますかねという問合せがかなりきて

おります。ですから、明確に今回の代表質問、一般

質問見ても、各議員の知事の答弁聞いてもですね、

本人の意気込みが感じられないわけですよ。だから、

令和３年度の新年度予算に向けての予算委員会です

から、知事、副知事に対してですね、しっかりとこ

の我々が責任を持って、観光関連産業を守っていく、

沖縄の観光をしっかりとつくって県民の皆さん方と

共に頑張るというのは、意思表示をしない限りです

ね、この予算委員会のまとめ方、僕は非常に厳しい

と思っていますから、ここは、何やかんや言っても

ですね、知事、両副知事がしっかりとした決断を持っ

ていってくれればですね、きちんといいような形で

みんなで頑張ろうというふうになると思いますから、

その辺で、要調査事項に入れていただいて、呼んで

ですね、その決意を確認したいということです。

○西銘啓史郎委員長 ただいま３名の委員から要調

査事項についての説明をいただきました。ただいま

のこの項目、おのおのについての反対の御意見はあ

りませんか。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 要調査事項、いずれも非常に何て

いうのかな、必要な大事な指摘だったというふうに

感じております。ただ、部長の答弁として不足はな

かったし、尽くされたのかなというふうには思って

おりますので、調査事項に関しては賛同しかねると

いうことです。ただ、後で議論があるかもしれませ

んが、大城憲幸委員から提起のあった特記事項に関

してはですね、ぜひ、ここは今あった指摘も含めて、

支援の在り方、それから予算委員会等でもですね、

本日ももちろんありましたけれども、補正の対応で

すね、必要な補正は組むということもありましたの

で、ぜひ、そこは一致して特記事項については、検

討、調整をしていきたいというふうに思っておりま

す。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに反対の意見はありませ

んか。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 代表質問、一般質問の中で、答弁

の中で、知事のそういう観光関連の業者の実情です

ね、よく把握して認識して、そこに頑張るという決

意を述べられていましたので、この委員会で、あえ

て呼んでまた聞くというのも、私はいかがなものか

なということで反対です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに反対の意見はありませ

んか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○西銘啓史郎委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項に係る提起理由の説明と反対

意見の表明を終結いたします。

次に、要調査事項に係る予算特別委員会における

調査の必要性及び整理等について、休憩中に御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、水際対策について、

観光危機管理体制構築支援事業について、

観光業界への支援について、マリンタウン
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ＭＩＣＥエリアの見通しや新設のコロナ後

の観光ビジョンについてを報告することで

意見の一致を見た。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては休憩中に御協議いただ

きましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から特記事項の取扱につ

いて説明があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に、特記事項の提案理由について御説明をお願

いします。

大城憲幸議員。

○大城憲幸委員 お疲れさまです。

今日朝から１日議論をする中で、先ほどもありま

したけれども、各種団体との意見交換は我々各会派

もやったところです。そういう中で、今年度の令和

３年度の当初予算を見た場合に、コロナ関連対策予

算の中で、経済対策というのが、この２月補正の繰

越しの部分―彩発見キャンペーンが非常に人気を呈

しているということではあるんだけれども、やっぱ

り支援策としては不十分じゃないか、あるいは団体

の声として、もう悲鳴のような声も聞こえていると

いうような声が、現場の職員からもあったと思いま

す。これについては、やはりみんなで会派を抜きに

して、党派を抜きにして、支援を充実させるべきだ

というような意見はつけるべきかと思って特記事項

として提案いたします。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 ただいまの提案について、意

見はありませんか。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 ぜひ特記事項の提起については賛

成をしたいと思います。内容について、今どのよう

にするかというのが調整があるのかですね―例えば、

もちろん必要な支援というのを入れていくのは当然

ですけれども、例えば危機管理の体制とか、先ほど

島袋大委員からもありましたけれども県の体制の面

も入れられるのかですね。そこは今日上がった意見

は、今日どれも重要だと思っていますので、その辺

り整理をして、ぜひ一致をできる項目をしっかり全

会一致で上げていきたいというふうに思います。

○西銘啓史郎委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 今提案あった特記事項、附帯決議、

賛成ですね。なぜかといったら、今日朝から質疑、

答弁の中においてもですね、必要に応じて彩発見は

また補正予算組んでいきたいと答弁していましたの

で、さらなる支援という言葉でやるべきだと、賛成

です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに意見はありませんか。

赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 特記事項の件が出ているので、もう

１泊っていうことをおっしゃっているので、そした

ら特記事項に明確に長期滞在も入れたほうがいいと

思います。長期滞在も含めた対策を打ったほうが、

こういった、要するにワーケーションもいろいろ対

策を打っているんですけど、ちゃんと実効性のある

ものも含めて議論したほうがいんじゃないかなと

思っています。

○西銘啓史郎委員長 ほかに、御提案とかありませ

んか。

島袋大委員。

○島袋大委員 これ出すんだったらやっぱり知事を

呼んだほうがいいと思っているんだけど、これは与

野党の間柄があるから分からないんだけれども、経

労だけ出すんじゃなくて、総務にもあるんですよ、

バス協会とか路線バス関係は総務なんだよ。だから、

これは各常任委員長に集まっていただいてですね、

副委員長、ここは丁寧にして、各常任委員会からも、

まさしくこの特記事項あるんじゃないかということ

で、まとめ上げて各委員会から出させるのも１つ。

これを集約して全部まとめて県議会の与野党の総意

として本会議場に上げるっていうのも一つの案。だ

から、ここはやっぱり各常任委員会の正副委員長集

まっていただいて、きちんとやっぱり業界に対して、

それだけ我々県議会も今議会で議論した中での意思

表示というのは出すべきですから、ここはちょっと

丁寧に扱ってやったほうがいいんじゃないかなとい

うふうに思っていますんで、よろしくお願いします。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、特記事項については委員長にお

いて各委員の意見をまとめた上で報告する

ことで意見の一致を見た。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

特記事項につきましては、休憩中に御協議いただ

きましたとおり、報告することについて御異議はあ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）

○西銘啓史郎委員長 では、御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑、答弁の主な内容を
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含む予算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議は

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）

○西銘啓史郎委員長 異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月17日 水曜日、午

前９時までに、予算特別委員のタブレットに格納す

ることになっています。

また、予算特別委員会が調査報告書に関して、常

任委員長に対し質疑を行う場合には、同日17日水曜

日の午後３時までに、政務調査課に通告することと

なっております。

予算特別委員の皆様は、各常任委員会の調査報告

書を御確認いただき、もし各常任委員長への質疑を

行う場合は、登庁の上、同日の午後３時までに通告

書の提出をするよう御対応をお願いいたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労様でした。

次回は、３月22日 月曜日 午前10時から委員会

を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 西 銘 啓史郎
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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月12日（金曜日）

開 会 午前10時２分

散 会 午後６時22分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和３年度沖縄県一般会計予算

（保健医療部所管分）

２ 甲第20号議案 令和３年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

３ 甲第21号議案 令和３年度沖縄県病院事業会

計予算

４ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 末 松 文 信君

副委員長 石 原 朝 子さん

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

仲 里 全 孝君 照 屋 大 河君

比 嘉 京 子さん 瀬 長 美佐雄君

玉 城 ノブ子さん 喜友名 智 子さん

上 原 章君

説明のため出席した者の職、氏名

保 健 医 療 部 長 大 城 玲 子さん

保 健 衛 生 統 括 監 糸 数 公君

保 健 医 療 総 務 課 長 諸見里 真君

医 療 政 策 課 長 宮 城 優君

健 康 長 寿 課 長 宮 里 治君

地 域 保 健 課 長 国 吉 悦 子さん

地 域 保 健 課 副 参 事 嘉 数 広 樹君

地 域 保 健 課 副 参 事 森 近 省 吾君

衛 生 薬 務 課 長 新 城 光 雄君

衛生薬務課薬務室長 池 間 博 則君

国 民 健 康 保 険 課 長 山 内 昌 満君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

病 院 事 業 統 括 監 大 城 博君

病 院 事 業 総 務 課 長 玉 城 洋君

病院事業総務課医療企画監 田 仲 斉君

病 院 事 業 総 務 課
佐久本 愉君

人 事 労 務 管 理 室 長

病 院 事 業 経 営 課 長 古 堅 圭 一君

北 部 病 院 長 久 貝 忠 男君

中 部 病 院 長 玉 城 和 光君

中 部 病 院 事 務 部 長 吉 田 昌 敬君

南部医療センター・
和 氣 亨君

こども医療センター院長

精 和 病 院 長 親富祖 勝 己君

宮 古 病 院 長 本 永 英 治君

八 重 山 病 院 長 篠 﨑 裕 子さん

3ii4

○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第20号議案、甲第21号

議案の調査及び予算調査報告書記載内容等について

を一括して議題といたします。

本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局

長及び各県立病院長の出席を求めております。

これより、病院事業局長より病院事業局関係予算

概要説明を聴取し、予算議案を調査いたします。

それでは、病院事業局長から病院事業局関係予算

議案の概要の説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、病院事業局所

管の甲第21号議案令和３年度沖縄県病院事業会計予

算（案）について、御説明申し上げます。

サイドブックスに掲載されております令和３年第

１回沖縄県議会（定例会）議案その１に基づいて御

説明いたします。

57ページを御覧ください。

令和３年度沖縄県病院事業会計の予算につきまし

ては、病院事業の持続的な経営の健全化を目指す予

算案の作成を行うこと。各病院における患者数の動

向及び経営状況を踏まえ、沖縄県立病院経営計画に

掲げる３つの目標を達成する経営改善による効果を

加味した予算案の作成を行うこと。現下の経営状況

を踏まえ、収益向上につながる取組及び費用の縮減

・効率化の取組をなお一層推進し、効率的な企業経

営を実現する予算案の作成を行うことを基本方針と

文教厚生委員会記録（第３号）
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し、併せて新型コロナウイルス感染症の対応に伴う

影響を勘案して、予算を編成しております。

それでは、議案の概要について御説明いたします。

まず初めに、第２条の業務の予定量について、（１）

の病床数は、６病院合計で2149床としております。

また（２）の年間患者延べ数は、同じく６病院合

計で135万475人を見込んでおります。

（４）の主要な建設改良事業は、災害拠点病院施

設整備事業となっております。

第３条の収益的収入及び支出について、病院事業

収益は644億7728万円を予定しており、収益の内訳は、

医業収益が517億6670万9000円、医業外収益が115億

8473万5000円、特別利益が11億2583万6000円となっ

ております。

続きまして、病院事業費用は668億8003万1000円を

予定しており、費用の内訳は医業費用が647億3111万

9000円、医業外費用が11億1843万1000円、特別損失

が10億2048万1000円、予備費が1000万円となってお

ります。

58ページに移りまして、第４条の資本的収入及び

支出については、施設の整備と資産の購入などに係

る予算で、資本的収入は44億3595万4000円を予定し

ており、収入の内訳は企業債が24億4920万円、他会

計負担金が19億2722万9000円、他会計補助金が1662万

4000円、国庫補助金が4290万円、寄附金が1000円と

なっております。

次に、資本的支出は62億3270万3000円で、支出の

内訳は建設改良費が25億735万3000円、企業債償還金

が35億2534万5000円、他会計借入金償還金が２億

3000円、無形固定資産と国庫補助金返還金が、それ

ぞれ1000円となっております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する17億9674万9000円は、損益勘定留保資金で補塡

することとしております。

第５条の債務負担行為は、債務負担行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額について定めてお

ります。

第６条の企業債は、限度額を31億5300万円と定め

ております。

第７条の一時借入金は、限度額を70億円と定めて

おります。

59ページに移りまして、第８条の予定支出の各項

の経費の金額の流用は、各項の間で流用できる場合

について定めております。

第９条の議会の議決を経なければ流用することの

できない経費は、職員給与費と定めております。

第10条の他会計からの補助金は16億1478万5000円

を予定しております。

第11条の棚卸資産購入限度額は、薬品及び診療材

料に係る購入限度額について122億5115万9000円と定

めております。

第12条の重要な資産の取得及び処分について、取

得する資産は器械備品で、検体搬送システム１件、

人工心肺装置１件、磁気共鳴断層撮影装置２件、電

子カルテシステム１件、処分する資産で、旧八重山

病院敷地１件を予定しております。

以上で、甲第21号議案令和３年度沖縄県病院事業

会計予算（案）の概要説明を終わります。

御審査のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことといたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ、番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑時間の譲渡について、照屋委員から質疑時間

の全てを比嘉委員に譲渡したい、それから新垣委員

から質疑時間の２分を小渡委員に譲渡したいとの申

出がありましたので、御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は譲渡を受

けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

御承知おきお願いいたします。
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それでは、これより直ちに甲第21号議案に対する

質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 おはようございます。

各病院の院長先生をはじめ、御参加ありがとうご

ざいます。この１年余り、県立病院におかれまして

は未曽有のコロナウイルス感染症との戦いの日々で

あったと推察をいたします。去る２月議会では多く

の議員が質疑の冒頭、医療現場の皆様への感謝と敬

意を表しておりました。私からも感謝申し上げます。

今後、県がなすべきことは県民の命を守る最前線で

の県立病院の実態を調査し、その時々の県の対策が

どうであったか検証しなければなりません。そのた

めにも、今日直接、医療現場でのこの１年余の状況

をお聞きする機会がありますことは我々にとって貴

重な時間となります。今後の感染症対策に生かして

いきたいと考えております。

では、各病院長にお聞きいたします。場合によっ

ては、事務局長でも可能です。では１番目に、この

１年余にそれぞれの医療現場でどのような状況が

あったのか、主になることを第１波、２波、３波と

思い起こされて、医療関係者の様子など病院の状況

等お話をいただければと思います。よろしくお願い

いたします。じゃ、北部病院からいきましょうか。

○久貝忠男北部病院長 北部病院は１波、２波、３波

として対応しましたが、一番きつかったのは第３波、

12月から１月にかけてです。トータルで、北部病院

で診た外来も含めたコロナの陽性患者は約400人。そ

して、実際入院した患者さんは３分１の150人です。

12月から１月のあたりは人工器呼吸器患者も増えて

きていました。それに関して、ほかの病院等はちょっ

と僕は分かりませんが、担当するドクターは総合診

療科のドクターが担当して、主に２人でこの患者さ

んを外来から入院まで、退院まで診ていたというこ

とです。そして、その間にその担当したＩＣＴのド

クターなんかも時間外がやっぱり増えていると。そ

れに関しては、手厚く保護しております。

一番僕らの中でよかったなということは、院内発

生がなかったという。実際、看護師が２名発生して、

その患者さんを、看護師さんからすぐ入院患者を濃

厚接触者として検査をして、感染を防げたと。そし

て、２人目の看護師さんは地域包括ケア病棟という

病棟の看護師さんでしたが、一旦退院した患者さん

がいたので、それを紹介先の病院から引き取って再

入院させて、それをずっと管理していたと。それで

も院内で大きな感染はありませんでした。

こういう状況でかなり職員も一生懸命頑張ってく

れたんですが、その中でちょっと１人、一生懸命頑

張った総合診療科のドクターのコメントを紹介させ

てください。このドクターは９年目になりますけど、

コロナの診療でとてもつらかったとおっしゃってい

ました。しかし、彼自身が総合診療科、地域診療科

を目指しているドクターで、今回のコロナで近隣の

クリニック、保健所、高齢者施設と連携が取れて、

本当に勉強になったと。自分自身としては、今回は

非常にかけがえのない経験ができたと。そういうふ

うにおっしゃっていました。コロナで大変な思いを

したんですけど、そういう得るものもあったという

ことをここで御紹介させていただきます。

以上です。

○玉城和光中部病院長 よろしくお願いします。

中部病院も最初からかなり重症を受け取る重点拠

点病院としてやってきましたけれども、やっぱり前

線になって闘っているというか、主に診てくれてい

る人たちというグループがいてですね、まず１つは

４人の感染症科医、あと救急のドクターたち、あと

内科のいわゆる総合内科の中のメディカルチームと

いって、そこの人たちがいわゆるレッドゾーンとか

そういった患者のケアを彼らが担っているわけです。

そして、彼らは24時間365日、例えば外科系の方々が

発熱とかいろんなもので救急とか来るときとかで、

いわゆる夜中とか来る人たちに、いわゆるほかの科

が安心して対応できるようにするために、彼らが手

術とかそこに専念できるようにするために夜中も常

にオンコールの体制をしいて、それぞれが24時間

365日対応できるようにして、もし外傷の人たちが来

てコロナの疑いがあればすぐに呼ばれていつでも夜

中でもついて一緒になって診て、そして対応とかの

やり方を指導してあげて、そして彼らを守っている

わけです。結局外科系の手術の日にできるとか、24時

間そうやって診れるというのは彼らの守りがあるか

ら、いわゆるサポートがあるからできると言ってい

ます。彼らからも、ぜひともいつもそばにいてくれ

と。こういう夜中とかいつでも対応できるようにし

てくれという依頼があったということもあって、彼

らを常につけているわけです。そして24時間、今の

ようにいつでも外科と一緒になって診て対応して、

いわゆるこれが院内の感染が起こらないような予防

もできているということなっています。

そして、彼らはもちろんこういう形でやっていく

と時間外も出るんですけれども、またいろんな方面

でもやっているわけです。例えば施設のほうに行っ



－387－

たり、あとは離島の宮古・八重山にも行ったり、特

に宮古・八重山には看護師10人、ドクターも10人以

上、事務方も一緒に行って向こうのサポートをした

り、八重山とかも同様です。そして、近隣ではうる

ま記念病院とかの当直も交代交代で、いつも行って

いるという形でやっています。そして、向こうの感

染対策の当然中心的なものをずっと担っていると。

結局この彼ら、限られた感染症科医、そして救急

医、そして総合内科医、彼らがコロナを担当するこ

とで他科が―当院はコロナだけ診るというわけでは

ないので、ほかの重症も全て３次の最後のとりでは

当院ですので、そこに全部診れるようにするために、

逆に言うと彼らをサポートしているわけですね。ほ

かの人たちをサポートして、その救急医療を守れる

ように彼らは働き、外科医が思う存分活躍できる場

をつくっている。だから、救急の断りなく重症もい

つでも受けられる体制を取っているということなん

ですね。

これに関しては各科からも意見聴取しましたけれ

ども、相当助かっていると。いつでも夜中でも毎日

すぐ来てくれるわけですね。そして、この３科は忙

しい場合には互いにカバーし合って、それぞれこれ

を対応しているわけです。感染症科が忙しいときは

メディカルチームの人が夜中でも来て対応したりと

か、そういう形でずっと彼らはやっているわけです。

彼らはもう、いわゆる僕はこれを業務命令としてで

きるのかと言ったらこうやったわけですけど、彼ら

は使命感でもっていろんなことをこうやってやって

くれているわけです。オンコール体制も使命感でし

いて、24時間外科、他科の人たちに対応するという

ことをずっとやってくれています。もちろんこれは

今もずっとやっているわけです。

そして、当然のことながらコロナに関してはいろ

んな相談も電話とかも受けます。これに関しても、

例えばいろんな県庁のほうから、僕たちももちろん

自分たちでこれは対応していますけど、保健所ある

いは県の本部からもいろんな相談が全て常に入って

くるんですけれども、多いときでは70件以上。こう

いう形でやると、これで対応するだけで１日が終わっ

てしまうんですよね。それらも交代交代で常に24時

間ずっと対応しているというのも、これも彼らの使

命感でもってやっているという感じです。そういう

状況が今もずっと続いているということです。

あともちろん、県の本部のサポート、そして専門

家委員会、そして高山先生をはじめとする人たちや

厚労省のサポート、そしていわゆるこっちの本部の

サポート、厚労省の疫学調査班とやって、その沖縄

県のデータを分析して、当然知事とか含めて全部に

情報提供してくれたり、あとはそういったテレビと

か、そのほかのいろんなところの対応とかも含めて

彼らがこうやってやっているというのが現実です。

この限られた人たちでありますけれども、この人

たちが病院を他科も全部守ってくれていると。そし

て、他科の人たちが力を発揮できるような体制をつ

くるということを彼らがずっとやってくれてるとい

うことが一番中部病院がやっているということでは

ないでしょうか。それがあってこそ、離島とか他施

設の応援ができていると僕は思っております。

以上です。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 原稿を用意しましたので、読み上げさせていた

だきます。

御質問に対するお答えですが、２月の県内最初の

患者の発生から第１波が始まりまして、そのときに

私たちが担当しました。そして、５月の末にこの第

１波が終息するまでに医療センターでは確定患者

25人と疑い患者98人が入院しました。そのうち、お

二人は亡くなっております。このときというのは誰

も経験したことのない未知の感染症に対する恐怖で

あったり、精神的なストレス、それに加えて全国的

な物資不足。それをどうやって確保するかが大きな

課題となりました。そのときには多くの県民の方々

が本当に物心両面から病院を支えてくれたことを今

思い出します。この場を借りてお礼を申し上げたい

と思います。

そして、７月から第２波が始まりましたけれども、

このときには南部医療センターは主に中等症以上の

コロナの患者を診察するという役割を担いました。

軽症の患者さんはそのほかの重点医療機関に委ねる

という役割分担が行われましたので、南部医療セン

ターがコロナ患者であふれるということはありませ

んでした。それでも８月のピークのときには、疑い

と確定の患者合わせて最大で１日33人の患者が入院

していました。このときの課題は、部屋は空いてい

てもその患者さんを担当する看護師が足りないとい

う人員不足でした。全国知事会を通じた全国各地か

らの応援看護師の協力を得て、やっとこの８月を乗

り越えた次第です。大変感謝しています。

９月になって一旦患者さんは減少しましたけれど

も、完全に終息することはないまま第３波へと続き、

増減を繰り返しながら今日に至っています。

第２波、第３波合わせて、今日までに私どもでは
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確定患者189人、疑い患者69人が入院し、うち８人が

亡くなられました。

病院での対応ですけれども、コロナの患者さんを

受け入れるために当院では６階の東病棟48床ありま

すが、この一部を感染症専用の病棟としました。廊

下の途中に仕切り、隔壁を設けて一般患者とコロナ

患者と２区画に分け、流行の拡大縮小に応じてこの

隔壁を位置を移動することで柔軟にベッド数の確保

を行っています。一般の外来においては、患者さん

が密にならないように診察の期間を延ばすとか、可

能なら近隣のクリニックへ紹介して移ってもらう、

あるいは電話診療を導入して病院に来なくても診察

が受けられるような仕組みをつくりました。救急セ

ンターにおいては、時間外に受診する患者さんが大

幅に減っています。ただし、重症者とか救急車の受

入件数は昨年までとほぼ変わりませんので、これは

恐らく県民の救急室の利用の仕方に行動変容が起

こってきているものだと思います。つまり、軽い患

者さん、明日まで待てる患者さんはわざわざ夜中に

救急には来ないで待っていただけているということ

だと思います。

第１波のときには、この先どうなっていくのか分

からない不安がありましたので予定手術や検査を全

て延期して、外科の病棟を完全に閉鎖して、そこに

いた人員を感染症病棟や救急外来へ再配置をしまし

た。でも、第２波以降はこのときの経験に基づいて、

全部を閉鎖するのではなく外科の一部を部分的に休

止するにとどめて、手術の制限は絶対しないという

のが病院の方針となりました。この第１波で診療を

縮小した結果、実は病院は大きな収益減を生じてし

まいました。これに学んで第２波以降はコロナも診

る、コロナ以外もしっかり診るという診療を行って

きています。９月以降の手術件数は前年度同月とほ

ぼ同数となっています。

コロナ渦にあっても地域医療、高度医療の提供の

ほか、県立病院が担う政策医療、すなわち救急医療、

小児周産期医療、精神身体合併症対応、それから離

島支援などは途絶えることなく提供ができておりま

す。特に昨年12月に開設しました脳卒中センターで

は、超急性期の脳卒中患者を県内全域から受け入れ

ています。また、心臓血管外科は一昨年度に開設し

たドクターカーを利用して、患者がいる現場まで迎

えに行って連れてくるという対応を今もしています。

あと課題となったのは、慣れない感染症への対応

で職員の精神的なストレスが大きかったことですが、

これに対しては病院内の精神科が院内に相談窓口を

設けて対応に当たってくれたほか、産業カウンセラー

協会の電話相談窓口だとか、現在は保健医療部の精

神保健福祉センターが提供しているこころの電話相

談室が対応してくれています。

病院が経てきた第１波、第２波、第３波について

の概要をお伝えしました。

以上です。

○本永英治宮古病院長 まず、第１波が昨年の２月

から６月までということで、我々は相当警戒して準

備していました。宮古島市の夜間休日診療所を借り

受けて、発熱特殊外来に変えて、その夜間休日診療

所は病院内にありますので入り口が別ということで、

病院の中の水際対策として発熱特殊外来を設置して

待ち構えてはいました。結局は４月から６月までは

患者発生はなかったんですけど、疑いの症例が出ま

して、小児の数か月の子が急性呼吸不全になって、

一応コロナ疑いで南部医療センターに自衛隊ヘリで

搬送したりしています。それから、患者発生はなかっ

たけれども疑いで経過観察した方たちがたくさんい

ます、旅行者も含めて。

それから、第２波は７月の終わりから11月の５か

月間で110名の入院患者を診ております。そのときに

は、実は病院内の職員も５名ほど発生しまして非常

に危機的状況に追い込まれて、診療制限も行いまし

た。そのときには院内にＰＣＲ検査機器がちょうど

導入されていましたので、早めに検査を行ってその

日のうちに結果を出してですね、陽性者を隔離した

り休ませたりして対応して、うまく院内の患者にう

つることもなくうまく切り抜けました。そういうこ

とで、我々は発熱特殊外来を設けて、それから院内

検査体制を整えて、それからドライブスルーも院内

の駐車場をうまく利用して、屋根つきで２グループ

に分けてドライブスルーができる体制も出来上がっ

ていて、我々のスタッフとしては万全の対策を取っ

たつもりでいました。

それで12月からまた患者が増えだして、12月、

１月、２月と３か月で約189名の患者が入院していま

す。これは５か月で112名した２波とは違って、３波

は３か月で189名。それに１月が患者発生が276名。

小さな宮古島で276名の患者が出て、これは東京の

５倍くらいにも達しました。そういう形で、我々は

すごく対応できると思っていたんですけれども、だ

んだん追い込まれていって、１月19日にはコロナの

患者が入院する病棟が５西なんですけれども、ここ

はもともと36床取ってあったんですけれども、これ

も全部患者が埋まりましてだんだん追い込まれてい
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くんですけれども、その追い込まれる前に１月19日

に４階西病棟41床ありますけれども、そこを20床に

減らして、そこで浮いた看護師は５西の看護に回し

ました。それから１月の26日ですね、どんどんまた

それから患者が増えていきまして、40床用意してい

たのがもう入らなくなって、今度は50床に増えまし

た。これが１月21日頃ですね。50床に増えたんです

けど、それを上回る患者が発生しまして、結局マッ

クス56名の患者を収容しました。そこは47床の病床

なのに56名の患者をそこに入れたということにもな

ります。それでは追いつかないので、今度は５東の

整形外科の病棟を12床余分につくって、トータル61床

として、これは１月26日以降ですかね。そうやって

危機的状況でしたので、１月26日には記者会見して、

一般外来を閉めて、そこでまた浮いた看護師を５西

病棟へ充てるという対策をしました。

そういうこと以外に予定の手術を延期したり、そ

ういうこともしたりやったんですけれども、救急室

を止めるとか、それからがんの患者の治療を止める

とかそういうことはしませんでした。あと透析の治

療もやっていたし、外来も全部閉めたというふうに

先ほど言いましてけれども、症状のある人はまた来

てもらってちゃんと対応するようにということで全

部対応していましたので、２週間一般外来を閉鎖し

たというのはいまだかつてないことでした。

２波は先に１名重症の患者が出まして、浦添のほ

うに自衛隊ヘリで運んでいます。それから３波は３名

の重症患者が出まして、これもヘリの輸送で３名の

方は運んでいて、このヘリ運送で運んだ方たちは全

員が70前後の方たちでしたけれども、全員返還して

います。回復して戻ってきています。そういうこと

で、あと２波のときに１名の患者が、高齢者が死亡

して、３波のときにはトータル10名の方が亡くなっ

ておられます。

我々が一番苦しかったのは、１月の途中から一つ

の施設じゃなくて多施設の高齢者施設で患者が出ま

して、これが毎日のように５名とか６名陽性者が出

てくる中で、我々の病棟がそんなに患者を受け入れ

られるほど余裕がなくてですね、結局我々も40床を

超えていましたので、ここの高齢者施設を我々がま

た診ていくということですね。ニーズがありました

ので、我々の看護師と医師も派遣して診ていって、

両方診るのも限界だったので外部に応援を頼んだん

ですね。これは１月27日で、１月31日から自衛隊が

来られて、それからちょっと前に県本部からもＤＭ

ＡＴが来たりですね、いろんな施設からの看護師の

応援とか多くの応援をいただいて何とか切り抜けて、

特に救急制限しなかったということと、院内の患者

に感染が広がらなかったというのは我々の一番よ

かった点だと思っております。大体こんな形です。

○篠﨑裕子八重山病院長 八重山地区においての新

型コロナウイルス感染の状況としては、合計269名の

感染者が出ました。そのうち八重山病院に入院した

のは178名です。それ以外にホテル療養、あと自宅と

いう形で対応してきました。

八重山は本島よりも遅れて４月の11日に初めての

患者が発生しました。その当時は、当院としては感

染症病床の３床、それ以外に結核病床の６床を対応

してコロナの治療に当たるというふうに決めていま

したけれども、まずそれの理由としては、やはり当

院が八重山唯一の地域の中核病院であるために救急

とか周産期、精神、小児科、あと透析の患者さんの

対応というのは止められずに、そちらのほうを同時

に行いながらコロナに対応していかなければならな

いということがあったためにですね、やはりコロナ

に対応する職員、コロナに全く関わらない職員とい

うふうに切り分けましたので、その辺のコロナを対

応する職員、特に医師は10名程度しかいなかったで

す。その先生たちが当番をしてコロナの対応に当たっ

ていただきました。

５月の連休までの１波に関してはそんなに患者さ

んがいなくて、どうにか当院が最初想定していた病

床で対応できたと思っています。

２波の頃ですね、７月から入ったときに、やはり

連休とかで県外から訪れた方からのコロナの発生が

広がり、八重山初のクラスターが起きてしまいまし

た。そういう若い方たちばかりでしたので、どうに

か当院のコロナ病床以外にまた療養型のホテルのほ

うでも対応していただいて、どうにかコロナの治療

ができたと思います。その後、８月にこのクラスター

の１人が西表に行かれて、そこでまた西表の西部地

区のほうでコロナの発生が起きてしまいました。最

終的に、八重山地域から石垣のほうに来れないとい

うことで、当院の医師と保健所、あと竹富町の町役

場と協力して集団ＰＣＲ検査を行うということで、

隔週で検査を行うことをやりましたので、最終的に

家庭内感染とかを含んだら17名のコロナ陽性者が西

表のほうでも発生し、この発生した陽性者に関して

は海上保安庁の巡視船に依頼して、患者を隔離しな

がら八重山病院まで運んで当院に収容したというよ

うな経験もしております。

その後は、またホテルのクラスターが発生しまし
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て、その中ではほぼ全て外人さんであったために外

国国籍の人で日本語がしゃべれない、そういうふう

な外国人の方たちのコロナ患者も私たちは診ていま

した。そのときにやはり言葉の壁がありましたけれ

ども、タブレットとかの翻訳機を駆使してどうにか

この患者の対応に当たることができました。

そうこうしていくうちに、また10月に介護を必要

とするコロナ陽性者が出てまいりました。これはそ

の当時、沖縄県で一番大きな病院クラスターとして

最終的に55名の陽性者を出した介護施設のクラス

ターだったんですけれども、それに対しては当院と

しては全てを受け入れるとは最初言いましたけれど

も、なかなか当院の病床としてのキャパもなく、あ

とやはり介護を必要とするコロナ患者の治療等だけ

じゃなくて介護的な部分もかなり大変で、それに対

してうちの看護師さんたちの疲弊がひどかったかな

と思います。そのときには厚労省のクラスター対策

班からの応援とか、ほかの県立病院から支援をいた

だいてどうにかこのクラスターを抑え込んで、ゾー

ニングとかもやりながらこれに対応していったと思

います。

今後は、八重山地区の特徴なんですけれども、小

さな島がある中で与那国町からもまた初の患者が出

たために、やはり最初の頃は病院のクラスターと同

時期でしたので、１人目は受け入れられないという

ことで本島のほうに送ってもらった経緯があります。

その後に２人目以降は当院まで海上保安庁のヘリで

運んでいただいて、当院で収容して治療に当たった

ということがあります。

このような形で、やはり離島でのハンディキャッ

プとしていろいろ限られた資源の中でコロナに当た

るというには、やはりいろいろな私たちの医療が制

限しなきゃいけなかったり、人が少ないために職員

に過重労働を強いたことはとても反省はしています

けれども、どうにかみんなの使命感で乗り越えてい

けたかなと思います。

年末から１月にかけても、また帰省された方たち

の接触で地元の人にコロナの陽性者が出ましたけれ

ども、そのときはかなり重症者が出てしまいまして、

当院のＨＣＵで２人のレスピレーターケアの重症が

出ました。そうこうしているうちにまた１人重症者

が出てしまいましたので、ちょっと３名の対応はで

きないということで、直ちにこれは自衛隊のヘリで

当院から浦添総合のほうにお願いして搬送して、そ

ちらのほうで診ていただくということとかも行って

おります。

このような形で当院はどうにかコロナに対応でき

たと思っております。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 精和病院は、御存じのと

おり県立病院の中で唯一の精神科病院で単科です。

精和病院は今回ですね、まだ続いていますけれども、

コロナ対応、それからコロナ陽性患者、この方たち

は精神疾患をもう既に有している方たちを受け入れ

るということで、今回この１年近く新型コロナに関

して関わり続けたんですけれども、その中でコロナ

対応、それからコロナ陽性患者の受入れを通して職

員が一致団結し、職員自身も成長し、精和病院自体

も成長したのではないかというふうに考えておりま

す。

時系列で御説明しますと、令和２年の２月から４月

の間は精神疾患を伴う新型コロナ陽性者の入院依頼

がなかったため、事実上コロナ陽性患者さんの受入

れというのはなかったです。その間、精和病院とし

て準備したのは、精和病院の精神科病棟の一角に結

核ユニットというのがございまして、そちらは結核

という感染症に対応できる個室があるんですね。そ

れで新型コロナの陽性患者さんに対してはいつでも

対応するというような体制でいました。しかし、従

来の古い結核病床なので、なかなかアメニティーの

面で不十分で、トイレが和式であったりして、高齢

者の方たちにはちょっと難しいだろうということで、

その間、洋式のトイレに変更したりですね、そういっ

た対策を行ってきました。

５月からは、結核ユニットにある個室の中に室内

モニターカメラを設置して、遠隔で面接や精神症状、

それから新型コロナ感染症の症状を観察できるよう

な整備をしています。いつでも受入体制ができるよ

うになったということです。

それから、９月からはコロナ陽性患者のための個

室をさらに４室追加整備して、計６床として現在に

至っています。

今年に入ってからですけれども、県内の複数の精

神科病院でクラスターが発生してしまいました。基

本的に院内でのクラスター発生時はゾーニングで対

応しなければいけないんですけれども、そのゾーニ

ングというのは感染者のいるレッドゾーン、それか

ら感染のおそれのない安全なゾーンはグリーンゾー

ン、中間をイエローゾーンと言うんですけれども、

そのクラスター発生病院のゾーニングの支援という

ことですね。そちらのクラスター発生があった病院

の入院患者さんを精和病院で多数受け入れるという
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ことがありました。令和２年８月頃から今日まで、

精和病院では約29名のコロナ患者さんを受け入れて

います。

以上です。

○比嘉京子委員 各病院のそれぞれの違い、設置場

所に応じてといいましょうか、今多くの院長先生か

ら現場の状況等が伝わってまいりましたけれども、

改めて各病院が例えば特出して取り組んだこと、こ

れまでの病院の在り方とは違って取り組んだことが

ありましたら、加えていただきたいと思います。じゃ

今回は八重山病院からお願いしましょう。

○篠﨑裕子八重山病院長 お答えします。

八重山病院では、コロナの患者に対応するために、

やっぱり看護師が当院では10対１の体制しかありま

せんでしたので、コロナはやはり手がかかったりと

かするということで、看護師を確保するために外科

病棟を閉じるというような形を取りました。そのた

めに外科の手術、予定手術ですけれども、あと検査、

延期できるものは延期していただくという形を取っ

て、看護師をその病棟に集中的に集めてコロナの対

応をしたということはありました。

それと、患者さんの中にはコロナを診ている病院

だから受診するのはちょっと控えたいという方もい

ましたので、そういう方には電話のほうを主治医か

らかけて電話診療という形での対応をしてきました。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 精和病院の取り組んだこ

とを時系列でもう一度述べさせていただきたいと思

います。去年の２月から４月にかけては、精神科デ

イケア、それから入院患者さんの作業療法を制限せ

ざるを得なかったということがあります。これはク

ラスター発生の予防ということでそういう対策を取

りました。それから、外来の患者さんへは内服薬を

長期処方して、時間予約制を導入して患者同士の外

来での待合室での密を避けるように工夫をしていま

す。精神科多職種訪問看護に関しては、精神科的に

特に状態のよくない患者さんを中心的に実施してき

ました。

感染症対策のために使用するマスクや医療用ガウ

ン等が本当に品薄であったため、院内で手昨りをし

て対応していた状況でした。それから、手指衛生や

清掃、換気を徹底し、来院者は玄関先で体温測定を

行うなど、院内で新型コロナウイルスを持ち込まな

いよう対策を徹底していました。

それから、精神科疾患を有する陽性患者さんを受

け入れるのに必要な看護師の確保のため、精和病院

に入院中の患者さんを近隣の精神科病院への転院を

促進し、１つの病棟を完全に休床にして、その１看

護単位を丸ごとコロナ病棟のほうに転換しました。

５月以降は、デイケアや作業療法の全てを、中止で

はなくプログラムの変更を行うなどの工夫で乗り切

るようにしました。

それから、結核ユニットを備えた病棟の個室を陽

性者受入病床としてアメニティーも含めて完全に整

えて、本格的な受入れ開始をしています。それから、

12月から今年の２月にかけて受入病棟をさらに改修

して、全ての個室を陰圧室に改修することができる

ようになり、それからさらに療養アメニティーが改

善されるよう備品を整え、陽性患者さんを受け入れ

ているという状態です。現在、１名の方が精和病院

では入院中の方がいます。

以上です。

○本永英治宮古病院長 最初にお話ししたことと重

なるんですけれども、第１波は発熱特殊外来を宮古

島市夜間休日診療所から借りて運用したということ

です。それから、その前に我々の救急室に陰圧診療

室をつくって、救急にも発熱の患者が来るので、重

症の患者が来るので、そこで診療できる体制を整え

ました。

それから４月からは外来の電話診療というのを一

応つくって、なるべく外来に発熱患者を来させない

ようにするとか、なるべく外来は密にしないような

対策を整えています。玄関の入り口には熱を測って、

熱のある患者は発熱外来に回すとかそういう対策を

していました。それから、面会制限も４月からかけ

ていました。そういうことで、我々の病院の水際対

策としては万全にやってきました。

第２波に入りましては、患者がいよいよ出ました

ので、我々は南部医療センターと中部病院から感染

症対策チームだけではこれは賄えないということを

知っていましたので、災害と捉えて７月からは我々

の医師も含めて看護部も含めていろんな部門の長も

含めて災害対策本部というのを立ち上げて、職員全

員で新型コロナに対策するということを行いました。

ほとんど毎日のように会議して情報共有化していく

ということをしてきました。

そうした中で、10月にはＰＣＲの機器を院内に２つ

そろえることができました。それで10月の後半から

は、特別なことがない限りはこの機械を使ってクラ

スターが発生したようなものとか、学校現場で患者

が出たとか、そういう場合にはその機械を使って早

めにキャッチして囲っていくという方法を取りまし
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た。

それから、ＢＣＰといって事業継続計画というの

があるんですけれども、災害のときのこういうふう

な場面になったらどうするかというのをシミュレー

ションしていくのを各部署で考えて、例えば透析患

者がコロナにかかったらどうするかということで、

対策として我々が診ている透析患者を市内の透析の

できる医院に紹介して、我々は透析の患者のコロナ

を診ていく体制、そういうのを全部シミュレーショ

ンして、婦人科とか小児科とか各科のシミュレーショ

ン計画をしていました。

先ほど申しましたように、院内体制とドライブス

ルーの体制は院内で出来上がりましたので、ほぼ早

めに検査して囲っていくという体制は出来上がって

いたので、大体20名そこそこだったら宮古病院は恐

らく大丈夫だろうなと見ていたんですけれども、１月

になってからは予想を上回る数が出てきたときに大

変だということが分かったということになります。

対策としてはこんな形で院内対策と外来の電話診

療対策、そういったことをしてきました。あと今後

の対策というのは、また後でお話しできればいいか

なと思います。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 病院がコロナ対策として取った仕組み、それか

ら物に分けてお話をさせていただきます。

まず仕組みに関しては、当然ほかの病院と同じで

すけれども、マニュアルを整備して感染症に対する

立ち向かい方を職員に周知したことがありますが、

これについては割愛させていただきます。当院独自

のものとしましては、そのマニュアルに織り込んで

いるんですが、病院独自の医療フェーズというのを

決めて対応を決めてきました。これは県が定めてい

る医療フェーズとはまた別に南部医療センターで患

者さんが何人になったらフェーズＡ、フェーズ１、

フェーズ２、フェーズ３という独自のフェーズで、

そのフェーズに応じて、先ほども言った病棟のフォー

メーションをフォーメーションＡ、Ｂ、Ｃというふ

うに―実はベッド数を患者さんが少ないときには

８床をコロナに当てるためのフォーメーションＡ、

最大の全ての病棟を与えるのがフォーメーションＣ、

そのフェーズごとに病棟をどういう形に変形するか

というふうな、自分たちでの取決めを決めて対応を

していったということがほかの病院とちょっと違う

かなというところです。

物については、新型コロナウイルス感染症研究包

括支援事業というので国からの補助をいただくこと

ができていますので、第１次補正予算のときにＰＣ

Ｒの検査機器と不足していた人工呼吸器をそろえる

ことができました。私どもの病院は、この４月で開

設から15年目を迎えますので、開設当初に整備した

備品が幾つか老朽化していますので、この機会にこ

の補助金をうまく利用することで十分な人工呼吸器、

あるいはＰＣＲ、あとＥＣＭＯの機械もそうですね、

そろえることができています。

それから、第２次補正予算においても超音波の診

断機器であったり血液浄化装置、透析の機械とかを

そろえることができて、物品については随分補充を

させていただくことができました。その一つとして、

感染症患者をとにかく院内へ入れたくはないので、

病院の敷地内、駐車場の一角にプレハブの発熱外来

診察室というのを建設することもできました。実際

の運用は今月始まったばかりなんですけれども、こ

れからこれも活用していきたいと思います。

医療センターが独自に取り組んだものでいいます

と、こういったことになるかと思います。

以上です。

○玉城和光中部病院長 思いつくもの、ちょっとメ

モを取っていろいろやっておりますので、これは一

つ一つが結構重くて大変ではあったんですけれども、

思いつく限りのものを言ってみたいと思います。

まずは、全職員対象の院内感染対策指導の実施で

す。全ての部署、職種別、委託企業含めて全部で複

数回です。マニュアルはもちろん整備しているんで

すけれども、実際に指導を繰り返し行うということ

をずっと今もやり続けております。これが一番感染

症科の先生方を中心にやっていただいて、これを繰

り返す、これは相当大変なことなんですよね。これ

が恐らく院内クラスター化を防げたという一番の理

由じゃないかなと自分は考えております。

あとはドライブスルーのＰＣＲ検査、特に行政検

査を中心として整備して運用を始めたことです。一

番多いときでも70人超えとか、そういうこともあり

ますけれども、ここで活躍したのが全科、いわゆる

検査科、事務、そして看護師、ドクター―ドクター

は研修医も含めてですね。特に研修医は離島のほう

にも行けますので、特に着脱とかこういう手技を含

めて全部できるようにということで、全員が少なく

とも２回以上経験するように、そして必ず指導も入

れてここの場でやれるようにしたということ、これ

は今も続けております。

あとは院内コロナ本部対策を設置して、全て災害

モードで対応したということです。ピーク時はもち
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ろん当然毎日ように行っていましたけれども、フェー

ズ３以下になったところで大体週に２回という形で、

ここで全て決定されて指示が行われるという形で、

ここで指揮命令系統を全部コントロールしてやって、

これも今もずっとやり続けております。

あとは遺体袋とか消耗品等の緊急発注作業です。

これは価格高騰が続いて個別で吟味しないといけな

くて、これが結構大変な作業で、これは今も闘いで

すね。これもずっと今もやり続けております。

あと見舞者患者制限とともに玄関にて検温、問診

実施、ライン制限とかをかけるということ。これは

もう総当たり戦ですね。僕も数回やっていますし、

秘書も含めて全員がローテーションして組んでおり

ます。

あとＩＣＵの患者さん、一番ピーク時で６人、７人

マックスでいましたけれども、挿管されている人た

ちもいましたけれども、これの体位変換が大変なん

ですね。いわゆる伏臥位にするという、テレビで見

たことはあると思うんですけど、これを伏臥位にす

るというのは１人をやるのに６人くらいかかるんで

すよね。これを朝、夕方やらないといけないんです

けど、これも研修医、リハビリ、いわゆる看護師に

これをやると相当負担なので、リハビリ、研修医、

あとその他のボランティアの人たちを積んで６人を

毎日ローテーションでいる限りずっとやっていると

いうこと、これも出ればやっています。

そして、もちろんピーク時は予定手術数を制限し

て外来も制限しましたけれども、やっぱり重症患者

とかを受けるためにはここを回す―先ほどみんな

やっている、レッドゾーンとかその前線でやってい

る人たちのサポートがあるから、手術、外来も全て

フルで救急も止めることなくできているということ

ですね。

そして、ＩＣＵのＣＯＶＩＤ専用化にも一時期し

ております。特に６人、７人いるときはそういうふ

うにしました。６階の東病棟、40床全部今ＣＯＶＩ

Ｄ化しております。フェーズに合わせてこれをやっ

ております。

あと一般病棟はＨＣＵの運用化、特にまたコロナ

病棟も１人、４対１以上かけるので、ＨＣＵと同じ

やり方を対応してやっております。なかなかイメー

ジは湧かないと思うんですけど、これはＰＰＥをやっ

てＮ95のマスクをやって患者さんを診て、たんを取っ

たりとかやるということをやると、もう20分もやる

と汗だくだくなんですよね。頑張ってやっても２時

間くらい、僕も経験しましたけど、これは相当大変

なことなんです。ですので、４対１以上の人たちを

配置するために、僕たちは78床病床を休ませて、こ

れ空床補償以外ですよ。それを休ませて看護師を充

てているということなんですね。

あと、Ｎ95のマスクが1000枚と逼迫して、もう１週

間分も足りないという形になったときに、自分たち

で交渉して中国製品の取得ルートを開発したりとか、

そういうもので奔走しております。特に事務方の備

品の方々には、もう本当に僕は感謝しております。

あと、感染症関連の消耗品の備蓄倉庫を院外に確

保、これも交渉を常にやっております。院内で蓄え

られないんですよね。

あと、ディスポエプロンの欠品が出て、急遽布エ

プロンの作成、購入臨時対応の運用もやっておりま

す。ホテルからも幾つか逆に御好意をいただいて使

わさせていただきました。あと大量使用アルコール

類も備蓄が必要になって、これも域内分を整備しま

した。この備蓄用のアルコールに関しては、ＯＩＳ

Ｔからもかなり協力をいただいております。

感染者数の増減に合わせた病床運用は先ほど言っ

たとおり、そういうことですね。病床を空床させて、

特にＨＣＵは８床のうち半分の４床にして、その人

たちをＩＣＵに回したということがあります。これ

は今もやっております。

あとは対応スタッフのホテルの宿泊ですね。おう

ちへ帰れないという職員がいますので、ホテルのミ

スター金城をお借りして、ここのほうに配置したと

いうことです。

あとは高山医師によって県の軽症者ホテルの確保、

特に東横インとかというのは高山先生にもう実際動

いてもらって確保してもらったと。当院もマックス

時には34人、ＩＣＵ６人、挿管６人でどんどん入っ

てくるので、軽症者をどのようにして出すかという

のがかなり問題で、これももう高山先生にお願いし

て実際に動いてもらってホテルを確保しないと病棟

が回せないということでやってもらったというのが

あります。

あと、県民よりたくさんの応援とか激励とか物品

とかが届いて本当にありがたかったですけど、この

また返事、返送、お礼とかをやるのも、これなかな

か大変ではありました。うれしい悲鳴ではありまし

たけれども。

あとはＯＣＡＳ、Ｇ－ＭＩＳ、ＨＥＲ－ＳＹＳへ

の入力担当、結構この書類も大変でして、これも雇

用して担当者を採用しております。

あと、感染症医師のテレビ、マスコミへの取材対
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応、これは今もずっと続けておりますし、あと県の

各種新型コロナ関連の会議へも積極的に行っても

らっています。あと県コロナ本部、救急の部長、毎

週行ってもらっております。

あと、地域診療科と在宅への訪問診療、そして状

況確認ですね。コロナ後の人たちも全部状況確認を

しております。

あと、クラスター発生施設、中部地区では毎週の

ように２施設、３施設、当院からチームを組んで行っ

て向こうのゾーニング、ＰＣＲの検査、多いときで

40人から50人これをやって、いわゆるクラスターを

抑えるという形でこれを今もずっと続けております。

あと、中部地区福祉施設、教育施設、団体への感

染症の指導も繰り返し感染症科を中心にして、あと

総合内科の方を中心に今も指導にまいっております。

あと、保健所、地区医師会との対策対応協議、専

門家としての発言と、あと運用の調整もずっと積極

的に行っております。

あと、病棟のほうには母子家庭の人で、お母さん

が入院してしまったというときに子供を見る方がい

ないという方が結構出たんですね。それで、この子

供たちをお母さんと一緒に過ごさせるために病棟で

収容してお世話をしたというのも結構やっておりま

す。

あと、妊婦さんに関しても当院は総合周産期セン

ターですので、妊婦のお産とかもコロナ関連は全て

当院に集まりますので、その中で数例の帝切も実際

に行われております。

あと、保健所とか地区医師会との対応協議、専門

家たちとの運用の中でのスキームな作成、たたき台、

マニュアル作成、このたたき台とかマニュアル、全

て感染症科医が中心になってつくってやっていると

いうことです。これは今も常にずっとやっておると

いうことです。

あと、八重山地区、宮古地区のクラスター発生時

の対応ですね。これに派遣した延べ人数は20人を超

えておりますので、特に看護師は10人以上、医師も

事務方も含めて結構20人以上の方々が行っておりま

す。これは先ほど宮古、八重山から報告があったと

おりでございます。

あと、中部地区医療者へのワクチン接種のスキー

ムの作成とか、これも今当院が中心となって行って

おります。ワクチン接種時のスキームの作成も今も

行っております。あと、妊婦ワクチンの接種に対応

するのも、これも当院の産婦人科が中心となって今

やっているということです。

思いつくだけでもこれだけあるということなんで

すね。こういう形で結構それぞれが重い役割なんで

すけれども、こういう形でずっと彼らはやっている

と。むしろ彼らはこういった形は、もうある意味で

は僕の業務命令を超えて使命感でやっているという

ことで、だからこそ、そういう形で地域が守られて

いると思っていますので、何とかこうやって使命感

のみで頑張ってねと言えるのは僕ももう限界かなと

思うぐらい、これだけのものを無理して頑張ってい

るわけですので、何とか報いてあげたいなとは心か

ら思っております。

以上です。

○久貝忠男北部病院長 簡潔に報告いたします。

うちの病院でまず取り組んだのは、大きく２つで

す。

まず１つは、とにかく全病院でやると。チームで

動く、組織で動く。当然前線で診るドクターがいる

わけですから、それを後方で支える、検査にしろト

リアージにしろそういうふうにやるんだということ

で、頻回に会議を開いてやりました。

そして２番目が、院内のクラスター、院外のクラ

スターを防ぐんだと。先ほど院内のクラスターはお

話ししたとおりです。院外に関しては、当院は非常

に特殊だと思いますが、陽性者外来というのをつく

りました。どういうことかといいますと、通常は陽

性者が出ますと、県のコールセンターから患者さん

にどこそこに行きなさいというのが来ます。北部の

場合は、それを医師会と保健所と一緒になって、陽

性者が出た場合は、どこそこに陽性が出ましたら当

院のドクターが電話をするんですね、その患者さん

に。そして状態を聞く。これには２つのメリットが

あってですね、本人に電話することによって大丈夫

だと言っても、電話口で息をはあはあ、はあはあし

ていることがあるそうです。そういうときはすぐに

来なさいと、これが１つですね。もう一つ、その家

族がいるんです。本人の家族、その家族を聞くと、

実はお年寄りがいたり、基礎疾患を持っていたり、

そういう患者さんに聞いて濃厚接触者ですから、そ

ういう場合には状態を聞いてその濃厚接触者も来て

いただくと。それで早くクラスターを防ぐと。当然、

もしくは院外のクラスターを防ぐのは高齢者施設に

行くんですが、そのときに保健所から来るのを待た

ないんですね。我々が保健所を突っつくんですよ。

早く向こうに行ったほうがいいよと。こういうので

幾つかの老健施設がありますが、幾つかそこでクラ

スターを防ぐようにしました。
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陽性者外来をどこでやったかというと、さっき医

療センターは新しいプレハブをつくったんですが、

うちはもうあるものを使うということで、北部には

たまたま伝染病隔離病床というのがあるんですね、

既に。それを中でいろいろゾーニングしまして、そ

こで陽性者患者さんを診ると。陽性者が来ますとそ

の患者さんをチェックして、採血してＳｐＯ２を測っ

たりして、実際にその問診をしている間に何でもな

いという方が実は特定健診を受けていなくて、血糖

がとんでもなく400とか500とかいるわけです。これ

は45歳であろうが、もう即入院と。こういうのを見

つけるということで、この陽性者外来がクラスター

を防ぐのに非常に役に立ったと僕らは思っています。

以上です。

○比嘉京子委員 本当に先生方がこの１年間に話し

ても話し切れないほどの多くの体験といいますか、

そういうものを聞かせいただきまして、ありがとう

ございます。物資、機器、人員等についてはまた機

会を改めたいと思っておりますけれども、ペーパー

等がありましたら頂ければと思います。

さて、病院事業局のほうに質問を移りたいと思い

ますが、このように県立の６病院が１年余りにわたっ

てコロナ渦における自分たちの病院のこれまでの患

者さんを診るものと一緒にコロナの対応にこれだけ

御苦労を重ねてこられたというような状況が、もう

本当に幾らでも伝えたいという思いが伝わってまい

りますけれども、病院事業局長としては、この１年

余にわたって現場視察は何回ぐらい行かれまして、

どこに行かれましたか。

○我那覇仁病院事業局長 私はコロナも含めて、そ

れから人の配置とか、各県立病院様々な問題があり

ます。私自身は北部病院、それから中部病院、南部

医療センター、宮古病院は今回行けなかったんです

が、八重山病院、そういった病院に行きました。合

計して13回、私は行きました。

○比嘉京子委員 現場に行かれての感想はいかがで

すか。

○我那覇仁病院事業局長 現場視察して、やはり今

日院長が話されたような、それぞれの地域の特徴を

生かした、それから使命、役割を持っていることを

最大限にやっていると。そういう印象と、やはり病

棟に行ってゾーニングといいますか、ＰＰＥを含め

た防御に関することなどですね、やっぱり大変御苦

労しながら対応していると、そういうふうに思いま

した。

○比嘉京子委員 現場に行かれてその状況を把握さ

れて、そして病院事業局としての役割というのはど

のようにお感じになりましたでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 先ほど私が視察した回数

を話しましたが、そのほかに職員として統括監、課

長、それから企画監を含めて、合計して283回、これ

はコロナだけというわけではないんですけど、その

たびにそういった内容を聴取すると、そういうふう

なことを行っています。私はやはり全体的な立場か

ら各県立病院の生の声を聞いて、それを議員の皆様、

それから、県首脳の方に伝えることは私の役割だと

思います。

その一つとして、私は毎週全院長とメールや電話

で各県立病院の特にコロナの現状、今院長が話され

た課題を聞き取ってコロナ対策本部で県立病院のよ

り最新の情報を報告して、今もそれを続けておりま

す。これは現場の現状を、まあ保健医療部は全体的

なことを報告しますが、やはり私は生の声、何が足

りないんだ、何が課題だということをやっぱり四役

や各部長に伝えることによって、大変効果的で、ま

たこれは重要な役割だと思っています。それから、

毎朝本庁では朝の幹部会議において県立病院につい

ての必要な事項を検討し、必要な対策を立てており

ます。それから、ほかには今日皆さん来られていま

すけど、毎月院長会議において特にコロナの課題は

何か、問題は何かということをみんなと協議をして

います。それから宮古、八重山でクラスターの発生

がありましたが、最初八重山でクラスターの発生が

あったときに、まだ応援体制というこの仕組みがう

まく取れていなかったことをちょっと反省いたしま

して、本庁の中でどういうふうにしたら迅速に対応

できるか、そういったシミュレーションといいます

か、システムをコーディネーター、医療企画監、看

護企画監を中心に迅速に医師の派遣、看護師の派遣、

コメディカル、それから資器材ですね、マスクとか

ガウンとか、あるいは医療機器のモニターをなるべ

く早く迅速に調達できるような、そういったことを

やってまいりました。

以上です。

○比嘉京子委員 いわゆる現場に行かれて、現場の

要求とかニーズとか、そういうものを局としてはで

きる限り整えていくと、そういうような努力をなさっ

たというふうに受け止めます。

次に、12月25日に厚労省が出しました新型コロナ

ウイルス感染症等入院受入医療機関緊急支援事業補

助金というのが出されておりまして、ちょうど私こ

れ代表質問で入れさせていただいたんですね。それ
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について少し、現場と事業局との間の話合いについ

て少しすり合わせができないかというふうに思って

これからの質問に行きたいと思います。まず、この

補助金が設立された背景というのは、かねがね厚労

省の中ではいろんな意味で議論があったようなんで

すよね。その背景と内容についてどなたかに説明し

てもらおうかなと思うんですが、先日、中部病院の

事務部長の吉田さんから伺ったのがよかったので、

吉田さんにその説明をお願いしてもいいですか。

○吉田昌敬中部病院事務部長 お答えします。

この補助金は今まで６月の補正予算、９月の補正

予算、それから11月の補正予算という形で県議会で

補正予算を組んでいただきまして、コロナの関係す

る、主に医療機器とか資器材、そういった形を整備

することができまして、今年度の状況で大変役に立っ

たという形なんですけれども、委員がおっしゃって

いる補助金は、この要項を見ますと人件費に使える

というのがやっぱり一番大きな特色だなというふう

にこれが出たときに思いまして、いろいろ要項の中

身を見ますと全体の３分の１を条件として機器の購

入にも使えるという要項にはなっていますが、とい

うことは、逆に言うと人件費に使ってくださいとい

うようなことがメインで、これがなされたんじゃな

いかなというふうに思います。

先ほど今年のコロナの状況でかなり、まあ特定の

といったらおかしいんですけど、病院全体の職員が

いろいろ役割を持ってコロナの対応に当たっていま

すが、中でも私のところの病院は、感染症の先生と

か看護師さんとかかなり重い責任を持たれて、労働

としてはかなり疲弊しているような状況でございま

して、そういったコロナの対策に頑張っている職員

に功労金というような形で報いるようなことができ

る補助金ではないかなというふうに思いまして、こ

れを有効に使えることができればというふうに思い

ました。

それで、基本的に今年は我々の病院の中でそういっ

た形で、未曽有の危機と先ほど委員おっしゃいまし

たけれども、初めてのことですから一生懸命頑張っ

てやっていますが、これもう１年たちます。この先、

ワクチンは我々も今、配給されていますけれども、

先もちょっと来年度もどうなるかという形の中で、

このままずっと同じ状況が続けば、当然疲弊がかな

り増してくるという状況であります。この先生も含

めた職員のモチベーション維持といいますか、使命

感で私はやっていただいている、先ほど発言があり

ましたけれども、とても業務でやっていただく範囲

を超えてですね、例えば中部地区、あるいは県全体

のコロナの蔓延防止のために使命感でやっていただ

いてるという部分が大変、医療技術者の人たちの行

動にとっては大きいと思います。そういう人たちに

報いるような形で、この補助金が使えるような形が

何とかできないかなというふうに考えているという

ことで、院内でそういうお話をさせていただいたと

いう経緯があります。

以上です。

○比嘉京子委員 やっぱりこの補助金の設立の背景

には、設立する以前のところで厚労省の会議等では

やっぱり大都市圏といいますか、東京、大阪等での

いわゆる医療従事者の辞職が非常に大量に出ている

ということに対する危機感も含めて設立されたので

はないかというふうに理解をしています。

それで、これは全国どこの病院も対象になるわけ

ではなくて、事務部長にお聞きしたいんですが、そ

の応募が12月25日から当初２月28日までだったわけ

ですけれども、沖縄県が応募してもいいですよとい

うか、応募できる県ですよというのが分かったのは、

事務部長、いつでしょうか。

○吉田昌敬中部病院事務部長 厚労省のホームペー

ジ等にこれが掲載されましたのが多分12月の年末

だったと思うんですけれども、年明けて１月になり

まして、これは厚労省が各病院に直接配付する形の

補助金でございますので、中身についての精査とい

うのは、病院自体ではこれを何とか功労金みたいな

形でできるものかなというような検討は、年末、年

初に我々の病院の総務課の中でしておりましたが、

ただ、どういう形で支払いができるのかというのは

局と相談をしなくてはいけないですし、その辺の補

助金についての連絡が回ってきたのが１月の７日あ

たりではないかなというふうに記憶しています。

○比嘉京子委員 厚労省のホームページには、12月

25日時点で沖縄も対象県であるということは出てい

たんですよね。そこら辺から動きが非常に緩慢だっ

たわけなんですけれども、それと同時に、このこと

といわゆる直接各病院から厚労省のほうに積算をし

て申請をするというような補助金であるというふう

に理解をしているんですけれども、病院事業局長い

かがですか。そうでしょうか。各病院が積算して厚

労省に直接病院単位で申請をするということになっ

ていますよね。

○玉城和光中部病院長 これも厚労省から出ている

積算のやり方に従って、申請をそれぞれやっており

ます。
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○比嘉京子委員 各病院長にお聞きしたいんですけ

れども、簡潔にお願いしたいんですけれども、それ

ぞれの病院の積算の主な根拠と、それから金額につ

いてお１人ずつお願いしたいと思います。八重山病

院長からお願いします。

○篠﨑裕子八重山病院長 八重山病院は、ちょうど

その期間かなりの重症患者がいましたので、補助上

限額の１億8450万円を申請いたしました。

以上です。

○本永英治宮古病院長 宮古病院は補助金が合計

３億4950万ということで、その全額を今申請してい

ます。

○久貝忠男北部病院長 北部病院はトータルで１億

1100万円です。そして、12月25日で把握していまし

て、１月25日に新しいのを受けたので、早速国のほ

うに直接請求しています。その後、その使い道に関

しては、使途に関しては、病院長会議とかで決まっ

ていることだと思っています。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 当院は１億7550万円です。

○親富祖勝己精和病院長 病床が４つに区分されて

いて、精和病院の病床は１床当たり450万円というこ

とで、掛ける６床で2700万円の申請をしています。

○玉城和光中部病院長 当院は２億8800万円という

形で今申請をしております。

○比嘉京子委員 今伺った金額をざっと見ると11億

余りあるんですよね。11億余りありまして、やはり

懸念されること、その金額を分配するということで、

今、病院事業局のほうからこのように分配したらど

うだろうかという提示額が出ているんですね。私も

その話は聞かせてもらいました。その分配の仕方に

ついて、各病院が今申請した金額を分配したとおり

に使うとしたら使い切れないのではないかと、私は

病院事業局の以前のやり取りの中ではかなり残が出

るというふうに考えているんですね。それで補助金

を使い切ることが、病院事業局の意向に沿ってやる

ならば補助金は使うことができますかということを

八重山病院の院長、ちょっともうみんなに聞くわけ

にはいかないから、八重山病院の場合はどうですか。

使い切ることはできますか。

○篠﨑裕子八重山病院長 お答えします。

当院はこの申請した１億8450万のうち、医療機器

に3500万使用する予定になっています。あとコロナ

の疾病防疫手当とか基本給とかで約7000万円を一応

使用する形になってますが、残りの8000万円に関し

ては今のところ用途が流用できないということで、

返還になるかなという形で懸念はしております。

以上です。

○比嘉京子委員 中部病院にお聞きしたいんですが、

今中部病院が２億8800万申請しているわけですけれ

ども、事務局提案の提示にするとその金額は全額使

い切ることはできますか。もしできないとしたら、

その残金はどのような扱いになりますか。

○玉城和光中部病院長 今２億8800万のうち、今回、

局のほうで創設された手当分で対応すると２億

3365万ということで、5435万は未執行額という形に

なると。このままだと返還という形になるのかなと

思っています。

○比嘉京子委員 問題はですね、何といってもやっ

ぱりなぜ厚労省が各病院単位で申請をしているかと

いうことの背景と、今も長い時間をかけて各病院の

これまでの１年間余の対応の違いということも見え

ているし、役割の違いということも見えているわけ

です。そういう中で、それぞれにふさわしい申請の

在り方をしているわけなんです。そのそれぞれにふ

さわしい申請の在り方を、それぞれの病院が使い切

るということが申請の趣旨に沿っているし、申請の

根拠に沿っているわけなんです。それを今、事業局

からするとですね、このように使ったらどうだとい

うことが横から提案されているわけです。そのよう

に使おうとすると返金の可能性があることが、今非

常に問題化しているわけなんです。そのことを考え

ますと私はやっぱり、最後になりますけれど、病院

事業局のほうに先ほど私事業局の役割は何ですかと

お聞きしたんですが、事業局としては各病院から起

こってくる要求、また病院がいかにしたら動きやす

いように、働きやすいように、そして医師確保がス

ムーズにいくようにやるのかということがやっぱり

事業局の役割だと。前に院長は要求をどうやって満

たしていくかということだとおっしゃったんですよ

ね。そのことを踏まえますと、今回の在り方という

のは、やはり各病院の残を考えていくと、使途、い

わゆる根拠と違う方向にいくということになると、

私は使途変更になると思うんですね。そういうふう

にならないために、私としてはやっぱりそれぞれの

病院の申請のとおりにそれぞれの病院の裁量権で

使ってもらうということが必要だと思うんですが、

簡潔に事業局長の御意見を伺いたいんですが、いか

がでしょうか。

○大城博病院事業統括監 お答えいたします。

緊急支援事業補助金ですけれども、仕組みとして

は厚生労働省と各医療機関が直接やり取りをする、
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そういう仕組みになっております。病院事業局では、

この補助金に関しては各県立病院に補助上限額、あ

るいは病院ごとの既決予算の範囲内であれば、当該

補助金を活用して充当することができる職員給与費

や新型コロナウイルス感染症の対応に必要になる医

療資器材の整備に対して、それぞれの病院の実情に

応じて有効に活用できるよう国庫を申請してほしい

と。そういうような形で病院には話しておりまして、

局としてこのような経費に充てなさいというような

ことを示すような統一方針は出しておりません。

以上でございます。

○比嘉京子委員 ということは、今の御答弁からす

ると、いわゆる各病院が申請をしているわけですか

ら各病院が申請した根拠に基づいて使ったらいいで

すよと。これは使い道、非常に広いとは思っている

んですよ。広いものだからこそいろんな考え方が出

てくるんだろうと思うんですが、少なくとも労組等

での皆さんのお話合いはある程度の数字を示してい

るわけです。そうすると、労組から見るとそれを最

低基準として、だから各病院にもそれは最低基準で

すよと。上乗せする分には病院病院の裁量権に任せ

ますよと。そういうことがしっかりと約束されれば

問題ないんではないかと個人的に思っているんです

が、大城さんいかがですか、統括監。

○大城博病院事業統括監 今、労組との話合いの中

である程度の仕組みが示されたというお話をされま

した。ということであれば、恐らく委員のおっしゃっ

ているのは、この感染拡大期に先ほど６病院長がお

話ししましたとおり、県立病院の職員は新型コロナ

に対応するために、あるいは新型コロナの対応のた

めに、手薄になった残りの職員で各医療圏で必要な

医療を継続するために大変な御苦労をされたわけで

あります。こういった県立病院の職員の業務に関し

て正しい評価をすべきだという意見が上がってです

ね、病院事業局ではそういった職員に新しい手当を

支給するということを考えておりまして、現在、労

働組合、医師労組と病院労組と話合いを行ったとい

うところでございます。当然、こういう職員の苦労

に正しく評価を行うような手当というところも問題

になるのかもしれませんけれども、そういう正しい

評価を行ってほしいという病院現場からの意見が

あって、こういうことをそれぞれの病院の院長の判

断で、ある病院では評価をして手当を支給する、あ

る病院では院長が全く評価しないというようなばら

ばらの形では支給できませんので、労働組合に話し

合う手当の仕組みについては、これまで３回、各病

院長と病院事業局長が話し合って内容を整理して、

内容を決めて、その内容を説明したところでござい

ます。ですから、この新しい手当に関して、局で統

一して定めた手当の内容に、それを上回るような形

で手当を継ぎ足すということを病院長の判断でやる

というのはなかなか難しいと思いますけど、それ以

外のものについては病院の判断で執行できるという

ことでございます。

○比嘉京子委員 今、皆さんがこういうふうにおっ

しゃっていることですると、先ほど答弁いただいた

のは、皆さんの試算でやると全部使えないんですよ。

各病院は各病院の試算でお金を要求しているわけで

す。ですから、返金が生じますとはっきりおっしゃっ

ているわけですよ、皆さん。みんな生じると思うん

です。なぜかというと、皆さんが私に提示したのも

11億に届いていないんですよ。皆さんから私が説明

を受けたのも５億5000万だったんです。皆さんはそ

れぞれに上積みをして11億の要請をしているわけで

す。確かに不平等が生じてはいけません。ですから、

私の提案ですけど、ある一定の基準を出されたのは

事業局だと思います。それよりも以下にならないこ

とが大事、労組との話合いはですね。以下にならな

いことがいいと思う。以上になったり、ほかのとこ

ろにこれは出入りしている業者にも使えるような補

助金なんですよ。名目立てたら幾らでも使えるんで

すよ。そういうときにですね、これだけ労苦がみん

なそれぞれの立場立場で異なっている。状況も違う、

人の動かし方も違う、受け入れた人数も違う。そう

いうような人たちに一定基準の皆さんが人件費等を

出してくださったと思うんです。それは各病院が尊

重して、それ以外にこれは守ってくださいと、最低

基準は。だけどそれ以上は皆さんにお任せするとい

うことが私は必要だと思っているんですよ。でない

と、私はやっぱり―もう変異株が起こっています。

これから現場に帰ったらすぐですよね、病院関係者

は。そういうような人たちの離職防止であったり、

モチベーションを落とさないようにするって先ほど

事業局長おっしゃったじゃないですか。なぜそれを

任すことができないんですか。返金してもいいんで

すか。返金するためのお金なんですか、それ。そこ

を問いたいですね、大城統括監に。

○大城博病院事業統括監 新しい手当の創設に当た

りましては、我々病院事業局長と院長、３回お会い

して議論を交わしております。最初に提案した事務

局の案のとおり、そのままの案を正案にしたという

ことではなくて、各病院長からいろいろな意見がご
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ざいました。特徴としては、県立病院には離島の病

院があって、ほかの病院からの応援が必要になる。

地域でクラスターが発生したときにも県立病院が

リーダーシップを執って感染拡大防止対策に取り組

んだ。人員が苦しい状況の中でほかの病院、ほかの

施設の派遣に応じている職員に対して評価をすべき

だという意見があって、派遣に関する手当もつくり

ました。それから、院内で特別な極めて困難な業務

に従事している職員がいる。この職員については、

一般のコロナ対応職員とは別の手当の区分をつくっ

てほしいという意見もございまして、そういった手

当もつくっております。６病院長が共通で認める範

囲内での仕組みということになりますけれども、そ

ういった形で病院のニーズに応えて、ぜひモチベー

ションを高める手当になっていただければと考えて

います。

以上です。

○比嘉京子委員 私の質問はですね、皆さんが出し

た査定では、皆さんから説明を受けた私でも５億

5000万ですよ。そのとき皆さんは７億ぐらいの試算

をしておられたわけですよ。私が今お聞きしたいこ

とは、各病院が申請しているお金が返金されてもい

いですかと。その余ったお金はどのように使えばい

いですかと。病院事業局はどう考えるんですかと。

それをお聞きしているんですよ。今の答弁は答えに

なっていないんですよ。この残を返金してもいいか

どうか、返金しないために各病院に任せるのかどう

か、そこが問題になっているんですよ。そのお答え

をお願いいたします。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えします。

今議論になっている補助金につきましては、今御

指摘を受けている手当以外にも、通常のコロナに従

事する職員の基本給であるとか時間外勤務手当であ

るとか、そういう既存の給与品目にも充当ができる、

そういう補助になっている関係で、補助金の返還と

いうのは生じないのではないかということで考えて

おります。

○比嘉京子委員 皆さんがお示しした金額は、私に

もお示ししましたよ。どういうふうに試算したら、

これでどれぐらい使うことになるんですかと。その

当時５億5000万でした。そのときの全体が大体７億

ぐらいだろうと見られていたわけですよ。今私がお

聞きしているのは、皆さんがおっしゃったこと、さっ

き提案しましたけれども、それを基準として下回ら

ないように各病院にお任せをする。なぜかというと、

病院がそれの試算を積み上げているわけですよ。だ

から病院に任せるべきではないかと。病院が試算を

積み上げているんですから、積み上げたものが使途

変更にならないように使ってもらうということは当

たり前のことだと私は思うんですが、どうしてそれ

をお認めになれないんですか。事業局長の最後の答

弁を求めます。

○我那覇仁病院事業局長 統括監、それから課長が

話しましたように、この補助金に関しては院長会議、

それから労組も含めて、特に最近開いた最後の院長

会議では、先ほども言いましたようにコロナの直接

関係する医師、あるいは看護師、コメディカル、そ

うでない人、全ての職員に支給しようという、これ

はやっぱりコロナだけで働いている人でコロナ対策

をしているわけではなくて、そういった方々が外に

行く、あるいは対外的に行くことを今度は支える職

員もいて初めて病院というのは成り立っていくと。

これが基本でございまして、私もこういった方々に

関しては特別にこの期間、そういった主に人件費に

使ってくださいというふうな、厚労省からのですね、

これは非常にモチベーションを上げることにいいの

ではないのかというふうに思います。そういうこと

がありまして、先ほど言いましたように、コロナに

重点的に携わった人は直接関わった人よりもさらに

あげると。それから対外的に行った人も加えると。

そういうことで、最後の院長会議ではそういうふう

にしましょうということで皆さんの合意を得ている

ところでございます。

それから、確かに病院長の采配によっていいんじゃ

ないかという御意見がございます。これに関しては、

私はやっぱり６つの病院の勤務している方々には、

とても大きな格差があるとやっぱり内部でいろいろ

フリクションも出てくる可能性もあるのではないか

と。Ａの病院に行ったらこれだけ、Ｂの病院に行っ

たらと、やっぱりこういうのはあまり好ましくない

と。そういうことで一定の基準といいますか、やる

ということで、特に関わった方にも厚く手当をあげ

るような方向だと思います。

それから、今言った方法で算出して出したものに

余りが生じるというふうなこともありますが、この

使い方は、全部人件費に使ってもいいし、それから

機器ですね、コロナで使うような資器材、そういっ

たことに使ってもいいわけです。そういったことを

うまく利用して、各院長には可能な限り余らないよ

うな方法を考えていただいて、使っていただきたい

と。その使い道は、さっき言いましたように通常の

給与といいますか、時間外手当、それから危険手当、
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そういうようなものも使えるわけですから、そういっ

たことでうまく工夫して使っていただきたいと思い

ます。

以上です。

○比嘉京子委員 院長がおっしゃることはもっとも

でございます。私は、皆さんが言う試算をすると残

が出るということが事実起こるわけですよ。だから

残が出て返金させてはならないでしょうと。そのた

めにそれを認め合ったらどうですかという提案をし

ているんですよ。

最後ですけれど、それぞれの病院に皆さんの基準

を準じて、残が出ないようにそれぞれの病院が使い

切るということを明言してください。事業局として

明言してください。

○大城博病院事業統括監 それぞれ比嘉委員のお話

になっている内容、正確に把握できているかどうか

分からないですけれども、この補助金を活用して支

給する品目の中で新しく創設を予定している手当に

関しては、県立６病院統一した内容で執行する必要

がありますけれども、その他の費用については病院

の実情で、そもそも執行に関してはこちらのほうが、

ああせいこうせいというようなことは言っていない

わけですから、完全に執行するかどうかというのは

病院の判断によるところが大きいわけですけれども、

全額執行できるように病院とよく調整を進めていき

たいと思います。

以上です。

○比嘉京子委員 今の御答弁は、各病院の申請の金

額が使い切れるように、それぞれの病院が皆さんの

提示したことも守りながら使い切って、それぞれの

病院が使い切ると、そういう理解でよろしいですよ

ね。

○大城博病院事業統括監 当然、補助金の交付の目

的に沿った範囲内での執行というのは、これは当然

のことでございますし、関係法令に照らして問題が

生じることがないということも必要ですけれども、

その範囲内であれば各病院の判断で完全執行に向け

て取り組んでいただくということで、何も問題ない

と思います。

以上です。

○比嘉京子委員 ありがとうございました。

各病院長はそれぞれの金額を返金することなく、

使い切るという方向でぜひよろしくお願いしたいと

思います。これからも医療現場、本当に大変になる

と思いますので、どうぞ皆様のこれからの御奮闘に

もお願い申し上げて終わります。ありがとうござい

ました。

○末松文信委員長 休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後１時22分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 よろしくお願いいたします。

県民の命を守るために、日夜医療現場で頑張って

いらっしゃる皆さん方に心からの敬意と感謝を申し

上げます。先ほど現場の皆さん方のお話を聞いてい

て、もう本当に物すごい頑張りで皆さん方の命を守

るために奮闘されていらっしゃるなということをお

聞きして、本当に心が熱くなりました。ぜひ医療現

場で働いていらっしゃる皆さん方が、本当にこれか

らも一生懸命頑張り続けることができるように、そ

の環境をやっぱりつくっていかなくてはならないな

というふうに、私も痛感いたしました。

それで、県立病院の医師や看護師、薬剤師で、医

療現場は大変厳しい状況になっているというふうに

先ほどの答弁からも痛感いたしましたけれども、改

めてもう一度、現状についてお聞かせ願いたいと思

います。そして、県としてどのようなやっぱり対応

をそういう現場に対してなさっていらっしゃるのか、

まず答弁をお願いいたします。

○玉城洋病院事業総務課長 医師、看護師、薬剤師

の配置の状況についてということですけれども、令

和３年２月１日時点の県立病院の職員の配置状況な

んですが、医師は変形労働時間制に係る定数を除き、

定数418名に対して400名の配置で、欠員が18名とい

うこととなっています。看護師につきましては、定

数1878名に対して1809名ということで、69名の欠員

と。薬剤師につきましては、定数67に対して58名、

欠員が９名という状況でございます。

それから、それに対する対応策ということでござ

いますけれども、医療従事者の確保に向けた取組で

ございますけれども、医師につきましては、これま

でやっている県内外の大学、病院等への医師派遣要

請とか、就業希望医師への視察ツアーの実施、あと

医師確保に係る補助事業などを活用して安定的な確

保を図ってまいりたいと思っております。

看護師につきましてですけれども、年度途中の育

休の代替要員の確保が困難ということで、欠員とい

う状況になっております。この育休の補充なんです

けれども、臨時的任用職員の早期補充により欠員の

解消に努めるとともに、会計年度任用職員の配置と
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か看護職員による業務分担といいますか、タスクシ

フトなどを行って看護師の業務の負担軽減を図って

いきたいと思います。

薬剤師につきましてなんですが、薬剤師の確保に

ついては大変重要な課題だというふうに認識してお

ります。令和２年度から労働者派遣事業を活用して、

育休代替薬剤師の確保というものを実施しておりま

す。次年度からは給与の引上げを行うということで、

待遇の改善というのを考えております。

そのほか、採用試験を前倒し実施という形で、早

めに試験を実施して確保をしていくというような新

たな取組を実施して、医療人材の確保に向けて取り

組んでいきたいと考えております。

以上です。

○玉城ノブ子委員 特に私は、医師、看護師、薬剤

師、職員の皆さん方の働きやすい環境をどうつくっ

ていくかということになると、やっぱり待遇改善、

そして医療現場で今頑張っていらっしゃる皆さん方

に対する支援を強化していくということが非常に大

事じゃないかというふうに思います。先ほど何か京

子委員の質問で緊急支援金があるということで、そ

の緊急支援金も人件費等にも使えるんじゃないかと

いうふうなことがございました。ぜひそこの現場で

働いていらっしゃる皆さん方を支援するために、あ

らゆる方法を尽くして支援を強化していただきたい

というふうに考えますが、どうでしょうか。

○玉城洋病院事業総務課長 医師、看護師、薬剤師

の人材の確保に向けた取組というのは大変重要だと

いうふうに認識しておりますので、先ほど話のあり

ました補助金を活用した支援金などですね、そのほ

か手当とかの活用についてもですね、医療従事者を

支援する取組を強化していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひですね、先ほどのやり取り

で話を聞いておりましても、やっぱり医療現場で働

いていらっしゃる方々を疲弊させないようにという

ことのお話がございました。私はそういう意味では、

皆さん方が本当に働き続けることができるような待

遇改善、そして支援、これが必要だと。今、本当に

とても必要なことだというふうに思っておりますの

で、そういう意味においても、これからそこに対す

る支援を強めていくということについて、決意を

ちょっとよろしくお願いします。

○大城博病院事業統括監 職員の勤務環境の改善に

つきましては、当然毎月１回開いている院長会議の

中で各病院長からも要望がございますし、それから、

労働組合との団体交渉の中でもきめ細やかな要求と

いうのが上がっております。その現場の意見を謙虚

に受け止めてですね、経営状況に配慮しなければい

けない点もありますので、全部受け入れるというこ

とは難しい状況ですけれども、特に必要性が高いも

のについて、着実に勤務環境を改善していくという

ことで努力していきたいと思います。

以上です。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 本当にコロナ感染拡大防止と、

県民の命を守るという立場での午前中の話の中で、

本当にいたく感動しました。引き続きの努力にまた

期待して質問したいと思います。

実はコロナ感染に係る新年度、あるいは現年度、

要するに保健医療事業として経営的にどうなのかと

いう視点がちょっと気にはなりました。それで新年

度予算では、病院からすれば繰入金ですか、78億円。

前年度並みということで、この金額で間に合うのか

どうかお願いします。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えします。

令和３年度当初予算に計上している一般会計繰入

金につきましては、令和２年度と比較して4305万円

ほど増加しておりまして、御指摘のとおり78億6692万

7000円を予定しております。一般会計繰入金につい

ては、基本的に県立病院の経費のうち、公営企業法

に基づいて主に不採算部門となる政策医療を提供す

るための経費を対象とするものでありまして、新型

コロナウイルス感染症の対応と並行して行われる、

例えば救急医療であるとか、小児周産期医療、高度

特殊医療等の経費が該当いたします。これらの高度

政策医療を提供するための一般会計繰入金は、次年

度においても所要の額が計上されているものと考え

ております。

○瀬長美佐雄委員 15次にわたる補正、コロナ対策

費ということで、医療機関にも入ってきたであろう

と。ですから、その額が赤字補塡との関わりで十分

カバーできているのかどうかという視点もちょっと

あるものですから、確認しました。

ちなみにこの間の中でいうと、例えば協力金が県

立病院にはどの額下りてきたのか確認します。

○古堅圭一病院事業経営課長 今、いわゆる協力金、

令和２年度では６県立病院全体で６億6000万円の措

置がなされております。

○瀬長美佐雄委員 まあ全体の制度なので―続きま

して、例えば空床確保のための補助というのは幾ら

下りたのか、お願いします。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えします。
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これは現金ベースでありますけれども、令和３年

３月11日の時点で約50億円の空床確保料が措置され

ております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 あと、コロナ対応するがために

病棟をいろいろ工夫して、対応するがためのそういっ

た施設整備もあったかと思いますが、全体としてど

れぐらいの予算を活用したのか分かりますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 設備の整備補助とし

まして、例えば重点医療機関等の設備整備、それか

ら入院医療機関宛ての設備整備等々含めて、合計で

設備整備補助として13億円の補助がなされておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 あと、ＥＣＭＯであるとか人工、

そういったある一定高額な機器の購入、それはもう

離島も含めてきちんと整備できて対応できるという

環境ができたのかどうかの確認をお願いします。

○古堅圭一病院事業経営課長 基本的に病院事業局

本庁機関のほうが予算措置を行う際にはですね、基

本的に各県立病院の要望といいますか、要求を踏ま

えて行うことになっておりますので、予算の範囲内

で許される、その予算の範囲内で優先順位をつけて

整備をしているということであります。

○瀬長美佐雄委員 今、変異株が確認されて、これ

が第４波になったらちょっと想像できないというふ

うな対応で、やっぱり準備、備えは必要だろうと思

うのですが、このコロナ感染、それぞれの病院で県

立病院がある意味でマックスで対応できた病床数と

いうのはどのぐらいになりますか。

○玉城洋病院事業総務課長 コロナ対応の病床でよ

ろしいですか。県立病院の最大の病床確保数ですけ

れども、196床です。

○瀬長美佐雄委員 最後になりますが、やっぱり医

療関係の皆さん、安心して働けるためにはＰＣＲ検

査、しかも定期的にという点では、病院独自に、特

に県立病院は核になるわけですから、そこはもう県

立病院としてきちんと特に医療スタッフには定期検

査、ＰＣＲすべきだと思いますが、そういった対応

は実際かなっているのか、そういった予算も確保で

きているのか確認します。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

今、委員のおっしゃった検査の定期化というのも

重要かと思っていますけど、現在御存じのようにワ

クチン、かなり強い武器になるんじゃないかなと思っ

ておりまして、これの接種の状況が例えば変異株の

流行よりも勝るということであればですね、かなり

医療者の感染は抑えられるんじゃないかと。かなり

有効なメーカーのワクチンを急いで接種している状

況でありますので、そちらを優先して、なおかつ、

それでもやっぱり変異株が強力だということであれ

ば、またさらに検査体制とかを追って考える必要が

あるかなと思っています。直接のお答えにはなりま

せんが、ワクチンを優先するほうがまず得策ではな

いかなと思っている次第です。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

午前中の各病院のこの１年間の状況をお聞きしま

して、正直コロナ対策本部の議事録を読むよりよっ

ぽど有益だなと、個人的には感じました。本当にそ

う思っています。なぜこういう生々しい情報が議事

録に反映されていないのか。もともと私、議事録を

全部見せてとずっと一般質問でも聞いているほうな

ので余計に気になっているかもしれないんですけど、

やっぱりちょっと県の議事録だけではやはり伝わら

ない情報がありますし、やっぱり議事録自体も１か

月前のものしか上がっていないので、最新のものが。

どうしても私たち議員が病院の現場に聞かないと、

もう数か月遅れでしか情報を得られないというよう

なことにも改めて危機感を持ちました。一方、こう

いう状態の中でずっとコロナ対応をしてくださって

いる皆様に、本当にもう感謝と敬意の念しかござい

ません。改めてお伝えさせていただきます。

質問なんですけれども、ちょっと病院の経営とい

うか財政の部分でですね、令和３年度の病院経営に

ついてというＡ４、１枚の資料があるんですが、こ

の中で、令和元年度の決算の中で手元流動性の残高

が年間事業費用の１か月分を下回っているというと

ころが少し気になっています。やっぱり緊急で現金

が必要になったときに、恐らく通常であれば１か月

から1.5か月分ほどを手元に置いておくのが通常の姿

かなと思うんですけれども、これが令和２年度、３年

度でどのように改善されているのか。もしこのよう

な状態、年間事業費用の１か月分を下回った場合の

経営的なリスクというものがありましたらお聞かせ

ください。

○古堅圭一病院事業経営課長 今、委員から御指摘

のある令和３年度当初予算案の説明資料のほうに記

載されている部分について説明いたします。令和元

年度の決算、５年ぶりに経常収支が黒字化をしてお

りますけれども、手元流動性の確保といった面から
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は年間事業費用の一月分を下回っておりまして、資

金繰りが非常に厳しい状況に陥っております。経営

的な安定度を測る一つの指標とされておりまして、

約一月分から二月分の資金量が必要というふうにさ

れております。ところが、旺盛な需要といいますか、

予算の関係で、なかなか一月分のキャッシュといい

ますか、資金を獲得するまでには至っておりません。

御指摘のとおり経営が苦しくなっていきますと、支

払いをする資金というか、これが枯渇して事業に支

障が出てくるわけですけれども、そのような場合に

備えて、一時借入金という枠を当初予算の案のほう

に組入れをしまして、限度額という格好で、令和３年

度は70億の借入れができるように措置をしていると

ころであります。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

令和３年度のところでもこの７億の説明がありま

したので、これかなと思ったんですけれども、この

流動性残高に充てるようなので安心をしました。

次が、先ほどワクチンのお話が出たんですけれど

も、ワクチンを打った後の副作用が少し気になって

います。特に医療従事者の皆さんがワクチンを打っ

て副作用が出た場合、やっぱり休養しないといけな

いということでシフトにも影響が出てくるのではな

いかというところを懸念しています。その対応は今

どうされて、どうお考えでしょうか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 お答

えします。

各県立病院では、不測の事態に備えまして、同じ

セクションに所属する職員のワクチン接種につきま

しては接種時期をずらして行っております。ワクチ

ン接種に伴う副作用で職員が病気休暇等を取得いた

しました場合におきましては、まずその他の職員で

業務分担を行うことにより対応するということで対

応していきたいと考えています。その上で、病気休

暇取得者等が多数生じるような場合には、より一段

の対策を取る必要があるだろうということで、会計

年度任用職員の補充等も検討していきたいというふ

うに考えているところです。

○喜友名智子委員 分かりました。医療、介護の方

たちからワクチンを接種すると理解していますけれ

ども、もともと人手不足の中で、やはりワクチン自

体は前向きな動きなんですけれども、これで病院が

パンクするのがまた心配なので、この質問をお尋ね

しました。

最後に、やはり職員の人手不足というところと関

連するんですけれども、先ほどのＨＥＲ－ＳＹＳ等

々のシステム入力は別で会計年度の職員を雇って業

務の切り分けをしているというふうに聞こえたんで

すけれども、その理解で正しいですかね。もともと

多分、看護師さんたちがシステム入力まで担ってい

たところを、負担軽減のために専用で事務職員を雇っ

て対応していますというふうに理解してるんですけ

れども、この理解で正しいですか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 その

ような場合におきましては、会計年度職員を新しく

採用したり等して対応いたしております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

こういった業務の切り分けの動きは、人を雇う予

算にも制限はあると思うんですけれども、ぜひ進め

ていただきたいんですね。やっぱり特に医療現場の

ように専門資格がないと働けない場所というところ

で、資格がなくてもできるような業務、間接業務に

時間を取られるということは、やっぱりせっかく資

格を持っている方の本業をどうしてもそいでしまう

ことになると思います。私も議員になる前は事務職

を経験したことがありますので、やっぱり事務は事

務のプロというのがいるんですよね。もちろん医療

の知識や経験がないとできない事務というのもある

やもしれませんけれども、それでもやはり看護師さ

んはじめ、資格を持った本業の医療の方たちにしっ

かりと仕事をしてもらうために、ぜひこういった業

務の切り分け、人事のプロの方を入れて業務分析を

してもいいと思いますので、ぜひこういった形での

負担軽減策も進めていただきたいと思います。

令和３年度もこういった会計年度の方を雇った上

での事務の切り分けというのは、人数を増やす予定

はあるんでしょうか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 コロ

ナ等の状況にも影響されるところがあるかと思いま

すけど、必要に応じて適切に対応していきたいと考

えております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

私からは以上です。

○末松文信委員長 ありがとうございます。

上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。改めまして、

私も今日の午前中からの質疑、大変現場で各県立病

院の院長さんはじめスタッフが総力を挙げて頑張っ

ていらっしゃることに、心から敬意と感謝を申し上

げたいと思います。

今日は予算の令和３年度の質疑なので、先ほど病
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院事業局長のほうから説明を受けた第２条から第

３条、第４条、第７条までですね。令和３年度のこ

の病床数をはじめ、年間の延べ患者数、また収入、

支出それぞれ―今回コロナの１年、本当に大変な中

で皆さん頑張っていらしたわけですけど、今回の予

算編成については例年コロナ前の予算編成が基準に

なっているのか、コロナ禍も含めた予算編成になっ

ているのか、まずお聞かせください。もしコロナ禍

も影響した形の数字であれば、どの辺がこれまでと

は違うのか教えていただけますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えします。

令和３年度の病院事業会計における当初予算の編

成に当たっては、これまで影響がなかった新型コロ

ナウイルス感染症の影響による、例えば患者数が減

少するであるとか患者数の減によって、医薬品、そ

れから診療材料の減、それから入院患者さんも減少

するわけですから給食材料費が減になるとか、そう

いうことは加味しておりませんでしたけれども、令

和３年度の当初予算についてはその辺のところも一

定程度加味をして措置をしております。

以上です。

○上原章委員 分かりました。過去経験のない、こ

の１年間の医療現場の状況があるわけですので、こ

れも含めてですね、今後ウィズコロナをどう乗り切っ

ていくかというところも非常に大事だと思います。

それでちょっと具体的に幾つか確認したいんです

が、この第２条の年間、例えば患者数。これは令和

３年は、ちょっと直近の数年の資料がないので確認

しますけど、入院、外来それぞれ増えるということ

でいいんですか、令和３年は。

○古堅圭一病院事業経営課長 患者数についてお答

えいたします。先ほどお答えしましたとおり、令和

３年度の当初予算の編成に当たっては入院患者数が

一定程度減少するということを見込んでおります。

予算編成に当たっては、新型コロナの影響などによ

りまして対前年度比で入院、外来、合わせて9.1％ほ

どの減、135万475人を予定しております。

以上です。

○上原章委員 分かりました。

あと、特に主要な事業ということで災害拠点病院

施設整備事業に７億計上されております。これちょっ

と内容を教えてもらえますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えします。

令和３年度における施設整備費の予算として、災

害拠点病院施設整備事業を予定しております。内容

としましては、北部病院、それから宮古病院と八重

山病院の３県立病院におきまして、給水設備の整備

工事を予定しております。

○上原章委員 それぞれの金額の内訳は分かります

か。

○古堅圭一病院事業経営課長 概数で申し上げます。

まず、北部病院の工事につきましては４億2000万ほ

ど、それから宮古病院におきましては１億5000万円

程度、それから八重山病院におきましては同じく１億

5000万程度を予定しております。

○上原章委員 ありがとうございます。

それと収支についても、先ほど患者数が減るとい

うことがありました。実質、この収支のほうも具体

的な数字でどのぐらいの影響が出るのか、ちょっと

教えてもらえますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 令和３年度の病院事

業会計の当初予算につきましては、令和２年度、前

年度に引き続きまして赤字編成としております。赤

字の編成になったわけですけれども、幅は24億円程

度の赤字を見込んで予算をつくっております。

○上原章委員 ありがとうございます。

あともう一点、12条にある土地の旧八重山病院敷

地を処分するということなんですが、これ具体的に

処分先とか金額とかも出ているんですか。

○古堅圭一病院事業経営課長 昨年、旧八重山病院

の解体撤去工事に着手したわけですけれども、解体

工事が終わった後、土地の土壌汚染等々の調査を経

て処分ということになろうかと思いますけれども、

現時点で処分先をどうするとか、そういう具体的な

ものは一切決まっておりません。

○上原章委員 分かりました。ありがとうございま

す。

今日のやり取りの中でもう一点、先ほどの繰出金

についてなんですけど、当初予算は当初予算として

ですね、直近の３年間の繰出金の数字を教えてもら

えますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えします。

一般会計から病院事業会計に繰り入れされる一般

会計繰入金の過去３年間について御説明します。ま

ず平成30年度は73億7730万6000円であります。それ

から、令和元年度につきましては79億6514万2000円、

令和２年度では78億2387万7000円というふうになっ

ております。

○上原章委員 これは当初予算じゃなくて、最終の

決算の数字ということでいいんですか。

○古堅圭一病院事業経営課長 平成30年度と令和元

年度につきましては決算が認定されておりますので、



－405－

これは決算値になります。令和２年度の決算額につ

きましては、まだ決算が認定されていない関係で、

認定前の数字ということになります。

○上原章委員 コロナの、本当にそういう大変な中

のこの取組だと評価しながらですね、今、病院事業

局は経営改善に向けて非常に取り組んでいる途中だ

と思うんですけど、この繰出金の改善も含めて、今

の経営改革の取組というか、簡潔に、もし特筆すべ

きところ、成果があれば教えてもらえますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 一般会計繰入金につ

きましては、不採算医療に係る部分の補塡というか、

そういうことになるわけですが、基本的に公営企業

の場合は独立採算といいますか、受益者負担の下で

健全な経営をということでありますので、その一般

会計の繰入金の受入れだけではなく、例えば収益の

確保の取組であるとか経費の縮減とか、そういう取

組が幾つかありますけれども、集中的にといいます

か重点的に行って、何とか経営改善につなげていき

たいということで考えています。

○上原章委員 もう少し具体的な取組の中身があれ

ばと思ったんですけど。

○古堅圭一病院事業経営課長 例えば収益のほうで

いきますと、新しい施設基準を取得することによっ

て診療報酬の加算が取れるとか、あとは医師、看護

師等のその診療行為で得られるはずの診療が、レセ

の請求ということを通じて請求されていない、請求

漏れがあるとか、そういうことが実際にあり得るわ

けでありますけれども、収益を確保する意味では、

そういう施設基準を取得する、あるいは請求漏れを

なくす、あるいは一つ未収金という問題もあります。

その公平な観点から未収金を回収するというのも収

益確保の取組ではないかと思います。

それから、費用の面では時間外勤務の縮減ですね。

当然、やらなければいけない勤務については削減は

できないわけですけれども、縮減が可能な時間外勤

務手当を縮減するとか、あるいはその物件費を節減

するとか、あとコロナの関係でいいますと、出張等

が大分制約を受けている関係でオンライン会議等々

の活用が推奨されるわけですけれども、その反対に

旅費とかそのようなものが減になっております。そ

ういう徹底的な費用の縮減を考えております。

以上です。

○上原章委員 ありがとうございます。

最後に、コロナという先ほど来いろんなお話があ

りまして、先ほど医師、看護師、薬剤師の欠員のこ

ともありました。人材の確保、即現場の労働環境の

悪化をどう防ぐかというのは非常に重要だと思うん

ですが、このコロナ禍の中でですね、県内の県立病

院の医師、看護師、薬剤師、事務職も含めて、休職

もしくは退職された方々がどのぐらいいらっしゃる

のか、もし数字があれば教えてもらえますか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 休職

者数について回答させていただきますと、令和３年

の２月１日現在の数字でございますけれども、病院

事業全体で202名おりますけれども、そのうち病気休

職者が21名、育児休業者が一番多いんですけど179名

です。その他休職者数が２名という状況になってお

ります。

○上原章委員 退職はいないということですか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 失礼

しました。退職者数につきましては、今手持ちの資

料でコロナ禍を理由とした退職者がいるかどうかで

お答えさせていただきたいと思いますけれども、直

接コロナを理由とした退職者がいるというお話は

伺っておりません。

○上原章委員 病院局長、先ほど各院長の皆さんか

ら現場のお話がありまして、直接各病院が一生懸命

いろんな備品、マスクとかガウンの確保とか、人材

の確保もそうですけれども、できれば共通できる部

分はぜひ病院事業局で全部預かってですね、一つ一

つ現場の負担が少しでもなくしていけるような、今

取組をされているとは思うんですけど、やっぱりそ

れぞれの病院の状況はそれぞれあるわけですから、

それを見据えながら、病院事業局に注文全部してく

れと、この部分は全部こっちでやりますよという窓

口を一本化してですね、少しでも現場の負担が軽く

なる、こういった仕組みはできているんですか。そ

ういう現実にされているんですか。

○我那覇仁病院事業局長 コロナの資材に関しては、

去年の２月始めの頃ですね、大変困難しました。い

ろんな病院に直接業者が来るとか、あるいは海外か

らのこういった話もありまして、本当にどうすれば

いいんだと。しかも物品は少ないと。そういうこと

がありまして、やはり可能な限り局の中のほうに担

当者を置いて対応をしてきました。それで現在は少

したっているせいもありますけど、すごく何といい

ますか、足りないというのは今のところは聞いては

おりませんが、先日あったような宮古の発生の場合

は確かにＮ95が足りないということがあったんです

が、そのときには各病院にストックがあったり、ま

た企業から寄附があって何とか対応できたと、そう

いうふうなことでございます。我々も可能な限り、
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現場のこういった資器材の確保に時間をかけるよう

なことは避けるように、局のほうでまとめてやって

いきたいなと考えております。

以上です。

○上原章委員 ありがとうございます。

以上です。

○末松文信委員長 ありがとうございます。

小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 私もほかの方と同じであります。

午前中の各病院の取組状況を聞かせていただいて、

いろいろと考えさせられる部分も、また感銘を受け

る部分もありました。できれば、文教厚生委員会だ

けじゃなくて広く議会または県民に対してもＰＲで

きるように、この情報の取りまとめをもしできたら

ですね、忙しい中なので無理にとは言わないんです

けれども、取りまとめて報告とかという形でやって

いただけると、県立病院がコロナ初年度でこういう

ことをやってきたと。こういったいろいろ苦労とか

もあったというところが広く知られるということも、

この病院行政の信頼に結びついていくんじゃないか

なと思いますので、ぜひそこは検討いただきたいな

と思います。

質疑させていただくんですが、当初予算の説明書

の貸借対照表のところ、令和３年度沖縄県病院事業

予定貸借対照表の560ページですね。今通知したんで

すが、流動資産のところの（２）未収金136億8538万

円と。ちょっと額が大きいというのも気になる部分

ではありますし、資産合計の22％が未収金になって

いると。先ほど借入限度額の話もあったんですが、

その倍ぐらい未収金があるという形になっています

ので、この未収金が発生している理由、教えてくだ

さい。

○古堅圭一病院事業経営課長 令和３年第１回県議

会提出の当初予算説明書、566ページに書かれており

ます流動資産の未収金133億円の内容について御説明

します。通常……

○小渡良太郎委員 それは令和２年度のやつです。

○古堅圭一病院事業経営課長 失礼しました。令和

３年度の予定貸借対照表における未収金136億円の内

訳について説明いたします。通常、県立病院含め医

療機関を受診する際には、おおむね約７割相当が保

健機関に請求する、あるいは請求するものとして未

収金に計上いたします。それから残る３割、自己負

担する残り３割相当分を個人負担未収金という格好

で同じように未収金に計上するわけですけれども、

保健機関に対して診療報酬の請求をする場合には一

月遅れ、あるいは二月遅れということがありますの

で、その関係で一旦未収金に計上して、入金され次

第、未収金を消去するというような方法で、順次貸

借対照表で処理をしていくということになります。

以上です。

○小渡良太郎委員 この未収金136億8500万余りの中

で、個人負担分の未収金の額を教えてください。

○古堅圭一病院事業経営課長 令和元年度末の数字

になりますが、約17億2857万円ほどになります。17億

2857万円という数字になります。

○小渡良太郎委員 その下の貸倒引当金に関してな

んですけれども、この貸倒引当金って不納欠損に備

えて実績率とかで回収不能額を計上するというもの

になっていると思うんですが、この割合が妥当なの

かですね、ちょっと見解を教えてください。

○古堅圭一病院事業経営課長 平成二十五、六年当

時だったと思いますけれども、公営企業に係る企業

会計原則というものが変更になりまして、幾つか会

計基準が変更になったわけですけれども、その際に

導入されたもののうちの一つがこの貸倒引当金とい

うことになっておりまして、未収金の中には発生か

らかなりの時間が経過しているような未収金もあっ

たり、あるいは資産がないにもかかわらず長期間に

わたって未収金に計上されているものが多数あった

り、その実態に合っていないんじゃないかというこ

とから、実際に回収できないものに相当するものと

して引当金というのが、平成二十五、六年だったと

思いますが、一定の算式に基づいて計上されている

ということでありまして、これは全国どの都道府県

立病院でも同じような基準でもって算定をされてい

るということであります。

○小渡良太郎委員 この実績率の部分を反映させて

と書かれているんですけれども、病院ごとの単純平

均なのか、それとも加重平均、病院ごとの特徴とか

を含めて算定しているのか、ただの国の基準のパー

センテージを当てはめているのかというのをちょっ

と教えてください。

○古堅圭一病院事業経営課長 貸倒引当金の算定に

当たりましては、病院ごとの算定ではありません。

やり方としましては、未収金が発生してから１年未

満、それから３年未満、あるいはそれを超えるもの

なのかどうか、おおむねこの３つの区分に応じてで

すね、それぞれの区分ごとに回収した実績を掛けて、

乗じて、貸倒引当金というのを設定しているという

ことであります。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
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年度毎ごとの、それぞれ毎年毎年、実績値を基に

算出をしているという形でよろしいんですね。この

個人負担分の未収金、全体136億8000万の未収金があ

るんですけれども、この病院ごとの額とか特徴とか

というのは分かりますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 令和元年度末の未収

金の額で説明いたします。まず北から、北部病院に

つきましては現年度発生分の未収金と過年度発生分

の未収金を合計したトータルの未収金で２億893万円

になります。それから、中部病院でも合計で６億

7507万8000円。それから、南部医療センター・こど

も医療センターでは３億5138万6000円。宮古病院で

すと２億2570万6000円。八重山病院が２億1022万円。

精和病院が3148万4000円。それから、糸満市にあり

ました旧県立南部病院の未収金が今も続いておりま

して、旧南部病院関連の未収金が2577万1000円。トー

タルで17億2857万5000円になっております。

○小渡良太郎委員 これは個人負担分ということで

すよね。徴収率というのも分かりますか。分からな

かったら分からないでいいです。

○古堅圭一病院事業経営課長 同じく令和元年度に

発生した個人負担分の未収金について御説明します。

令和元年度に発生した個人負担分の収益に対する未

収金の割合は、全県立病院合計で7.9％ということに

なっております。

以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

未収金について少し確認をさせていただいたんで

すが、監査でもこの適切な債務管理という形での指

摘を受けていると思います。この病院事業会計、非

常に厳しいというふうにずっと言われている中で、

この未収金をどうやって回収していくかということ

はとても重要だと思うんですけれども、この数字と

か、病院ごとでも中部病院がちょっと多いなという

ふうな感じがあるんですが、この数字等を踏まえた

改善策、もし何かあれば教えてください。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

この未収金、収益を確保するということと負担の

公平化という観点で、いずれも大事な課題の一つだ

と思います。病院事業においては、各県立病院に正

規の本務担当職員を配置しまして、それぞれチーム

を組んで未収金の回収に当たっておりますが、やは

り何といっても未収金を発生させないような未然防

止の取組、それから、万が一発生した際には早期に

回収する取組、２本立てで対応するのが一番大事で

はないかなということで考えております。未収金の

具体的な取組の内容につきましては、未収金の対策

要綱という内部の規程がありますが、その対策要綱

に従って職員による電話による督促、それから納入

通知書等の送付、３つ目に直接訪問等の実施を行っ

ております。それ以外にも、回収が非常に難しい未

収金のような場合には弁護士等に業務委託をしまし

て、その弁護士のほうに回収を業務委託していると

いう取組を今現在行っております。

以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

先ほども申し上げたとおりですね、基本的には受

益者負担という原則もあります。県立病院の役割は

いろんな部分で公平公正な医療を県民に提供してい

くという部分もあると思いますので、そこら辺しっ

かり引き続き取り組んでいただいてですね、できる

だけ個人負担分の未収金を圧縮していくということ

を今年度、努力をしていっていただきたいなという

ことは指摘をさせていただきます。

最後に少し関係ないんですが、この資料、事業会

計予算案の概要というところで、損益計算書とかの

部分が出ているんですけれども、今回ちょっと指摘

で使わせていただいた貸借対照表が添付されていな

い部分があるものですから、ぜひ今後補正とかも含

めてですね、損益計算書と貸借対照表、両方で比較

していくのも重要な部分になると思いますので、こ

れはぜひ資料として添付していただきたいなという

ことも要望して終わります。

○末松文信委員長 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

本当に私も午前中、各病院が非常に御苦労されて

いるということを生々しく教えていただきまして、

本当にありがとうございました。私もできる限りの

御支援できたらと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

まず、実は私今日、今回はコロナ収益悪化で今後

の経営方針ということで質問取りのときにお伝えさ

せていただいたんですが、先ほど来の質疑の中でも

いろいろと出ておりましたので、ちょっとそこに関

連してですね、今病院事業局が取っている県立病院

ビジョンの件で少しお話を聞かせていただきたいと

思いますが、まず、このビジョン策定というところ

に至った経緯をちょっと教えていただけないかと。

○玉城洋病院事業総務課長 現在、県立病院では県

立病院ビジョンということで策定に取り組んでいる

ところですが、コロナとか県立病院を取り巻く環境

がですね、高齢化の進展であるとか国の医療政策の
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動向の変化とか、いろいろ取り巻く環境が変化して

いるという状況がありまして、それで今後10年間の

県立病院はどうあるべきかということで、そういっ

た計画、施策の方向性でありますとか、どういった

医療を提供するかとか、医療人材をどういうふうに

して確保していくとか、そういった取組を策定、つ

くろうということでですね、計画は今県のほうで取

り組んでいる新たな振興計画の期間、令和４年から

令和13年度までに合わせて県立病院でも計画を策定

していこうということで取り組んでいるところでご

ざいます。

○新垣淑豊委員 その策定に関わる体制というのは

どういうふうになっているんでしょうか。

○玉城洋病院事業総務課長 ビジョン策定に当たっ

てはですね、検討委員会というのを設置しておりま

す。その検討委員会のメンバーは、学識経験者３名、

あと地域医療関係者ということで県内の医療関係者

の方、あと行政と、あと病院事業局の各病院の院長

先生ですね、およそ16名ぐらいの委員で構成して検

討していくと。その下に作業部会というのを設けて

おります。作業部会も県立病院の医師とか放射線技

師、事務職とか、そういう方、大体40名程度の作業

部会を設置して、この作業部会でつくった案をまた

上のほうに上げて審査していく、検討していくと。

そういうようなことで今取り組んでるとこでござい

ます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

とてもいいことだと思っています。将来的に自分

たちの病院をどうしていくんだというビジョンを共

通するというのはとても大事なことなので、それも

また作業部会の中で、ウェブを見ていると若手職員

などで構成する作業部会ということでありますので、

この方々が10年後ですね、自分たちの病院というの

を本当にどうしていきたいということがこの中でも

めたら、非常に県立病院の未来に向けて明るいんじゃ

ないかというふうに思っておりますが、やはりそこ

でですね、加えて今回県民向けのアンケートを取っ

ておりますけれども、これをどのように反映させて

いくのかということで、ちょっとお聞かせいただき

たいんですが。

○玉城洋病院事業総務課長 県立病院ビジョン策定

に当たってはアンケート調査を予定しておりまして、

このアンケートというのは県民向けのアンケートで

ありますとか、病院の患者さんでありますとか、職

員の皆さん、あと県内外の医療関係者の皆さんを対

象にしてアンケート調査を行って、それをいろいろ

たたき台としてですね、このビジョンの中に反映さ

せていきたいということで進めているところでござ

います。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

ウェブを見ていますと、県立病院ビジョン案が既

にもうアップされている状況なので、まさにこのと

おりにいくと本当にいいなというふうに思っていま

す。またちょっと私もアンケート、先ほどちょっと

触ってみたんですけれども、県民向けということで

少し簡単なというか、ニーズ調査的な感じなので、

もちろん関係者もしくは専門領域の方々に対しても

アンケートを取られているかと思うんですけれども、

そこのやっぱり外部との連携とかも含めてしっかり

取っていただいて、そこに対応していただければな

ということで、要望としたいと思います。というこ

とで、私は午前中、午後でいろんなお話伺っていま

すので、以上にさせていただきますが、本当に大変

だと思いますけど、どうぞ今後ともよろしくお願い

いたします。

ありがとうございます。

○末松文信委員長 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さんお疲れさんでございます。

午前中からもありました、改めまして医療従事者、

現場で頑張っておられる方々へ心から敬意と感謝を

申し上げて、若干質疑を行いたいと思います。

まず初めに、医療従事者のＰＣＲ検査状況とワク

チン接種の状況を教えてください。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 お答えします。

県立病院のワクチンの接種実績、３月９日時点で

ございますが、全体で983名。ちょっと日がずれてお

りますが、９日時点で各病院の内訳としては、北部

病院が20名、中部が384、医療センター354、精和病

院は来週15日から接種開始予定と。宮古病院が70、

八重山病院が155というふうになっております。ＰＣ

Ｒの―今、仲里委員の御質問は、ルーチンにされて

いるという意味合いだと認識しておりますが、今の

ところは症状があるとか、健康観察が必要な場合と

か、濃厚接触が疑われる場合とか、その状況状況に

よって臨機応変的に各病院が対応している部分であ

ります。

以上です。

○仲里全孝委員 その実績といいますか、それは数

字で表れていないんですか。どこどこの病院で、南

部、北部、どういうふうにされている……。

○大城博病院事業統括監 ６病院の状況を確認しま

したところ、職員に対しては必要に応じて不定期の
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ＰＣＲ検査をやっておりますけれども、その実績に

ついてデータ等での整理は行っていないということ

でございます。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

先ほど983名のワクチンの接種の話がありました。

実際必要人数、ワクチンを―例えば今のテレビでも

いろんな報道で、やっぱりワクチンの接種優先順位

でいったら医療従事者がまず優先順位というふうに

マスコミでも報道されております。その中でですね、

沖縄県の医療従事者で必要人数、もちろん全て従事

者がワクチン、これから必要だと思うんですけれど

も、その計画とかあったら教えてください。ワクチ

ン接種計画、県全体の。

○玉城洋病院事業総務課長 ワクチン接種の計画で

ございますけれども、県立病院では３月上旬から３月

の下旬に２回に分けて医療従事者への優先接種を

行っていく予定となっております。接種に際しては

医師、看護師、事務職員等、10名から21名の人員で

受付、問診、接種、回収という作業を行う予定をし

ております。北部病院のほうが３月５日のほうから

―失礼しました。先行実施で北部病院は３月５日か

ら始まっておりまして、１回目は３月15日から予定

しております。中部病院のほうは３月８日から１回

目を予定しております。南部医療センターも一緒で

３月８日から、宮古病院、あと八重山病院も３月８日

からですね。精和病院は３月15日から予定しており

ます。そういう状況です。接種の予定人数は4165人

に対して、希望者が現在4500人となっております。

後ほど資料を提供したいと思います。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

やはり国においても沖縄県においても医療従事者

の優先順位が高いというふうなことはですね、先ほ

どＰＣＲ検査の件も私は話しましたけれども、この

ワクチンの件もこれからいろんなリバウンド、沖縄

県に関してはこれからですね、変異株も３月11日に

８名も発生しております。そういった中で、やはり

これからどういうふうに管理していくかというふう

なことが、ＰＣＲ検査を受けている方も受けていな

い方も、何名かも管理は分からないとか、何回受け

てるかというのを管理は知らない。このワクチンも

ですね、何人職員がいて、どういうふうな計画でど

ういうふうにワクチンを打っていくというふうなこ

とを、管理簿で今後管理していくのもリバウンド対

策につながっていくのかなと思います。いかがでしょ

うか。

○我那覇仁病院事業局長 今、委員のおっしゃるよ

うに、ＰＣＲの検査とワクチンの接種を局で把握す

ることは非常に大切なことだと思います。ただ、そ

こまでまだ行ってないんですが、先ほど話をしまし

たようにＰＣＲは症状によって必要な方の検査をし

ているのが現場の実情であると思います。ワクチン

接種に関しましては、供給量と必要な量がちょっと

ギャップがあってですね、最初は可能な限り濃厚の

接触をしている職員にまずはやろうと。そういうふ

うなワクチンのスケジュールを取っています。各県

立病院では、どなたが接種してどなたがまだ受けて

ないというのは今後データが出てきますので、そこ

ら辺はまた局でも把握していきたいなと考えており

ます。

以上です。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

ちょっと視点を変えてですね、医療管理システム

についてお伺いしたいと思うんですけれども、現在

医療に関して電子カルテがどの病院にもあるんです

けれども、その一元化という取組はどういうふうに

なっていますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

全ての県立病院を統一した電子カルテの導入につ

いては、一部の医師等から要望があるようでありま

すけれども、かなり以前からそういう声があったの

は事実でありますが、今現在達成されていないと。

各県立病院ごとの電子カルテシステムということに

なっています。

○仲里全孝委員 その件について、何かの形で今取

組状況がありますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 要望としては承って

おりますけれども、具体的な検討の俎上に上ってい

るわけではございません。

○仲里全孝委員 去年の内閣府の資料によると、マ

イナンバー制度を抜本的に改善して、医療費の電子

カルテ統一化にも利用できるんじゃないかなという

ふうな去年の内閣府の発表もありました。その件に

ついてはどういった御意見、考え方を持っているの

か伺いたいと思います。

○古堅圭一病院事業経営課長 国のほうではデジタ

ル化という大きな流れがありますけれども、委員おっ

しゃるとおり、行く行くはマイナンバーを利用した

統一的な効率的な業務処理というのも可能になって

くる、達成されていくんだろうなと思いますけれど

も、マイナンバー制度による保険証の利用という観

点では、今現在マイナンバーを使って県立病院を受

診するということはできておりません。ただ今月の
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末、あるいは４月以降もマイナンバーカードによっ

て受診ができるような、カードリーダーを導入した

りだとか、そういうことを各県立病院に導入をして

いって、デジタル化に乗り遅れないようにしっかり

取り組んでいこうかなと思っております。

以上です。

○仲里全孝委員 よろしくお願いします。ありがと

うございました。

次に、去る６月定例議会でも議案として上げられ

ましたけれども、北部の今帰仁村の診療所を廃止す

る条例案が出ました。そこでですね、概要説明の中

で平成19年４月１日から診療を中止している中で、

村側と譲渡に係る手続を進めていますというふうな

説明がありましたけれども、進捗状況をお願いしま

す。

○古堅圭一病院事業経営課長 古宇利診療所の件に

ついてお答えいたします。昨年の６月定例会で古宇

利診療所等の廃止の条例案を提出したところであり

ますが、古宇利診療所については、平成25年度及び

令和２年度に今帰仁村当局から同診療所及び隣接す

る看護師住宅の無償譲渡の要望書を受理しておりま

したけれども、今帰仁村におきまして具体的な利活

用方針が定まっていないことから、調整が難航して

おりますけれども、引き続き今帰仁村への譲渡に向

けて調整を進めてまいります。

以上でございます。

○仲里全孝委員 仮に県側と村側で譲渡に合意した

場合ですね、どういった手続方法がありますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 古宇利診療所の今帰

仁村への無償譲渡に当たりましては、建設自体が国

庫支出金を利用した建設ということもありますので、

国庫金の返還という問題が生じないかどうか、あら

かじめ事前に確認をしておく必要があるということ

で、令和元年５月に本県病院事業局から厚生労働省

の担当者の方に対しまして、厚生労働省所管一般会

計補助金等に係る財産処分承認基準に基づいて、今

帰仁村の利用計画が未定のまま、利用計画が未定の

まま無償譲渡した場合、国庫返還が生ずるかどうか

照会をかけておりましたところ、現在の処分内容な

ら国庫の返還は生じないという回答をその当時得て

おりました。ところが、令和２年、昨年ですね。令

和２年５月25日付で今帰仁村から古宇利診療所など

施設を無償譲渡するよう要望があり、要望に応える

ことができないような場合には、古宇利診療所等施

設を撤去して今帰仁村に土地を返還するよう求める

内容の要請がございました。そこで、改めて厚生労

働省に国庫支出金の返還が生じないかどうか確認を

しましたところ、その厚生労働省に照会をした際に

は今帰仁村が利用するという前提でお聞きしました

けれども、昨年の要望では利用要望がない場合には

村に返してくれ、戻してくれという内容でありまし

たので、改めて厚生労働省に国庫支出金の返還が生

じないかどうか確認する必要がありまして、今現在

厚生労働省に確認をしているという最中であります。

以上です。

○仲里全孝委員 今説明があったことを、村にいつ

説明されたんですか。今私に説明したことを、村の

ほうにいつ説明されたんですか。

○古堅圭一病院事業経営課長 今お答えしました内

容については、今帰仁村のほうにお伝えしたことは

ございません。内部で検討している内容ということ

になります。

○仲里全孝委員 そうですよね。私も６月に皆さん

から受けたときにはもう既に調整されてですね、譲

渡の手続だけの説明を受けたんですよ。そして最近

ちょっと聞き取り調査したら、そういったのも全く

進んでいるか、どの程度かちょっと分からないとい

うふうなことを受けてですね、村のほうも、やはり

これ去年の６月ですから、その後、村のほうに丁寧

に説明して、こういったことですよということで、

今は皆さんも御存じのとおり村長さんも変わって、

やはり方針も全く変わってるかどうかもですね、そ

れも含めて調整していただきたいと思います。

そこで、例えば譲渡する場合、今ある資産を村に

財産処分に当たるんじゃないかなと思うんですけれ

ども、それはいかがですか。例えば県のほうで財産

処分をして、それから譲渡というプロセスに行くん

じゃないかなと思うんですけど、その辺はどういう

ふうに考えていますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 県内部での財産の処

分に関する手続については、全て終了しているよう

でありますので、あとは今帰仁村との間で譲渡に当

たってどういう意見交換をしていくかによるものと

考えています。

○仲里全孝委員 逆に村のほうが譲渡を受けない場

合、どういうふうな手続がありますか。

○古堅圭一病院事業経営課長 今帰仁村のほうに利

用の予定がないような場合には、県の財産である古

宇利診療所の建物を一旦解体をして更地にした上で、

土地を村当局に返還するということになります。

○仲里全孝委員 分かりました。早めに村と、これ

半年たっていますから、方向性を調整して、解体す
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る場合も委員会とか議会のほうには報告義務がある

と思うんですよ。それも併せて、村側と早めに解決

するように取り組んでください。

委員長、以上です。

○末松文信委員長 ありがとうございます。

石原朝子委員。

○石原朝子委員 こんにちは。朝から皆様方には大

変御苦労さまでございます。そしてまた県立病院の

皆様方、心から感謝申し上げます。ありがとうござ

います。私は感謝の意味を込めて、質疑は１件です

ぐ終わりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

私は令和元年度の病院会計の決算審査意見書、そ

の審査意見書の中で、会計事務等について是正、改

善を要する事項についてということで、監査委員が

意見書を出しております。それをちょっと読み上げ

させていただきます。令和元年度の定期監査におい

て、診療費の一部を亡失する事案のほか、契約事務

や各種手当に係る基本的な会計事務の不適正な処理

が確認され、依然として指摘件数が多い状況であり

ます。このような不適正な処理の多くは、会計事務

担当において関係規程などの基礎知識、理解不足が

あること、契約締結及び支払時における管理監督者

の審査が不十分なことが主な要因であると考えられ

る。適正な会計事務を確保するために、担当者及び

管理監督者それぞれに必要な研修の充実を図るとと

もに、病院事業の管理運営の基礎となる事務部分の

体制強化に取り組んでいただきたい。この審査意見

書は、令和元年度から始まったことではありません。

平成27年度より同じ内容の審査意見書が提出されて

おります。なぜ監査委員の改善を要する意見に対し

まして、改善がこれまで解決されてこなかったのか、

その理由と、令和２年度におきましての対応等をお

聞かせ願います。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えします。

委員御指摘のなぜこのような会計上のミスが多発

するかについて、その原因を御説明いたします。従

来から病院事業会計に係る定期監査の指摘事項が大

変多いものがあるわけですけれども、その要因の一

つとして、やはり一番大きいものは、会計事務の経

験が非常に少ない職員が多数配置されているという

こと。出納事務の知識やノウハウの蓄積が十分でな

く、あるいは財務規程の根拠規程の確認を怠ったり、

必要な手続を取らなかったりするなど、基本的な会

計処理の誤りが非常に多いのが指摘の多さにつな

がっているのではないかと考えております。病院事

業では、順次改善に向けて取組を行っておりますが、

その際にやはりメインとなっておりますのは、対象

者別の研修、会計事務職員の初心者向けの研修、あ

るいは企業出納員等の管理監督者の研修を始める必

要があるのではないかということで、初任者研修に

つきましては令和元年の10月から会計事務初級研修

ということで、第１回目を令和元年10月30日に行い

ました。それと外部の専門の先生を招いた初めての

会計事務研修というものを、昨年の令和元年11月６日

に各県立病院の予算経理事務担当者を集めまして、

会計事務研修というのを行っております。

それから会計事務研修としましては、内部統制の

強化を図るため、各県立病院の事務部長等に対する

企業出納員の研修。これは令和元年11月５日、各県

立病院の事務部長、経営課長、それから総務課長を

対象に行っておりまして、この管理監督者研修につ

いては平成30年度から行っております。こういう対

象者別の研修、あるいは管理監督者の研修等を数年

前から始めておりますが、なかなか効果が出ていな

いといいますか、もう少し実務に即した効果的な研

修を考える必要があるのではないかということで、

今現在考えております。監査のほうでも指摘があり

ますとおり、一件でも少なくするような努力は引き

続き行っていこうかなと思っております。

以上です。

○石原朝子委員 ちょっと再質問だけさせてくださ

い。この事務職員等は、正職員、割合は多いでしょ

うか。それとも臨任等、臨時的職員が多いんでしょ

うか。

○玉城洋病院事業総務課長 県立病院の事務職員数

なんですけれども、令和３年２月１日現在で全体で

274人となっておりまして、その内訳ですけれども常

勤職員が136、会計年度任用職員が138、常勤職員と

会計年度任用職員の比率は、常勤職員が49.6％、会

計年度任用職員が50.4％というふうになっておりま

す。

○石原朝子委員 先ほどの様々な事業を展開してい

る中において、やはり職員の正規雇用、49.6％が正

規雇用ということですよね。やはり職員を継続的に、

経験とともに専門性を高めていく上では、やはり正

規化のほうに向けて取り組んでいかなければならな

いかと私は思っております。その点どうでしょうか。

段階的に正規雇用、人数を増やしていくのか、そう

いうお考えもございますでしょうか。

○玉城洋病院事業総務課長 病院の事務部分の体制

についてですけれども、今ありましたように事務処
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理について監査で指摘を受ける件数が多いことなど

から、組織とか人員体制の見直しとかですね、職員

の資質向上について今後総合的に検討してまいりた

いと考えております。

○石原朝子委員 私が確認したいのは、正規化に向

けて段階的に取り組んでいかれるかどうか。やはり

専門性が問われる事務職でもあると思いますので、

そこら辺どのような計画をお持ちでしょうか。

○玉城洋病院事業総務課長 非常勤職員の正職員化

ということでございますけれども、正職員の定数と

かにつきましては病院の経営状況とかに影響します

ので、経営状況とか国の医療制度改革の動向とかで

すね、その辺も踏まえて総合的に検討する必要がご

ざいますので、そういうことで対応してまいりたい

と考えております。

○石原朝子委員 分かりました。

以上でございます。ありがとうございました。

○末松文信委員長 以上で、病院事業局関係予算議

案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

午後３時３分休憩

午後３時30分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、保健医療部長から保健医療部関係予算議案

の概要の説明を求めます。

大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 保健医療部所管の令和

３年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の概要に

ついて、御説明申し上げます。

通知しました令和３年度当初予算説明資料をタッ

プし、資料を御覧ください。

資料の１ページを御覧ください。

令和３年度一般会計部局別歳出予算の総括表と

なっております。令和３年度一般会計歳出予算額は、

表の一番下、県全体の合計は7912億2600万円、その

うち保健医療部は枠で囲った部分の794億4704万

4000円で県全体の10％となっております。前年度と

比較しますと125億6736万7000円、18.8％の増加と

なっております。

２ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳入予算を款ごとに示し

ております。令和３年度一般会計歳入予算額は、表

の一番下、県全体の合計は7912億2600万円、そのう

ち保健医療部の令和３年度一般会計歳入予算は枠で

囲った部分、９の使用料及び手数料４億6036万

6000円、10の国庫支出金210億5730万8000円、11の財

産収入973万1000円、13の繰入金15億3810万3000円、

15の諸収入２億4052万円、16の県債570万円、合計

233億1172万8000円を計上しており、県全体の2.9％

となっております。前年度と比較しますと116億

3445万3000円、99.6％の増加となっております。

３ページを御覧ください。

保健医療部の歳入予算の主な内容について御説明

いたします。欄外左側に行番号を振っておりますの

で、行番号に沿って御説明いたします。

１行目（款）使用料及び手数料につましては、２行

目（項）使用料１億6709万3000円及び３行目（項）

手数料3390万7000円、４行目（項）証紙収入２億5936万

6000円を計上しており、総額４億6036万6000円となっ

ております。主な節では、県立看護大学授業料及び

県立看護大学入学料などとなっております。

前年度と比較しますと1545万9000円、3.5％の増加

となっており、これは主に（項）使用料の県立看護

大学授業料において、令和２年度から開始された高

等教育の修学支援新制度を利用する学生が当初の見

込み数より少なく、授業料の減免額が減少したこと

による授業料の増加などによるものであります。

５行目（款）国庫支出金210億5730万8000円につき

ましては、前年度と比較しますと116億4562万8000円、

123.7％の増加となっております。これは主に７行目

（項）国庫補助金について新型コロナウイルス感染

症対策のための、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金及び新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援交付金の増加などによるものでございま

す。

次に、９行目（款）財産収入973万1000円につきま

しては、前年度と比較しますと173万7000円、15.1％

の減少となっております。これは主に県立看護大学

における自動販売機設置に係る土地貸付料などの減

少によるものでございます。

次に、11行目（款）繰入金15億3810万3000円につ

きましては、沖縄県北部地域及び離島等緊急医師確

保対策基金繰入金及び地域医療介護総合確保基金繰

入金を計上しており、前年度と比較しますと231万

7000円、0.2％の増加となっており、これは主に基金

充当事業数の増による地域医療介護総合確保基金繰

入金の増加などによるものでございます。

次に、14行目（款）諸収入２億4052万円につきま

しては、15行目（節）県立病院貸付金元利収入及び16行

目（節）看護師等修学資金貸付金元金収入などを計

上しており、前年度と比較しますと311万4000円、
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1.3％の減少となっております。これは主に病床転換

助成交付金の減少などによるものでございます。

次に、19行目（款）県債570万円につきましては、

看護大学施設整備事業を計上しており、前年度と比

較しますと2410万円、80.9％の減少となっておりま

す。これは令和２年度の看護大学施設の修繕及び保

健所施設の解体工事の終了によるものでございます。

４ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳出予算を、款ごとに示

しております。令和３年度一般会計歳出予算は表の

一番下、県全体の合計は7912億2600万円、そのうち

保健医療部の令和３年度一般会計歳出予算額は枠で

囲った部分、３の民生費323億7065万4000円、４の衛

生費460億 6569万 1000円、10の教育費10億 1069万

9000円、合計794億4704万4000円を計上しており、前

年度と比較しますと125億6736万7000円、18.8％の増

加となっております。

５ページを御覧ください。

歳出予算の主な内容について御説明いたします。

欄外左側に行番号を振っておりますので、行番号に

沿って御説明いたします。

１行目（款）民生費323億7065万4000円につきまし

ては、前年度と比較しますと１億4224万7000円、0.4％

の減少となっており、これは主に国民健康保険負担

金等事業費における国民健康保険事業特別会計への

繰出金の減少などによるものでございます。

２行目（項）社会福祉費において、右側の事項別

内訳にありますとおり、後期高齢者医療負担金等事

業費、国民健康保険指導費などを計上しております。

次に、３行目（款）衛生費460億6569万1000円につ

きましては、前年度と比較しますと126億2739万

4000円、37.8％の増加となっており、これは主に新

型コロナウイルス感染症に対し相談・検査体制を拡

充するための感染症対策費の増加及び医療提供体制

を構築するための救急医療対策費の増加などによる

ものでございます。

項ごとの主な事項を申し上げますと、４行目（項）

公衆衛生費のうち、右側の感染症対策費、精神医療

費、こども医療費助成事業費、特定疾患対策費など

を計上しており、５行目（項）環境衛生費は、食肉

衛生検査所費などを計上しております。

６行目（項）保健所費は、職員費などを計上して

おり、７行目（項）医薬費においては、医務行政費、

医師確保対策事業費、救急医療対策費、地域医療対

策費などを計上しております。

８行目（項）保健衛生費においては、県立病院繰

出金を計上しております。

次に、９行目（款）教育費10億1069万9000円につ

きましては、前年度と比較しますと8222万円、8.9％

の増加となっており、これは主に沖縄県立看護大学

を管理運営する公立大学法人を設立するため、人事

や経理など各システム開発費用及び出資財産の鑑定

評価費用などを新たに予算計上したことなどによる

ものでございます。

10行目（項）大学費において、右の看護大学教職

員給与費、看護大学教育研究費、看護大学施設等整

備費などを計上しております。

次に、６ページを御覧ください。

保健医療部所管の特別会計、国民健康保険事業特

別会計の歳入歳出予算について御説明いたします。

表の下から２行目、国民健康保険事業特別会計の歳

入歳出予算額1591億7817万8000円を計上しておりま

す。

次に７ページを御覧ください。

国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算を款ご

とに示しております。

中ほどの合計の欄がありますが、前年度と比較し

ますと14億1726万6000円、0.9％の増加となっており、

これは主に令和元年度に取り崩した財政安定化基金

を積み戻すための財政安定化基金積立金の増加など

によるものであります。

以上で、保健医療部所管の一般会計及び特別会計

歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 保健医療部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第１号議案及び甲第

20号議案に対する質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。

質疑に入れてないんですけど、変異株について少
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しお聞きしたいと思います。私の先日の代表質問に

おいては、変異株において県の環境衛生研究所によっ

てスクリーニングをしているというお話だったんで

すけど、どのようにして派遣されたんでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 昨日、知事のほうから発

表させていただきました変異株につきましては、合

計８例の症例が見つかったということになっており

ます。２種類ございまして、そのうちの２例につき

ましてはＮ５０１Ｙという、いわゆる英国株等の懸

念すべき変異株ということで、医療機関のほうから

申出がございまして、衛生環境研究所のほうで調べ

ていただきたいというふうなことで、症例の県外と

の接触歴などを考えて、病院のほうからスクリーニ

ングが必要であるということで、直接こちらの衛研

のほうで検査をして、その確定検査のために東京の

国立感染研に送ったというふうなもので、２例の方

が見つかりました。残りの６例の方は、先ほど委員

がおっしゃった定期的に感染研に株を送っている中

から６例、Ｅ４８４Ｋというふうな、特にまだ名前

はついていないんですけれども、変異株の一種が出

たという報告がございまして、その２つについて発

表させていただいたという経緯でございます。

○比嘉京子委員 その答弁内容によると変異株、時

間の問題だろうと誰でも思うわけですよね。沖縄県

も時間の問題だろうと思っていたと思うので質疑を

入れたんですけれども、やはり入院隔離を徹底して

封じ込めるんだという答弁をいただいたところなん

ですけれども、どうも回復しているんだというお話

もあり、さきの２人の英国株の方々の見つけ方が

ちょっとよく、先ほど御答弁で分かりにくかったん

ですが、病院のほうからおかしいとか何とかって、

何か違いがあるんですか、この検査をしてほしいと

いう。

○糸数公保健衛生統括監 現在のところは疑うとい

うか、その検査を行う基準としましては、やはり海

外、それから県外との接触歴というふうなことを重

視をして、今回の症例の場合はもう既に隔離解除さ

れた後ですけれども、病院のほうでそういう症例が

あったということで、少し時間がたってから検査を

行ったということになります。もちろん今の状態も

確認をして、その後のＰＣＲ検査も追加で行って陰

性ということを確認しておりますので、その方たち

はもう普通に生活をされているという状況でござい

ます。

○比嘉京子委員 感染力がやっぱりＮ５０１Ｙです

か、それはすごく感染力が高いと言われているんで

すが、そこら辺の心配はないという理解でよろしい

ですか。

○糸数公保健衛生統括監 昨日発表した２例につき

ましては、周辺への広がりは確認されていないので、

終息しているというふうに考えています。

○比嘉京子委員 もう一点、通告してありましたけ

れども、子育て世代包括支援センターが、これは知

事公約でもあって、やはり４年間の間に41市町村に

設置をするというような主要政策に入れてあると思

うんですね。それで今の進捗状況からすると、今年

度いっぱいで24市町村でしょうか、そこに到達する

のかなと思うんですが、なかなか遅々として進み具

合が悪いような気がするんですけれども、どのよう

な問題があるんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 今回、令和３年２月にな

んですけれども、センター設置促進のために全国で

中心的に活動されている先生方４名に来県いただき

まして―今年２月なんですけれども、２月にセンター

設置を促進するために全国で中心的に包括支援セン

ターに尽力されている先生方を４名お招きして、未

設置市町村に焦点を当てた研修会をオンラインで開

催いたしました。その中で未設置市町村と意見交換

をしたところ、人口規模が小さいところが多くてで

すね、既に全数の妊婦さんに会っているとか、きめ

細やかな支援は実施しているんですけれども、セン

ターと名乗ることをすごく難しく考えていて、看板

を上げていないというところが多いことが分かりま

した。そこで、センター機能を果たしているとして

も、市町村はそう考えていてもですね、住民の皆さ

んに母子を大切にした住民サービスを行うというこ

とを、しっかりと住民に対して意思表示することが

大事であるというところを先生方からもお話をいた

だいて、今担当者の皆様は設置することの意義とい

うのをしっかりと再認識していただいたところです。

今後、やはり少し早めに設置を進めていかなくては

いけないので、ちょっと私たちも今検討しているん

ですけれども、その先生方をまた今年もお呼びする

ことになっていますので、今度はまたちょっと管理

者の方々、課長含めですね、市町村の管理者の方た

ちに少し研修をしていこうかということで、取組を

もう少し進めていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 そこをやっていても、例えば次年

度で４年目になるんですけれども、そこはどれぐら

い見通せている段階でしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 昨年12月に調査した段階

では、６市町村が設置を予定しているというところ
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ではありましたけれども、この２月にお話をさせて

いただいたときには、やはり設置は急いだほうがい

いと皆さん認識はされておりましたので、できるだ

け今後も設置に向けてですね、もう少し保健所も一

緒になって各管内ごとに市町村の皆さんと話合いを

進めていきながら、進めていきたいと考えておりま

す。

○比嘉京子委員 ぜひ来年度、令和４年である程度

のところまでいけるように御努力をいただきたいな

と思うのと、非常にこだわっている理由はですね、

例えば学校教育のほうに行っても全てここに戻って

くるような原因なんですよ。ですから、いかにここ

を強化していくことが今後の子供たちの育ちに様々

な、中学卒業、高校中退、何というところに来たと

きにですね、やっぱり就学前の子供たち、特にスター

トアップのときに親支援をどれくらいやっているか、

そして親がどれくらい子供理解をしているかという

ことが非常に気になる事例が多過ぎるので、ぜひこ

こにこそ投入をすべきではないかなと思っているの

で、よろしくお願いします。

以上です。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 最初に、子供の医療費の助成事

業、来年度から通院についても中学校卒業まで無料

化が実現するということで、それは高く評価するも

のであります。それに伴って、窓口無料化を実現し

てほしいとの多くの県民から要望が寄せられており

ますけれども、その見通しについて伺います。

○諸見里真保健医療総務課長 県は現在、令和４年

度の年齢拡大に併せてぜひ現物給付を可能な限り全

市町村で導入したいということで、１月から私直接

十七、十八団体回って意見交換をさせていただきま

した。おおむねこの事業の重要性、必要性は理解し

ていただいて、前向きに議論をすると。今現在、多

くの市町村がその方向で動いておりまして、あと一

部、やっぱり内部で関係部署がまたがるものですか

ら、そちらで少し調整をさせてくださいということ

ですので、今少し協議を鋭意やっているところでご

ざいます。

○玉城ノブ子委員 ぜひ窓口無料化が実現できるよ

うに頑張っていただきたいというふうに思います。

答弁はよろしいです。

あと、国民健康保険負担金についてでございます

けれども、市町村の統一保険料の問題について、保

険料の状況がどうなっているか伺います。

○山内昌満国民健康保険課長 今現状について、保

険料につきましては、それぞれの市町村によって所

得水準、医療費水準、財政運営状況が異なることか

ら、被保険者の保険料負担については市町村によっ

て異なっていますが、30年度からの都道府県単位化

の趣旨を踏まえると、県内どこに住んでいても所得、

世帯構成が同じであれば同じ保険料とすることが、

被保険者目線ではより公平な負担となるのではない

かと考えておりまして、保険料統一について今、現

状、県及び全ての市町村で統一に向けた理念を共有

できるかということで、今現在協議を行っていると

ころです。今の御質問のシミュレーションについて

なんですけど、統一については様々な形が考えられ

ますので、統一後のシミュレーションにつきまして

は、理念の共有ができて統一するということで、そ

の後、具体的にどういう条件でやるかという検討の

中でその条件に合わせて示していきたいと考えてお

ります。

○玉城ノブ子委員 標準料率より下の保険料のとこ

ろは何市町村あるか、つかんでいらっしゃいますで

しょうか。

○山内昌満国民健康保険課長 標準保険料率につき

ましては、今現在市町村のほうに納付金としてこれ

だけの額をということでお願いしている額について、

こういう率で設定すれば保険料で集まりますよとい

うことで、参考までにお示ししているものです。こ

れについては、料率の高い低いを一概に判断するこ

とは困難であるということは前提にしつつ、少なく

とも全ての保険料率で実際の市町村の保険料率が低

い市町村ということで見ると、少なくとも低いので

はないかというふうに見れるのかなと考えておりま

して、それでいうと41市町村中24市町村につきまし

ては、県が示す標準保険料率より低いという状況に

なっております。

○玉城ノブ子委員 現年度、保険税を引き上げた市

町村はありますか。

○山内昌満国民健康保険課長 現年度、令和２年度

に保険料の改定をした市町村は５団体となっており

ます。

○玉城ノブ子委員 統一保険料を目指すということ

で、国保税を引き上げる市町村が出ているというこ

とは大変心配です。これは国の指導で国保税の標準

率化というのが出ているわけですけれども、しかし、

国保税は今でも協会けんぽや組合健保の保険料と比

較しても、国保税が高くて払えない。滞納している

所帯が増えて、国保手帳がなくて病院に行きたくて

も行けない人たちが増えているという現状を、皆さ
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んはしっかりとやっぱり認識する必要があるんじゃ

ないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○山内昌満国民健康保険課長 先ほど令和２年度に

５団体、引上げがあったということでお答えしまし

たが、引き上げた理由としましては、医療費の増加

に対応するためですとか法定外繰入等の市町村負担

部分の解消を図るためとか、様々ですが、確かにおっ

しゃるように保険料の統一に向けた議論の状況も踏

まえて改定したという市町村も現状あります。これ

につきましては、市町村の保険料設定については、

その賦課徴収については法令で、従前どおり市町村

の権限ですので、そこはそれぞれの被保険者の状況

も踏まえて、市町村のほうで適切な額の設定をして

いただきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 国保税の標準化を進めるという

ことで、国保税加入所帯に負担をかけるということ

は、国保手帳―特別会計の赤字解消の根本的な解決

には絶対ならないというふうに私は思います。国の

国保特別会計への負担金を引き上げるということを

国にやっぱり要求していくということが、私は必要

ではないかというふうに思っておりますが、いかが

でしょうか。

○山内昌満国民健康保険課長 国保につきましては、

他の被用者保険より加入者の状況から財政的に大変

苦しいということがありまして、これについては全

国知事会でも共有しておりまして、従前から要請は

しておりまして、令和２年６月にも令和３年度の国

の施策並びに予算に関する提案要望におきまして、

医療保険制度間の公平と子育て支援の観点から、今

後の医療費の増嵩に耐える財政基盤の確立を図るた

め、国定率負担の引上げなど、様々な財政支援の方

策を講じるよう国に要望しております。県としまし

ては、今後とも引き続き知事会を通じて様々な財政

支援の要請を行っていきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 沖縄戦の影響で前期高齢者の比

率が沖縄は低くなっています。戦争を行った国の責

任で、赤字額958億円は補塡をするべきであります。

国にそれも要求していくべきではありませんか。

○山内昌満国民健康保険課長 沖縄県の特殊事情で

あります前期高齢者交付金が、やはりその算定のルー

ル上、不利であるということで、従前から国保連合

会、市町村、一緒になって要請をしているところで

す。これは前期高齢者の数、特に沖縄は地上戦もあっ

たという部分で、それも影響しているのではないか

ということで要請してきたところですが、今後とも

引き続き要請をして、沖縄県の事情に配慮した財政

支援の創設等を要望してまいりたいと考えておりま

す。

○玉城ノブ子委員 それでは、新型コロナウイルス

の感染症の拡大で保健所の対応が大変厳しい状況に

なっているというふうに伺っております。現状はど

うなっていますでしょうか。今後の対応策について

伺います。

○諸見里真保健医療総務課長 お答えいたします。

保健所では昨年、特に第１波、第２波、今年に入っ

て第３波ということで、非常に厳しい状況でござい

ました。拡大防止のための、いろいろ積極的疫学調

査とか感染源調査等々、全所体制で取り組んでいた

だきました。ただ、どうしても業務量が膨大となっ

たことから、県のほうで保健所の一部業務を対策本

部で移管するとか、会計年度任用職員を配置するな

どの対応を取ったところでございます。

以上でございます。

○玉城ノブ子委員 保健所の体制を強化することが

今、非常に大事になっています。人的配置も含めて

ですね、今後ともやっぱり対応職員を増やしていく

ということが非常に必要でありますので、ぜひ体制

の強化を頑張っていただきたいというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 課長からも答弁申し上げ

ましたとおり、保健所機能の強化というのは非常に

重要だと考えておりまして、次年度におきましては

５名の保健師の増員、それから支援員を９名という

ことで、今増員を予定しております。その他、例え

ば委託が進むようにとか、そういうような対応でもっ

て保健所の機能を拡充することは重要だと考えてお

ります。

○玉城ノブ子委員 ぜひ頑張っていただきたいとい

うふうに思います。

あと、新型コロナウイルス感染症対策のＰＣＲ検

査強化事業について伺います。

○国吉悦子地域保健課長 ＰＣＲ検査強化事業につ

きまして、介護従事者約２万5000人を対象に２月10日

から検査を開始しまして、３月末までにおおよそ２週

間に１回、計３回の検査を行うこととしております。

また、新型コロナウイルス感染症患者等に対応する

医療機関や慢性期機能病棟を有する医療機関等の従

事者を対象に、135の医療機関において検査費用の一

部を補助することとしております。介護従事者の検

査につきましては、３月８日までに約３万6000人の

検査を行い、５名の陽性者が確認されております。

これまで確認された５例の事業所において必要に応
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じて追加の検査を行っておりまして、１事業所にお

いて１名の陽性者が確認されておりますが、事業所

でのクラスター発生は確認されておりません。

○玉城ノブ子委員 感染症防止対策のためのＰＣＲ

検査の事業、これはやっぱり今後とも非常に大事に

なってくるというふうに思いますので、ぜひ検査体

制を今後ともやっぱり拡充していくということが必

要じゃないかというふうに思います。ぜひそういう

ふうに進めていただきたいというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 令和３年度につきまして

は、今年度の検査対象に加えて障害者施設、保育施

設及び精神科病院等の従事者を対象に検査を行うた

めの予算を計上しております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれも検査体制、これから

もさらにやっぱり拡充を目指していただきたいと思

います。まだまだ感染拡大の防止に至っておりませ

ん。しかも、変異株というのがまた発生していると

いうような状況がありますので、やっぱりこの検査

体制の拡充は今後とも進めていただきたいというこ

とを要望したいと思います。

あと、新型コロナウイルス感染症医療機関協力金

交付事業について伺いますが、執行状況について伺

います。

○宮城優医療政策課長 医療機関への協力金交付事

業でございますが、６月及び11月補正により措置し

た合計予算20億 5232万 4000円に対し、20億473万

6000円を交付しておりまして、執行率は97.7％とい

うことで、先週の金曜日、補正予算の際に答弁をさ

せていただきました。おととい、２月補正を議決い

ただきましたので、さらに10億8652万を含めまして、

トータルの予算額は31億3884万4000円になります。

執行率は63.7％ということになっております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ執行状況をさらに進めて、

早く協力機関に財源が支援額が行き渡るようにして

いただきたいというふうに思います。

コロナウイルス感染症受入病院は今、財政上も大

変厳しい逼迫した状況にあるというふうに訴えがご

ざいます。さらにやっぱり減収補塡への支援もやっ

てほしいという声が上がっておりますけれども、そ

れについてはいかがでしょうか。

○宮城優医療政策課長 今委員がおっしゃっている

のは、重点医療機関のみならず全ての医療機関にと

いうことの趣旨でおっしゃっているかと思います。

これまでも議会でも何度か答弁させていただいたと

おり、これまでも知事から厚労大臣に対しまして、

それから全国知事会の中でも、やはり全国で同じよ

うなお話がいっぱい上がっているわけでございまし

て、これまでも国に要請をしてきたということです

ので、今後もまた様々な形でですね、国への要望事

項の中で議論する際にこの辺の観点も含めて我々も

取り組んでまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 今後とも、やっぱり医療機関の

果たす役割というのは非常にますます大きくなって

おります。先ほど県立病院の皆さん方からも、その

現場の状況を私たちは聞かせていただきましたけれ

ども、そういう医療現場の皆さん方に対する支援も

非常に大事になってきておりますので、そういう意

味では今、各基幹病院が財政上も大変逼迫している

という、この現状に対して、早めに減収補塡ができ

るように国に対しても強く働きかけをしていただき

たいというふうに思います。これは先ほど答弁いた

だきましたので、いいです。

新型コロナウイルス感染症受入病床確保事業につ

いて伺いますけれども、今執行率はどういうふうに

なっていますでしょうか。

○宮城優医療政策課長 こちらの空床確保の補助で

すが、２月補正で今回増額させていただいた約44億

円を含めまして、210億5304万9000円の予算を確保し

て対応してきているところでございます。現時点に

おいて、23病院に対しまして150億8946万8000円が交

付決定済みで、執行率は71.7％となっております。

○玉城ノブ子委員 この交付金事業についても、病

床確保事業についてもですね、ぜひ早めに医療機関

のほうに支援金が届くように頑張っていただきたい

というふうに思います。どうぞよろしくお願いしま

す。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。まず薬

剤師確保の対策についての取組について、どういう

ところまで来ているのか確認ですが、お願いします。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 お答えします。

薬剤師確保対策モデル事業の取組についてという

ことで、薬剤師確保対策モデル事業については、県

外に居住する薬剤師に対し、県内での就業条件に奨

学金の返済額の一部として月３万円、最長２年間、

最大72万円を補助する制度であります。平成30年度

の補助実績は15名で、令和元年度の補助実績は35名、

令和２年度の補助実績は40名となっております。薬

学部設置に向けた計画についてということで、厚生

労働省の平成30年薬剤師数調査によりますと、人口

10万人当たりの薬局、医療施設に従事する薬剤師数
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は、全国平均の190人に対し、沖縄県は139人で全国

最下位であり、薬剤師不足等を解消するために県内

の国公立大学に薬学部を設置することは有効な方策

の一つであると考えております。今年度から薬学部

設置可能性等調査事業において、県内薬剤師の需給

予測や県内高校生などの薬学部進学需要の把握など

を行っており、令和３年度は県内国公立大学、関係

省庁及び有識者などへのヒアリングを実施し、薬学

部を設置する場合の課題及び課題解決のための具体

的な方策などについて整理することとしております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 可能性として既に希望する大学

もあるようですが、現実にはどんな形で進むんでしょ

うか、スケジュール的にも。

○池間博則衛生薬務課薬務室長 今答弁のあったと

おり、基本的にまずは現在行っている薬学部設置調

査事業の結果を基に、その内容等を判断しながら今

後どういうふうな方向を基にですね、方向性を示し

ながら検討していきたいと考えております。また今

後、この事業は次年度も継続して行っていくもので

すから、県内国公立大学等も含めてですね、ヒアリ

ング等を含めて調整しながらまた検討していきたい

と考えております。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ実現の方向で促進方お願い

します。

続きまして、沖縄県立看護大学、法人化支援事業

という予算化もされていますが、その取組、なぜそ

うするのかとメリット等々について確認します。

○諸見里真保健医療総務課長 お答えいたします。

今、県のほうでは、令和４年４月の公立大学法人

化に向けて、看護大学ですね、準備作業をしている

ところです。令和３年度につきましては、予算を

9000万近く計上しておりますが、基本的にはシステ

ム開発等の―当然法人化になりますので、県のシス

テムから切り離されます。その辺の委託という形で

の予算を計上しているところでございます。今、委

員から御質問のあった法人化をするメリットという

か、なぜ法人化をするのかということなんですけれ

ども、今現在県のほうで直営で県の出先機関という

形で大学を運営しているところでございます。それ

が公立大学法人ということで、別法人になります。

それが県と法人、その法人をつくる場合は地方公共

団体しかできませんので、そちらのほうで法人をつ

くって運営費を入れて、ガバナンスとして大きく変

わるのは、理事会を構成してそこに学長と理事長、

一体型で運営しようというふうに考えておりますけ

れども、そこと、あと専門の審議会、経営と教育の

審議会も立ち上げます。そういう形で、合議制の理

事会という形で大学を運営していくと。そこに県と

しては客観的な評価、これは条例を今議会で提案す

る予定ですけれども、評価委員会、外部の目を入れ

ると。非常にそこが一番のポイントになるかと思い

ます。今、県直営が外部の目を入れて評価をしてい

く。もう一つだけ言わせていただくと、今は予算中

心の管理になってきます。それが民間の手法を取り

入れるという形で、事後の評価というところに重き

を置くと。その辺が大きく変わる点かというふうに

考えています。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 条例の際にも、また審査したい

と思います。

続きまして、県立病院の医師派遣補助事業、前年

比より大幅増かなという、そこの予算増の理由とか

ありましたら、お願いします。

○宮城優医療政策課長 県立病院医師派遣補助事業

ですが、北部、宮古、八重山の各県立病院に派遣さ

れる専門医及び県立離島診療所で勤務する医師の人

件費を病院事業局へ補助する事業でございますが、

令和２年度の当初予算から１億2410万1000円の増と

なっております。その増額の理由でございますが、

専門医の派遣予定数が令和２年度当初の16名から今

回22名に増加したことによるものでございます。

○瀬長美佐雄委員 あと、救急医療用ヘリの活用事

業、令和元年決算に比べると減額の予算というふう

な形になるので、令和２年に減になっているという

ことなのか、実態と予算化した、それの説明をお願

いします。

○宮城優医療政策課長 救急医療用ヘリコプター活

用事業、通称ドクヘリでございますが、ドクターヘ

リを運営する浦添総合病院に対しまして、厚労省の

補助金を活用して補助を行い、傷病者の救命率の向

上及び後遺症の軽減を図るものという事業になって

おります。今年度の事業、前年度と同額の２億5274万

1000円ということで予算計上させていただいており

ますが、今年度、今現在の実績が最新で２月末の数

字になりますが、308件の運航件数となっております。

その実態としましては、例年に比べて回数は減少し

ているという状況にございます。

○瀬長美佐雄委員 令和元年三百八十数回というこ

とに比べて、やっぱり低くなっているという結果、

理解しました。

続きまして、この間、コロナ対応としては保健医
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療部、大きな比重を占めてきたと思います。このコ

ロナ対策予算、最終補正、新年度予算でコロナ関連

の予算総額という意味では、どの規模になりますか。

○諸見里真保健医療総務課長 令和２年度の保健医

療部のコロナ対策関連予算としましては、補正予算

376億5222万4000円、11事業となっているところでご

ざいます。

○瀬長美佐雄委員 新年度予算もコロナ対策という

位置づけでいうと、トータルではどれぐらいになる

んでしょうか。

○諸見里真保健医療総務課長 令和３年度の当初予

算でございますが、102億2080万3000円、22事業とい

うふうになっております。

○瀬長美佐雄委員 大まかでいいんですが、補正予

算で、この間の執行した状況を伺います。

○諸見里真保健医療総務課長 執行状況でございま

すが、３月９日現在で取っております。補正予算376億

5222万4000円のうち、276億8521万7000円、執行率で

いいますと73.5％となっております。

○瀬長美佐雄委員 先ほどもありましたが、医療機

関に対する協力金であるとか慰労金、様々ありまし

た。ただ、現状としては民間医療機関、厳しいとい

う状況がやっぱり聞かれて、給与カット、あるいは

ボーナスカット、あるいは最近聞いたのは退職金の

カットというふうなことも聞き伝わっていて、です

から赤字補塡は確かに国に要請していますというこ

とと、実態がどうなっているのかと。実態、県内の

医療機関はこれだけ減収して赤字。これを維持する

ためには、コロナ第４波に備えるためにも重要な全

体としての医療機関がこうなっていますという意味

では調べる必要があるんじゃないかと。医師会が提

示したのは、去年の４月、５月、当初の頃の状況は

ありました。ところがそれ以後、きちんと今の時点

でどうなっている、それを踏まえて国にやっぱり説

得力を持って要請するという関わりが必要かと思う

ので、その取組方について伺います。

○国吉悦子地域保健課長 委員のおっしゃるように、

今回コロナ関連で各医療機関はすごく減収したとか

ですね、いろんな思いをされていると思います。医

療機関の経営への影響については県医師会と、県医

師会の関係団体と協議をして、実態把握に努めてま

いりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 次に、事業概要の中でいうと

118番の新型コロナ感染症、検査体制を確保するとい

う事業ですが、この事業概要について伺います。

○国吉悦子地域保健課長 本事業は新型コロナウイ

ルス感染症の検査体制を確保するために行政検査の

検査委託、あとＰＣＲ検体採取センターの設置、保

険診療に係る検査料の公費負担等を実施するもので

す。行政検査では主に保健所が行う濃厚接触者の検

査などを行い、当初は県衛生環境研究所のみで行っ

ておりましたが、現在はほかにも５か所の検査機関

と契約を行い、行政検査の依頼数に応じて拡充可能

となっておりますので、そういった検査費用等になっ

ております。

○瀬長美佐雄委員 あと120番、新型コロナウイルス

の感染症受入病床確保事業、これについての予算の

概要説明をお願いします。

○宮城優医療政策課長 県は新型コロナ感染患者等

の入院受入体制を確保するために、受入病院に対し

まして病床確保の補助を行っているところでござい

ますが、次年度におきましても引き続き受入体制を

確保する必要があることから、約51億5000万円の予

算案を提出させていただいております。その所要額

は感染患者の発生状況によって大きく変動するため、

当初予算案としては令和２年度の感染拡大時におけ

る病床確保料の実績額を参考に、４月から６月まで

の３か月分の所要額を積算して計上しているところ

でございます。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 あと医療従事者向けの宿泊施設

の確保、これも重要な事業だと思いますが、新年度

はどういうふうになるのか、今年度の実績も併せて

お願いします。

○宮城優医療政策課長 医療従事者向けの宿泊施設

確保事業でございますが、医療従事者の経済的、精

神的な負担軽減を図るため、医療従事者がホテル等

に宿泊する際の経費を支援する事業でございます。

令和３年度の当初予算額は１億3079万8000円という

ふうになっておりまして、令和２年度の予算額４億

7434万円と比較し、３億4354万2000円の減となって

おります。減額の理由としましては、令和３年度の

当初予算額は、今年度の宿泊実績と財源となる国庫

補助金が４月から９月までの６か月分が示されてい

ることを勘案しまして、半年分の期間を見込んで積

算を行ったため減額となっております。ちなみに今

年度の実績でございますが、令和２年12月末時点の

数字で申し訳ないんですけれども、延べ１万3727人

がこの補助を受けているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 あとワクチン接種に係る、どの

ようにして県民に接種していくのかという点では、

県と市町村が事業主体ですとかいう中で、いわゆる
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県の役割、市町村の役割、どのようにしてワクチン

をきちんと接種できるようになるのかと。県のそう

いう意味での役割、指導というか、どんな形に関わっ

ていくのかを確認します。

○森近省吾地域保健課副参事 今回の新型コロナウ

イルスワクチン接種は、国が計画をしまして県が広

域調整を行い、市町村が実施主体となって行うこと

になっております。市町村が実施主体となるんです

けれども、実際に市町村と医師会等が協力して体制

を組んでいく。そこを県が支援しながら行っていく

という体制を取っております。

○瀬長美佐雄委員 ですから、その支援の中身です

よね。いわゆるワクチンが空輸で送られてくる。そ

れに対する管理なのか、あるいは医師会との連携を

どのように―要するにその数をどう分配するのかと

かを含めた対応なのか、そこら辺、具体的にお願い

します。

○森近省吾地域保健課副参事 まず、ワクチンの分

配ですけれども、国から都道府県分が示されますの

で、県としましては市町村の人口等も勘案しまして、

市町村分のワクチンの配分を決めるということに

なっております。あと医師会との兼ね合いですけれ

ども、連携会議を開きましたり説明会を開いたりし

ていますし、特に地区の市町村と医師会の集まりな

んかに参加をしまして、間をつなぐような形を取っ

ております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに県民に届く、今は優先

的には医療、介護施設等々ですが、国からは沖縄県

に、いわゆる一般の県民、普及するというか、接種

するという点では、いつ頃にワクチンを予定してい

るとか、具体的にはどうなっていますか。

○森近省吾地域保健課副参事 ワクチンの配送スケ

ジュールですけれども、４月５日の週に沖縄県に

２箱、975人分が２箱ですので、1950人分が届くこと

になっております。あと４月12の週、４月19日の週

にそれぞれ10箱ずつ届きまして、４月26日の週には

全ての市町村、41市町村分の41箱が届くということ

で、４月の終わり、あるいは５月の初めぐらいには

全ての市町村においてワクチンが接種開始できるよ

うに今、準備を整えているところでございます。こ

の後、６月末までに高齢者、国によりますと約3600万

人、沖縄県で約32万人分の２回分の配布を完了する

見込みとなっております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、水際対策の強化、

やっぱり変異株が発見されたと。これのいわゆる伝

播力というか感染力を考えると、やっぱりこの水際

でどう防げるかという点も重要になるかと思います

が、新年度、どう強化しているのかというのを伺い

ます。

○国吉悦子地域保健課長 県では渡航前の検査を奨

励しておりますけれども、事情により出発地での検

査が受けられなかった場合に、那覇空港到着時に希

望者に対するＰＣＲ検査を実施しております。これ

をまた継続をしていくということで新年度は考えて

おります。それと、安価でできる検査を受けること

ができるようにということで検査機関に対する補助

も行っておりますので、渡航する前にその安価なＰ

ＣＲ検査を活用していただきたいと思っております。

○瀬長美佐雄委員 やっぱり離島の医療体制が脆弱

というのもあるので、要するに県内の離島でどう感

染を防ぐかという点では、やっぱり離島任せではな

くて、県として離島の航路にどうするのか、一定の

仕組みが必要じゃないかなと思いますが、その点は

どうなんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 宮古、八重山に那覇空港

から行かれる場合は、那覇空港のほうでやはり出発

前に検査をしていただきたいと思っておりますけれ

ども、さらにまた離島というところになりますとこ

の安価なＰＣＲ検査をぜひ活用していただいて、離

島に渡航する前にぜひＰＣＲ検査を受けて行ってい

ただきたいなと。それをちょっとＰＲしていくこと

を考えております。

○瀬長美佐雄委員 最後に感染者の治療に当たって、

協力病院、指定病院、頑張っていただいていますが、

全国的にはコロナに特化した病院、集中して治療す

ると。そういう状況は県内では取れないのかどうか

伺います。

○国吉悦子地域保健課長 新型コロナウイルス感染

症に対応する治療機能を集約化して専門病院を設置

するということにつきましては、既存の病院を専門

病院化するということと、あるいは新たな施設を整

備するという方法も考えられますけれども、いずれ

の方法においても医療従事者の確保の課題がありま

す。新型コロナウイルス感染患者を受け入れている

重点医療機関におきましては、適切な感染対策が現

在取られておりまして、コロナ病棟から一般病棟の

患者さんへの感染事例というのは確認をされており

ませんので、このたび国のほうもさらに病床を増床

するようにということで、その方針が報道にもあり

ますので、県としましても、医療機関を集中化する

とそこの病院にすごく過重な負担がかかることもあ

りますので、できるだけ分散化して、今後また複数
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の重点医療機関で受け入れる必要があるかなと考え

ております。

○瀬長美佐雄委員 全国で実施して始まっていると

いう部分は、ぜひ研究すべきじゃないかなと思いま

す。今後とも頑張ってください。よろしくお願いし

ます。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 お疲れさまです。ちょっと母子

保健等々もとても気になるんですけど、やはりコロ

ナにちょっと絞った質問にさせてください。

令和２年度、まだ決算終わってないですけれども、

この１年を振り返って、保健医療部として予算の組

み方、執行で難しかった点は何か、令和３年度の予

算編成ではそれがどのように反映されているのかと

いうところ、大枠のところをお聞かせください。

○国吉悦子地域保健課長 コロナウイルス患者さん

を受け入れる病床について、当初は重点医療機関を

指定して確保することで、この受入医療機関に対し

ては病床確保料ということで、受入れのための空床

とか、あと休止した病床に対して、１日当たりの単

価を乗じた補助金を支給しておりました。９月時点

は病床の確保量の執行率がちょっと低かったのはで

すね、国の通知に基づいて７月中に病床確保計画を

立てて、重点医療機関の設置による医療体制の整備

を進めていたんですけれども、７月下旬からまた８月

にかけて第２波が発生したために、重点医療機関の

指定とか、それに続く各医療機関からの実績報告等

も少し遅れが生じてしまいまして、なかなか早めに

支給するということができなかったんですけれども、

現在、病床確保料は実績報告及び申請があれば滞り

なく支給できておりますので、次年度におきまして

も、重点医療機関等の指定は今指定されている重点

医療機関を継続して指定していくというところもあ

りますので、引き続き速やかな支給ができると考え

ております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

やはり空床確保の部分での手続、かなり難しかっ

たという話を私も何度も聞いていましたので、改善

が見られただけでもよかったと思います。

これ以外でコロナ関連の予算、ほとんど臨時交付

金、地方創生の臨時交付金、包括交付金を使ってい

るんですけれども、今の時点で何か使い勝手が少し

悪いとか課題があったりすることはありますか、国

からの交付金を獲得するときに。

○諸見里真保健医療総務課長 交付金につきまして

は２種類ございまして、包括の交付金につきまして

は、医療提供体制を中心に交付される内容になって

おります。これにつきましては、国のほうも各都道

府県の要望を受けまして、基本的には必要額をほぼ

確保できるような形で財源を組んでいただきました。

ですので包括交付金については、額的にはほぼ各都

道府県、ある程度満足しているかと思うんですが、

ただ先ほどありましたように、空床確保の一部要件

がどうしても該当しない、やっぱりその県特有の事

情に画一的になかなかつくられていますので、その

辺で、先ほど言ったように一部苦労したところがご

ざいました。包括交付金についてはそういうことで

す。

臨時交付金につきましては、企画部のほうでまと

めていますが、当然これは医療提供体制だけではご

ざいません。経済対策含めて、地域の経済を支援す

るための総合的な交付金になっていますので、当然

範囲が限られています。その中で、先ほど空床確保

で一部包括でできない部分を臨時でという調整を、

当然庁内でやりますけど、その一方では経済という

活用も大変重要ですので、この辺の予算の確保とい

うのを非常に庁内で苦労したところがございました。

以上でございます。

○喜友名智子委員 沖縄はもうずっと新規感染者の

率が全国でもトップの高止まりなので、これが１年

も続いて、当然医療体制にも予算必要だし、県内の

業者さんたちにも必要なんですよね。なので、県の

中で医療か経済かという議論ではなくて、医療も経

済も両方予算が必要なんだと。必要な予算は両方取っ

ていくということを引き続きすることが必要だと思

います。

次に、今の話と少しつながるんですけれども、年

が明けてもなかなか新規感染者数が減らなくて、いっ

とき１桁になったかと思ったら、また20人とか30人

台で、沖縄だけがなぜこんなに続いているんだろう

というのがとても不思議でしようがないんですね。

この辺、何か追加の分析、拡大要因についての分析

等々ありますか。

○糸数公保健衛生統括監 まず、本日の新たな陽性

者は38名ということで、昨日よりもまた増加したと

いうことで、今委員御指摘の少しまた増加傾向があ

るという状況でございます。沖縄県におけるこれま

での感染パターンをずっと分析をしていきますと、

去年の６月、７月、何もなかった時期等もあります

ので、やはり最初は移入、持ち込まれた例をきっか

けに少しずつ広がっていくんですけれども、それが

大きく広がるのがやはり大人数での飲食とか会食、
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あるいはそういう接待を伴うお店などの飲食の割合

がやはり４割程度ということで、最初の感染の原因

としてはそれが高いということがあると思います。

現在も職場のやはり歓送迎会を行ってしまって、複

数感染が出たというふうな事例が先週、あるいは今

週もありますので、なかなかそこがまだ浸透できて

いないというふうなところがあるかと思います。さ

らにそこを各家庭、あるいはその各職場で、発症す

る前にそういう接触をして感染が広がってしまうと

いうふうなところにつながりまして、それが最終的

には高齢者施設あるいは医療機関というふうなとこ

ろ、高齢者が多くいるところの中で広がりやすい、

クラスターが起きてしまってというふうな形を、去

年の夏も今年の冬もそういうパターンで広がってい

きましたので、そういうふうな分析をもっと進めて

対策に生かしていくということで、今関係者等とい

ろいろ議論をしているところでございます。

○喜友名智子委員 ２月の半ばぐらいからですかね、

議事録を見ていますと、議事録の資料を見ますと、

感染者数が出ているパターンというか、飲食店に絞っ

ての分析も出始めているので、やはり飲食店はかな

り意識されてチェックされているのかなという印象

を持っています。これを見ると、やはり緊急事態宣

言をしての時短営業でかなり減っているという数字

に見えていて、これは効果があると私も理解してい

ます。一方でですね、やはりその時短営業を一律に

８時で区切るということが今後も妥当なのかという

話合いを、まず対策本部―すみません。これは経済

面なので、医療の方にお聞きするのがどこまで適切

かというのはちょっと心苦しいところもありますけ

れども、今、中小あるいは小さい規模の飲食店の皆

さんから出てきている意見の中にですね、例えば今

まで８時半、９時まで営業していた店が、１時間時

短したからって何が変わるのと。こういう店って逆

に昼間からまたお酒出し始めて、２時間、３時間、

昼間飲んでいたら一緒じゃないかみたいな話が出て

いるんですよね。確かにそういうお店もちょっとち

らほらと出てきています。このときに今後、営業の

形態について何か自粛要請をするときに、お昼以降、

明るいうちとか夜とか関係なしに、とにかく２時間

以上、例えば５人以上で会食するのが駄目なんだみ

たいな分かりやすいルールとかという適用はありな

んですかね。

○糸数公保健衛生統括監 個別のお店の事情を言う

と非常に細かくなるんですけれども、県のほうで集

計をして総括情報部のほうで分析をしているデータ

では、やはり22時までの時短営業に比べると20時ま

での時短営業ではかなり抑えられるというふうな実

績がありましたので、一つはそういう20時までのも

のと。これをやる前に経済団体と必ず何回か話合い

をするんですけれども、最初は20時というのはほと

んど沖縄のお店では閉めるのと一緒だというふうな

形で、かなり抵抗もございましたが、御理解をいた

だいて協力をしていただくお店も増えてきて、そう

いうふうな効果が出たというふうに考えています。

実際にどうやってうつるかということについては、

ふだんはなかなか一緒にいない人、どこでそういう

ふうな、いろんな飲み方をしている人というか、ふ

だん会わない人と長時間にわたって、マスクを外し

た状態で長い時間接するというのが一番パターンと

しては多いと思いますので、そういうふうにこちら

のほうが作る啓発物には、４人以内、２時間という

のがフレーズとして分かりやすいのでずっと使うん

ですけれども、必ずいつも一緒にいる人と食事しま

しょうというふうな形で、それも含めるようにして

いますし、なるべくマスクをつけましょうというふ

うなこともあります。いろんな内部で庁内でディス

カッションしたときにも、１時間半過ぎたらブザー

が鳴って帰宅を促すような仕組みも必要ではないか

というふうな様々な意見は出ているんですけれども、

やはりそこは経営側との話合いとか現実的にどうか

というふうなこともありますので、そういう視点は

持ちながらも、経済の方々と話し合って折り合いを

つけると言うと変ですけれども、実現可能なところ

で今行っているという実情でございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

ちゃんと議事録は見ておりますので、ぜひ１か月

以内の公表をお願いできればと。これは要望です。

最後になります。保健所の人員体制なんですけれ

ども、マスコミ報道で、これは内地の例なんですけ

れども、この10年間、保健所の人数も財政改革等々

の影響で減らされて、人員が減ったところにコロナ

ウイルスが発生して業務がパンクしてしまったとい

う報道を多く目にしました。ちょっと沖縄では現状

どうなのかなと思っているんですけれども、この10年

単位の保健所の職員の人数、どういう変化があるの

か教えてください。

○諸見里真保健医療総務課長 お答えいたします。

保健所の職員数につきましては、10年前ですので、

平成23年度につきましては414名でございます。令和

２年度は246名ということで、168名減少になってお

ります。ただ、この内容としては２つポイントがご
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ざいまして、平成25年度に中央保健所が廃止されて

おります。那覇市保健所がつくられております。そ

こで53名減。あと、平成28年度に福祉事務所が分離

されております。そこで114名減少しておりますので、

単純にそれを足せば現行の246名ということで、28年

度から現行まではほぼ246名で維持してきております

ので、大幅な減少があったということではございま

せん。

以上でございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

今の体制でも何とか追跡調査はできるという理解

をいたしました。

これが例えば１日新規感染者数が何名、何日連続

続くと保健所がパンクするとか、そういう何か目安

みたいなのはあるんですか。

○糸数公保健衛生統括監 ちょっと医療の場合は

ベッド数がありますので、１日30名、40名を超える

と徐々に埋まっていくというのは数字で分かるんで

すけれども、保健所の場合はそこにいる人員に対し

て、やはり新規の感染者が出たら必ずコンタクトを

取って情報を取るというふうな作業がありますので、

その保健所の規模にもよってくるとは思います。も

ちろん増員をしながら対応しますけれども、国のほ

うで今出しているのは、かなり流行が進んだときに

は新規の調査をする対象を絞ってもいいというふう

な通知が出ていまして、あまりリスクがない人につ

いては調査そのものを後回しにするようなことも出

ているところです。ただ沖縄県としましては、最初

の調査は必ず直接お話を伺って、濃厚接触者の範囲

までは特定するというところの作業はしっかりやっ

ていますので、去年の夏のように１日60人、70人が

毎日続くというときになると、やはりかなり悲鳴が

上がっていたというふうなことは記憶していますけ

れども、ちょっとそこに関しては今数字がなかなか

出てこないという状況です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

以上です。

○末松文信委員長 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。

私は資料３の１の当初予算説明資料を中心にやり

たいと思います。23ページの109、精神障害者自立支

援医療費、ちょっと内容をお聞かせ願えますか。

○国吉悦子地域保健課長 精神障害者自立支援医療

費は、障害者総合支援法第58条の規定に基づき、精

神障害者の通院医療費の一部を公費で負担するため

に計上している予算でございます。精神疾患は慢性

的に経過することが多くて、継続治療であったり社

会復帰及び自立した日常生活を営むために、公費に

よる医療費の負担をしております。

○上原章委員 この負担は何割とか、そういうのは

あるんですか。

○国吉悦子地域保健課長 通常、医療費は保険適用

が７割で自己負担分は３割になりますけれども、そ

の中の１割を除いた残りの２割を、この自立支援医

療費ということで公費で負担しております。その中

で沖縄県においては、この自己負担の１割分も復帰

特別措置法に基づく公費で負担しておりますので、

受給者証に記載された県内の医療機関や薬局を利用

する際は、自己負担は発生しません。

○上原章委員 今回、令和３年は75億6000万余り、

令和２年が76億9000万余り、当初予算と。直近で、

この決算の数字と執行率を教えてもらえますか。

○国吉悦子地域保健課長 執行率は、31年度は97.9％

になっております。

○上原章委員 金額は分かりますか。

○国吉悦子地域保健課長 令和元年度、当初予算が

77億8394万2000円です。最終予算が77億2217万8000円

でございます。

○上原章委員 何人の方が利用されていますか。

○国吉悦子地域保健課長 平成31年度は４万8066人

が受給をしております。

○上原章委員 これ自動償還払いとか、いろいろこ

ども医療費は現物給付とかあるんですけど、この制

度は一旦本人が窓口でお話しして―ごめんなさい、

じゃ費用は一切かからないと。勘違いしました。分

かりました。

それで、県内で先ほど４万8000人の方が利用され

たというんですけれども、手帳がございますね、こ

の方々の。２年に一度更新だと思うんですけど、各

市町村で、この更新日が近づいたときの御案内がほ

とんどの市町村でされていなくて、いろんなサービ

スを受けるときに非常に、期限が切れていると支障

があると。那覇市はそういったのも考慮して、今そ

れぞれに更新日が近づいたときに御案内を独自でし

ていると聞いています。この辺は全県の状況は掌握

されていますでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 那覇市のほか３か所の村

において、手帳の有効期限が近づきますと対象者の

方に更新案内を行っております。３か所でございま

す。

○上原章委員 どこどこですか。全県の状況を知り

たかったんですけど、御案内している。
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○国吉悦子地域保健課長 渡名喜村と伊是名村と多

良間村でございます。

○上原章委員 これを全沖縄41市町村、やる必要が

あると思うんですが、しっかり県が主導してやって

いただけないですかね。

○国吉悦子地域保健課長 各市町村ともにですね、

体制とか担当者の数とか状況とかが異なることもご

ざいまして、県としてなかなかこの方針を示すとい

うことは難しいんですけれども、更新を忘れてしま

う可能性のある申請者にとっては、事前にお伝えす

るということはすごくよい取組だと思いますので、

取組の一例として各市町村にも紹介していきたいと

考えております。

○上原章委員 那覇市のこういった御案内の例をも

らったんですけど、非常に利用者の方に配慮もされ

て、御家族の方がすぐ開けて見るような形ができな

いように、ちゃんと御本人にそういったのが行くよ

うになっていてですね、それはそれでまた家族でサ

ポートもされているとは思うんですけれども、いろ

いろいい事例がありますので、ぜひ参考にしていた

だきたいと思います。

次に、同じく23ページの112番、不育症検査費用助

成。今回新規で約2000万近く計上されております。

この内容をちょっとお聞かせ願えますか。

○国吉悦子地域保健課長 不育症の不育症検査費用

助成事業ですけれども、この事業につきましては２回

以上の流産、死産の既往がある者に対し、保険適用

検査と併用して実施されることを要件として、保険

外検査である流産した検体の染色体検査費用につい

て、上限５万円までを助成する事業案が今、国のほ

うから示されております。

○上原章委員 これは１回につき５万円ということ

を聞いていますけど、県内でそういった対象となる、

そういう数字もございますか。

○国吉悦子地域保健課長 県内で直接調べたという

ことではなくてですね、厚労省の厚生労働科学研究

班のほうで妊娠歴のある35歳から79歳までの女性の

うちに、３回以上流産の方は0.9％、２回以上流産の

方は4.2％で起こると言われておりますので、沖縄県

としましては、平成30年度の妊娠届をされた妊婦の

総数で流産された方のパーセントを掛けて、予算を

組むときに392名と見込んで予算を計上しておりま

す。

○上原章委員 県内でも結構そういったことで本当

に悩まれている方も多いと聞いています。特定不妊

治療もそうですけど、今保険適用に国が動き出して

いまして、今回のこの不育症検査も保険適用外とい

うことで自己負担が非常に大きいんですね。ですか

ら、こういったものがしっかり今回スタートするこ

とはしっかり県民に周知することも大事だと思うん

ですが、その辺どうですかね。

○国吉悦子地域保健課長 今後、この事業につきま

しては、県のホームページや市町村、また産科医療

機関などに広く周知してまいりたいと思っておりま

す。

○上原章委員 よろしくお願いします。

最後に24ページ、新型コロナウイルス、それぞれ

新規という形ではあるんですけど、各予算措置がさ

れています。もう時間がちょっとないんですけど、

宿泊施設運営事業、この内容と効果をお聞かせ願え

ますか。

○国吉悦子地域保健課長 この事業は新型コロナウ

イルス感染症患者等の宿泊療養施設を確保し、患者

が適切な療養を行える体制を確保するための事業と

なっており、宿泊療養施設の運営委託と施設での健

康観察等を行う看護師等の人件費が主な内容となっ

ております。本事業によって、現在那覇南部地域及

び宮古地域に各２施設、あと北部地域及び八重山地

域に各１施設の合計６施設で440室を確保しておりま

して、２月末までに2664人の療養者を受入れをして

おります。

○上原章委員 この2600人の方々が宿泊で、重症化

というか、病状が悪化したケースというのはあるん

ですか。

○国吉悦子地域保健課長 中にはちょっと発熱が

あったりとか呼吸状態が少しつらくなってきたとい

うことで、健康観察をしている看護師さんに訴えを

して、それでまたコロナ本部の医療コーディネーター

と調整しながら、宿泊療養施設の担当する医師とも

調整をして医療機関に入院された事例はあります。

○上原章委員 この方々はホテルでこういう非常に

感謝していると聞くんですけど、ただ毎日の食事で

ですね、ほとんど高齢者も体調に関係なく一律の内

容らしくて、この辺をもう少し、せめて油もの、重

たいものだけじゃないメニューも考えるべきだと、

私直接ちょっと相談受けているんですけど、いかが

ですか。最後にお願いします。

○嘉数広樹地域保健課副参事 お答えいたします。

療養者からの要望を受けて、食事の提供において

は、アレルギー食だとかハラール食だとか、そういっ

たことを行っているところです。油ものが多いとか

については、若い方もいらっしゃったりとかですね、
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そういったこともありますので。

○上原章委員 写真つきで全部見たので、よろしく

お願いします。終わります。

○末松文信委員長 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 もう５時ですから、できるだけ

早く終わっていけるようによろしくお願いいたしま

す。

主な事業の概要、部局別の22ページですね。発信

します。104番、105番、離島巡回診療ヘリ、救急医

療用ヘリ。それぞれの違いをちょっと教えてくださ

い。まずそれぞれの事業概要と、あと違いですね。

○宮城優医療政策課長 離島巡回診療ヘリ等運営事

業でございますが、こちらのほうは眼科とか耳鼻咽

喉科などの特定の診療科目がない離島に対しまして、

専門医がそのヘリチャーターしたものを活用して巡

回診療を実施する事業になっております。それに対

して救急医療用ヘリコプター活用事業は、ドクター

ヘリを運用する浦添総合病院、救命救急センターの

指定を受けているところですけれども、こちらのほ

うが厚労省の補助金を受けて、そのドクヘリを運航

すると、運営するという事業になっております。

○小渡良太郎委員 この離島も、どういった離島を

巡回しているのかも教えてください、104ですね。

○宮城優医療政策課長 すみません、先ほどの答弁

と重なる部分がありますが、眼科とか耳鼻咽喉科な

どの特定の診療科目がない、その診療所等で受ける

ことができない病院で、そういう離島に対して専門

医が巡回診療を行うという事業になっております。

○小渡良太郎委員 この巡回というのは大体どのく

らいの頻度で行われていますか。

○宮城優医療政策課長 診療所によって回数等々が

大分違ってくるんですが、例えば伊江村立診療所で

ございますと、令和元年の実績が13回ですので毎月

１回。それから伊平屋診療所ですと、こちらは眼科

が年に１回だけという形。それから粟国の診療所で

すと、眼科４回、整形外科６回というような形で、

２月に一遍とかですね、そういう形での巡回になっ

ております。

○小渡良太郎委員 離島に診療所はあるけど、この

離島で受けることができないものを、ヘリコプター

にその担当科のお医者さんを乗せて、行って、それ

で診療している、回っている事業ということで、こ

れは離島医療に格差が生じないようにヘリを回して

サポートするという事業ということで理解していい

ですか。

○宮城優医療政策課長 そのとおりでございます。

○小渡良太郎委員 ちょっと考えていたものと違う、

思っていたよりいい事業だったので、ぜひ追加を打っ

ていただいて、別のとちょっと勘違いしていたもの

ですから。ただドクターヘリ、ヘリコプターの安全

性とか、いろんな部分でちょっとお話を聞く機会が

あったものですから、患者さんが乗るのかとかも含

めて聞こうと思っていたんですけれども、これはそ

のままいいとして次に行きます。

108、次のページですね。親子で歯っぴ～プロジェ

クトについて、新規事業ということなんですけれど

も、市町村でも似たような取組があったりする部分

もある中で、今までの取組との違いとか、あとモデ

ル事業として実施市町村の取組、効果検証を行うと

いう形で書いてあるんですが、事業概要とか今まで

との違いとかという部分を端的に教えていただきた

いと思います。

○宮里治健康長寿課長 お答えいたします。

親子で歯っぴ～プロジェクトというのは今年度ま

での事業でありますけど、これについては仕上げ歯

磨きの実施率を向上させ、フッ化物応用の定着を図

ることで、乳歯虫歯状況の改善を目的とした事業を

今展開しているところであります。具体的には、乳

幼児健診での歯科保健指導内容の標準化を推進して

おりまして、保護者用の説明用の資料であるとか歯

科保健指導マニュアルの作成、あるいは研修会開催

等を行ったところで、令和２年度現在のところ、全

市町村の乳幼児健診で当該マニュアルに基づく歯科

保健指導が実施されているという状況であります。

令和３年度から行う後継事業におきましては、同

じように仕上げ歯磨きの実施率の向上であるとか

フッ化物応用の定着に加えまして、デンタルフロス

使用等の普及を図り、永久歯の虫歯状況の改善を目

的としているところであります。永久歯が出始める

５歳児を対象としまして、就学時健診等での歯科保

健指導内容の、これも標準化を教育庁と連携して推

進していくという事業となっております。

○小渡良太郎委員 今までは乳幼児健診でやってい

たけど、今後は就学時健診でも行う、拡大をすると

いう感じで理解していいですか。

○宮里治健康長寿課長 これまでの事業で乳歯虫歯

状況の改善が見られましたので、さらに５歳児健診、

５歳児を対象とした就学時にやることで、永久歯の

虫歯状況の改善を目指すということであります。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

沖縄県の子供たちの虫歯の率というとちょっと言

葉が適切か分からないんですけれども、多いという
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話も聞いたことがあったりします。歯って健康のた

めに非常に重要というのもありますし、健康な歯で

長くちゃんと物をかんで生きていっていただくとい

うことは、これは長寿にもいろいろといい影響を及

ぼすという話もありますので、ぜひ虫歯ゼロを目指

してというとちょっと言葉は大層なんですけれども、

子供たちに虫歯をつくらせないような取組というの

は非常に重要ですから、ぜひ自信を持ってですね、

モデル事業、モデル市町村での取組ということなん

ですが、まずは試しにやってみて、全県でできるよ

うに頑張っていただきたいと思います。

次に112番、不育症。先ほど上原委員からも質疑が

あったとおりで、ある程度この概要等々は理解でき

たんですが、どれくらいの需要を想定しているのか。

予算がついていますので、５万円ですから割ればい

いと思うんですけれども、どのくらいの人数を想定

しているのかというのをちょっと教えてください。

○国吉悦子地域保健課長 392名ほどを予定しており

ます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

私も特定不妊治療事業を活用させていただいた経

験があるんですけれども、そこで知り合った方々の

中でやっぱり不育症という、当時は聞きなれない言

葉だったんですが、そういったのに悩む方々、そん

なに多くはないんですけれどもいらっしゃいました。

これについては、通常の不妊治療よりもさらに金銭

的負担が大きいということで、子供、この生まれる

のを諦めるという方もいらっしゃったので、こうい

うところに光を当てるということは、沖縄はまだ少

子化じゃないかもしれないんですけれども、少子化

対策というのは少子化になる前からやらないといけ

ないことだと思いますので、これもぜひ広げて必要

な方々にちゃんと支援が行き届くように頑張ってい

ただきたいと思います。

次、24ページのコロナ対策、いろいろたくさんあ

るんですが、昨日も質疑の中で話したんですけれど

も、今年度はウィズコロナ初年度になるというふう

に私は認識をしております。今まではいろいろ分か

らない感染症が出てきて、どうすればいいのか、ど

のように対応をすればいいのかということで、頭を

ひねっていろんな努力を積み重ねてという１年だっ

たと思うんですが、次年度は経験もある程度蓄積さ

れてですね、コロナとともにどのような形でやって

いくかという初年度になるという部分で、117番の保

健所。１年いろいろやってきて、保健所の現場から

も私個人的にもいろいろ話を聞いたりします。１年

やって、問題、課題等々いろいろ出てきていると思

うんですが、体制強化という形で事業をうたってい

ますので、どういった問題、課題があって、どのよ

うに解決をしていくのかというところを教えてくだ

さい。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。

保健所につきましては感染症対応の最前線となる

場所でありますので、行政検査や積極的疫学調査等

の対応に必要な経費を今回計上させていただいてお

ります。県では保健所の機能を強化するために、保

健所への、先ほどもありましたけれども、会計年度

任用職員の配置と外部委託による相談業務の強化を

行っております。次年度は保健師５名を増員すると

いうことと、指定感染症等対応支援員ということで

９名を各保健所に配置することとしております。今

年も総括情報部ができたときに、ＤＭＡＴ、先生方

を対策本部に入っていただいて、入院調整をこれま

では保健所でおのおのでやっていたものを、本部の

ほうで集中をして調整をしたり、あとなかなか医療

機関が逼迫をして入院ができなくて、自宅待機、自

宅療養も必要になったことから、他県では自宅療養

の患者さんにも保健所のほうから健康観察をしたり

するんですけれども、こちらも本部のほうで自宅療

養チームを設置しまして、そこで看護師の皆さんが

電話をしたりして対応をしているところでございま

す。そのように今回のいろいろ反省を踏まえてです

ね、引き続きこの部分は一元化をして保健所の負担

を軽減しながら、積極的疫学調査に保健所が対応で

きるように取り組んでまいります。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

感染症対応をしっかり強化していくということで

御答弁いただきました。ただ、この第４波とか第５波

とか、いきなりごんと上がるときはちょっと別とし

てですね、コロナ感染症の患者さんが出ている状況

でも、今年度は例えば前年度にはなかったようなイ

ベントが開催されるとか、そういったことも出てく

るかもしれません。そのときに、出店とかの許認可

の部分も保健所が対応をしていると思うんですけれ

ども、そういった今まで通常業務として行っていた

業務も、やはり復活に、ウィズコロナという形になっ

ていくと少しずつ増えてくるということも考えられ

ます。通常業務をしっかり行えるように、コロナで

手いっぱいだからできませんということにならない

ように、ぜひいろいろ調整して頑張っていただきた

いなと思います。

あわせて、120、121。特に121ですね。これも上原
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委員から質疑があったと思うんですが、このウィズ

コロナの中でホテル療養の場所とかどれぐらい確保

するのかというのは、今までとはちょっと違う部分

が出てくると思います。観光と両立させながらホテ

ルを確保しないといけない。例えば確保をした隣に

もホテルがあって、ここは療養施設になっていますっ

てなったら風評被害が出てくる可能性もあったりす

ると思います。去年より少し慎重にやらないといけ

ない部分も出てくると思うんですが、そこのところ

をどのように考えているのか、現時点で構いません

ので見解をお聞かせください。

○国吉悦子地域保健課長 現在、６か所の施設を確

保しておりますけれども、そちらは引き続き確保を

していく予定でございます。今後、感染拡大に備え

て療養施設としての条件を各関係団体にお示しをし

て、協力を得ながら受入れが可能な宿泊施設を募っ

たり、調整をして進めているところでございます。

引き続き感染状況を注視しながら、陽性者とスタッ

フの動線を分ける必要もありますので、療養施設と

して必要な条件が整った宿泊施設をまた新たに確保

できるように努めてまいります。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

これは感染拡大にしたがって足りないということ

にならないようにしなければならないと。でも一方

で、そういった療養施設も確保しながら観光客とか

を受け入れていくんだったら、平時の部分をどうす

るかというのもほかの部局とも併せて考えていかな

いといけないという部分では、去年よりいろいろと

厳しい部分が出てくるのかなと思っています。ただ、

それを乗り切っていかないといけないのが令和３年

度になると思いますので、ぜひしっかり頑張ってで

すね、我々もできることをしっかりやっていきたい

と思いますので、共にコロナを乗り切っていけるよ

うに祈念して終わります。

○末松文信委員長 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 当初予算案の説明資料からお願い

します。23ページの113番ですね。こちら水道広域化

推進事業ですけど、これはどちらの案件になるんで

しょうか。

○新城光雄衛生薬務課長 水道広域化事業について

は、県は水道のユニバーサルサービスの向上を図る

ため、水道広域化の第１段階として沖縄本島周辺離

島８村、具体的に座間味村、渡嘉敷村、渡名喜村、

粟国村、それから南北大東村、伊平屋村、伊是名村

を対象に、県企業局による用水供給拡大に取り組ん

でおります。粟国村については平成30年３月から、

北大東村については令和２年３月、今月末から県企

業局による用水供給を開始しております―すみませ

ん、北大東村については令和２年３月から県企業局

による用水供給を開始しているところでございます。

○新垣淑豊委員 座間味、これはいつからになりま

すか。

○新城光雄衛生薬務課長 座間味村、阿嘉、慶留間

島については、令和３年３月末、今月末から県企業

局による用水供給開始を予定しているというところ

です。

○新垣淑豊委員 座間味は何でならないんですか、

座間味島。

○新城光雄衛生薬務課長 座間味村、座間味島につ

いては、浄水場の建設予定地の変更により、県企業

局による用水供給の開始については令和６年度以降

の予定というふうになっております。

○新垣淑豊委員 これは県がちょっといろいろと置

場についてしっかり定まらなかった部分があったと

思うんですね。本会議でもいろいろ言われていると

思いますけれども。だから座間味のほうもぜひ早め

に進めていただきたいんですけど、いかがでしょう

か。

○新城光雄衛生薬務課長 座間味の浄水場設置につ

いて、企業局のほうが一応やっておりまして、令和

２年の10月に企業局と座間味村の双方で、浄水場の

建設が円滑に進められるように互いに合意しており

ます。また、令和３年１月15日には知事と企業局長、

それから総務部長による面談を実施して、浄水場建

設について連携、協力していくということで確認し

ております。

○新垣淑豊委員 その広域化ということで、水道料

が低減されるわけですよね。そこを早めにやってい

ただきたいということなんですけど、どうですか。

○新城光雄衛生薬務課長 水道広域化することに

よって確かに下がりますので、条件が整ったところ

から順次やっていくことを計画しておりまして、ま

ず第１ステップとして本島周辺８村。それから、第

２ステップとして沖縄本島の北部のほう。第３ステッ

プとして宮古と八重山。そういった感じで事業を進

めていくというような計画になっております。まず

は企業局が用水供給を開始しないと金額が下がらな

いものですから、まずは座間味島の浄水場、今古い

施設ですので、それを新しい施設にして、それから

企業局が乗り込んでいって、企業局が用水供給をす

れば金額が下がるというような形になります。

○新垣淑豊委員 ある意味、これは企業局の都合に
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よって決め切れなかったわけですよ。だからその辺

の交渉をぜひやっていただきたいということで、こ

れは要望です。お願いします。

ちょっとこれは通告してないんですけれども、コ

ロナ関連で変異株が出ましたということで、実はこ

れ県の発表よりも先にマスコミ報道が流れました。

これに関して、情報の発信体制というのはどうなっ

ているのかというのを聞かせていただけませんか。

○大城玲子保健医療部長 県からの公表は知事のコ

メントの際に公表したところで、その前にマスコミ

等で報道されたことに対しましては、実は私どもと

しても把握はしておりませんでした。関係者による

とというような書き方がされておりましたので、ど

の機関からそういうふうな情報が出たのかというと

ころは、県としても少し懸念しているところではご

ざいます。

○新垣淑豊委員 これぜひしっかり調査していただ

きたいと思います。なぜかというと、先に県が発表

する前にマスコミがあおってしまう可能性がある。

これを僕は非常に懸念しております。特に今後ワク

チンの接種というところで、実は今日も副作用が出

たということで、Ａ社のものですね。メディアで出

ていましたけれども、こういったものでワクチンの

控えをしてしまう可能性があるんじゃないかという

ことがありますので、やっぱりこれは情報の発信と

いうのはしっかりと行っていただきたいということ

で、これはぜひとも要請ということで、要望という

ことでお願いをしたいと思います。

あと、がん患者等妊よう性温存療法研究促進事業

とあるんですけれども、これでどういった研究をさ

れているのかというのをちょっと教えていただきた

いです。

○宮里治健康長寿課長 がん患者等妊よう性温存療

法研究促進事業についてですけれども、がん患者等

に対しまして、妊孕性の温存療法に係る費用負担の

軽減を図りつつ、患者から臨床情報等収集しまして

妊孕性温存療法の研究を促進するための事業となっ

ております。妊孕性というのは、妊娠するための機

能であるとか妊娠する能力のことを言いますが、治

療の中には化学療法や放射線治療など、妊孕性に影

響を与える治療があります。妊孕性の温存を図るた

めには、治療の開始前に妊孕性温存療法を行う必要

があります。この妊孕性温存療法については全額自

己負担となっておりますので、経済的な負担が大き

いということがありますし、経済的理由で本療法を

諦めることがないよう助成を行う事業となっており

ます。また、妊孕性温存療法の中には、妊娠に至る

有効性であるとかエビデンスが十分ではない療法も

ありますので、本療法を行う患者の臨床情報を収集

してエビデンスの蓄積を進めていくことも目的と

なっております。

以上です。

○新垣淑豊委員 これは実際にその対象者への助成

というわけではなくて、研究という認識でよろしい

ですか。

○宮里治健康長寿課長 実際に温存療法を行った患

者への助成も行います。

○新垣淑豊委員 ちなみに対象は何人ぐらいいらっ

しゃるんですか。

○宮里治健康長寿課長 県内で妊孕性の温存療法を

中心的にやっているのが琉球大学病院なんですけれ

ども、琉球大学の状況を見ますと、大体年平均で20名

程度がそういった療法をやっているということです

ので、恐らくそういった助成が出るという助成事業

を始めると、それより少し増えると思いますので、

そういったものを参考にして大体そのぐらいだろう

というのを想定しております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

特定不妊治療費助成事業なんですけれども、これ

大分増額されてますけれども、この理由も教えてい

ただけますか。

○国吉悦子地域保健課長 当該事業が３倍に増額さ

れている理由なんですけれども、国の第３次補正に

おいて、国は令和４年度からの保険適用を目指して

おりまして、令和３年１月から令和４年３月まで現

在の助成事業が拡充されることになります。その拡

充によって、拡充内容も今まで730万未満としていた

所得要件が撤廃されて、あと助成上限額が初回のみ

30万円だったものが一律30万円になります。それと

事実婚も助成対象ということと、生涯６回までの助

成回数だったものが１子ごとに助成回数が６回まで

ということに拡充されました。それと今回の拡充に

つきましては、那覇市分の補助金も本県に予算計上

することになりましたので、大幅な増額となってお

ります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

これは先ほど小渡委員の話もありましたけれども、

最近ちょっと晩婚化というところもあって、ぜひこ

ういったところを充実させていただきたいなと思い

ましたので、本当にありがとうございます。

これはちなみに国から下りてきているお金を充て

ていると思うんですけど、何か県独自で今後考えて
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いることはありますか。

○国吉悦子地域保健課長 この事業は国庫補助であ

りますけれども、２分の１で、県も２分の１補助で

ございます。これ以外にですね、相談事業というこ

とで特定不妊の相談を受けたり、相談センターを運

営しております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

今のを充実させていただくようにお願いしたいと

思います。

あと、ちょっと気になったのが22ページの103番で

すね。沖縄医療施設等整備事業なんですけれども、

これも今回約10倍という金額になっているんですけ

れども、どういった施設が対象になるんでしょうか。

○宮城優医療政策課長 確かに沖縄医療施設等整備

事業は大幅に増額しております。その主な理由です

が、浦添総合病院の移転新築及び那覇市立病院の建

て替え整備に係る補助金ということで、昨年度は浦

総のスタートの年度でございましたので、額的にも

ちょっと小さかったんですが、いよいよ次年度、そ

の次という形で、浦総は令和５年度までの事業にな

りますけれども、一気に対象金額が上がるというこ

とでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

とても地域の医療体制を整えるには必要なことだ

と思いますので、本当によろしくお願いします。

ちなみに、それぞれの金額はどうなっているんで

しょうか、浦総と那覇市立で。

○宮城優医療政策課長 令和３年度の補助金額でよ

ろしいでしょうか。浦添総合病院が13億1949万

3000円、それから那覇市立病院が２億3123万6000円

でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

多分那覇市立病院なんかはまた今後かさんでくる

かと思いますけれども、ぜひよろしくお願いします。

あと、先ほどちょっとコロナのところで聞き忘れ

たので戻るんですけど、ワクチンに関して副作用と

副反応のという言葉の違いがあるんですけれども、

これについてちょっとお聞かせいただけませんか。

○糸数公保健衛生統括監 一般的には副反応という

ことで、接種による反応というふうな形で見ており

ます。例えば薬の内服であるとか、そういうふうな

場合は副作用というふうに言いますけれども、ちょっ

とその区別のラインはよく分からないんですけれど

も、予防接種については以前から副反応報告という

ふうな形で副反応というふうな呼び方をしていまし

たので、内容はほとんど同じだと思いますけれども、

副反応という言葉をメインに使っていっているんだ

と理解しています。

○新垣淑豊委員 例えばワクチンを打った後に

ちょっと熱が出るとか、少し痛みが出るとか、そう

いったのはどこに入るんですか。

○糸数公保健衛生統括監 薬剤が投与されたことに

よる反応ですので、それは全て副反応と呼んでいい

と思うんですけれども、それによって範囲が大きい

とか、あるいは症状がひどくて医療機関を受診して、

受診した場合はそういう受診したところから、しか

るべきルートで報告をすることになりますので、受

診に至らない副反応ももちろんあるかもしれないん

ですけれども、国が集計しているのは受診された方

の副反応というふうな形で、呼び方は多分同じでい

いと思います。あとは重篤かどうかというふうな重

症度の問題になると思います。

○新垣淑豊委員 今おっしゃっているように、重篤

なものは国に報告されて、それ以外のものは地域で

収まっていると。特に気にならないというところで

いいということですね。

○糸数公保健衛生統括監 恐らくそういう臨床試験

とか、そういう試験の段階で、大体何十％の人が発

熱が出たとか、あるいはそういう腫れがあったとい

うふうなことをデータを収集した上で治験に通って

いると思いますので、それはその薬の説明書の中で

副反応として記載されていると思います。

○新垣淑豊委員 今回のワクチン接種の件なんです

けれども、結構ワクチン打ったら怖いよとかという

方がいろんなところでいらっしゃるものですから、

ぜひ特に怖がることない、しっかりと正しい情報を

お伝えいただくようにお願いをしたいと思いますの

で、それを要望して終わります。

ありがとうございます。

○末松文信委員長 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さんお疲れさんでございます。

事業の概要説明の中の22ページの102番の進捗状況

を教えてください。

○宮城優医療政策課長 北部基幹病院の検討作業、

今年度、基本構想を策定するということで、２月に

関してはパブリックコメントを実施して、そういう

パブリックコメントを終了いたしました。その結果

も踏まえまして、今月中に幹事会、協議会を開いて

基本構想を策定するということで予定をして動いて

おります。現在はそういう状況でございます。

○仲里全孝委員 基本設計など、場所選定はいつ頃

になりますか。
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○宮城優医療政策課長 まず場所、建設予定地の選

定作業ですね、今回のパブコメも踏まえての協議会

で基本構想を策定するというのが、もともとの案の

中で予定地は３か所記載していたわけですけれども、

それを踏まえて今月に開く協議会において、基本構

想を策定する作業の中で１か所に絞り込むというこ

とを考えているところでございまして、今月中には

決定する予定で進めております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

そうすれば、今月中に選定、配置、それは決定さ

れるんでしょうか。

○宮城優医療政策課長 建設予定地の選定は今月中

に決定する予定でございます。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

続きまして、24ページの118の概要内容の説明をお

願いします。

○国吉悦子地域保健課長 本事業は新型コロナウイ

ルス感染症の検査体制を確保するため、行政検査の

検査委託、あとＰＣＲ検体採取センターの設置、保

険診療に係る検査料の公費負担等を実施するもので

す。

○仲里全孝委員 書いているのは分かるんですよ。

この場所とか、どういうふうにしているのか、いつ

頃なのか、公費負担とは何を指しているのか、お願

いします。

○国吉悦子地域保健課長 ＰＣＲ検体採取センター

につきましては各地区にですね、那覇市ですとか浦

添市のほうの地域に、あと北部も北部地区医師会が

中心になって、各地区医師会のほうで検体を採取す

るセンターを設置しております。

○仲里全孝委員 それでは、119番のエッセンシャル

ワーカーの概要説明、お願いします。

○国吉悦子地域保健課長 こちらは今年度の補正で

始まっておりますけれども、介護従事者や医療機関

の従事者に対して定期的にＰＣＲ検査を実施する事

業でございます。

○仲里全孝委員 両方とも県民向けでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 県民向けの検査となって

おります。

○仲里全孝委員 それでは、ＰＣＲ検査の委託及び

保険診療に伴う公費負担と、希望する県民の安価に

ＰＣＲ検査をするための検査機関への支援に要する

経費、それぞれちょっと説明してください。

○大城玲子保健医療部長 118番の事業については、

これは行政検査としてやるもので、検体を採取する

センターを各地区に置いていますので、それをセン

ター設置するための費用であったり、行政検査とし

てやるための費用であったり、それから医療機関で

行政検査としてできる場合もありますので、そのと

きには３割負担の自己負担の部分を公費で持つとい

う意味で、この118番の事業がございます。

119番は、いわゆる行政検査ではなくてですね、エッ

センシャルワーカーである介護従事者などに対する

定期的な検査と、それから先ほど実施しました県民

が安価に受けられる体制をというような事業を組み

立てておりますので、これは行政検査ではなくて、

本来ですと自費で受けるような検査ですけど、そこ

を安価でできるようにということで県が補助すると

いう事業でございます。

○仲里全孝委員 そのときですね、検査を受ける場

合にどう違うんですか、県民は。

○大城玲子保健医療部長 118番の事業は、あくまで

も症状があってコロナを疑う方、あとは濃厚接触者

で保健所が検査をすべきというような方々のための

事業でございます。

○仲里全孝委員 分かりました。

それでは、119番の県民向けの安価で皆さんが取り

組んでいるこの事業、全体でいいんですけれども、

令和３年に計画されている事業費は幾らですか。

○大城玲子保健医療部長 令和３年度の予算案の中

で、この安価でのＰＣＲについては、積算としては

１億8000万円を予定して計上しているところです。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

それはこれから補助事業として取り組んでいくと

思うんですけれども、この事業者、いわゆる業者は

何業者を想定されていますか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、保健医療部長からこの事業は企

画部と調整中との説明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

今、118番においても119番においてもですね、Ｐ

ＣＲ検査を受けて着々と進んでいると思うんですけ

れども、最近コロナ感染で後遺症とか、いろんな形

でリバウンドをしているとか、そういう方の医療費

とかはどういうふうになりますか。

○糸数公保健衛生統括監 現状では、コロナに感染

して解除されるまでの間は感染拡大防止の意味で公

費で医療を行っておりますが、その後に少し遅れて

出てくるそういう後遺症というふうな症状について

の公費負担の仕組みはまだございませんので、症状
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に応じて医療機関を受診して、そういう保険診療で

見ていただくことになっていると理解しています。

○仲里全孝委員 確認するんですけど、保険対応で

保険に該当するという認識でよろしいですか。

○糸数公保健衛生統括監 症状があって医療機関を

受診した場合には、そのようになると思います。

○仲里全孝委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

以上です。

○末松文信委員長 石原朝子委員。

○石原朝子委員 私はすぐ終わりますので。国民健

康保険事業についてお聞かせ願います。まず今回、

令和３年度の国保分担金及び負担金、納付金が減額

となっておりますけれども、その減となった理由を

お願いいたします。

○山内昌満国民健康保険課長 今、委員からの御質

問につきましては、事業費納付金として市町村のほ

うから納付していただく金額になります。事業費納

付金の算出の仕組みについては、医療給付費の見込

みから公費等の財源を除いて、残りをいわゆる一般

財源として、必要な分を納付金として予算計上する

という形になっております。今回、納付金の額が対

前年度で減になっている理由につきましては、医療

給付費の支出のほうの見込みについては約18億円の

増の見込みとなっておりますが、療養給付費等負担

金、国の法定負担金ですとか前期高齢者交付金等の

公費の収入が約50億円増になる見込みとなっており

ます。それで、結果として支出から収入を差し引い

た納付金の額で計算すると、対前年度で約32億円の

減ということで予算計上したという経緯です。

以上です。

○石原朝子委員 関連して、納付額が減となるわけ

ですけれども、市町村においてそれによって減額と

なる市町村もございますでしょうか。

○山内昌満国民健康保険課長 令和３年度の事業費

納付金の状況、算定の結果につきましては、41市町

村中４市町村で増額、37市町村で減額となっており

ます。

○石原朝子委員 令和３年１人当たりの保険料、県

平均、令和２年のときは９万7670円でしたけれども、

令和３年になりますと金額は幾らになりますでしょ

うか。

○山内昌満国民健康保険課長 あくまでも納付金を

単純に被保険者数で割ったということで概算の数字

になるんですが、県の加重平均で令和３年度の本算

定結果では９万1363円、令和２年度が９万7670円で

すので、令和３年と２年の差は6307円マイナスとい

うふうになっております。

○石原朝子委員 保険事業で国保のヘルスアップ支

援事業というのがございますけれども、それの内容

と効果を教えていただけますか。

○山内昌満国民健康保険課長 沖縄県国保ヘルス

アップ支援事業は、県として市町村における保険事

業を支援することを目的として、県が国保の保険者

となりました平成30年度から国の予算もつきまして

実施している事業です。令和３年度に実施する予定

の事業の内容としましては、例示で３点、薬の多剤、

重複の状況にある被保険者に対して服薬の適正化を

指導する事業、それから生活習慣病の治療が中断し、

または治療を開始していない被保険者に受診を促す

事業、市町村国保だけでなく協会けんぽなど、ほか

の保険者のデータを合わせて分析し、市町村二次医

療圏などの健康課題を明らかにする事業などを予定

しております。効果としましては、30年度に取り組

んだ事業としまして、糖尿病性腎症の重症化を予防

するため、その対象者の抽出を簡便にすることがで

きる仕組みをつくっております。市町村のほうでは、

その対象者の抽出を手作業で、健診データですとか

医療機関受診のデータとか、突き合わせて抽出する

作業にかなり手間がかかっているというのがありま

したので、それらのシステムで簡便に抽出すること

ができるというのを今、市町村のほうで共通で使え

るようになりまして、保健指導のほうに注力できる

ようになったというのが効果としてあると考えてお

ります。

○石原朝子委員 この事業を活用している市町村に

おいて、特段効果が上がっている市町村もございま

すでしょうか。

○山内昌満国民健康保険課長 今、御紹介した事例

では、助かっているという声はいただいております

が、具体的にちょっと数字的なものではお示しする

ものが今はありません。

○石原朝子委員 ありがとうございます。

新型コロナウイルスの感染症に係る国民健康保険

料の減免、国が財政支援するということですけれど

も、各市町村において減免申請の申請状況なんか、

県のほうでは把握されておりますでしょうか。

○山内昌満国民健康保険課長 国民健康保険につき

ましても、特例として、これまでの通常の減免とは

別にコロナに関しての減免制度が創設されておりま

す。実績につきまして、令和３年の１月末時点の実

績として把握しておりまして、保険料の減免につい
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てはコロナが発生した令和元年度分も対象になりま

して、令和元年度の保険料の納付分につきまして減

免決定が27市町村で2941万6085円、保険料の減免が

決定されております。令和２年度分の納付分として

減免決定件数が34市町村で６億1997万9145円、減免

決定されております。これについては申請はまだ中

途ですので、今後また申請があって要件に合致する

ものについては、件数が増えていくものと考えてお

ります。

○石原朝子委員 現状においては、その減免申請の

申請状況は増えてるということですよね。

○山内昌満国民健康保険課長 随時の状況につきま

しては、ちょっと時点時点で県のほうから照会して

いる関係ですけど、令和２年度納付分についても、

申請の受付世帯数としては34市町村で5480世帯、申

請の受付がされていると。テレビ等でも市町村連合

会と共通してコロナの減免申請についてのコマー

シャルをしたりとか、ポスター掲示したりとかで御

案内してますので、それを見ながら随時、相談者、

相談件数、申請件数は増えてくるものと考えており

ます。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

歳出の事項別積算内訳書の39ページで、今回新規

でありました新型コロナに対応した心のケア支援事

業、そしてまた、ひきこもりピアサポーター活用支

援事業について、事業内容と委託先を教えていただ

けますでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 心のケア支援事業につき

ましては、コロナ禍において多くの県民が不安やス

トレスを抱えて生活していることが推測されまして、

医療機関などで感染リスクと厳しい環境の下、多大

な負担を抱えながらも使命感を持ってコロナの治療

に従事している医療従事者、あと周囲からの偏見等

に傷ついている感染者及びその家族など、心のケア

を必要とする方が多くいることが想定されていまし

たので、そのための相談体制を確保して、不安やス

トレスの軽減、精神疾患の早期発見、早期治療など、

精神保健の観点で県民を支えることを目的として事

業を実施しております。

本事業は、県立総合精神保健福祉センターの専用

の電話相談窓口を設置して、県民からの心の健康に

関する相談に対応しております。また、コロナ対応

で疲弊している医療機関や福祉施設等の職員などの

メンタルヘルスを公認心理師協会に委託し、総合精

神保健センターと連携して相談に乗っていただいて

おります。心理師協会では、カウンセリングや遠隔

相談をはじめ、医療機関や施設に対しての講話とか、

あとセルフチェックリスト等の配付をしながら相談

に応じております。

○石原朝子委員 その相談業務ですね、現在、相談

件数等とかどのような状況になっていますでしょう

か。

○国吉悦子地域保健課長 ひきこもり相談センター

の実績は、今年度のはないんですけれども―今年度

の実績については、まだ集計が整っておりません。

○石原朝子委員 集計は、まだ年度を終えてません

けれども、そういった情報、どういった状況かとい

う確認は取れていませんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 県民の皆さんからのは、

電話相談でセンターのほうで直接受けておりまして、

あと公認心理師協会のほうは、クラスターが発生し

た医療機関のほうから依頼がありまして対応をした

り、当初６月頃は患者さんがコロナで亡くなった、

受け持っていた看護師さんのほうから相談したいと

か、そういう声は聞いております。

○石原朝子委員 現在のところは、医療機関で働い

ていらっしゃる方が主に利用されてるということな

んですね。一般県民の方からは、そういった状況は

ちょっと聞こえてこないということですね。

○国吉悦子地域保健課長 県民の皆さんからは精神

保健相談センターのほうで、このコロナに係る心の

相談、電話相談というもので開設をしておりますの

で、そこに県民の方はお電話されて相談をしている

ところです。

○石原朝子委員 ありがとうございます。

同じ積算内訳表の78ページですけれども、アレル

ギー等特別対策事業についてなんですけれども、今

年度当初予算、初めて計上されておりますけれども、

事業の内容等を御説明お願いします。

○国吉悦子地域保健課長 この事業は、アレルギー

系疾患の新規患者の予防及び適宜、適切な治療が受

けられる医療連携体制の構築を目的に、関係機関で

構成されるアレルギー地域医療連絡協議会の設置費

用として、37万1000円を計上しているところでござ

います。

○石原朝子委員 この事業を今年計上して起こした

理由等は、どういった理由からでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 この事業につきましては、

国のほうでアレルギー疾患対策基本法において、地

域におけるぜんそく死並びにリウマチ、アレルギー

系疾患の新規患者数の減少を目的として、地域の実
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情に応じた対策の推進について、国からこれまでも

求められております。県としましても県内の関係機

関の取組状況や課題等を共有して、包括的なアレル

ギー疾患対策に向けて連携強化を図るためにですね、

当該事業に取り組むこととしております。

○石原朝子委員 やはりこのアレルギー対策、身近

に私たちもアレルギー持っておりますし、こういっ

た事業が遅かったかなと思うぐらい、今なんですね

ということですけれども、やはり少しでもアレルギー

に悩んでいる皆さん方の改善が図られるといいです

よね。

次、120ページ、保健師の活動費の中で人材育成ト

レーナー委託料。保健師が今足りない状況でありま

すけれども、今回、委託料として今度の予算に上げ

ておりますけれども、その事業の内容、また委託先

等を教えていただければ助かります。

○国吉悦子地域保健課長 こちらは、県の保健師は

県庁とか保健所のほうに104名配置されております。

その中で、中堅保健師の割合が極端に今少なくてで

すね、令和２年度の年齢構成を見ると、20代から30代

前半が55％、30代後半から40代が16％、50代以上が

29％というふうになっております。それで、新任の

保健師がどんどん増えていく中、この現任教育を担

う中堅以上の負担が増加しておりますので、県の保

健師の人材育成というのが課題になっておりまして、

今回この事業体制を、専門的知識や経験を有する退

職保健師等が在籍する沖縄県看護協会に事業を委託

しまして、保健所保健師に対して家庭訪問への同行

支援や、事例検討会でもスーパーバイズ等を通して

対人保健サービスや地域保健活動を展開する上で必

要な実践能力を育成して、保健指導技術と知識の向

上を図ることを目的としております。

○石原朝子委員 やはり私は保健師と一緒に仕事を

した経験がございますけれども、昔、公看と言われ

ていた、制服をつけて身長計を持って麦わら帽子を

かぶって、保健師さんが本当に地域を回って歩いて

いたんですよ、公衆衛生費に関して。本当に頭が下

がるぐらい。もうあの経験、ああいった保健師さん

たちの後ろ姿を見て育ったものですから、やはり今

の若い世代の保健師さんに、ああいった昔の足で地

域を回って子供たちや大人、おじいちゃん、おばあ

ちゃん、それから精神疾患を抱えた方々の指導をし

ていく姿には、本当に地域、各市町村、助かったと

思います。やはりそういった保健師をこれからどん

どん育てていただきたいなと私も思っておりますし、

今の沖縄にとっても必要かなと思っております。ぜ

ひこの事業は継続的に取り組んでいただきたいなと

思っております。

以上で、私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。

○末松文信委員長 以上で、保健医療部関係予算議

案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に執行部退席）

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調査事項については、昨日及び本

日の質疑において、提起する委員はおりませんでし

たので、念のため御報告申し上げます。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から特記事項について説

明した後に協議した結果、提案はなかった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

特記事項につきましては、休憩中に御協議いたし

ましたとおり報告することについて御異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定されました。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む予算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月17日 水曜日 午

前９時までに予算特別委員のタブレットに格納する

ことになっております。

また、予算特別委員が、調査報告書に関して常任

委員長に対し質疑を行う場合には、同日 17日 水

曜日の午後３時までに、政務調査課に通告すること

になっております。

予算特別委員の皆様は、各常任委員会の調査報告

書を御確認いただき、もし、各常任委員長への質疑

を行う場合は、登庁の上、同日の午後３時までに通

告書を提出するよう、御対応をお願いいたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月22日 月曜日 午前10時から委員会
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を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 末 松 文 信
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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月12日（金曜日）

開 会 午前10時０分

散 会 午後４時42分

場 所 第２委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和３年度沖縄県一般会計予算

（環境部所管分）

２ 甲第22号議案 令和３年度沖縄県水道事業会

計予算

３ 甲第23号議案 令和３年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

４ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 下 地 康 教君

委 員 座 波 一君 呉 屋 宏君

照 屋 守 之君 上 里 善 清君

次呂久 成 崇君 島 袋 恵 祐君

比 嘉 瑞 己君 玉 城 健一郎君

新 垣 光 栄君 金 城 勉君

説明のため出席した者の職、氏名

環 境 部 長 松 田 了君

環 境 政 策 課 長 多良間 一 弘君

環 境 政 策 課
新 里 陸君

基地環境特別対策室長

環 境 保 全 課 長 仲 地 健 次君

環 境 整 備 課 長 比 嘉 尚 哉君

自 然 保 護 課 長 比 嘉 貢君

自 然 保 護 課 島 袋 直 樹君
世界自然遺産推進室長

環 境 再 生 課 長 久 高 直 治君

企 業 局 長 棚 原 憲 実君

企 業 技 術 統 括 監 石 新 実君

総 務 企 画 課 長 大 城 清 二君

配 水 管 理 課 長 上 地 安 春君

建 設 課 長 大 城 彰君

3ii4

○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第22号議案及び甲第

23号議案の予算議案３件の調査及び予算調査報告書

記載内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、環境部長及び企業局長の出

席を求めております。

まず初めに、環境部長から環境部関係予算議案の

概要の説明を求めます。

松田了環境部長。

○松田了環境部長 それでは、環境部所管の令和３年

度一般会計予算の概要について、ただいま通知しま

した令和３年度当初予算説明資料抜粋版に基づいて、

御説明いたします。

環境部の令和３年度当初予算案は、世界に誇る沖

縄の自然環境を守るという知事公約、また、自然環

境の保全再生適正利用、持続可能な循環型社会の構

築等、沖縄21世紀ビジョンの基本施策や施策展開に

基づき、予算を編成しました。

通知をタップして１ページを御覧ください。

令和３年度の環境部の歳出予算額は、上から５行

目にございますが31億8388万4000円で、前年度当初

予算額と比較しますと２億803万5000円、率にして

7.0％の増となっております。その主な要因として、

新規事業として、公用車をＥＶ・ＰＨＶに転換する

電動車転換促進事業を立ち上げ、約３億円を計上し

たことや、動物収容・譲渡拠点施設整備事業におい

て、動物愛護管理センター譲渡推進棟の改修工事費

用を計上したことにより約１億4000万円の増となる

ことなどによるものであります。

それでは、通知をタップして２ページを御覧くだ

さい。

歳入予算について御説明いたします。

表の左端下の合計欄を御覧ください。

一般会計歳入予算の合計7912億2600万円のうち、

環境部に係る歳入予算額は、右隣になりますが15億

6672万1000円で、右端黒枠の下のほうになりますけ

れども、前年度当初予算額に比べ１億7317万3000円、

率にして10.0％の減となっております。

歳入が減となった主な要因は、令和２年度は公共

土木環境委員会記録（第３号）
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関与事業推進費貸付金元金収入で、沖縄県環境整備

センター株式会社の貸付金返還を予算計上していた

ことによる３億9100万円の減によるものであります。

それでは、歳入予算について、款ごとに御説明い

たします。

（款）９の使用料及び手数料の環境部所管分は

3986万6000円で、産業廃棄物処理業の許可申請や動

物取扱業の登録申請など各種申請に伴う手数料の証

紙収入等であります。

（款）10の国庫支出金の環境部所管分は10億2853万

4000円で、これは主に沖縄振興特別推進交付金の国

庫補助金や海岸漂着物の回収処理等に係る地域環境

保全対策費補助金等であります。

（款）11の財産収入の環境部所管分は９万円で、

環境保全基金及び産業廃棄物税基金の預金利子であ

ります。

（款）13の繰入金の環境部所管分は１億2271万

3000円で、産業廃棄物税基金繰入金及び環境保全基

金繰入金であります。

（款）15の諸収入の環境部所管分は3331万8000円

で、これは主に雑入及び産業廃棄物不法投棄等原状

回復支援事業であります。

（款）16の県債の環境部所管分は３億4220万円で、

地域活性化事業（細節）電動車転換促進事業に係る

ものであります。

以上で、歳入予算の概要説明を終わります。

続きまして、歳出予算について御説明いたします。

通知をタップして３ページを御覧ください。

上から４行目を御覧ください。

（款）４の衛生費のうち環境部所管分は31億8388万

4000円で、前年度と比較しますと２億803万5000円、

率で7.0％の増となっております。

次に、（款）衛生費における環境部所管の主な内容

について、（目）ごとに御説明申し上げます。

一番右端の内訳欄を御覧ください。

（目）食品衛生指導費は、動物愛護管理センター

の管理運営及び動物愛護思想の普及推進に要する経

費で３億6233万7000円を計上しています。

（目）環境衛生指導費は、一般廃棄物及び産業廃

棄物の適正処理の推進など、持続可能な循環型社会

の構築に要する経費として５億7535万2000円を計上

しております。

（目）環境保全総務費は、環境部職員の給与や課

の運営費で５億7033万5000円を計上しています。

（目）環境保全費は、地球温暖化対策、米軍基地

の環境問題対策、大気汚染対策、赤土等流出防止対

策、緑化の推進等に要する経費で８億8580万8000円

を計上しております。

最後に（目）自然保護費は、奄美大島、徳之島、

沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産登録を推進す

るための経費や、サンゴ礁保全に向けた白化対策や

オニヒトデ対策、希少種の保護や外来種対策など、

自然環境の保全・適正利用を図るための経費で７億

9005万2000円を計上しております。

以上で、環境部の令和３年度一般会計歳入歳出予

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう、簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ、番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

休憩いたします。

（休憩中、要調査事項について説明）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

それでは、これより直ちに甲第１号議案に対する

質疑を行います。

上里善清委員。

○上里善清委員 環境部の予算の歳出予算というこ

とで、31億8300万ですか。この財源なんですけどね、

環境部の財源として、主なものはどういった財源が

あるのかちょっと教えていただけますか。
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○多良間一弘環境政策課長 お答えいたします。

環境部の歳入の部分に関しましては、国庫支出金

が主な歳入となっておりまして、令和３年度の当初

予算額としましては１億2853万4000円を予定してい

るところでございます。

以上です。

○上里善清委員 具体的に、事業のほうをちょっと

お尋ねしていきます。これはどうやればいいの、

69ページで。

○多良間一弘環境政策課長 今答弁した額がちょっ

と間違えておりまして、訂正したいんですがよろし

いですか。先ほど１億と言いましたけれども、間違

えておりました。国庫支出金のほうは10億2853万

4000円の間違いでございます。おわびして訂正いた

します。

○上里善清委員 はい。じゃあ具体的な事業のほう

を聞いていきます。説明書の69ページ。新規事業で

44番の電動車転換促進事業なんですけど、これ電気

自動車と思うんですけどね。台数は何台導入する予

定ですか。

○久高直治環境再生課長 お答えします。

知事部局においては現在600台の普通乗用車があり

ますので、それについて全て順次転換する予定となっ

ております。

○上里善清委員 令和３年度で全部買換えという形

になるということですか。

○久高直治環境再生課長 令和３年度は63台を予定

しております。

○上里善清委員 順次やっていくと思うんですけど、

この電気自動車転換の促進事業というのは、環境の

課題をやろうということが根底にあると思うんです

けどね。電源については、普通の業者からの電源を

引いてやるのかね、あるいはソーラーを使って蓄電

してそれをやるのか、その辺どんな予定ですか。

○久高直治環境再生課長 まず電源についてなんで

すけども、今のところ２種類考えておりまして、モ

デル事業としまして、太陽光を使って蓄電池に充電

して、夜間充電ができるようなものと―ただしこれ

は次年度は２施設について設置する予定で、それを

実証しながら今後広げていくと。それまでの間は、

庁舎の電源から充電をしていくというようなことで

考えております。なので、次年度は県の施設２か所

についてソーラーパネルと充電設備を置く予定とし

ております。

○上里善清委員 じゃあ、いずれは全車にこの太陽

光を使った電源を使うということを目標にしておら

れるんですか。

○久高直治環境再生課長 そのとおりでございます。

今のところは太陽光パネルを考えておりますが、ま

たそのときに、一番適切な再生可能エネルギーを使っ

て、充電できればと思っております。

○上里善清委員 はい、分かりました。

同じページの46のほう、外来植物防除対策事業な

んですけど、これギンネムを根絶する事業だと思う

んですけど、相変わらずギンネムの繁茂というのは、

これ繁殖能力が非常に強い植物で、もうあっちこっ

ちギンネムだらけなんですけどね。これの今のやっ

てる事業で、根絶するためにはどんな感じでやって

いるんですか、内容としては。

○久高直治環境再生課長 本事業は、ギンネムの拡

散防止と駆除技術を確立するために、今まではそう

いったマニュアルとかというのは全国的に特にまと

まったものはなかったものですから、そういったマ

ニュアルを策定する事業でありまして、それを活用

して、今後はそれを周知していただいて効率的に効

果的にギンネム駆除拡散に活用していきたいと考え

ております。

○上里善清委員 ということは今、研究という形な

んですか。実際にギンネムをどうこうするという事

業はやっていないということになるんですかね。

○久高直治環境再生課長 これにつきましては、ま

ず薬剤散布とか、樹幹注入をしたりとか、どういっ

た薬剤が効くのか実証試験をしたりとか、あと文献

ですね。いろいろ座波委員とかいつも御指摘いただ

いてますけども、小笠原とかの知見もございますの

で、そういった収集とか、そのような知見を収集す

るのと、あと実証試験も、実際高速道路の斜面とか

を利用して試験をしている。あと室内試験ですね、

そういったことも行ってございます。

○上里善清委員 とにかくこのギンネムすごい勢い

で繁茂しておりますので、これ、このギンネムを使っ

たお茶とかも以前に何かあったような気がするんで

すけど、活用という考え方はどうなんですか。

○久高直治環境再生課長 委員のおっしゃるように、

ギンネムのお茶というのがございます。前回の委員

会でもお話ししたかと思いますが、いろいろ活用の

方法を今模索はしているんですけども、今のところ

実際活用されてるというのがお茶であるんですけど

も、それをバイオ燃料とかに活用できないかとか、

その辺も今検討しているところでございます。

○上里善清委員 様々な研究をされて、効果を上げ

るようよろしくお願いします。
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50番の有機フッ素化合物なんですが、比謝川から

取水した所、かなり高濃度があったということで、

米軍基地の立入調査を依頼していると思いますが、

今の進捗状況をちょっと教えてくれますか。

○仲地健次環境保全課長 お答えします。

普天間飛行場周辺の湧水等で高濃度のＰＦＯＳ、

ＰＦＯＡが確認されていることから、県環境部では、

現地司令官宛て立入申請を昨日防衛局と調整の上、

平成31年２月付で直接郵送しております。現在防衛

省から在日米軍に対して立入申請が認められるよう

働きかけていると聞いておりますが、立入りの可否

については未だ連絡がありません。今年２月には、

宜野湾市長から立入申請の実現と、同調査への市職

員の動向に関する要請が出ております。引き続き立

入りが認められるよう関係機関に対して働きかけて

いきたいと思います。

○上里善清委員 宜野湾市長が申請したと聞いてお

ります。県のほうも、これ大きな課題ですので、一

地方の首長がやるということではなくて、県がもっ

と強く、管理者である防衛局に立入りさせろという

ことを強く要望すべきだと思いますけどね。県の今

の考え方はどんなですかね。

○仲地健次環境保全課長 防衛省に確認したところ、

防衛省のほうから米軍に対して働きかけているとい

うことがありますのでちょっとその様子を見てまた

対応を検討したいと思っています。

○松田了環境部長 立入申請については県が行って

おります。それがなかなか認められない状況が続い

てるもんですから、令和元年度には知事から改めて

立入りを認めるよう要請しております。今回宜野湾

市長からも県ももっと積極的に立入りを求めてくれ

というような御要望がございました。それで、宜野

湾市も一緒に入りたいということでしたので、今我

々そういう立入申請しておりますので、改めて２月

に、国、米軍に対して、地元の市町村も含めて、立

入りをきちっと認めてくださいというふうな要望書

を改めて出したところです。我々としては立入りは

非常に必要だというふうに強く思っておりますので、

引き続き国、米軍に対して立入りが認められるよう

に働きかけていきたいと考えております。

○上里善清委員 ぜひ頑張って立入りできるように

頑張っていただきたいと思います。

54番のこれ新規事業になりますけどね、食品廃棄

物調査事業というのが入ってきておりますが、これ

事業の内容、もうちょっと詳しくお願いできますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この事業につきましては、

令和元年10月に施行された食品ロス削減推進法とい

うのがございまして、都道府県と市町村に食品ロス

削減推進計画策定の努力義務が定められました。こ

の計画につきましては、子ども生活福祉部のほうで

策定しますが、その基礎的なデータとするため、本

事業では家庭から排出される廃棄物のうち、まだ食

べられるが廃棄された食品がどのくらいあるのか、

その実態を調査する事業であります。

○上里善清委員 主にこれはあれですかね、業者が

対象になるんですかね。

○比嘉尚哉環境整備課長 これは、市町村の協力を

得まして、実際市町村が家庭から回収したごみ袋を

開封して、その中にある食品残渣のうち、まだ利用

できる食品について調査をするといった内容の事業

でございます。

○上里善清委員 一般家庭からのちりぼこり多分

入ってると思うんですけどね。これ目で見て分かる

んですかね。

○比嘉尚哉環境整備課長 実際にこのごみ袋、何袋

か―ちょっと詳細はすみません。ちょっと今説明す

る資料がないんですけども、ごみ袋を何袋か市町村

の廃棄物処理施設ですね、そこに持ち込んでもらっ

て、実際にこの袋を開けて中身を分別していくと。

食品や可燃、そういったものを取り出して、判別す

るといった調査と聞いております。

○上里善清委員 分かりました、じゃあ次行きます。

56番の犬猫のいのちをつなぐ事業ですけど、これ

もちょっと詳しい詳細を説明していただけますか。

○比嘉貢自然保護課長 今回の犬猫のいのちをつな

ぐ事業についてでございます。この事業につきまし

ては、今動物愛護管理センターから登録ボランティ

ア団体で今回譲渡する犬への原則の不妊去勢手術や

マイクロチップ装着を行うこと。２つ目として登録

ボランティア団体に譲渡した犬猫に要している餌代

とかシートの飼養管理費の一部助成。もう一つが、

哺乳器の犬猫の命を守るためのミルクボランティア

の使用に係る物資となってまして―ちょっとミルク

ボランティアについて少し御説明させていただきま

す。収容されたいわゆる乳離れしていないいわゆる

幼犬や幼猫、主に幼猫になりますけど、こういった

幼猫を家庭のほうで預かっていただき、文字どおり

ミルクを与えていただくという内容についてやって

いただきまして、育てていただくと。そういったこ

とで幼猫の命を守り、殺処分を減らしていきたいと

いう取組として令和３年度からスタートする事業と

なっております。
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○上里善清委員 あと、ヤンバル、58番ですね。世

界自然遺産登録推進事業なんですけど、ヤンバル地

域、西表も含めて調査するという事業だとは思いま

すけど、米軍が施設を返したところで、いろいろと

弾薬とか薬きょうが見つかったりということがあり

ましたよね、たしか。この事業について、こういっ

た自然遺産を登録するに当たり不適切なものがあっ

たら登録は厳しくなるということでね。以前は政府

が提供者として米軍に提供しておりますので、国の

ほうでしっかりと調査していただきたいというふう

に私は思うんですけども、その辺今どのようになっ

ていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 県としては、土地の引渡

し後に米軍由来の廃棄物等が確認された場合は、国

の責任で対策を講ずるべきと考えております。平成

28年度に返還された北部訓練場跡地で確認された廃

棄物については、沖縄防衛局が回収作業を進めてお

りまして、引き続き適正な回収処理が行われるよう

関係機関との調整や現地確認を行ってまいります。

○上里善清委員 実際にこれを処理しているのか。

どうなんですか、今の実情はどうなってますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 環境部のほうでも現場確

認は行っておりまして、令和元年６月に森林管理署

職員４人それから県職員６人で返還地を状況確認し

ております。その結果については、８月７日にメー

ルで、それから９月５日には文書で沖縄防衛局に情

報提供をしたところでございます。令和２年12月23日

にも、森林管理署、沖縄防衛局、国頭村、県で、返

還地の状況等を確認してございます。

○新里睦環境政策課基地環境特別対策室長 補足な

んですけれども、まず廃棄物の処理主体なんですけ

れども、北部訓練場跡地―平成28年度に返還されて

おりますけれども、そこで引渡し後に発見された廃

棄物というのは、防衛局と森林管理署との協定、あ

と国が策定した返還実施計画に基づき沖縄防衛局が

除去しております。例えば、引渡し後に発見された

薬きょう等については、最近で約１万5000発を除去

したということを聞いております。

以上です。

○上里善清委員 やっぱりいろいろと出てくるもの

で、きっちり―やっぱりこれ自然遺産登録というこ

とになればね、そういったところがあるというのは

ちょっと不自然になりますので、きれいに除去して

いただくということを要望してくださいね。

最後に60ですね、外来種対策事業なんですけど、

今問題になっているタイワンハブですかね。これは

かまれたら免疫もないっていう話なんですけどね。

あの駆除状況はどんなですか。

○比嘉貢自然保護課長 タイワンハブの捕獲実績に

つきましてです。平成29年度に県全体で1785匹、平

成30年度に2670匹、令和元年度で3003匹と年々今増

加しております。このタイワンハブにつきましては、

平成25年度に策定しました沖縄県ハブ対策事業基本

計画に基づいて、保健医療部と市町村が連携して今

対策を実施しているところであります。

○上里善清委員 主に生息場所としてはヤンバルな

んですかねこれ。

○比嘉貢自然保護課長 今県内の分布状況としては、

今委員がおっしゃったように名護市を中心に今帰仁

村、本部町、恩納村、うるま市、読谷村、沖縄市、

嘉手納等、中部以北―特に北部のほうで多くいると

いうふうになっております。

○上里善清委員 これ実際かまれて免疫がないとい

うことは、死ぬ可能性も出てくるわけですよね、人

間かまれたら。免疫研究というのはどうなんですか、

進んでいますか。

○比嘉貢自然保護課長 いわゆる今タイワンハブに

ついては咬傷被害防止の観点からの保健医療部のほ

うで実際に取り組まれてまして、今委員のおっしゃっ

た点につきましては、県の出先機関である衛生環境

研究所等において、いろいろ御検討されてるとは聞

いております。

○上里善清委員 私は今日はこれで終わります。

○瑞慶覧功委員長 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 おはようございます。

私は、３年度当初予算案説明資料のページ16です

ね、これの一番下のほうの離島廃棄物適正処理促進

事業について、概要等についてちょっと詳細をお聞

きしたいと思います。こちらの事業概要のほうが、

離島市町村の効率的な廃棄物処理及びリサイクル方

法等の調査分析及び検討に要する経費というふうに

ありますが、離島の市町村ごとの広域化によるコス

ト削減策ということで、この不利性解消性に係る調

査というのはやはり私とても大切だなというふうに

思いますが、これは事業者の負担軽減とか、また広

域処理体制の構築を検討するというのも、この事業

概要に該当するのかということも含めてお聞きした

いと思います。

○松田了環境部長 お答えします。

この事業におきましては、各市町村で今、離島市

町村で実際は処理に困っているものについてどうい

うふうに処理したらいいかという点に主眼を置いて
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事業を実施しておりまして、農業用の廃ビニール等

の処理に困っているということで今小型の焼却炉を

導入して、そういったもので焼却するという実証事

業をやっておりまして、その成果があったものです

から、来年度、それを他の市町村に普及させるとい

うことを考えております。今委員御指摘の、広域化

でありますとか産業廃棄物も含めた処理等につきま

しては、この事業の中では直接はやってございませ

んけれども、我々、新たな沖縄振興のための制度提

言におきまして、市町村が一般廃棄物等を併せて産

業廃棄物を焼却するといったような場合も、国の補

助対象とすることについて国に求めていきたいと考

えておりまして、そういった点で効率的な処理がで

きるような方策を今検討しているところでございま

す。それから広域化についても、来年度以降また少

し検討をしたいと考えているところでございます。

○次呂久成崇委員 今部長のほうからもお話があっ

たんですけども、この一般廃棄物と産業廃棄物の適

正処理というところで、やはり私たち八重山圏域は、

離島、小離島が幾つもあって、生ものは回収しない

とか、さらなる分別もとても細かくて、観光客が残

していくごみの問題とかそういうのももろもろある

んですけれども、県としてはこういう地域事情を踏

まえた問題というのはどのように捉えてるのかとい

うのをもう一度ちょっと確認したいと思います。

○比嘉尚哉環境整備課長 平成29年度からこの事業

を実施しているわけですけれども、この事業では、

専門家とか各市町村の課長等を集めた検討委員会で

議論をしておりまして、また各離島ごとに、どういっ

た課題があるかということを整理して、その上でこ

の効率的な方法がどうあるべきかというところを今

検討しているというところでございます。

○次呂久成崇委員 県のこの廃棄物処理計画、第４期

ですかね。こちら計画期間のほうが今年度末だった

かと覚えているんですけれども、その中で産業廃棄

物処理体制の確保というところで、自己完結型の産

業廃棄物処理の促進をするというふうに示されてい

ます。これは、やはり本当に島嶼県沖縄の地理的特

性、この特殊事情がありますので、広域処理という

のは、かなり私は他県と違って難しいのかなという

ふうに思ってはいるんですけれども、ただその中で、

可能な限り自己完結型の処理体制が必要だと。これ

に関してしっかりと県としても自治体と協力をして、

産業廃棄物管理型最終処分場の整備、そして延命を

促進していくということが示されているんですけれ

ども、この可能な限りの自己完結型というのは、例

えば地域事業にもよるかと思うんですけども、圏域

とかそういうところで、どこまでの処理をするのか、

また可能なのかというところをそれぞれ県内の地域

事情を合わせて、県のほうではどうなんですかね、

これは何か検討されているんでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 可能な限り自己完結とい

うところでございますが、やはり離島というところ

には廃棄物処理業者が少ない。そういう施設もない

ということで、やはり自治体に担っていただく必要

があると考えておりまして、その意味でも合わせ処

理の促進ということを先ほど部長が申し上げました

提言ですね、そういったものに反映させているとこ

ろでございます。

○次呂久成崇委員 次に、17ページのほうにありま

す、海岸漂着物等地域対策推進事業のほうに行きた

いんですけれども、こちら事業実績と課題について

伺いたいと思います。

○比嘉尚哉環境整備課長 この事業は、漂着物の回

収処理普及啓発活動などを行う事業で、国の地域環

境保全対策費補助金、海岸漂着物等地域対策推進事

業を活用して実施しております。同事業では、土木

建築部や農林水産部等海岸管理者が行う回収処理や

環境部が行う各種調査のほか、市町村が実施する回

収処理、それから普及啓発事業に対して費用の９割

を補助金として交付しております。

実績としましては、回収量の実績で申し上げます

と、令和元年度には海岸管理者と市町村を合わせて

約3000立方メートル、重量で約270トンの海岸漂着物

を回収処理しております。

○次呂久成崇委員 こちら今コロナ禍の中で、これ

まで例えばＮＰＯであったりとか、ボランティアさ

ん、そしてこういう方たちでは今もうかなりボラン

ティア活動も厳しい状況にあるんですけれども、こ

れは例えば土木業者さんとか、いろんな企業の皆さ

んとかにも、これは事業として実施してもらってい

るんでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 ボランティアの実施にも

いろいろな形があると思うのですけれども、県が関

わっているものでは、ＯＣＣＮ―沖縄のクリーンコ

ストネットワークというのがございまして、海上保

安庁等と他の関係団体と連携しておりまして、その

中でボランティアによる回収処理を促進してござい

ます。そのほか、例えば市町村とかあるいは港湾等

の管理者ですね、そういったところもそういうボラ

ンティアによる清掃活動などを実施してるように聞

いてございます。
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○次呂久成崇委員 沖縄県のこの漂着ごみの５割が

八重山圏域に漂着するということもあって、今観光

業界などもやはりかなり厳しい状況だと。これ国費

で９割の補助もあるわけですよね。そういうところ

で業者の皆さん、観光業の皆さんもぜひ―活用と言っ

たらあれなんですけども、一緒にこの事業を活用し

てそういう対策もやるということで、その観光業の

皆さんの雇用の維持とか、事業所の維持とかという

ことにもつながるんじゃないかなと思うんですが、

ここら辺はどんなでしょうか、検討はできるんでしょ

うか。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほども申し上げました

ＯＣＣＮという団体がございまして、その中に民間

の団体等も数多く加入しておりますので、そういっ

たところと連携して海岸の清掃活動を促進してまい

りたいと考えております。

○次呂久成崇委員 ぜひ、検討をお願いしたいと思

います。こういう、八重山にやはり５割の漂着ごみ

もあるということも含めて、私はやはりその地域事

情にあった産業廃棄物の適正処理というところです

ね、もう自治体ではもうできないところまで来てい

ます。ですので、やはりこの広域行政を担う県も、

やはりしっかりと関わっていくことが非常に大事

じゃないかなというふうに思いますので、ぜひ連携

して取組をお願いしたいなと思います。

ちょっと関連するんですけれども、離島の死亡牛

について、ちょっと現状・課題についてお聞きした

いんですけども、実は離島の死亡牛というのはこれ

産業廃棄物になりますよね。その処理というのが、

今現状どのように―適正に処理されてるのかという、

現状、また課題等もお聞きしたいなと思います。

○比嘉尚哉環境整備課長 今の離島廃棄物適正処理

促進事業、調査したところでは、ちょっと市町村か

らそういった声が上がってこなかったという実情が

ございまして、あと離島の死亡家畜の処理の実情と

いうのは、今手元にそういった資料は持ち合わせて

ございません。

○次呂久成崇委員 これは次年度の調査等でもぜひ

確認はしていただきたいなと。ぜひ調査して対応も

考えていただきたいなと思うんですけども、家畜の

死体っていうのは産業廃棄物ですよね。これが、離

島の場合はやはり死亡したらコンテナに入れて、そ

れを本島のほうに運んで処理をするということなん

ですけども、これやはり処理費用が出るわけなんで

すよね。沖縄県というのは農業共済の加入率も一番

低くて、実際に死亡牛が出ても保険が入らない、大

したことないということで加入率も低いんですけど

も、そうするとこの死亡牛どうするかというと、本

来禁止されている、皆大体自分の所有地に埋めたり

とか、そういうふうにやってる現状があるんですよ

―八重山関係者、この家畜の皆さん多くて、私も現

状言ったらちょっと怒られるのかなと思いもしなが

ら、ただそのままで終わりはちょっとまずいのかな

ということもあります。これはやはり農業生産額、

もうかなり県というのは産出額もどんどん高まって

きていますので、やはりあのブランド牛というとこ

ろではそういう処理も含めて、しっかりと環境部の

ほうからもそういう指導もやっていくべきではない

かなというふうに思っておりますので、ぜひ関係部

局と連携して、そこら辺の取り組みのほうもお願い

をしたいなというふうに思っております。

最後にもう一つ同じページなんですけども、外来

種対策事業についてお聞きしたいと思います。実は

あの石垣の中央部のほうにバンナ公園、県営の公園

があるんですけれども、そちらのほうかなりの面積

なんですよね。そちらの中に、実は自然保護区とい

うことで、そこは県営の指定管理の部分には入って

いないところがあります。ところが、そちらで外来

種であるクジャクとかキジとかそういうものがかな

り繁殖をしているんですけども、こういった例えば

県内の自然保護区であったりとか鳥獣保護区または

特別保護地区に指定されている区域内での外来種捕

獲とか、進入防止対策というのはどうなってるのか

というのをお聞きしたいと思います。これ農地とか

でしたら、所有者、生産者のほうからそういう農政

関連の部局に行って駆除をお願いするのがあるんで

すが、そういう保護地区関連ではどういった対応が

なされているのかなというのをお聞きしたいと思い

ます。

○比嘉貢自然保護課長 今委員のほうからお話があ

りました石垣島のバンナ公園等鳥獣保護区だと思い

ますけど、当然通常保護区であれば本来であるなら

ばそういった鳥獣は捕ってはならないという形なん

ですけども、実際法律上の許可を得れば一応捕獲す

ることができるということになっておりますので、

当然そういった保護区内においても、学術研究であっ

たりとか、今委員がおっしゃった有害鳥獣等におい

て必要があれば許可を得て実際捕獲するということ

はできます。

○次呂久成崇委員 このバンナ公園の近くにはラム

サール条約の名蔵アンパルであったりとか、あと農

地もあります。保護地区がそういう有害な鳥獣のま
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さに保護区になっているような、繁殖を促すような

そういうところになっていて、私も議会でもちょっ

と取り上げたことがあるんですけども、本当に30分

ぐらい歩いたらクジャクが十四、五羽見られるとい

うような状況なんですよ。ですので、その保護地区

でのこの外来種捕獲侵入防止対策というのをしっか

り今のうちにやらないと、かなりこの生態系という

のは崩壊していくんじゃないかなというふうに思い

ますので、ぜひお願いしたいと思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いいたします。

私は令和３年度当初予算説明資料の事業内容から

幾つか質問をさせていただきます。まず初めに16ペー

ジ、有機フッ素化合物環境中残留実態調査事業につ

いてなんですけれども、令和３年当初予算額が2000万

ほど減額になってるんですけれども、その理由は何

でしょうか、教えてください。

○仲地健次環境保全課長 お答えします。

令和２年度は、米軍基地周辺のＰＦＯＳ、ＰＦＯ

Ａ調査を外部発注するということで委託料がメイン

になってました。今年度ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ測定で

きる機械を整備しまして―ちょうど、今納入してい

るところなんですけど、そういった機器を使って次

年度は自前でやっていこうと考えています。次年度

の額としては、次の事業展開ということで汚染源の

特定とか、絞り込みというようなところを目指して、

委員会を設置してそういったところの検討をしてい

きたいということで、事業展開の進展に伴う増減と

いうことで御理解いただきたいと思います。

○島袋恵祐委員 またさらなる細かい調査ができる

ということを期待したいと思うんですけれども、先

日の一般質問でも、知事から答弁があった中で、54地

点中36地点、国が定めた今の暫定指針値を超過をし

たということなんですけれども、特にどの地区が高

い値が出てるのかっていうのを教えていただけます

か。

○仲地健次環境保全課長 お答えします。

令和２年度の夏季調査の中で最も高かった地点が

嘉手納町内の民間の井戸がありまして、そちらのほ

うが3000ナノグラムパーリッターということで、50ナ

ノグラムパーリッターを大きく超えている状況があ

ります。

○島袋恵祐委員 民間の井戸で高い値が出てるとい

うことで、54地点で36地点ということなんですけれ

ども、先ほども上里委員からあったように、この調

査結果を基に、結果をどのような形で活用していく

のかという考え方をお聞かせください。

○仲地健次環境保全課長 まず暫定指針値を超過す

るような水については、環境省からも指示、手引き

が出されているんですが、飲用に用いないというの

がまず１点あります。この調査する中で、継続的に

調査することで、この濃度の推移を確認して増える

のか減るのか、汚染源はどこなのかというようなと

ころにつなげていきたいというふうに考えています。

○島袋恵祐委員 汚染源につなげていくというのは、

どちらもやっぱり重要なものになってくると思いま

す。やはり立入調査がなかなか認められないという

今の現状もあって、これを引き続き強く、県として

もやっぱり求めていってほしいというのがあります。

そこで、これは米軍とはまた別に、先月26日航空

自衛隊の基地内から泡消火剤が流出した事故があっ

て、当初の説明では自衛隊は、このようなＰＦＯＳ

とかそういったもの、有害物が含まれてないんだと

いう説明だったけれども、琉球新報ですかね、独自

で調査をしてＰＦＯＳ等含まれてたということが発

覚をしたと。これやっぱり県としてもきちんと、事

実確認、調査等をやるべきじゃないかなと思うんで

すけれども、どうですか。

○仲地健次環境保全課長 まず、この那覇市内での

事故に関して、ちょっと前置きなんですが、平成25年

度に那覇市が中核市に移行したことに伴いまして、

環境保全業務の大方が那覇市のほうに権限移譲され

ましたので、那覇市管轄のこういった水質事故につ

いては、まずは那覇市が行動することになっており

ます。ただ、県としましては那覇市のほうをバック

アップするという意味で、技術的な支援とか、サン

プリングのやり方とか、そういったのを協力してい

きたいと考えています。ちなみに今日なんですけど、

この事故のあった現場よりも海のほうを県のほうで

採水をしたいと考えております。

○島袋恵祐委員 那覇市のほうが土壌調査もやると

いうことであって報道もありましたけれども、やっ

ぱり県としても、那覇市とも一緒になって、県のほ

うも一緒に主導して、やっぱり県民の不安、これが

事実だったら、県民に対して不確かな情報を自衛隊

は伝えたということになるわけです。それは本当に

許せないと思います。だからきちんと県として、県

民の不安にきちんと答えるためにも主導してきちん

と調査をするべきだと思います。そこは強く求めた

いと思いますけどどうですか。

○仲地健次環境保全課長 那覇市と協力し合いなが
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ら連携して対応していきたいと思います。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いいたします。

次に、17ページの食品廃棄物調査事業、新規事業

について質問をいたします。先ほど概要等のお話が

あったんですけれども、家庭から出るごみを職員等

が袋開けて調査をするというお話でしたけれども、

この調査の結果というのは、今後どのように反映さ

せていくのか、どういったものにつなげていくのか

というのをちょっと教えていただけますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほども申し上げました

けれども、令和元年10月に食品ロス削減推進計画策

定の努力義務が法律で定められまして、来年度以降、

子ども生活福祉部のほうでその計画を策定いたしま

す。県内の実態はどうか、現状、また今後の目標を

定める上での基礎資料となる調査でございます。

○島袋恵祐委員 計画を策定するということで調査

するという話なんですけれども、例えば国が、今そ

ういった食品ロスのやり始めてるというとこで、ど

ういったことをやろうというような、そういったも

のっていうのもありますか、何か。

○松田了環境部長 この食品ロスの削減の推進に関

する法律では、基本的な施策としまして、消費者・

事業者に対する教育・学習の振興、知識の普及・啓

発等をやりますと。それから食品関連事業者等の取

組に対する支援をしますと、それから食品ロスの削

減に関し、顕著な功績がある者に対する表彰をしま

すと。それから先ほど課長のほうからございました

けれども食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な

削減方法に対する調査研究と、またフードバンク等

についても検討していくといったようなのが法律の

目的として位置づけられております。

○島袋恵祐委員 本当にテレビとか新聞等でも、こ

の食品ロスの問題というのはやはり大問題になって

いて、今話したようにコンビニとかでのおにぎりと

かそういったもの、売れ残ったらそのまま廃棄され

てしまうだったりとか、あとはまたスーパーの食品

とかもですね。そういったところで今話し合ってい

るフードバンクにつなげていくとか、いかにリサイ

クルをして、ロスをなくしていくかという問題に今、

国も上げて立ち上がったというところで、そこで県

としても取り組んでいくというような事業、そのた

めの調査というのは理解はしています。ぜひ目標と

か、計画というのをきちんと明確にして県民に知ら

せていく、そういったことを要望したいと思います。

では次の質問に行きたいと思います。次、犬猫の

いのちをつなぐ事業ですね。新事業なんですが、こ

ちら、今民間でもいろいろ里親を保護猫預かって譲

渡会とかそういったものもやってると思うんですけ

れども、これは近年増えていってるんでしょうか、

そういった保護する団体とかですね。

○比嘉貢自然保護課長 ボランティアで活動されて

いる団体の中で動物愛護管理法におきまして、犬猫

を10頭以上飼養している場合は登録を行わなければ

ならない、第二種登録という形になっておりまして、

その数字についてはつかまえてますけど特に増えて

るわけではございません。ただそれ以外の個人や民

間で、様々な活動がされているというところかなと

いうふうに思っております。

○島袋恵祐委員 やはり今本当にペットブームで、

特にやっぱり猫を飼いたいという子たちも多くいた

りとかいろいろお話を聞くんですけれども、その保

護猫を、そういった新しい飼い主の皆さんに譲渡し

た際に、きちんとそこでまた飼い主の皆さんが一生

面倒を見るような、きちんとそういった―何ていう

んですかね、教育はちょっと言い過ぎかもしれない

ですけれども、そういうようなマニュアル的なもの

を渡して、きちんと責任を持ってやってほしいとい

うような啓発、そういったものをやっぱりきちっと

やっていく必要があると思うんですけどもそのよう

な考え方はどうですか。

○比嘉貢自然保護課長 まず県動物愛護管理セン

ターで取り組んでいる内容から御説明させてくださ

い。

まず犬についてです。犬に関してはその新たな飼

い主になる方に関して、まず始めに適正飼養の講習

会、書類審査、飼養者宅の実際環境調査等を行った

上で引渡し、譲渡するという形を取っております。

その上で、譲渡後の飼養状況等の調査などのフォロー

アップを行うような形を取らさせていただいており

ます。

猫に関しましても、新たな飼い主になる方に対し

て個別で飼い方の指導を行いながら譲渡するという

ような取組で県では行っております。当然今保護し

ているのは、県だけではなくて民間ボランティア等

でもあると思います。私どもも特に登録ボランティ

ア団体等とは毎年意見交換等を行いながら様々なお

話をしておりますので、そういった中で、いろいろ

と情報共有をしていきたいと思いますし、今一生う

ちの子プロジェクト等で我々も特にテレビ等のＣＭ

等で幅広く広報活動してますので、様々な形で普及

啓発も同じくやれればと考えております。

○島袋恵祐委員 やっぱり犬猫殺処分ゼロを本当に
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目指して、本当に可能な限り面倒見てくれる方々に

きちんと引き渡していくという、取り組むというの

は本当にすごく大事だと思いますので、ぜひ引き続

き頑張っていただきたいと思います。

質問は以上です。

○瑞慶覧功委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。

同じ資料で質問したいと思います。今の犬猫のい

のちをつなぐ事業ですが、大変すばらしい取組だと

思います。近年の犬猫の殺処分件数の推移、まず教

えていただけますか。

○比嘉貢自然保護課長 県内の犬猫殺処分数ですけ

ど３年分ほどを御報告させていただきます。平成29年

度が1421頭、平成30年度が898頭、令和元年度が643頭

ということで年々減少している状況であります。

○比嘉瑞己委員 それでこの譲渡が進んだことが理

由にあると思うんですけど、譲渡の実績は幾らでしょ

うか。

○比嘉貢自然保護課長 譲渡につきまして、それぞ

れ所属別で御説明させていただきます。

直近３年間で、まず動物愛護管理センターでは平

成29年度は770頭、平成30年度は798頭、令和元年度

は736頭となっております。宮古保健所におきまして

は平成29年度は309頭、平成30年度が350頭、令和元

年度は346頭となっており、八重山保健所におきまし

ては平成29年度92頭、平成30年度が42頭、令和元年

度は53頭という状況でございます。

○比嘉瑞己委員 これ、後でちょっと資料で提供を

お願いしたいと思います。やっぱり譲渡件数が、殺

処分を減らしていく上でも大変大きな役割を果たし

ていると思います。それで、県の取組がどんどん進

んでいることは喜ばしいんですけれど、ちょっと私

の元に相談も幾つか寄せられていて、その真偽が定

かなのかというのもちょっと私もまだ調査中なんで

すけれども、実際この譲渡を受けても、その後虐待

をしているケースが疑われるということで、通報が

何件かありました。こういうのは県としても把握し

ているんでしょうか。

○比嘉貢自然保護課長 動物愛護管理センターにお

きまして、ふん尿とか鳴き声とかで虐待に関するも

のなど様々な苦情等の問合せは来ております。今お

話したような内容で―内訳がちょっとございません

が、ふん尿、鳴き声、虐待等の苦情等として動物愛

護管理センターで大体平成30年度が167件程度、令和

元年度で136件程度相談があったということは聞いて

いるところであります。

○比嘉瑞己委員 程度にもよると思うんですけれど

も、ちょっと見過ごせない虐待とかもあると思うん

ですよね。公園とかでも猫が殺されて捨てられたり

というのも、動物遺棄の件もあるんですけれども、

そういった深刻なケースについて、県はどのような

対応を今取っているのか、教えてください。

○比嘉貢自然保護課長 まず虐待の可能性のある内

容につきましては現地確認を行っております。その

上で適正飼養の指導等の対応を行うような形で取り

組んでいるところでございます。

○比嘉瑞己委員 そういった件数がどれくらいあっ

たのかを教えてほしいのと、私に寄せられた相談で

は、県警にも相談した、県の愛護管理センターのほ

うにも相談したんだけれども、その後どうなったか

ちょっと分からないっていうような相談だったんで

す。そういった県警との関係や、実際相談があった

方への報告というのはどういうふうになってますか。

○比嘉貢自然保護課長 これはどのような形で通報

があるのかなというところもちょっとございます。

県のほうにこういった虐待等のお話があれば、当然

県警等とも情報共有をさせていただいてるような形

で一応連携をさせていただいております。個別具体

的な虐待等の内容について、先ほど言いましたよう

に現地確認等を行うなど、県警もしくは地元の市町

村等とも確認取りながら対応の措置を持っていくと

いうような形を個別具体的に、通報があったものに

ついてはさせていただいているところであります。

○比嘉瑞己委員 現地確認をしたような、その深刻

なケースというのは何件ぐらい。

○比嘉貢自然保護課長 細かくこういった件数とし

て、統計上今数値として実際整理されていない状況

でございます。ですので先ほど全体として様々な相

談件数の中でも、こういった虐待も含めたふん尿、

鳴き声などで大体先ほど言ったような件数というこ

とで、そのちょっと内訳等までの整理というのは

ちょっと現場では行われてない状況です。

○比嘉瑞己委員 本当に信じ難い話でもあったので、

私も心配しているんですけれども、結構インターネッ

ト上では動画とかで示されたりしていて、私たちの

ところに届いていますので、ぜひ注意深くここは見

ていただきたいなと思います。

続いて、先ほどもあった食品の廃棄物の調査事業

ですが、説明があったように法律ができて、沖縄県

としてもこれから計画をつくっていく。その基礎資

料をつくるためだというふうに理解しました。これ

はどこの自治体のそのごみが対象になっているんで
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すか。

○比嘉尚哉環境整備課長 糸満市の協力を得まして

調査を実施する予定としております。

○比嘉瑞己委員 協力が糸満市だけになっているん

ですよね。その背景を教えていただきたいのと、そ

れともう一つ、この法律では県や市町村に求められ

ている役割というのがあると思うんですけど、そこ

も含めて教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 市町村のほうがまだまだ

具体的な、本格的な検討に入ってないというのが背

景でございまして、糸満市のほうでは市議会のほう

でも質問があったというふうに聞いてございまして、

糸満市のほうで調査を実施することとしております。

今後につきましては、次年度以降につきましては

また、市町村長、他の市町村等の意向も確認しなが

ら、実態把握に努めてまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 やはり法律を読ませてもらうとま

だまだ努力義務になっていて、市町村の動きも弱い

なというふうに思いました。その中で県が糸満市と

協力してやることで他の市町村に広がることが期待

されると思います。糸満市だけの調査を基に、離島

を含めて全てこの計画で行けというのはちょっと実

態にも合わないと思いますので、なるべく多くの自

治体が調査を取り組むことを期待したいと思います。

続いて、ちょっと予算書で探せなかったので教え

ていただきたいんですけど、昨年の11月から希少野

生動植物条例が施行されました。この条例に伴う取

組というのはあるんでしょうか。

○比嘉貢自然保護課長 令和元年に沖縄県希少野生

動植物保護条例のほうを制定させていただきました。

それで、今年度令和２年度から新規事業として希少

野生生物保護推進事業という形で予算措置を行って

おります。中身として、専門家で構成する検討委員

会を設置して、指定希少野生動植物と指定候補種の

検討、生息・生育状況のモニタリング等を実施して

おりまして、令和３年度も引き続き、指定候補種の

検討や指定種のモニタリング等について取り組むと

いうことになっております。

○比嘉瑞己委員 まだまだ県内には保護すべきもの

がたくさん動植物いると思うんですけど、現在の規

制対象は何種類になってるんですか。

○比嘉貢自然保護課長 この条例は令和２年11月

１日から全面施行されております。それに向かいま

して、今の指定希少野生動植物については今現在31種

を指定しております。外来種につきましても９種を

指定したところでございます。

○比嘉瑞己委員 またそもそもで申し訳ないんです

けど、条例の設置の目的、指定されることによって

どういったことが期待されるのか、基本的なところ

を少し教えてください。

○比嘉貢自然保護課長 この条例、制定する際に本

県の生物多様性の保全をするということでこの条例

を策定しております。当然法律においても種の保存

法等なりで守られてますけど、それはやっぱりあの

全国的な観点から保護されてるということで、やは

りまだまだ沖縄県にいる希少な野生動植物について

保護されてないのを条例が法律を補完するという形

で前回策定させていただきました。そういうことで、

法律で保護されていないものについて、県条例に基

づいて種を指定することによって、沖縄県内にいる

希少な野生動植物について保護していくという―当

然捕獲等が禁止されますので、そういった形ででき

るような形になってます。

一方外来種につきましても、指定外来生物法で法

律でこれも規制されておりますが、それを補完する

形でまた条例でやっております。ただ、条例の中で

やっぱり特に外来生物の中でも実際、それを飼われ

てる方々について、これは最後までしっかり管理し

ていただいて、途中で管理を放棄して野外に放出す

ることによって県内に広がることを防ぐという目的

で指定外来種について届出をさせて、しっかり管理

させていくというような形で、県内の希少野生動植

物等守りながら生物多様性を保全するというような

形の条例となっております。

○比嘉瑞己委員 世界自然遺産登録を目指す本県に

とってはやっぱり必要な条例だと思います。最初の

第１次のこの指定の発表のときに31種指定されたわ

けですけれども、この条例が法律で保護されていな

い動植物を条例で保護するっていう中身だと思うん

ですけど、意外だったのが、ジュゴンが法律で守ら

れていないということでした。ノグチゲラやヤンバ

ルクイナとかあるんだけど、ジュゴンは法で保護さ

れていない。であれば、県の希少野生動植物条例で

ジュゴンこそ保護の対象にすべきだということを提

案をさせていただきましたが、この新年度、先ほど

あったこの審議会とかですか。そこで第２次の指定

というのはあるのか。その際にジュゴンもぜひ入れ

るべきだと思いますが、いかがですか。

○比嘉貢自然保護課長 ジュゴンにつきましては、

いわゆる国の種の保存法の中では指定されておりま

せんが、国の天然記念物というような形で別の法律

では一応指定されている状況ではございます。ジュ



－447－

ゴンにつきましては、先ほど31種につきましては条

例の施行に併せて特に優先にしてやらなければなら

ないものについて、令和２年11月に指定させていた

だいたところであります。ジュゴンにつきましても、

我々はこの指定に向けまして昨年６月５日から18日

まで提案の募集等をさせていただきました。その際

には、ジュゴンについての提案がされていたところ

でございます。現在、当然次の指定に向けまして今

専門家等の意見を聞きながら、選定作業を進めてお

りますので、その中でジュゴンについての検討も今

行っているところであります。

○比嘉瑞己委員 ぜひ指定されることを期待したい

と思います。

最後に赤土の流出防止海域モニタリング事業とい

うのがありますが、これまでも取り組んできたと思

いますが、そこでちょっと伺いたいんですけど、こ

の赤土の流出量のこの間の推移、そしてまたサンゴ

の被害の状況とかどうなっていますか。

○仲地健次環境保全課長 赤土の流出量の推移なん

ですが、まず赤土条例の施行される前の平成５年が

県全体で年間52万1000トンというものが、平成13年

度で38万2000、平成23年度で29万8000、平成28年度

直近のデータが27万1000トンということで、県全体

でいえば、25万トンの削減で約５割削減されており

ます。あとサンゴの被害の状況はどうかという御質

問ですが、サンゴについては、赤土が生息に悪影響

を与えるということはよく知られているんですが、

この流出量の状況が、実際、それ以外にも、オニヒ

トデだったり、サンゴの白化とかという現象もあり

ますので、赤土がどのぐらい寄与したかというとこ

ろまではちょっとまだ把握できておりません。

○比嘉瑞己委員 そういったのをこのモニタリング

事業で調査していくというふうに理解していいのか

な。

○仲地健次環境保全課長 このモニタリング事業の

中では、生物調査であったり堆積状況調査―サンゴ

の生育も確認はしてるんですが、赤土が増えるとサ

ンゴの生育が悪くなるということがあるので、そう

いった堆積状況、状況調査をやっています。魚を指

標に、水が濁ると魚の生息種類が変わったりという

こともあるので、そういった視点でも調査を実施し

ております。

○比嘉瑞己委員 ぜひサンゴの影響もしっかり調べ

ていただきたいと思います。この赤土の原因は何な

のか。また赤土被害の量は減ってきてはいるんだけ

れども、流出量に占める要因別の割合。どういうふ

うになってますか。

○仲地健次環境保全課長 条例施行前の平成５年と

平成28年度で比べますと、農地からが32万1000トン

から22万6000トンということで６万5000トン削減さ

れて、これは３割削減ということになります。開発

事業からは16万7000トンから２万8000トン。削減量

が13万9000トンで約８割の削減になっております。

ただ、平成28年度のトータルの県全体の流出量は27万

1000トンなんですけど、その約８割が農地からとい

うことになっております。

○比嘉瑞己委員 まだまだ農地からの流出が大部分

を占めているということが分かると思います。皆さ

ん基本計画も持っているわけですけれども、この目

標の達成状況というのはどういうふうになってます

か。

○仲地健次環境保全課長 赤土の流出量をその陸域

ごとに見た場合、削減量が多かった地域が金武湾で

4173トン、宮良湾で3449トン―こちらが、平成23年

度と28年度比べた場合の削減量ですが、そういった

状況で改善が見られた地域もございます。

また一方、悪化した地域として、北谷町西海岸で

3264トンの増加であったり、宜野座の潟原のほうで

もちょっと増加したというような状況があります。

海域でいいますと、改善した海域というのは、今

帰仁の東北の海域、宮城島の東北東海域であったり、

悪化した海域は２件ありまして、平良湾の北の海域、

国頭村の美作海域が悪化したというデータになって

おります。

○比嘉瑞己委員 改善したところもあれば悪化して

いるところもあると思うんですけれども、今回のこ

のモニタリング事業は、次の、今の基本計画が平成

25年のものですから、そろそろ改定の時期なのかな

と思います。その基礎調査なのか。もしそうであれ

ば次の基本計画策定に当たって、これまで指定され

ている監視する海域というのがあると思うんですけ

れども、さらに追加をする予定とかがあるのか。重

点的にやるというところが増えていくのか、そこら

辺の考え方を教えてください。

○仲地健次環境保全課長 委員御指摘のとおり、赤

土等流出防止基本計画というものが令和３年度まで

でして、次年度最終年度を迎えます。そのためにこ

の事業費の中で、最終の評価を行うための海域を拡

充して調査を実施することとしております。次年度

データを取りまとめて最終評価につなげたいと思っ

ています。

次期計画ではどうかというお話ですが、ちょっと
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まだ、この現計画の状況を整理した上で、それから

専門家の意見を聞きながら海域を増やすかどうかと

いうところは、検討していきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 先ほどの食品ロスの問題でも、そ

の基礎調査を環境部がやって、所管の部署が取組やっ

ていくと思うんですけど、この赤土問題でも―これ

部長にぜひ聞きたいんですけれども、前々から農地

が課題だと。実際今も８割が農地からの赤土だって

いうのが分かっているわけですよね。だけど、沖縄

県の農家の皆さんは小規模農家が多いからその対策

がなかなか取れないというところまで分かってるん

ですよ。だけれども、それを止めることができない

ままずっと来ていて、やはりこれどうにかしないと

いけないと思うんですよね。せっかく環境部が頑張っ

ても、その農家を支援する農水のほうがさらなる対

策を打たないと、やはりこれ止まらないと思うので、

部局間の連携っていうのが大切だと思うんですけど、

その点どのように考えてますか。

○松田了環境部長 環境部でもやはり調査結果をき

ちっと事業に反映させていただく必要があるという

認識はございます。実際、農林水産部でも優先的に

赤土対策を実施するような勾配修正をしたり、そう

いった事業実施する際には環境部のデータを使って、

優先順位を決めたりというふうにしているというふ

うに聞いております。またソフト事業でベチバーを

植えたり、そういう植栽事業等についても一生懸命

取り組んでいただいているところがございます。し

かしながら、やっぱり根本的に抜本的に改善するた

めには、やっぱり勾配修正といったハード事業が大

きな鍵を握ってると思いますのでまたそういったと

ころについて、加速度的に事業をできるようにした

いと思っておりまして、これについては新たな沖縄

振興のための制度提言においても、農林水産部と一

緒に検討してやっていくことも今ちょっと検討して

いるところでございます。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、次期振計の中でもこれ大き

な問題として取り上げていただきたいと思います。

終わります。

○瑞慶覧功委員長 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

当初予算案の説明資料の16ページ、有機フッ素化

合物環境中残留実態調査事業ということで、先ほど

予算が200万ほどなくなっているものに関して、自前

で調査ができるようになったということをおっしゃ

られてましたけれども、この自前の調査というのは、

米軍基地関係しかできないでしょうか。それとも環

境部が必要と認めれば、このＰＦＯＳ、ＰＦＯＡと

か、今の機器というのは使用することができるとい

うことでしょうか。

○仲地健次環境保全課長 先ほど紹介した分析機器

の導入に当たって、一括交付金を活用しました。一

括交付金を活用するに当たって、沖縄の特殊性―ど

ういった特殊性に該当するかというところがありま

して、この機器整備するに当たっては、米軍基地の

影響という点で整備したところですので、原則、基

地周辺というところがあります。米軍基地周辺とい

うのがあります。

○玉城健一郎委員 この中で、先ほどこの有機フッ

素化合物で自衛隊基地から泡消火剤が出ていて、報

道ベースではＰＦＯＳが含まれてるっていう状況に

ついて、先ほど調査するっていうことをおっしゃら

れてましたけれども、これ具体的にどの地域を何か

所ぐらい調査する予定なんでしょうか。

○仲地健次環境保全課長 今回の自衛隊の泡消火剤

流出事項に関して、県が調査しようと思っているの

は、豊見城市側の海域３地点を考えてます。また別

途、那覇市さんが那覇市側の海のほうをやるという

ふうにちょっと調整しておりますので、そういった

ところで今検討しております。

ちょっと補足なんですけど、先ほど機器整備した

ところではあるんですが、まだ運転できる状況では

なくて、機器のほうはセッティングがありますので、

現在考えているのは外部委託で分析することを考え

ております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

これ、自衛隊基地からこの泡消火剤ということで

最初の報道のほうで県も発表してますけど、ＰＦＯ

Ｓは含まれてないっていうことで、もう全く安全で

すよということを自衛隊が言っていたんですよ。そ

れに関して今回、新聞社が調査をした結果で、この

ＰＦＯＳが含まれていると。専門家からも有毒性が

指摘されているという状況の中、正直この米軍の対

応よりも正直今回悪いのかなと。自衛隊の対応とい

うのは。県民をだましている状況ですので、米軍に

対してしっかり沖縄県は厳しく調査を求めています

けれども、自衛隊に対してもしっかり求めていかな

いといけないと思うんですよ。これ、那覇市と連携

して、今後この実態調査だったりとか、中の土壌調

査していく予定というのはあるのか、御答弁をお願

いします。

○仲地健次環境保全課長 まだ具体的なところまで

申し上げられるところはないんですが、那覇市と連
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携して対応していきたいと思っております。

○玉城健一郎委員 やっぱり米軍基地の中でも求め

ていってますので、調査によってＰＦＯＳの値が出

てきてるんだったら、海域でも、すなわち地域の地

下水の中でも出てくるんだったら、やっぱり自衛隊

基地の基地内での土壌汚染の状況というのをしっか

り確認しないといけないと思いますので、ぜひよろ

しくお願いします。

次移ります。同じく17ページの55の動物収容・譲

渡拠点施設整備事業と、56犬猫のいのちをつなぐ事

業。関連するので少し質問させてください。先ほど

譲渡件数が上がっていて、その結果この殺処分数が

減ってきたという答弁がございました。この譲渡数

というのは、この中でボランティア団体が引き取っ

た頭数、割合というのはどれぐらいあるのか、御答

弁をお願いいたします。

○比嘉貢自然保護課長 令和元年度の数値でいきま

すと、犬猫合わせてボランティア団体へ譲渡された

のが80％となっております。

○玉城健一郎委員 その中で今回動物収容譲渡拠点

施設というのが造られるということで、本当に皆さ

んの頑張りだったりとか、この県政の中で殺処分ゼ

ロをつくるという中でやっぱり大切なことだと思い

ます。その中で収容施設、どれぐらい収容のキャパ

シティーが増えるのかということと、もう一つ、譲

渡というものに関してどのように譲渡会を開いてい

くのか。今結局そのボランティア頼みで、ボランテ

ィアが引き取ってるから、譲渡件数伸びているけれ

ども、一般の人たちでまだ２割しかいない状況の中

で、どのようにそれを周知広報とかしていくのか、

御答弁をお願いいたします。

○比嘉貢自然保護課長 今回、この動物収容・譲渡

拠点施設整備事業という形で少し施設の整備をさせ

ていただきます。今委員がおっしゃったように、こ

れからやっぱり広く県民に親しまれる拠点が必要で

あるということで、今年度実は実施設計のほう行っ

ておりまして、来年度の整備費としてその中で施設

の中に当然犬猫の飼養室、そしてあと展示、県民の

方々と触れ合いできる場所。県民等の交流や学習で

きる拠点。あとまた一部は当然県民の方も利用でき

るドッグラン等の整備を次年度やるという整備費を

次年度盛り込んでおりますので、こういった整備を

行って令和４年度から本格的な供用の中で、県民に

親しまれる拠点という形に持っていって、犬猫殺処

分ゼロに取り組んでいきたいというところでござい

ます。

○玉城健一郎委員 今回本当に犬猫をつなぐ事業

だったりとか、ボランティアとしっかり連携すると

いうことは少し意識して感じておられますし、そこ

に対してしっかり評価をしたいと思います。

今、沖縄県動物愛護管理推進計画というものをつ

くってると思いますけど、今後の、パブコメは終わっ

たと思いますけれども、今後のスケジュールについ

てお伺いいたします。

○比嘉貢自然保護課長 今回、昨年国の動物愛護管

理法の改正に伴って国の指針が見直されましたので、

それに合わせて改定の作業しておりました。先月２月

に、今回沖縄県動物愛護管理推進計画について一応

改定を行ったところでございます。この計画につき

ましては、実際には令和３年度から10年間の計画と

いう形で、この計画に基づいて様々な施策を取り組

むという形になります。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

パブコメが結構来てたと思いますけれども、これ

何件ぐらいあったのかっていうことと―もし分から

なければ、私が答えたほうがいいですね、件数は。

じゃあ、パブコメでどういった内容が多かったのか、

印象に残っていることがあれば、御答弁をお願いし

ます。件数は大丈夫です、私知っていますので。

○比嘉貢自然保護課長 推進計画ですので、いわゆ

る10年計画として今後取り組まなければならない内

容等について、書かせていただいたところでござい

ますから、やっぱり特に様々な実際犬猫等を飼われ

てる方、また、ボランティア団体等から具体的にやっ

ていただきたい内容、殺処分を減らしてほしいため

に、まず殺処分をなくしてほしいとか、もっと不妊

去勢手術をやってほしいとかというような具体的な

内容の意見がどちらかというとパブコメではあった

ところでございます。

○玉城健一郎委員 やっぱりパブコメでそれぐらい

内容を見てみると具体的で、かつ施策に対してもま

だまだ甘いんじゃないかというところの指摘があっ

たんですね。確かに動物愛護―殺処分ゼロをするに

当たって、県もそうですけども市町村、そしてまた

ボランティア団体、住民とかが連携しないとやっぱ

りこのゼロというのはつくれないと思っています。

そういう状況の中で今後この動物管理計画はつくっ

てるんですけれども、沖縄県としてボランティア団

体だったりとかそういったところと意見交換を密に

することで、やっぱり中身がどんどん伴ってくると

思いますので、そういった意見交換をする予定とか、

考えとかはございますか。



－450－

○比嘉貢自然保護課長 まずボランティア、いわゆ

る登録ボランティア団体とは以前から毎年年度初め

等に意見交換を定期的に行うような形でやっており

ます。また個別にやっぱりボランティア団体等セン

ター等への訪問されることがありますので、そのと

きにセンターの職員と様々な意見等が出てるという

ところは我々も承知しておりますので、こういった

形で今定期的に動物愛護ボランティア団体等の御要

望等は一応お聞かせいただきながら、その中で県と

して取り組める部分、当然必要な予算措置等もござ

いますのでそういったところを取り組ませていただ

いております。

○玉城健一郎委員 分かりました、ありがとうござ

います。この計画の中で飼い主のいない猫への対応

―いわゆる野良猫への対応について書かれていまし

たけれども、県としてどのような対応をするのか、

いま一度御説明をお願いいたします。

○比嘉貢自然保護課長 沖縄県のほうで、今地域猫

マニュアルというのを策定しております。今全国的

に、県内でも様々な形やボランティア団体がいわゆ

るＴＮＲ活動という形で、避妊去勢手術をしてまた

元に戻してっていう形で取組あると思います。ただ

我々県として取り組むためには、当然やっていくた

めにはまず避妊去勢手術も大事ですけど、その後しっ

かりその地域で見守りながら、その不妊去勢手術を

した猫たちがその生涯を全うしていただくというと

ころが大事だということで、やっぱりそういった活

動に、特に地域としてそういった体制ができている

というようなことを確認を取りながら、それを地域

猫という形で県として認定しております。今現在の

ところまだ県内で２か所しかございませんけども、

やっぱりこういった継続的に見守る体制でもって、

やっていかなければ続かないところもありますので、

今こういった内容について、県内各市町村等に情報

提供しながら、ぜひ地域において見守れる環境づく

りをしながら、できるだけ飼い主のいない猫がその

生涯を幸せに全うできるような社会にできるような

ことを、今これからも進めていきたいというところ

でございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

何か所か聞こうと思ってたんですけども、２か所

ということで。地域猫活動がこの計画でも10か所と

いうことで書かれていました。今のペースだとなか

なかつくれないのかなというのを私も感じていて。

というのは、地域猫活動ってどういったことなのか、

県民がほとんど知らないと思うんですよ。地域の中

には猫を減らしたいという思いというのはみんな一

緒なんですけれども、ふん尿被害が嫌だからという

住人だったりとか、またそのＴＮＲの一環で餌を与

えながらやらないといけない、そことの、やっぱり

トラブルというものが多々あると思うんですね。そ

れに関して、やっぱりこのボランティアと住民だけ

でこれをやるっていうのはなかなか難しいと思うん

ですよ。その中で、沖縄県だったりとか市町村の役

割。市町村としてやっぱり周知していく。特に沖縄

県一生うちの子プロジェクトといってＣＭだったり

とかラジオとかＳＮＳでどんどん発信していて、適

正飼育というものに関して、ある一定数、特に若い

世代についてはどんどん浸透していってると思うん

ですよ。今後やらないといけないもの、殺処分ゼロ

に関して言えば、やっぱりこの沖縄県がずっと言っ

てるこの地域猫活動というものをどんどん進めてい

く。地域猫活動がどういったことなのか。こういっ

た人たちがなぜそういうことをやってるのかという

のは沖縄県として発信していく必要があると思うん

ですけれども、そうじゃないと、結局この今言った

モデル地区10か所をつくることもままならないとい

うことになると思いますので、こういった広報活動

をしてはどうかという提言なんですけれども、御答

弁をお願いいたします。

○比嘉貢自然保護課長 ありがとうございます。

やっぱり地域猫をやるためには、そういった自治

会単位でしっかり意見をまとめてやっていかなけれ

ばならないというところがございます。その辺の県

民全体の周知活動というのは、今委員の御指摘を踏

まえまして、さらなる展開をこれから考えていきた

いと思います。今そういったことにつきましては、

先ほど言いましたように我々も毎年各市町村ともそ

ういった意見交換の場を設けてまして、この地域猫

活動の取組については毎年御案内しております。幾

つか実際には相談等はございます。ただやっぱり実

現までは、様々な皆さんの意見、話合いをしながら

進めていかないといけないところであって、まだな

かなか数として実現できていないところがございま

す。ただやっぱりこういったことを増やすというこ

とで、今回の動物愛護推進計画の中でも今後10か所

まで増やすということをやってますので、この取組

については引き続き市町村とまず連携しながら、取

り組まさせていただきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 以上です。

ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 新垣光栄委員。
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○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。

それでは私は、令和３年度の当初予算案の説明資

料から質疑をさせていただきます。まず初めに、今

回の新規事業の44番から、政府はグリーンとデジタ

ル、次の時代を牽引する成長の柱にしたいというこ

とで、環境に優しいエネルギーということで打ち出

している。その中で44番の電動車転換促進事業の中

で、基盤整備。電動化に向けた基盤整備を図るとい

うことなんですけども、その工程はどのように今考

えて―方針ですね。方針はどのように考えていらっ

しゃるのでしょうか、伺います。

○久高直治環境再生課長 お答えします。

県では、2030年に向けまして、温室効果ガスを26％

削減、2050年に向けまして温室効果ガスゼロを目指

しております。それに向けて、まずは沖縄県の県庁

内の公用車を電動化することによって温室効果ガス

を削減すると。それを機運づくりの一環としてやっ

ていきたいと思います。沖縄県としましては、その

今政府も打ち出してます、2050年の温室効果ガスゼ

ロを打ち出しておられますので、省が昨年宣言され

てるということもございますので、そういった国の

支援を受けながら、様々なところに、例えば今言っ

た太陽光とかそれをセットした蓄電池、それと一緒

に含めた電気自動車の補助ができないかとか、制度

提言の中に含めて、制度提言をしながら、また、次

世代エネルギーというのもございますので、これも

一応日進月歩の状況で、非常に今沖縄県で今後の将

来に向けて適切な次世代エネルギーを活用していっ

て、そういった温室効果ガスゼロに向けて進んでい

きたいと考えております。

○新垣光栄委員 先ほど質疑の中でも、どのように

考えてるかということで、やはり県がある程度方針

がないと、ただ政府からエネルギー転換だと言われ

て、補助金が出るから県庁内に設置するんだでは何

のビジョンもないと思います。やはり大きなビジョ

ンの中でどういうふうに県はこのゼロミッションを

進めていくということをしっかり計画を示さないと、

各市町村もなかなか取組ができないと思います。今、

与那原町でもそういうふうに電気自動車を町の自動

車にしていくということでまちづくりのほうに生か

してるんですけども、そういうふうに、県が指導的

な立場で、県全体の市町村を網羅して取組をしてい

かなければならないと思ってるんですけど、その辺

はどのようにお考えでしょうか。

○久高直治環境再生課長 委員の御指摘のとおりだ

と思います。先ほどちょっと述べてはいるんですけ

ども、今2030年、2050年の温室効果ガスの目標を定

めておりますが、その定める際は協議会を開きまし

て、いろいろ有識者の方とか、いろんな利害関係者

―沖縄電力さんとか沖縄ガスさんとか市民団体も含

めてお話を聞いておりまして、そういった方々から

意見を聞く中で、沖縄県の最適な方向性を決めてい

くんですけども、ただ今次世代のエネルギーが特に、

例えば水素があったりとか、いろんなものがありま

すけども、どれを活用するかというのはまだ未知数

のところもありまして、この、必ず水素１本でいく

のか、太陽光もありますし、そのベストなマッチン

グですか、ミックスですね。やるというふうな国の

政策でもありますので、それを踏まえつつ検討して

いきたいと考えております。

○新垣光栄委員 そこで今、どのエネルギーを使っ

ていくというところで、今方針が定まらないという

ことで、今49番ですね。その中で観光施設等による

省エネ施設の導入補助の事業内容を少し教えていた

だけないでしょうか。

○久高直治環境再生課長 これは、沖縄型の観光関

連施設ということで、沖縄県のリーディング産業で

あります観光関連施設に対して、例えば電気をＬＥ

Ｄ化することとか、空調設備を最新型の低公害型の

ものにするとか、そういったことに関して申請して

いただければ補助をするというようなものとなって

おります。

○新垣光栄委員 この施設は、ほとんどがＬＮＧに

なってると思ってるんですけどそれで理解してよろ

しいですか。

○久高直治環境再生課長 この対象施設につきまし

ては、沖縄県の例えばホテルとか、旅館業、あとス

ポーツレクリエーション施設みたいなもの、ボウリ

ング場だとかそういった施設を全部含めてなので、

必ずしもＬＮＧを使ってるところだけではなくて、

そこのところで、こういったことを、例えば電気を

付け替え工事をする際にＬＥＤ化していただくとか、

そういった個別で申請ができるような仕組みとなっ

ております。

○新垣光栄委員 先ほど水素のほうも出てきたんで

すけど、今沖縄県では水素の取組が今ないと思うん

ですけども、どのように、この水素の部分とＬＮＧ

の部分を、どのように整合性を今から取っていかれ

るか。

○久高直治環境再生課長 今現実に、確かに委員御

指摘のように水素というのはなかなか沖縄県内では、

あまり―宮古島市のほうで水素ステーションがあっ
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て、これは環境省の補助金を使って走らせている水

素自動車が３台ございますが、それ以外というのは

なかなかあまりちょっと我々も承知してないところ

ではあるんですけども、ＬＮＧに関しては、今実際

発電所でも活用しておりまして、ＬＮＧ自体はほか

の石炭とかほかの化石燃料に比べると、二酸化炭素

が30％ほど削減されるとか、その他の有害物質も少

ないという低公害ということもありますので、水素

―先ほどお話ししていた水素を活用したいろいろな

社会づくりとか、再生可能エネルギーを活用してい

く中で、非常にそれについては沖縄県もいち早く取

り入れていきたいと考えておるんですけども、その

間どうしてもやっぱり現実的にＬＮＧを今活用して

いかないといけないというところもありますので、

それも進めつつ、エネルギー政策については、商工

労働部と沖縄電力さんが所管しているところではあ

るんですけども、そういった商工労働部のほうで沖

縄電力さんと調整をしていくと思いますけども、そ

こと連携しながら進めていきたいと考えております。

○新垣光栄委員 やはりそういう政策が曖昧であっ

たらとても困ると思うんですよ。投資しても投資効

果が得られるのかどうかも心配で投資もできないと

いうことで、やはりある程度沖縄電力さん、政府も

踏まえて方向性を早めに設けないと、その事業が本

当に2030年26％削減できるのか、2050年にゼロ％ま

で持っていけるのかというと、私はできないと思い

ますので、その辺の方向性を県と国、そして沖縄電

力さんと含めてしっかりやっていただきたいと思い

ますんでよろしくお願いします。

それでは次です。45番の、アカギの被害対策の検

討事業ということで、詳細のほうお願いいたします。

○久高直治環境再生課長 アカギの被害につきまし

ては、令和元年の６月に、那覇市内の街路樹でアカ

ギの被害が確認されております。原因は、ヨコバイ

という昆虫の一種で、国内で初めて確認されたもの

でございます。現時点では、農薬取締法上の登録さ

れた薬剤がないことから、薬剤に対する対応、適用

ができないような状況なので、枝葉を剪定して、何

とか対応しているという状況にございます。

○新垣光栄委員 本当に観光立県のこの街路樹がぶ

つ切りされて、もうみっともないですよ。この中で

農薬散布すればいいのではないかなと思ってたんで

すけど、それもできないっていうこと―農薬取締法

で。その中で、今この事業の中でどのような工程で

今取り組んでいかれるのか。お願いいたします。

○久高直治環境再生課長 次年度につきましては、

今委員御指摘があります農薬ですね、登録申請、適

用拡大というようですけども、そのアカギに使える

農薬を、登録―その前に、そのために委員会を立ち

上げて、どのような農薬がまず有効なのか。それ以

外に有効な何か防除方法があるのか、駆除方法があ

るかというのを次年度検討していきたいと考えてお

ります。

○新垣光栄委員 この対処ができても、デイゴのよ

うに、県花でありながら全くなくなっている状況が

あるものですから、そういうことにならないように

よろしくお願いします。関連して、デイゴの対策と

いうのは、今どのように進めているのか。

○久高直治環境再生課長 デイゴにつきましても、

デイゴの被害、デイゴヒメコバチの被害などがあり

まして、そういった被害があるというような報告が

あります。それで沖縄県、うちの環境部としまして

は、デイゴとかホウオウボク―街路樹などや公園な

どに活用しまして、環境部の所管でいいますと公園

とか、そういったその辺の周辺の緑化に関するのが

我々の管轄でありますので、それ以外の森林に関し

ては農林水産部のものとなっておりますが、そういっ

た公園などにあるデイゴとかホウオウボクに被害が

あるということで、それを両方含めて平成29年から

委員会を立ち上げまして、これも駆除方法を―どう

いった薬品が非常に最適なのかとか、どういう駆除

方法があるのかとか、そういった今調査研究をやっ

て、モニタリングをしながら令和３年度に結論を出

したい、マニュアルを策定していきたいと考えてお

ります。

○新垣光栄委員 ぜひ、県の花であるデイゴが一つ

もない。ほかの県では県花がいっぱい咲いてると思

うんですけど、沖縄県本当にもう情けないなと思い

ますんで、その辺をしっかり取り組んでいただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。

次に47番のちゅらサポート事業なんですけども、

これ空港のサポート事業だと思うんですけど、この

辺の説明をお願いいたします。

○久高直治環境再生課長 本事業は、観光地の沖縄

のイメージを高めるために、離島の玄関口である空

港及び港湾において、季節の花などを用いてディス

プレイをしたりとか、周辺をちょっと飾りつけをし

まして、南国らしさを演出する撮影スポットなどを

形成しまして、観光客などに利用させていただいて

るというところでございます。

○新垣光栄委員 それで那覇空港の位置づけが大阪

空港局の管理なので、これは県には関係ないという
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ことで理解してよろしいでしょうか。

○久高直治環境再生課長 那覇空港に関しては国の

管理となっております。

○新垣光栄委員 でも、国の管理としても沖縄県の

空港なんですよ。どうにか今、総合事務局のほうに

も観光推進室ができていますので、その辺と連携し

ながら同じような取組ができないのか。協議がどの

ようにしていけばいいのか私も分からないですけど、

その辺は考えていないのか。

○久高直治環境再生課長 土木建築部に関しまして

は、総合事務局さんといろいろ提携しながら会議な

どを持たれながら進めていると聞いておりますので、

環境部としましてもそこのほうと連携しながら進め

てまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 昨日の質疑でも、土木のほうはやっ

ていくということで返事いただいたんで、環境部の

ほうも一緒になって本当に連携してやっていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

続きまして、先ほどからありました動物の虐待、

犬猫の虐待のほうで、45、46一緒にやりますのでよ

ろしくお願いいたします。今は北谷町のゼロ番地、

そして中城湾港の新港地区、新夢咲公園等で、猫の

遺棄とか虐待が行われてるんですけども、その実態

は把握しておりますでしょうか。

○比嘉貢自然保護課長 まずうるま市にある新夢咲

公園のほうからお答えします。あちらに関しては、

令和元年８月のあたりから、ＳＮＳ等で猫の虐待と

か連れ去りの情報等があったところであります。こ

の件に関して特にこっちは動物愛護管理センターに

特段通報等はない状況で、こういったので感知した

ところでございます。

この件に関しまして、私どもその公園の管理者で

ある中部土木事務所の中城湾港分室ともいろいろ相

談しながら確認させていただきまして、現地のほう

も確認させていただきまして、関係する方からもお

話を聞いたところであります。その後、11月から一

応公園内に監視カメラも設置しながら、管理のほう

は中城湾港分室にお願いしながらその状況を見守っ

ている状況でございます。また一応警察のほうでも

引き続き公園周辺のパトロールなどを行いながら注

視してるというような状況を聞いておりますので、

今私ども環境部自然保護課としては中部土木事務所

の中城湾港分室と連絡を取り合いながら、必要な措

置は取っていきたいというところで今進めていると

ころであります。

一方北谷町の件でございますけども、こちらは多

分、大分以前―平成30年度から特に令和元年にかけ

てちょっと不審死のあの情報があったというところ

はございますが、最近においてそういったことの情

報は我々のほうにはちょっと入っていない状況でご

ざいます。ただ、当然遺棄、もし虐待等のお話があ

れば、当然現状確認をまず行った上で必要な対応す

るということで、環境部として取り組んでいるとこ

ろであります。

○新垣光栄委員 私、土木部のほうでも、公園をき

れいにすることによって少なくなるんではないかな

と、遺棄虐待が。その中で、先ほども地域猫活動の

話がありましたように、そのような活動をやってい

けばかなり減っていくと思うんですよ。そして環境

美化整備に伴って、それで土木部のほうにも提案さ

せていただいたんですが、協議会等をつくって、地

域の皆さんが関わることによって、そういうのも少

なくなっていくのかなと思っておりますので、ぜひ、

環境部のほうも、その地域美化活動の中で、そうい

う提案があればぜひ一緒になって発信していただき

たいと思うんですけど、どのようにお考えでしょう

か。

○比嘉貢自然保護課長 ありがとうございます。

当然公園等のそういった施設管理者、県営であれ

ば当然土木建築部等であると思います。そういった

ところが例えばこういった地域猫の活動場所となる

んであれば、当然管理者である土木建築部のほうと

も、我々も連携した取組をやってきたいと思います。

いずれにせよ実際活動されるその地域の方々が一番、

活動を支援していくことが必要だと思いますので、

そういった活動の内容等につきまして、我々もそこ

の地域猫の命を守っていかなければなりませんので、

そういった観点から関係する機関等とは、意見交換

等しながら、取り組めるようにはしていきたいと思っ

ております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

ぜひ部長、この商工部、それで、土木部、環境部

一緒になって取り組むことによってこの地域もよく

なるし、そういう動物の虐待や遺棄がなくなると思

いますので、その辺をしっかり、横軸の政策でしっ

かり取り組んでいただきますよう、よろしくお願い

します。一言、その見解をお願いします。

○松田了環境部長 御提言どうもありがとうござい

ます。委員おっしゃるように、土木建築部が管理し

ている公園、あるいはその地域の事業者の方々、そ

れから地域の住民の方々との連携というのは非常に

重要だと思っておりますので、まだ十分部局間の連
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携が取れてない部分もございますので、そこは我々

のほうからも積極的に連携を取るように努めていき

たいと思っております。

○新垣光栄委員 はい、ありがとうございます。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時20分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

金城勉委員。

○金城勉委員 皆さんこんにちは、よろしくお願い

します。

まず最初に、これまでも委員会や一般質問でも取

り上げてまいりましたけれども、気候非常事態宣言

について、今年度中に発出するという答弁でしたけ

れども、進捗状況はどうですか。

○久高直治環境再生課長 お答えします。

気候非常事態宣言につきましては、専門家や様々

な機関から関係者から意見を聞いて、パブリックコ

メントを昨年の12月から今年の１月にかけて実施し

まして、今現在それを踏まえて検討を行って、今決

裁の手続を取っているところでございまして、３月

中に非常事態宣言を発出する予定となっております。

○金城勉委員 この非常事態宣言が世界的にも注目

され、また国内においても各自治体が宣言も出すよ

うになってきたんですけれども、この議論の背景に

ついて御説明いただけますか。

○久高直治環境再生課長 きっかけとなったのは、

最初の６月の議会でもお話したんですけれども、

2016年12月にオーストラリアのデアビン市のほうで、

この市民の間からこの気候非常事態宣言についての

動きが始まりまして、それが世界各地に波及しまし

て、その背景としましては、やはり記録的な高温や

台風などの強大化、あと豪雨、大洪水、大規模な山

火事などをきっかけにそういった活動が活発になっ

てきているということでございます。

○金城勉委員 2016年のオーストラリアでの取組が

きっかけになっているんですか。

○久高直治環境再生課長 一般的に、そのような形

で、デアビン市のほうから始まったと言われており

ます。

○金城勉委員 私の認識では、2015年のパリ協定あ

たりが一つのきっかけになって、世界的にこういう

脱炭素社会への取組がスタートしたのかなと思った

んですけど、この辺の関係はどうですか。

○久高直治環境再生課長 委員おっしゃっているよ

うに、2015年のパリ協定―確かにこれはもう世界的

に、もう気候非常事態宣言を発出するような状況で

あるということで、最低でも２度以下、または1.5度

以内の温度の上昇を抑えないと、世界的な気候非常

事態になると。そういった、世界の中の国連の中で

話し合われた結果を受けて、またそういったオース

トラリアの活動に波及になったのかと思われます。

○金城勉委員 そうですね、やっぱり2015年のこの

ＣＯＰ21パリ協定の締結が、この国連加盟国の大い

なる関心を呼んで、その具体的なパリ協定における

目標設定というものがあったわけですね。これはも

う2015年にそれを決めて2020年からの取組として、

2030年を目途にして、産業革命以前の数値と比べて

２度以内に抑えると、できれば1.5度以内に抑えると。

そういう目標を掲げて、もう国連が主導をして、世

界的な取組になっているわけですけれども、その世

界的な議論も踏まえて日本の状況はどうですか。

○久高直治環境再生課長 日本におきましては、国

におきましても、昨年、菅総理のほうから2050年に

向けて温室効果ガスゼロを目標に、カーボンニュー

トラルを目指すというふうに宣言しております。

○金城勉委員 今現状として、日本のこのＣＯ２削減

の取組、数値的なものも含めて今の状況はどうです

か。

○久高直治環境再生課長 日本も京都議定書も皮切

りに、日本も約束草案の中で目標値を設定しており

まして、現在は、緩やかといいますか、日本は一応

減少傾向にあるというような状況になっております。

○金城勉委員 19年の12月にＣＯＰ25があって、そ

のときに日本は国際的な評価としてはあまり芳しく

なかったという記憶があるんですけどね。ですから、

そういう意味でも、やはり日本の取組は世界的に見

ると立ち後れているというふうな認識を持っている

んですけど、どうですか。

○久高直治環境再生課長 国の目標につきましては、

今委員のおっしゃっておりますパリ協定に基づいて、

一応目標を立てておりますので、その目標を忠実に

日本のほうとしては達成に向けて、努力していると

いうところで、それについては評価できるのではな

いかなと思っております。ただ、世界的に見ると、

さらに特別報告書で委員がおっしゃるように２度目

標ではなくて、1.5度という目標もございますので、

より高い基準、要するに、排出削減が必要だという

ことを言われているということは承知しております。

○金城勉委員 数字的に見ると、日本のこのＣＯ２削
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減の取組というのは世界５位、ワースト５位という

不名誉な評価になっているんですね。だから、そう

いう意味で、やっぱり菅総理はそういう危機感を持っ

て従来打ち出していなかった2050年のＣＯ２ゼロを目

指そうという打ち出しをして、目標を掲げたわけで

すけれどもね。だから、そういうところからすると、

やはり全国的なこの盛り上がりというものをつくっ

ていかないと、目標は掲げたものの、実際はどうな

るかということが問われてくるんでね。しかも、課

長が説明したように、これは本当に達成できなけれ

ば地球の存続そのものが危機に瀕しているという、

非常に切迫感のある危機感から、このＣＯＰ25も国

際社会、国連の中で議論されてきたわけですから。

そういう意味では、本当に国が主導をしながらも、

なおかつ各都道府県も、あるいはまた全国の市町村

も、そして当然民間のほうも呼びかけながら、そう

いうこの啓発というものを高めていかないと、数字

が独り歩きしてね、経過したら、後ろを振り返った

ら何もできていなかったということになりかねない

ので、もしもそういう状況になると、世界的な視野

から見れば経済活動そのものにも大きな影響が出て

くるというふうに聞いているんですけど、その視点

はどうですか。

○久高直治環境再生課長 国連のほうもＩＰＣＣの

ほうも幾つかの想定をしていまして、委員おっしゃ

るように、悪い想定でいきますと、今のままそのま

ま温室効果ガスを減らさないでいくと、さらに温度

が上昇して、まずあらゆる経済活動―例えば農業と

か水産業、そしてまた人的にも熱中症の被害が拡大

すると。様々な社会活動が非常に停滞するというふ

うに言われております。

○金城勉委員 そうですね。だからこそ、やっぱり

そういう取組というものは真剣に、具体的な目標数

値を掲げて、それを達成しなければ、もう国の存続

そのものが問われるというぐらいの緊迫感のある国

際協定なんですね。ですから、そういうところはやっ

ぱりしっかり受け止めてやらないといけないと思う

んですけれども。そこで、沖縄県が今度３月いっぱ

いで目指している、この気候非常事態宣言の内容の

ポイントを教えてください。

○久高直治環境再生課長 ポイントとしましては、

やはりこれは金城委員がおっしゃっておりますよう

に、これはもう人類生存の非常に基盤の危機に瀕し

ているということで、誰がではなくて世界中の人々

が、沖縄県民も、県がとかということも含めて―県

も、行政は当然トップに立たないといけませんが、

民間も含めて全ての県民一人一人が行動できること

を含めて、この宣言としていきたいと考えておりま

す。

○金城勉委員 具体的に、もう表現の文面もあらか

たできていると思うんですけれども、沖縄県の宣言

として、ここは強調をしていると。今、その前に日

本国内で自治体として何か所ぐらい宣言発出されて

いますか。

○久高直治環境再生課長 都道府県でいいますと、

４県が気候非常事態宣言。市町村でいいますと、52市

町村となっております。

○金城勉委員 ようやく、56の自治体が宣言を出し

たということで、沖縄が今度、今月いっぱいで出す

ということでありますけれども、その文言で特に沖

縄県はここを強調しているんだと、ここを特にポイ

ントとして発出したいんだというところは、どうい

うものがありますか。

○久高直治環境再生課長 先ほどと少しまた同じよ

うな話で申し訳ありませんが、１つとしましては、

やっぱり県民、事業者、行政機関が気候変動に関す

る影響を適切にまず理解すると。その上で、各機関

が連携して取組を実施するというところを強く提案

していきたいと考えております。

○金城勉委員 その程度は当たり前の話ですね。や

はり、今後野心的なね、目標の設定とか取組の意欲

とか、そういうところを表現する。沖縄の宣言は違

うなというような文面にはならないんですか。

○松田了環境部長 今、決裁中ということですけれ

ども、この非常事態宣言は２ページにわたる、今、

内容になっておりまして、最初のページはいわゆる

今、地球環境の置かれてる状況、それから沖縄県で

どういう状況になっているかと。それから、先ほど

課長からもありましたけれども、県、それから事業

者、市町村、県民の方々、皆さん一緒になってやら

なくてはいけませんという、そういうその背景をま

ず１ページ目に入れておりまして、そして取り組む

べき事項として３つ挙げておりまして、まず、その

具体的な取組事項は別紙ということで２ページ目に

なっております。それから、２番目としまして、2050年

に温室効果ガスの実質排出ゼロを達成しますという

―いわゆる2050年に温室効果ガス排出ゼロを、この

中で改めてうたう形になっております。２ページ目

の各そのステークホルダーに呼びかける文面としま

して、まず、あらゆる手段を県は対策を取っていき

ますという県の取組の姿勢をまずうたっております。

それから、市町村には、市町村も2050年に実質排出
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量ゼロを目指す宣言を行ってくださいと。それから、

そのための取組を実施してください。そして、市町

村の住民の方々には、正しい情報をスムーズに伝え

るようにしてくださいと。それから、市民の方々に

は、いわゆる地球に優しい生活様式に変えていきま

しょう。あるいは、事業者の方々には、事業活動に

伴って温室効果ガスを減らすために、あらゆる取組

を行ってくださいという―県も自ら率先してやりま

す、各ステークホルダーの方々にも可能な取組を実

施してくださいということを呼びかける宣言になっ

ております。

○金城勉委員 それで、ＣＯ２ゼロを目標に掲げると

きに、当然今までの石炭中心のこのエネルギーから

どう再生エネルギーに転換していくのか。その再エ

ネの表現はどうなっていますか。

○久高直治環境再生課長 沖縄県のほうは二酸化炭

素排出量の半分は電力によるものでありますので、

再生可能エネルギーをより効果的に、より大規模に

実践してきて、これを脱炭素の社会に構築していく

というような文言になっております。

○金城勉委員 この再エネの活用推進ということも

うたわれていますか。

○久高直治環境再生課長 うたわれております。

○金城勉委員 その再エネの具体的な数値目標もあ

りますか。

○久高直治環境再生課長 この気候非常事態宣言の

中では数値目標はないんですけれども、うちの温暖

化対策の実行計画などでは、そのような再エネの様

々なものの取組を大体160施策ぐらい設置していると

ころでございます。

○金城勉委員 そういう具体的な取組の実施計画の

中で、それは織り込んでいくというふうな理解でい

いですか。

○久高直治環境再生課長 そのとおりでございます。

○金城勉委員 分かりました。この気候非常事態宣

言というのを一つのきっかけにして、県民挙げて、

当然、公的機関も民間の機関も、そして県民もひと

しく同じ認識の下にそれを進めていくということに

しないと、恐らく2030年の目標、2050年の目標とい

うものはかなりハードルの高い目標ですから、なか

なか厳しい取組になっていくと思いますのでね。だ

から、そういう意味ではやっぱり環境部が率先して

その旗振り役を担っていただいて、それを具体的に

進めて達成していく。そして、いろんな経済活動に

も、これは大きな変革をもたらす取組になるはずで

すから、そういうところをまた横断的に、ほかの部

局とも連携の必要性が出てくるはずですから、そう

いうところでぜひ率先してリーダーシップを発揮し

ていただきたいと思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 下地康教委員。

○下地康教委員 私は歳出の予算事項の事項別積算

内訳書の中でやりたいというふうに思っております。

今、通知をしました。それの20ページの中で環境

整備企画費、それの節で18。補助金のほうがあるん

ですけれども、それの海岸漂着物等の地域対策推進

事業というのが8400万余り組まれております。これ、

前年度はどのような事業内容、実績があるのか、そ

れの説明をお願いします。

○比嘉尚哉環境整備課長 お答えします。

海岸漂着物等地域対策推進事業の補助金の概要で

すけれども、同事業では土木建築部や農林水産部と

海岸管理者が行う回収・処理や環境部が行う各種調

査のほか、市町村が実施する回収・処理、普及啓発

事業に対して、費用の９割を補助金として交付して

います。令和元年度の市町村に対する補助実績は17市

町村等に約5150万円を交付し、165.8トンの海岸漂着

物の回収処理及び普及啓発事業が実施されておりま

す。

○下地康教委員 ちなみにどの自治体が、一番市町

村が補助額が多いんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 補助金の額でしょうか。

○下地康教委員 額です。

○比嘉尚哉環境整備課長 補助金の事業費の額が一

番大きいのは石垣市でございまして、784万4000円が

元年度の実績となっております。訂正いたします、

失礼します。伊平屋村ですね、伊平屋村が額でいき

ますと1070万円が一番大きい実績となってございま

す。

○下地康教委員 宮古島市は分かりますか、金額は。

○比嘉尚哉環境整備課長 宮古島市は113万7000円と

なっております。

○下地康教委員 これは非常に、離島においては漂

着物、海岸の漂着物、その問題が非常に大きいんで

すね。ぜひ、これ前年度と比べて総予算のトータル、

補助金のトータルは増えてるんですけれども、これ

はしっかりと、地方の市町村の要望を聞いて、ぜひ

この予算を、これ以上の予算を獲得していただきた

いというふうに思っております。

次に行きます。戻るんですけれども、16ページで

すね。16ページの産業廃棄物の対策費でございます

けれども、それの補助金の項目のほうで、公共関与



－457－

事業推進費というのが4300万余り計上されてるんで

すけど、これの内容を教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 令和３年度は、地元の地

域の振興策としまして、安和区のコミュニティーセ

ンターがございますけれども、その周囲に計画する

防潮壁設置等に対して補助を行う計画でございます。

○下地康教委員 今、多良間村のほうで産業廃棄物

の処理についての事業が進行中だと思うんですけれ

ども、その事業の内容を教えていただけますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 多良間村においては、農

業用ビニールの処理に困っているという事情がござ

いまして、その処理をいかにするかということで、

今年度、小型焼却炉を設置しまして、一般廃棄物―

木くずなどと混焼実験をして処理を効率的に行うと

いうことをしております。

○下地康教委員 今年度は、その事業は継続をされ

ているんですか。それと、継続をされているんであ

れば、どの部分に予算が計上されているのか教えて

ください。

○比嘉尚哉環境整備課長 今年度の事業の予定とし

てしましては、この離島廃棄物適正処理促進事業の

ほうで展開するんですけれども、令和２年度の検討

の成果を基に、今年度は２つの離島で小型焼却炉を

設置して、この費用削減効果というのを検討したん

ですけれども、次年度はこの施設整備に補助金を出

して、離島の廃棄物の処理の促進を図ろうというこ

とで考えております。

すみません、失礼しました。20ページの12の委託

料の６番、離島廃棄物適正処理促進事業でございま

すので、委託料、補助金が６番ですね、離島廃棄物

適正処理促進事業、予算が1920万となっております。

○下地康教委員 この事業は令和３年度にも予算が

組まれているということで、これ何年度まで続くん

ですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本的には来年度までの

事業となっております。

○下地康教委員 分かりました。

次は34ページですね。34ページの環境保全行政費

の中での委託料ですけれども、それの委託料の13番、

電動車転換促進事業が、委託料で1100万円。工事も

入ってますね。工事費も入っていますし、機械・器

具費も入っていますけれども、機械・器具費におい

ては２億円余り計上されてますけれども、この事業

内容を教えてください。

○久高直治環境再生課長 電動車転換促進事業は、

地球温暖化対策の一環として、令和３年度から県の

県知事部局が管理する全ての公用車について、順次

電動車に転換する事業となっております。

○下地康教委員 これ、公用車のみの事業というこ

とで理解していいですか。

○久高直治環境再生課長 これは県の知事部局の公

用車となっております。この中には、まず、備品購

入費としまして電動車。それと太陽光パネルの設置

と、その太陽光パネルと電源、自動車とを結ぶ線の

設置工事などの費用となっております。

○下地康教委員 この地球温暖化に関する対策事業

等の政策ということでそういうふうになっているん

ですけれども、この事業を推進するにおいて、例え

ば補助金等があればそれを教えてください。

○久高直治環境再生課長 まず、以前にエコカー補

助金というものが、今クリーンエネルギー車補助金

というふうなものがございまして、それがＰＨＶ購

入者については20万円。それと県が購入する場合は、

地方交付税の交付金の措置がされることとなってお

ります。

○下地康教委員 この補助事業は今でも続いてるん

でしょうか。

○久高直治環境再生課長 続いております。

○下地康教委員 この予算額というのは大体どのぐ

らいですか。たしか、エコカー補助金とか、そういっ

たものは、国からの補助メニューがあるとは思うん

ですけれども、それを沖縄県は実施はしていないん

ですか、各市町村に対して。

○久高直治環境再生課長 現在のところは、まだ実

施しておりません。今言った補助金とか地方交付税

の措置につきましては、国のほうが直接行っておる

と思います。

○下地康教委員 この事業というのは、これは市町

村が直接申請をして、受け取ることになるんですか。

○久高直治環境再生課長 今回の事業につきまして

は、県の公用車を整備するものでありますので、す

みません、この事業につきましてはそうなんですけ

ども、そうですね、この地方交付税とか、クリーン

リサイクル補助金につきましては、市町村が直接申

請するものということになります。

○下地康教委員 なぜ県はやらないんですか。

○久高直治環境再生課長 確かに県のほうでは、ま

だ、そういった補助金の制度というのは設けており

ませんので、今後検討してまいりたいと考えており

ます。

○下地康教委員 これほかの都道府県、特に東京あ

たりではこれやっているんですよね。なぜそれが沖
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縄県でできないのか、その理由を教えてください。

○久高直治環境再生課長 確かに東京都のほうとか、

九州でも幾つかの県がやっているということであり

ますけども、まだその辺、うちのほうはまだ検討が

まだちょっと足りなかったというところでございま

す。今後検討していきたいと考えております。

○下地康教委員 これだけ、沖縄県のほうも二酸化

炭素をゼロに向けて頑張ると。そういう宣言をして

いるにもかかわらず、そういう県としての補助制度、

それは活用していないというのは非常に問題がある

と私は思っているんですね。それをしっかりと導入

をして、そういう車が普及するような取組が僕は絶

対必要だと思っておりますので、これはぜひ検討し

ていただきたいというふうに思います。

○松田了環境部長 御提言、大変ありがとうござい

ます。今環境部のほうでは、いろいろと地球温暖化

対策のメニューをいろいろ検討しているところでご

ざいますけれども、この運輸部門での対策というこ

とにつきましては、今、我々ＥＶ等電動化するんで

すけれども、その電源を何で電力を充電するかとい

う点も重要でございまして、今、沖縄の場合ですと、

石炭火力あるいは重油ということで、なかなか温室

効果ガスの削減効果としては、ダイレクトにすぐ出

ないという状況もございます。そういったことも含

めて、まずはその県のほうで電動化するのと併せて

太陽光パネルを入れてですね、充電も併せてクリー

ンな充電にしていこうということで率先してやると

いうことを今考えております。そういった成果も見

ながらですね、市町村にもそういったことを、我々

のデータも開示しながら導入が進むように少し検討

を進めたいと思っております。

○下地康教委員 それと私が問題視というか非常に

心配するところが、環境省といいますか、それと経

産省、その経産省との連携、それが非常にうまくい

くと、また国においてもですよ、それまた県、市町

村においても、県においてもですね、それをしっか

りと連携を取っていただきたい。なので、沖縄県に

おいては商工労働部ですよね。商工労働部と環境部

がしっかりとこの件に関してはタッグを組んで、県

民が分かりやすいような補助制度、仕組み、そういっ

たものをつくり上げていってほしいというふうに思

いますので。これ待ったなしなんですよね、それで、

要するに、もうとにかく早い者勝ちというところが

ありますから、それはしっかりと検討を早めていっ

ていただきたいというふうに思います。

○松田了環境部長 今商工労働部のほうでは、エネ

ルギービジョンをつくっておりまして、我々は地球

温暖化対策実行計画をつくっております。この２つ

の計画は、エネルギー政策を商工労働部が、温暖化

対策の部分を環境部がということで、連携して今つ

くっておりますので、引き続き御提言にありますよ

うに、連携してスムーズに対策が取れるように努め

てまいりたいと思っております。

○下地康教委員 宮古島ではですね、今再生エネル

ギーが非常に進んでいるのは宮古島空港なんですよ。

あそこのほうで、いろいろ水素エネルギーもやって

いますし、そういったものをやっているんですけれ

ども、その中でちょっと耳にしたのは、やっぱり環

境省と経産省との、補助メニューが若干違うと。そ

の辺の連携がよく分からないと。実際、利用しよう

とする支援、補助制度を利用しようとする場合はで

すね、非常に分かりにくいところがあるというふう

な話を聞いておりますので、それもしっかりと商工

労働部と連携をしながら、補助を受ける方がやりや

すいようにお願いしたいというふうに思います。

それでは次、59ページの赤土流出対策についてで

すけれども、まず委託料でですね、２番の赤土流出

防止海域モニタリング事業というのが、これ１億円

余り組まれていますけれども、これの内容を教えて

ください。

○仲地健次環境保全課長 お答えします。

本事業は、県が実施している赤土等流出防止対策

内容に反映させるために、赤土の流出状況等把握す

る事業となっております。次年度の事業につきまし

ては、沖縄県内の全海域で赤土等の堆積状況や生物

生息状況、あと陸域の状況、あと川の赤土堆積状況、

生物の生息状況を調査するとともにですね、来年、

次年度、計画の最終年度ですので、年間流出量を推

定して、最終評価を行う計画となっております。

○下地康教委員 その赤土の流出の要因というのは、

大きく分けて土地改良事業、それと工事をする場合

の赤土防止条例―建築工事ですね、それがあると思

うんですけれども、彼らは、農林水産部はそれなり

に赤土防止対策をやって予算を組んでやっていると

思うんですけれども、一旦畑から流れて海域に出る

ときに、これ、それぞれの所管が違うということで、

その対策が非常に有効になっていない部分がありま

す。それをですね、どういうふうにして解決してい

くか。要するに、実際事業を行っている側と、それ

と環境をしっかりと皆さん方がやっている部門です

ね、それを有効に連携をさせて、それでどういうふ

うな対策を取れば、そういう赤土が防止されるのか
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と。また、実際環境に対する影響というのはどうい

うふうになっているのかということを、しっかりと

その事業者、要するに事業主体ですね、農林水産部、

それと土木建築部、そういった方々としっかりと詰

めて、県民に分かりやすいような、その調査結果を

残していただきたいというふうに思っております。

○仲地健次環境保全課長 環境部と事業実施部局と

の連携について御説明したいと思います。まず、環

境部のほうで環境モニタリングを行って、その結果

を県の関係課長で構成する沖縄県赤土等流出防止対

策協議会幹事会というのがございまして、こちらの

ほうで、モニタリング結果を共有したり、改善点を

お互いに確認しております。その下に、またワーキ

ングチーム会議というのがありまして、こちらは班

長級で年２回やっております。この共有するデータ

を、関係課のほうで、特に農林水産部のほうには赤

土防止対策の各事業の中で、事業計画を策定する際

に国庫要求用の資料として、このモニタリングの結

果を用いて国に説明しているというようなことを聞

いております。引き続き関係する農林水産部、土木

建築部等と連携しながら赤土対策を進めていきたい

と思います。

○下地康教委員 よろしくお願いいたします。

次は74ページの外来種の対策事業ということで、

これも１億300万余り予算が組まれております。それ

の内容をお聞かせください。

○比嘉貢自然保護課課長 この外来種対策事業につ

きまして、平成27年度から行われている事業であり

ます。これまで外来種対策に向けて、外来種対策の

指針、外来種リスト、行動計画などを策定するとと

もに、生態系への影響が大きい外来種の捕獲手法等

を検証しております。昨年なんですけど、令和元年

度までその検証をしていまして、捕獲手法との確立

に向けた取組で、環境部のほうで、沖縄島中南部で

グリーンアノールやタイワンスギを、竹富町黒島で

インドクジャク、下地島でニホンイタチの駆除につ

いての捕獲手法の確立の取組。あと、県内の主要港

湾・空港において、ヒアリ類のモニタリング等調査

を行っていました。令和元年度までのこれらの捕獲

手法の検証結果を踏まえて、今年度からこの確立し

た手法を用いまして、先ほど言った、種の本格的な

捕獲やモニタリング対策、外来種の情報収集普及啓

発というのを令和２年度、そして令和３年度も引き

続きこれを強化しているというのが事業の内容でご

ざいます。

○下地康教委員 いろいろ専門的なことをおっ

しゃっていただいているんですけども、ただこれ、

外来種ということで、基本的には外来種を県内にお

いてなくすという事業だというふうに理解してよろ

しいですか。

○比嘉貢自然保護課課長 まず、当然農林水産業も

含めて県内の自然環境に影響を与える外来種につい

ての防除に向けて、最終的には目標でございますが、

まず今、既存の中ではなるだけそういった影響を抑

えるための、これ以上の拡大を防止をしながら外来

種を少なくしていくということで、今当面は強化し

ているというのが、事業として進めているところで

あります。

○下地康教委員 ちなみにこの調査というのは、事

業計画、調査期間というのはどの程度考えておりま

すか。

○比嘉貢自然保護課課長 先ほど言いましたように、

まず、この事業、平成27年度から始めまして、一応

来年令和３年度までで一応今事業として計画してお

ります。令和元年度まで一応捕獲手法の検討とかし

てまいりまして、今年度から検討した内容を実際に

本格的な捕獲等やって、令和２年、令和３年と取り

組みますので、こういった内容を踏まえまして令和

４年度以降の外来種対策の事業の新たな対策を、今

後検討していきたいという考えでございます。

○下地康教委員 はい、了解です。

ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 座波一委員。

○座波一委員 冒頭で部長からは県知事公約である

世界に誇る沖縄の自然環境を守るために、予算編成

をしているということでありました。ただいま議論

にありましたとおり、赤土流出問題は私もかねてか

らずっと取り上げておりますが、この赤土流出はモ

ズク等の海面養殖にも多大な影響を与え、サンゴ礁

の壊滅にも影響を与え、観光資源を劣化させている

ということで、沖縄にとっては大変厄介なものなん

ですね。それが今年、最終年度となりますが、具体

的に効果が出ているという説明もありますけども、

これといった決め手の、その対策方法というのは何

と考えていますか。

○仲地健次環境保全課長 平成５年から平成28年に

かけて約半分に減っているんですけど、その中で大

きいのは、やはり赤土等流出防止条例の開発行為に

対する規制かと考えております。

○座波一委員 開発行為の規制、これはですね、工

事に関わる規制は大分改善しているんですよ。いわ

ゆる先ほどから議論があるとおり、農家の問題なん
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ですね、農業の問題。だから、農林と連携を取って

これを止めるための対策を打ちますということを何

度も繰り返して答弁してきてますが、そこの部分が

ですね、目に見えた効果というのがなかなか見えに

くい。本当にこれといった方法があるのかと先ほど

からの議論に対して、農家ができるはずないですよ。

これ農家任せになっている。さらにこの努力義務み

たいな位置づけにしているわけですので、これは本

当にできるんですか。

○仲地健次環境保全課長 委員御指摘のとおり、農

家任せでいいのかというところがあるかと思います。

それで、環境部のほうでは対策事業として、モニタ

リング事業は調査事業なんですが、対策事業として、

赤土等流出防止活動支援事業というものを設けてお

りまして、こちらはそういった活動を行う団体への

支援や、環境教育等を実施するということで、事業

を実施しております。また、営農的な対策というこ

とで農林水産部のほうでの事業になるんですけど、

地域の赤土対策を担う農業環境コーディネーターを

支援、そして地域の赤土対策を進めるというような

事業もございます。また、農地農村整備課で実施す

る水質保全対策事業（耕土流出防止型）という事業

がございまして、こちらのほうでは勾配抑制、土層

改良、暗渠排水等の発生源対策施設や、排水施設、

沈殿池等の整備といったような、施設整備を実施し

ているところもあります。

もう一つ、ちょっと紹介したんですけど。維持管

理面での紹介なんですが、村づくり計画課のほうで

多面的機能支払交付金事業というのがございます。

こちらのほうでは、地域の資産である農地水路、農

道等の保全管理、長寿命のための支援ということな

んですけど、具体的には沈砂池や排水路の土砂上げ

とかグリーンベルトの適正管理というのを支援して

いるというふうに聞いております。

以上です。

○座波一委員 いろいろ策を講じてるというのは分

かります。コーディネーターを育成したり、サンプ

リングしたり。それは分かるんですが、先ほど申し

上げたとおり、なかなか目に見えた効果が出てない

というのはもう否めません。今、内閣府が何か実証

実験で取り組んでるっていうことは見に行ってます

か。

○仲地健次環境保全課長 業者のほうからそういっ

た情報を入手しております。今、現場には行ってお

りません。

○座波一委員 まだ見ていないんですか。

○仲地健次環境保全課長 はい、そのとおりです。

○座波一委員 私はこれ、実際現場には行ってない

んだけど、ＤＶＤなんかで見たんですけれどもね。

画期的なやり方だなという感じもしたんですけど、

ぜひこういったものも見て研究したほうがいいと思

います。ただいまの内閣府との連携はどうですか。

どう考えてますか。

○仲地健次環境保全課長 環境部の連携、今のとこ

ろ庁内に限っておりまして、内閣府のほうとはそこ

までは連携しておりません。改善に向けた取組とい

うことで考えていきたいと思います。

○座波一委員 次に、ギンネム問題ですね。これも

う本当に、沖縄全島津々浦々、与那国からヤンバル

まで、ギンネムはもう繁茂が激しいですね。そこで

ですね、３年目の最終年度になりますが、私もこの

問題を取り上げて、やっとこれが調査に入ったわけ

ですけども、何らかの駆除とか、そういった成果出

ましたか。方法は確立されましたか。

○久高直治環境再生課長 現在、外部有識者委員会

を令和元年度から委員会を立ち上げまして、令和２年

度に実証試験を始めまして、現在もモニタリングを

続けてですね、その中での委員から―以前から意見

がありましたけども、やはり一番効果があるのは、

伐採後の根元に薬剤を注入する方法が一番有効であ

ると。それとやはり、伐採後、ゴムシートがどれく

らい被覆したら効果があるかということで、今現在

完全に被覆すれば、30センチ以上被覆すれば、完全

に枯死するということが一応分かっております。そ

れ以外に委員からは以前から指摘もいろいろ御意見

もありますけども、アレロパシー効果とか、そのほ

かの土壌酸化剤とかその辺については、今実証を続

けているところでございます。

○座波一委員 先ほどから議論がありましたグリー

ンエネルギー対策にも、こういったのを活用したら

どうかと思うんですね、本当に。バイオ燃料、お話

がありましたとおりですね。それに、逆にチップ化、

チップに材料を使うようなことにすれば、逆には環

境等、そういう二面性の一石二鳥の効果が出てくる

わけですので、エネルギー問題も。そういうふうに、

当面の駆逐ができてないんですね、当面の伐採がで

きてない。だから、これもやりながら研究を重ねな

いと、どんどんどんどん増えていくんですよ。です

から、化石燃料の対策としてもチップ化をするため

に、ギンネムを収集させるというこの施策はないで

すかね。

○久高直治環境再生課長 委員が、以前からそういっ
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た提言をしていただいて、我々もその検討を一応行っ

ていて、いろいろ事業者のほうにヒアリングに行っ

たりとか、様々な今意見を伺ってるんですけども、

今すぐに、これを活用できるというところがまだ、

今見つかっていないところでございまして、またい

ろいろ意見を聞きながら、確かにそういったふうな

形で、委員が提案しているようなものでやると非常

に効果的になると思いますので、そういうことも参

考に今後検討していきたいと考えております。

○座波一委員 民間ができないところを最初に県が

やるというのが、大きな進歩になりますから、そこ

は可能性があるとなれば、私はやっぱり時流に沿っ

てチップ化をするために、積極的にギンネムを収集

していって、そういうシステムをつくったほうがい

いと思いますよ。これ、本当に離島の隅々までギン

ネムだらけですからね。沖縄の生物多様性を、これ

が本当になくしてきてますよ。この現状、前に現状

把握の話もしたんですが、なかなかできてないんじゃ

ないですか。やっていますか。調べてますか。

○久高直治環境再生課長 確かに委員が御指摘のよ

うに、2000年に―これ委員も御存じないのでこれは

また寝耳に水かもしれませんが、環境省のほうが約

20年ぐらい前にまとめた資料がありまして、それか

らうちのほうでもいろいろ目視でやったりとか、事

業の中で少し見れる範囲では見ているんですけれど

も、おっしゃる正確な数値としては、今は出せては

いないので、ちょっとこれも今後検討をしていきた

いと。どのような手法を使ってこれを計算していく

のかとか、把握していくのかも含めて検討をしたい

と考えております。

○座波一委員 今、ドローンもありますから、しっ

かりこの繁茂状況を、全島全部把握してくださいね。

次回また聞きますから。

次に、倉敷のごみ山処理問題ですね。これ、21年

４月から15年間かけての処理計画を協定するという

ことなんですけれども、その処理工程とか、処理計

画の内容、最終処分はどうするのか、処理経費はど

うするのか、あとは浸出水に対する対応はどうする

か、お願いします。

○比嘉尚哉環境整備課長 倉敷の件につきましては、

このごみ山の改善について、今、15年で改善すると

いう計画を示しておりまして、地元といろいろ話を

しているところですけれども、この具体的な処理方

法については、新たな施設、湿式トロンメルと呼ば

れるものですが、それを導入しまして、廃棄物を選

別しまして、可燃物は焼却する。それからリサイク

ルできるものはリサイクルする。それでも残るもの

については、うるま市内で現在建設中の最終処分場

で、埋立処分し、15年かけて改善する計画となって

おります。この15年というのはどういうことかと申

しますと、この原因をつくった倉敷環境は、過年度、

不法投棄で許可取消しとなりまして、今資金が十分

に得られないと。形としては、この倉敷環境が前に

―以前持っていた焼却炉とか関連する廃棄物処理施

設、それを関連会社の倉敷に貸して、その貸し出し

た資金でこのごみ山を改善していくと。この資金の

中でできる期間として15年ということを示してござ

います。排水の処理については、今、新たに導入す

る施設があるんですけれども、それに水処理施設を

敷設するということになっておりまして、また倉敷

環境としては、また別に水処理施設も検討をしてお

りまして、そういったことを併せて15年で計画する

という内容になってございます。

○座波一委員 選別リサイクル、最終処分というよ

うな形なんですけど、これは８年計画と内容は変わ

らないんじゃないですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 以前も基本的に、選別し

て可燃物を焼却するという計画であったわけですが、

前回の計画は、この焼却炉―この改善するに当たり

新たに導入しました焼却溶融炉、つまりの普通の焼

却じゃなくて、さらに高温で溶かすという手法を検

討していたわけですが、それが当初の計画どおりに

はうまくいかなかった、導入がうまくいかなかった

ということがございまして、今回は溶融ということ

はやめて、先ほど申し上げました湿式トロンメルと

いう―これは廃棄物を、簡単に言えばふるいにかけ

るんですけども、このふるいにかけるときに水洗い

するといったような設備でして、これで、この廃棄

物が積み上げられた場所には、土が覆土として大分

混じっておりますので、この土の部分は取り除いて、

可燃物だけを取り出してこれを焼却すると。土につ

いては利用ができるのであれば、リサイクル材とし

て使用をしまして、利用できないのであれば最終処

分場で、今新たに建設している最終処分場で覆土な

どとして利用をするといったような計画になってご

ざいます。

○座波一委員 リサイクルという手法が進めば、こ

の部分がまた逆に使える部分も出てくるわけですか

ら、そういう意味では、ある意味では、県も―この

問題は非常にこれは全国的にもこれは非常に恥たる

問題ですから。この産業廃棄物のごみ山というのは、

全国にとってあり得ない山なんですよね。ですので、
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そういう意味での処理においても、しっかり指導を

して、前回の８年計画が頓挫したことにならないよ

うに、監視していただきたいと思います。

先ほどからも赤土問題、そしてギンネム問題、こ

のごみ山問題。これは知事の公約である世界に誇る

と。世界に恥じるですよ、これ。そういう状況なん

ですよ。ですので、しっかりと、この計画を立てて、

結果を出すというようなその予算を組んでやってる

というわけですから、結果を出すようによろしくお

願いします。最後に、部長お願いします。

○松田了環境部長 委員の御指摘の点については、

我々も知事の公約あるいは21世紀ビジョン基本計画

等の実現に向けて、最大限努力していく必要がある

と考えておりまして、来年度もその点については部

を上げて対応してまいりたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。

環境部の沖縄市のごみ山問題ですね。まず冒頭に、

これ新年度予算にこのごみ山問題を解決できるよう

な、そういう予算というのはどのぐらい計上をされ

ておりますか。そこから教えてもらえませんか。

○比嘉尚哉環境整備課長 歳出予算事項別積算内訳

書の15ページの委託料の中に―下から２つ目の欄で

すね。この中で産業廃棄物対策費というのがござい

まして、今ここで約4000万弱ほどございますが、こ

の中に含まれておりまして、ごみ山周辺の環境モニ

タリング業務としまして1743万5000円の予算を計上

してございます。

以上でございます。

○照屋守之委員 これ当初、県と地元との約束、基

本合意書がありますね。それに沿って取組をしてお

ります。現状のほうはどうなっていますか、ごみ山。

○比嘉尚哉環境整備課長 現状ですね、昨年度始め

頃、業者が測量をしたところ約47万立方メートルの

体積がございました。ただ、話合いを継続している

間にも、事業者は少しずつできる範囲で改善を進め

ているといった状況にございます。

○照屋守之委員 これ、合意書の中にありますけれ

ども、このごみ山の撤去について、どのように今、

県は責任を果たしていますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本的に、このごみ山と

いうのは、この事業者が不適正に積み上げたもので

ありますので、その原因をつくった行為者である倉

敷環境が改善するべきものと考えております。県と

しては、産業廃棄物の処理に関して指導監督の権限

を有する立場から、これまで改善命令の発出等を行っ

ておりまして、引き続き確実な改善が図られるよう

事業者を指導してまいりたいと考えてございます。

以上です。

○照屋守之委員 今説明したのは、このごみ山の基

本合意書の３条と４条で、今、県の責任があってやっ

ているという、そういう理解でいいんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この４条に基づいて今、

ごみ山の改善を指導監督してございます。以前の計

画につきましては、改善がうまくいかなかったとい

うこともございまして、事業者を指導して、新たな

改善計画を作成させて、それについて地元の自治会

等、関係者等、意見交換をしながら今後の改善を図っ

てまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 私が言っているのは３条もあるで

しょうと言っているんですよね。今、４条は指導監

督だけど、甲ができない場合は、速やかに必要な処

置を講じるのが県の役割でしょ。だからそれはどう

いうふうにやってるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 そういうこともございま

して、事業者には新たな計画を作成させて、それに

ついて地元と意見交換等を行っているというところ

でございます。

○照屋守之委員 今、ごみの量は47万立米ですか。

これは、47万立米を片づけたんですか、残がこれだ

けですか、どのぐらい片づけて47万になる。この47万

の数字と、これ、今残っているごみ山を片づけるに

はどのぐらいお金がかかりますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 金額自体は15年計画には

示されてございません。令和元年10月に、この株式

会社倉敷環境が測量をしまして、47万2000立方メー

トルという測量の結果を出しております。その後―

少しデータが古いんですけれども、撤去を開始して

おりまして、令和２年10月の段階では、10月分とし

て、1059トンの廃棄物を撤去してございます。

○瑞慶覧功委員長 休憩します。

（休憩中に、照屋委員から47万立米から1000ト

ンを引いたら幾ら残っているのか、金額に

してどれだけ経費がかかるか後で教えてほ

しいとの要望があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開します。

○照屋守之委員 先ほどの数字は一つ整理するとい

うのと、それにかかる予算、どのぐらいかかるかと

いうのは、今手元に持ってないようですから、それ

は後で教えてくださいね。

確認しますけれども、この協定書、基本合意書を

見ていても、ごみ山の改善・撤去については、県は
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責任を負う立場ですよね。それを確認させてくださ

い。県は責任ありますね。どうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本的には責任は、この

原因をつくった事業者であると考えておりまして、

県としては、改善をちゃんと進むように、監督する

のが責任と考えております。

○照屋守之委員 課長、部長もそうですけどね。こ

の平成24年11月２日に７者で協定を結んだ基本合意

書には、第３条、第４条に県の責任が明確に書かれ

てますよ。今の説明はどういうことですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 事業者としては、今改善

する意思を示しておりまして、新たな設備の導入と

か、関連会社が設置したものですが最終処分場の設

置とかしてございますので、能力もあると考えてお

りまして、まずは、事業者がやるべきものと考えて

ございます。

○照屋守之委員 事業者の責任を聞いてませんよ。

この合意書に基づいたことを聞いてるんです。第

３条、第４条、これ説明してください。県の責任は

あるんでしょ。この同意書の７者で合意しているん

ですよ。これで事業所だけですか。県の責任もある

んでしょ。それを確認してるんですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 県も産業廃棄物所管の立

場からですね、許可権者・指導監督庁として、必要

な措置を行っていくということでございます。

○照屋守之委員 私は責任を聞いているんですよ。

責任はありますねということを。

○比嘉尚哉環境整備課長 許可権者・指導監督庁と

しての責任と言えばございます。

○照屋守之委員 ここまで来るのにこんな時間かか

るんですか。基本合意書を見て私は言ってるんです

よ。ですからこれはですね、今新たに15年が云々と

かっていう話ですけれども、平成24年11月２日に結

んだ部分が、これ一体全体今どうなってますかと。

どういう成果がありますかと。業者の対応、県の対

応、現状で先ほど言いましたように何パーセント進

んでいますかと。完了してますかということの、こ

れ、総括みたいなことは皆さんやってますか。この

７者協でそういうふうな話合いをしておりますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この15年、計画を意見交

換するに当たりましては、過去の指導について十分

でなかったということは、地元のほうに申し上げて

ございます。

○照屋守之委員 いや、十分ではなくてというか、

15年を考える前にこの基本合意書があるんでしょ。

沖縄市も含めて行政も含めて基本合意しているんで

すよね。それを、合意した方々とこれまでの経緯も

含めて総括をしてやらないと、今後どうしていくと

いうことは、見えてこないんじゃないですか。何で

15年が先に来るんですか。これ、ちゃんとやってま

すか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この地元と意見交換する

場として７者協議会というのがございます。これは

沖縄市、それから地元の３自治会、農業団体、あと

事業者、県といった、それで構成される協議会なん

ですけども、これに加えまして関連会社、―株式会

社倉敷も交えて話合いを重ねてきているところです。

令和元年度に４回開催しておりまして、今年はまだ

開催できてないんですけれども、一応年度内に開催

する予定でして、今自治会とずっと話合いを続けて

きてございまして―失礼いたしました。先ほど説明

に誤りがありました。協議会は、今年は１回開催し

ております。自治会との調整がですね、令和元年度

２回、今年度は11回、合計13回。おおむね毎月、地

元のほうに通って、いろいろ話を聞いて、おおむね

ですね、この15年計画―15年計画で改善を図るとい

うことについては、大筋の了解をいただいていると

ころでございます。

○照屋守之委員 15年の話じゃないんですよ。私が

聞いてるのは基本合意書ですよ。沖縄県知事、当時

は仲井眞知事ですね。沖縄市は東門市長ですよね、

３自治会。だからそういう協定書を組んで、合意書

を組んでですね。この廃棄物処理溶融炉施設が、稼

働後８年以内に履行しなければならない。この８年

以内に履行しなければならないというのはできてま

すか。どうなっていますか、今現状は。

○比嘉尚哉環境整備課長 できてございません。

○照屋守之委員 基本合意書に反してることになり

ますね。これは、この責任はどこが取るんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 ですから、先ほど申し上

げましたけれども、このごみ山の改善する責任は事

業者にあると考えておりまして。県は、改善がうま

くいかなかったことについても、地元の方にも説明

しましたし、今後改善する方針についても、地元の

方と意見交換をして大筋の了解をいただいていると

ころでございます。

○照屋守之委員 第３条の乙、甲、乙は速やかに必

要な処置を講じる。だから県の責任が明確にされて

いるけど、県はその対応をしてないというわけでしょ

う。だからこういう事態になってるわけでしょう。

だから、本来は、事業者ができないということだっ

たら、これだけ基本合意で明確にやってるわけです
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から、そこは県は代執行するぐらいの、そういうふ

うな強い決意とそういう覚悟が必要ですよ。何で代

執行しなかったんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほど申し上げまして、

申し訳ないんですが。事業者は改善する意思を示し

ております。それから、必要な設備も整えて能力も

あると考えております。ですので、原因者がこの原

因を取り除く責務を果たすべきと考えております。

○照屋守之委員 ですから、基本合意書に沿った形

で県の責任が果たされていないということが明確に

今なっているんですよ。それを15年計画に持って行

くからというふうなことですけれども、その15年計

画は先の話ですよ。今は平成24年に結んだこの計画、

これ合意書ですよ。約束事ですよ。そのような業者

だけの責任にはできません。県もそういうふうなこ

とがあるということでやってますから、これはやっ

ぱり県は全てじゃなくても、自分たちの責任を負っ

て、そのごみ山を片づけていくという、そういう姿

勢を見せてもらわないとですね。沖縄市だって、地

元の自治会だってこれ信頼できませんよ。ですから、

そういうふうなやり方で15年ということになります

けれども、進めているようですけど。これ、15年計

画をつくろうとするときに、このごみ山の片づける

当事者はどこになるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 株式会社倉敷環境ですね。

原因をつくった業者がですね、関連会社、株式会社

倉敷の協力を得て、改善するということになります。

○照屋守之委員 この協定書は、倉敷環境がやるん

ですか。倉敷環境は産廃業の業を取り消して、もう

人員もそういう資源的なものも何もないでしょう。

そういうところと、こういう合意書をまた再合意で

きるんですか。これ、地元の自治会も含めて、信用

しないと思います。どうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この基本合意書について

は、自治会も承知してございまして、倉敷環境がで

すね、原因者が関連会社、倉敷の協力を得て改善す

るということについては、地元自治会も了承してお

ります。新たに結ぶ予定の基本合意書にもこの関連

会社である倉敷が名前を連ねるということになって

おります。

○照屋守之委員 この新しい会社は、法的にこのご

み山を処理する責任を負わされる。あるいはこれ協

定書にあるように、11条の権利義務を継承させると

かという、そういうふうな法的な責任というか位置

づけができてるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 ちょっと、ここでいう法

的な譲渡ということではなくて、許可をそのまま譲

渡するということでなくて、一旦倉敷環境全ての許

可を取り消して、倉敷環境の業並びに施設について

は全ての許可を取り消してございます。新しい会社

は新たに許可を取得して―つまり、倉敷環境から施

設を借りて、リースして、それで新規の設置許可と

いうのを取りまして、業を行っているという状況で

ございます。

○照屋守之委員 確認しますけど、要するに基本合

意書をやると当然そこには責任が発生してきますよ。

で、この新しい会社はこのごみ山を片づける義務責

任はないわけですよね。倉敷環境に協力をしてやる

ということですよね。皆様方は倉敷環境は何もない

のに、人的な資源も含めて新しい会社がやる、協力

するからいいということみたいですけど、皆様方が

直接この新しい会社のこのごみ山の件で指導できる

立場ではないでしょう。責任ないんだから。どうで

すか。

○松田了環境部長 今の基本合意書の第１条にも、

甲はごみ山を改善しなければならないということで、

まず最初にごみ山を改善する責任が事業者にあると

いうことをうたっております。第３条では、甲が第

１条の改善を履行できない場合、産業廃棄物の許可

権者・指導監督庁として速やかに必要な措置を講じ

るということになっております。今、この事業者が

不法投棄をしましたので、県は許可を取り消してお

ります。その結果、事業者が関連会社と協力して対

応するという文書を、我々、それから地元自治会に

も提出しまして、それを踏まえて、協力してやって

いくという前提の下、新たな基本合意書を締結しよ

うということで作業を進めてきた次第でございます。

ですから、今、法令上の廃棄物処理法上の直接の責

任は、この関連会社には求めることは難しいかと思っ

ておりますけれども、今、基本合意書の中で協力し

て改善するというような文言、あるいは我々、それ

から地元自治会にこの２社で協力して対応していけ

ます、処理を進めていきますといった提示された文

章等からして、この２社が協力してやるということ

については問題ないものというふうに考えておりま

す。我々としては、それがうまく処理されるよう、

必要な指導監督は行っていきたいというふうに考え

ているところでございます。

○照屋守之委員 ここまで来るとですね、この新し

い会社は、あくまで協力と言ってるんですよ、これ。

合意書の中でも、あくまで協力者としてという立場

ですから、これ県民の立場からすると非常に曖昧な
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んですよ。８年でやると言ってそれはできない、県

も責任を負わない、事業者だけの責任にしてずっと

やってる。こういう基本合意書なんかありますか。

おかしいでしょう。

これ、あれですか、24年の11月２日に結んだ合意

書で、産業廃棄物と明確にしてありますよね。これ

からつくるものは、廃棄物というふうに考えている

んですか。それを変えようとしてるんですか。これ、

ちらっととそういう話聞いてますけどね。それを入

れて、沖縄市の共同責任という、そういう取組をし

ようということですか。どういうことですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この廃棄物ということに

つきましては、旧倉敷環境が沖縄市の一般廃棄物、

粗大ごみ等も受け入れておりまして、実態としては

このごみ山にも入っていたと。量は、それほどない

かもしれないんですが、そういう意味で廃棄物とい

うような表現をしたところでございますけれども、

ただ、我々としては、この処分場は産業廃棄物の処

分場でございまして、これまでも県として、指導あ

るいは行政処分等をしてございましたので、沖縄市

にそういう何か負担を求めるというようなことは考

えてございません。

○照屋守之委員 今、廃棄物に変えるんであれば、

平成24年に最初から廃棄物ですよ。これ、７社のそ

ういう合意にも反しますよ。それと、今、責任は負

わせないということですけれども、そういう廃棄物

になって沖縄市が責任を負うということになると、

これ合意書もそういうふうになっているんですよ、

合意書に。そうなるとですね、もうこれ大変なこと

ですよ。沖縄市は納得してますか。しないでしょ、

どうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この委員おっしゃるとこ

ろの文言については、今地元のほうとも話しており

まして、沖縄市とも当然話しておりまして、何かう

まい表現ができないかというところを調整している

ところでございます。

○照屋守之委員 うまい表現はできません。だって、

平成24年の11月２日に、明確に産業廃棄物とあるじゃ

ないですか。これを、県が責任を負うって書いてあ

るじゃないですか。これ廃棄物にしたら沖縄市の責

任になりますよ。そしたら沖縄市議会だって、これ

認めることできないと思いますよ。私は県議会の県

政をチェックする立場ですよ。何で、平成24年にこ

れをやって、そこで廃棄物にするか。これ県議会の

議員としても、これは容認できませんよ。私は、お

かしいと思いますよ。どうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この部分については、地

域の意見もございまして、引き続き調整してまいり

たいと考えております。

○照屋守之委員 地域の意見。いいですか、これ、

沖縄県知事の責任で、こういう意見合意書をやって

るんですよ。それまでには地域の意見も聞いてます

よ。やりました、８年でできません。今、質疑をや

り取りした限り、非常に大丈夫かと思うぐらいの感

じですよ、この15年つくる面でも、その整理もされ

ていないということですから。それしっかり整理し

てからやってくださいね。お願いします。

○比嘉尚哉環境整備課長 今のところにつきまして

は、地域のほうとも話して、また沖縄市の考えも聞

きまして、着地点を探してまいりたいと考えており

ます。

○瑞慶覧功委員長 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 それでは、僕は優しくいきたいと思

いますので、よろしくお願いします。17ページです

ね。58番の世界自然遺産登録の推進事業。そもそも

ね、ここをはっきりさせておきたいんですけど、な

ぜ国頭、東、大宜味。本島の中では、この３つが世

界自然遺産登録の対象になったんですか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 奄美

・琉球の世界自然遺産候補の区域として検討した際

に、奄美大島や、徳之島、沖縄島北部、西表ですね、

そのほか宮古だとか石垣島、与那国島とかいろいろ

固有種の数だとか、森林の面積だとか、森林率だと

か、これを総合的に判断して、この４島が世界遺産

候補地として優れているという評価と認識しており

ます。

○呉屋宏委員 いや、だから、私が聞いているのは、

この北の３村がなぜその対象になったのかというこ

とを聞いてるんですよ。奄美だとか、石垣の話を今、

しているわけじゃない。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 沖縄

島の北部の場合はですね、固有種が多いだとか、ほ

かの地域に比べて森林面積も多いと。森林率も高い

という評価と聞いております。

○呉屋宏委員 森林が多かったら世界自然遺産にな

るの。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 世界

自然遺産に登録される条件といたしまして、４つの

登録基準があり、沖縄島の場合は生物多様性がその

評価基準であるというふうになっております。

○呉屋宏委員 そもそもそこですよね、スタートは。

だから、僕はなぜそんなことを言うかというと、も
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うこの10年余り、十一、二年毎月国頭に行ってみて、

皆さんがこの世界自然遺産担当だとか４つの振興策

の条件の中にもその一部は書かれてるわけだ。ここ

国頭、東、大宜味どれだけの何ていうのかな、国指

定の天然記念物がいるの。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 ヤン

バルクイナ等の希少種の生息域というふうに認識し

ております。

○呉屋宏委員 だからどれぐらい、どれぐらいいる

かというか、何種類ぐらいそこに生息してるんです

か。知らなかったら知らないでいいよ。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 申し

訳ありません。手持ちの資料がありません。

○呉屋宏委員 世界自然遺産担当の室長がね、この

３つにどれぐらいの固有種がいるかということは分

からないこと自体がおかしくないですか。そもそも

論。僕はここで議論になると思わなかったよ。すぐ

16って出てくるのかなと思った。僕でさえ分かるの

に、これ大丈夫ですか。僕はね、この何年かもう本

当に見てて感じるのは、皆さんが自然遺産、それと

この特殊な生物たちを守るために、どれぐらいの事

業をそこで展開してるんですか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 登録

に向けた保全の取組として希少種の保護対策―例え

ばイリオモテヤマネコの交通事故防止対策だとか、

貴重種の密猟、盗採防止対策。あとは外来種対策、

野良猫の対策などを実施しております。

○呉屋宏委員 僕が特定しているのは、今この３つ

の、自分は見てないので、石垣は。僕はこの３つは

よく見てるので、３つに対して今議論をしてるんだ

けども、ここに幾らのお金を年間投下しているの、

この保護をするために。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 今年

度、密猟の盗採防止対策として2450万。野犬、野猫

対策として7653万6000円、やっております。

○呉屋宏委員 この2000幾らかというような費用の、

守るためのね、密猟から守るためにそれだけ投下し

てるっていうんだけど、全部が全部そこに費用が入っ

てるわけではないでしょう、多分。何名ぐらい年間

入ってるんですか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 まず、

密猟・盗採防止対策として今年度の取組ですが、森

林内のパトロールに年間165回入っております。また、

夜間通行止め、林道の夜間通行止めですね。時間帯

としては19時から翌朝５時までなんですが、これは

８月12日から10月11日まで国頭村、大宜味村の林道

23箇所にゲートを設置して対策してまいりました。

また、県警との合同パトロールを２回実施しており

ます。

○呉屋宏委員 これは、皆さんが国頭村に委託をし

ている事業なの、直轄の事業なの。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 国頭

村の森林組合となっております。

○呉屋宏委員 はっきり言いますけども、この間ね、

僕はずっと見てきて感じるのは、そこに環境省の人

間が４名いますよ。集落の人たちも動員されて、一

生懸命この密猟をしている人たちを摘発するといっ

て夏場は本当にみんな頑張ってる。僕はね、県が見

えないんだよ。お金を出せばいいっていうことでは

僕はないんだと思います。県の職員として―国の職

員としてそこに４名国頭に張りついているのに、県

の職員としてここに何名張りついているかというと

ころがね、一緒になって本当にやっているという雰

囲気が見えない。どうなんですか、そこは。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 環境

省は、やんばる事務所があって、その委員おっしゃ

るとおり職員が張りついて対応しております。また

林道のパトロールも、また環境省がやっております。

我々としては、先ほど言った森林内のパトロールは、

森林組合が主にやっていて、夜間通行止めに関して

は、そのゲートの設置箇所とか、時間帯だとかとい

うのは、地元に足を運びまして意見を聞きながら、

また集落にも説明しながら対策を取ってまいりまし

た。また、県警との合同パトロールについては、こ

れは環境省も林野庁、県、国頭村、名護署等ですね、

いろいろ会議を何回も持ちまして、実施していると

ころでございます。

○呉屋宏委員 多分、苦しい答えなんだろうなと思っ

て、この10年も通っていてね、皆さんの姿が見えな

いということははっきりしているんですよ、何てい

おうと。だから、そこで年に恐らく４回から５回、

環境省と僕はずっとそこで国頭で意見交換をしてい

るけれども、そういう状況がね、対策しているとい

うのがひしひしと感じないんだよね。環境省は来て、

一生懸命世界自然遺産のために、だからさっき聞い

たのは、世界自然遺産っていうのは、なぜこの３つ

がかかっているのかって、貴重種を守るためですよ

ね。だから、そこがそもそものスタートだはずだけ

ども、国は一生懸命、環境省が来てやっているにも

かかわらず、何で県は、それが見えないのかなとい

う感じがしてならないわけ。やっていると言うかも

しんないし、もちろんやっているのかもしれない。
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だけど、村以上に県がやりなさいとは言わないけど

も、国よりは、僕はもっと見える形でね、その対策

は取るべきだと僕は思う。どうですか部長。

○松田了環境部長 今、国のほうで出先機関があり

ますのは、貴重な野生動植物を保護するという観点

と、それから今の国立公園に指定しておりますので、

そういう観点で、いわゆる管理行為があるというこ

とで、現場事務所があるというその背景もございま

す。今この世界自然遺産登録に向けては、当然国だ

けでなくて、県も一緒になってやっておりまして、

また地元３村とも可能な限り連絡取って、一緒になっ

て対策、あるいは今後の振興策について検討してい

るところです。今、保護対策について、県の顔が見

えないというところについては、我々もちょっと反

省すべき点だというふうに考えておりますけれども、

具体的な対策、パトロール等についても逐一環境省

とは連絡を取りまして、いわゆる役割分担という形

で、やっていることも事実でございます。しかしな

がら県の対応がまだ十分その地元に理解できてない

んじゃないかというふうな御指摘については、今後

我々も対応を考えていかなくてはいけないなという

ふうに思った次第でございます。

○呉屋宏委員 僕でさえ夜中、山の中に入ってみて

恐ろしいですよ。だけど、そういうところをみんな

はいずり回ってやっている。だから、僕は、県のね、

この環境、特に世界自然遺産だと言うんだったら、

僕は、現場主義でなければいけないと思っている。

ヤンバルクイナが一時期減少していったときに、皆

さんマングースだとかって言っているけども、現実

はこの犬猫の、捨て猫、捨て犬の放置した部分です

よ。一時期新聞でも問題になったけども、ああいう

野犬が山の中にいるんだよ。それをどうするのかっ

ていうことも午前からこういう話になっているんだ

けども、この町の話ではないんだよね。みんな、も

う邪魔になったらヤンバル持って行って捨てるんだ

よ。こんな状況をどうやって防ぐかというのは真剣

に考えなければいけないと思っているし、そういう

のを表に出さないと、いい形の犬猫の扱いではない

んだよ、本当に。それも我々がやっているんだよ、

我々人間が、このまちに住んでいる人たちが。だか

らそこはしっかりやるべきだと思いますし、それと

もう一つ角度を変えて聞きますけども、世界自然遺

産の登録、自然環境っていうのは、赤土等関係ない、

海は関係ない。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 推薦

地は国立公園内の陸の部分になります。

○呉屋宏委員 ここに世界自然遺産を見に来た人た

ちがね、あの58号を走っていて、大宜味の平南川を

見てごらん、雨の日に。これはね、ただごとじゃな

いですよ、あの平南川の赤土は。何年前からあんな

状況を放置しているのかというのが、僕にはよく分

からない。確かに、赤土を対策するというのは、そ

んな簡単な話ではない。だけど、本当の知恵を絞っ

て、ヤンバルの対策はしないと、これもうほとんど

海は死んでいますよ、歩いてみて感じる。それとも

う一つ、この世界自然遺産とね、皆さん、砂防ダム。

今ね、ヤンバルにはね、川の上流、中流、この辺り

に砂防ダムを造って、そのままになったところがた

くさんある。これどうするの。地元の人たちは撤去

してくれと言っている。砂防ダムがなぜ造られたか

という、その原点も聞かされた。ここはね、道路工

事をするために、赤土を止めるために造った。しか

し、この役目を果たした。だけど、ここで砂防ダム

があるがために、自然が守られていない環境がある

と言われたときに、僕は持ち合わせている知識がな

い。ここは皆さんね、砂防ダムをどうするかという

ことは、もう一回考え直したほうがいい。簡単な砂

防ダムじゃない。20メートル、30メートルする砂防

ダム。自然界の中にある。これ世界自然遺産になる

んだろうかと思うぐらい、この間も見せられてびっ

くりしたんだけど、これを撤去してくれとは言わな

いけれども、少なくとも水がね、もっと流れるよう

な態勢を取るべきだということを言っているんだけ

ども、そこはどうなの。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 この

点につきましては、担当部局の土木等と意見交換し

ながらですね、また環境省とも意見交換しながら、

どんな対策を立てられるのかというのを今後研究し

ていきたいと思います。

○呉屋宏委員 本当に世界自然遺産にね、真剣に取

り組んでください。これはね、３つの村が、自分た

ちの今後の生存をかけてやっている事業だから、簡

単な話ではない。だから、県が、ここから遠いから

という話ではない。自分で、室長なり自分で足運ん

でみてどうなのかを見てみたらいいよ。僕案内する

よ、この砂防ダムどうするのと。そういうのも全部

頭の中入っている、だから現場に行かないと世界自

然遺産登録というのはできないよ。守ろうという気

になれないよ。

以上、終わり。

○瑞慶覧功委員長 以上で環境部関係予算議案に対

する質疑を終結いたします。
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休憩いたします。

午後３時11分休憩

午後３時33分再開

○瑞慶覧功委員長 再開します。

次に、企業局長から企業局関係予算議案の概要の

説明を求めます。

棚原憲実企業局長。

○棚原憲実企業局長 こんにちは、よろしくお願い

します。

それでは、企業局関連の甲第22号議案及び甲第23号

議案について、順次御説明申し上げます。

タブレットの御準備をよろしくお願いします。

本日は、サイドブックスに掲載されております、

令和３年第１回沖縄県議会定例会議案（その１）に

より、御説明させていただきます。

初めに、甲第22号議案令和３年度沖縄県水道事業

会計予算について、御説明申し上げます。

ただいま通知しました令和３年第１回沖縄県議会

定例会議案（その１）の60ページをタップして御覧

ください。

第２条の業務の予定量につきましては、給水対象

が、那覇市ほか26市町村及び１企業団、当年度総給

水量が１億5290万4000立方メートル、１日平均給水

量が41万8000立方メートルを予定しております。ま

た、主要な建設改良事業は99億3164万1000円を予定

しており、その内訳は、水道広域化施設整備事業が

47億5970万7000円、導送取水施設整備事業が42億

2171万3000円、北谷浄水場施設整備事業が９億5022万

1000円となっております。

次に、第３条の収益的収入及び支出につきまして

は、収入の水道事業収益は298億1287万7000円を予定

しており、その内訳は、営業収益が172億6182万

7000円、営業外収益が125億4973万9000円などとなっ

ております。

支出の水道事業費用は296億2141万円を予定してお

り、その内訳は、営業費用が282億292万7000円、営

業外費用が、14億912万7000円などとなっております。

第４条の資本的収入及び支出につきましては、

61ページになりますが、資本的収入は114億1463万

2000円を予定しており、その内訳は、企業債が21億

7320万円、国庫補助金が85億9394万1000円などとなっ

ております。資本的支出は161億2112万円を予定して

おり、その内訳は、建設改良費が122億82万3000円、

企業債償還金が39億398万5000円などとなっておりま

す。

第５条の債務負担行為につきましては、債務負担

行為をすることができる事項、期間及び限度額を定

めております。

次に、62ページを御覧ください。

第６条の企業債につきましては、限度額21億7320万

円と定めております。第10条の他会計からの補助金

につきましては４億1513万2000円を予定しており、

これは、臨時財政特例債の元利償還等に充てるため、

一般会計から補助金を受け入れることを定めたもの

であります。

以上で、甲第22号議案の説明を終わります。

次に、63ページを御覧ください。

続きまして、甲第23号議案令和３年度沖縄県工業

用水道事業会計予算について、御説明申し上げます。

第２条の業務の予定量につきましては、給水対象

が、沖縄電力金武火力発電所など107事業所、当年度

総給水量が947万2000立方メートル、１日平均給水量

が２万5000立方メートルを予定しております。

また、主要な建設改良事業は１億1323万8000円を予

定しており、その内訳は、配水施設整備事業及び導

水施設整備事業であります。

第３条の収益的収入及び支出につきましては、収

入の工業用水道事業収益は７億1393万2000円を予定

しており、その内訳は、営業収益が３億7754万

5000円、営業外収益が３億3638万6000円などとなっ

ております。

支出の工業用水道事業費用は６億5887万6000円を

予定しており、その内訳は、営業費用が６億4208万

6000円、営業外費用が1628万9000円などとなってお

ります。

第４条の資本的収入及び支出につきましては、

64ページになりますが、資本的収入は１億2979万

2000円を予定しており、その内訳は、国庫補助金が

6782万8000円、他会計補助金が1196万4000円、投資

償還金が5000万円となっております。資本的支出は

１億7676万7000円を予定しており、その内訳は、建

設改良費が１億3477万1000円、企業債償還金が4198万

4000円などとなっております。

第５条の債務負担行為につきましては、債務負担

行為をすることができる事項、期間及び限度額を定

めております。

第９条の他会計からの補助金につきましては

5902万2000円を予定しております。これは、先行投

資施設に係る維持経費等に充てるため、一般会計か

ら補助金を受け入れることを定めたものであります。

以上で、甲第23号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。
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○瑞慶覧功委員長 企業局長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう、簡潔にお願いい

たします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに、甲第22号議案及び甲

第23号議案に対する質疑を行います。

上里善清委員。

○上里善清委員 時間がありませんので、早速やり

ます。

水道広域化のですね、目的と、何を効果として狙っ

ているのか、御説明してください。

○上地安春配水管理課長 お答えいたします。

県では沖縄21世紀ビジョン基本計画の中で、運営

基盤の安定化及び水道サービスの向上を図るため、

多様な形態の水道広域化に取り組むこととしており

ます。企業局においても水道サービスの向上につい

ては、重要な課題と認識しておりまして、既存の受

水事業体の理解を求めながら、ユニバーサルサービ

スの観点から、多くの課題を抱えている沖縄本島周

辺離島８村の広域化に現在、取り組んでいるところ

でございます。

○上里善清委員 説明書をちょっと見ているんです

が、離島に線が引っ張られているんですよ。これは、

設備がちゃんとすれば、本島から送水するというこ

とを意味しているんですか。ちょっと説明できます

か。

○上地安春配水管理課長 基本的に水道の効率性と

か、あとは費用、コストですね。そういったことを

考えながら進めている中で、やはり本島から海底送

水管等で引くのは距離もあり過ぎるということで、

各島々の、水源持っているところについては、その

水源を生かしながら。あるいは、水源に乏しい、な

いところについては、海水淡水化施設を導入すると

いった形で、各島ごと個別の対応で進めているとこ

ろでございます。

○上里善清委員 干ばつした場合ですね、離島はダ

ムも、ちっこいダムしかありませんので、ひょっと

したら、本島から送らんといかんという事情も出て

くると思うんですよね。それも含めての計画なのか

ちょっとお聞かせできますか。

○石新実企業技術統括監 確かに、座間味ですとか、

渡嘉敷ですとか、渇水によって制限給水を近年も起

こっているというような事情がありますのでですね。

そういったところにおきましては、水源が乏しいと

ころにおきましては、上地も申し上げましたけど、

海水淡水化施設を整備しているところで、そのほか

陸水のところ、ダムとか貯水池等で頼っているとこ

ろにおきましても、企業局では、日量200トンの可搬

型―運べる海水淡水化施設を２台保有しております

ので、渇水の際にはそれをその島に運んで対応する

ということを考えております。

○上里善清委員 あと、座間味浄水場のことについ

てちょっとお尋ねします。高台決定されておるんで

すけど、地元の住民はですね、まだ説明がないもん

で不安がっているみたいです。企業局のホームペー

ジ等を活用して、村内の掲示板等にもやってほしい

という要望がありますけど、これどんなですか。

○棚原憲実企画局長 さきの本会議でもその提案を

受けまして、我々としても今現在それを検討してお

ります。コロナの感染症の関係で、住民説明会なか

なか開催難しい部分もありますけど、まずは、取り

あえず住民の皆さんに、情報提供する意味でホーム

ページについても検討しております。ただ、その前

提としまして、役所と今、今後の事業の進め方につ

いて協定書、最後の詰めを行ってます。今後、企業

局はどのような形で進めていくという協定ですね。

それを、もうしばらくかかりますが、大急ぎで今両

者合意して、その作業を進めてますので、それを踏

まえた上で、ホームページで、そういう全ての情報

提供していきたいなと考えてるところです。できる

だけ速やかに、やっていきたいとは考えております。

○上里善清委員 早めに住民説明会もしてくれとい

う要望が来ておりますけどね。具体的なスケジュー

ルとして取りあえずは協定書を結ぶというのが先だ

と思うんですけど、どういった流れになるのか、こ

れちょっと説明できますか。

○大城彰建設課長 座間味浄水場の建設につきまし

ては、高台の既存用地における建設に向けて、座間

味村と企業局の双方で、協定の内容について基本合

意をしておりまして、できれば今年度中にですね、

協定の締結が行われるよう努めてまいりたいという

ふうに考えております。また、協定締結後には、座

間味村と調整の上早期に住民説明会を開催したいと

考えております。今後のスケジュール等に関しまし
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ては、次年度には設計業務に着手をして、令和７年

度までに用水供給開始を目指し建設を進めてまいり

たいというふうに考えております。

以上です。

○上里善清委員 その予定地は、村の所有地ですよ

ね。県のほうが買収して、それ以降になると思うん

ですけど。説明会の後に土地を買収するんでしょう

かね。その辺、ちょっと分かりますか。

○大城彰建設課長 今回、村と締結する協定書の内

容をもってですね、既設の浄水場の整備に当たって

は、座間味村の既存浄水場用地に建設することを村

が承諾し、無償譲渡することということになってお

りますので、この協定の締結をもって、我々は建設

を着手していきたいというふうに考えております。

○上里善清委員 ということは、これは、土地の売

買は伴わないということになるんでしょうか。

○大城彰建設課長 はい、そのとおりでございます。

○上里善清委員 住民もね、説明会なんか待ち遠し

いみたいですので、コロナの影響もあるんですが、

早期の話合い、住民説明会を開いていただきたいと

いうふうに思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

ちょうど今、座間味村のあれが出ていたので、そ

の辺り確認したいんですけど、次年度の座間味浄水

場に関する予算ってどういった予算なんでしょうか。

○大城彰建設課長 次年度ですね、座間味浄水場に

おきましては、基本設計と実施設計を予定をしてお

りまして、基本設計につきましては、約1200万円を

計上しておりまして、また、詳細設計ですね、実施

設計につきましては、6500万円を計上しているとこ

ろでございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

今回このいろいろあった上で、今回、座間味村と

協定を結ぶということで基本合意を得たということ

なんですけども、この協定の内容っていま一度御説

明していただいていいですか。

○大城彰建設課長 協定書の内容について説明をし

たいと考えております。まず１つ目に先ほども説明

したんですけども、新規浄水場の整備に当たり、座

間味村の既存浄水場用地に建設することを村は承諾

し、無償譲渡をすること。そして２つ目に、新規浄

水場の整備に当たり、車両の通行について住民生活

に影響を及ぼすことがないこと。３つ目に、既存浄

水場から新規浄水場への移行まで、企業局は技術支

援を行うとともに、水道用水供給事業の開始を可能

な限り早期に実現できるよう努めること。４つ目に

新規浄水場の整備に当たり、企業局は、座間味村が

構想している災害時における備蓄庫並びに避難所と

しての活用について、浄水場整備の設計段階から可

能な限り配慮することとなっております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

ということは、基本合意したことが１、２、３、

４、この４つの点については、企業局もうできると

いうことで回答したってことですよね。

○大城彰建設課長 はい、合意したということで考

えております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

今回この、今座間味浄水場の中で、このダムの水

質悪化というのが懸念されていますけれども、今、

企業局として調査されたと思いますけれども、今後

どのような対応を取っていくのか御答弁をお願いい

たします。

○大城彰建設課長 我々が供用開始するまでは、村

のほうで責任を持ってその辺の管理をしていくべき

であるというふうには考えておりますけれども、座

間味村から相談があれば、技術支援等を行ってバッ

クアップしていきたいというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 ということは、あくまで、今の

ままだったら座間味村が経営をやっていて、この浄

水場ができるまでは座間味村がやって、浄水場がで

きてから県がしっかりやっていくという認識でいい

ですよね。

○大城彰建設課長 基本的には、そのような認識で

やっていきたいというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 ちなみになんですけど、海淡施

設というのは、大体その水量はどれぐらいで、座間

味村、村全体をカバーすることができるぐらいの水

量があるのかどうか。教えていただければ。

○大城彰建設課長 既存の浄水場、海水淡水化施設

に関しては、座間味村の海淡施設の処理能力につい

て、日量最大200立方メートルということになってお

ります。大体ですね、この座間味村の１日当たりの

―正確な数字はちょっと押さえてないんですけれど

も、計画の給水量としては約600トンぐらい、600立

米。すみません。現在の座間味島の給水量としては、

約１日300立方メートルということになっておりまし

て、そのうち、既存の海水淡水化施設の能力につき

ましては、先ほど説明したとおり１日当たり200立方

メートルということになっております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
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次ちょっと別の質問をしますけれども、北谷浄水

場施設整備事業ということで、こちらの内容、次年

度どのような整備を行っていくのか、御答弁お願い

します。

○大城彰建設課長 北谷浄水場の整備事業につきま

しては、平成21年度から継続して行っているところ

なんですけれども、令和３年度の整備計画につきま

しては、活性炭池の耐震補強工事や薬品注入等及び

ろ過池の上屋の建築工事、薬品注入電気設備及び電

気設備工事などを計画をしております。事業費とし

ては、先ほど説明があったとおり、約９億5000万を

計上しているところでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうござ

います。

次、最後になりますけれども、企業局、建設改良

事業概要ということで、今後の水道供給施設って今

耐震化を行っていくということで、今行っています

けれども、こちら現在の耐震化率はどれぐらいなの

か、御答弁をお願いします。

○上地安春配水管理課長 お答えいたします。

企業局では、生活基盤の充実・強化及び防災・減

災対策としまして、沖縄県企業局中長期計画に基づ

きまして、老朽化した水道施設の計画的な更新、耐

震化等を推進しております。委員御質問の耐震化率

についてですけれども、令和元年度末において、想

定される最大規模の地震に対して耐震性を有すると

いう内容の、管路につきましては全体の42.9％となっ

ております。また、浄水場につきましては38.7％、

ポンプ所につきましては76.6％、配水池について87.

3％となっております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

こちら全体計画で見てないですけど、今後これは

いつまでに100％を目指していく計画なのか、御答弁

できたらお願いします。

○上地安春配水管理課長 先ほど申しました沖縄県

企業局中長期計画の中では、目標としまして、令和

３年度末の目標として、管路の耐震適合率を44％と

いうふうに設定しております。あと、浄水場の耐震

化率については68％というふうにしております。管

路といってもかなり距離もありますので、要は耐震

化を図っていっても、後から後からどんどん古くなっ

ていくということがございますので、耐震化を進め

ていくんですけれども、なかなか100％になるという

のは、ちょっと現実的には非常に厳しい状況かなと

いうふうに考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

私の質問は以上です。ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは、私も座間味浄水場の関

連でお聞きします。よろしくお願いします。

局長をはじめ、職員の皆さん高台移転に対して住

民の意向を受けて、積極的に取り組んでいただいて

ありがとうございました。その決定において、やは

り皆さん高台が決定されたのかということで、住民

説明もないということで不安であるということで、

今お伺いすると、協定書が結ばれると発表できると

いうことで、年度内にはやりたいということなんで

すけども、年度内というと今３月なんですけども大

丈夫でしょうか。

○棚原憲実企業局長 これまで座間味村からの要望

について、企業局としてどこまで対応できるかとい

うことで、お互いにすり合わせをしてきました。そ

ういう中で、ここまでは企業局として責任を持って

できますという調整を踏まえた上で、昨日、座間味

村の議会で、村長のほうからは今月中―いわゆる今

年度ですね、今月中には締結できるというお話も村

長からいただきましたので、我々としてもその準備

を今大急ぎで進めていますので、予定どおりいける

かなと考えています。

○新垣光栄委員 ぜひ今月中で、よろしくお願いし

ます。そうすると、予算どおり執行できていくと思

いますので、よろしくお願いします。

その中で課題があったんですけども、その課題も

４つですかね、３つほどあったと思うんですけども、

しっかりこれが解決に向けて協議のほうは調ったと

いうことで理解してよろしいでしょうか。

○石新実企業技術統括監 協定書４条、大城課長の

ほうから説明ありましたけれども、そういった内容

でお互い合意しまして、その方向で進めていくとい

う形になっております。

○新垣光栄委員 それで、今はこの要望書の内容も

聞かせていただいたんですよ。無償譲与されたとい

うことで、県としてはよかったんじゃないんかなと。

土地を購入しないでもいいので、その分、座間味村

にもっと要望を聞いて、可能な限り防災拠点施設の

整備に向けては協力すべきではないかなと思ってい

るんですけど、どうでしょうか。

○石新実企業技術統括監 企業局として、水道用水

供給事業者という法律上の縛りはありますけれども、

その中で可能な限り協力していきたいというふうに

考えております。

○新垣光栄委員 ぜひ執行部、知事部局とも話して、
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浄水場の上にヘリポートを設置して、隣のヘリポー

トにもありますので、それを上に乗せて防災拠点施

設等を造るとかですね。やはりそれだけ無償譲与さ

れたのですから、その分の予算も含めて考えてはど

うかなと思っていますけども、どうでしょうか。

○棚原憲実企業局長 ちょっと現実的なお話しさせ

ていただくと、確かに土地は無償譲渡なのですが、

今ある既存の浄水施設を運用しながら、一部壊しな

がら仮設を造ったり、そういう形で新施設の浄水場

にしますので、コスト的には正直なところかなり上

がります。ですので、コストの問題というよりも、

今後の座間味村の防災施設に対する援助という面で

は、企業局が水道供給事業者として所管外の部分も

ありますので、そこら辺を座間味村とちゃんと相談

の上、できる範囲のことは協力していきますという

ことで了解いただいたという状況です。

○新垣光栄委員 ぜひ、今、既存のところ壊しなが

らだからお金かかるのであって、隣にヘリポートが

ありますので、ヘリポートに造って壊すのをやめる

とか、いろんな発想があると思うんですよ。そした

ら、もっとお金かからないでいいじゃないですか。

壊さないで、そのまま造って、後で終わったら壊せ

ばいいじゃないですか。そういうのも踏まえてです

ね。

○石新実企業技術統括監 企業局の中でも様々なア

イデアを今出していて、その中でどういった方法が

いいのか、より早く用水供給事業を開始するために

はどういったことができるのかということでアイデ

アがありまして、それを次年度、実施設計と基本設

計を計上していると申し上げましたけど、基本設計

の中で様々な検討をして、よりよい方法で早めに用

水供給事業を開始できるように検討してまいりたい

と思っております。

○新垣光栄委員 ぜひ今の発想で、いろんな発想が

あると思うんですよ。やっぱり効率よく地元に還元

できるようにやっていただければいいなと思ってい

ますので、ぜひよろしくお願いします。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 下地康教委員。

○下地康教委員 企業債についての内容を、どこか

ら調達をして、どのように使われて、その返済はど

うなってるのか。また、償還の仕組みはどうなって

るのか。21億円余りありますのでね、それをちょっ

とお聞きしたいと思います。

○大城清二総務企画課長 お答えします。

企業局のほうで借入れする企業債につきましては、

基本的に国のほうから財政融資資金のほうを借入れ

しております。借入期間は40年以内ということでご

ざいまして、通常、大体30年程度の期間借入れして、

５年間は元金のみの支払いと、６年目以降、元金と

利子をお支払いするというような形で借入れをして

いるところでございます。

○下地康教委員 どのように使われてるかというこ

とですね、まだ答えてませんね。

○大城清二総務企画課長 基本的には建設改良事業

の裏負担分ということで利用しているところでござ

います。

○下地康教委員 了解です。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 座波一委員。

○座波一委員 私は、４分近く残しましたので、そ

の分意味がありますので、よろしくお願いします。

４分残してありますからね、よろしく。

この工業用水の給水水量が分かりました。そして、

また107対象事業があるということですが、これ圏域

ごとに分けることはできますか。

○大城清二総務企画課長 では、圏域ごとについて

御説明いたします。まず圏域が、６つの圏域がござ

います。まず１つ目が、北からですね、名護西海岸

地区、計画給水量が4100立方メートル。これは令和

２年11月末現在の契約給水量でございますが、2650立

方メートル、事業所の数は４事業所。続いて２つ目、

金武湾地区、計画給水量8400立方メートル、契約給

水量5676立方メートル、事業所数10。続いて３番目

ですね、国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地

区、計画給水量4700立方メートル、契約給水量493立

方メートル。

すみません、先ほど令和２年11月末現在で御説明

しましたが、最新の数字で令和３年３月末時点の予

定の資料がございますので、それで御説明させてい

ただきます。先ほど御説明いたしました６つの地区、

それから名護西海岸地区、金武湾地区につきまして

は、先ほど御説明した数字と変更はございません。

３番目の国際物流拠点産業集積地域うるま地区です

ね、計画給水量4700で、契約給水量が4643立方メー

トル、事業所数が11。続いて４番目、中城湾港工業

団地、計画給水量2100立方メートル、契約給水量

1807立方メートル、事業所数13です。中城湾地区、

計画給水量6200立方メートル、契約給水量6486立方

メートル、事業所数32。最後６番目、糸満工業団地

及び周辺、計画給水量4500立方メートル、契約給水

量4633立方メートル、事業所数35。合計といたしま
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して、計画給水量が３万立方メートル、契約給水量、

３月末時点の予定で２万5795立方メートル、事業所

数107ということになっております。

○座波一委員 これから見てみますとね、やっぱり

中城湾地区と糸満地区が多いんですね。この糸満地

区なんですが、また南部地域と表示しますけれども

ね。そこの、今後の新たな利用をする場合、希望す

る企業が出た場合、どう対応してますか。

○大城清二総務企画課長 この件につきましては、

本会議で局長のほうからも御答弁させていただきま

したが、西原浄水場以南の工業用水道につきまして

は、現在、契約給水量が計画給水量を上回っており、

給水量を増やす場合には新たな施設整備が必要とな

ります。工業用水道事業につきましては、産業振興

を目的とした県の政策との整合性を図ること、また、

新たな施設整備については、採算性の面で課題があ

るということから、関係部局と情報の共有を図り、

連携して対応する必要があると考えております。

○座波一委員 施設整備の必要性について、これ、

整合性が必要であると、この産業振興の整合性。こ

れは、整合性は十分にあるんです、ありますよ。さ

らに、あと１つの理由は何でしたか。

○大城清二総務企画課長 採算性の面で課題がある

と。

○座波一委員 採算性の、それはやってみないと分

かりませんよ。需要についての、把握されてるかど

うか分からないけど。この２つの点で、施設整備が

できないと結論づけているわけですか。

○大城清二総務企画課長 施設整備ができないとい

うことで―企業局は公営企業でございますので、先

ほど御説明いたしましたように、採算性の面で課題

があるという状況もございまして、単独での整備は

厳しいと。それで、産業振興を目的とした県の政策

との整合、それから採算性の課題の解消も含めて、

関係部局のほうと情報共有を図りながら、今連携を

図っているというところでございます。

○座波一委員 単独ではできないけど、企業局がや

らなければいけないんです、これは。ですので、そ

れは、県土のこの先ほどの政策に整合性を持たせる

―例えば、県土の均衡発展、あるいは中南部の振興

策、国が進めている製造業の集約を東海岸から南部

に持っていくという、そういったのがあるわけです

から。それと整合性をつけるための、そういう協議

がされてないということじゃないですか。

○大城清二総務企画課長 その点につきましては、

この土木環境委員会においてもいろいろ議論ござい

ましたので、その点について商工労働部のほうとも

意見交換をさせていただいているところでございま

す。一応、商工労働部のほうのお話といたしまして

は、一応商工労働部の基本的な考え方としては、市

町村のバックアップを図っていくというようなこと

を基本に、これまで市町村との意見交換、それから

アンケートによる調査、そういったことを行って企

業誘致の観点から工業用水道施設の整備に向けた

ニーズを酌み取っているということでございますが、

そういった意見交換やアンケート調査の中では、特

に工業用水道事業の施設整備に向けた具体的な要望

がないということで聞いております。

○座波一委員 具体的な要望がないというよりも、

それは市町村がですね、どのような要望でまとめて

きたか分からないけど、あるんです実際には。そう

いった工業用水が使えるから、あの辺に土地を求め

て企業は造りたいと言っているところが、工業用水

が足りないからって用地を確保しないんですね。あ

るいは、そういう計画を立てないわけですよ。だか

らそういったものだから、市町村に対する問題とし

ては上がってこないわけですよ。現実というニーズ

を捉えてないんです、全く。ですので、そこら辺は、

しっかり県土の均衡発展をね、図るためにも、この

工業用水の配管、西原以南は小さいわけでしょ、現

実。だから対応できないんですよ。そういうものを

政策的に、しっかり改良するという方針で臨むとい

うことを考えられませんか。局長。

○棚原憲実企業局長 事業者からこういう要望があ

るというお話も委員はじめいろんな部分からお聞き

しています。ただ、今課長のほうから説明ありまし

たように、県の企業局としましては、県の政策等の

整合性を取らないといけないということで、実際に

今、先ほど説明がありました日量３万トンの計画水

量ということで設定しているんですけども、実際の

契約水量は今現在で２万5000です。その先行投資分

の残りの5000―１日当たりですね、その分の先行投

資代は、商工労働部から我々に繰入金としてもらっ

ています。そういう形で、企業局単独で先行投資す

ることは、実際には経営上あり得ません。そのため

県の政策と併せて、県の計画の中で企業局が先行投

資した分は、県が見るという形でしか事業できない

というのが、今の水道事業としての経営としての在

り方だと考えています。

○座波一委員 名護西と、金武などは、かなり使っ

ていない部分がありますよね。そういうものも含め

れば、トータル的に考えれば、地域調整をやるべき
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ですよ、圏域別の調整、やるべきじゃないですか。

○大城彰建設課長 企業局、当初は計画給水量10万

5000立方メートルということで、工業用水道事業を

スタートさせているんですが、実際供給―需要がで

すね、２万立方メートル前後と低迷した関係で、そ

れで県の商工労働部の平成15年10月に工業用水の将

来需要を下方修正した県の見直しを受けて、企業局

も平成15年度に事業再評価を実施し現在の計画給水

量である３万立方メートルに見直して、今、事業の

ほう取り組んでいるところでございます。

○座波一委員 そういう経緯も分かりますけどね、

今現在、実際に足りないというのが起こっているわ

けですね、糸満地区ではね、南部は。だから、そう

いうところに対応するために、当面の問題としても

今策がないわけですね。だから、これ上水を使って、

取りあえず対応したらどうかという意見もあるわけ

です、料金を下げて。理屈的にはできますよね、可

能ですよ。そういう考えはないですか。

○大城彰建設課長 企業局が実施しております水道

用水供給事業は、水道法に基づき水道事業を行う市

町村等に対して水道水を供給する、いわゆる卸売事

業というような形で実施しております。今、御質問

のございました水道事業者ではない企業等に対して、

企業局が水道水を供給することはできないものとさ

れているところでございます。

○座波一委員 じゃあ、もう何もできないというこ

とですか。

○棚原憲実企業局長 企業誘致とか、県の政策上非

常に重要なことは我々も理解しておりまして、可能

な限り協力はしたいと思うんですが、先ほど御説明

しましたように、企業局単独では非常に難しい部分

がありますので、ぜひですね、我々も商工労働部、

企画部と、水需要の関係等含めて、小まめに意見交

換もしたりして状況を今計っていますので、ぜひ政

策的なことも踏まえてですね、今後もお互い関係部

局で連携して、情報共有していきたいなと考えてい

ます。

○座波一委員 政策面に反映できるように、私も取

り組みます。局長も、私見るたんびに、こればっか

り聞きますからね、よろしくお願いします。

ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 時間があまりありませんから、端的

にお願いします。

今地元からのいろんな書類が届いているんだけど、

これ目を通していますと、海淡施設の水は直接飲め

ないのですか。

○石新実企業技術統括監 座間味島の現在の村が運

営している水道のシステムがですね、海水淡水化施

設で作った水は、直接飲み水になるんではなくて、

ダムの水とブレンドして、また山の上の浄水場で処

理した上で、飲み水にするというようなシステムに

なっております。

○呉屋宏委員 粟国の海淡施設はどうしたの。

○石新実企業技術統括監 粟国の村が運営していた

海水淡水化施設というのは、当初から飲み水を目的

とした浄水場となっておりましたので、直接飲み水

として供給されております。現在企業局が行ってい

るのも同じ同様なシステムで飲み水として供給して

おります。

○呉屋宏委員 何が違うんですか。

○石新実企業技術統括監 海水淡水化施設で出来上

がった水というのは、ほぼ純水に近い水になってお

りますので、それにミネラル分を添加しまして、さ

らに塩素消毒をした上で飲み水にするということに

なっていますけども、座間味島はですね―どう言っ

たらいいんでしょう、海水淡水化施設にそういう機

能を持たせると、そこにまた新しく別のポンプ、送

水ポンプ施設を造って上に上げないといけないんで

すけれども、村としては、それよりは既存の導水の

ポンプで、ダムの水と一緒に上に上げたほうが効率

的だという判断で、座間味島はそういうシステムを

取ったということになっております。

○呉屋宏委員 ダムの水がきれいなのか。

○石新実企業技術統括監 当然浄水処理をしないと、

飲用に適した水にはならない水です。

○呉屋宏委員 海の水からきれいな水を取っておい

て、それをまたダムの水と混ぜて、また浄水をする、

こんな無駄な話ってある。

○石新実企業技術統括監 座間味村が設計した段階

では、別々のポンプで送るよりはそのほうが効率的

だという判断をしたと思うんですけれども、企業局

が新たに整備する施設としましては、海水淡水化で

作った水は直接飲み水として、ダムの水は処理され

た水と一緒にブレンドして供給するという計画にし

ております。

○呉屋宏委員 いや、だからさ、今でも水の問題が

あるわけだから、４月から皆さんが運営するんで

しょ。

○石新実企業技術統括監 いや、我々の浄水場が完

成して、我々が水道水を供給できる体制になるまで

は、現状どおり村が、今の浄水場は運営します。
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○呉屋宏委員 地元からの要望では、令和３年から

は、皆さんで運営してくれというのが、協議がつか

ないから今まで延びてきているという話じゃないの。

○石新実企業技術統括監 防災拠点の話と、今のお

話と、それから工事期間中の住民への、住民生活へ

の影響、そういったもろもろを協議して、これまで

時間を要したというところでございます。

○呉屋宏委員 あのね、海淡施設にポンプをつけて、

浄水場から下ってくるものに直接くっつければ、そ

れはそこの浄水場を造りながらでも、飲料水供給で

きるわけでしょ。

○石新実企業技術統括監 そういったアイデアも我

々も一つとして持っておりまして、どれがよりよい

方法なのかというのを次年度の基本設計の中で検討

してまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員 こんなの高校生が聞いたって分かり

やすい話じゃない。だからそういう話というのは、

要するに皆さんが３年からちゃんと運営をしていれ

ば、座間味村がやっているものを全部やって、協定

書をちゃんと結んで来月からはそれやると書けばで

きるんじゃない。

○石新実企業局企業技術統括監 水道事業というの

は、そもそも市町村が運営するべきものであって、

企業局としましては用水供給を回収できる体制が

整ってから用水供給を開始したいというのがそもそ

もの出発点で８村との合意した内容ですので、座間

味村だけそういった取扱いするというのは他村との、

何ていうんですかね。公平性に欠ける扱いになろう

かなという具合に考えます。

○呉屋宏委員 時間がないから僕はっきり言うけど、

いいですか。我々宜野湾市は、あなた方が作った水

を買っているんですよ、本島内ではほとんどそうだ。

じゃあ何で南部のところは、自分たちで水を作って、

自分たちで送水しなければいけないのか。そもそも

そこがおかしいんじゃないのって言っているわけ。

作られた、県が作った水を市町村が買っていたんだ

よ、今まで、今も。何で離島だけは自分たちで作っ

て自分たちで飲んでるの。そこがこの問題の出発点

だよ。

○石新実企業局企業技術統括監 用水供給事業とい

うのは様々な形態があるんですけども、沖縄本島に

おきましては、水源を北部に求めざるを得ないとい

う事情がありまして、個々の市町村が、それぞれで

水源を持つことが困難というところがありまして、

県のほうで水道用水供給事業ということで、北部か

らの水を持ってきてるという事情があります。一方、

水源が豊富にあって自前でできるところにおきまし

ては、市町村運営の簡易水道あるいは浄水場、上水

道もまだ県内には幾つもあるという状況です。

○呉屋宏委員 これは、次の常任委員会でやります。

自分でできないから、座間味は断水したんだよ。

○瑞慶覧功委員長 以上で、企業局関係予算議案に

対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労様でした。

どうぞ御退席ください。

（休憩中に、執行部退席）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調査事項については、昨日及び本

日の質疑において、提起する議員はおりませんでし

たので、念のため御報告いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から特記事項の取扱いに

ついて説明した後に協議した結果、提案は

なかった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む予算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月17日 水曜日 午

前９時までに、予算特別委員のタブレットに格納す

ることになっています。

また、予算特別委員が調査報告書に関して、常任

委員長に対し質疑を行う場合には、同日 17日 水

曜日の午後３時までに、政務調査課に通告すること

になっております。

予算特別委員の皆様は、各常任委員会の調査報告

書を御確認いただき、もし、各常任委員長への質疑

を行う場合は、登庁の上、同日の午後３時までに通

告書を提出するよう、御対応お願いいたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は３月22日 月曜日 午前10時から委員会を

開きます。

委員の皆様、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月18日（木曜日）

開 会 午前10時０分

散 会 午前10時49分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 要調査事項及び特記事項の取扱いについて

２ 総括質疑の取扱いについて

出席委員

委員長 次呂久 成 崇君

副委員長 仲 村 家 治君

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

新 垣 新君 西 銘 啓史郎君

座 波 一君 中 川 京 貴君

当 山 勝 利君 仲 村 未 央さん

島 袋 恵 祐君 比 嘉 瑞 己君

西 銘 純 恵さん 玉 城 健一郎君

喜友名 智 子さん 國 仲 昌 二君

平 良 昭 一君 上 原 章君

大 城 憲 幸君

3ii4

○次呂久成崇委員長 ただいまから、予算特別委員

会を開会いたします。

要調査事項及び特記事項の取扱いについて並びに

総括質疑の取扱いについてを議題といたします。

ちなみに、常任委員長への質疑の通告はありませ

んでした。

各常任委員会からの予算調査報告書につきまして

は、予算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、

昨日、タブレットに掲載して予算特別委員に配付し

てあります。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項に関し知事等の出席

を求めるか否かについては理事会で協議す

ることで意見の一致を見た。）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

要調査事項に関し知事等の出席を求め、総括質疑

を行うか否か及び特記事項の取扱いについては、休

憩中に御協議いたしましたとおり、理事会を開催し

協議することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事会による協議のため、暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時25分再開

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

理事会の協議の結果を御報告いたします。

要調査事項に関し知事等の出席を求め総括質疑を

行うことについては、慎重に協議した結果、理事会

として意見の一致を見ませんでした。

新垣新委員。

○新垣新委員 次呂久委員長に申し上げます。

総括質疑を求める動議を委員長に提出いたします。

我が会派は要調査事項に関して知事等の出席を求

め、総括質疑を行うことが必要と考えています。よっ

てこの際、総括質疑を行うことについて採決を求め

る動議を提出します。我が会派が要調査事項で上げ

た総務企画委員会のワシントン駐在活動事業費につ

いて、そして２点目に、新たな振興策の推進に対す

る考え方について、経済労働委員会で申し上げた水

際対策、そして観光危機にある観光業界への支援、

そしてコロナ禍に対するＭＩＣＥエリアの見通しや

新設した感染症対策課の役割など、今後の観光ビジョ

ンについて。

以上、５点の総括質疑を行うことを求める動議を

要求いたします。

○次呂久成崇委員長 ただいま新垣委員から総括質

疑を行うことを求める動議が提出されました。

よって、この際、本動議を議題といたします。

本動議に関し、意見・討論等はありませんか。

國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 私、今回各常任委員会から出てお

ります要調査事項５項目についてですけれども、こ

の５項目につきましては、これまで本会議あるいは

委員会等で、知事あるいは担当部長から丁寧に説明

されているというふうに考えております。

よって、改めて説明する必要はないと考え、反対

といたします。

○次呂久成崇委員長 ほかに意見・討論等はありま

予算特別委員会記録（第５号）
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せんか。

小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 私自身、この動議に関して賛成

の立場から討論させていただくんですが、反対討論

の中である程度の説明はなされているという話があ

りました。説明が不十分だから、要調査事項として

上がったのではないかなと私自身は考えております。

また、知事、副知事も含めてですね、特にコロナの

部分が３つ、水際対策、観光危機に対する業界への

支援、あとコロナ禍の中での新しく新設された課と

かＭＩＣＥに対しての部分とかというものが要調査

事項に上がっているんですが、知事からのしっかり

とした説明を議会が受けるということは非常に重要

なことだと考えております。県民の代表たる我々議

会がちゃんと説明を受けて、知事もそういった場で

やりたいことをしっかりと提言をして話をしていた

だくという機会は、恐らくこのタイミングを逃せば、

もう６月議会までないということも考えられますし、

一般質問、代表質問等でこういったものを取り上げ

られなかったらですね、県民が知る機会もなかなか

ないという部分が大きくあると思います。この総括

質疑に関しても、議会事務局にいろいろ確認をした

ところ、総括質疑が行われている都道府県、行わな

い都道府県、様々あるんですが、行われるところが

圧倒的に多くて、行われないところは沖縄を含めて

２県しかないというふうな情報も出ています。議会

を軽視しない、議会に対してしっかりと説明をして

いく、議会に説明をすることで県民に対して広く自

分の―県のですね、令和３年度、コロナも含めて非

常に重要な予算になると思いますので、そういった

部分をちゃんと丁寧に説明をしていくという機会、

または場所をつくることは我々議会にとっても非常

に重要なことだと考えておりますので、動議に賛成

の立場で改めて皆さんに慎重なる御審議をよろしく

お願いして、賛成討論を終わります。

○次呂久成崇委員長 ほかに意見・討論等はありま

せんか。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 特に反対がなければ私も言いたい

んですが、賛成討論していいですか。それでは反対

がないようですので、続いてですけれども賛成の立

場で討論させていただきます。

３つです。１点目は、水際対策の議論は報告書に

ありますから細かいことは申し上げませんけれども、

沖縄県はこの２つの事業、安全・安心な沖縄観光受

入体制構築実証事業と旅行者検査実施支援事業、両

部分で３億ぐらいの事業で沖縄型の水際対策を強化

すると言っていますけれども、委員会で議論の中で

もあったように、今本当に県民が変異種の恐怖でい

る中で、沖縄県の水際対策はどうなっているのかと

いう部分については、いわゆる１つ目の事業はＴＡ

ＣＯなんですね。これが262日間、ＴＡＣＯを動かし

ていますけれども、去年の６月からこの３月の頭ま

で。262日間で252万人、ＴＡＣＯを通過しましたと。

ところが、その中で陽性者が一件でも拾い切れたか

というと、ゼロなんですね。だから、このＴＡＣＯ

をそのまま新年度も２億2100万円の予算をつけてや

りますというけれども、機能していないじゃないか

という議論をしましたけれども、なかなかこの強化

策が出てこないというのが１つ。

もう一つ、新たに希望者にＰＣＲ検査をやります

ということではあるんですけれども、それについて

もやっぱり知事は、部長もそうですけれども、もう

観光産業を動かすんだという話をしています。去年

が250万人ぐらいの観光客でしたけれども、今年は

500万人を入れるのか、800万人を目標にするのか、

それはこれからだということですけれども、誰がど

う考えたって１日当たりの観光を動かすということ

は、那覇空港の利用者は何万人になるわけですよ。

５万人、６万人、それ以上になるわけですよね。そ

の中でＰＣＲ検査の数というのはマックス200、予算

としても半年間で３万5000件の検査数ということで、

１日希望者を200ですよという話です。だから、今全

く262日動かして機能していないＴＡＣＯと、１日

マックス200の希望者にやるＰＣＲ検査と、これでど

うやって沖縄型の水際対策をやるんですかと言って

も、頑張りますとしかなかなか出てこないわけです。

やっぱり私はそれでは、知事が所信表明でおっ

しゃっていたとにかく感染対策と経済対策に全身全

霊で取り組むんだ、その意気込みは聞こえましたけ

れども、具体的にどうするというのが見えない。だ

からここはやっぱりしっかりと県民に対して議論を

する、そして県民の代表である県議会議員の皆さん

に対してこの危機感を共有して、必要であればさら

なる施策の強化を求める。それはやはり要調査事項

ということで議論をさせてもらいましたので、知事

が来てやるべきだというのが１点目です。

２点目、５点ありますけれども、もう一つだけ具

体的に申し上げますと、振興策の部分、あれについ

ても総務のほうから50年という節目、そういう中で

ぜひ知事が出てきて議論をすべきじゃないかという

議論がありました。これに対して、先ほどもありま
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したけれども一般質問、代表質問で議論しましたと。

あるいは10年前のスケジュールと比較しても、検討

の熟度が高い部分もありますよというような反対の

意見もあったようですけれども、実はこの間、議論

をしていると、10年前に経験した委員の方から、前

回の10年前の３・11のときは東京で要請活動してい

たんだよなと。具体的に政治的に詰めていたんだよ

なというような話を経験した委員から聞かせていた

だいたんですよ。そういう意味では、我々に対して

も担当部局は10年前と同様のスケジュールで、ある

いはあれ以上のペースで議論していますよと言いま

すけれども、やっぱり50年の節目を迎える振興策と

いうのは、やっぱりこの沖縄県振興策というのは県

民みんなに影響しますよと。全市町村の事業に影響

しますよと。泡盛も電気料も飛行機代も、全てに影

響するものだよという、これはやっぱり県民に対す

る再認識も必要だし、全市町村に対する再認識も必

要だし、そういう意味では、行政のトップと我々県

民の代表である議会が、もう一度この場で議論する

というのは大事なこと。今スケジュールはこの夏場

に向けて各委員会でやるという話をしていますけれ

ども、もう目の前、７月、８月には概算要求が終わ

るわけですよ。令和４年の予算を組まないといけな

い。それを具体的に提案しないといけない。そうい

う中で、やっぱり政治的な議論というのが全くなっ

てない、うちも含めてですね、なかなか進め切れて

いないという感覚があるものですから、やっぱりこ

こもしっかり知事が出てくるべきだなと思ったのが

２点目です。

３点目は、先ほども指摘がありましたけれども、

やっぱりこの7900億の過去最高の一般会計、特別会

計まで入れると１兆円超えるわけです。そこは誰が

やっても、正直言って140万県民のみんなが100％賛

成という予算の組み方というのはないと思います。

でも、だからこそしっかりとトップリーダーである

知事は説明する必要がある。だから、このＭＩＣＥ

事業についても、ワシントン事業についても、ほか

の観光事業についてもそうですけれども、やっぱり

県民の代表である県議会に対して丁寧に、もういい

よっていうぐらい私は説明する必要があると思いま

す。過去３年の実例を見ても、仲井眞知事が平成

24年、25年、26年に総括の質疑で答えていますけれ

ども、残念ながら今与党、野党の中で、野党多数の

ときには知事を呼ぶとかという話ですけれども、やっ

ぱり与野党関係なくしっかりと説明をする姿勢とい

うのは必要だと思うし、特に今のような大変なとき

だからこそ、あるいは50年に一度の大きな節目だか

らこそ率先して出ていただきたいなと。そして、県

民の代表として堂々と議論をする。行政の責任者と

して堂々と説明をする。そういうような姿勢がこの

予算委員会には求められていると思っておりますの

で、以上、３点申し上げて賛成討論といたします。

ありがとうございます。

○次呂久成崇委員長 ほかに意見・討論等はありま

せんか。

（「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 意見・討論等なしと認めます。

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、総括質疑を求める動議に対する採決を

行います。

本動議は挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○次呂久成崇委員長 可否同数であります。

よって、委員会条例第14条の規定により、委員長

において、その可否を裁決いたします。

本動議に関し、委員長は否決と裁決いたします。

次に、特記事項の取扱いに関し、議案の採決後に

附帯決議案として採決に付すかどうかについては、

慎重に協議した結果、理事会として意見の一致を見

ました。

皆さんのお手元のほうに今配付されている文案を

ベースにいたしまして、この文案のほうを各会派持

ち帰って、文案を調整していただきまして、３月25日

までに取りまとめるということで一致をしておりま

す。

以上、御報告いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、文案の中身及び取扱いについて、

大城憲幸理事より説明があった。）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

特記事項の取扱いについては、理事会の報告のと

おり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から３月22日に令和２年

度補正予算に係る追加議案が提出される予
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定がある旨説明し、追加議案が本委員会に

付託された場合の審査日程、質疑方法等に

ついて協議した結果、案のとおり行うこと

で意見の一致を見た。）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

補正予算に係る追加議案の審査については、休憩

中に御協議いたしましたとおり決定することについ

て、御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

次回は、３月24日 木曜日 本会議休憩中に委員

会開催を予定しております。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 次呂久 成 崇
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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月24日（水曜日）

開 会 午前10時11分

散 会 午前11時31分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第35号議案 令和２年度沖縄県一般会計補

正予算（第16号）

出席委員

委員長 次呂久 成 崇君

副委員長 仲 村 家 治君

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

新 垣 新君 西 銘 啓史郎君

座 波 一君 中 川 京 貴君

当 山 勝 利君 仲 村 未 央さん

島 袋 恵 祐君 比 嘉 瑞 己君

西 銘 純 恵さん 玉 城 健一郎君

喜友名 智 子さん 國 仲 昌 二君

平 良 昭 一君 上 原 章君

大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

総 務 部 長 池 田 竹 州君

財 政 課 長 武 田 真君

子ども生活福祉部長 名渡山 晶 子さん

福 祉 政 策 課 長 久 貝 仁君

保 護 ・ 援 護 課 長 大 城 清 剛君

3ii4

○次呂久成崇委員長 ただいまから、予算特別委員

会を開会いたします。

甲第35号議案令和２年度沖縄県一般会計補正予算

（第16号）を議題といたします。

本日の説明員として、総務部長の出席を求めてお

ります。

甲第35号議案について、総務部長の概要説明を求

めます。

池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 おはようございます。

よろしくお願いいたします。

ただいま議題となりました甲第35号議案につきま

して、令和２年度一般会計補正予算（第16号）説明

資料により、その概要を御説明いたします。

ただいま通知させていただきました。

資料の１ページをお願いいたします。

今回の補正予算は、個人向け緊急小口資金等の特

例貸付けに要する経費につきまして、101億6000万円

を計上するものであり、補正後の改予算額は9433億

1137万8000円となります。

２ページをお願いいたします。

こちらは、歳入歳出の財源内訳となっております。

３ページをお願いいたします。

歳入内訳としましては、全額、国庫補助金となっ

ております。

４ページをお願いいたします。

歳出内訳としまして、事業概要を記載しておりま

す。

以上が、甲第35号議案令和２年度沖縄県一般会計

補正予算（第16号）の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○次呂久成崇委員長 総務部長の概要説明は終わり

ました。

これより、甲第35号議案に対する質疑を行います。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

質疑に際しては、引用する予算資料の名称、ペー

ジ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明

資料の該当ページをタブレットの通知機能により委

員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願いいた

します。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円

滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいた

します。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 おはようございます。

お願いいたします。

今回、101億6000万ということで、補正ですけれど

も、この事業に係る改予算額も含めた総額、それか

ら貸付実績、緊急小口総合支援資金、それぞれ件数、

予算特別委員会記録（第６号）
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金額ともにお尋ねをいたします。

あと、トータルでも、合算でお願いいたします。

○久貝仁福祉政策課長 お答えします。

今回の貸付資金の補正ですけれども、今回９回目

になります。

トータルで374億800万となっております。

貸付実績ですが、令和３年３月12日時点で、緊急

小口資金が３万9131件、74億1364万円。総合支援資

金が４万781件、216億3279万円。合計７万9912件、

290億4643万円の実績となっております。

○仲村未央委員 ７万9000件余りということで非常

に、特に今回、３月末で一旦打切りということの状

況もありましたので、そういう意味では非常に駆け

込みも含めて多く申請が上がっているのかなという

感じもいたしますけれども、今の体制としては、各

地域の社会福祉協議会さんが窓口になって頑張って

いらっしゃるというふうに聞いております。

この体制ですね、それぞれ社協さんも人員も含め

て確保があると思うんですけれども、その確保に係

る予算も含めて、これは対応費として、この中から

支出をされているとの理解でよろしいですか。

○久貝仁福祉政策課長 今回の特例貸付けに係る体

制強化のために必要な事務費については、今回の特

例貸付けの原資から取り崩して使用できることと

なっております。

沖縄県社会福祉協議会から各市町村社会福祉協議

会へ委託費として交付をしております。

県社会福祉協議会においては、人材派遣会社と契

約し、職員20名の派遣を受けて受付の対策強化に努

めているところです。

○仲村未央委員 体制に関しては前年比、先ほどの

件数と金額も含めて、これなかなか直接に比較しづ

らいというか、要件の緩和等もありますので、非常

に大きく拡大はしてますけれども、ちなみに、それ

ぞれ前年比どれぐらいの状況でしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 今回の特例貸付けの実績を

前年度実績と比較しますと、貸付件数が533倍、貸付

金額が1904倍となっており、これまでにない貸付規
模となっております。

○仲村未央委員 であれば、なおさら今言った申請

の窓口も含めて体制の強化、充実が必要であろうと

いうふうに思うんですね。

市町村で、例えば特徴があるのかですね、41市町

村それぞれ、その事務を含めて担っておりますけれ

ども、申請の状況、その最も多い自治体とか、ある

いはその都市部とかですね。

そういった形で特徴があれば、お尋ねをいたしま

す。

○久貝仁福祉政策課長 貸付けの件数については、

やはり都市部のほうが高い割合がありますけれども、

世帯の割合で比較しますと、高い順に宜野座村が

9.5％、那覇市が7.4％、浦添市6.7％、北谷町6.5％、

恩納村6.4％、与那原町6.3％、沖縄市6.1％となって

います。

低い順では、離島町村の南大東村と多良間村では、

貸付実績はございません。与那国町が６件、0.6％と

なっております。

○仲村未央委員 宜野座村は非常に高いということ

で、１割弱そのような活用があるということで、具

体的な上乗せ等の市町村の取組もあるやに聞いてお

りますけれども、今窓口になっている、特に社協さ

んにお話を伺うと、やはり今、物すごい件数の受付

をする中でも、もちろん直接的には経済的な困窮の

申請でいらっしゃっているのですが、そのまつわる

相談、生活全般ですから、お体のこともあるでしょ

う。様々な家族のケア、不安も抱えていらっしゃる

方々がやはり多いということで、そのつなぎの支援、

連携ですね。

そういったことは、特にこれ１年、ちょうど事業

開始して、去年の３月25日あたりからだったと思う

んですけれども、１年の猶予を待っての、そろそろ

返済の償還も含めて出てくる時期もこの新年度に向

けて入ってくるかと思うんですね。

そういう意味では、やはりこういった相談機関の

連携、それぞれのつながりという体制も含めて、窓

口の強化、体制の強化というのが必要になってくる

と思いますので、そこはぜひ力を入れて取り組んで

いただきたいと思いますけれども、その辺り含めて

思うところがあればお尋ねして終わりたいと思いま

す。

○大城清剛保護・援護課長 自立相談支援機関につ

いての質問だと考えておりますけれども、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に伴いまして、生活に困窮

している方からの相談が増加しております。

県では、今年度相談員等を増員し、自立相談支援

機関の体制強化を図ってきたところであります。

次年度の令和３年度からはアウトリーチ支援員

２名の配置も行い、相談支援体制の充実に努めるこ

ととしております。

また、償還時においては、償還指導を行う社会福

祉協議会と連携し、生活困窮者の自立支援に努めて

まいります。
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○次呂久成崇委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 最初にもう一度確認ですけど、補

正後の貸付予算―374億と聞こえたのですが、もう一

度確認します。

○久貝仁福祉政策課長 今回の101億6000万の補正含

めて９回目の補正予算の計上になります。

その合計額は374億800万円となっており、過去最

大規模となっております。

○西銘純恵委員 いろいろ聞きましたけれども、ま

ず市町村によって貸付けの割合が違うということは、

何か要因―宜野座が高い、１割近いということなん

ですけれども、要因は何か。

○久貝仁福祉政策課長 宜野座村の割合が高い理由

としては、宜野座村は村独自に緊急小口資金の貸付

けを受けた世帯に10万円の給付を行ったことが影響

しているというふうに考えております。

あとは、やはりサービス業等ですね、那覇市、浦

添市などの都市圏、こういったところが割合が高い

傾向にあると考えております。

○西銘純恵委員 皆さん困窮しているから貸付けよ

りも給付金、確かにそうだと思うんですけれど、そ

れでも那覇、浦添、都市部ということはいいんです

けど、沖縄市とか、うるまとか、豊見城にしても、

結構そういう賃金労働者が多いところではないか、

11市の本島内でも、まだ割合低いのは何か分析され

ていますか。

○久貝仁福祉政策課長 先ほど沖縄市が6.1％という

ことで、市町村によって違いあります。うるま市さ

んは4.9％ということですね。

これは詳しい分析はできておりませんけれども、

例えば北谷町、恩納村もそれぞれ6.5％、6.5％と高

い数字になります。

観光業であるとか、飲食業であるとか、そういっ

た業務に従事している方が割合が高いということが、

貸付けの件数を増やしている要因ではないかという

ふうには考えております。

○西銘純恵委員 窓口体制、市町村の取組というの

が、差はないのかなと思っているんですよね。

特例貸付けについて体制を強化したという市町村、

どのような状況ですか。

○久貝仁福祉政策課長 先ほど県社協のほうでは、

20名の人材派遣会社との契約というふうに申し上げ

ました。

例えば、那覇市社会福祉協議会でも独自に職員を

確保しております。

これは那覇市に限らず、他の市町村の社協におい

ても必要に応じて人員を増やすなど、体制強化を図っ

ているところでございます。

○西銘純恵委員 相談をして、貸付けを受けるまで

の日数ですけれども、一番短い日数で、どちらの市

町村か、そして遅いところはどこになっているか。

○久貝仁福祉政策課長 貸付けの手続については、

スピード感については、市町村にそれぞれの貸付け

のニーズの数とか、そういったところによって多少

は違います。

どこが早いとか、遅いということはございません

けれども、夏場以降、落ち着いた時期では、緊急小

口のほうは１週間から10日、総合支援資金について

は２週間程度で入金されるというふうには聞いてお

ります。

○西銘純恵委員 今でもその日数ですか。

もっと短くなっていることはありませんか。

○久貝仁福祉政策課長 今、３月末の駆け込み需要

等があって、受付現場はこれまで以上に受付が増え

ているという状況を聞いておりますので、若干入金

までに手続は多少、もう少し変わっているのかとい

うふうに思います。

○西銘純恵委員 これからまた101億増額で、それは

いつまでの貸付期間になるのでしょうか。体制強化

もっと対応できるように、さらに増やしていくとい

うのも必要ではないかと思うのですが、いかがです

か。

○久貝仁福祉政策課長 今回の補正も含めて、これ

は国において各県の貸付実績を踏まえて補正予算や

予備費にて随時追加で予算配分をしてきました。

２月補正時には、国から内示のあった18億円を追

加することで、所要額を抑え、賄える見込みでした

けれども、その後の緊急事態宣言の延長に伴う経済

状況を踏まえた総合支援資金の再貸付けが２月19日

から実施されたこと、３月末の受付期限を前に申請

が殺到したことにより、原資が枯渇する見込みになっ

たこと、国から年度内の社協への支出を求められた

ことを踏まえ、今回は追加計上となったということ

でございます。

○西銘純恵委員 やっぱりそれだけ総合資金の貸付

けが、また急増されたということですから、それに

見合うような体制、さらに拡充するということも必

要だと思いますので、丁寧に見てほしいと思います。

あともう一つは、返済免除というのが、この特例

貸付けには入っていますけれども、返済猶予も含め

て、どのような政府の考え方になっていますか。

○久貝仁福祉政策課長 去る３月16日付で、国より
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具体的な償還免除の取扱いが示されました。

償還免除は、資金の種類ごとに一括して行われま

す。例えば緊急小口―これは１か月20万円ですけれ

ども、あと総合支援資金の初回３か月分60万円、同

じく総合支援資金の延長分３か月分60万円、あと再

貸付け３か月分、こういった種類ごとに償還免除を

規定しています。

具体的に申し上げますと、緊急小口資金と総合支

援資金の初回貸付分については、令和３年度または

令和４年度の住民税非課税を確認して一括免除にし

ます。

また、総合支援資金の延長貸付分については、令

和５年度の住民税非課税を確認して一括免除、総合

支援資金の再貸付分については、令和６年度の住民

税非課税を確認して一括免除とすることになってお

ります。

また、非課税を確認する対象は、借受人と世帯主

のみとなり、それ以外の世帯の課税状況は問わない

というふうな内容になっております。

○西銘純恵委員 返済について大変気に病んでいる

皆さんもいると思うんですけれども、これ今、借り

ている総人数、件数でいいんですけど、もう一度確

認します。その皆さんに、返済免除猶予についてちゃ

んと連絡といいますか、周知はどのようにされてい

ますか。

○久貝仁福祉政策課長 まだ今以上の細かい内容が

国から示されておりませんけれども、国から詳細な

償還免除の手続、免除申請の手続の流れとか方法等

が示された後、社会福祉協議会と連携して、個別に

借受人に案内を送付するというふうなことを今、検

討しております。

○西銘純恵委員 今話したのは、去年の最初に借り

た皆さんは既にもう、多分４月、５月とか、返済期

限が来るはずなんですよね。その皆さんに対しての

猶予で、１年後にという話をきちんと伝えていくと

いうのが大事だと思うんですよね。そこら辺につい

て丁寧にやってほしいと思うんですが、その周知に

ついてお尋ねします。

○久貝仁福祉政策課長 償還の時期がもう今年から

始まる人もいますけれども、これについては令和３年

３月末までに償還免除が始まる人は、令和４年４月

からに償還時期をずらしておりますので、これにつ

いても個別に、社協を通して周知をさせたいと思い

ます。

○西銘純恵委員 そこはとても大事だと思うんです

よね。猶予、来年までということと、それともう一

つ、まだ困窮していて、やっぱり新たに総合資金を

借りたい、どこからももう金策できないという皆さ

んにもまた届くようにね、周知というのをぜひやっ

てほしいと思います。市町村に対しても、そして県

社協に対しても必要だと思いますが、最後にお尋ね

します。

○久貝仁福祉政策課長 周知については、これまで

も幾度となく、市町村を通して周知をしているとこ

ろです。いろんなテレビ、新聞等も含めてなんです

けれども、例えば去年の８月には陽性者が大変多く

出て、夜の飲食店で働く人たちにも、ホテル宿泊療

養している方にも、こういった資金のＰＲをしたり

しました。

また、総合支援資金の延長貸付けについては、対

象者について案内も送付したりもしております。去

る19日の知事の定例記者会見でも、６月まで延長さ

れたということで、利用の促進なども周知しており

ます。

引き続き生活困窮している世帯に対して、社協、

市町村を通して周知に努めたいと考えております。

○西銘純恵委員 返済免除も同じように、しっかり

やっていただきたい。

要望して終わります。

○次呂久成崇委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 今回の予算の数や件数の概要は

お伺いしましたので、それ以外のところで幾つか聞

かせてください。

今回、コロナ関連の補正予算第16号ということな

んですけれども、このうち、これまで専決処分だっ

た予算、何件あったでしょうか。

○武田真財政課長 これまで専決処分として承認を

いただいた予算は６件でございます。

○喜友名智子委員 その合計金額、幾らでしたか。

○武田真財政課長 専決処分として承認いただいた

予算額は302億円となっております。

○喜友名智子委員 今回は福祉の緊急小口用の予算

ということでしたけれども、こういった予算が必要

とされたときに、県の中でどうやってこういった予

算案ができるのか、基本的なことになりますけれど

も、プロセスを教えてください。

○武田真財政課長 今回の補正予算を計上するに当

たった経緯を少し御説明させていただきたいと思い

ます。

当初予算、２月補正予算を提案させていただいた

後に、その前後に、子ども生活福祉部のほうから今

回提案させていただいている緊急小口資金の追加内
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示がある旨の御連絡がありました。

それを踏まえて、令和２年度予算に計上すること

が一つの条件でしたので、追加提案をしないといけ

ないというふうな状況にございました。

その上で出納事務局に、令和２年度で支払うとし

たらいつまでに議決を得ないといけないかというふ

うな日程を確認した上で、議会事務局と議会日程に

ついて確認をいたしました。

その間、今回の緊急小口以外にも、国のほうの動

きとして、ひとり親世帯への支援とか、そういった

ふうな事業が、予算計上するというふうな話もござ

いましたので、情報収集をした上で、今回、令和２年

度の補正に乗せるべき事業について、あるのかない

のかと最終的な確認を、先週の時点までずっと情報

収集を行っておりました。

その上で、今回の令和２年度の補正予算として計

上すべき事業はこの事業だけだというふうに確認が

取れたので、今回提案するに至ったところです。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

今回の予算は子ども生活福祉部関連の予算という

ことなので、この動きになったと理解しました。

これはほかの部局からも予算が必要だというとき

には、部局の名前が変わるだけで同じ動きになると

理解してよろしいですか。

○武田真財政課長 補正ですので、時期を逸するこ

となく様々な状況に応じて、感染症状況、経済状況

に応じて対応してきたつもりです。

今後もそういう心積もりで、必要な予算があれば

追加の補正というのをやっていくというふうに考え

ているところです。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

やっぱり閉会中になったときに、専決が多くなる

というところは、少し議会としても気になるところ

ではあるんですけれども、今のプロセス理解いたし

ました。ありがとうございました。

以上です。

○次呂久成崇委員長 上原章委員。

○上原章委員 窓口を各市町村社会福祉協議会に

やっていただいているということなんですが、窓口

受付して審査をして最終的に決定をするこの仕組み、

ちょっと教えてもらえますか。

○久貝仁福祉政策課長 まず、市町村の受付では、

市町村に設置している市町村社会福祉協議会が、ま

ず窓口になります。

それらの手続を一旦、県社会福祉協議会のほうに

上げまして、そこで実際の入金手続とかということ

の流れになっております。

○上原章委員 市町村の窓口の状況にもよりますけ

ど、窓口受付して審査をし、決定をし、御本人に届

く―この期間はどのぐらいをと窓口では説明されて

いますか。

○久貝仁福祉政策課長 これは、貸付けが殺到する

時期とか、いろいろございますけれども、通常は、

緊急小口の場合は１週間程度、総合支援資金の場合

は２週間程度というふうには聞いております。

○上原章委員 現場はそうなっていると、皆さんは

認識しているんですか。

現場の今の状況とかは、掌握されていますか。

○久貝仁福祉政策課長 昨年の５月、８月といった

状況で、昨今では３月末の受付期限を前にした申請

が殺到しているということで、現在は窓口が大変厳

しい状況にあるというのは聞いております。

○上原章委員 私、那覇のほうに住んでるんで、い

ろんな方々のお話も聞く機会がありまして、やっぱ

り最終的に県のほうで最終審査をし、決定をするの

が、なかなかちょっと日にちもかかるというケース

があって、３週間以上待たされるケースもあると聞

いているんですね。

ですから、マンパワーが必要であればしっかり、

窓口もそうですけど、審査するところも確保して、

本当に困窮している人の思いにどう応えるかってい

うのが非常に重要だと思うんで、今必要なんだって

いうところの方々の相談なんでね、その辺はしっか

り対応すべきじゃないかなと思うんですが、いかが

ですか。

○久貝仁福祉政策課長 先ほども答弁しましたけれ

ども、必要な事務費については、今回の特例貸付け

の原資から取り崩して使用することができます。

先ほど那覇市社協の話もしましたけれども、こう

いったニーズに応えるためにも人員の確保について

は、県かまたは社協を通じて適切に対応するように

指導していきたいと思います。

○上原章委員 窓口も今、本当に一生懸命やってい

るのも理解してますし、県の社協さんも、これだけ

の規模でやっているのは本当に大変な中で頑張って

いると思うんですが、現場の今の声をしっかり拾い

上げて対応していただきたいと思います。

最後にもう一点、今回101億という、９回目という

ことでございましたけれど、これまでのこの270億、

あと100億を超える追加ということですが、それだけ

需要というか、対象の方々が今、各全県にあるとい

うことでの、今回のこの金額になっているんでしょ
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うか。

○久貝仁福祉政策課長 ２月補正で18億円を計上し

たばかりですけれども、やはりその後の緊急事態宣

言後の延長による経済状況を踏まえた、国による総

合支援資金の再貸付けが２月19日から実施されたこ

と、あと、３月末の受付期限を前に申請が殺到した

こと、こういったことに伴って今回、各都道府県の

貸付実績を踏まえて、国のほうで101億円の予算を計

上してもらったという経緯でございます。

○上原章委員 よろしく、需要もある中で特に沖縄

で外国人のこの留学生とか、一生懸命日本で学び、

頑張っていこうとしている方々も対象になっている

と聞いてますけど、その辺のちょっと比率とかは、

人数とか分かりますか。

○久貝仁福祉政策課長 今回の特例貸付けは、外国

人も問わず対応しています。飲食店やコンビニ、様

々な産業分野で従事している、県経済に寄与してい

る外国人の方々も含めて、柔軟に貸付けを行ってお

ります。昨年５月には、外国人の申請が殺到しまし

た。特にネパール人の方が多くて、那覇市社協では、

ネパール語で書かれた申請書を準備して、受付など

もしました。

今、具体的に外国人が何名とかというふうな数字

は持ち合わせておりませんけれども、当時の新聞記

事で申し訳ございませんけれども、これ６月29日の

記事ですけれども、那覇市社協によりますと、外国

人留学生からの申請が全体申請件数の15％を占めて

いるという時期もあったということで、当時は外国

人の方々の申請が大変多かったというふうに理解し

ております。

○上原章委員 そういった方々に対する配慮も非常

に大事かなと。やっぱり、言葉でどう説明するか、

この申請の中で、そういった言葉の分かる方もしっ

かり対応できるように那覇もやっているとは聞いて

ますけど、一つ一つしっかり県のほうで吸い上げて、

対応をお願いしたいと、丁寧、本当にスピーディー

にやっていただきたい。

以上、要望で終わります。

○次呂久成崇委員長 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 すみません、今回の補正で101億

6000万円ですか。どれぐらいの件数に対応できるも

のなのかということで、あと大体どれぐらいの期間

を持つというふうに考えられているのか教えていた

だきたいです。

○久貝仁福祉政策課長 今回の補正は、総合支援資

金の再貸付けが２月19日から実施されたこと、３月

末の受付期限を前に申請が殺到したことにより、原

資が枯渇する見込みとなったことを踏まえて追加計

上するものです。今回の100億円の追加補正により、

３月末までの申請受付分については、かなりの見込

みです。

ただ、金額が国により、大分これまでにない額の

予算を措置されております。これについては、６月

末までは原資も含めて、何とか賄える金額であると

思います。

ただ、今回６月末までに全ての申請が延長されま

したので、さらに需要が見込まれますので、今後も

この原資が枯渇することのないように国と適切に調

整をして、予算が必要であれば、さらに補正で計上

していきたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 分かりました。

例えば、資金が枯渇しないようにということでし

たけれども、また様子を見て、次また国のほうへ要

請して、それがまた下りてくるということになって

いるんですか。

○久貝仁福祉政策課長 この生活福祉資金―これま

でも当初７月でしたけれども、９月、12月、３月、

今回６月というふうに順次拡大をしておりまして、

やはりこれは経済状況にもよりますけれども、国に

おいても必要であればこういった予算を、予備費と

かも含めて確保していくと思います。今後も、追加

の予算はあるというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

ぜひ、そこはもうしっかりと手当てをしていただ

けたらと思います。

あともう一点なんですけれども、先ほど償還免除

の話とかもありましたけれども、この予算ですね、

この貸付けが返ってきたときの、その対応というの

はどのようになっているんでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 通常、償還された貸付金は、

本事業の実施主体である沖縄県社会福祉協議会にお

いて、貸付原資として通常用いられますけれども、

今回の特例貸付けにおける償還金の取扱いについて

は、まだ国から方針が示されておりません。

これまで同様、沖縄県社会福祉協議会の貸付原資

として活用できるか、国への返還になるか、ここに

ついては今後、国に確認していきたいと考えており

ます。

○新垣淑豊委員 分かりました。ぜひお願いします。

以上です。

○次呂久成崇委員長 新垣新委員。

○新垣新委員 賛成の立場から質疑をしたいと思い
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ます。

この101億6000万に対して、国から国庫支出金が県

に入ってきたと。社会福祉法人に委ねるということ

の理解は分かりますが、あくまでも様々なコロナ対

策経済支援の中で、国から入ってきて、プラス県か

らも融資4000万から6000万に上げたというこの企業

等にもですね。

私、この生活貸付金を、あくまでも県としても、

貸付金プラスアルファで付け加えることは検討され

たのか、されなかったのか、そこを伺いたいなと思っ

てですね。

国から入っていますよね、あくまでも。県として

も、プラスアルファは検討にあったのかなかったの

か、これだけお聞きしたいなと思って。やっぱり困っ

ている人は、お金をもっと必要とするんですよね。

そこを、県としての努力はどうなったのか伺います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 この生活福祉資

金の貸付けにつきましては、オールジャパンの制度

でございまして、国においても今回のコロナの状況

を踏まえて、特例貸付けということで大幅に対象を

拡大し、また、期間も延長するなどというような取

扱いがされているところでございます。

今般のコロナ関係に関する県民の生活を支えると

いう観点からは、県のほうでは、これとは別の制度

なんですけれども、住居確保給付金という制度がご

ざいまして、それに対する県独自の上乗せという形

で対応するなど、ちょっとこの制度とは別の形で、

県の支援策というのは検討させていただいたところ

でございます。

○新垣新委員 住居貸付金じゃないんですよ、私が

聞いているのは。コロナで困っている人のことを聞

いているんですね。それは別の話なんですよ、部長。

その場しのぎの答弁はやめてほしくて、私が聞い

ているのは、コロナで困っている人はやっぱり、生

活貸付金はもっと必要だと思っているんですね。県

としての努力を聞いているんですよ。あったのかな

かったのかだけ、これを答えてほしいんですね。余

計な答弁要らないんですよ。だから、それはどうで

すか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 この生活福祉資

金の貸付けに関しましては、県独自の取組というの

は検討してございません。

○新垣新委員 今後、国から入ってきたこの生活貸

付資金プラスアルファで、県としても努力、頑張っ

ているという成果を県民に、本当に頑張っているん

だよという形で検討する余地が―やっぱり困ってい

る人はもっとお金必要なんですね、はっきり言って。

もう貯金がないという家庭が多いんですよ、もうこ

れだけ切り崩して。基金がないように、おうちでの

貯金も切り崩しているんですよ。これは101億では足

りないと私、実は思っているんですね。

だから、県としての努力、今後検討する価値が僕

はあると思うんですよ。困っている人、多いんです

よ。どうですか部長、検討する余地があると、補正

でも、プラスアルファで県が頑張るという姿勢を見

せるべきだと。誰一人取り残さないと言うんだった

ら、口先だけじゃなくて、言葉のパフォーマーでは

なくて、しっかりやるという検討課題、どうにか頑

張ってほしいんだけど、いかがですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 様々な国の制度

も活用した支援策がある中で、コロナで困窮する家

庭に対してどのような支援が必要かということに関

しましては、今後、様々な観点から検討をしていき

たいと考えております。

○新垣新委員 すみません、これ様々じゃないんで

すよ。もうメニューはこれだけなんですよ。こんな

余計な答弁要らない。この問題で困っている人多い

から、検討する余地があると、県としての努力。困っ

ている人はお金を多く必要としているんですよ。こ

れでは足りないと、僕は。もう苦渋の決断だから賛

成するんだけど、県としての上乗せ、頑張るべきだ

よということを検討してほしいだけなんですよ。様

々は要らない、この問題においてですから、検討す

るかしないかですよ。

いかがですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 生活福祉資金に

つきましては、先ほども御答弁申し上げましたけれ

ども、かなり幅広い特例貸付けという形で実施をさ

せていただいておりますので、その貸付状況等も踏

まえながらではございますけれども、この制度も含

めて、どのような支援が必要か、様々な観点から検

討したいと思います。

○新垣新委員 沖縄県の所得は全国で一番低いんで

すね。貯金も切り崩している中で、私はもっとこれ、

今回、賛成するんですけど、自分の心の中ではもっ

と、1000億ぐらいあってもいいなと実は思っている

んですよ。

もう本当に沖縄は全国一所得が低い、失業率も高

いですから、だから県としての努力というのを聞い

ているんですね。ぜひ様々なじゃなくて、この問題

において、低所得者において、６月の補正予算で、

ぜひ実現していただきたいと。県として、１世帯に
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５万円上乗せするぐらいの成果を見せて頑張ってい

ただきたいということを要望して、見ていますとい

うことを付せて、私の質疑を終わります。

○次呂久成崇委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 先ほど課長のほうから、９回補

正組んだというので、９回の月と額をちょっと説明

してもらえますか。何月に何億、億単位で結構です。

○久貝仁福祉政策課長 今回の補正のこれまでの経

緯ですけれども、令和元年度の３月補正で２億

2800万、２年度５月補正で４億3300万、６月専決で

20億、６月補正で48億 7700万、８月補正で68億

7700万、９月補正で24億2300万、10月専決で86億

1000万、２月補正で18億、今回の補正が101億6000万、

合計374億800万となっております。

○西銘啓史郎委員 今の資料で、配付された資料で

は372億になっている、この２億は３月分が入ってい

ないという理解でいいんですかね。数字が２億違う

んですよね。

○久貝仁福祉政策課長 昨年度の令和元年度３月補

正の２億2800万が入っていない。

○西銘啓史郎委員 ちょっと２月の18億円とおっ

しゃいましたよね。これはいつ補正組んだんでした

か。補正組んだ日、議会に提出して。

○久貝仁福祉政策課長 直近では、去る２月補正で

18億円を。

○西銘啓史郎委員 何日ですか。２月、この補正を

組んだのはいつですか。

○久貝仁福祉政策課長 ２月16日の開会日に提案を

しまして、３月10日に議決されました。

○西銘啓史郎委員 何を言いたいかというと、先ほ

ど２月19日に再貸付けが決まったという話でしたよ

ね。

僕が申し上げたいのは、担当の方にも申し上げた

んですけど、２月で18億円で、３月で101億円という

のが、決して補正組むことが悪いんじゃないんです

けれども、情報が事前に入っていたか、入っていな

かったかということと、読み、どれだけ足りなくな

るんだろうということを、社協に含めて、それが分

かっていれば、２月の段階でも大幅にできたのかな

というのが一つ聞きたいんですね。

２月19日に国が決めたということだったので、事

前の何かこの情報というのがあったかなかったかだ

け教えてください。

○久貝仁福祉政策課長 再貸付けの内容については、

事務方を通してこういった情報はあるというふうに

は聞いておりましたけれども、具体的に金額の内示

が、正式な額であるとか、そういったものは正式に

はまだございませんでした。２月議会の提案日には、

こういった今回の101億円というのは、技術的な、物

理的な制限の中で提案することができなかった―今

回の提案になったという経緯でございます。

○西銘啓史郎委員 101億円が決して悪いということ

ではなくて、いろんな情報を、例えば事前につかん

だり、または県の社協の貸付状況がどうか、原資が

どうなっているかも含めて、そういうのをすべから

く把握しておけば、何月でできたのか、または、い

ろんなやり方あったのかもしれませんけれども。

いずれにしても、101億円、先ほど６月までという

ことで、これがもし未執行の場合は、次年度に繰越

しができるという理解でよろしいですか。

○久貝仁福祉政策課長 これについては、年度内で

の処理であるとか、そういったものではなく、原資

がある限り活用できるということでございます。

○西銘啓史郎委員 補正とはちょっとずれますけど、

じゃあ令和３年度のこの事業の予算額は当初予算で

幾らですか。

○久貝仁福祉政策課長 この事業は、補正予算で計

上するというよりも、国の予算措置状況を踏まえて、

それぞれの補正の中で措置をしていくというふうな

流れです。

県に一旦補助金として入りますけれども、そのま

ま補助金については社会福祉協議会に入るというふ

うな、そういった流れで、当初予算という形ではこ

れまで組んではおりません。

○西銘啓史郎委員 すみません、担当から聞いたと

きには、もともと社協への原資が45億あったと聞い

ているんですね、この今年度ですよ。

だから、次年度も当初予算で原資があるのかどう

か聞きたかったんですけど、ゼロということですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 この資金につき

ましては、例えば今回も議決をいただきましたら、

そのまま県の社会福祉協議会に流すことになります。

県社協のほうで、原資として今後、貸付けに使っ

ていくというような形になっております。

当初予算につきましては、今回は、次年度につき

ましては計上をしていないところでございます。

○西銘啓史郎委員 じゃあ、国の状況やいろんなも

のを判断して、また補正を組むということで理解し

てよろしいでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 県内の貸付状況

を見ながら、必要な額については国に適宜要望して

いき、それを受け入れて、県社協に流していくとい
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う形になるかと存じます。

○西銘啓史郎委員 恐らくこの１から３月、それか

ら４、５、６月がどう変わるか分かりませんけれど

も、そんなに改善はしないと思うんですよね。です

から、当初予算に組む、組まないは別としても、恐

らく今後必要になってくるんじゃないかなというと

きに、この予算の組み方っていうのは大事だと思う

ことと、それからこれは給付と違って貸付けなんで、

残念ながら給付では不正の申請があったりしました

よね。ですから、この貸付けについては、そういう

ことがないとは思いたいんですけれども、やはり先

ほど来あるように、社会福祉協議会の担当の状況で

すね。

例えば、商工労働部では、いろんな貸付けについ

ては120名体制で強化したとか、５月末までにいろん

な飲食業の支払いを済むような体制をつくっている

と聞きましたけれども、各社協の体制もしっかり生

活福祉部として見ていただいて、緊急の人員の体制

とかということもしっかりやるべきだと思います。

これは要望しておきます。それと、最後に１点で

すけど、こういった制度をやっぱり見るときに、本

当に隅々まで行き渡っているかどうか、要は対象だ

けど知らない方がいるんではないかということを常

に危惧するわけですね。県の方に聞くと、いつもホー

ムページに出てますとか、社協の窓口でやってます

とはおっしゃるんですけど、それ以外での体制が組

めるかどうかは別としても、本当に必要な方に届く

ような仕組みをつくらないと、なかなか改善できな

いのかなという気はしています。ですから、その辺

についても、部としていろんな目配りというんです

かね、しっかりお願いしたいと思います。

それと、最後にですけれども、やはりこの貸付金

がこういう状況である中で、ほかの企業も大変な事

情、環境だと思うんですよね。残念ながら、特に何

度も委員会でも議論になりましたけど、観光産業に

携わる方々もとっても厳しい環境の中で持ちこたえ

ているのが今、現状だと思います。ですから、先ほ

ど新垣委員からもありましたけど、とにかくいろん

な、これ県民だけではなくても、事業に携わる人に

対しても、これは生活福祉部のこの予算と関係ない

んですけれども、やはりこの企業を支えるためのい

ろんなものを、県として知事を先頭にいろんな予算

の確保に努めてほしいと要望して、終わります。

○次呂久成崇委員長 座波一委員。

○座波一委員 まずこれまでの生活福祉資金があっ

たと思いますけれども、コロナ前の場合と、その金

額のこの財源の内容ですね、教えてほしいと思いま

す。

○久貝仁福祉政策課長 今回は特例貸付けという形

で、従来と違う貸付けの内容になっています。

なお、これまでの貸付けについては、令和元年度

ですけれども、緊急小口資金が130件、金額で1082万

6000円、総合支援資金が20件、金額で442万9000円、

合計150件、1525万5000円ということで、先ほど仲村

委員にも答弁しましたけれども、件数で533倍、金額

で1904倍というふうに、これまでにない貸付規模と

なっております。

○座波一委員 その場合の原資はどうなっています

か。どこから、県独自の予算ですか。

○久貝仁福祉政策課長 今回、特例貸付けというこ

とでやってますけれども、従来からいわゆる本則と

しての貸付事業を県社協のほうでやっておりまして、

それらの原資が45件程度もともとございました

これは、今後もこの原資を使って従来の貸付けを

行う内容でありましたけれども、今回の特例貸付け

は、これに貸付けの条件を緩和して、国の、今回の

９回にわたる補正で実施をしていると。いわゆる、

通常の原資に上乗せをしてこの事業を実施している

ということでございます。

○座波一委員 だから、これまでの原資はどこが負

担しているんですかと聞いているんです。

○久貝仁福祉政策課長 原資ですけれども、貸付け

の種類によって割合が違いますけれども、基本的に

は国が３分の２、県が３分の１の負担となっており

ます。

○座波一委員 今回の特例の分は、たしかもう100％

ですよね。

○久貝仁福祉政策課長 10分の10の国庫補助となっ

ております。

○座波一委員 そういう内容からしても、県負担と

いうのが、独自予算というのが、このように配慮さ

れてないという感は否めないわけですね。

そして、次の視点から、他府県との比較の中で、

沖縄の現状はどのような感じですか。

○久貝仁福祉政策課長 全国社会福祉協議会が取り

まとめた実績がございます。令和３年１月９日時点

ですけれども、都道府県別貸付実績によりますと、

沖縄県は貸付金額で全国第７位となっております。

○座波一委員 金額で第７位。人口割、あるいは人

数等の問題ですね。実際にその金額だけではなくて、

沖縄の人口割合の分をお願いします。

○久貝仁福祉政策課長 件数では、１位が東京、２位
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が大阪ということで、人口の多いところに集中して

おりまして、その中で金額では７位。

あと、全世帯に占めるこの緊急小口資金の割合で

出しておりますけれども、5.47％と全国１位となっ

ております。

○座波一委員 5.47％で全国１位。２位は何％です

か。

○久貝仁福祉政策課長 ２位は福岡県で、2.48％と

なっております。

○座波一委員 もう２倍強ですね。それで、この101億

円の今回の金額決定について、内示に至るまでの県

の交渉もできたんですか。

○久貝仁福祉政策課長 これは、国の補正予算、予

備費の内容にもよりますけれども、県においては直

近の貸付状況から使用見込額を算出し、追加で必要

な予算については国に要望をしております。今後も

こういった形で対応していきたいと思います。

○座波一委員 直近の実績で、それが決まったとい

うことであれば、これは本当に先ほどの沖縄の現状、

全国の２倍の現状からいったら、沖縄の、さっきか

ら議論になるとおり、現状を把握してないというこ

とになりませんか。それを疑問に思うわけですね。

どうでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 国においても沖縄県の貸付

実績というのはきちんと見ておりまして、今回の

101億円もそういった経緯を踏まえて、沖縄県の実績

を踏まえて予算措置であると考えております。

○座波一委員 実績と実態は違うということですよ。

そこに目を配るのが福祉行政じゃないですか。先ほ

ども内示があったから年度内に間に合うようにやる。

これは当然の原則ですけれども、そういうふうに来

るだろうというのは分かっているんですよ、追加で

来ると。だから、その実態に合った対応するという

考え方を持っていないと、全国とのギャップは埋ま

りませんよ、さっきの１位と２位との、あれほどあ

るというのはですね。そこはどう思いますか。

○久貝仁福祉政策課長 沖縄県の貸付実績が多い理

由は様々あると思います。県民所得が全国最下位で

あったり、完全失業率が高い。あと、第３次産業の

割合が高いということで影響を受ける世帯が多いと

いうのもあります。県としてはこういった厳しい社

会状況の中で、国に対しては、必要な額については

粘り強く要望していきたいと思います。

○座波一委員 部長の答弁もお願いします。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 この生活福祉資

金につきましては、これまで９度の補正を重ねてき

ているところでございます。委員おっしゃるとおり、

沖縄県において非常に全国でも突出して貸付金額が

多いという状況にございます。国におきましても、

その状況を県のほうから随時報告をいたしまして、

必要額については予備費であったり、国の補正の状

況等を踏まえて、県のほうに交付はしてきていると

ころですが、それが全国の状況を見ながら配分をし

つつ、必要額を交付してきたというところで９回に

分けてというところになっているところではござい

ます。

ただ、現時点において必要額は全て国庫10分の10で

交付は受けておりますし、今回は特に年度末という

こともございまして、国においては大きな額を配分

していただいたものとも考えておりますので、今後

も引き続き資金のニーズに沿った形で貸付けも行い

ますし、また必要な額は、国に随時要望してまいり

たいと考えております。

○座波一委員 中小企業へのセーフティーネットに

対しては、独自、単費で対応していながら、先ほど

議論ありましたけど、個人にはそれはないと。100％

の分に頼っているとの現状もあります。そういった

ところについても疑問は残るわけでありますが、そ

れと件数なんですが、実際にこれは新規年度におけ

る一回きりのものではないと思いますが。

○久貝仁福祉政策課長 この資金は種類があります。

まず、緊急小口資金というのがございます。これは

緊急に必要な世帯に対するもので、一月20万円であ

ります。

それでもなかなか改善できない場合は、総合支援

資金がございます。これについては、当初３か月分

60万円でしたけれども、これが今拡大をされており

まして、初回、延長、今度再貸付ということで、総

合支援資金で９か月、小口の１か月を合わせると10か

月、金額で最大規模で計算すると月20万円の10か月

ですので、200万円までの借入れができるというふう

な制度になっております。

○座波一委員 一回きりではない、繰り返しも可能

であるわけですね、これは。ですから、延べ人数じゃ

ないかなと考えているんですけど。

先ほどの合計―小口と総合支援と合わせて７万

9000件とありました。これは延べ人数なんですね。

○久貝仁福祉政策課長 これは緊急小口、総合支援

資金、新規、延長、再貸付けも含めた件数です。

世帯として見た場合は、総合支援資金は緊急小口

資金を借りた人がそのまま移行しますので、緊急小

口資金の数が世帯に近いと思いますけれども、これ



－492－

については緊急小口資金の件数は３万9131件となっ

ております。

○座波一委員 そういうことでしたら、やはり実態

に合った給付については最大限の注意と配慮を払わ

ないと、取り残される人も必ず出てきているはずな

んです。ですから、そういう意味での窓口の人員確

保、これ社協任せになっているわけですけれども、

社協もまた人材派遣に頼ったりしているわけですね。

だから、本当の意味での実態を把握して、事務的に

処理する仕事じゃないんですよ。

実態把握して細かく行き届いているか、そこら辺

についての県の指導はどうなっていますか。

○久貝仁福祉政策課長 県は昨年４月、５月、現場

が大変混んでいるときには、県社協にうちの課の職

員２名を、５月まで派遣しました。

そのほかにもですね、国のほうで受付の窓口を広

げるということで、今やっておりませんけれども、

労働金庫とか郵便局、こういったことも開いて、社

協だけの負担ではなく様々な窓口を通して受付の窓

口を広げたという経緯がございます。

○座波一委員 申請者に対して100％はできないと思

いますが、申請に漏れ―実際に貸付けに漏れた方々

への対応というのは、窓口でどのようにしているか

把握していますか。

○久貝仁福祉政策課長 この貸付けの周知について

は、各市町村の社協も精力的に取り組んでいます。

メディアとかそういったものに限らず、例えば緊

急小口を借りて、その後借入れをしていない方には、

個別に延長の申請ができますよと、受付期間も延び

ましたというふうなことも、個別に通知するなどし

てやっておりますので、こういった実績が一番とい

うのも、こういった現場の積極的な取組、先ほど言

いましたけれども、外国人に対する配慮であるとか、

そういったことも踏まえての実績になっているとい

うふうに理解しております。

○座波一委員 ある町から相談があったんですけど

ね、こういう資金に漏れて、結局、相談の結果、生

活保護にいかざるを得ないというような話もある。

生活保護というのはもう本当に入るのも大変だし、

出るのもできないんだというような状態。それは、

県も国も大変ですよ、そうなると、増えるとね。コ

ロナにおいて、これは一時的なものであれば、絶対

にそこに行かさないという対応をしなければならな

いと言いたいんですよ。

そういうふうな報告事例はありませんか。

○大城清剛保護・援護課長 県のほうでは、生活困

窮者自立支援制度という相談窓口を設けたそのよう

なものでありまして、例えば生活困窮者の住居確保

給付金について、様々な方法で制度周知を図ってお

ります。県の広報紙やホームページの掲載と併せて、

所管する町村での周知用チラシの各戸配布を行って

おりまして、本当に生活に困った方が窓口に来て、

よく話を聞いて、貸付けを案内したり、あと様々な

メニューを、住居確保の給付金でしたらそちらも案

内して、総合的に、それぞれの方々のニーズに応じ

て割り振りを行うというようなことをやっておりま

すので、今後も引き続き適切に対応していきたいと

思っております。

○座波一委員 最後にですが、知事も、誰一人取り

残さない、持続可能な社会をつくるという大きな理

念がありますから、その福祉は最たるものですよね。

そういったもので、先ほどから話しましたとおり、

この実態に合った金額の要請、あるいはそれがまた、

くまなく、本当に弱い人に行き届くべく政策、そし

て、地域の社協との連携、こういったものを本当に

しっかりやらないと、今コロナ禍にあえいでいる人

たち、全国にたくさんいますが、その中でも沖縄は

特にまた割合が多いということですから、皆さんの

役割は非常に重要になります。ですので、次年度以

降もそういうしっかりとした取組、財源も含めて確

保のほうをよろしくお願いしたいと思います。

部長、何かありましたらどうぞ。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 コロナの影響等

によって困窮している世帯、増加している状況にご

ざいますので、県としましても様々な支援を行って

おりますが、その支援が連携をして、支援を必要な

方々に届けることが一番重要であると考えておりま

す。

今後、引き続き必要な予算も確保しながら、各機

関が連携をして、支援を届けていきたいと思ってお

ります。

○次呂久成崇委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 二、三点質問をします。

貸付上限の中で、先ほど課長から説明がありまし

た。２人以上は20万、単身だと15万の３か月で、そ

れでも間に合わなければ200万までの貸付けができる

と、再貸付けができるという説明がありましたけれ

ども、書類上は最初の書類だけで再貸付けもできる

のか、また新たな書類が必要なのか。

○久貝仁福祉政策課長 この貸付制度は、それぞれ

の種類ごとに申請をすることになりますので、一気

に総合支援資金の延長―再貸付けということではな
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くて、それぞれ初回をやって、まだまだ生活困窮が

改善できなければ延長に入ると、それでも厳しけれ

ば再貸付けというふうなスキームになっております。

○中川京貴委員 やはり生活困窮な方々、また、そ

ういった方々の中には、どうしても書類をそろえる

ことができない方々もいる可能性もあります。

そのときには、どういった対応をするんでしょう

か。

○久貝仁福祉政策課長 先ほども申し上げましたけ

れども、小口資金を借りて、総合支援資金の手続と

か、延長等がまだの方には、個別に社協のほうから

通知をして。まだ延長とか、総合支援資金の延長手

続とか、まだやっていない方には、まだ期限がある

ので申請できますよというふうな個別の案内なども

やっておりますので、決してそのままにしているわ

けではなくて、細かく、社協のほうでも、借受人に

対して周知をしているところでございます。

○中川京貴委員 確認したいのは、そうした困窮世

帯の方々で、字の書けない方々もいる可能性もあり

ます。書類の提出に当たって、誰か代筆したり、手

伝いする人はいるんですかということです。

○久貝仁福祉政策課長 窓口のほうで、市町村社協

になりますけれども、そういった方々への配慮はや

られているというふうには認識しております。

○中川京貴委員 認識ということではなくて、県の

ほうから全部丸投げではなくて、市町村の社協のほ

うに、こういったときに丁寧に、代筆含め手伝って

ほしいというようなことを申し入れてしているんで

すか。

○久貝仁福祉政策課長 この貸付けは、生活困窮す

る世帯に対して、スピーディーに手続をしようとい

うことで、書類も簡素化したものとなっております。

ですので、今言った、なかなか思うように手続が

できない方々に対しても、窓口のほうで丁寧に手続

をするように、こういったことは直接的に通知を出

したということではございませんけれども、困窮す

る世帯に対して速やかな支援をするということの趣

旨の内容については、県社協に対しても、常々話を

しているところでございます。

○中川京貴委員 ぜひこういった方々には手厚く、

社協のほうにちゃんと伝えていただきたいというの

と、これまで９回補正を組んだということでありま

すが、９回の補正の執行率ですね、100％執行されて

いるのか確認したいと思います。

○久貝仁福祉政策課長 県社協に補助事業を流すと

いう意味では100％だと思います。先ほどの実績でも、

３月12日時点でもう既に290億の実績、３月末の見込

みとしても349億ということで、今回の補正の金額を

含めても、何とか賄えるという実績というふうに考

えております。

○中川京貴委員 もちろんこれを委託した時点で

100％になるでしょうが、現場はどうなんでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 先ほども答弁しましたけれ

ども、今、現場が殺到しているということで、あれ

ですけれども、通常は、緊急小口の場合は１週間程

度、総合支援資金については２週間程度で借受人の

口座に入金されるというふうに聞いております。

○中川京貴委員 今回は10分の10の100％で、無利息

だと聞いてますが、過去には利息があった貸付けも

あったと思いますが、全てこれまで９回、無利息で

しょうか。

○久貝仁福祉政策課長 今回の特例貸付けは無利息

となっております。

○中川京貴委員 前回は。たしか利息あったと思う

んだけど。

○久貝仁福祉政策課長 特例貸付けについては無利

息になっておりますけれども、以前の本則で行って

いる貸付けについては、これは貸付けの種類にもよ

りますけれども、一部利息がついている部分もあり

ます。

○中川京貴委員 前回借りた方々が、今回の貸付け

の対象にもなるんでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 従来の本則にある貸付けを

借受けした方が、今回の特例貸付けで借受けするこ

とは可能です。

○中川京貴委員 前回借りた方々でも、今回９回目

だけれども、２回も３回も同じ人が貸付制度に書類

出せるかっていうことを聞いたんですよ。

○久貝仁福祉政策課長 先ほども申しましたけれど

も、貸付けの種類が緊急小口、総合支援資金の初回、

延長、再貸付けということで４つの種類があるわけ

ですけれども、これらについては小口、総合支援資

金の初回、延長、再貸付け、いわゆる全部借受けを

しようと思えば可能になります。

○次呂久成崇委員長 以上で、甲第35号議案に対す

る質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

議案に対する質疑については全て終結し、採決を

残すのみとなっております。

休憩いたします。
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（休憩中に、議案の採決の方法等について協

議した。）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

これより、議案の採決を行います。

甲第35号議案令和２年度沖縄県一般会計補正予算

（第16号）を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第35号議案は、原案のとおり可決され

ました。

次にお諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日の日程は終了いたしました。

次回は、明 ３月25日 木曜日 午前10時から委

員会を開き、令和３年度当初予算に係る各議案につ

いて採決いたします。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月25日（木曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午前10時28分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和３年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 令和３年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和３年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 令和３年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 令和３年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 令和３年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 令和３年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

８ 甲第８号議案 令和３年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

９ 甲第９号議案 令和３年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

10 甲第10号議案 令和３年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

11 甲第11号議案 令和３年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

12 甲第12号議案 令和３年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

13 甲第13号議案 令和３年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

14 甲第14号議案 令和３年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

15 甲第15号議案 令和３年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

16 甲第16号議案 令和３年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

17 甲第17号議案 令和３年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

18 甲第18号議案 令和３年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

19 甲第19号議案 令和３年度沖縄県公債管理特

別会計予算

20 甲第20号議案 令和３年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

21 甲第21号議案 令和３年度沖縄県病院事業会

計予算

22 甲第22号議案 令和３年度沖縄県水道事業会

計予算

23 甲第23号議案 令和３年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

24 甲第24号議案 令和３年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

出席委員

委員長 次呂久 成 崇君

副委員長 仲 村 家 治君

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

新 垣 新君 西 銘 啓史郎君

座 波 一君 中 川 京 貴君

当 山 勝 利君 仲 村 未 央さん

島 袋 恵 祐君 比 嘉 瑞 己君

西 銘 純 恵さん 玉 城 健一郎君

喜友名 智 子さん 國 仲 昌 二君

平 良 昭 一君 上 原 章君

大 城 憲 幸君

3ii4

○次呂久成崇委員長 ただいまから、予算特別委員

会を開会いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算議

案24件についてを一括して議題といたします。

ただいまの議案に対する質疑については全て終結

し、採決を残すのみとなっております。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決の順序及び方法につ

いて協議を行った。）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

仲村家治委員。

○仲村家治委員 この際、甲第１号議案に対する修

正動議を提出いたします。

令和３年度沖縄県一般会計予算の一部を次のよう

予算特別委員会記録（第７号）
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に修正する。

第１表中、歳入歳出予算の一部を次のように改め

る。

歳出の（款）２総務費（項）１総務管理費を219億

3469万6000円に、（款）14予備費（項）１予備費を10億

6635万4000円とする。

なお、歳入歳出の合計は変わりません。

詳細は添付の資料を御覧ください。

修正内容として、知事公室所管の（事項）基地対

策調査費の中のワシントン駐在員活動事業費6635万

4000円を減額し、予備費について同額を増額するも

のであります。

提案理由としまして、本事業につきましては、平

成27年から令和元年まで３億4340万円の経費をかけ

てきて、特筆するような成果について明確な回答が

ありません。また、昨年度は、コロナ禍の中で半年

にわたり駐在員が帰国する中で、現地に駐在員がい

なくともリモートで仕事が成立しております。また、

コロナ禍で予算が十分配分されず、特に本委員会で

もありましたように、路線バス等など観光業に対し

て十分な補塡がなされておりません。その諸経費は、

コロナ禍で窮している事業者等に充てる予算にすべ

きだと考えております。

○次呂久成崇委員長 ただいま甲第１号議案令和

３年度沖縄県一般会計予算に対する修正案が提出さ

れました。

なお、修正案はお手元に配付してあるとおりであ

ります。

それではまず、甲第１号議案令和３年度沖縄県一

般会計予算に対する修正案を議題といたします。

提案理由はさきに述べたとおりであります。

これより甲第１号議案の採決を行いますが、その

前に意見・討論等はありませんか。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいまの令和３年度沖縄県一般

会計予算の修正案に反対し、原案に賛成の討論を行

います。

修正案は、ワシントン駐在員活動事業費を削除す

るものとなっています。そもそも、沖縄県がアメリ

カのワシントン事務所を置かなければならない理由

は何だったのでしょうか。2013年１月下旬に沖縄県

議会全ての会派、県内の市町村長、議長、経済界、

各団体から150人規模で上京して、普天間基地を閉鎖、

撤去し、県内移設を断念すること、オスプレイ配備

を直ちに撤回することを求める建白書を、当時の安

倍首相や関係大臣に要請しました。ところが皆さん

も御存じのとおり、安倍政権は沖縄の民意を無視し

て辺野古新基地建設を強行してきました。翁長県政

になって、沖縄の米軍基地問題の解決を米国政府や

米国連邦議会などに直接訴えるために、2015年にワ

シントンへの駐在が配置されました。これまで６年

間の取組によって、今日、顕著にその成果が現れて

きています。かけた経費では計り知れない成果であ

り、今後のワシントン駐在員の強化、拡大こそ必要

だと思っています。

まず、ワシントン事務所を置く必要性について、

２点述べさせていただきます。

１点目、ワシントンに事務所を設置して、ＦＡＲ

Ａ登録が可能となったことです。連邦議会や国務、

国防総省など政府関係者や、報道関係、県人会、有

識者など延べ1882名と意見交換が行われてきました。

コロナ禍の中でもオンライン面談ができて、昨年11月

に当選した連邦議員関係者60人以上と既にオンライ

ン面談をしています。ＦＡＲＡ登録ができているこ

とで、オンライン面談が可能となり、米軍基地問題

の解決のために大きな役割を果たしていることは明

白です。

２点目は、米国の外交政策、公教育などに関する

シンクタンクのＣＩＰ、国際政策研究所がワシント

ン事務所を高く評価していることです。2019年のＣ

ＩＰ報告書によると、活動総数3209件のうち、沖縄

県ワシントン事務所から報告されたコンタクトが最

多で1192件と約37％を占め、突出している。同事務

所の継続的な活動は、東シナ海の諸島にある米軍基

地に固執する日本政府に対する沖縄県知事及び県民

の強い反対を考えれば驚くことはない。沖縄県を代

表しての圧倒的な数の活動報告は、彼らの勤勉さの

表れであるとの評価を受けているワシントン事務所

の拡充こそ、必要ではないでしょうか。

次に、これまでの成果の特徴的な点を述べます。

連邦議会調査局―ＣＲＳの2019年６月と10月の調

査報告書で、日本の１％に満たない面積の沖縄は、

在日米軍専用施設の70％を抱えていることや、２月

の県民投票で72％が新基地建設に反対したと報告さ

れているなど、沖縄の米軍基地の実態が知られるよ

うになっています。さらに、2020年６月の連邦議会

下院軍事委員会即応力小委員会では、大浦湾の海底

での地震の可能性や、日本の活断層と50メートルの

深海の存在などを理由に、辺野古新基地建設に対す

る懸念が示されました。米会計検査院側も、かつて

辺野古の滑走路問題を指摘し、去る３月18日に公表

した報告書では、沖縄のような反対が強い場所での
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米軍駐留は持続可能ではないという専門家の意見を

記述しています。ほかにも、ワシントン事務所が沖

縄の基地問題解決のために数多くの実績を上げ、果

たしている役割は非常に大きい、今後の活動が大い

に期待されます。今月に入り米国内では、識者や元

政府高官でつくる団体がバイデン政権に対して海外

基地の閉鎖を求める公開書簡を発表しています。こ

れらの動きは、辺野古新基地は造らせないという沖

縄県民の願いに呼応するもので、ワシントン事務所

がますます米国内での運動と連携していく大きな

チャンスでもあります。

今後ともワシントン事務所で必要とする活動が保

障されるように、十分な予算措置がなされるべきで

あり、予算を削除することに反対です。よって修正

案に反対し、原案に賛成する討論といたします。

○次呂久成崇委員長 ほかに意見・討論等ありませ

んか。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 修正案に賛成の立場で討論した

いと思います。

まず初めに、私どもは当初予算全てに反対するわ

けではありません。ワシントンの事務所設置に関し

ましては、我が会派はずっとこの点を指摘してまい

りました。私も、当選の１期目からずっとこのワシ

ントン事務所に対しては、反対の立場でいろんな質

問をさせてもらいました。

まず１つは、今、与党の方からは削除することに

反対討論がありましたけども、ワシントン事務所の

効果について、これは冷静に私は判断すべきだと思

います。初年度、平安山さんという方が所長で行き

ました。その当時、ロビー活動をするということで

知事公室長の答弁があったようであります。そのと

きにＦＡＲＡ登録をしてなかったので、違法行為で

ありました。それから県は慌てて、ＦＡＲＡ―外国

代理人登録法にのっとってＦＡＲＡの登録を行った

ばかりであります。それと、ロビー活動というもの

は、私は県の一職員が行って情報の収集、情報の発

信をするほど簡単なものではないというふうに理解

をしております。ＪＥＴＲＯの2017年の報告書によ

りますと、ワシントンでのロビー活動に関する報告

があります。その中で、連邦政府関連ロビー活動は、

今や１万1000人以上のロビイストを要する年間約

31億ドル産業となっていると指摘されております。

申し上げたいことは、県の一職員が外国のアメリカ

の国会議員に面談をしているとありますけれども、

国会議員本人ではなくて、日本でいう秘書の立場の

人とお話をしているのが実態だと思います。

そしてもう一つ、今現在、我々も何度も指摘をし

ましたけれども、ワシントンコア社というところに

外部委託をしております。そのメインの業務という

ものが、ワシントン駐在の運営支援、それから駐在

員の活動支援、この２本柱であります。そのおのお

のが、平成31年度予算で運営支援が4600万、活動支

援が約2300万。その中身を申し上げますと、運営支

援に関しては事務所の家賃が930万、海外保険、それ

から現地で頼む弁護士、会計士。弁護士は、ＦＡＲ

Ａの報告書にも活用しております。その方の費用が

800万、そして現地のスタッフ１名、それが約1000万、

その他もろもろで4600万。それと実際の駐在員活動

支援、これが約2300万ありますけれども、現地で知

事が訪米するときの現地のアポイント、これは駐在

員が行っているものではありません。アポイントに

ついても、このワシントンコア社が全て行っており

ます。知事訪米時におけるワシントンコア社の仕事

の内容です。事前の打合せ、駐在員、有識者、専門

家との打合せ。それから、面談のアレンジ、意見交

換のアレンジ。それから、当日の同行業務、事後処

理、支払いや領収書の整理等々、全てワシントン事

務所ではなくてコア社が行っております。そういう

ことを考えると、私は先ほど来、ＣＲＳ、―議会連

邦事務局の話もありました。西銘委員からは、１％

に対して70％という表現がされたとありました。こ

れをよく調べてみますと、2017年は１％の土地に70％

の―要は、25％の供用施設がという数字を使ってお

ります。１度だけ、2019年６月の13日のＣＲＳの議

会調査局の報告で、１％に対して70％と数字が出て

おります。それ以外2019年、2021年、議会調査局の

数字は全て25％という数字を使っております。これ

はなぜなんでしょう。県知事が何でも訪米をして70％

という数字を使っても、調査局の報告には25という

数字しか使われておりません。４回中１回だけです。

そういうのも含めまして、私はワシントン事務所

―この存在意義はないよりはあったほうがいいレベ

ルのものであって、なければならないというもので

はないと思っております。全国でワシントンに事務

所を構えているのは沖縄だけです。米軍基地だった

らほかにもあります。

それで、もう一つ、最後に申し上げます。先般、

私の一般質問で申し上げましたけれども、バイデン

大統領への祝辞、祝意、それと要請、その中身につ

いてワシントンコア社から指摘されている文を少し

読み上げたいと思います。これは2019年３月末の報
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告書ですけれども、ワシントンＤＣにおける活動に

対する助言ということで、59ページに書かれており

ます。ワシントンＤＣでも説得力のある英語資料の

必要性、これは有識者への説明説得という観点で、

単語の選択が適切ではなかったり、説得力に欠ける

文章や表現が多く見られた。御県の意図を十分に把

握していなければ誤解してしまいそうな表現も多々

含まれている、こういった資料を配付することはリ

スキーであるように思われたと。この委託業者がこ

ういう報告されているんですよ。それと、その中で

特異な単語や、ちょっとはしょりますけれども、出

版発表前に我々にも確認させていただき、より効果

的なメッセージを構成させていただきたいと。今回、

バイデン大統領に送った文書、私もこれ専門家に見

てもらいました。表現が稚拙である言葉もありまし

た。一般質問の中では、ワシントン事務所にも見て

もらったという発言がありました。そういうことか

らすると、私はワシントン事務所にいる個人のスタッ

フの能力を批判するつもりはありません。対外的に、

外交的にも問題になるような発言があるということ

を指摘されていることを考えると、ワシントン事務

所は必要絶対不可欠ではなくて、逆に、私はＪＥＴ

ＲＯやそういったところに出向をして情報収集をし、

または大使館に人を出向させて情報収集することが

沖縄県の将来のためにも絶対役に立つと思っており

ます。

そういう観点から、ワシントン事務所の費用を削

除することに賛成の立場で、賛成討論とさせてもら

います。

○次呂久成崇委員長 ほかに意見・討論等はありま

せんか。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 動議に賛成の立場から討論を行い

ます。

先ほども話が出ておりました、我々自民党会派は

これまでワシントン事務所の経費が提出されるたび

に、その効果、また、成果について徹底的に確認し

てまいりました。これまで約４億円近く、３億数千

万の予算を投じて、翁長県政、そして玉城県政とつ

ないできたんですが、実際、その後ですね、見てく

ださい。普天間はもう辺野古に工事着工しておりま

す。普天間を止めるためのワシントン事務所だと、

最初はそういう話をしておりました。しかし、工事

はしております。止めるどころか、多くの県民がそ

れを見ているんです。それどころか、我々自民党、

代表質問、一般質問で、その効果について質疑をし

ました。そうしたら、当時、翁長前知事、玉城知事

は、普天間飛行場、嘉手納飛行場から発生する騒音

問題、基地被害、悪臭問題、向こうで取り上げたこ

とありますかと、上げてないと答弁しておりました。

次行くときには騒音問題も提言していきたいという

のが議事録に出ております。

逆に、今日の新聞―タイムス・新報を見てくださ

い。仲井眞県政のときよりも嘉手納飛行場から発生

する騒音問題が激化している。それどころかトリイ

ステーション、ヘリによる訓練が行われていると、

地元から抗議が出ていると。ワシントン事務所をつ

くって減っているんですか。私は多くなっていると、

新聞に書かれているとおりだと思っています。何の

効果もなければ、これだけの約４億円近くをかけた

予算は、コロナに使うべきだと思っております。そ

して、先ほども、かけた経費が計り知れない効果が

出ているという話もありましたが、限られた財政の

中で、最大の効果を出すためには、こういった財源

を省いて県民の命を守る、コロナ対策に使うべきだ

という自民党の立場から動議に賛成の立場で討論い

たします。

○次呂久成崇委員長 ほかに意見・討論等ありませ

んか。

（「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 意見・討論等なしと認めます。

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、甲第１号議案令和３年度沖縄県一般会

計予算を採決いたします。

まず、本案に対して仲村家治委員から提出された

修正案について採決いたします。

本修正案は挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者はこれを否とみなします。

お諮りいたします。

本修正案に賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○次呂久成崇委員長 可否同数であります。

よって、委員会条例第14条の規定により、委員長

が本案に対する可否を裁決いたします。

委員長は甲第１号議案に対する修正案については

否決と採決いたします。

次に、ただいま修正案が否決されましたので、甲

第１号議案令和３年度沖縄県一般会計予算の原案に

ついて、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者はこれを否とみなします。

○次呂久成崇委員長 座波一委員。

○座波一委員 甲第１号議案の採決に当たり、私た
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ち自民党はワシントン駐在員活動費のみを修正する

という主張をしております。したがって、コロナ対

策等、重要な予算には異論がないという立場で、会

派の立場を明確に示しておりますので、この採決に

は加わらないということで退席させていただきます。

○次呂久成崇委員長 休憩します。

（休憩中に、沖縄・自民党及び無所属の会の

各委員が退席）

○次呂久成崇委員長 再開します。

お諮りいたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙

手を求めます。

（賛成者挙手）

○次呂久成崇委員長 挙手全員であります。

よって、甲第１号議案は原案のとおり可決されま

した。

休憩いたします。

（休憩中に、沖縄・自民党及び無所属の会の

各委員が着席後、附帯決議案及び採決方法

について協議）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

ただいま可決されました甲第１号議案令和３年度

一般会計予算に係る附帯決議案について採決いたし

ます。

お諮りいたします。

本附帯決議案は休憩中に御協議したとおり可決す

ることに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、本附帯決議案は可決されました。

次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの23件

を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案23件は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第２号議案から甲第24号議案までの23件

は、原案のとおり可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託された議案の処理は全て

終了いたしました。

委員の皆さん大変御苦労さまでした。

委員の皆様には熱心に審査に当たられ、おかげさ

まで実り多い審査ができました。

委員各位の御協力に対し、委員長として深く感謝

申し上げます。

これをもって、委員会を散会いたします。

予算特別委員会議案処理一覧表

議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 １ 号 令和３年度沖縄県一般会計予算

甲 第 ２ 号 令和３年度沖縄県農業改良資金特別会計予算 〃

甲 第 ３ 号 令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算 〃

甲 第 ４ 号 令和３年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算 〃

甲 第 ５ 号 令和３年度沖縄県下地島空港特別会計予算 〃

甲 第 ６ 号 令和３年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

全 会 一 致

原 案 可 決
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議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 ７ 号 令和３年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算

甲 第 ８ 号 令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

甲 第 ９ 号 令和３年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算 〃

甲 第 1 0 号 令和３年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算 〃

甲 第 1 1 号 令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算 〃

甲 第 1 2 号 令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算 〃

甲 第 1 3 号 令和３年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算 〃

甲 第 1 4 号 令和３年度沖縄県産業振興基金特別会計予算 〃

甲 第 1 5 号 令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算 〃

甲 第 1 6 号 令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算 〃

甲 第 1 7 号 令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計予算 〃

甲 第 1 8 号 令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算 〃

甲 第 1 9 号 令和３年度沖縄県公債管理特別会計予算 〃

甲 第 2 0 号 令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算 〃

甲 第 2 1 号 令和３年度沖縄県病院事業会計予算 〃

甲 第 2 2 号 令和３年度沖縄県水道事業会計予算 〃

甲 第 2 3 号 令和３年度沖縄県工業用水道事業会計予算 〃

甲 第 2 4 号 令和３年度沖縄県流域下水道事業会計予算 〃

全 会 一 致

原 案 可 決
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甲第１号議案「令和３年度沖縄県一般会計予算」に対する附帯決議

令和３年度当初予算の執行に当たっては、下記事項について追加の補正予算を組むことなどを検討し、今

後の事務執行に努めること。

記

１ コロナ禍で苦境に陥っている路線バス・タクシー等の公共交通に対する支援策の強化

２ 宿泊業、レンタカー、貸切りバス、観光施設等観光関連産業に対する実効性のある経済支援策の強化

３ コロナ対応も含めた県の危機管理体制の見直し
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 次呂久 成 崇
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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月30日（火曜日）

開 会 午後４時48分

散 会 午後11時53分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第36号議案 令和３年度沖縄県一般会計補

正予算（第１号）

出席委員

委員長 次呂久 成 崇君

副委員長 仲 村 家 治君

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

新 垣 新君 西 銘 啓史郎君

座 波 一君 中 川 京 貴君

当 山 勝 利君 仲 村 未 央さん

島 袋 恵 祐君 比 嘉 瑞 己君

西 銘 純 恵さん 玉 城 健一郎君

喜友名 智 子さん 國 仲 昌 二君

平 良 昭 一君 上 原 章君

大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

総 務 部 長 池 田 竹 州君

財 政 課 長 武 田 真君

企画部企画調整課主幹 兼 島 篤 貴君

保 健 医 療 部 長 大 城 玲 子さん

保 健 衛 生 統 括 監 糸 数 公君

地 域 保 健 課 長 国 吉 悦 子さん

地 域 保 健 課 副 参 事 嘉 数 広 樹君

商 工 労 働 部 長 嘉 数 登君

産 業 政 策 課 長 谷 合 誠君

マ ー ケ テ ィ ン グ 比 嘉 淳君
戦 略 推 進 課 長

中 小 企 業 支 援 課 長 知 念 百 代さん

文化観光スポーツ部長 渡久地 一 浩君

観 光 振 興 課 班 長 玉 城 勝 也君

3ii4

○次呂久成崇委員長 ただいまから、予算特別委員

会を開会いたします。

甲第36号議案令和３年度沖縄県一般会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

本日の説明員として、総務部長の出席を求めてお

ります。

甲第36号議案について、総務部長の概要説明を求

めます。

池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 よろしくお願いいたします

ただいま議題となりました甲第36号議案につきま

して、令和３年度一般会計補正予算（第１号）説明

資料によりその概要を御説明いたします。

１ページをお願いいたします。

今回の補正予算は昨日３月29日月曜日に発出した

営業時間短縮の要請に協力いただいた事業者に対す

る感染拡大防止協力金に要する経費として、129億

4132万円を計上するものであり、補正後の改予算額

は8041億6732万円となります。

２ページをお願いいたします。

こちらは歳入歳出の財源内訳となっております。

３ページをお願いいたします。

歳入内訳について御説明いたします。

国庫支出金の128億1190万6000円は新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金であります。

繰入金の１億2941万4000円は財政調整基金繰入金

であります。

４ページをお願いいたします。

歳出内訳としまして、事業概要を記載しておりま

す。

以上が、甲第36号議案令和３年度沖縄県一般会計

補正予算（第１号）の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○次呂久成崇委員長 総務部長の概要説明は終わり

ました。

これより、甲第36号議案に対する質疑を行います。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

質疑に際しては、引用する予算資料の名称、ペー

ジ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明

資料の該当ページをタブレットの通知機能により委

員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願いいた

予算特別委員会記録（第８号）
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します。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、

円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いい

たします。

小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まず、先ほどの本会議の質疑の

中でも出ていた、なぜ全県じゃないのかという部分

に関して、少し踏み込んで確認させていただきたい

んですけれども。

前回、時短営業を同じようにやって、前回も絞っ

てやりました。でも結果的にはいろいろ拡大をして

いって、広げていったという事実があります。前回、

範囲が拡大した要因ってどのようなものが考えられ

るのか。ちょっと教えてください。

○糸数公保健衛生統括監 前回は12月14日、年末年

始の医療体制の崩壊を回避するということで３市か

ら始めてまいりまして、それが継続をして一旦です

けれども、１月以降に移入例、帰省者というふうな

形で会合が増えまして、それによって感染が―一旦

落ち着いていたものがかなり増えていって、それの

対策として全県に拡大したという経緯となっており

ます。

○小渡良太郎委員 当初３市から始めてその後拡大

していった一つの理由として私が肌で感じているの

はですね―３市は店も閉まっていて飲食できない、

だから近隣の所に移動して飲食をする。こういう人

の動き―先ほどの本会議の答弁の中でも、人の動き

を制限するという話が出ていたんですが、ある程度、

範囲が限定されてしまうと限定外の部分に移動しよ

うというところで、結果的には全部でやらないとい

けないというようなことにつながっていくことが、

前回見てて私は個人的に懸念をしております。

その点、今回20市町村という形になっているんで

すけれども、ただこれも本会議の質疑の中であった

ように、４月以降は連休も含めて、観光の需要が非

常に伸びていくということが、今現在、予約の状況

を見ても想定をされるわけです。観光地の部分で北

部が外れているというところは、観光客大丈夫かと

いう形で考えているのか。それとも、広がるような

ことがあったら今後もっていう形で―取りあえず今

は少ないから外しているけどという形なのか、ちょっ

と本会議の答弁から見えてこなかったものですから、

そこのところの考え方を教えてください。

○大城玲子保健医療部長 本会議でも答弁申し上げ

ましたけれども、やはり店舗の営業時短というのは、

私権の制限に関わるということで集中的に限定的に

やるというのが原則だと思っております。今回は非

常に急拡大という要素もございましたので、ある程

度面的にということで保健所管轄でかけさせていた

だきました。

ただし、それ以外の地域につきましても、感染の

兆候を捉えることは非常に重要だと思いますので、

その段階で検討は必要だというふうには考えており

ます。

○小渡良太郎委員 観光客の皆様が訪れるようなと

ころっていうのは、やっぱり離島であり、本島だっ

たら北部地域でありというふうな形になっていくと

思います。そこが外れているっていうことが議員が

懸念する部分でもありますし、一般の方々が懸念を

することにもつながっていくと思います。この範囲

の指定が正しかったかどうかっていうのは、後にな

らないと分からない部分ではあるんですけれども、

そこら辺しっかり見極めてやっていただきたいなと

思います。

もう一つ、範囲が拡大した場合、追加で広げてい

くということになると思うんですけれども、その場

合の予算措置というのはどのように考えていますか。

また、追加―補正予算組んで、臨時議会とか専決で

やってという形になるのか、今の予算である程度カ

バーできると考えているのか教えてください。

○嘉数登商工労働部長 今回、提案させていただい

た予算の内容というのは、あくまでも４月１日から

４月21日と―対象店舗ということを見込んでおりま

すので、仮に対象地域を広げたりとそういった話が

出てまいりますと、追加の予算の措置が必要となっ

てくるというふうに考えています。

○小渡良太郎委員 これは予算だけじゃなくていろ

んなところに言えると思うんですけれども、逐次投

入っていうのは後手なんですね。下策とも言われま

す。できるのであればある程度の範囲を最初からやっ

ておくということが重要になるわけです。そういう

形で考えているっていうのであれば、しっかりと対

処していっていただけるようにお願いいたします。

もう一つ、資料の３ですね。感染拡大防止協力金

についてということで、３ページに経済対策関係団

体会議との意見交換の内容が載っております。

これ先ほど、我が会派の呉屋議員からも指摘があっ

たんですが、（６）ですね、感染防止対策もできてい

ない店舗が多いということが懸念事項として上がっ

ている―だから県として指導してほしいと要望が上

がっているんですけれども。この店の感染防止対策
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が不十分だった場合、期限付の時短要請を行っても

あんまり意味がないというふうな懸念があるんじゃ

ないかと私は考えます。

以前、国の緊急事態宣言のときにも時間じゃない

ですよと―人の動きを制限していくのが本来の目的

だから、10時だから危険というわけではない。朝で

も感染の懸念はあるという話がありました。以前８時

までだったものが今回は９時までという形にはなっ

ているんですけれども、やはり予防対策として―先

ほどから本会議でも答弁しているのですが、予防対

策として考えていくのであれば、店舗ごとの感染防

止対策というのがどれだけちゃんと行われているの

かっていうのをしっかりと県が把握をして、なかな

か行われていないところがあるのであれば、ちゃん

と指導して体制をつくっていかないと、ただ時短で

人の動きを止めて、それで一時的な感染拡大防止に

なるかもしれないのですが、時短の期限が過ぎたら、

またすぐ上がります。何度も何度も時短をして―僕

も委員会で言ったのですが、人の流れを制限すると

いうことは、僕らからしたら税収が減るわけです。

支出は増えると―財政上何もいいことはないという

ようなことにつながります。

より効果のある感染拡大防止策をやっていくため

には、やはりここの部分、重要だと思うんですが、

どのように考えているか教えてください。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 県ではシー

サーステッカー制度で感染防止対策効果を高めるた

めに、店舗での感染防止対策の方法を紹介する動画

を作成しホームページ等で公開するとともに、市や

業界団体と連携し、飲食店等の巡回点検キャンペー

ン実施に取り組んでおります。

県としまして引き続き各種感染防止策を講じると

ともに、シーサーステッカー制度の実行力の強化に

向けて、他の自治体―県がやっているんですが、そ

の取組も参考にして、我々今シーサーステッカーやっ

ているところに足りないところ、もしくは足りてい

るところを精査しながら、しっかり取り組んでいけ

るようにしたいと思います。

○小渡良太郎委員 取組の内容を説明していただい

たんですけれども、今までの取組が不十分だから―

十分に行われていないから、一月ちょっとで緊急事

態宣言の終了から僅かな期間でまた時短要請をしな

ければならないということにつながっているんじゃ

ないかなと思います。

このシーサーステッカーの効果についても疑問に

思う声がいろいろ聞こえます。本当に守っている店

舗なのかどうかとかですね。取りあえず書類出した

らもらえるよとかっていう話も聞いたりします。巡

回指導に関しても何回も何回も同じことを繰り返さ

ないためには、この現場での感染防止対策の現状が

どうなっているのかっていうのはしっかり把握をし

て、そこの質を上げていかないとまた時短要請―そ

れでも止められなかったらまた緊急事態宣言という

ことの繰り返しになります。今まで１年間ずっとコ

ロナ対策でやってきたわけですから、いいかげん過

去の経験生かして同じことを２回も３回も繰り返さ

ないということをやっていただきたいんですけれど

も、これについてどう考えるか見解を教えてくださ

い。

○大城玲子保健医療部長 委員の御意見、もっとも

だと思います。県としましても、店舗での感染対策

がどのように行われているかということをチェック

する体制というものが必要だと考えておりまして、

その取組についてどういうふうなことができるかと

いうのを早急にまとめたいというふうには考えてお

ります。その際には、市町村、それから関係団体等

々の連携も必要だというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 時短要請をする県民の皆様方に、

飲食業を営まれている方々に、この本来なら働ける

期間をですね、こちらの都合で―感染拡大防止とい

う大義がありますけど、要請をして、協力を求める

んであれば、やはり県側がしっかり動いていくと―

要請を求めるのであれば、やるべきことをちゃんと

やっていくっていうことがとても重要なことだと思

います。それがちゃんとできていたら、緊急事態宣

言の中でこんな短期間でまた戻ってくるという、リ

バウンドがあるということはなかったんじゃないか

なと。別に県がやっていないと言うつもりはありま

せん。でも不十分だからこういった状況になってい

るんじゃないかなというふうに考えます。ですので、

しっかりとですね、現場に行っていただいて、街が

どのような状況になっているのか、ちゃんと感染拡

大防止策が守られているのかということをしっかり

やっていただきたいと。これは指摘をして。

もう一つ最後にですね、１日４万円という形で協

力金を行うという話があります。この４万円の根拠

を教えてください。

○兼島篤貴企画調整課主幹 臨時交付金の単価の

４万円については、国のほうから協力金の支払いに

ついて事務連絡もしくは交付要綱で示されている額

になっておりまして、今４万円というのは単価の平

均額の上限として設定されております。
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○小渡良太郎委員 何でこの４万円を聞くかという

と、この協力している方々はありがたいということ

でたくさんの声をいただきます。でも、もらえてい

ない方々からは、４万円高過ぎじゃないかと。１日

この時短をしてですね、その分で４万円を稼ぐって

どれだけのことか分かっているのということで、い

ろんな方々から言われたりします。この、日本全国

的な平均と沖縄の物価が違うとかですね、賃金のあ

れも違うとかっていうこともあって、本当に４万円、

適切なのかというところを、よく私どももいろんな

形で言われるものですから、そこのところももう少

し丁寧に説明をしていただきたいなと。もらえる方

々はありがたいと思うんですけど、もらえない方々

にとっては不公平感が生じているというのが今の現

状になってしまっています。なので、その部分の説

明も併せてですね、ぜひ４月１日―あさってからス

タートするわけなんですが、この時短要請が感染拡

大防止につながっていくだけじゃなくて、本当にこ

の沖縄の状況を抑え込んでいくということにつなが

るように、当局の皆様方の努力をお願いをいたしま

して、私の質疑は終わります。

○次呂久成崇委員長 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 本当に御苦労されているかと思い

ます。本当にありがとうございます。何点かちょっ

と聞かせていただきたいと思います。

まず、これまでの補正予算なんですけれども、専

決処分を行った分と今回予算特別委員会に上がって

きた分があるんですけれども、どういう基準でそれ

がなされているのかというのを教えていただきたい

です。

○武田真財政課長 令和２年度には、補正予算トー

タルで16回、16次の補正を組ませていただきました。

そのうち６回が専決処分という形になっております。

そのほかの10回につきましては定例会のほうとか臨

時会、そこの議会のほうに提出をさせていただいた

というところです。

６回専決処分をしたうちの５つにつきましては、

基本的には時短協力金の経費であったりとか緊急小

口もあったと思いますけど、その時点その時点で緊

急の予算措置をして、予算の裏づけがないと対応で

きないものについて緊急の予算措置をしたというふ

うなやり方になっております。そういう形で緊急に

予算の裏づけが必要な予算について専決処分という

形でさせていただいて、その次の議会で承認をいた

だいたという形になっております。

○新垣淑豊委員 ということは、今回はたまたまと

いうか、タイミング的にこの２月定例会があったの

で、そこで予算特別委員会に諮ったという認識でよ

ろしいですか。

○武田真財政課長 自治法の世界で専決処分をする

場合には、議会を集める時間的余裕がないというふ

うな制限がございます。まさしく今は議会開会中で

すので、議会が開会しているところで追加の提案を

させていただいたというところになっております。

○新垣淑豊委員 我々も新型コロナウイルスの感染

拡大、もしくはこの要望については何を差し置いて

でも参加しないといけないと思っていますので、ぜ

ひ今後もこういった流れで、もちろん専決、急ぎや

らなきゃいけないときもありますけれども、ぜひ何

かしらの時間時間での議論をすることが必要なこと

もありますので、その辺りも御検討いただきたいと

いうふうに思っています。よろしくお願いします。

続きまして、この第４波と言われているものなん

ですけれども、これは過去の第１波から３波までと

比べてどのような特徴があるのかということについ

て、これはもちろん病気の拡大という意味もそうな

んですけど、経済的なものも含めて教えていただき

たいと思います。

○糸数公保健衛生統括監 今回の流行の特徴としま

しては、まずは感染拡大のスピードがこれまでより

もかなり早いという状況です。去年の８月にはかな

りのスピードで増加したんですけれども、それに次

ぐぐらいの―１週間で約２倍になるぐらいの新規感

染者が出るという特徴があるのと、その大部分が20代

から40代の方々の飲食、会食によるものというふう

になっています。１月にも同様の流行がありました

けれども、そのときはどちらかというと世代を巻き

込んで、おじいちゃんおばあちゃんたちとも一緒に

会食をして感染が高齢者に広がったというのがあり

ますけれども、今回は若い人同士の―大学のサーク

ルだったりとかそういう人たちの飲み会であるため

に、今のところはまだ高齢者のほうには感染が広がっ

ていない―１月に比べるとですね、そういう特徴が

あるかと考えています。

○嘉数登商工労働部長 まず、経済的な側面から行

きますと、やはり経済対策は感染の波といいますか、

それを見ながら、その時点時点で打てるような対策

ということで取ってきております。今回は緊急事態

宣言がありましたので、それが解除されたというこ

とで、経済界の中においてもやっとといいますか、

何らかの形で経済活動を再開できると、経済を大き

くしていけるというような期待もあったかと思いま
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すし、そこで我々としてもハピ・トク沖縄クーポン

ですとか、彩発見の第２弾、第３弾ということを出

しまして、少なからず経済活動を回していこうとい

う矢先でございました。ただ先ほどあったように、

感染の拡大のペースが本当に急拡大であったという

こと、それで急遽その経済対策、関係団体会議も招

集いたしまして、金曜日、それから日曜日にも集まっ

ていただいてですね、自衛の策も含めましてどう対

応していくかということを議論いたしました。結果

として、経済界の皆様にもこれは時短要請やむなし

というところと、ただ時短をかけるにしても従来か

ら局所的、集中的にということがございましたので、

そこは経済界の意見も配慮しつつ我々としては対応

しようということで、今回４月21日までというとこ

ろは御理解いただいたと思っております。

経済界の中にはゴールデンウイークは何とかして

店をきちんと開けたいというところがありまして、

それまでに何とか抑え込みたいというところもござ

いましたので、先ほど来あるガイドラインがどう守

られているかということも含めまして、業界の方と

一緒になって取り組んでいきたいと考えております。

○新垣淑豊委員 緊急事態宣言を解除する際に、

ひょっとしたらリバウンドがあるかもしれないなと

いうふうに私も思っていたところはあるんですけれ

ども、このリバウンドを抑制するためにどういった

ことを気をつけて県としては発信をしていたのかと

いうことを教えてください。この理由は、報道の中

で玉城知事は、本来なら再拡大に気をつけてほしい

という期間だが全くそういうメッセージが届いてい

ないといら立ちを募らせたというふうに書かれてお

りました。なので、どういったことをされていたの

かということを教えてください。

○大城玲子保健医療部長 緊急事態宣言を終了する

際にも、３月は卒業式、それから春休みなどがあり

ますし、社会では歓送迎会などもあるということで、

警戒をしていたのは事実です。ある程度上がるかも

しれないということも想定しながら、検査の拡充な

どに取り組んできたところです。

那覇空港でのＰＣＲ検査についても、学生さんの

割引きを入れたりというような動きはそういったと

ころから取ってきたところではございますが、それ

と併せて注意をしてくださいということを何度も何

度も知事から発信させていただいております。ただ、

そこがなかなか若い人の心に訴えが届いていないの

かなというところを知事は昨日おっしゃっていたん

だというふうに考えます。

○新垣淑豊委員 よく言われるのが、伝えたと伝わっ

たというのはやっぱり違うというところで、そこを

どのようにするかというのを今後に向けてやっぱり

考えなければいけないというふうに思っています。

それで、今回検査体制が拡充してきたというふう

にありましたけれども、検査体制が拡大してきたと

いうことで逆に陽性の判明する数が増えてきたとい

う可能性もあると思っていますが、そこにつながる

というふうに思いますけれども、県内での検査体制

というのは今民間も合わせてどのような状況になっ

ていますか。

○大城玲子保健医療部長 現在、様々なところで検

査が行えるようになってきておりますので、県とし

て確認しているものとしてＰＣＲ検査で１日に

5000件という認識を持っております。

○新垣淑豊委員 5000件となりますけれども、その

うちの陽性率というのは変わってきているんでしょ

うか。

○糸数公保健衛生統括監 本日のマスコミ公表用の

資料では、ＰＣＲ検査、直近１週間の陽性率は7.0パー

セントということで、徐々に徐々に上がってきてい

るという状況です。ただ、この陽性率というのは症

状がある方等についての検査の分子分母を計算して

いるということで、先ほどお話がありました無症状

の方が個人で受けるというものまでのデータは

ちょっとまだ入っていませんので、そういうふうな

症状がある方についての陽性率ということになりま

す。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

７％、多分もっといっぱい受けている方もいらっ

しゃって見つかっているので、１日5000件ですよね。

5000件で１日当たり今が90人とか100人とかのレベル

ですので、多分そこまで高くないのかなというふう

には思います。

あと、今回県内の医療体制の充実ということなん

ですけれども、警戒レベルの判断指標として３月29日

現在の新聞紙面では病床占有率が69％で、そこには

全294床となっていたんですけれども、本来は沖縄県

として必要な病床というのはどれぐらいを目安とし

てやっているんでしょうか。

○嘉数広樹地域保健課副参事 沖縄県では最大フ

ェーズごとに病床を確保していまして、フェーズ５で

425床の病床確保計画を策定しております。それで今、

フェーズ５、実際に確保した病床数は507床を確保し

ているところでございます。

○新垣淑豊委員 その全294床というものはどういう
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意味なんですか。

○嘉数広樹地域保健課副参事 病床を確保するとい

うのは、一般病床を減らしてその看護師を充てるわ

けですけれども、そのフェーズに合わせて医療機関

が現時点で用意しているものが295床と、日々変わっ

ていきます。用意しているものが変わっていくとい

う形になります。

○新垣淑豊委員 分かりました。じゃあ、最大では

500余りが準備できるけれども、今実際に使えるとい

うものが294で、何かのときには一般病床から転用で

きるという認識でいいですね。ありがとうございま

す。

あと２点あるんですけれども、先日ちょっと介護

施設を運営している方とのお話の中で一つ課題とし

て出てきたことがありまして、介護施設関連の方で

入院して退院した、もしくは療養ホテルに行ったと

いうときに、退院したときには検査がないんですと

いうことで、再度の受入れの判断をどうしていいの

かというのを非常に悩むというお話もありました。

今後の感染拡大、変異株とかいろんな話が出てきて

いますけれども、本当にこの人を受け入れていいの

と。これをやったら、もしうちの施設でまた蔓延し

てしまったら困るんだけどということで、そういっ

たお話がありまして、また介護の方もひょっとした

ら自分が高齢者に感染させたら怖いというようなお

話で、仕事をお休みするというような方もいらっしゃ

るということなんですけど、先ほど来ほかの業種、

業態にはどういう支援をするんですかというお話が

ありましたけど、こういった施設、いわゆるエッセ

ンシャルワーカーと言われている方々に対してはど

のような支援をする予定になっているのか、そういっ

たものもあれば教えてください。

○糸数公保健衛生統括監 今お話のありました病院

を退院して施設に移動するというふうな際に、現在

病院のほうでは発症から10日たてば感染性はなくな

るというふうな、今そういうコンセンサスがありま

すので、それを行って受け入れていただくようにと

いうふうなことで、県全体としてはその方針でお話

をさせていただいています。検査をして陽性が出る

んですけれども感染性はないというふうな知見があ

りますので、検査をすることなく移動しても大丈夫

ですよというのをこちらの専門家会議等でもコンセ

ンサスを得ているところです。その介護従事者、そ

ういうところで働かれている方々については、無症

状の中で陽性になって感染が広がるということもあ

るものですから、２月から介護従事者を対象にした

ＰＣＲ検査を２週間に１回というのを合計３回これ

まで実施をしているということで、早めに検査で見

つかって感染が広がらないような措置を取らせてい

ただいているという状況です。

○新垣淑豊委員 ちなみにこの２週間に１回の検査

というのは、今後も継続して行われるんでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 当初予算の中には、取り

あえず３か月の予算として計上させていただいたと

ころです。

○新垣淑豊委員 ありがとうございました。

そういうことをやられていると、非常に安心をで

きるかと思うので、ぜひ継続したものは行っていた

だきたいと思います。

最後になりますけれども、今回当初予算に附帯決

議がなされました―宿泊、レンタカー、観光施設、

観光バス事業。こういったものに対しての支援をしっ

かりしてほしいというようなお話がありました。今

回夜ですね、出かけなくなると、公共交通、タクシー、

バス、そういったところも運営がままならないとい

う状況になるというふうに言われておりまして、そ

の支援もしっかりしてほしいというようなことを、

我々はこの予算特別委員会でも決議しております。

それについての対応というのはどのように考えてい

るのか、これを最後に聞かせていただきたいと思い

ます。

○池田竹州総務部長 予算特別委員会で附帯決議が

付されたことは非常に重く受け止めております。私

ども当初予算でコロナ関係経費を計上を提案させて

いただいたときに、感染症ということで必ずしも全

ての経費を計上しているわけではありませんと。例

えば、ＰＣＲのものについても、例えば３か月で状

況を見ながら補正をしていく、当然経済対策などに

ついて附帯決議も受け止めながら、あるいは業界と

も意見交換しながら、適宜補正予算等で対応してい

きたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 特にですね、公共交通―これはも

う本当に厳しい状況になっている。観光に関しても、

先ほど嘉数部長からもありましたように、ゴールデ

ンウイーク何とかしたいんだっていう話があります

けれども、もうゴールデンウイークまでもたないん

じゃないかっていう―私は飲食の関係の役員もさせ

ていただいていますけど、そこではもう、実は３月

当初で一旦緊急事態宣言明けの時短協力金がなく

なったという状況で、これでもう実は居抜きでの店

舗売買が始まってきているよというような声もあり

まして、なので、今回のこの飲食に関しての非常に
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ありがたいとは思うんですけど、それ以外―観光と

いうものも、ゴールデンウイークまでしっかりとも

たせるということを、ぜひお願いをしたいというこ

とで、最後に部長からいただけたらと。

○嘉数登商工労働部長 国の施策ではあるんですけ

ど、一時支援金についてもですね、活用できるもの

は本当に幅広い業種で活用していただきたいという

ふうに思っておりまして、その相談窓口も設けてお

りますので、本当に業界と協力して―もちろん国と

もそうですし、各支援団体とも協力してですね、１社

でも多くの事業者が活用していただけるように、しっ

かりとサポートしてまいりたいというふうに考えて

おります。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 今商工労働部

長が申し上げたことに加えましてですね、観光とい

うことに関していいますと、御存じかと思いますが

今ＧｏＴｏキャンペーンが止まっております―その

間なるべく旅行の空白期間ということをなくすよう

に、それを埋めるようにということで域内需要喚起

を図る彩発見キャンペーンのサイズダウンをやって

おりましてそれで何とか経済回復を促していく、観

光業界を助けていこうということ、それからもう一

つ、観光支援体験事業というこのクーポンを活用し

た事業も併せて実施することで、何とか観光業界を

盛り立てていきたいということで努めていきたいと

思います。

○新垣淑豊委員 ぜひ本当に県の職員の皆さんも一

生懸命やっているのも私ども重々承知しております

ので、伝えたと思っていても伝わったと―先ほども

言いましたけど、伝わるまでが多分必要だと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上で終わります。

○次呂久成崇委員長 新垣新委員。

○新垣新委員 まず１点目に、先ほど本会議でもＰ

ＣＲ検査の徹底なんですけど、細かくお聞きします。

今安価でＰＣＲができるということに、県の行っ

た形を評価するとともに、それを沖縄本島全てに安

価でできるような体制を築くべきじゃないかと―そ

れが徹底的なコロナの感染予防対策になると。那覇

まで行くのも遠いという声が実は県民からたくさん

の声が寄せられているものですから、その辺の感染

予防対策のさらなる徹底をどう検討しているか伺い

ます。

○糸数公保健衛生統括監 安価で検査を受けられる

体制の整備ということで、検査の検体を提出する方

法はそれぞれ５か所の会社、検査所に持って行くと

いう方法に加えて、郵送で自宅から送れるというこ

とも条件としておりますので、郵便を使ってという

方法にはなりますけれども、全県を網羅した形とい

うふうなことでこの事業を組み立てたという経緯は

ございます。

○新垣新委員 その安価でできるというのは、みん

ながみんなテレビを見るわけじゃなく、ラジオを聞

くわけでもなく、ネットもやらないお年寄りもいらっ

しゃるんですね。だからこそ身近な地域の中心セン

ター、例えば運動公園に置いたりとかそういった企

業を呼んだりとか、そういった徹底対策こそコロナ

の感染予防ができるということになるんですけど、

今からでも間に合うと思うんですけど、そこら辺の

さらなる検討課題はありますか、ありませんか、伺

います。これで終わりではないですよ。広がってい

くんですよ。

○大城玲子保健医療部長 検査体制については、こ

れからもやはり拡充が必要だというふうに思ってお

ります。特に地域に関しましては、安価なＰＣＲと

いう方法ではないんですけれど、高齢者の施設の従

業員、それから従事者、それから保育所、障害者施

設等についても全県的に今年度予算から拡充してや

りますので、そういった意味での拡充と、それから

国がモニタリング検査を実施するということで、県

としましても国と協力して今あらゆるところででき

ないかということの調整は進めているところでござ

います。そういったものも活用しながら拡充してい

きたいと考えております。

○新垣新委員 拡充は分かるんですけど、もちろん

国から国庫支出金をいただいて県としてもＰＣＲ、

本当に41市町村に置くぐらいの気持ちを持たないと、

お年寄りの皆さんとか分からないよ、どこにあるの

とか、そうやって教えたりとか、ネットも分からな

い。また若い人は新聞も読まない。じゃどうすれば

いいのと。電話したけどできませんでしたとかそう

いうものが、やっぱりこういうものはいつでもどこ

でも身近なところで地域でできるような体制、それ

が万全な体制で―ぜひ部長、改めてもう一度聞きま

すよ。やっていただきたいんですけど、意欲を伺い

ます。

○大城玲子保健医療部長 41市町村に全て置くとい

うのは、非常に壁はあるかとは思います。ただ、可

能な限り地域でそういった方々に伝わるような方法

は、県としても周知に努めていきたいと思います。

○新垣新委員 糸数統括監、郵送とかそういうのも

分かるんですけど、これ分かる人は分かると。でも、
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電話しても今日は受けることができませんとか、電

話がつながりませんとか、そういう話ばかり聞こえ

るんですね、安価なところを紹介しても。ですから、

こうなるとやっぱり身近なところでやってほしいと

いう県民の声が、不満が、いらいらが来るんですよ、

今度は。ですから、いつでもどこでも身近なところ

でＰＣＲができる体制を、大変苦労なされると思う

んですけど、保健医療部ですね。ぜひ今からでも間

に合いますので頑張っていただきたいということを

強く請求します。これをやらないとまた時短時短で、

お金が幾らあっても足りませんよ。ぜひ皆様の努力

を期待しております。頑張ってください。

２点目に、この変異株の問題です。先ほども休憩

中に部長からお聞きしましたけど、実は病院機関の

関係者からも電話があって、今回129億の予算もつけ

られているそうですけど、なぜ変異株の問題で即入

院という状況等がありながら、医師会との協力、病

院機関を増やす、そして隔離、入院させる、そうい

う体制が前々から医師会は警鐘していると、県に対

してですね。それが全然今生かされていないという

こともお聞きしたものですから、ぜひこの問題にお

いてなかなか受け入れない、お願いしても受け入れ

ないという病院もいると思います。でもこれからど

うしていくかという、いわゆる自衛隊の専門機関が

あるそうなんですけど、そういうところに頼んでま

でも変異株を封じ込めると、隔離していくと。そう

いう体制はどうなっていますか、伺います。

○糸数公保健衛生統括監 変異株についての取扱い

は、国のほうからも先月、原則個室で入院であると

か、退院の前にＰＣＲを２回検査するとかというふ

うな指示が出ておりますので、現在各医療機関で個

室で対応できる部屋数等をですね、変異株に対応で

きるベッドが今どのくらいあるかということを情報

をいただいているところです。それから、入院して

いる途中、あるいは入院のときに変異株が陽性とい

うことが分かった場合の流れといいますか、どうい

うところに入って退院するまでの流れを案をつくり

まして、様々な院長会議などで病院と共有をしてい

くという―これからそれをやっていくという段階と

なっております。

○新垣新委員 私は変異株ももちろんですけど、コ

ロナの感染予防、医師会としては最悪を想定した―

県もですね、考えていくべきだと。そこら辺の問題

の中で病院の受入体制、去年の11月頃も逼迫してい

る、11月、12月、１月ですね。これはあってはなら

ないと思うんですね。かかったらしようがないもの

ですから、その体制づくりを今国とも検討している

と聞いているんですけど、ちょっと改めて、ただ言

うだけではなくて進言したいんですが。

改めて部長、南部病院の友愛会の箱物は今使って

いないですよね。あれは私たちがあの箱物を壊すか

ら貸しておいてくれよと―県に移譲してくれと―そ

こで徹底的な変異株対策や入院、隔離予防、そして

自衛隊の関係各位と連携を組んで新たなトライアン

グルをつくっていくと。最悪も想定しながらですね。

どうですか、再度検討願いたいんですけど。使える

そうですよ、あの施設。

○糸数公保健衛生統括監 医療施設で現在使用して

いないということで、今すぐ病院として使えるとい

うふうなメリットはあるかと思います。ただ、今ベッ

ドを使っていないところを急に使うということは、

まずスタッフをどうやって確保するか、施設整備も

含めてというふうな課題があるのと、今国のほうか

ら、第３波を受けて今後また患者が増えたときの体

制について各病院ともう一度話合いをして、さらに

ベッドを確保するようにという全体の動きが今始

まっているところで、それでまず県内でどれくらい

確保できるか、それで想定の患者数を対応できるか

というふうな作業を今から４月、５月で行うという

ことになっております。臨時的にそういう医療施設

をつくるということは、緊急事態宣言下などではで

きるんですけれども、まずは県内の医療機関の協力

がどのくらい得られるかということを確認して、ま

ずその数字を整理していきたいというのが今の県の

考えでございます。

○新垣新委員 すみません、糸数統括監、数字の整

理って言うんですけど、県は本当に努力してお願い

します、受入れをお願いしますってお願いしても断

られているじゃないですか。はっきり言って。これ

調べてきているから言ってるんですよ。今でも足り

なかったじゃないですか、逼迫、逼迫って増やして

もお願いって言っても足りなかったじゃないですか、

第１波から第３波。だから今こうやって僕言ってる

んですよ。最悪を想定して、大きくゆとりを持って、

自衛隊のこのコロナのこの看護師っていうんですか、

対策チームにお願いして、最初から。だから、そこ

をお願いしたいんですよ。そこら辺をですね、４月、

５月じゃなくて、もう１週間以内で、10日くらいで

も、あの箱物買ってくださいと。この国から交付金

が入ってますから、これで隔離所にするって言えば、

理屈が理にかなって通るじゃないですか。どうです

か、もう本当に僕調べてきているから、現場を聞い
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てきているから、県の努力も分かるから、落としど

ころってどこかないかなって考えたらここしかない

なと。もともと病院の施設ですから、活用できます

よ。そこら辺どうですか。再度改めて。あの施設県

に、県に売ってくださいって言えばいいんですよ。

もともとの病院の施設ですから、すぐ対応できます

よ。ベッドも集めて、その自衛隊のコロナ対策チー

ムを呼んできて、海外からも呼んでくると。そのく

らいの知恵を使っていきましょうよ。いかがですか、

どうですか。

○大城玲子保健医療部長 臨時の医療施設というこ

とで、緊急のときには確かにそういう施設が活用で

きるというのも、委員おっしゃるとおりなんですけ

れども、ただ一番の課題はそこへのスタッフ等の問

題なんです。ただ、自衛隊につきましては、緊急性、

それから県が用意できないときの一時的にというと

ころでのこれまでも支援をいただいているところで

ございますので、常時お願いできるという仕組みで

はございません。ですので、県としましては、でき

るだけ現実的な方法で、４月中には緊急の病床確保

についても検討するようにという指示は国からも来

ておりますので、今担当のほうで病院とも調整しな

がら進めていっているところでございます。

決して悠長に構えているわけではございませんの

で、そこはしっかりと対応してまいりたいと思いま

す。

○新垣新委員 この対応で頑張っていただきたいん

ですけど、九州のこの変異株を、例えばこの南部病

院の300つくれる病床数に隔離させていくっていうの

も理にかなった形ですから、ぜひそこら辺の問題も、

自衛隊のヘリでここに運んでしっかりとまたやって

くと。そういう体制もしっかり検討する課題はある

と思いますので、ゆったりとね―沖縄県民が入院が

できるようにとかですね、そこもぜひ再検討を願い

たいと強く申入れをしておきます。もう一生懸命頑

張っているのは分かるんですけど、受入れが広がっ

ていないと。受け入れ切れてない。病院機関が受け

入れないという現実も、ぜひ強く指摘しますので、

改めて再検討を強く、統括監、頑張っていただきた

いなと強く申し上げます。

続いて、この時短の問題、21市町村に行っており

ますが。まず経営者に対する経済支援と、また雇用

に対する雇用助成金等の周知徹底、そこら辺を分か

りやすくやるべきだと思うんですけど、部長、答弁

を求めます。

○嘉数登商工労働部長 委員御指摘のように、コロ

ナに関連する国の支援策ですとか県の支援策それか

ら市町村の支援策、多岐にわたっております。事業

者のほうからも多岐にわたっているがゆえに、どこ

にどういった情報があるのかよく分からないという

こともありましたので、我々沖縄総合事務局経産部

と協力いたしまして、国の施策と県の施策を同じチ

ラシの中に載っけて分かりやすく事業者のほうにも

届けておるということがあります。引き続き経済支

援策というのは一旦打てば終わりという話ではなく

て、バージョンを変えてどんどん新しくなってまい

りますので、そこは国とも協力し、市町村とも協力

してですね、周知徹底に取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

○新垣新委員 それで、今日糸満の飲食店の年配の

方から電話があって、ここに電話してもつながらな

いとかですね、本当に現場がてんてこ舞いしている

というのも分かります。その辺の問題においても、

一般電話を増やすとかですね、この、例えば職員も

増やすとか、例えば時期時期によって忙しいところ、

暇な課とかあるじゃないですか。そういう形でこう

やって走りながら職員を充てていくとか、そういう

体制を臨機応変に築いていただきたいんですけどい

かがですか。

○嘉数登商工労働部長 外部からの問合せに対して

はですね、県だけでは対応できない部分もあります

ので、コールセンターというところも設置しており

ます。それから、やはり協力金にしましても、一日

も早くというところが非常に強い要望でございます

ので、庁内でも、部内だけではなくて他部のほうか

らも応援をいただいて、今現在120人くらいの体制と、

外部にはコールセンターを含めて50人くらいの体制

を組んで、この協力金の支給もろもろに当たってお

ります。引き続き一日も早く支給できるように取り

組んでいきたいというふうに思っています。

○新垣新委員 今部長から答弁で120名とお聞きしま

したけれど、これでは足りないなと正直思っていま

す。なぜかというと9000店舗のうち120名で見ろと、

電話も体制整っていない、来るときも並ぶ、で、面

倒くさいと沖縄の県民性で帰っちゃう―そういう体

制では本当に県の職員もてんてこ舞い、国の職員も

てんてこ舞い、コールセンターもつながらない、こ

のような体制、てんてこ舞いという体制をもっと枠

を広げて予算も築いて取るべきだと思うんだけど、

その体制今からでも間に合うんで広げてほしいとい

う形で検討課題あると思うんですけど。

○嘉数登商工労働部長 体制についてはですね、本
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当に全庁で融通していただいておりますので、しっ

かりとその体制を築いていきたいという部分と、そ

れから支給までの期間を短縮するという意味ではい

ろんな効率化もシステム化も図っておりますので、

そういったことを総合的に点検しながら実施してい

きたいというふうに考えております。

○新垣新委員 実は経営者も雇用調整助成金もマイ

ナスになったと。電話もつながらない。行っても待

たされる。いっぱいいる。帰っちゃった。こういっ

た協力金も助成金も損したという県民が実は多くて

ですね、やり方も周知の仕方も徹底できなかったと。

だから枠をもっと大きく広げてくれという形で言っ

ているものですから、再度この枠を広げて、職員も

増やして、沖縄県からも職員も協力体制でできるよ

うに、コールセンターの枠も広げてですね、ぜひ頑

張っていただきたいということを強く求めて、私の

質疑を終わります。頑張ってください。

○次呂久成崇委員長 仲村家治委員。

○仲村家治委員 私の周りの話を質問に入る前にし

たいんですけれども、24年続けてきた地元資本の居

酒屋なんですけれども、今回の件でもう諦めて店を

閉めると。大変悲しい電話が昨日ありました。自分

たちでどうにかやりたかったけれども、これ以上は

無理だという話を聞いてですね、いかに今の沖縄の

こういう飲食業も含めて、観光業も含めて、もう待っ

たなしの状況であるということを私たちはもう一度

認識をして、この議論をしていかないといけないと

いうことを思っております。

まず、中身の確認をさせていただきます。今回の

補正の内容の中に、①令和３年１月12日から２月28日

までの感染拡大防止協力金不足額の追加と書いてい

るんですけれども、不足があったということで、い

ずれ補正予算を組まないといけなかったんでしょう

か。

○知念百代中小企業支援課長 実は今回補正に上げ

た理由としては、当初想定していた数というのが平

成28年の経済センサスという統計から取っているん

ですけれども、平成28年の統計というのは、ほぼ平

成26から27年にかけて取ったデータなんですね。そ

の後、やっぱり観光のほうとかで非常に経済が好調

でしたので、かなりの飲食店等が増加していたといっ

たことがありましたので、平成28年の経済センサス

よりも大分増えているといったような状況が、まず

１点目ありました。

それから宿泊業ですとか娯楽業などが飲食店を経

営しているといったようなケースもありましたので、

そういったものも含めまして若干増えたというよう

な状況があるんですが、この数字については第４期

の申請状況から、このぐらい増えたかなといったこ

とで算出した件数になります。

○仲村家治委員 対象事業所が9041店舗というのは、

この20市町村と足りなかった分のプラスの合計とい

うことでいいんですか。

○知念百代中小企業支援課長 まず、9041店舗とい

うのは、第６期―つまり４月１日からスタートして

４月21日までに時短要請をかけた店舗の20市町村が

9041店舗というふうになります。

もう一つ、その前に時短要請をかけています１月

12日から21日、それから１月22日から２月28日まで

の７市と全県に関しても、先ほど申し上げましたと

おり経済センサスの数からは大分増えているという

ことがありますし、また途中、事業者単位から全店

舗単位ということにもなりましたので、その分での

やっぱり数の増加というものがありますので、その

分を含めての数字でございます。

○仲村家治委員 最新の全県のデータというのは、

今お持ちでしょうか。

○知念百代中小企業支援課長 最新のデータという

のは、まだ経済センサスの数字を拾っておりません

ので手持ちにはございません。持っておりません。

○仲村家治委員 要はこういった協力金を出すとき

にデータがないと、きれいな額が出てこないので、

これは早急に、今後協力金とか時短の部分で出てく

るので、早急にこのデータというのは調べてデータ

として持っていたほうがいいと思いますけど、どう

でしょうか。

○知念百代中小企業支援課長 実はまだ国のほうで

の発表というのは出ていないものでして、今回出し

た数字というのはあくまでも第４弾で想定していた

数よりも増えている、その増加分を見ての想定で出

させていただいた件数ですので、これからまた国の

ほうで発表がありましたら、そういった固めていけ

る数字でお示しできるかなというふうには思ってお

ります。

○仲村家治委員 ２点目でですね、先ほど新垣淑豊

委員からあったんですけれども、この飲食業以外の

附帯決議に上がった観光業の手当てというのは、県

単独では多分できないと思うんですよ。実は自民党

の政務調査会に観光立国調査会という調査会があっ

て、ウィズ、アフターコロナ時代の新たな旅の着実

な推進というのを３月24日に緊急決議をされて、多

分総理に要請書を渡したと思うんですけれども、こ
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の中ではまさしく私たちが求めているバス、タクシー

とか、沖縄県に当てはまることがいっぱいあるんで

すけれども、これをぜひ手に入れて、総務部長、こ

れは県から国に沖縄県の観光立県としての今の窮状

を訴える最大の材料になると思うんですけれども、

ぜひ早急に国と自民党に要請してはどうですか。

○池田竹州総務部長 先ほどの附帯決議につきまし

ては私どもも重く受け止めて、それぞれの部局でそ

れぞれの業界との意見交換なども実は行っていると

ころでございます。自民党の政務調査会のものは私

どももまだ拝見していませんので、ぜひ手に入れて

新たな対応の参考にさせていただきたいと思います。

○仲村家治委員 ぎりぎりの限界に―もう限界を通

り越した県民の方々もいらっしゃるので、これは今

後何が起こるかというと失業問題が起こってくるん

ですよ。倒産して、そういった負債を抱えるという

ことで、これ以上に今どうにか自助でできている部

分の人たちがそうじゃなくなったときの怖さという

のは十分ありますし、あと大城部長、これは抑え込

みなんですよ、時短というのは。感染拡大防止じゃ

ないんですよ。じゃあ何が今回という質問をしたら

ば、若者たちの気の緩みとか出ているので、感染防

止というのを新たに構築していかないといけないと

思うんですね。これはいろいろ今日は補正予算なの

で聞きませんけれども、ぜひその辺の対策をいま一

度、拡大しないような対策をいろんなところから情

報を得て対策をしてほしい。

最後になりますけれども、この緊急が出る前のイ

エローカードじゃないけど、もっと分かりやすくで

すね、もうちょっとしたらレッドカードになります

よとか、イエローカードですよとか、このレベル３に

行ったらもうアウトですよとかという分かりやすい

県民に対して表示をすべきだと。細かいこういった

数字というのはなかなか難しいと思うんですよ。レ

ベル３まで行ったらもう緊急事態を出しますよと。

レベル２は何ですよと。レベル１はという、まああ

るんだけど、もっと沖縄県独特のメモリというかを

つくるべきだと思うんですけど、どうでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 委員のおっしゃいますと

おり、県のほうでは警戒レベル指標をつくって県民

の皆様に発信しているつもりではございますが、そ

こがなかなか伝わりにくいということであれば、分

かりやすいということに着目した発信の仕方を検討

したいと思います。

○仲村家治委員 よろしくお願いします。

以上です。

○知念百代中小企業支援課長 先ほど仲村委員のほ

うからありました質問に対して、少し補足をさせて

ください。

補正のお話がありまして、１月12日から２月28日

までのものと、それから４月１日の新たな補正に係

る部分の中で、対象の事業者数の増加分について

ちょっとお答えしておこうかと思っております。

予算を編成した当初というのは、9914店舗を想定

しておりましたが、先ほど申し上げましたとおり第

４弾の申請状況の増加率を見まして、100％超えるな

といったところで計算した結果、１万1358店舗が想

定されるだろうということで、増加分が1444件増加

することになりますので、その分の補正ということ

で補足して申し上げておきます。失礼いたしました。

○次呂久成崇委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 まず資料１に基づいて、総務部

長、ちょっと朝の説明を聞き逃した感もあるので、

この192億円の交渉の経緯ですね、政府と調整したと

いうことだったので、この辺もう一度説明してくだ

さい。

○池田竹州総務部長 直接的には地方創生臨時交付

金の時短協力枠については企画部が担当の内閣府と

調整をしております。調整の経緯としましては、時

短協力金の必要性ですね、緊急に時短要請をかけな

いといけない状況などについて内閣府と連絡を取り

ながら、期間とか金額についても確認の上、計上さ

せていただいているところでございます。

○西銘啓史郎委員 要はこの129億の根拠、20市町村

とか対象にした経緯なんですけど、これは交渉して

決定したのか、それともう一つ、いつから交渉しま

したか、その２点をお答えください。

○兼島篤貴企画調整課主幹 協力金に関する国との

協議については、先週金曜日にそろそろちょっと危

ないということもありまして、もしかしたらこうい

う時短要請があるかもしれませんということで26日

から始めまして、内容を固めていって、最終的に29日

に現在の20市町村、４月21日まで、金額についても

120億ほどという金額で報告して調整したということ

になっています。

○西銘啓史郎委員 この129億円、先ほどの仲村委員

とかぶりますけれども、資料の５ページで①②の内

訳、金額を億円単位で結構ですから教えてください。

○知念百代中小企業支援課長 ①に関しましては、

約53億になっております。それから②に関しまして

は、約76億となっております。

○西銘啓史郎委員 じゃあちょっと確認をしますけ
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ど、9041店舗とありますよね。76億を84万円で割っ

たら幾らになるんですかね。何店舗になるんですか

ね。

○知念百代中小企業支援課長 ４月１日から４月

21日の21日間ということになりますので、１日当た

り４万円の計算でやりますと、支給額が84万円とい

うふうになります。

○西銘啓史郎委員 最初に129億を84万で割ったら

１万5400件ぐらいになるはずなんですね。４月１日

から21日までは9041店舗じゃないですか。残り6000店

舗は①のほうの対象という理解でいいですか。84万

円じゃないよね、①の53億は。

○知念百代中小企業支援課長 ①に関しましては

７市―那覇市、浦添市から石垣市までなんですけれ

ども、これについては１月12日から１月21日までの

時短要請でしたので40万円という支給金額になりま

す。

それから、１月22日から２月７日までに関しまし

ては全県が対象となりましたので、これについては

68万円となりますので、一律で幾らという形では

ちょっと計算が―割るとそういうふうにはできない

状況になっています。

○西銘啓史郎委員 まず１番目の話については、国

との交渉で129億円が決まりましたと。この中身は①

の１月12日から２月28日までの協力金額の不足金額

と、それから４月の新たな協力金依頼だと。ですか

ら、交渉次第では全市に拡大しても、例えば41市町

村に拡大しても交渉はできたという理解でいいです

か。それとも、もう交渉は一切できないという理解

でよろしいですか。

○兼島篤貴企画調整課主幹 今回の臨時交付金の国

との予算枠については、まず基本的に営業時短の要

請をかけるということについての協議をさせていた

だいて、そこでエリアとか対象事業者が確定すれば、

単価も自動的に金額が出てくると。金額について国

と交渉するというよりは、要請内容について事前協

議をして、その上で金額を国のほうにも相談してい

ただいて認めていただいたという流れになっていま

す。この要請内容が仮に全県になった場合は、全県

になった分の協議を行うという形にはなってきます

けれども、今回は20市町村分だけの協議となってい

ますので、拡大をする場合は別途協議が必要になっ

てくるという形になります。

○西銘啓史郎委員 商工労働部長、資料３の経済関

係団体との会議ですけど、構成員はいいですから出

席者、オンラインで何名、構成員の方は出ています

か。

○嘉数登商工労働部長 メンバーが県を含めまして

17名おりまして、26日金曜日が６名欠席ですので、

合計11名ということになります。それから日曜日も

開きましたけれども、私の記憶では日曜日も３名か

４名の欠席を除いた形で、十二、三名ぐらいで開催

したと記憶しております。

○西銘啓史郎委員 県の参加者を教えてください。

○嘉数登商工労働部長 26日は玉城知事、それから

照屋副知事、商工労働部、文化観光スポーツ部のほ

うで出席しております。それから20日は県のほうか

らは照屋副知事、それから商工労働部、文化観光ス

ポーツ部の職員で参加しております。

○西銘啓史郎委員 これまでの時短の協力要請を経

験した中で、その過去の経験から効果や課題という

のが見えてきたと思うんですよ。それが今回どう生

かされているかということが一番気になるんですけ

ど、先ほど来、経済団体の声を聞いてあまり地域を

拡大しないでくれとかありましたね。21時にまでに

してくれとかとありますけれども、私は危機管理と

いう観点からは、本来感染の拡大をあれするために

は大きい網を先にかけて、それからエリアを狭めて

いくという方法が僕はベストじゃないかなと思って

います。これは感染の専門の方に聞いたら何て言う

か分かりませんけど、少なくとも過去の経験からす

ると、ついこの間、那覇とどこかをやって、次に拡

大して離島に行ってとやりましたよね。後手後手に

なるんですよ。だから僕がぜひ聞きたいのは、今ま

での経験で何が効果があって何が課題だったか教え

てください。

○大城玲子保健医療部長 これまでに時短を何度か

かけておりますが、例えば夏頃であれば、局所的に

かけてそれで収まったという経験もございます。

ただ、今回の年末からの時短に関しましては、一

旦効果は出たんですけれども、その後の要因によっ

て拡大したということもありましたので、順次拡大

したという状況もございます。その季節の状況、そ

れからそのときの地域の状況などによっても様々な

課題があるというふうには考えておりまして、今回

は３月のイベント等もあって若者から急拡大したと

いう、その拡大の急激さをもって面的に那覇、中南

部地域とさせていただいたところです。ただ、エビ

デンスがないとなかなか私権を制限する強い措置で

ございますので、そこは協力を得ながら、理解を得

ながら進める必要があるというふうに考えておりま

す。
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○西銘啓史郎委員 特に町村、北部保健所管内とか、

町村は細かい面しか僕らは見えないものですから、

この町村を決定した理由は多分県はお持ちだと思う

んですけれども、この予測を誤ると、僕は中部だけ

じゃなくていろんなところに拡大する気がするんで

すね。そうすると後手後手になるわけですよ、常に。

ですから、大きい網をかけて、それから状況を見て

していくという方法も僕は一つだと思うんですけれ

ども、これは強い要請として上げておきます。

それから、幾つか確認したいんですけど、今第４波

という言葉を使われますよね、知事も。第１から、

要は４波と決定するのは誰なんですか。県知事か、

それとも国か。今第４波ですという決定権は誰にあ

るんですか。

○大城玲子保健医療部長 第１波、２波、３波、４波

という決定の定義はございません。ただ、その感染

の状況から知事は、今回かなり急激に増えておりま

すので、４波に突入しているものというふうな認識

をしているということを発信しております。

○西銘啓史郎委員 大事なことは、１波なら１波で

いいんですけど、ある程度期間を明確にして２波は

いつからいつ、その中の年代別、重症、軽症、もろ

もろ細かい分析をしてどう予測するかなんですよ。

１は１、２は２、３は３、４は４じゃなくて、一連

の流れの中で１、２、３を経験した中で第４波をど

う予測するか。であれば２月28日に緊急事態宣言を

解除した後に、実は私もその翌日でしたか、ある知

り合いの人と食事しました。８時まででした。代行

を呼ぼうと思ったら20分待たされました。この近辺

を見たらどこも開いていない。奥に居酒屋みたいな

ものが開いていると行ったら、すごい人がいっぱい

でした。行くのやめました。車で待機しました。何

が言いたいかというと、解除をされると人間は、や

はりずっと萎縮したものがはじけるときというのは、

ある程度人間の行動学からも想像できますよね。で

すから申し上げたいことは、４波は４波でいいんで

すよ。だから１、２、３から何を学んで何を生かす

かですよ。１週間ごとの数字も僕は拾ってみました

よ、３月。１から７まで131、次178、256、493、３月28日

までで４週間、これは必ず傾向が見えるわけですよ

ね。普通数学をやっていたらいろいろあると思うん

ですけれども、統計学もろもろ含めて。そういうと

きになぜ過去のデータ、今回の対象の129もそうです

けど、エリアを決定するのもそうですけど、狭いと

ころから広いところに行こうというのは大変なこと

なんですよ。これは繰り返しますのでちょっと戻し

ますけど、いずれにしても１から４の、４波でもい

いんですが、その経験を生かすことを県として努力

をしていただきたい。これは強く要望しておきます。

それからもう一つ、過去１日当たりの陽性者の最

大の人数、陽性者が出た日にちと人数を教えてもらっ

ていいですか。それから直近で一番出た日にちと人

数を教えてもらっていいですか。

○糸数公保健衛生統括監 これまでで１日に公表し

た陽性者で一番多いのは、８月９日の156人でござい

ます。それから１月16日の129人というのが２番目に

多いということになります。

○西銘啓史郎委員 そのときの検査件数は分かりま

すか。８月９日の156名を分子としたら、分母。どの

ぐらいの検査件数があったのか。

○糸数公保健衛生統括監 申し訳ありません。その

日の検査数のデータは今持ち合わせていないんです

が、８月９日の156人のときには松山のバースで

2000人を対象として一斉検査をやったものからの陽

性者も含まれているということは申し添えたいと思

います。

○西銘啓史郎委員 何が言いたいかというと、やっ

ぱり陽性率という言葉をよく東京都は使いますよね。

１週間単位の数字を平均で使うとあるんですけど、

やはり陽性率というものを県としてどのように理解

されているというか、考えているのかお聞きしたい

んですが、感染者の数単体だけを見て、200名出まし

た、大変ですと言っても、5000件のうちの200名なの

か、1000名のうちの200名なのかで全然違うじゃない

ですか。ですから、その辺は冷静に数字をやはり県

民も知っておいたほうがいいのかなと。単に陽性者

の数だけで一喜一憂するのではなくて、検査件数、

陽性率とかも使うのであればその分母と分子をしっ

かり見えるようにしてほしいというのが要望です。

それともう一つ、最近県の資料の中でも行政検査、

保険診療、検査事業というのが出てきますよね。こ

のおのおのの定義をちょっと簡単に説明してくださ

い。

○糸数公保健衛生統括監 まず行政検査といいます

のは、感染症法に基づいて積極的疫学調査を行って

濃厚接触者等に行う、保健所が指導をして保健所で

採取する、あるいはその検体を採取するというふう

な検査でございます。それから保険診療に分類され

ていますのは、有症状でその患者さんが医療機関を

受診したときに、コロナに関する検査費用は健康保

険で払う３割分を公費で見るものを保険診療検査と

いうふうに見ております。そして、検査事業という
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のは、今年度県のほうで実施しております原則無症

状の人を対象にした介護事業所の従業員の方、ある

いは那覇空港におけるＮＡＰＰ、それから安価で検

査を受ける体制を受検した方等となっております。

○西銘啓史郎委員 ８月何日からかな、もう行政検

査と保険診療の数が圧倒的に比率が変わっています

よね。ですから申し上げたいことは、もちろん行政

検査のさきに言った陽性率、それから保険診療の検

査の陽性率、これはＰＣＲと抗原があると思うんで

すけど、それから検査事業の陽性率も含めてですけ

ど、要は行政検査というのはあくまでも保健所から

連絡があって、濃厚接触者のあれもあるので陽性率

は高いと思うんですよね。２番目の保険診療という

のは、自分が体調悪いな、熱があるなと思って病院

に行って検査して陰性でした、陽性でしたというこ

とで理解していいんですよね。３番目が、さっき言っ

たように検査事業は介護従事者やＮＡＰＰでやって

いたり、または県が安価でできるようなことを含め

ているということにすると、どの検査でどれだけの

陽性者が出ているかという数字も、ある程度やっぱ

り僕らは見えるようにしておいたほうがいいと思う

んですね、議会、特にまた県民も。ですから、陽性

率だけの話じゃないんですけれども、数字を冷静に

分析したほうが僕はいいと思っていまして、ですか

らそういう意味で先ほども申し上げましたけれども、

数字の上昇で一喜一憂するのではなくて総合的に、

週単位でいろんな形で分析をしておかないと、先ほ

ど言ったように１波、２波、３波、そこをしっかり

分析をお願いしたいと思います。

続いて、シーサーステッカーとＲＩＣＣＡについ

てですけれども、シーサーステッカーを配付、これ

は感染対策ができている承認店舗だと思うんですが、

今何店舗ありますか。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 登録件数は

１万店舗となっております。

○西銘啓史郎委員 これは全飲食店の何％ですか。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 すみません、

手元に資料がないので、申し訳ございません。

○西銘啓史郎委員 シーサーステッカーというのは

基本的には県がやっているかどうかあれですけど、

感染防止対策ができている店舗と、お客さんはそう

いう認識で来ますよね。それはちゃんと県が把握を

して発行していますか。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 おっしゃる

とおりです。

このステッカー制度は、事業者がガイドラインに

基づいてそのガイドラインに合っていることを確認

した上でシーサーステッカーをもらうための認証を

しているということで、我々としては申請の上がっ

たものを確認した上で発行しているというふうに考

えています。

○西銘啓史郎委員 ということは、申請が上がった

ものは配付するから、ある意味チェックできていな

いと僕は聞こえてくるんですよ。ですから先ほどの

企業、経済団体との中で、小渡委員が言ったように

課題を検証する必要があるということになるんじゃ

ないですかね。ですから、お客さんの立場で安心だ

といっても実際安心じゃなかったり、それでそろそ

ろまとめに入りますけれども、私が申し上げたいの

は、シーサーステッカーやＲＩＣＣＡのあれがある

店舗は安心ですと言いながらも、仮に１万店舗、本

当にできているところとできてないところがあって、

本当に危ないところというか、お店自体が危ないと

いう言い方はしていないんですけれども、感染の発

生源になっているような店舗とそうじゃない店舗を

全部まとめて休業、時間制限をするというのが正し

いやり方かどうかというのは分からないんですよ。

だからそれは過去経験をして、そういう店舗には

ちょっと厳しくというか、本当に対応するとかです

ね、もろもろ私権があるとは言っていましたけど、

そこら辺を間違うと、結果的には全部エリアを決め

て、はい、網をかけましたと言っても、もともとで

きていないところは発症する可能性が僕は高いと

思っていますから、そこはやっぱりしっかりこのシー

サーステッカーの制度も県として把握をしておかな

いと、後々問題になるんじゃないかなという気がし

ます。

最後にですけど、先ほど申し上げましたけれども、

これは今の補正予算を改めて計上できるかどうか分

かりませんけれども、私は少なくとも離島を含めた

11市は対象にするべきだし、この後また補正を組ん

で、拡大したからまたということよりは、最初に網

をかけていたほうがいいと思いますので、これは強

く要望して終わります。

以上です。

○糸数公保健衛生統括監 先ほどの１日の陽性者数

の多い日にちにつきまして、誤りがございました。

申し訳ありません。

１月27日に131件というのを記録していますので、

これが２番目に多い。１月27日に131件というのが

２番目に多いということでございます。失礼いたし

ました。
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○次呂久成崇委員長 座波一委員。

○座波一委員 私はこの第３波が下火になった頃か

ら、ワクチン接種の見込みが大体ついたというよう

な、県民もそうだし、そして県も多少の気の緩みが

出てきたのではないかなという感じがしておりまし

た。再三、第４波が来るものとしての対応をすべき

ではないかということで申し上げておりましたが、

その間の備えを一体どういうことをしたのかという

ことも聞きたいんですが、先ほどからの議論のとお

り、これといったことではなくて決められたことを

やっているという、一生懸命やっているということ

は認めます。そういう中でですね、今回の臨時交付

金の問題、これは国の令和２年度の予算から出てい

ると思います。しかし、県としては当初から当て込

んでいたものでもなくてという説明ではありますが、

まずこの交付の要請をしたのはいつなんですか。要

請した日付を言ってください。

○兼島篤貴企画調整課主幹 今回補正に計上した協

力金の予算につきましては、まだ国のほうからは金

額の時点では了解をいただいているところなんです

けれども、交付申請への手続、交付決定手続は４月

に入ってからということになっております。令和２年

度分の手続はもう終わっておりますので、これは４月

以降という形になります。

○座波一委員 違う違う。その内示をもらうために

交付要請をした日ですよ。

○兼島篤貴企画調整課主幹 要請というか、協議と

いう形で３月26日金曜日から相談を始めまして、そ

の後、エリアであったり金額が固まって、最終的な

数字を示したのが29日となっております。

○座波一委員 説明会で、４月１日に間に合うよう

に要請をして内示をもらったという説明がありまし

た。ですので、29日、本当にぎりぎりで出たという

ことではありますけれども、この時短を県が決定し

たのが何日でしたか。

○大城玲子保健医療部長 ３月29日のコロナ対策本

部で決定しております。

○座波一委員 じゃあ、内示の決定した日と時短を

決定した日は同じ日になるんですか。

○兼島篤貴企画調整課主幹 今回の協力金について

は内示という行為はなくて、協議をしてくださいと

いうふうな形で国のほうから言われておりますので、

そういう意味では26日から29日にかけて事前協議を

進めてきたと。数字についても28日日曜日の時点で

は現在の形のものを既に示しておりまして、コロナ

本部で正式決定後にこういう形になりましたという

報告をして、了解いただいたという状況でございま

す。

○座波一委員 この交付金は、今回の分はかなり出

るものとしての想定で進めているというふうな考え

方で進んでいると思いますけど、そういう中で、先

ほど来から出ております今回の20市町村にとどまっ

たという、県はですね。これは国の基準によって決

められた範囲内での決定だからという説明もありま

したが、この決め方において当初から沖縄県として

は全県を対象にという要望はしていなかったんです

か。

○大城玲子保健医療部長 時短の要請につきまして

は、範囲等について国に協議をするということでは

なく、まず県のほうでどういった対策が取れるかと

いうところを県が決定するということでございます

ので、そこは先ほど来お示しした数値の状況によっ

て、そこを目安としてその地域を選定したというこ

とでございます。

○座波一委員 もちろん時短の決定は県がやるわけ

ですけれども、そのときから全県を想定した徹底し

た潰しにかかるという発想はなかったのか、そして、

国の基準の中でですね、そこに持って行く方法はな

かったのかということを今聞いています。

○大城玲子保健医療部長 今回の急激な拡大を受け

て、３月26日あたりから県としましてもいろいろ数

値を見ながら、どういったところに時短をかけるべ

きかという内容は徐々に検討を進めてきたというと

ころでございまして、そのような状況から、全県で

はなく今お示ししている那覇、中南部地域という20市

町村ということで検討を進めてきたというところで

ございます。

○座波一委員 だから、当初から全県対象という発

想というか、そういう戦略ではなかったということ

になります。今回、質疑でもいろいろ出ましたが、

この全県にした場合とですね、今回決定した分と全

県を対象にした場合との差額というのは、簡単に金

額で言うと幾らですか。

○知念百代中小企業支援課長 全県にした場合です

と約95億円になりますので、差額としては約19億の

差となります。

○座波一委員 19億。これはですね、国サイドのほ

うへの協議の段階においては決して不可能な数字で

はないと思います。ですので、今回このいろんな質

疑の中でも、どうして当初から全県対象じゃなかっ

たのかということが再三今出ております。ですので、

この補正においてはですね、もちろん重要なことで
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すから緊急に応じるべきという認識はあっても、本

当に全県を対象にするという前提で何とか修正でも

してほしいと思いが高まっております。そういう考

えでありますが、どう思いますか。

○大城玲子保健医療部長 時短の要請につきまして

は、やはり私権を制限する非常に強い要求でござい

ますので、そういう意味では、できるだけ限定的に

ということが原則ではございます。必要最小限でと

いうものが法の立てつけでもございますので、そう

いった形で県としては考えておりますが、ただ、今

回先週の週末にかけてかなりの急拡大が進みました

ので、そういった意味では、感染の状況と地域の状

況を見て、今回この地域という形で選定させていた

だきましたので、あくまでもそこは感染の状況を踏

まえた措置というふうな理解でございます。

○座波一委員 ここで私権の制限を持ち出すと、余

計に何かおかしくなるような気がしますよ。21市町

村の分を制限して、じゃあほかはしないほうがいい

とかということになりかねない。さらに、この沖縄

の地形的にですね、境目はなかなかないんですよ。

もう隣のまちに行って飲もうと言ったり、出かけて

行こうとか、そういう発想のできる土地柄、また離

島においては、宮古、八重山のように過去かなり感

染拡大したという前例もある。ですので、私は指標

を見て対応するということも一つの選択肢ではある

けど、前もった予防ですから、全県的にまずもう一

回引き締めるというような今チャンスじゃなかった

かなと―チャンスと言ったらおかしいけど、そうい

う時期じゃなかったかということがあるんですよ。

離島とか北部の方々も、なぜ外したかという声が今

相次いでいるわけですね。それについてどう考えて

いますか。

○大城玲子保健医療部長 やはり、ある意味これは

急拡大を抑えるという措置でございまして、予防と

いうことで私権の制限をかけるようなことは非常に

やっぱり厳しいのかなというふうに感じております。

ただ、確かに沖縄県、陸続き、特に北部については

陸続きでございますし、宮古、八重山についても移

動のこともございますので、今後の感染の拡大の兆

候を捉えるというのは非常に重要だと思っておりま

す。ですので、少しでも兆候があるような場合には

早速検討を進める必要があると思います。

○座波一委員 仮にこの20市町村で抑え込みが、減

少が見られたと。そうしているうちに、離島、今言

うこれ以外のところがですね、上昇傾向に移る可能

性が十分考えられるわけですね。だからそういうふ

うな展開になるから、そのときは同じように、同様

の交付金をまた要請して措置してもらうという手は

ずになるんですか。

○大城玲子保健医療部長 そういうことになるので

あればですね、また国と協議をさせていただいてと

いうことになると思います。

○座波一委員 あえて申し上げますが、早め早め、

先手先手で、そういう機会があれば網をかけるとい

う手法のほうがコロナ対策には効果があるんじゃな

いかなと考えています。

変えます。先ほど安価なＰＣＲ検査についての考

え方、県はやるべきだと言っております。我々自民

党が関与した検査機関が市町村を回って理解を求め

たということでありますが、なかなか理解に至らな

いところもある。これはなぜかというと、県がフォ

ローしていないんですよ。聞いてくることには答え

ているかもしれないけれども、何かそういったもの

を、県から何の連絡もないという不安も持っている

みたいなんですけど、その取組に対する県の姿勢は

どうなんでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 県民が安価に受けられる

ＰＣＲの体制を構築するという意味で、補助事業を

組んでおります。そこでは今５つの民間の検査機関

が実施をしていただいているところでございまして、

それぞれ検査機関によっては手法もやり方等につい

てもそれぞれの工夫を凝らしてやっていただいてい

るところでございます。ですので、県としましては、

その５機関がやっているということを例えばホーム

ページ等でお知らせする―たしか新聞、広報等でも

お知らせするというような方法で周知を図っていき

たいと思います。

○座波一委員 県下41市町村にあったほうがいいと

考えていますか。

○大城玲子保健医療部長 41市町村にあったほうが

いいかどうかというところにつきましては、民間の

検査機関でございますので、例えば検査のキャパと

か、それで収支が合うかどうかとか、いろんな課題

はあると思います。ただ、県内のどこからでも受け

られるようにということで、郵送で受けられる方法

などについても提案をいただいているところでござ

いますので、そういった意味で各地域にも拡大でき

るように取組を進めていきたいと思います。

○座波一委員 そこら辺あやふやですね、まだまだ。

この辺ははっきりしておかないといけないんじゃな

いですか。こういう遠隔地など、そういうところで

はその窓口に行くだけでも大変だと。那覇に来るの
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も大変だと。あるいは離島から来るのも大変だとい

うことで、どこでも誰でも検査ができるというシス

テムをつくることはいいことだということを言って

いるわけだから、それこそコロナが下火になったと

きに徹底的に検査をすることが、またさらにコロナ

を追い込んでいくということになるわけだから、非

常に有効的な手法だと思っています。ですので、そ

れについて県はバックアップしないといけないん

じゃないですか。それは補助の対象にはしているけ

れども、もっともっと告知、周知させる意味での県

の役割というのがあると思うんですが。これキャパ

とか何とか言っている問題じゃないですよ。はっき

りして、言ったほうがいいんじゃないですか、この

期に及んで。

○大城玲子保健医療部長 県民の方にどの地域でも

受けられるようにということでの周知については、

県も力を入れていきたいと思います。

○座波一委員 先ほど西銘委員が検査数と陽性者数、

そしてまた、私はさらに中等以上の患者の数ですね、

常にこの相関関係を見るべきだと思っています。分

子と分母、あるいはどのように流れが出ているかで

すね。そういったシステムをつくることが、最終的

に対策が効率的に打てるということになるかと思っ

ております。そういうふうにやっていただきたい、

これは要望ですね。

あと最後です。知事が新聞広告を出した件ですね。

これは金額だけを確認させてください。１紙だけで

2200万円ですか。

○玉城勝也観光振興課班長 ３紙の合計で2257万

2000円でございます。

○座波一委員 私、朝日新聞社に直接広告のほうに

問合せして聞いてみたら、全国版、全面フルカラー

のケースですね、今回。このケースだと通常金額で

4900万円です、１社で。３紙で2200万ってちょっと

考えられない数字ですが、間違いないんですね。

○玉城勝也観光振興課班長 間違いございません。

○座波一委員 分かりました。以上です。

○次呂久成崇委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 まず、一般会計補正予算第１号、

令和３年ですね。それの４ページ、お願いします。

その４ページの中の、今回国庫補助で128億、それと

県の一般財源で１億2900万組まれておりますが、こ

の一般財源の１億2000万は事務費なんですか、委託

料なんですか、説明を求めます。

○武田真財政課長 協力金そのものの地方の負担分

になります。

○中川京貴委員 私が聞いているのは、地方の負担

金というので、これは事務費なんですか。もう少し

丁寧に説明できませんか。

○武田真財政課長 予算計上額129億円全てが協力金

ですので、その協力金に係る地方の負担分、沖縄県

の負担分になっております。

○中川京貴委員 この129億の流れといいますか、今

後この予算が可決された後、これはどこかに委託し

てやるんですか。県の職員が全部やるんですか。少

し流れを説明してください。

○知念百代中小企業支援課長 今回の補正について

は、全て協力金に係る報償費というもので計上して

補正を出させていただいておりますが、事務の執行

については委託をしております。先ほど部長のほう

から申し上げました県の執行体制で120名というの

は、主に県のほうでは審査をやってはいるんですが、

委託先のほうでは要件のチェック、書類がそろって

いるかどうかといった１次審査をやっていただいて、

それから支出のほうの事務も行っておりますので委

託費のほうも発生はしております。執行そのものは

商工労働部のほうでしております。

今回の委託は何回か改定契約をしてやってきてい

るんですけれども、そのたびに一応流用をかけて対

応しております。

○中川京貴委員 流用をかけている。じゃ、これま

でに補正予算で流用をかけたのは何件ぐらいあるん

ですか。

○知念百代中小企業支援課長 これまで５回ほど流

用をかけております。

○中川京貴委員 なぜこの質問をしたかというと、

やはり128億、トータル129億の企業に対する補助を

きっちり執行するためには、どうしてもこの委託関

係、これがしっかりしていないと遅れて、いつも後

手後手に回って企業に対して予算が出るのが遅いと

いう指摘があるので、これをもう少し増やして、一

日も早くその支援をしたらどうかということでの質

問なんですよ。いかがでしょうか。

○知念百代中小企業支援課長 委託先のほうとも当

然協議をしているところです。今回の４月１日から

のスタートの分についても今協議をしておりまして、

人が増やせるのかどうか、後はスペースの問題です

とかそういったこともありますので、まさに今協議

中であります。ただ向こうの事情としても、今、人

の確保がちょっと厳しいといったような声もありま

すので、その分、県の職員も一緒に審査体制を組み

ながら早急な支給に向けて取り組んでいきたいと
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思っております。

○中川京貴委員 これまで令和２年度―第16次の補

正を組んできたはずですが、トータル約1800億とか

700億とありますけれども、実際このトータルの数字

の県が持った分、また国が国庫補助した分の数字を

教えてください。

○武田真財政課長 16次の補正で計上した予算額の

総額が約1820億円になります。そのうち国庫が1210億

円、一般財源が約600億円となっております。

○中川京貴委員 我々はこれまでも代表質問、一般

質問でも取り上げてまいりましたが、この約1210億

円ですか、国庫の―これは繰越しできるのかという

質問をしましたけれども、県としては国と調整して

繰越ししていきたいという方向で、もうこの繰越し

は決定したのか、もししているのであれば幾ら繰越

ししていますか。

○武田真財政課長 中川委員に御指摘していただい

たのは臨時交付金の地方単独分のところだと思いま

すが、２月補正で繰越明許を取りまして、既に議会

の議決もいただきまして、内閣府ともその翌債手続

というのを既に取っているところです。答弁したと

ころであると、取りこぼしすることなく国のほうか

らの臨時交付金は全て活用するという形で予算計上、

繰越手続も取っているところです。

２月補正で申しますと、議決ベースで70億円ほど

繰り越しているところです。

○中川京貴委員 確認したいのですが、この国庫

1200億のうちの70億円だけですか、繰越しは。その

前にもどんどんあったはずなんだけど。

○武田真財政課長 国庫が先ほど御案内したとおり

1210億円余りを計上しているというふうに答弁させ

ていただきました。臨時交付金につきましては、先

ほどの70億円プラス既に予算措置した時短協力金、

そこもひっくるめた形で繰り越した額が約225億円ほ

どあります。それ以外に、医療関係の包括支援交付

金、医療機関に対する支援金とかそういったものに

つきましても約200億円ほど繰越明許費を取らせてい

ただいたところです。

○中川京貴委員 先ほどから我々がいつも懸念する

のは、225億円の繰越しをするぐらいであれば、なぜ

これをコロナ対策、そういった対策に使わなかった

のというのが我々の言い分なんですよね。

それともう一つは、この41市町村のうち20市町村

に決めたということは、何か委員会で決めたと言っ

ておりますが、これは国との協議をして決めたのか。

国が決めたんですか、それとも県が判断したんです

か。

○大城玲子保健医療部長 これは国が決めたのでは

なくて、県の判断で県のコロナ対策本部で決定した

というものでございます。

○中川京貴委員 県のコロナ対策本部で決定したと

してもですね、玉城知事がそうじゃないと。41市町

村やるべきだと知事が提案すればできたんですか、

できなかったんですか。

○大城玲子保健医療部長 コロナ対策本部の本部長

は知事でございます。コロナ対策本部でデータ等を

見ながら本部員と話し合って決めたというところで

ございます。

○中川京貴委員 玉城知事が41市町村でそれをやる

と決めればできたんですかと聞いているんですよ。

○大城玲子保健医療部長 やはりエビデンスに基づ

いて決定するというところが重要だと思いますので、

知事においてもそのエビデンスに基づいて対象地域

を決定したということで、知事が了解したというふ

うに考えております。

○中川京貴委員 例えば我々自民党だけじゃなくて

別の会派からもいろんな提案が出ております。これ

が41市町村に適用させるべきだという提案を我々は

しておりますが、なぜ20にしたのか。その結果、そ

れが拡大してやぶ蛇になった場合の責任は、知事に

あるということですよ。後追いすることのない予算

措置をすればいいのに、先ほど西銘委員からもあり

ましたとおり、予算を広く取って、それに応じて被

害状況を見て狭めるというのが感染拡大防止だと

思っていますが、いかがでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 予算の話と対象地域をど

うするかというのは、やはり対象地域は感染拡大の

状況を見て、やはり私権を制限するものであるので

それを見てやっていくというのが原則的な考え方だ

というふうには思っております。

○中川京貴委員 今日、照屋副知事の答弁でですね、

我々の質問の中で、地域を限定して感染拡大を抑え

ていくと副知事は答弁しておりましたが、その結果、

41のうち21は外されたということで理解してよろし

いですね。

○大城玲子保健医療部長 外されたという認識では

ございません。感染が急拡大した地域を選定すると

いうことでございます。

○中川京貴委員 確認ですけれども、この21市町村

は新型コロナ感染者が少ないから該当しないという

ことで理解していいんですか。

○大城玲子保健医療部長 先週から今週にかけての
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状況を見ますと感染状況は落ち着いているという状

況でございましたので、他の那覇、中南部圏域とは

明らかに感染の状況が違うということでの選定に

なっております。ただし、今後兆候が見られるよう

な場合にはちゅうちょなく検討する必要があると考

えております。

○中川京貴委員 兆候が見られてからでは遅いとい

うことなんですよ。実は東京都を見てください。東

京都は東京都だけでもロックダウンしながらですね、

ほかの千葉や埼玉、神奈川県に呼びかけて、関東で

お互い目標を持ってコロナ対策をしてきたはずであ

ります。東京都だけじゃないんですよ。それはなぜ

沖縄だけでも41市町村でできないのかが不思議でな

りません。いかがでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 各県の状況はいろいろご

ざいます。宮城県さんについても仙台市を要請して

全県はやっていないとか、大阪府についてはこれま

では限定していたけれども府全体に広げるとか、そ

れぞれ状況があると思います。感染の拡大の兆候、

それから今後の見通しについてもしっかりと見てい

く必要があると思いますので、その辺は感染症専門

家会議などの御意見も伺いながら、その兆候が見ら

れるときにはしっかりと対応が必要だと思います。

○中川京貴委員 その感染が少ないところは該当し

ないと。しかしながら、沖縄県民は移動するんです

よね。御承知のとおり、県は移動を遠慮してほしい

と言いますが、県民は離島に行ったり、また北部に

行ったり移動するんですよ。これどう止めるんです

か。

○大城玲子保健医療部長 今回の時短要請も含めて、

県からは急拡大に対する緊急対策として対処方針を

出させていただいたところです。その中では、外出

については必要最小限でできるだけお願いしたいと

いうようなことでありますとか、シーミーについて

も必要最小限の人数で、短時間でというようなお願

いをしたりとか、そういうような全体的な対策につ

いても一緒に打ち出しているところでございます。

○中川京貴委員 ただいまの答弁では、県民に対す

る移動制限を自粛してほしいということで理解して

いいんですか。

○大城玲子保健医療部長 県民の皆様に対しては、

可能な限り必要最小限で外出をしていただきたいと

いう―これはお願いベースの話でございます。

○中川京貴委員 じゃあ、あえてお聞きします。皆

さんが本日提案されました、おきなわ彩発見の予算

が組まれております。おきなわ彩発見は県民であれ

ば離島を含む県内どこでも宿泊ができます。これは

じゃあ止めるんですか。

○渡久地一浩文化観光スポーツ部長 おきなわ彩発

見事業につきましては、先ほども答弁しましたけれ

ども、ＧｏＴｏトラベルが止まっている間、なるべ

くその域内の需要喚起を促して経済の活性化を図ろ

うというところで観光業界からの強い要望があった

ものでございます。これまで今回の第３弾も含めて、

第１弾、第２弾と、この彩発見事業そのもので感染

が拡大したというようなことはないということが一

つございます。そういったことも含めてですね、外

出制限の中にございます―いろいろ必要最低限とい

う中にですね、例えば家族で改めて沖縄を見つめ直

そうとかということで、ホテルで過ごしていただく

とか、そういったリフレッシュ効果ということもご

ざいますので、そういったものは今回の緊急事態の

対処方針の中に盛り込まれておりますので、そういっ

たことで彩発見事業については継続していきたいと

いうふうに思っております。

○中川京貴委員 私は渡久地部長の考えに賛成なん

です。おきなわ彩発見はですね、県内の観光業、い

ろいろな関係する皆さん方から要望がありましてね、

それは止めることなく進めるべきだと思っています

が、一方で県は移動を自粛する、シーミーも自粛し

なさいという考え方、その矛盾がおかしいって言っ

ているんですよ。だからあえて41市町村をですね、

この補助対象にして、彩発見を進める。そういった

形でやらないと、一方は移動するな、一方はこれを

進める、ちぐはぐになっているんですよね。あえて

お聞きしますが、ホテルや観光客を相手にするとこ

ろで、コロナ陽性者は出たんですか。私は出ていな

いと思いますがいかがでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 ホテル等で観光客から感

染が広がったというような事例はなかったと認識し

ております。ただ、従業員の皆様から感染が、従業

員同士で広がったというのは一部ございました。

○中川京貴委員 ぜひですね、今、部長、皆さん、

ホテル、まず視察してください。もう感染防止対策

はきっちりして、食事もこれまでのホテルの対策と

違った対策をされて、一人も感染者を出さないとい

う使命感にあふれていて努力しているんですよ。そ

ういった努力も分からないでですね、この緊急事態

宣言をやったり、県のスタンスがちぐはぐなんです

よね。おかしい。一方は進める、一方は進めない。

自粛してほしい。これ、どのようにして県民に説明

しますか。
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それともう一つは、約200億近くの繰越しがあるの

であればですね、これまで我々自民党はもちろん、

ほかの政党からも要望があった、バス・タクシー―

この自粛に伴って、お酒の販売とかですね、運転代

行、またお店、食堂も含めてみんな影響出ているん

です。その方々に対する支援はないんですか。

○谷合誠産業政策課長 現時点では国の設定しまし

た緊急事態宣言措置に係る一時支援金で対象となり

得る事業者が県内でも多数あることから、そちらの

事業者が幅広に漏れなく受けていただけるようにサ

ポート窓口を設置して受給を進めていただいている

ところでございます。

また、ハピ・トククーポンにつきましてはですね、

幅広い事業種でお使いいただけますので、こちらに

ついても事業者の登録をしてもらって、より恩恵を

受けていただけるような形で進めたいと考えており

ます。

○中川京貴委員 新型コロナウイルス感染症による

影響を受けている様々な業種に対して、経済支援策

を今後―この令和３年度、補正を組んでやるという

考えを持っているんですか。

○池田竹州総務部長 予算特別委員会のほうで附帯

決議がついて議決されたことは我々も非常に重く受

け止めております。その決議の内容に関連する部局

においては、関係業界等と今意見交換をしていると

いうふうに考えております。その状況も踏まえまし

て、必要なタイミングで補正予算についても検討し

ていきたいと考えております。

○中川京貴委員 逆ですね、先ほどの答弁もありま

したが、19億円を上乗せすれば41市町村全部に対応

できると。対策ができるという答弁をしておりまし

たが、私はコロナ患者が、陽性者が出てから対策す

るのではなく、今まさにやるべきだと。後追いすれ

ばそれだけ、その患者が増えるということなんです

よ。これだけは、過去にも経験しているのになぜ学

習しないのか不思議でなりません。その件について

どう思いますか。

○池田竹州総務部長 今先ほど附帯決議に関して述

べさせていただいたのは、主として経済あるいは公

共交通の部分でございます。感染症対策につきまし

ては、例えば民間の療養施設の確保につきまして、

あるいはＰＣＲ検査のソーシャルワーカーへのもの

など、当初予算で盛り込める部分については一応盛

り込んでいるものというふうに考えております。

○中川京貴委員 部長、沖縄県議会議員であればで

すね、全市町村に適用させるべきだと思っていたと

思いますよ。なぜならば、例えば県の持ち出しは１％

しかないんですよ、それも流用もしている。ほとん

ど国庫補助なんですよね。128億。それを県が国と調

整をしながらですね、もう少し増やせれば41市町村

を取り込めたはずなのに、なぜ20に限定したのかと

いうのが理解できないんですよ。これは与党の議員

の皆さんもそう思っていると思いますよ。後でです

ね、例えばこれが限定しなかったところで増えたと

なって、また４月に入ってですね、延長した場合の

予算のほうが、それ以上の倍の予算必要になると思

いますよ。そのときに説明できますか。

○池田竹州総務部長 感染症対策につきましては、

当初の予算の審議のときにも、必要に応じて随時補

正を検討して、感染症の状況に応じて補正について

も検討していくというふうに述べさせていただきま

した。今回の時短要請の20市町村につきましては、

先ほど来保健医療部長から説明があるように、この

１週間くらいの感染者の急増について、専門家の意

見も伺いながら、感染が急拡大している那覇・中南

部地域について、早急に対応が必要だということで、

本部会議に諮って、本部会議でそのような決定をし

たという形でございます。これで動かないというこ

とではなくて、先ほども部長から説明がありました

ように、感染状況は日々確認しているところでござ

います。そういったものを踏まえながら、随時必要

な対応は取っていきたいというふうに考えておりま

す。

○中川京貴委員 部長、やはりですね、やっぱり考

え方の違いがあるのか、南部の方であってもですね、

必ずこのゴールデンウイーク近くになると中北部に

移動します。私は先ほどからも言いましたように、

やっぱり徹底したＰＣＲ検査をしっかりやってです

ね、陽性が出たらしっかり隔離すると。それ以外に

対策はないと思っています。そういった意味では、

中部から、市町村から要請があった沖縄市のホテル

の借り上げはされているんでしょうか。

○嘉数広樹地域保健課副参事 中部地域の宿泊療養

施設についてもですね、設置の方向で今現在検討し

ているところでございます。ただ、陽性者とスタッ

フの動線を分けるなど、療養施設としての条件が満

たす施設がないということで、現在その施設を探し

ているところでございます。

○中川京貴委員 これも半年前、これ要請書が出た

のはたしか６月か７月じゃないですか、去年の。そ

れと、もしコロナの陽性者患者が増えた場合、皆さ

んどうして対応するんですか。ＰＣＲ検査すればす
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るほど僕は陽性者は出ると思っていますよ。その対

策について聞かせてください。

○嘉数広樹地域保健課副参事 陽性者が出た場合に

は、中部の陽性者については那覇の東横インのほう

で療養していただいているというところでございま

す。県としてはですね、引き続き宿泊療養施設がま

だまだ不足というふうに考えておりますので、引き

続き確保に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○中川京貴委員 一日も早くですね、沖縄市、ある

いは名護のほうにもですね、そのホテルを借り上げ

して対策をしっかりやるべきだと思っています。

以上で終わります。

○次呂久成崇委員長 休憩いたします。

午後７時７分休憩

午後７時20分再開

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 本会議でもやったんですが、ちょっ

と答弁がかみ合わなかった点がありましたので、そ

の点だけ確認させてください。

今回の補正の時短協力金なんですけれども、県民

からは１日４万円という計算で十分なところもあれ

ば、あるいはたくさん雇用していて事業規模に応じ

た協力金にしてほしい、こういった声だったり、あ

るいはなぜ飲食店だけなのかという、こうした声が

地域ではあふれているんですよ。それで、この時短

協力金の交付要件というのはどこが決めているのか。

県が決めたんですか。先ほどの部長の答弁だと、時

短協力金と一時支援金の話とごっちゃになっていた

と思いますので、その点をちょっと整理させてくだ

さい。この県独自で金額を増額したり、あるいは飲

食店以外に対象を広げることはできるんでしょうか。

○兼島篤貴企画調整課主幹 協力金については、内

閣府のほうで制度設計をしておりまして、対象事業

者は飲食店全般という形になっております。単価の

ほうも当初４万円という上限が設けられておりまし

たが、委員御指摘のような柔軟性を持たせるという

ことでですね、現在は平均の上限が４万円というこ

とになりまして、例えば規模の大きいところは６万

円、小さいところは２万円という形で、地域のほう

で弾力的に運用できるような形での制度と今なって

おります。それ以外の拡大ということについては、

この協力金を使って支援するということはちょっと

難しいと思われます。

○比嘉瑞己委員 ６万円ということが可能であれば、

そこは検討する必要があるんじゃないかなと思いま

す。

総務部長、ちょっとお聞きしたいんですけれども、

もちろん県は県独自の経済対策なり支援策をやって

きたと思うんですよね。やるべきだと思います。だ

けど、自治体にも財源の限界というのもあると思う

んですよね。限られた財源の中で基金を取り崩して

やってきている状況で、そうした中でこうした国の

時短協力金でも国民に線引きをつくってしまう状況

というのは、やっぱり私は避けなければいけないと

思っています。やはり国が責任を持ってですね、こ

うした対策もやるべきだと思うんですよね。まして

や沖縄県、このコロナ禍の影響で税収も全国一減収

幅が大きいわけですよ。こうしたところで、なかな

か自治体任せというのには私限界があると思うので、

やはり国にちゃんと要請するべきだと思います。政

府もコロナは国難だと言っているわけですから、今

回の時短協力金の拡充をはじめ、持続化給付金や家

賃支援金、これも第２弾が待たれているわけですか

ら、こうした政府に責任ある支援策をしっかりと沖

縄県も全国知事会と協力しながら求めていくべきだ

と思いますが、最後にお願いします。

○池田竹州総務部長 私どもも玉城知事が全国知事

会にウェブで参加しまして、いわゆる時短協力金だ

けではなくて、様々な関連業者を支援するためのい

わゆる特別枠を創設することなどについて要望して

いるところでございます。

また、政府のほうとしましても、例えば時短協力

金につきまして、当初は２割は地方の負担という形

で制度が設計されておりました。ただ、感染状況が

かなり深刻な状況になって、その２割の負担につい

て地方の負担が非常に大きなところが出てきたとい

うことで、そこの大部分も国庫で見ていただくとい

う形での制度の変更もなされております。今回の

129億に対して１億円の財調からの繰入れというの

は、そういうことの調整の結果でございます。

ですから、引き続き要望はきちんと伝えていきな

がら政府とも連携して取り組んでいきたいと思いま

す。

○次呂久成崇委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 現在の感染のスピードでいくと、

感染はどのようになると推計されていますか。お尋

ねします。

○大城玲子保健医療部長 これは疫学的な推計とい

うところまでは行きませんけれど、統計数字という

ことで、県のほうで先週の上昇率が94％でございま
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したので、仮にそれがそのままの勾配で伸びるとい

うことになりますと４月４日には954人、それよりも

前の週の45％の伸びで見ますと同じく４月４日には

669人ということで、こういう単純な推計にはなりま

せんけれど、このまま何もしなければそういうふう

な拡大になってしまうということは懸念していたと

ころでございます。

○西銘純恵委員 これは昨年の感染のピーク時に比

べて、それより低い推計ですか。１週間で1000人近

い感染というのは相当多いと思っているんですが、

去年と比べてどうですか。

○大城玲子保健医療部長 去年の夏の頃はかなり急

拡大した時期もございましたので、そことの比較は

ちょっと難しいんですが、年末は時短もかけながら

少し落ちてきて、その後、徐々に上がってきてとい

うようなこともありましたので、年末から今にかけ

てであればこのような急拡大はございませんでした。

○西銘純恵委員 今回、連休前で感染を抑えるとい

うことで時短要請、４月１日から28日ということで、

県民への協力も要請されているんですよね。でも、

これ本当に高齢者の方は孫とも会わないで、うちの

中で我慢しているという人もいれば、無症状と言わ

れる若い人たちがどんどん感染を広げているような

状況があるんじゃないかと。温度差があり過ぎるわ

けですよね。だからこそ、今度の第４波突入という

ときには県民一丸となって感染を抑えていこうと。

そのままにしていれば1000人近くになるよというよ

うな危機感を、県民に対してもメッセージが必要だ

と思うんですよね。県民が今の状況を共有できるよ

うにするためにどうすればいいんでしょうか。どの

ように考えていますでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 知事からのメッセージと

いうのはマスコミでも取り上げていただける状況で

ございますので、知事から随時発信していただくと

いうことは重要なことだと思います。それ以外に、

やはり周りの大人から、会社の上司からそれを伝え

てほしいという動きも必要だというふうに考えてお

ります。

○西銘純恵委員 やっぱり県民が共有すると、今の

状況をね。それに力を入れたいなと私も思います。

次、もう一点お尋ねします。米軍関係者の感染拡

大もとりわけ県民は不安なんですよね。この米軍の

感染状況はどうなっていますか。

○国吉悦子地域保健課長 今ちょっと手持ちが３月

27日現在なんですけれども、新規感染者が７名で、

累計で1101名となっております。

○西銘純恵委員 先週でしたか、米軍感染が28人出

たとかね。これは県民の感染状況と米軍関係者の感

染は関連があると私は思うんですよね。これに対し

てどう受け止めておりますか。

○国吉悦子地域保健課長 基地従業員の方々もです

ね―この米軍の感染状況につきましては海軍病院の

ほうから情報をいただいておりまして、その米軍の

中で働く基地従業員の状況、陽性者の状況について

もお聞きしているところで、その方たちは保健所の

ほうで接触、疫学調査等も実施しておりまして、県

民と同じような対応で感染源の把握に努めている状

況でございます。

○西銘純恵委員 今年の１月20日は米軍が46人感染

が出て、１月27日に県民が131人感染したと、先ほど

どなたかに答弁していましたけれども、そしてこの

３月26日は米軍28人、県民89人ということで、本当

に連動しているように関連があるように思うんです

よね。去年の沖縄県民が感染２か月ゼロだった、そ

の後に米軍関係者から発生した感染が沖縄県の第

２波でしたかね、それにつながっていったという、

そういうのがあるわけですよ。この米軍関係者との

関連がないのかどうかというのがなかなか情報が共

有されていないと思うので、このウイルスの遺伝子

解析で関連性が分かるのではないかということも指

摘されているんですけど、それについてどうですか。

○大城玲子保健医療部長 米軍の感染者につきまし

ては、毎日基地内の保健衛生局から情報をいただい

て、濃厚接触者等についての疫学調査に県のほうと

しても生かしているところではございます。しかし

ながら、変異株の検査がされているのかとか、その

辺の情報はまだ入っておりません。

ただ、県のほうとしては、そこは警戒しなければ

ならないということもございますので、従業員の陽

性者が出た場合には、それを直ちに変異株の検査に

回せるような体制を取っていきたいというふうに考

えておりまして、そのように今実施しているところ

でございます。

○西銘純恵委員 基地対策課が出席されていないん

ですけど、気になるのは基地外居住の米兵がいるわ

けですよね。そういう実態が分からないので、基地

の従業員の皆さんはやっていますと言っても、そう

じゃない皆さん―米兵が県民の生活地に入っている

という状況の中で、やっぱり感染の関連性があるの

ではないかというのをぜひ調べてほしいと思うんで

す。この関連性があるかというのは、県立中部病院

の高山さんも、ウイルスの遺伝子解析が必要だけれ
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どもできないということを報道で語っているんです

けれども、そこら辺はきちんと関連性があるのかど

うか、感染率も高い米兵関係者、米軍関係者からの

感染を県内で県民の中に持ち込まないというのもと

ても大事じゃないかと思うんですけれども。

糸数統括監はいらっしゃるのかしら。

○大城玲子保健医療部長 糸数統括監は今日専門家

会議がございまして、今進行役でございますので、

申し訳ありません。高山先生のほうから、基地内の

感染状況と県内の感染状況がオーバーラップするん

じゃないかというような御意見もございまして、県

としましても可能な限り、そこの分析は進めたいと

思っております。ただ一方で、先ほどのように米軍

従業員の方々の検査をしっかりやることで、例えば

変異株が持ち込まれないかというようなことも併せ

てですね、警戒して取り組んでいきたいと思います。

○西銘純恵委員 大変多忙だと思うんですけれども、

米軍との実務者会議、それも去年持たれただけで、

その後ないという指摘もされていますけれど、これ

についてもやっぱり早急に開催を求める必要がある

と思うんですよね。それともう一つは、基地外への

外出禁止ですね、基地から外出を。そこも求めるべ

きだと思うんですけど、県の取れる手だてをぜひ取っ

てほしいと思うんですが、いかがですか。

○大城玲子保健医療部長 基地内のそういう規制等

につきましては、担当部局、知事公室などとも意見

交換をして、知事公室において何がしかの対応がで

きるのかどうかも含めて意見交換したいと思います。

○西銘純恵委員 ぜひ取ってほしいと思います。今

日は担当がいらっしゃらないのでこれ以上聞けませ

んけれども、これはとても重要だと思いますので、

以上、要望して終わります。

○次呂久成崇委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 お疲れさまです。今回の時短協

力金について、基本的なところから確認させてくだ

さい。今回、営業時間の短縮を20時から21時にした

理由、改めて聞かせてください。

○大城玲子保健医療部長 時短の要請につきまして

は、確かに８時ということであればその効果も大き

いことが予想されますけれども、業界団体の皆様か

ら、８時ということであれば協力できない店もたく

さん出てくるんじゃないかというような御懸念も

あったというふうに聞いております。９時というの

がぎりぎりの線で協力いただける内容になっている

という理解で、コロナ本部においてもそのように９時

という形になったと私は認識しております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

これまでクラスターや感染者を複数発生させた飲

食店の傾向等々はありますか。何でこの店でクラス

ターが発生したのかという理由ですね。

○大城玲子保健医療部長 ちゃんと集計したことで

申し上げるわけではないんですけれども、例えばス

ナック等でカラオケをするんだけれども、閉め切っ

たままマスクもせずにカラオケをしたとか、あと大

勢の方で密接になってクラスターを起こしていると

か、そういうような３密対策が取られていない状況

にあったところが多かったように思います。

○喜友名智子委員 そうすると、やっぱり時間帯の

問題というよりも基本的な感染症対策を日々しっか

りと行っているかというところのほうが、この感染

拡大防止としては効果があるのではないかと思いま

す。１月末から２月末までの時短要請の時期から複

数の事業者の方たちと意見交換をして、何で定休日

にまで協力金対象にするんですかという声を多く聞

いてきました。これは担当部にも何度も私も個別に

問合せをしています。今回の協力金でも、やっぱり

定休日も対象であると。これは事業者の皆さんから

不平等性の不満を多く声を聞いて、定休日は対象外

にしてもいいのではないかという意見を伝えても、

それでもなお、今回まだ定休日まで協力金対象にす

るという理由は何でしょうか。

○知念百代中小企業支援課長 今喜友名委員がおっ

しゃいましたようなそういった声というのは、時々

こちらのほうにも届いているものではあります。そ

の中には、先ほどの質問の中にもありましたけれど

も、事業規模に応じた支給方法でとか、あと今言っ

たような定休日を除外してはどうかといったような

こともありますが、実際にその定休日が何日である

かだとか事業規模がどうであるかといったことの実

態の把握をしていく上では、まずその基準を証憑類

をどうしていくか、そういった裏づけとなるような

証憑書類をどういうふうにチェックしていくか、確

認をしていくかといったようなところで、審査に相

当な時間を要するであろうと思います。今回の感染

防止対策の観点での支給というのは、より早く協力

いただいた飲食店等に協力金を届けることによって

感染防止対策を高めていくといったような効果を

狙っておりますので、そういう意味では迅速にそれ

を進めていくことが重要なのかなといったところで、

要請期間に応じて一律支払うというふうにしたとこ

ろであります。

○喜友名智子委員 感染拡大を防止するという感染
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症対策の面と、その中でもできるだけ影響のないと

ころでは経済活動をしたいというぎりぎりの対応が、

今回の内容かなと思っています。

しかし、やはり今回で第４波で、この３週間で抑

えたとしても―今回時短要請をする理由の一つが、

ゴールデンウイークまでに何とか拡大を抑えてまた

観光客を呼びたいという短期の目的があるわけです

よね。ただ、このゴールデンウイークが過ぎると恐

らくまた増えて、６月末、７月には多分また同じよ

うな会議をしているんじゃないかなとやっぱり思え

てならないんです。

このときにですね、感染症対策と経済活動のバラ

ンスを取るという今までの判断、第３波までの判断

が、今はどっちつかずになっている状態じゃないか

なと思っているんですけれども、こういった議論は

コロナ対策本部の中ではあったんでしょうか。

○嘉数登商工労働部長 現在の感染状況の中で、経

済対策と感染症対策がどっちつかずになっているん

じゃないかというお話だったかと思いますが、決し

てそういうことではなくてですね、感染状況を踏ま

えながら現時点で打てる経済対策は何かということ

で、我々提案し、事業も実施しているところでして、

常に感染状況を見ながら、今後とも感染状況を見な

がらできるときにできる事業をやっていきたいとい

うふうに思っております。

それから、やはり経済界において非常に期待が大

きいのは、ワクチンの供給はいつかというところが

やっぱり期待はございますので、何とかガイドライ

ンに沿った事業活動を展開しつつ、ワクチンの早期

の供給というところを心待ちにしている状況もあり

ますので、ぜひそこは実現できればなというふうに

考えております。

○喜友名智子委員 この経済活動を少しでも続けた

いということで今回、内閣府から予算を取ってきた

という経緯の部分についてもお伺いしたかったんで

すけれども、ほかの委員の方がもう既に聞いている

ので省きます。

このときにですね、県内の感染の拡大状況の判断

というものをコロナ対策本部と国のほうでやり取り

をしているという説明がありました。この国という

のは具体的にはどこの省庁を指していますか。内閣

府でしょうか、厚生労働省でしょうか。

○大城玲子保健医療部長 県のほうからは、ほぼ毎

日、内閣府のコロナ対策本部のほうに県の感染状況

の指標をお送りしています。内閣府のほうでは各県

の状況をそういうふうにして把握しているものと思

います。

○喜友名智子委員 国のコロナ対策をリードしてい

るのは厚生労働省だと理解はしているんですけれど

も、県のほうでは厚労省ではなくて内閣府とやり取

りをしているということですか、感染症対策につい

ても、今回の協力金の財源についても。

○大城玲子保健医療部長 失礼しました。先ほどの

毎日の報告については、厚労省のコロナ対策推進室

と内閣府のコロナ対策室、両方に送っております。

○喜友名智子委員 これはＰＣＲ検査の拡大がなか

なか進まない要因―まあ進めていただいてはいるん

ですけれども、海外と比較するとやっぱり日本の検

査数は足りないという指摘は再三、報道ベースでも

論じられています。今、県のほうでは国の厚労省の

感染拡大予防策に基本的には沿った対応をしている

と理解していますけれども、この対応自体が、要は

日本の対応が間違っている、あるいは適切ではない

方策に県がついていってしまっているという可能性

はないでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 確かに積極的疫学調査に

つきましては、厚労省で指針、方針等についても通

知をいただきまして、県はその対応をしているとこ

ろでございます。ただ、県のほうとしては、行政検

査だけではなくて、いわゆる社会的検査のようなも

のも必要ということから、介護従事者に対する検査

などについても始めたところでございまして、両面

からの検査の拡充を今後とも図っていきたいと考え

ております。

○喜友名智子委員 検査数も足りない。その中で、

県内においては経済団体から経済活動を止めてくれ

るなという非常に強い要請もある。両方の言い分の

中で、物すごく苦慮をしながら財源確保と感染拡大

防止に毎日御尽力をしてもらっているというのが、

県の実態じゃないかなと私は思っているんですね。

そのときに、やはり基本的に疫学調査、あるいは感

染防止対策については厚労省の指針に沿っていると

いうのであれば、予算措置についてはもっと国のほ

うと強く交渉していただきたいと思います。そうで

なければ、例えば広島県が地域を絞ってですけれど

も、無料のＰＣＲ検査を４月１日から開始するとい

う新しい取組を始めています。こういった新しいこ

とを県が厚労省とはまた違ったところでどんどん試

していくということもないと、検査も拡大しない、

協力金も中途半端なやり方だと県民には捉えられて

いる。これでどうやって一丸となって乗り越えてい

くのかというところは、やはり国への強い予算の要
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望、特に地方創生協力金以外でも持続化給付金、こ

ういった給付の部分の要請も併せて行っていかなく

てはいけないと思うんですけれども、こういった対

応も県のほうでは行っていく予定はあるんでしょう

か。

○大城玲子保健医療部長 まず、検査につきまして

は、行政検査と言われるものについてはもともとの

厚労省の予算で積極的疫学調査の補助金がございま

す。これは国２分の１という形であります。ただ、

先ほど申し上げました社会的検査につきましては県

独自の考えでやっておりますので、これは臨時創生

交付金を使わせていただいているところです。

ですので、国に対しては、検査の拡充についても

必要な予算措置については全国知事会等を通して意

見を言っていきたいというふうに考えます。

○喜友名智子委員 地方創生交付金の計算の仕方を

以前担当部局から教えていただいたときには、人口、

それから自治体の財政基準、それから地域の感染率、

こういったことが考慮されて国が計算をすると聞き

ました。そうすると、感染率においては沖縄はもう

ずっと全国ワーストの状態なので、国が算定すると

きにもぜひこういった沖縄の事情は強く伝えて、で

きるだけこういった協力金も拡充できるような形を

ぜひ要望いたします。

そしてＰＣＲの検査についても、もう既に県独自

で３種類行っているということは、とても頑張って

いると私も思っていますので、これもさらに広げて

いってもらって、県民が安心して移動できるような

体制づくりにも引き続き取り組んでいただきたいと

思います。ちょっと要望が多くなりましたけれども、

以上で終わります。

○次呂久成崇委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 まず１点目ですけれども、今回20市

町村を対象として協力金をやるということで、その

説明の中で時短を要請するということには慎重であ

るべきだというような説明があったかと思います。

国も同じような考えだというような説明があったか

と思うんですけれども、その辺をちょっと詳しく教

えていただけますか。

○大城玲子保健医療部長 新型インフルエンザ特別

措置法というのがございまして、その第５条におい

て、感染対策を取るに当たっては必要最小限で、経

済社会、生活等については必要最小限の影響となる

ようにという文言がございます。その立てつけもも

ちろんございますけれど、県のほうとしましてもや

はり私権を制限するような強い措置については慎重

になるべきでありますし、確かな感染状況のデータ

なども踏まえた上で判断すべきものと考えておりま

す。

○國仲昌二委員 その時間短縮ということを要請す

るということは、いわゆる権利を制限するというこ

とがあるということで慎重に対応するというのが、

国も同じ考えだということで説明があったと思うん

ですけれども、それでよろしいでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 法の立てつけでございま

すので、それは同じ考えであると思います。ただ、

やはり感染状況をしっかりと見極めた上で、緊急性

が必要かどうかというところもちゃんと検討しない

といけないと思います。

○國仲昌二委員 難しい判断になると思うんですけ

れども、やっぱり守らなければいけない部分もあり

ますので、しっかりその辺を慎重に判断していただ

ければというふうに思います。

次は予算に行きます。補正予算第１号の説明書の

３ページのほうですね。一般財源の持ち出しについ

てちょっと伺いたいんですけれども、これは先ほど

も質問があったと思うんですけれども、129億のうち

１億2900万、一般財源の措置をしてあると。先ほど

の答弁で、これは県の負担分だというような説明が

ありました。ということは、その一般財源というの

は必ず措置しないといけないということなのか。そ

の辺の説明をお願いします。

○武田真財政課長 時短協力金につきましては、臨

時創生交付金の中で、まず国庫が８割ございます。

国庫８割を入れた形で２割が地方負担になります。

一定額を超えますと、この地方負担の95％が国の国

庫補助の対象になって、残りの５％が地方の負担と

いう形になっております。100の形で見ますと、全体

の99％が国庫、１％が地方の負担という形になって

おります。

○國仲昌二委員 ８割が国庫で２割が地方の負担と

いうことがあるんですけれども、一定の額を超えれ

ば、これが99％と１％になると。そこをもう少し詳

しく説明できますか。

○武田真財政課長 時短協力金を求める国からの内

示に当たりまして、沖縄県で申しますと、地方の負

担部分が約41億円を超えますと国の負担割合が結果

的に上がって、99％まで引き上げられるという形に

なっております。

○國仲昌二委員 この41億円を超えるというのは、

例えば沖縄県ではこれは負担に限界があるというよ

うな判断で、そういうふうな制度になっていると考
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えてよろしいですか。

○武田真財政課長 国の考え方としては、国の３次

補正分で各都道府県、各自治体に配付された臨時交

付金、２つ要素がございまして、感染症分という形

で算定された部分、それから経済対策として算定さ

れた部分がございます。今回の場合でいいますと、

感染症の部分という形で配分された41億円を超える

と、その補助率が引き上がるというような形になっ

ております。

○國仲昌二委員 ある一定の額を超えて地方負担が

１％になるということで、私としては全額国庫補助

にしたほうがいいかなということで。今回の一般財

源もやはり基金の繰入れで、そうすると財調も37億

円を切っていくということで大変厳しい財政状況に

なると思うんですよね。本当に県は財政措置、大変

だと思いますよ。当初予算でも262億円の財源不足が

生じて、それをマイナスシーリング、あるいは基金

からの繰入れでどうにかこうにか賄ったと。さらに

臨時財政対策債も152億増やして351億円、それから

県単独融資事業費も前年度比の384億円増やして

508億円と。先ほども説明ありましたけれども、令和

２年度のコロナ対策、1820億円のうちの600億円を県

が持ち出しているというような、本当に厳しい状況

でありながら予算措置をしているというのが見える

と思います。

ただ、本当にこれだけ財政措置をしても、今日も

いろいろ指摘がありましたけれども、まだまだ支援

策が届かない皆さんもいるということで、対象を拡

充できるような取組をしてほしいという話がありま

した。これはもちろん都道府県、一つの県だけで対

応できるわけではなくてですね、これからも全国知

事会等を通して、やっぱり都道府県が一丸となって

検討、いろいろ調整、要請しながらやらないと本当

に対応できないと思いますので、ぜひ全国の都道府

県結束して国へ要請していってですね、このコロナ

禍を乗り越えられるように頑張っていただきたいと

思います。

それともう一つ、ＬＩＮＥアプリのＲＩＣＣＡに

ついてちょっとお伺いしたいんですけれども、最近

ニュースでＬＩＮＥの情報の安全対策ということで、

政府とかあるいは自治体が一時停止するというよう

なニュースがありますけれども、県もＬＩＮＥを使っ

てコロナの情報提供などをしていると思うんですけ

れども、この辺の安全性についてはどう認識してい

るんでしょうか。

○嘉数広樹地域保健課副参事 今、ＬＩＮＥを使用

して自宅療養者の見守り支援―健康観察を行ってい

るのと同時に、お知らせシステムとＲＩＣＣＡをＬ

ＩＮＥのほうで活用して実施させていただいていま

す。最近そういった話題がありましたので、ＬＩＮ

Ｅのほうに問合せをしたところ、県が活用している

部分の情報漏えいについては全くないというような

説明が先日あったところです。

ただ、とはいえそういった懸念が全く払拭された

わけではないので、見守り情報についてはその活用、

使用を少し見合わせていると。特に陽性者の情報に

なるものですから、そこは少し慎重に対応している

ところです。

○國仲昌二委員 どうもありがとうございました。

○次呂久成崇委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 今回の対象地域外の離島と北部地

域は、医療が脆弱な地域ですよね。これまでの質疑

の中でもありましたけど、そこに感染拡大が確認さ

れた場合、対象に組み込むことは可能なんですよね。

確認したい。

○大城玲子保健医療部長 現在の状況を勘案して、

今対象地域を決めておりますので、今後そのような

感染拡大の兆候があるのであれば、これはちゅうちょ

することなく検討する必要があると考えております。

○平良昭一委員 その場合も、国との調整が必要な

んですか。

○兼島篤貴企画調整課主幹 協力金に係る国との協

議は要請ごとにやっていきますので、対象が変わっ

たり期間が延びたりする場合は、改めてやる必要が

ございます。

○平良昭一委員 その状況になったときの迅速さと

いうのは、状況を感じてそれに組み込むというのは

最低どれぐらい必要になってくるか、国の支援が受

けられるまで。

○兼島篤貴企画調整課主幹 おおむね内容が固まっ

て２日ぐらい、大体協議を始めて２日ぐらいあれば

ですね、こちらがどれぐらい制度を固められるかと

いうほうがむしろ大事になってきますので、そんな

に期間はかからないだろうと思います。

○平良昭一委員 前回の事例を見ても、全県で2317件

多くなる。19億円ですか、そういう状況になります

ので、この辺も視野に入れながら考えておかないと

いけないと私は思っていますので、その辺の対処を

早めにしていただきたい。

それとですね、今問題になっているのは、県民が

それぞれ不平等感を持って生活している状況が続い

ているからなんですよ。コロナの新しい生活様式が



－530－

定着してきた。その中でいろんな対策事業、給付金、

協力金の支給で周りがよく見えるようになってきて

いるんですよ。その中で、それぞれが不平等感を持っ

てきているということになるわけ。今朝の新聞、今

日の議論をする前に電話がありましたよ。県立病院

で働いている方ですけど、コロナの関連で特別給付

金が出ることが決まっていますが、対象者が職員、

会計年度職員、臨時職員で、同じように頑張ってい

る派遣、委託には支給しないことが決まったようで

す。実際には窓口で患者さんと直接関わっているの

は委託だし、同じ職場で給付金が出ないのはおかし

い。休職している人の代わりの仕事も押しつけられ、

職員の何十倍もの仕事を一生懸命頑張っても給付金

が出ないなんて、モチベーションが下がりっぱなし

ですよということで、電話があるんですよ。まさし

くコロナに関連する中で、それを支給している、協

力金をやる中で不平等さを感じている県民がたくさ

んいるからなんですよ。そこを十分考えないといけ

ない。

なぜかというと、誰一人取り残さない社会の実現

が玉城デニー知事の使命なんですよ。そこを皆さん

がしっかり支えていかないと、県民からそういう形

を持たれることが一番駄目。そこに対してしっかり

事業を進めていくこと、スピーディーに平等さを求

める、それが今県民が求めていることですから、そ

の辺をどういうふうにやっていくか、気持ちを聞か

せていただきたい。

○大城玲子保健医療部長 コロナに対応している医

療機関等につきましては、県のほうとしても病床確

保であったり協力金等、それから機器整備等につい

ても様々な事業を実施しているところでございます。

コロナに当たっていらっしゃる従事者の皆様にとっ

ても、その負担が軽くなるような事業の執行につい

てしっかりと対応していきたいと考えております。

○平良昭一委員 最後に、これからもいろんな対策

が必要になってくると思います。簡単に収まらない

ですよ、もう。そこを見ながらですね、県民が目く

じら立てて闘わないような状況をつくっていくこと。

もう一回言いますよ。誰一人取り残さない社会の

実現が玉城知事の使命ですからね。それを実現しな

いと意味がないですよ。最後に答えてください。

○大城玲子保健医療部長 コロナの感染がなかなか

収まらない中で、これまで医療の体制であるとか、

それから今後、住民接種が始まるワクチンの対応で

あるとか、様々な場面で県民の皆様への対応が迫ら

れる状況にございます。そういった中でも理解を得

られるように、しっかりと対応してまいりたいと思

います。

○次呂久成崇委員長 上原章委員。

○上原章委員 まず、先ほどのちょっとやり取りの

中で、全41市町村、今回の時短の協力の範囲を広げ

た場合、19億円プラスするとそれが可能という話が

ありました。件数でいうと―この95億円の対象の店

舗数を教えてもらえますか。

○知念百代中小企業支援課長 全県を対象にした場

合は、１万1358店舗となります。

○上原章委員 第３波のときに、県はこの範囲内を

コロナの感染状況を見ながら広げていって、最終的

には全県を対象にした。

私は、あのことを考えると、今回これだけ全国の

中でも沖縄県がもうずっと高い感染率があるという

のが、非常にどの地方の中でも、まあ首都圏とは

ちょっと別にしてもですね、なかなか沖縄が収まら

ない状況を考えると41市町村、離島も含めてしっか

りした今回の感染防止の対策に御協力いただくとい

う形が本来のやり方じゃないかなと思うんですが、

いかがですか。

○大城玲子保健医療部長 感染防止対策につきまし

ては、全県民の皆様にお願いすべきことだとは思い

ます。ただ、時短要請につきましては、その店舗の

営業に関する権利などについても制約をお願いする

という状況でございますので、そこはやはり感染状

況を踏まえて対応する必要があろうかと思います。

ただし、先ほどから申し上げておりますとおり、そ

れ以外の地域についてもその拡大の兆候が見える場

合には、スピーディーな対応ができるようにしっか

りと警戒感を持って対応してまいりたいと思います。

○上原章委員 この間までは独自の緊急事態宣言を

打って、知事は県民にこのコロナの対策に御協力を

呼びかけました。今回は緊急特別対策として、また

県民に通院や食品の買物以外はできる限り外出を控

えてほしいと。これを沖縄県民に呼びかけたわけで

すよね。それに伴う、これまでもそうでしたけれど

も、人の行き来がそこで、まあコロナ対策ですから

これは理解するとしてもですね、知事が発令する影

響というのはこれまでも学習してきたと思うんです

よ。ですから協力金という形にしていると思うんで

すけど、それ以外の業種や、また多くの業界の県民

に不要不急を呼びかける。じゃあ、それに対する補

償、しっかりした支援は必要なんだと。第３波のと

きもそれは多くの業界から声がありました。ですか

ら飲食だけじゃなくて、その取引先もそうだし、ま
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たバスやタクシー、多くの県民がしっかりコロナを

収めるためには外出を控えようとする。その影響と

いうのは大変大きいんですね。

ぜひその辺は、県はしっかりした支援体制を組ま

ないとですね、国は国で、国が緊急事態宣言をした。

その一方で、この協力金や一時金という枠をつくっ

てやっているわけですよね。県も国に指定地域をお

願いしたわけですけど、また今全国知事会でいろん

な要望を出していると言うけれども、実際一番苦し

んでいる県民の第一線の現場で起きていることをぜ

ひ理解していただいて、認識していただいて、何と

か県が独自の一時金、また業種をもっと広げて、地

域も広げて、時短協力金、取引先も含めた仕組みを

つくるべきだと思うんですが、いかがですか。

○嘉数登商工労働部長 様々な業種が非常に厳しい

状況に置かれている、影響を受けているということ

は、我々のほうとしても重く受け止めております。

今現在、先ほど来紹介しているように国の緊急事

態宣言の影響を受けた一時支援金、これについては

県内のより多くの業種が活用できるようにしっかり

とサポートしていきたいという点が１つと。それか

ら、県が独自の対策を取ろうにもやはり財源という

点は非常に大きいですので、これは全国知事会を通

じて、国のほうに財源の確保という点についても常

に求めておりますので、これは沖縄県だけが手を挙

げてもなかなか前に進む話ではないと思いますので、

全国知事会を通じて強く訴えてまいりたいというふ

うに思っております。

○上原章委員 部長、国が今一時金という形にして

いるのは、あくまでも東京を中心とした首都圏のこ

の緊急事態で50％以上の売上げが落ちた業種に対し

て、法人60万、個人経営30万を給付すると。

これを県内で見るとですね、確かに旅行関係は該

当するとしても、地元のお客さんを中心とした営業

をしているところはほとんど該当しないのかなと僕

は思うんですけど。であるならば、国がそういう形

でやっていることを参考にですね、県が独自で緊急

事態宣言を出した。その影響を受けて、もしくは今

回の時短の政策を受けて、売上げが50％以上県内で

も激減したというところは、県が独自で一時金を私

は準備する必要があると思うんですが、いかがです

か。

○嘉数登商工労働部長 委員がおっしゃっているの

は私も非常に強く認識しているところでありますけ

れども、当然その先立つ財源という点もしっかりと

検討しなければいけないというところがございます。

ただそうは言ってもかなりの業種が痛んでおります

ので、我々は今の段階でできる経済対策としまして、

地域消費を喚起するようなハピ・トク沖縄クーポン、

これは先ほど来説明していますようにいろんな業種

で活用できるようになっております。例えば床屋で

ありますとかタクシーですとか、登録してさえいた

だければ小規模離島でも使えるようになっておりま

すので、ぜひそういったところを活用していただき

たいというところと、これは観光の分野になります

けれども、こういう状況下にあっても県内で旅行需

要をつくっていくということで、県内事業者を支援

していきたいというふうに考えております。

○上原章委員 南部周辺離島、本当に数百名しかい

ないような島のある民宿をやっているところから、

本当に今回のことで店を閉じるしかないと。限られ

た民宿なんですけどね、この島においては。当然こ

れだけのことが国内外で起きているわけですから、

そういったところに、じゃどういう支援があるのか

なと。借入れしてくださいなんていう、もうそうい

う次元じゃないんですよね。ですから、１年間頑張っ

て頑張って守ってきたけれども、限界だと。いろん

なケースが―県がいろんな支援を、私はコロナ感染

防止対策の一方で苦しんでいる人たちをどう守るか

というのはやっぱり大事かなと。それで多くの委員

が質問されていると思うんですが、先ほど来、確か

に皆さんが今大変な中で、この１年、行政が頑張っ

ているのも認識していますけど、沖縄県がなかなか

新規感染の率が改善されないことを考えると、私は

知事が政府にトップリーダーとしてしっかり沖縄県

をどう守るか。これを直接上京してでもですね、交

渉して、沖縄の今の現状をしっかり訴えて、財政的

な支援も含めて、私は行くべきではないかなと思い

ますが、そういった動きはされているんですか。今

年に入ってからでもいいですよ。

○池田竹州総務部長 コロナの状況でなかなか上京

できないというのもございます。その一方で、せん

だってはワクチン担当大臣も兼ねている河野大臣に

対して、ウェブで意見交換、要請をさせていただき

ました。今委員御指摘の点につきましても、関係部

局と調整してですね、どういった方策が取れるか検

討していきたいと思います。

○上原章委員 もう第４波ということを考えると、

この１年を通して行政もいろんな教訓、学習された

と思うんですね。ですから、先ほど来多くの人が、

感染数が増えたらまた協力、またそういう支援。ま

た収まったら多くの人に来ていただく。いろんなそ
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ういう動きの中でですね、本当に今苦しんでいる第

一線の人たちの思いをしっかり受け止めて頑張って

いただきたいと思います。

終わります。

○次呂久成崇委員長 以上で、甲第36号議案に対す

る質疑を終結いたします。説明員の皆さん、大変御

苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

午後８時25分休憩

午後９時38分再開

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

議案に対する質疑については全て終結し、採決を

残すのみとなっております。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決の方法等について協

議）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

これより、議案の採決を行います。

甲第36号議案令和３年度沖縄県一般会計補正予算

（第１号）を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第36号議案は、原案のとおり可決され

ました。

休憩いたします。

（甲第36号議案に係る決議について協議する

ため暫時休憩した。）

午後９時40分休憩

午後11時53分再開

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月31日 午前０時５分に委員会を

開き、甲第36号議案に係る決議の提出について審査

を行います。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年３月31日（水曜日）

開 会 午前０時５分

散 会 午前０時12分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第36号議案「令和３年度沖縄県一般会計補

正予算（第１号）」に係る決議

２ 感染拡大防止協力等に関する決議

出席委員

委員長 次呂久 成 崇君

副委員長 仲 村 家 治君

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

新 垣 新君 西 銘 啓史郎君

座 波 一君 中 川 京 貴君

当 山 勝 利君 仲 村 未 央さん

島 袋 恵 祐君 比 嘉 瑞 己君

西 銘 純 恵さん 玉 城 健一郎君

喜友名 智 子さん 國 仲 昌 二君

平 良 昭 一君 上 原 章君

大 城 憲 幸君

3ii4

○次呂久成崇委員長 ただいまから、予算特別委員

会を開会いたします。

沖縄・自民党会派から提案があります甲第36号議

案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」

に係る決議を議題といたします。

休憩いたします。

（休憩中に、沖縄・自民党会派が提案した決

議を提出することについて協議した結果、

意見の一致を見なかった。）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

甲第36議案令和３年度「沖縄県一般会計補正予算

（第１号）」に係る決議を提出することについては、

休憩中に御協議いたしましたが、意見の一致を見ま

せんでした。

次に、与党から提案があります感染拡大防止協力

等に関する決議を議題といたします。

休憩いたします。

（休憩中に、与党が提案した感染拡大防止協

力等に関する決議を提出することについて

協議した結果、意見の一致を見なかった。）

○次呂久成崇委員長 再開いたします。

感染拡大防止協力等に関する決議を提出すること

については、休憩中に御協議いたしましたが、意見

の一致を見ませんでした。

次に、お諮りいたします。

前日に議決しました議案に対する委員会審査報告

書の作成等につきましては、委員長に御一任願いた

いと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○次呂久成崇委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託された議案の処理は全て

終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

予算特別委員会記録（第９号）
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令 和 ３ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

○総務企画委員会

別紙１（総務企画委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【知事公室】

問）ワシントン駐在員活動の実績と成果について聞

きたい。また、昨年度は半年間ほど帰国してリモー

トで業務が行えたのであれば、次年度の１年間は

予算を凍結して事業を再構築してはどうか。

答）ワシントン駐在の活動実績としては、設置当初

の2015年度と2019年度を比較すると、面談者の人

数は190人から３倍の587人へ、情報収集の件数は

17件から約９倍の158件と増加している。その結果、

米国連邦議会調査局の報告書に沖縄の基地問題に

関する正確な情報が記載され、会計検査院ＧＡＯ

の報告書に辺野古の懸念事項が記載される、ある

いは連邦議会下院軍事委員会の即応力小委員会が

軟弱地盤等を理由に新基地建設計画への懸念を示

すなど、米国内で沖縄の基地問題への認識が広が

りつつある。

また、ワシントン駐在は平成27年度の設置以来、

地道な働きかけによって米国関係者との信頼関係

を構築してきたところであり、米軍基地問題の解

決は県民にとっての重要課題であることから、コ

ロナ禍の状況においても引き続き駐在員活動を継

続していきたい。

問）消防防災ヘリ導入推進事業について、導入が遅

れている理由と今後のスケジュールについて聞き

たい。また、消防士の充足率の問題について、国

に対しどのような働きかけを行っているのか。

答）現在、沖縄県消防防災ヘリコプター導入推進協

議会の設立に向けた市町村との個別協議において、

救急隊員に係る費用負担の懸念等について最後の

２団体と協議を続けているところである。協議が

調い次第、協議会を設立しヘリの運用や機体の仕

様、ヘリ基地施設の整備等の検討を進め、ヘリの

発注、施設の整備及び航空隊の訓練等を経て、最

短で令和６年度内の運用開始を目指している。

また、消防士の充足率に係る消防庁との調整で

は、他都道府県から同様な提案がなく、消防組織

法により市町村条例で定めることとされているた

め法令上は厳しいとの意見をもらっており、県単

独ではなかなか決め切れないところであるが、今

後、市町村や他県の意見等を確認する機会をつく

りながら取り組んでいきたい。

そのほか、自然災害に対する沖縄県の対策状況、

不発弾等処理事業費の減額の理由、広報活動事業

の具体的内容、航空自衛隊那覇基地からの泡消火

剤流出に係る経過と今後の対応などについて質疑

があった。

【総務部】

問）私立専修学校授業料等免除事業の実績と３億円

ほど増額になった理由について聞きたい。また、

本事業の周知はどのように行っているのか。

答）令和２年度の実績見込みとして、休校を除く県

内56校の専修学校のうち、46校の学生1897人、割

合にして約18％への支給となるが、令和３年度は

対象となる学校が２校、約280名が増加する見込み

であるため増額となっている。

また、周知については、県内の高等学校等に対

する学生及び各家庭への周知依頼や、文部科学省

や県、各学校等のホームページにおいて制度に関

各常任委員長からの予算調査報告書
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する情報発信を行っており、入学後においても学

校窓口を通して周知案内等がなされているところ

である。

問）首里城火災、豚熱、新型コロナ感染症等への業

務対応で職員に相当なしわ寄せが来ていると思わ

れるが、職員のメンタル面への対策はどうなって

いるか。

答）過去５年間、精神疾患による休職職員は例年30名

から40名程度で推移しており、その要因としては

様々な要素が複合的に絡んでいると考えられる。

職員のメンタル面への対策としては、早期の発

見及び対応を基本とし、重症化、長期化しないよ

う、ストレスチェックの実施や所属長による職員

の健康管理の面談及び産業医との連携等に取り組

んでいる。それでも難しい場合は休職してしっか

りと休んでもらい、その後の復職に向けた復職支

援制度等も準備しながら、総合的な対応を行って

いる。

問）公共施設マネジメント推進事業について、令和

３年度の具体的な取組内容はどうなっているか。

また、今後想定される公共施設の整備に関し莫大

な費用が見込まれるが、ＰＰＰやＰＦＩの活用に

ついてどのように考えているか。

答）令和３年度は、国の指針改定や全ての施設等の

個別計画策定に合わせた沖縄県公共施設等総合管

理計画の改定と、総合精神保健福祉センター等４施

設12棟について施設の長寿命化等を目的とした大

規模改修工事を実施する予定である。

また、現計画の基本方針であるコスト縮減と財

政負担の平準化について、新たにＰＰＰ、ＰＦＩ

の活用方針を追加し、各施設管理者に対してその

積極的な導入・検討を促すことで、効率的かつ効

果的な施設整備を行っていきたいと考えている。

そのほか、コロナ禍における新年度予算編成の

基本的な考え方、防災危機管理センターの整備目

的と基本的な機能、これまでのコロナ関連対策経

費の総額と執行率、財政調整基金の全国との比較

と今後の見込み、新たな自主財源の確保に対する

取組状況などについて質疑があった。

【企画部】

問）振興推進事業費が減額となっている理由は何か。

また、新たな制度及び計画策定に係るスケジュー

ルを含め、10年前の状況よりも国との調整等のハー

ドルは高いと思われるが、今後どのように取り組

むのか。

答）減額の理由は、令和２年度に比較して新たな振

興計画に向けたいろいろな調査、委託等の調査費

が減額となったことによるものである。

新たな振興計画についての今後のスケジュール

としては、３月末に素案を取りまとめ５月頃には

沖縄県振興審議会に諮問する予定であり、前回の

計画策定のときより若干早めに進んでいる。新た

な制度提言については４月に国に提出する予定で

あるものの、国の総点検が終わっていないため調

整が本格化していない。総点検の結果を踏まえた

上で、急ぎ知事を先頭に関係要路に丁寧に説明し

て理解と支援をいただくことが重要と考えており、

幅広い視野を持って対応を検討していきたい

問）沖縄県バス協会から、路線バスに対するコロナ

関連の緊急支援等の要請が７回も出されているが、

県としてどのような対応を考えているのか。

答）要請等を受け、昨年６月補正でバス事業者に対

する感染症予防対策に係る奨励金を支給し、また、

国に対して全国知事会を通して要望を行うととも

に、知事において国土交通省に対し沖縄独自の公

共交通維持確保に係る要請等を行ってきたところ

である。当初予算としては計上されていないが、

バス事業が非常に厳しい状況にあるということは

十分認識していることから、現在支援施策等につ

いて検討しているところであり、できる限り早め

の補正対応等でバス業界の苦境を少しでも緩和で

きるよう努めたい。

問）沖縄しまっちんぐ実証事業の具体的な事業内容

について聞きたい。また、実証事業を経た上でど

のように展開していくのか。

答）本事業は、ワーケーション目的での来島者や地

域振興に関心のある企業等を対象に体験モニター

ツアーを実施し、例えば午前中はワークをしてい

ただき、午後は離島内の企業、農家等との交流や、

海洋ごみや空き家等の離島の課題を学ぶ勉強会な

どのプログラムを通して、ワーケーションの魅力

向上や関係人口の創出を図ろうとするものである。

また、実証事業を経て最終的には離島でのビジ

ネス展開や移住といったところにつなげたいが、

ステップアップとしては、例えばモニターツアー

終了後もふるさと納税や多拠点居住の一つとして

選択していただくなど、少しずつ離島に携わる層
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が増えていくことが、望まれる姿だと考えている。

そのほか、鉄軌道に係る県の要望に対する国の

考え、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業の

対象路線等と具体的な利用方法、ＳＤＧｓに関す

る県と市町村及び民間等における取組内容、県の

自治体ＤＸ推進事業と国が策定する推進計画との

関係性、テレビ難視聴解消に向けた取組状況など

について質疑があった。

【公安委員会】

問）宜野湾警察署新庁舎建設事業に関し、証拠品の

一括管理の保管庫を備えるのはなぜか。また、警

察本部の第２庁舎の確保に関する検討はどうなっ

ているか。

答）平成22年の警察法改正で凶悪犯罪の公訴時効が

廃止・延長となった結果、証拠品の保管期間が長

期化し今後も証拠品が増加することが確実である

が、現在の警察本部庁舎は手狭で保管場所が確保

できないため、新築する宜野湾署庁舎に場所を確

保したものである。

また、県警本部の第２庁舎等に関しては、場所

などの下調べ等を行っている段階であり、まだ具

体的な検討や予算要求までには至っていないが、

今後、知事部局とも調整しながら進めていきたい。

問）サイバーセキュリティ戦略事業が予算減となっ

ているが、国がデジタル化に向けて動く中、今後

重要となるサイバーセキュリティーについてはど

のように取り組んでいくのか。

答）サイバーセキュリティー対策は３本の柱からなっ

ており、１つ目にサイバー犯罪に対する捜査体制

をしっかと構築すること、２つ目はそのための内

部人材を育成すること、３つ目に県警自体が攻撃

されないための内部セキュリティ対策である。計

画的な人材育成を中心に、各種事件への対応や内

部セキュリティの基本はできているが、重要な事

業であり、予算が不足するようなことがあれば必

要な措置・対応を取っていきたい。

そのほか、少年警察支援要員に係る予算減額に

よる影響と対応策、県内における優良運転者講習

のオンライン化の実施可能性、交番におけるコロ

ナ関連の相談受付の状況と広報の必要性などにつ

いて質疑があった。

【出納事務局】

問）県預金利子に係る資金運用の状況はどうなって

いるか。また、歳入が減額となっている理由は何

か。

答）最低支払準備金に余裕がある際には、歳計現金

等の外貨建ての運用により県預金利子の歳入が生

ずるが、運用額として令和元年度は１兆2594億円

で平均利率が0.021、令和２年度は5300億円で平均

利率0.002での運用となった。

令和３年度は、引き続き預金利子が引き下げら

れていることと、資金繰りが非常に厳しく既に今

年の１月時点で一時借入が発生している状態であ

るため、運用額や平均利率等を見込んで歳入見込

み額が減となっている。

そのほか、出納事務局におけるＳＤＧｓ推進の

取組内容、公用車の管理状況などについて質疑が

あった。

【監査委員事務局】

監査委員事務局におけるＳＤＧｓ推進の取組内

容などについて質疑があった。

【人事委員会事務局】

人事委員会事務局におけるＳＤＧｓ推進の取組

内容、公務員採用試験の実施時期及びクォーター

制度の検討に対する考え方、職員からの不服申立

ての状況などについて質疑があった。

【議会事務局】

県議会連絡通路の必要性と改修内容、議会事務

局におけるＳＤＧｓ推進の取組内容、議会棟にお

ける分煙スペースの有無などについて質疑があっ

た。

別紙２（総務企画委員会）

要 調 査 事 項

１ ワシントン駐在員活動事業費について （知事、

副知事）

（要調査事項の内容）
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本事業については、平成27年から令和元年まで

３億4347万円の経費をかけてきて、特筆するよう

な成果についての答弁が得られていない。また、

昨年度はコロナ禍で半年にわたり駐在員が帰国す

る中、現地に駐在員がいなくともリモートで仕事

が成り立っていた事実がある。コロナ禍で予算が

十分配分されず、特に路線バスも含め補塡されて

いないような状況で、諸経費を合わせて１億近く

も本事業に使う必要性があるのか疑問であり、知

事に対してワシントン事務所の存在意義等を明確

に問いただすべきである。

なお、このことについては、代表及び一般質問

における知事、副知事等からの答弁、また委員会

において一通りきちんと答弁がなされている。個

人情報保護の観点も踏まえつつ経費積算の根拠等

にも明確に答弁しており、成果についても具体的

に答えている。これまで築いてきたからこそリモー

トでも成り立つ部分があったということであり、

改めて要調査事項として取り上げて知事に聞く必

要はないとの反対意見があった。

２ 新たな振興策の推進に対する考え方について

（知事）

（要調査事項の内容）

新たな振興計画の策定及び現計画の推進のため

の振興推進事業費が減額される中、８月には令和

４年度の概算要求や税制改正に向けた取組が必要

であるが、これに対する知事の姿勢等がなかなか

見えてこない。50年という節目の重要な振興計画

であり、予算も含めてこれからどのように対応し

ていくのか知事に聞きたい。

なお、このことについては、代表及び一般質問

等でもかなり議論され答弁もちゃんとされてきた。

部長等の答弁でも、10年前のスケジュールと比較

しても検討の熟度が高い部分もある、国の総点検

結果を踏まえてやっていくことが明確にされてお

り、あえて知事を呼んで考え方を聞く必要はない

との反対意見があった。

特 記 事 項

１ 甲第１号議案「令和３年度沖縄県一般会計予算」

に係る特記事項

総務企画委員会において協議した結果、下記事

項を特記事項として予算特別委員会に報告するこ

とを、全会一致で決定した。

記

令和３年度一般会計予算の執行に当たっては、

コロナ禍で苦境に陥っているバス・タクシー等の

公共交通に対する支援を強化すること。
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○経済労働委員会

別紙１（経済労働委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【農林水産部】

問）久米島では海洋深層水のブランド確立が全てに

わたって行われているが、沖縄本島においても海

洋深層水の取水施設を建設する考えはないのか。

また、次期振興計画への位置づけはどうなってい

るか。

答）現在、海洋深層水に係る新たな取水施設を本島

に建設する計画はないが、海洋深層水研究所にお

ける研究の推進については、離島の特色ある資源

を活用した水産業振興の観点から、有効な手段と

考えている。新たな振興計画骨子案では、農林水

産業のイノベーション創出及び技術開発の推進を

基本施策に位置づけており、農林水産業を取り巻

く自然環境や社会情勢の変化に伴う課題の解決を

目指し、試験研究を推進したいと考えている。

本島での海洋深層水取水施設については、次期

振計の骨子案をまとめる中で、関係市町村含めて

様々な意見を徴収する過程で議論されるかと考え

ている。

問）ちばりよー！わったー農林水産業応援プロジェ

クト事業で新年度に新たに追加する品目はどのよ

うなものがあるか。また、この事業により安定供

給が可能かどうか説明してもらいたい。

答）本事業は農林水産物の需要の低迷に対する消費

を喚起するため、主に学校給食に農林水産物を供

給することを目的に、令和２年６月補正予算によ

り事業を実施してきた。令和３年度においては、

需要回復にはまだ時間がかかることが予測される

ことから、令和２年度の牛肉やマグロに加え、ア

グーやカンショなど影響の大きい品目を拡充し、

引き続き取り組むこととしている。

コロナの影響で観光客が減少し、アグーやカン

ショなどは滞留していたので、そういうものをど

んどん出していくということが、この事業の趣旨

であるので、供給については問題ないものと考え

ている。

問）コロナ禍の中、飲食店の休業により１次産業も

相当打撃を受けていると思うが、どれぐらいの影

響があるのか。

答）家庭向けの品目については、巣ごもり需要の高

まりもあり回復基調にあるが、一方で、緊急事態

宣言の発出による往来の自粛、時短要請、イベン

トの自粛等によって、花卉類や畜産物、水産物な

どの飲食・ホテル・土産品向けの品目について、

消費や価格面で影響が出ている状況である。

金額ベースで見ると、花卉類が対前年度比マイ

ナス11.3％、肉用牛の取引実績が対前年度比マイ

ナス3.7％、水産物の取扱金額が前年度比マイナス

21.1％となっている。

そのほか、渡嘉敷島や座間味島におけるイノシ

シによる農作物の被害状況、耕作放棄地の活用に

向けての取組、オキナワモズクの生産底上げ技術

開発事業の事業目的と成果、６次産業化の総合化

事業計画認定件数と九州との比較、黒糖の生産及

び在庫状況と需要開拓に向けての取組などについ

て質疑があった。

【商工労働部】

問）県内事業者の後継者不在率は全国と比較すると

どうなっているか。また、事業継承推進事業はど

のような内容か。

答）民間調査によると、県内の後継者不在率は81％

で全国一高い水準となっている。

当該事業は小規模事業者を中心として、少ない

経費でも事業承継に係る専門家のアドバイスや事

業承継プラットフォームのシステム利用料といっ

たものに活用してもらうための経費となっており、

50社に対して補助率３分の２、上限50万円の補助
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ができることになっている。

問）情報関連企業の集積状況はどうなっているか。

また、企業が沖縄に集積する理由は何か。

答）立地企業の内訳は、ソフトウエア開発業が176社、

コンテンツ制作業が84社、情報サービス業が104社、

コールセンターが85社、その他ＩＴインフラ等で

41社、合計で490社、約３万人の雇用を創出してい

る。

情報通信関連産業が沖縄を目指した理由は、政

策的に通信回線料を安くしたこと、若い労働力が

豊富にあること、さらに、国を挙げて税制や制度

的な支援をしてもらったことなどが挙げられ、こ

れらのことから多くの企業が沖縄に来ていただい

たと考えられる。

問）琉球泡盛新開発新発展戦略ブランディング事業

の概要とどういった方々を対象と考えているのか。

答）当該事業は、泡盛を継承発展させるため、泡盛

の科学的解析を進める調査事業や業界が取り組む

泡盛のリブランディングへの支援、それから個別

事業所に対するマーケティング活動支援などを行

う内容となっている。

具体的には、泡盛の消費が落ち込んでいく中、

泡盛を誰に対して、どこに売っていくのかという

ことをもう一度ブランディングする必要があるた

め、今年度は調査、来年度はブランディングを確

立し、それからマーケティング戦略を策定して、

それに基づいて販売していくこととしている。

そのほか、スマートエネルギーアイランド基盤

構築事業が予算減となった理由、沖縄工芸の杜整

備事業の進捗状況、ぼくたちわたしたちが応援！

県産お菓子の魅力発信事業の内容、県産お土産品

の県内製造率、令和３年度のエネルギー施策の具

体的な取組と今後のビジョンなどについて質疑が

あった。

【文化観光スポーツ部】

問）ＴＡＣＯのこれまでの実績はどうなっているか。

また、令和３年度は空港内で１日何件くらいのＰ

ＣＲ検査ができる予定となっているか。

答）昨年６月19日から今年３月７日までの262日間、

那覇空港到着口のサーモグラフィーを通過した人

数は252万6077人で、サーモグラフィーでの発熱感

知が554人、ＴＡＣＯの看護師による検温で37.5度

以上の発熱があった方は16人、そのうち問診に同

意して実施した件数は14件、検査につないだ案件

が２件で、その２件は陰性となっている。

令和３年度における旅行者検査実施支援事業に

おいては、４月から９月までの６か月間で３万

5000件の検査ができる予算となっており、１日の

検査数は200件である。

問）現在の危機的状況の観光業界を助ける支援策等

について、どこが主体性を取るべきだと考えるか。

答）いろいろな側面での支援の在り方が考えられる

が、例えば国内需要安定化事業では、国内の旅行

需要をいかに回復させるかということや、また、

雇用支援や経営支援ということで、商工労働部の

県単融資事業や雇用調整助成金の上乗せ分といっ

たことも併せて、県庁一丸となって観光業界に手

厚く支援し、観光関連産業の回復に努めていくこ

ととしている。

問）令和元年度の文化観光スポーツ部の総予算額は

年々減ってきている。文化観光スポーツ部として、

総務部に対して予算を要求したことだと思うが、

この現状をどう感じているか。

答）文化観光スポーツ部トータルの予算としては、

沖縄観光国際化ビッグバン事業や県立芸大奏楽堂

の改修終了などで必然的に予算が減っているが、

観光振興に関する予算は39億円で、対前年度比1.

8％増という状況である。

インバウンドについては渡航制限がかかってい

るので、やむを得ないところがあり、その分を国

内需要安定化事業の増額や感染防止対策で旅行者

検査実施支援事業に回すなど、観光振興に係る当

初予算については、何とか上積みをしている状況

である。それと同時に、２月の補正予算において

は、沖縄観光体験支援事業のクーポンを活用した

事業や10日から始まった沖縄彩発見キャンペーン

事業など、ＧｏＴｏトラベルが再開されるまでの

間、当初予算も含めて、何とかできることをつな

いで、観光振興に向けた取組を実施しているとこ

ろである。

そのほか、観光危機管理マニュアルに基づく観

光関連産業の情報収集及び分析の実施状況、修学

旅行で訪れた学校数と生徒数の過去３年間の推移、

ＲＩＣＣＡの登録者数と施設・事業者の登録件数、

東京オリンピック・パラリンピック県内聖火リ

レーの実施可否についての判断時期、令和３年度
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の万国津梁会議のテーマなどについて質疑があっ

た。

【労働委員会事務局】

労働委員会事務局の職員数、令和３年度歳入予

算の（款）諸収入が増額となっている理由などに

ついて質疑があった。

別紙２（経済労働委員会）

要 調 査 事 項

１ 水際対策（安全・安心な沖縄観光受入体制構築

実証事業及び旅行者検査実施支援事業）について

（知事）

（要調査事項の内容）

この２つの事業で、沖縄モデルの水際対策を充

実させていくということであるが、ＴＡＣＯにつ

いては、262日間で約252万人が通過をして、全く

機能していないということが１つ。ＰＣＲ検査に

ついては、これから観光産業を動かしていかない

といけないという状況で、１日当たり数万人が利

用する那覇空港において、半年間で３万5000件、

１日200件の希望者のみのＰＣＲ検査だけで、本当

に水際対策になるのかという大きな疑問を持って

いる。また、報道にあるように、変異株に対する

県民の不安も非常に大きくなっている。

このような状況の中、令和３年度の観光産業を

どう動かしていくのか、水際対策の在り方、充実

も含めて、再度議論をしなければならないと考え

ていることから、知事の見解を聞きたく要調査事

項として提起するものである。

なお、答弁としては不足はなく、議論は尽くさ

れていることから、要調査事項として上げること

には反対であるとの意見があった。

２ 観光危機にある観光業界への支援について（知

事）

（要調査事項の内容）

現在、観光業界がもがき苦しんでいる中、知事

を先頭に予算の獲得や様々な税の軽減措置も含め

て、観光業界の声を提言し、激励もしたいことか

ら、知事の見解を聞きたく要調査事項として提起

するものである。

なお、議論は尽くされていることから、要調査

事項として上げることには反対であるとの意見が

あった。

３ コロナ禍の中、マリンタウンＭＩＣＥエリアの

見通しや新設した感染症対策課の役割など今後の

観光ビジョンについて（知事、両副知事）

（要調査事項の内容）

縦割り行政で非常に厳しい状況ということは、

代表質問、一般質問での答弁でもあったので、そ

の経験を踏まえて新年度はどういう体制をつくる

のかと質問すると、新設の感染症対策課をつくる

みたいですという答弁だったので、非常に驚いて

いる。

令和３年度の新年度予算に向けて、しっかりと

責任を持って観光関連産業を守っていく、沖縄の

観光をしっかりとつくり、県民の皆さんと共に頑

張るという意思表示、決断を持っていれば、みん

なで頑張ろうということになると思うことから、

知事の見解を聞きたく要調査事項として提起する

ものである。

なお、代表質問、一般質問の答弁の中で、知事

は観光関連業者の実情をきちんと把握、認識して

頑張るという決意を述べられていたことから、要

調査事項として上げることには反対であるとの意

見があった。

特 記 事 項

１ 甲第１号議案「令和３年度沖縄県一般会計予算」

経済労働委員会において協議した結果、下記事

項を特記事項として予算特別委員会に報告するこ

とを全会一致で決定した。

記

令和３年度当初予算のコロナ関連対策予算に関

しては、経済対策に係る支援策を強化すること。

（その他の意見）

・特記事項の文言に、「県の危機管理の体制や支援

体制の充実」、「さらなる支援」、「長期滞在を含め

た実効性のある対策」ということを加えてもらい

たい。

・各常任委員会から特記事項の提起があると思わ

れるため、それを集約し、県議会の総意として意

思表示すべきである。
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○文教厚生委員会

別紙１（文教厚生委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【子ども生活福祉部】

問）生活保護援助費についてコロナの影響で増えて

いるのは予想できるが、予算増の理由及び想定人

数について聞きたい。

答）令和３年１月の被保護世帯数は３万354世帯、対

前年度比1.9％の増、前年の令和２年１月では対前

年度比2.6％の増と、現在のところ新型コロナウイ

ルス感染症の影響は顕著に表れているとは言えな

いが、リーマンショックの際にはその翌年度及び

翌々年度に被保護世帯数及び被保護実人数が大幅

に増加したという結果が出ており、新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴い生活への影響は長期に

及んでいることから今後、福祉事務所への申請の

増加が予想される。

令和２年度当初予算までは各扶助費ごとに過去

５年間の対前年度伸び率の平均を乗じて算出して

いたが、令和３年度当初予算においては直近３年

間の各扶助費の伸び率の最大値を取って積算して

おり、令和３年度当初予算額は103億円余り計上し、

対前年度比約12億7300万円、14％の増となってい

る。

問）ひとり親家庭生活支援モデル事業について、自

立に向けてどのような支援を行っているか聞きた

い。

答）県では、いろいろな貸付金であったり、民間ア

パートを借り上げて生活・就労・子育ての総合的

な支援を行うゆいはぁと事業等を実施しており、

令和２年度末までに180世帯の自立を実現した。

ひとり親の最大の課題は低所得と債務であるこ

とから、総合的な支援として資格取得のための講

座や債務整理に関する相談、財産管理や家計管理

の教育などの支援を行っている。その結果、月収

13万円以上の世帯が当初22％であったものが、自

立した際の集計では53％に上がり、債務なしの世

帯が18％から自立した際の集計では40％に上がる

などの報告がされている。

問）生活保護や厳しい家庭の状況を拾い上げる役割

の民生委員について、県内の充足率及び全国との

比較について聞きたい。また、今年度の民生委員

の活動について、コロナ禍において人との接触を

なるべく避けようとする中、どのような工夫を行っ

て活動を継続したのか伺う。

答）民生委員は地域住民の生活状況を適切に把握し

て援助を必要とする人からの相談に応じ、必要に

応じて行政や専門機関につなぐ役割を担っている。

本県の充足状況は、定数が2422名に対し、令和

２年12月１日現在1991名となっており、充足率は

82.2％となっている。全国の充足率95.2％と比較

すると13ポイントの差がある。

今年度の活動については、電話での安否確認や

感染防止対策を講じた上で、単身高齢者への絞っ

た訪問、もしくは玄関先での対面などそれぞれ工

夫しながら活動を行ったところである。

そのほか、公立認可保育園の定員割れとミスマッ

チの実態、戦没者遺骨収集事業の現状と今後の取

組、若年者キャリア形成支援モデル事業の有効な

支援の在り方と位置づけ、国際家庭相談ネットワー

ク構築モデル事業の委託先の選定理由、沖縄子供

の貧困緊急対策事業のこれまでの実績と今後の課

題などについて質疑があった。

【保健医療部】

問）県立病院医師派遣補助事業について、前年度比

で大幅増となっているがその理由は何か聞きたい。

答）この事業は、北部、宮古、八重山の各県立病院

に派遣される専門医及び県立離島診療所で勤務す

る医師の人件費を病院事業局に補助するものであ

る。令和２年度当初予算から１億2410万1000円の
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増となっているが、その増額の理由は、専門医の

派遣予定数が令和２年度当初の16名から今回22名

に増加したことによるものである。

問）こども医療費助成事業について、通院にかかる

医療費助成が中学校卒業まで拡大されるが、窓口

無料化の実現に向けての見通しはどうか聞きたい。

答）県では現在、令和４年度の年齢拡大に併せて可

能な限り現物給付を全市町村で導入したいと考え

ており、１月から市町村を回り意見交換を行って

いる。その中でおおむね事業の重要性、必要性に

ついて理解していただいており、多くの市町村が

現物給付の方向で動いているが、一部の市町村で

調整をしたいとの要望があり、現在協議を進めて

いる。

問）特定不妊治療費助成事業が増額されている理由

と県独自の対応はないのか聞きたい。

答）国は令和４年度から保険適用を目指しており、

令和３年１月から令和４年３月まで、現在の助成

事業が拡充されることとなっている。拡充内容は

所得要件の撤廃、助成上限額が初回のみ30万円で

あったものが一律30万円、また、事実婚も助成対

象になり、助成回数が生涯６回までとなっていた

ものが１子ごとに６回までと拡充された。

また、県独自の対応としては、相談事業として

特定不妊の相談を受けたり、相談センターを運営

している。

そのほか、子育て世代包括支援センター設置の

遅延理由、保健所の人員体制の推移、精神障害者

自立支援医療費の内容及び直近の執行率と受給者

数、北部基幹病院開院に向けての進捗状況、国民

健康保険事業費納付金の減額理由と市町村の算定

結果などについて質疑があった。

【病院事業局】

問）令和元年度決算で手元流動性の残高が年間事業

費用の１月分を下回っているが、令和３年度はど

のように改善されたか聞きたい。

答）経営的な安定度をはかる指標として手元流動性

の残高が年間事業費用の１月分から２月分の資金

が必要とされているが、資金を獲得するまでには

至ってない。資金が枯渇した場合に備え、令和３年

度は当初予算案に一時借入金を組み入れ、70億円

を限度額として借入れができるように措置してい

る。

問）県立病院における医療従事者のＰＣＲ検査及び

ワクチン接種の状況や今後のワクチン接種計画に

ついて聞きたい。

答）県立病院のワクチン接種実績は、３月９日時点

で全体で983名、その内訳は北部病院20名、中部病

院384名、南部医療センター・こども医療センター

354名、宮古病院70名、八重山病院が155名で、精

和病院は３月15日から接種開始予定となっている。

また、ＰＣＲ検査については必要に応じて不定期

で実施しているが、実績については整理していな

い。

今後の接種計画としては、県立病院では３月上

旬から下旬に２回に分けて医療従事者への優先接

種を行っていく予定である。接種に関しては、医

師、看護師、事務職員等10名から21名の人員で受

付、問診、接種、回収作業を行う予定である。

問）令和元年度の病院事業会計決算審査報告書で会

計事務等について是正・改善を要すると指摘があ

り、同様の指摘が継続していることを確認してい

るが、これまで改善されなかった理由と今年度の

対応等について聞きたい。

答）指摘事項が多い要因の一つは、会計事務の経験

が少ない職員が多数配置されていることが挙げら

れる。

改善に向けた取組として、対象者別研修、会計

事務職員の初心者向け研修、外部の専門講師を招

いて各県立病院の予算経理事務担当者に対し、会

計事務研修を行っている。また、内部統制の強化

を図るため各県立病院の事務部長、経営課長等に

対して企業出納員研修を実施しているが、さらに

実務に即した効果的な研修がないかを現在検討し

ている。

そのほか、医師、看護師等の配置状況と欠員に

対する県の対応、繰入金78億円の妥当性、災害拠

点病院施設整備事業の内容と各病院ごとの内訳、

流動資産の未収金の発生理由と個人負担分の未収

金額、県立病院ビジョンの策定経緯などについて

質疑があった。

【教育委員会】

問）外国青年招致事業の外国語指導助手の配置状況

はどうなっているか。また、外国人が何名いるの
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か、そのほか募集方法、基準、審査方法等につい

て聞きたい。

答）令和２年９月から令和８年３月まで、語学指導

等を行う外国語指導助手を県立学校76校に54名を

配置する予定であったが、現在は新型コロナウイ

ルス感染症の影響によって早期帰国や未着任など

により現在16名不足しており、それを補うために

選考しているところである。国籍については、ア

メリカ20名、シンガポール４名、カナダ１名、イ

ギリス３名、オーストラリア１名、南アフリカ

３名、ニュージーランド１名、ジャマイカ１名、

アイルランド１名、トリニダード･トバゴ２名、中

国１名となっている。

募集方法等については、県である程度、必要人

数を把握して各国在来外交官で募集選考し、一般

財団法人自治体国際化協会に対して必要人数を要

求し、自治体国際化協会で取りまとめて配置する

形になっている。

問）高校卒業時における進路未決定者数の直近10年

の状況及び全国との比較を聞きたい。

答）本県の高等学校卒業者の進路未決定者数は、

令和２年３月卒で1797名、卒業生に占める割合

は12.1％となっている。未決定者数が一番多かっ

たのは平成24年３月卒で2754名、卒業生に占め

る割合が18.2％となっており、近年は改善傾向

にあるが、この10年間の状況を全国と比較する

と、全国平均値が4.8％、本県は14.4％と依然開

きがある。

問）小・中学生いきいき支援事業の内容と効果及び

スクールソーシャルワーカーとの違いについて聞

きたい。

答）小・中学生いきいき支援事業は、小中アシスト

相談員を各学校に派遣し、いじめ、不登校、問題

行動等の課題を抱える児童生徒への支援を行う事

業であり、令和３年度の小中アシスト相談員の配

置は53名を予定している。

この事業の効果は、令和元年調査によると、支

援児童生徒数2670名に対して支援により状況が好

転した、または好転しているという状況を合わせ

ると1860名と、支援した児童生徒数の約70％が効

果が認められている。

スクールソーシャルワーカーは、福祉の専門性

を生かしながら関係機関につなぎ、問題解決のた

めの組織体制をつくるなどの取組を行うもので、

直接的に子供、児童生徒の対応をするような状況

もある。一方で小中アシスト相談員に関しては、

不登校の児童生徒がいたら家庭を訪問したり、電

話を入れてみたり、またその保護者等の相談に応

じたりというような役割がある。

そのほか、県外進学大学生支援事業の内容と目

標及び実績、県内の小中高の学習塾及び予備校に

通っている割合と全国との比較、県内の小中学校

の少人数学級の実施状況、バス通学費支援事業の

拡充に伴う中高校生の利用見込、教職員住宅の施

設数及び平均築年数などについて質疑があった。
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○土木環境委員会

別紙１（土木環境委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【環境部】

問）沖縄市のごみ山の現状はどうなっているのか。

また、同問題を解決するため新年度予算に幾ら計

上し、今後の処理計画はどうなっているのか聞き

たい。

答）令和元年度に株式会社倉敷環境が測量をしたと

ころ、約47万立方メートルの体積があり、話合い

を継続している間においても、事業者は少しずつ

できる範囲で改善を進めている状況にある。

また新年度は、ごみ山周辺環境モニタリング業

務として1743万5000円の予算を計上している。処

理計画については、15年で改善する計画を示して

おり、地元といろいろ話をしているところだが、

具体的な処理方法については、新たな施設、湿式

トロンメルと呼ばれるものを導入して、廃棄物を

選別し可燃物は焼却するとともに、リサイクルで

きるものはリサイクルする。それでも残るものに

ついては、うるま市内で現在建設中の最終処分場

で埋立処分し、15年かけて改善する計画となって

いる。

問）これまでの赤土の流出量の推移及びその要因別

の割合はどうなっているのか。また、環境部と事

業実施部局との連携について聞きたい。

答）沖縄県赤土等流出防止条例が施行される前の平

成５年度が県全体で年間52万1000トンだったもの

が、平成13年度で38万2000トン、平成23年度で29万

8000トン、直近のデータが平成28年度で27万1000ト

ンということで、県全体でいえば25万トンの削減、

約５割の削減となっている。

要因別の割合は、条例施行前の平成５年度と平

成28年度で比べると、農地は32万1000トンから22万

6000トンで、削減量は６万5000トンで３割の削減

になり、開発事業は16万7000トンから２万8000ト

ンで、削減量が13万9000トンで約８割の削減になっ

ている。

平成28年度の県全体の流出量はトータルで27万

1000トンであったが、その約８割が農地からとい

うことになる。

また、他部局との連携については、環境部が環

境モニタリングを行って、その結果を県の関係課

長で構成する沖縄県赤土等流出防止対策協議会幹

事会で共有するなど、改善点をお互いに確認して

いる。さらに、その下に、班長級で構成するワー

キングチーム会議があり、年２回開催している。

問）海岸漂着物地域対策推進事業の実績やボランテ

ィアによる活動の有無について聞きたい。

答）この事業は、漂着物の回収処理普及啓発活動な

どを行う事業で、国の地域環境保全対策費補助金、

海岸漂着物等地域対策推進事業を活用して実施し

ており、土木建築部や農林水産部等海岸管理者が

行う回収処理や環境部が行う各種調査のほか市町

村が実施する回収処理、それから普及啓発事業に

対して費用の９割を補助金として交付している。

実績としては、令和元年度は海岸管理者と市町村

を合わせて約3000立方メートル、重量で約270トン

の海岸漂着物を回収処理している。

また、ボランティアについては、ＯＣＣＮ沖縄

のクリーンコストネットワークというものがあり、

海上保安庁と他の関係団体と連携して、その中で

ボランティアによる回収処理を促進している。

そのほか、ギンネムの活用方法及び駆除方法の

確立の有無、有機フッ素化合物環境中残留実態調

査に係る立入調査の状況及び調査結果の活用方法、

気候非常事態宣言発出に向けての検討状況、観光

施設等による省エネ施設の導入補助の事業内容、

世界自然遺産登録に係る国指定の天然記念物の数

及び保全の取組などについて質疑があった。
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【土木建築部】

問）道路事業において、社会資本整備総合交付金と

沖縄振興公共投資交付金の違いは何か。また、沖

縄振興公共投資交付金は７年連続減額になってい

るが、令和３年度の市町村道事業の予算の見通し

と市町村の要求に応え切れるか聞きたい。

答）道路事業においては、沖縄振興公共投資交付金

は沖縄の振興に資する道路として、地域生活の利

便性向上や地域間のアクセス機能の強化等を目的

に行う事業であり、社会資本整備総合交付金は国

の直轄事業と密接に関連し、幹線道路として道路

交通の円滑化や経済基盤の強化等を目的に行う事

業である。

また、沖縄振興公共投資交付金の市町村道事業

の予算配分は、令和３年度は29市町村69路線に対

して、予算額は国費ベースで15億3598万7000円で、

対前年度比は0.93倍となっている。県としては、

市町村と年４回のヒアリングを実施しており、事

業の進捗についての確認や調整、また繰越額の縮

減に向けて支援などを行っており、今後とも引き

続き市町村と連携しながら、要望額の確保に取り

組んでいく。

問）首里城復興の取組に関連して、首里城火災の原

因究明に取り組む姿勢を見せるべきではないか。

また、指定管理者はどのような責任の取り方をし

たのか聞きたい。

答）県では、昨年３月に首里城火災に係る再発防止

検討委員会を設置しており、９月11日に同委員会

から、火災時の事実確認等を整理した中間報告書

を受け取り、年度内に予定されている最終報告に

向けて再発防止策の検討を進めているところであ

る。

なお、中間報告書では、出火原因について沖縄

県警及び那覇市消防局がいずれも出火原因の特定

には至っていないが、想定し得る出火原因を検討

したところ、現時点において電気関係設備が出火

の原因になった可能性は否定できないとしている。

また、指定管理者においては、役員及び管理職

等の給与を１月から６月までの間で合計177万円

の減額、昇級の停止、12月賞与の一律70％カット

などを行っている。

問）公営住宅の建て替えや増設・新設の考え方につ

いて聞きたい。

答）公営住宅の供給計画の目標量については、平成

28年度から令和７年度までの住生活基本計画の中

で、県・市町村も含め公営住宅の増設・新設を

907戸と定め、老朽化した公営住宅の建て替えに際

して、おおむね１割程度増戸する計画を立てて、

建て替え事業を実施している。

一方、新設については200戸程度を計画の中に盛

り込んでいる。

そのほか、県道34号線の渋滞解消に係る予算内

訳及び渋滞解消のための方策、公共工事における

分離分割の発注方針、中城湾港長期構想整備計画

の目的と進捗状況、都市モノレール輸送力増強事

業に係るモノレール３両化の完了時期及び延伸計

画の検討状況、県道20号線の整備計画の内容及び

工事の進捗率などについて質疑があった。

【企業局】

問）座間味浄水場の建設について、座間味村と協定

を結ぶということで基本合意を得たということだ

が、この協定の内容はどうなっているのか。また、

今後のスケジュールについて聞きたい

答）協定書の内容は、

１、新規浄水場の整備に当たり、座間味村の既

存浄水場用地に建設することを村は承諾し、無償

譲渡をすること。

２、新規浄水場の整備に当たり、車道の通行に

ついて、住民生活に影響を及ぼすことがないこと。

３、既存浄水場から、新規浄水場への移行まで、

企業局は技術支援を行うとともに、水道用水供給

事業の開始を可能な限り早期に実現できるよう努

めること。

４、新規浄水場の整備に当たり、企業局は、座

間味村が構想している災害時における備蓄庫並び

に避難所としての活用について、浄水場整備の設

計段階から可能な限り配慮すること。となってい

る。

また、今後のスケジュールとしては、次年度に

設計業務に着手をして、令和７年度までに、用水

供給開始を目指し、建設を進めていきたい。

問）工業用水道の計画給水量及び契約給水量ともに

中城湾地区と糸満地区が多いが、当該地域で今後

の新たな利用を希望する企業が出た場合、どう対

応するか。

また、取りあえず料金を下げて上水を使って、

対応したらどうかという意見もあるが、可能かど
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うか聞きたい。

答）西原浄水場以南の工業用水道については、現在、

契約給水量が計画給水量を上回っており、給水量

を増やす場合には新たな施設整備が必要となる。

工業用水道事業については、産業振興を目的とし

た県の政策との整合性を図ることや、新たな施設

整備については採算性の面で課題があることから、

関係部局と情報の共有を図り、連携して対応する

必要がある。

また、上水を工業用水として供給することにつ

いては、水道用水供給事業は、水道法に基づき水

道事業を行う市町村等に対して水道水を供給す

る、いわゆる卸売事業というような形で実施して

いることから、水道事業者ではない企業等に対し

て、企業局が水道水を供給することはできないも

のとされている。

問） 沖縄本島の市町村は、企業局が作った水を買っ

ているが、なぜ離島は、今も自ら水を作って、飲

んでいるのか聞きたい。

答）用水供給事業には様々な形態があるが、沖縄本

島においては、水源を北部に求めざるを得ないと

いう事情があり、個々の市町村が、それぞれで水

源を持つことが困難であることから、県のほうで

水道用水供給事業ということで、北部からの水を

持ってきているという事情がある。

一方、水源が豊富にあって自前でできるところ

においては、市町村運営の簡易水道あるいは浄水

場、上水道があるという状況である。

そのほか、企業債の調達先及び償還方法などに

ついて質疑があった。


